
【判例ID】 28320153

【判示事項】 【事案概要】

東日本大震災及びこれに伴う津波の影響で福島第一原発から放射性物

質が放出される事故が発生したことにより、他県への避難を余儀なく

されたと主張する者又はその相続人である一審原告らが、一審被告会

社に対して、津波発生を予見しながら安全対策を怠ったとして、原賠

法３条１項、民法７０９条又は７１７条１項に基づく損害賠償請求

を、一審被告国に対しては国賠法１条１項、４条に基づく損害賠償請

求をした件につき、一審被告会社に対する請求を一部認容し、一審被

告国に対する責任を棄却した原判決が一部変更され、一審被告会社に

対する請求認容額が変更された事例。

【裁判年月日等】 令和５年１１月２２日／名古屋高等裁判所／民事第１部／判決／令和

１年（ネ）８０１号

【事件名】 損害賠償請求各控訴事件

【裁判結果】 原判決一部変更、控訴一部棄却

【上訴等】 上告、上告受理申立て

【裁判官】 松村徹　入江克明　本松智

【審級関連】 ＜第一審＞令和１年８月２日／名古屋地方裁判所／民事第８部／判

決／平成２５年（ワ）２７１０号／平成２５年（ワ）５６１２号／平

成２６年（ワ）８８４号／平成２８年（ワ）６１２号／平成２８年

（ワ）５２３８号／28281387
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名古屋高等裁判所

令和１年（ネ）第８０１号

令和０５年１１月２２日

当事者の表示等

１　当事者の表示

　　以下の本判決各別紙に記載のとおり。

　　別紙１「一審原告基本目録」

　　別紙２「一審原告追加目録」

　　別紙３「一審原告代理人目録」

　　別紙４「一審被告目録」

２　当事者等の呼称

（１） 原審原告関係

ア この判決（別紙１「一審原告基本目録」を除く。）において、別紙１「一審原告基本

目録」に記載の控訴人若しくは被控訴人である原審原告又は原審原告承継人（当審における承

継人を含む。）を「一審原告」といい、一審原告それぞれは同別紙の「控訴人番号」欄に記載

の控訴人番号を付して「一審原告１－１」のようにいう。また、一審原告１のすべての枝番号

の一審原告ら（同１－１から同１－４まで）を総称する場合は「一審原告１の世帯」といい、
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他の枝番号のある一審原告についても同様とする。

　　イ　この判決において、一審原告らのうち、別紙１「一審原告基本目録」の「ＡＢの別」

欄に「Ａ」と記載する者らを併せて「一審原告１－１ら」といい、同欄に「Ｂ」と記載する者

らを併せて「一審原告７－１ら」という。

　（２）　原審被告関係

　　この判決（別紙４「一審被告目録」を除く。）において、控訴人・被控訴人（原審被告）

東京電力ホールディングス株式会社を「一審被告東京電力」といい、被控訴人（原審被告）国

を「一審被告国」という。

　（３）　その他

　　本件訴訟において当事者であった者で、この判決の当事者でない者は別紙５「元原審原告

目録」記載のとおりであり、これらの者（当審において当事者であった者を含む。）を「元原

審原告」といい、元原審原告それぞれは同別紙の「原審原告番号」欄に記載の原審原告番号を

付して「元原審原告２－１」のようにいう。

目次

　当事者の表示等

　主文

　事実及び理由

　　第１部　各控訴の趣旨及び事案の概要

　　第１章　各控訴の趣旨

　　第２章　事案の概要

　　第２部　前提事実

　　第３部　争点及び当事者の主張

　　第１章　争点及び当事者の主張

　　第２章　一審被告国の責任に関する一審原告らの当審における主張

　　第３章　一審被告国の責任に関する同一審被告の当審における主張

　　第４章　一審被告東京電力の責任に関する一審原告らの当審における主張

　　第５章　一審被告東京電力の責任に関する同一審被告の当審における主張

　　第６章　一審原告らの損害に関する同１－１らの当審における主張（弁済の抗弁に対する

主張を含む。）

　　第７章　一審原告らの損害に関する同７－１らの当審における主張（弁済の抗弁に対する

主張を含む。）

　　第８章　一審原告らの個別の損害に関する一審原告らの当審における主張

　　第９章　一審原告らの損害（個別のものも含む。）に関する一審被告東京電力の当審にお

ける主張（弁済の抗弁の主張を含む。）

　　第１０章　一審原告らの損害（個別のものも含む。）に関する一審被告国の当審における

主張

　　（以上、第１分冊）

　　第４部　責任に関する当裁判所の判断

　　第１章　認定事実

　　第２章　本件設置等許可処分の違法性

　　第３章　経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことの違法性

　　第４章　一審被告国の本件事故後の対応の違法性

　　第５章　一審被告国の責任に関するまとめ

　　第６章　一審被告東京電力の責任（民法７０９条及び７１７条１項に基づく請求の可否）
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　　第５部　損害（弁済の抗弁を含む。）に関する当裁判所の判断

　　第１章　損害（弁済の抗弁を含む。）に関する考え方（一審原告ら共通）

　　第２章　認定事実（一審原告ら共通）

　　第３章　一審原告らの本件事故時の各住所地の状況

　　第４章　各一審原告の損害

　　第６部　結論

　　第１章　一審原告らの請求に対する判断

　　第２章　結語

　別紙

　　別紙１「一審原告基本目録」

　　別紙２「一審原告追加目録」

　　別紙３「一審原告代理人目録」

　　別紙４「一審被告目録」

　　別紙５「元原審原告目録」

　　別紙６「一覧表」

　　別紙７「更正目録」

　　別紙８「賠償額一覧表（一審被告東京電力）」

　　（以上、第２分冊）

主文

１　原判決主文第１項及び第２項中、本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（２）」、

「（３）」、「（４）」又は「（５）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一

審原告らの一審被告東京電力に対する請求に係る部分を次のように変更する。

（１）　一審被告東京電力は、本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（２）」、

「（３）」又は「（４）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らに対

し、それぞれの一審原告に対応する同「認容額（控訴審）」欄記載の金員及びこれに対する平

成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員をそれぞれ支払え。

（２）　本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（５）」と記載する同「控訴人番号」欄記

載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する各請求及び同「区分」欄に

「（２）」、「（３）」又は「（４）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一

審原告らの一審被告東京電力に対するその余の各請求をいずれも棄却する。

２（１）　一審原告らの一審被告国に対する各控訴をいずれも棄却する。

（２）　本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（３）」、「（５）」又は「（６）」と記

載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する各控訴

及び同「区分」欄に「（２）」又は「（４）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番

号の一審原告らの一審被告東京電力に対するその余の各控訴をいずれも棄却する。

（３）　一審被告東京電力の本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（１）」又は

「（２）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らに対する各控訴及び

同「区分」欄に「（３）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らに対

するその余の各控訴をいずれも棄却する。

３　原判決を本判決別紙７「更正目録」のとおり更正する。

４　一審原告らの一審被告国に対する控訴費用は一審原告らの負担とし、本判決別紙６「一覧

表」の「区分」欄に「（６）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告ら

の一審被告東京電力に対する控訴費用は同一審原告らの負担とし、一審被告東京電力の同「区
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分」欄に「（１）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告に対する控訴

費用は一審被告東京電力の負担とし、同「区分」欄に「（２）」、「（３）」又は「（４）」

と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らそれぞれと一審被告東京電力と

の間の訴訟費用は、第１審、第２審を通じてこれを２０分し、うち対応する同「訴訟費用負担

割合（控訴審）」欄記載の割合を同一審原告らそれぞれの負担とし、その余をそれぞれ一審被

告東京電力の負担とし、同「区分」欄に「（５）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴

人番号の一審原告らそれぞれと一審被告東京電力との間の訴訟費用は、第１審、第２審を通じ

全部同一審原告らそれぞれの負担とする。

５　この判決主文第１項（１）は、仮に執行することができる。ただし、一審被告東京電力が

本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（２）」、「（３）」又は「（４）」と記載する同

「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らそれぞれに対し、対応する同「担保額（控訴

審）」欄記載の額の担保を供するときは、それぞれその仮執行を免れることができる。

事実及び理由

　　本判決の「事実及び理由」中（原判決の記載を引用する部分を除く。）では、本判決で別

に定義するもの以外は、原判決が原判決別紙「略語・用語一覧」ほかで定義した略語を使用す

る。

第１部　各控訴の趣旨及び事案の概要

第１章　各控訴の趣旨

第１　一審原告ら

　　原判決を次のように変更する。

　１　一審被告東京電力は、本判決別紙６「一覧表」の「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の

一審原告らそれぞれに対し、対応する同「一審被告東京電力に対する請求額（控訴審）」欄記

載の各金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員

（ただし、対応する同「一審被告国に対する請求額（控訴審）」欄記載の各金員及びこれに対

する同日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で一審被告国と連帯して）を支払

え。

　２　一審被告国は、一審被告東京電力と連帯して、本判決別紙６「一覧表」の「控訴人番

号」欄記載の控訴人番号の一審原告らそれぞれに対し、対応する同「一審被告国に対する請求

額（控訴審）」欄記載の各金員及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。

第２　一審被告東京電力

　１　原判決中、一審被告東京電力敗訴部分をいずれも取り消す。

　２　上記取消し部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。

第２章　事案の概要

第１　本件（原審）は、平成２３年３月１１日に発生した本件地震及びこれに伴う本件津波の

影響で、一審被告東京電力が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという

事故（本件事故）が発生したことにより、福島県内から愛知県、岐阜県若しくは静岡県へ避難

を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原審における原告ら（元原審原告２５－

１から同２５－４までを含まない。）が、一審被告東京電力に対しては、福島第一原発の敷地

高を超える津波の発生等を予見しながら、福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して、原賠

法３条１項、民法７０９条又は７１７条１項に基づき、一審被告国に対しては、経済産業大臣

が同東京電力に対して電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったこと等が違法であると主

張して、国賠法１条１項、４条に基づき、損害賠償として、本判決別紙６「一覧表」の「控訴

人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らに対応する同「一審被告らに対する請求額（原
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審）」欄記載の各金員及びこれらに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで民法（平成

２９年法律第４４号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。）所定の年５分の割合

による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事件である。

第２　原審は、原審における原告らのうち、一審原告１－４、同３－１から同３－４まで、同

８－７、同１３－４、元原審原告１８－２、同１９、一審原告２０－１、同２０－３、元原審

原告２１－１、一審原告２４－１、同２４－２、同３０－１から同３０－４まで及び同４１－

２の各請求をいずれも棄却し、その余の原審における原告らの請求のうち、一審被告東京電力

に対しては、損害賠償として、本判決別紙６「一覧表」の「控訴人番号」欄記載の控訴人番号

の一審原告らに対応する同「認容額（原判決）」欄記載の各金員及びこれらに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で認容し、一審被告国に対する請求をいずれも棄却する旨の判決（原判決）をしたとこ

ろ、一審原告ら（同２１－３を除く。）及び元原審原告２１－１並びに一審被告東京電力が、

それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。なお、同一審原告ら及び同元原審原告は、当審にお

いて、本判決別紙６「一覧表」の「一審被告東京電力に対する請求額（控訴審）」及び「一審

被告国に対する請求額（控訴審）」の各欄記載のとおり、不服の範囲を限定した。また、原審

における原告らのうち元原審原告１８－２及び同１９は控訴しておらず、原判決中、同人らに

係る部分は確定している。元原審原告２１－１は当審係属中に死亡し、一審原告２１－３が承

継した。

第２部　前提事実

　　本件における前提事実は、次のとおり補正するほかは、原判決第２部（１２頁２０行目か

ら９３頁２４行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決１３頁２０行目から２１行目にかけての「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍであり、」を「Ｏ．

Ｐ．（Ｉ港工事基準面）＋１０ｍであり、」と改める。

　２　原判決１５頁７行目の「原子力施設の」を「原子炉施設の」と改める。

　３　原判決１９頁２４行目の「理由として」を「原因として」と改める。

　４　原判決２０頁１０行目の「機能が」を「格納機能が」と改める。

　５　原判決２８頁１行目の「最大加速度」の次に「値」を加える。

　６　原判決４２頁５行目の「規程に」を「規定に」と改める。

　７　原判決６２頁１行目の「電気、」を「空気、」と改める。

　８　原判決６４頁４行目の「平成１４年から」を「平成１３年１月６日から」と改める。

　９　原判決６６頁４行目の「約１３万５０００人が」を「約１１万６０００人が」と改め

る。

　１０　原判決６６頁９行目の「暴風雨の影響で」から１１行目の「喪失したが、」までを

「暴風雨の影響による高潮と満潮とが重なりＪ河口に波が押し寄せた結果、河川が増水し、川

の水が洪水防水壁を越えて浸入し、送電網にも擾乱が生じ電源が喪失したが、非常用電源が起

動したため、」と改める。

　１１　原判決６７頁２４行目の「海のプレート内部に蓄積されたひずみにより、」を「プ

レート境界付近では、」と改める。

　１２　原判決７０頁１９行目の「甲１の１」を「甲Ａ１の１」と改める。

　１３　原判決７２頁１４行目から１５行目にかけての「地震・地盤ワーキンググループ」を

「地質・地盤ワーキンググループ」と改める。

　１４　原判決７７頁１０行目の「津波災害マニュアルに」を「津波災害予測マニュアルに」

と改める。

　１５　原判決８０頁２３行目に掲げる証拠に乙Ａ第２０号証の１及び２を加える。
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　１６　原判決８２頁１１行目の「数ｃｍ程度」を「数ｍ程度」と改める。

　１７　原判決８６頁１９行目に掲げる証拠に丙Ａ第９０号証を加える。

第３部　争点及び当事者の主張

第１章　争点及び当事者の主張

　　争点及び当事者の主張は、後記第２章から第１０章までのとおり当事者双方の当審におけ

る主張を補充するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第３部に記載のとおりであるからこ

れを引用する。

第２章　一審被告国の責任に関する一審原告らの当審における主張

第１　一審原告らの主張の骨子

　　規制権限の不行使については、その権限を定めた法令の趣旨、目的に照らして判断がされ

なければならないし、そのような判断がされれば、原判決のように、万が一にも事故が起こら

ないようにするため、最新の科学技術水準に即応するよう適時かつ適切に規制権限を行使する

ことが求められるとの判断に至るべきことは明らかである。そして、その判断の際には、一定

の調査義務が生じないかも検討されねばならない。

　　「津波評価技術による計算手法」は、既に平成１４年には確立していた。そして、２００

８年推計と同等の試算は、長期評価の公表と津波評価技術の公表がされた平成１４年時点で既

に可能であったのであり、同時点で予見可能性が認められなければならない。

　　次に、原判決は、防潮堤等の設置以外の措置（一審原告らが主張する〈１〉から〈３〉ま

での措置（〈１〉タービン建屋等の人の出入口、大物（機器）搬入口などに強度強化扉の二重

扉等を設置すること、タービン建屋等の換気空調系ルーバーなどの外壁開口部の水密化等の対

策を採ること、タービン建屋等の貫通部からの浸水防止等の対策を採ることにより、タービン

建屋等自体の防護措置を採ること、〈２〉非常用ディーゼル発電機及び配電盤等の重要機器が

設置されている機械室への浸水防止等の対策を採ることによりタービン建屋等内の重要な安全

機能を有する設備の部屋の防護措置を採ること、〈３〉既設の非常用ディーゼル発電機（水冷

式）を冷却するための海水系ポンプを津波から防護するための防水構造の建屋を設置し、電気

系統の配線の貫通口を水密化する対策を採ること））を結果回避措置として選択すること自体

は否定しておらず、その点では、法令の趣旨、目的を踏まえたものであると評価できる。もっ

とも、〈１〉から〈３〉までの措置の合理性について、本件では、原判決の判断にとどまら

ず、一審被告国は規制権限を行使し防潮堤等の設置以外の措置（水密化等の防護措置）を採ら

せるべきであった（同一審被告が規制権限を行使すれば一審被告東京電力においてかかる措置

をとる蓋然性があった）ことが認定されなければならない。そして、本件では、〈１〉から

〈３〉までの措置を講じることによって本件事故の結果を回避することが可能であった。

　　したがって、一審被告国は、本件事故について、国賠法１条１項の責任を負う。以下、こ

れらについて詳述する。

第２　本件で問題となる規制権限及びその行使

　１　問題となる規制権限

　　一審被告国が有していた主な具体的な規制権限は、電気事業法４０条（平成２４年法律第

４７号による改正前のもの。以下、同条及び３９条について同じ。）に基づく技術基準適合命

令であり、事業用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるとき

は、電気事業者に対し、技術基準に適合するように事業用電気工作物の修理、改造、移転、使

用の一時停止を命じ、使用の制限をすることができるというものである。そして、この技術基

準を定めた経済産業省令が省令６２号であり、その４条１項（防護措置等）で、津波により損

傷を受けるおそれがある場合は、防護施設の設置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じ

なければならないと定め（甲Ａ７６、丙Ａ１３の２）、設置許可基準である平成１３年安全設

計審査指針（丙Ａ１４）の指針２．第２項「安全機能を有する構築物、系統及び機器は、地震
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以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること」と整

合的に解釈されていたところ、同指針はこれに続く部分で「重要度の特に高い安全機能を有す

る構築物、系統及び機器は、予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件、又は自然

力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること」とされていた（丙Ａ１

４）。そして、この「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは「対象となる自然現象

に対応して、過去の記録の信頼性を考慮の上、少なくともこれを下回らない苛酷なものであっ

て、かつ、統計的に妥当とみなされるもの」をいうと解釈されていた。これらのように、省令

６２号は想定される津波が原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、適切な防護措置等を

とることを電気事業者に義務づけており、経済産業大臣は、電気事業者がこれを怠る時は、技

術基準適合命令を発する権限を有していた。

　　したがって、規制権限を定めた法令の趣旨、目的に照らして、具体的な状況の下で、省令

６２号４条１項「津波により損傷を受けるおそれがある」か否か、すなわち、福島第一原発が

津波により損傷を受けるおそれがあることを経済産業大臣において認識し又は認識し得たとい

えるかが本件における最大の争点である。

　２　技術基準適合命令の趣旨

　　原子力発電所の事故により放射性物質が漏えいした場合には、広範囲かつ長期間にわたっ

て住民の生命や身体に影響を及ぼすおそれがあり、放射能による健康被害に対する不安を抱え

ながら生活することを余儀なくされるなどの重大な結果をもたらし得る。このように、一たび

原子力発電所において事故が発生すれば、その被害は非常に重大であり、取り返しのつかない

ものといえるから、原子力発電所の稼働に当たっては、具体的に想定される危険性のみなら

ず、抽象的な危険性をも考慮した上で、広域・多数の国民の生命・健康・財産や環境が侵害さ

れないための万全な安全対策の確保が求められるというべきであり、上記事故が万が一にも起

こらないようにすることを目的とする炉規法の趣旨は、原子炉の設置後の措置である技術基準

適合命令についても及ぶというべきである。

　　かかる趣旨・目的に照らせば、電気事業法４０条が経済産業大臣に省令６２号で定める技

術基準に適合するように電気事業者に対し命令する権限を委任した趣旨は、原子力発電所から

万が一にも災害が発生しないようにするために、適時かつ適切に安全規制の基準を作り、かつ

適時かつ適切に監督権限を行使することによって原子力発電所の原子炉の安全性の確保に万全

を期しているところにあり、同法３９条の規定に基づく省令制定権限及び同法４０条の技術基

準適合命令は、原子力の利用に伴い発生するおそれのある受容不能なリスクから国民の生命・

健康・財産や環境に対する安全を確保することを主要な目的として、万が一にも事故が起こら

ないようにするため、技術の進歩や最新の地震、津波等の知見に適合したものにすべく、適時

にかつ適切に行使することが求められる。

第３　規制権限不行使の違法性の判断要件

　１　規制権限不行使事案における国賠法の判断要件

　　国又は地方公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その規制権限を定めた法令の趣

旨、目的、被害法益の性質、重大性、予見可能性、結果回避可能性のほか、規制権限行使にお

ける専門性、裁量性などの諸事情を総合的に検討して、具体的な事情の下において、その不行

使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合には、その不行使に

より被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項の適用上違法となる。

　２　本件の国賠法１条１項の違法の判断にあたって、〈１〉「国又は公共団体の公権力の行

使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反すること」、〈２〉

「当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め

うるような事情があること」が必要であるか否か

　　原判決は、上記の規制権限不行使事案における国賠法の判断要件に付加して、国賠法１条

7/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



１項の違法は、上記〈１〉及び〈２〉を要する旨判示しているところ、〈１〉は、従来、最高

裁が、国会・国会議員の「立法不作為」に対する国賠請求のほか、課税処分や建築確認という

「作為」に関する調査・審査の違法が争われた国賠請求で示したものであり、〈２〉は、過大

に所得金額を認定した更正処分が後にその処分の取消訴訟において一部認容された後の慰謝料

等の国賠請求で示したものであり、いずれも本件とは事案を異にするものであって、本件には

妥当しないものである。したがって、上記〈１〉及び〈２〉については、本件においては不要

な要件である。

第４　省令６２号４条１項該当性の判断及びその効果

　１　事前警戒・予防の考え方の採否

　　原子力安全規制法制においては、警察規制と異なり、「危険があるのに誤って規制しな

い」ことを避ける必要があり、事前警戒・予防の考え方を徹底する必要がある。

　　そのため、具体的には、〈１〉典型的な警察規制においては、「危険がないのに誤って規

制する」ことを避けるため一般経験則や確定的な科学的知見によって具体的危険の存否を判断

することとなるが、原子力安全規制法制においては、「危険があるのに誤って規制しない」こ

とを避ける必要があり、事前警戒・予防の考え方を徹底する必要がある（Ｋ意見書、丁Ａ

８。）、〈２〉そのため、最新の科学・技術水準への即応が要請されることとなり、確立した

科学的知見に限定されることなく生成途上の科学的知見（相当程度の科学的信頼性のある仮説

を含む。）を踏まえて抽象的危険の段階でも規制措置を講じることが求められる、〈３〉規制

権限を行使する発動要件としての危険の程度についても、「危険の切迫性」を求めることは制

度趣旨に反することとなり、原発の安全性に対する合理的な疑いがある段階で、最新の科学・

技術水準に準拠し、即応する結果回避措置をできる限り先取り的に講じることが求められる。

　２　科学的知見の確立の程度（具体的危険の存在の要否）

　　原子炉施設の安全確保のための規制権限行使に関しては、Ｌ原発最高裁判決が明らかにし

た「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という炉規法等の趣旨・目的に照らして

当然に考慮すべき知見と評価されるだけの科学的な知見であれば十分であり、通説的見解とし

て確立していることまでは要しない。

　３　予見義務

　　経済産業大臣に継続的な情報収集を踏まえた津波対策に関する予見義務があり、義務の懈

怠の効果として、〈１〉義務が果たされていたであれば判明したであろう事項は、予見可能性

の考慮要素となり、〈２〉義務懈怠の事情はそのまま違法性（結果回避可能性）判断の考慮要

素にもなる。〈１〉について、予見可能性は、経済産業大臣の規制権限不行使の違法を基礎づ

ける一要素であるところ、これは法的な判断要素であるため、規範的要素として、現実に認識

されていた事項だけでなく、認識することが可能であった事実があれば、これを加えることに

よって初めて法的責任の有無を判断することが可能となるからである。

　４　省令６２号４条１項「津波により損傷を受けるおそれ」が予見可能であった場合の効果

　　省令６２号は想定される津波が原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は、適切な防護

措置等をとることを電気事業者に義務づけており、経済産業大臣は、電気事業者がこれを怠る

時は、技術基準適合命令を発する権限を有していた。したがって、省令６２号４条１項「津波

により損傷を受けるおそれ」が予見可能であることは、電気事業法４０条の技術基準適合命令

を発すべき要件である。

　５　予見すべき事象

　　本件事故における規制権限不行使の違法性を判断する際の一審被告国の予見可能性の対象

は、主要建屋の敷地高であるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来である。

　６　予見可能性の程度

　　規制権限を定めた法令の趣旨目的、被害法益の性質・その重大性、長期評価の信用性から
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判断すれば、抽象的なおそれであるにせよ「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来」の予見可

能性が認められるのならば、当然、技術基準適合命令を発しなければならず、予見可能性の程

度云々を論ずべき余地は全くない。

第５　省令６２号４条１項の「津波による損傷のおそれ」に関する予見についての事情

　１　長期評価の示した知見により「津波により損傷を生ずるおそれ」があるといえるか否か

　　（１）　地震調査研究推進本部と長期評価の意義

　　過去の地震の知見を集約し専門家の議論を経て将来の地震の長期的な予測を取りまとめた

公的判断が長期評価である。

　　長期評価は、政府の特別の機関として設置された推進本部が、約２０名もの専門研究者ら

による１年以上にわたる活発な議論を経て、当時の地震学・津波学の最新の知見に基づいて取

りまとめたものであった。その議論の過程では、様々な意見が交換されたが、最終的に、「三

陸沖北部から房総沖までの海溝寄り」を一つの領域として評価すること及び明治三陸地震のよ

うな津波地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでも発生しうることについて研究

者らの見解が一致して（少なくとも積極的な異論はなく）取りまとめられたものであり、長期

評価は科学的信頼性が認められるものであった。

　　（２）　慶長三陸地震、延宝房総沖地震について

　　海溝型分科会において、異論も含めての議論の末に、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震が

津波地震であることが確認された。

　　（３）　領域設定の合理性、領域を区別すべき南北の差異がないこと

　　日本海溝寄りを一つの領域として区分することは合理的な判断である。

　　津波地震は付加体タイプの特殊な領域だけで生じるものではなく、その点で領域を南北に

区別すべき差異はない。

　　（４）　発生領域・発生確率の信頼度について

　　推進本部が、平成１５年３月２４日に公表した「プレートの沈み込みに伴う大地震に関す

る長期評価の信頼度について」（丙Ａ３６）において、「長期評価の見解」の「発生領域の評

価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」が「Ｃ（やや低い）」とされているのは、明治

三陸地震の震源域の位置が南北については厳密に定まらないことによるものであって、津波地

震が起きない、あるいは起きるかどうか曖昧であるということを意味するものではない。

　　（５）　中央防災会議及び専門家の見解

　　ア　中央防災会議

　　中央防災会議は、長期評価の地震学上の合理性を肯定した上で、財政的・時間的な要請か

ら、これを専門調査会の審議の対象から除外したに過ぎない。

　　イ　Ｎの見解について

　　Ｎは、慶長三陸地震の波源は千島海溝ではないか等の意見をもち、慶長三陸地震及び延宝

房総沖地震が津波地震であるという点について懐疑的な意見を述べており、海溝型分科会にお

いて自身の意見を述べている。しかし、Ｎは、最終的には同分科会に参加した地震学者の意見

集約として、三つの津波地震の存在を確認し、長期評価の最終的な結論について異議を述べ

ず、その結論に賛同をした。

　　ウ　Ｑの意見について

　　Ｑの長期評価の信頼性についての評価は、〈１〉自ら責任者として長期評価を取りまとめ

公表した立場と矛盾するものであり、また、〈２〉地震地体構造論などの最新の知見に基づい

て過去に縛られることなく将来の地震の想定が可能になっていたとの７省庁手引等が示す地震

学上の到達を無視し、〈３〉長期評価の基礎とされた津波地震が海溝寄りで発生するという確

立した知見を無視し、〈４〉さらに海溝型分科会において日本海溝寄りで過去に３つの津波地

震の存在が確認されたという事実も踏まえないものである。したがって、Ｑの長期評価の信頼
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性についての評価は、長期評価の論拠についての慎重な検討を経ないもので、そうした不十分

な認識を下にして疑義を呈しているに過ぎないものであり、同人の意見は長期評価の信頼性を

否定するものとは到底いえない。

　　エ　Ｒの見解について

　　Ｒは、海溝型分科会における延宝房総沖地震等の歴史地震についての詳細な議論のプロセ

スを把握していなかったために、同分科会が延宝房総沖地震を津波地震と判断するに至った論

拠を十分に把握できなかった。そして、Ｒは、日本海溝の最南部でも津波地震の発生があった

という地震学上の事実を踏まえないことから、海溝軸付近の未固結の堆積物の存在による津波

地震の発生メカニズムの基礎づけ及びこのメカニズム論を前提として、日本海溝の南北におい

て津波地震の発生可能性の差異を基礎づけるという仮説に拘泥しているに過ぎないものであ

る。しかし、Ｒ自身が自認するように津波地震の発生メカニズム自体は未解明なものである

し、またこの仮説は延宝房総沖地震の存在によって否定される関係に立つものである。した

がって、全体として、Ｒの意見及びＲ・Ｓ論文（丙Ａ３８）の存在は、長期評価の信頼性を否

定するものとはいえない。

　　オ　ａａの意見について

　　ａａは、Ｎとの共同論文（ａａ・Ｎ論文）である「ホルスト・グラベン構造」説を挙げて

意見を主張するところ、同説は津波地震の発生メカニズムに関する一つの仮説に過ぎないこと

及び海溝型分科会において延宝房総沖地震が津波地震とされたことによって採用されなかった

こと、ａａが地震調査委員会の委員として長期評価の判断に異議を述べていないことに照らす

と、ａａの意見は、長期評価の信頼性を否定するものとは到底言えないものである。

　　カ　ａｂの意見について

　　ａｂは、地震調査委員会の委員として「長期評価」を支持していたのであるから、長期評

価の公表から１０年以上経った後に一審被告国の要請に応じて作成された、長期評価に異を唱

える内容のａｂの意見書（丙Ａ１３４）は中立性を欠き信頼性を低下させるものであり、同人

の意見は採用できない。また、ａａとともに関与した中央防災会議・日本海溝等専門調査会の

北海道ワーキンググループは、「長期評価」について地震学上の合理性の検証を目的としたも

のではなく、現に、その検証を行ってその結果を取りまとめることをしていない。

　　キ　ａｃの意見について

　　ａｃは、津波工学の専門家であり、理学としての地震学上の専門的な知見を有するもので

はないこと、長期評価の津波地震を想定したＧＰＳ波浪計設置の合理性を承認していること、

同人の意見において、地震地体構造論において陸寄りと海溝寄りを区別しない見解が定説で

あったかのように述べているのは不正確であること、津波地震が海溝寄りで発生するという確

立した知見が長期評価の論拠となっていることの理解が前提となっていないこと、延宝房総沖

地震についての海溝型分科会の結論を正しく理解していないこと、プレートの固着の強弱と堆

積物の差異を理由として福島沖・茨城沖では津波地震が起こらないとする指摘に理由がないこ

とからすれば、同人の意見は、長期評価の信頼性を否定するに足りないものである。さらに、

ａｃは、津波防護措置が不要であると進言した当事者であり、中立性に欠けるのであって、本

件の訴訟において、中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に疑義があるものといわ

ざるを得ない。

　　ク　ａｄの意見について

　　ａｄは津波工学の専門家であり、理学としての地震学上の専門的な知見を有するものでは

なく、同人の意見は長期評価の信頼性を否定するに足りないものである。

　　（６）　平成９年に策定された４省庁報告書（甲Ａ１６、丙Ａ第３０の１）及び７省庁手

引（甲Ａ１５。以下、４省庁報告書と併せて「４省庁報告書等」という。）について

　　４省庁報告書等が「想定される最大規模の地震・津波」対策を求めており、これを受けて

10/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



一審被告国も認識していた平成１０年３月頃の一審被告東京電力作成に係る「太平洋沿岸部地

震津波防災計画手法調査に対する発電所の安全性について」（甲Ａ１３４）では福島県沖に津

波地震が想定されていた。

　　（７）　平成１４年８月以降の知見・経緯

　　一審被告国は、平成１４年８月以降に何らの調査・検討も行っていないから、同月以降、

長期評価を否定する知見があったとしても、同一審被告がそれを検討してない以上、同一審被

告の主張は無意味である。

　　ア　垣見マップ（丙Ａ１５５）について

　　「垣見マップ」は、雑誌「地震」に平成１４年４月５日に「投稿（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ）」

されたものであり、同年７月の長期評価の策定・公表前の知見である。したがって、津波地震

の知見の進展が得られる以前の古い知見に基づく「垣見マップ」の領域区分が、津波地震の知

見の進展を踏まえた長期評価の領域区分と異なるとしても、そのことをもって長期評価の領域

区分の信頼性を減殺することにはならない。

　　イ　ａｅ論文（ａｅほか「日本海溝域におけるプレート境界の弧沿い構造変化：プレート

間カップリングの意味」（丙Ａ１４４の１・２））について

　　ａｅ論文は、平成１４年１２月に公表されたものであり、ａｅらの見解は、南部では北部

と異なり海溝軸から少し入ったところのプレート境界間に付加体が一様に分布していることに

より固着（カップリング）が弱くなっており南北で違いが出るという仮説に基づくものであっ

た。しかし、このような見解は、同年の「長期評価」策定当時における仮説に過ぎず（甲Ａ１

０４）、しかも、１６７７年に延宝房総沖地震という日本海溝寄りの津波地震が現に発生して

いるという客観的事実を説明できないという点で、およそ採用しえない仮説であった。

　　ウ　Ｒ・Ｓ論文（丙Ａ３８）について

　　Ｒ・Ｓ論文は、最新の調査結果等を踏まえれば福島県沖で低周波地震が発生しても津波地

震に至る可能性が低いことを指摘しているが、津波地震の発生メカニズムが解明の途上である

ことを示すものではあるものの、他方で、津波地震が海溝軸付近で発生する巨大な低周波地震

であり、かつ日本海溝の南北を通じて海溝軸付近において低周波地震の発生が確認されている

という点において、津波地震が日本海溝の南北を通じて発生する可能性を基礎づけるものと言

える。津波地震が海溝寄りの巨大な低周波地震であるとの知見は、平成１４年の長期評価以前

に確立しており、長期評価策定の基礎になっていた（甲Ａ８６、１０３、ａｆ論文（甲Ａ１１

０）、ａｇ・ａｈ論文（甲Ａ１１１の１・２））。

　　一審被告国は、平成１４年当時、津波地震は特殊な海底構造でのみ発生するとの考え方が

支配的であったと主張する。しかし、ペルー地震（昭和３５年）、ニカラグア地震（平成４

年）など、海溝付近に付加体が形成されていない領域でも津波地震が発生しているとの知見

が、平成１４年当時すでに明らかになっていた（甲Ａ１１２、１８８、１８９、丙Ａ２９

３）。このように、日本海溝でも、また世界的に見ても、津波地震は海溝寄りの付加体のない

領域でも発生していることが長期評価策定当時、明らかになっていたのであり、同一審被告の

主張はおよそ事実に反する。

　　エ　長期評価公表後のａｉ（以下「ａｉ」という。）名誉教授の意見について

　　ａｉは、海溝型分科会のメンバーではなく、議論の経過を認識しないままに意見したもの

に過ぎず、それは一研究者の意見にとどまるのであるから、推進本部・地震調査委員会という

行政機関として、地震学上の知見を網羅的に収集し、かつ最先端の地震学者による集団的な討

議を踏まえて最大公約数的な結論を取りまとめた公文書である長期評価と対比されるべきもの

ではない。

　　オ　ａｊ論文（平成１５年に公表されたａｊ「史料地震学で探る１６７７年延宝房総沖津

波地震」（丙Ａ４０））について
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　　長期評価が延宝房総沖地震を取り込んだことについてａｊ論文において異論が述べられて

いるが、海溝型分科会で異論が取り上げられ、検討されたうえで根拠をもって退けられ、延宝

房総沖地震が日本海溝寄りの津波地震であるとの結論に達し、長期評価が策定されたものであ

るから、上記異論は織込み済みものである。

　　カ　ａｋ論文（平成１５年に公表されたａｋ「慶長１６（１６１１）年三陸津波の特異

性」（丙Ａ３９））について

　　ａｋは、平成７年の論文で、１６１１年慶長三陸地震について海底地滑りによる可能性を

既に指摘しており（甲Ａ１７２）、この見解は平成１４年の長期評価の議論の前提となってい

たといえる。そして、同人は、長期評価策定を行う海溝型分科会の委員として参加していたと

ころ、長期評価の取りまとめにあたっては、上記のような見解は示しておらず、慶長三陸津波

を津波地震によるものと扱うことに同意している。

　　また、長期評価は津波地震を、「断層が通常よりゆっくりとずれて、人が感じる揺れが小

さくても、発生する津波の規模が大きくなる地震のことである。この報告書では、Ｍｔの値が

Ｍの値に比べ０．５以上大きい（ａｌ、１９８８参照）か、津波による顕著な災害が記録され

ているにも係わらず顕著な震害が記録されていないものについて津波地震として扱うことにし

た」と定義しており（甲Ａ１３１（丙Ａ３３））、津波地震の意義について、特定の原因やメ

カニズム（例えば海底地すべりかどうか）を前提としていない。したがって、ａｋの上記見解

は長期評価と異なる考え方ではない（甲Ａ８６、１０３、１０４）。

　　キ　ａｃ・Ｎ・ａｋ論文等（ａｃ・Ｎ・ａｋら「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸～福島

県沿岸での痕跡高調査」（平成１９年）（甲Ａ１１６）、推進本部「日本の地震活動」（第２

版）（平成２１年３月）（丙Ａ１４２））について

　　ａｃ・Ｎ・ａｋ論文では、１６７７年の津波についての具体的な調査とシミュレーション

により延宝房総沖（日本海溝より南部）で津波地震が起きたことを確認しているし、「日本の

地震活動」（第２版）における記述の点は、すでに平成１１（１９９９）年４月１日に発行さ

れた旧版「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特徴－＜追補版＞」以来の記述が、平

成１４（２００２）年の長期評価の策定後も、編集の怠りによってそのまま残されたものに過

ぎない。

　　ク　全国を概観した地震動予測地図（丙Ａ２３０の１から３まで）について

　　「全国を概観した地震動予測地図」は地震動の評価が目的であり津波の影響は考慮されて

いない。また、「震源断層を特定した地震動予測地図」は、そもそも専ら地震動の評価が対象

となっており津波の影響は検討対象とはなっていないものであって、かつ信頼性の高い地震想

定を網羅したものでもないのであり、長期評価の津波地震が同地図の対象に選抜されなかった

ことを理由として、推進本部自身が長期評価の信頼性は低いと判断していたということにはな

らない。

　　ケ　平成２１年の長期評価の改訂について

　　平成１４年７月の長期評価公表後、三陸沖から房総沖にかけての日本海溝寄りの津波地震

の予測については、その後、複数回の見直しの機会があったものの、長期評価において、津波

地震の評価の変更は一切されていない。

　　コ　第４期津波評価部会について

　　第４期津波評価部会においては、決定論を前提として日本海溝寄りの津波地震の発生可能

性を初めて詳細に検討した結果として、「海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）について

は、北部と南部を分割して、各活動域内のどこでも津波地震は発生する」との考え方が異論な

く確認された。この第４期津波評価部会の結論は、長期評価の判断のうちの核心ともいうべ

き、「（津波）地震の発生領域」についての「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこで

もＭ８クラスのプレート間地震（津波地震）」が起こりうるという判断と完全に合致する。ま
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た、上記結論は、想定される地震の規模についても、長期評価の想定に（過小評価の可能性は

残しつつも）十分に合理性があることを確認している。

　２　津波評価技術によって敷地高を超える津波が想定されないことは「津波による損傷のお

それ」を否定する事情になるか

　　（１）　津波評価技術の概要

　　津波評価技術は、波源の不確定性や津波推計計算上の誤差・ばらつきに対する対応とし

て、パラメータスタディを中心として津波シミュレーションの手法の体系化を主とするもので

あった。

　　（２）　津波評価技術策定の目的

　　土木学会・津波評価部会の構成メンバーに多数の電力関係者が含まれること、資金はすべ

て原子力事業者が負担したこと、事務局も原子力事業者が担ったこと、審議過程が公開されず

批判的な見解にさらされることもなかったことなど、全て電力事業者側の意向に沿うもので

あった。そうであるからこそ、津波評価技術は、波源の調査、すなわち波源の規模、位置等を

検討範囲から除外し、波源の不確定性や津波推計計算上の誤差・ばらつきに対する対応を行う

ことのみをその目的としたもので、電力事業者側の意向に沿うものであった。

　　（３）　第１期津波評価部会での検討・議論

　　第１期津波評価部会では、日本海溝寄りの津波地震の発生可能性については検討・議論が

されなかった。

　　（４）　津波評価技術と想定最大津波

　　津波評価技術がパラメータスタディなどの手法を用いることによって想定最大津波を評価

したものとはいえない。

第６　省令６２号４条１項の「津波により損傷を生ずるおそれ」が認められる時期及び一審被

告国において講ずべきであった対応

　１　予見可能性が認められ、電気事業法４０条に定める技術基準適合命令を発すべきであっ

た時期

　　長期評価の示した知見に基づき推計すれば、平成１４年末には技術基準適合命令を発する

ことが可能であった。一審被告東京電力は、溢水勉強会での検討状況として保安院から指摘さ

れて気付くようなものではなく当然の結果として機能を失うものと認識していたのであり（甲

Ａ３１）、津波評価技術による計算手法は既に同年に確立していたのであるから、予見可能性

の時期は同年である。

　　そして、平成１４年に、長期評価（地震の発生可能性の評価）と津波評価技術（その地震

による津波推計手法）が相次いで公表されたことにより、遅くとも同年末までには、福島第一

原発の敷地高を上回る津波の襲来を予見することが可能となった。すなわち、一審被告東京電

力は、平成２０年に、関連会社である東電設計株式会社（以下「東電設計」という。）に依頼

し、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域のどこでも津波地震が発生しうるとの長期評

価の知見に基づき、明治三陸地震の波源モデル（長期評価で引用されているａａ・Ｎ論文に示

された断層モデル）を福島県沖の日本海溝寄りに適用した上で津波評価技術に示された手法を

用いて津波高の推計を行い、福島第一原発の敷地南側で最大でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍとなると

の推計結果（２００８年推計）を得ていた（甲Ａ１４１）。これは、まさに、長期評価と津波

評価技術をあわせて適用した結果であり、一審被告東京電力であれ同国であれ、推計計算に一

定の時間を要するとしても（平成２０年に東電設計に推計を委託したときでも推計計算に要し

た期間は約３か月であった。）、遅くとも平成１４年末までには、２００８年推計と同様の結

果を得られたといえる。

　　これに対し、原判決は、予見可能性を平成１８年において認めているところ、一審被告東

京電力は、溢水勉強会での検討状況として、建屋敷地が浸水すると建屋開口部から水が浸入し
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電源設備などが水没し機能を喪失するという結果となることは、保安院から指摘されて気付く

ような知見ではなく当然の結果として機能を失うものと認識していた（甲Ａ３１）のであるか

ら、予見可能性の時期を、原判決のように平成１８年とすること、ましてや平成２０年と認め

ることは、明らかに失当である。

　２　予見可能である場合に講ずべき対応として、技術基準適合命令において、防護措置とし

て具体的にいかなる措置をとるべきかの特定が必要か

　　省令６２号４条１項は構造物に要求される性能を規定する性能規定であり、原子力設備に

おいて「万が一にも」事故が生じないようにするための規定であることに鑑みれば、技術基準

適合命令において津波対策・措置の特定は可能な範囲内で行えばよい。

第７　結果回避措置

　１　「津波による損傷のおそれ」を防ぐために必要な措置としての結果回避措置の具体的内

容

　　防潮堤の設置、重要機器室の水密化、タービン建屋等の水密化が講じられるべきである。

このうち、とくに時間を要する防潮堤の設置に先立ち、重要機器室の水密化等の策が優先して

講じられる必要がある。

　２　「ドライサイト」が本件事故前の敷地内浸水への対策の基本であったか

　　「ドライサイト」は、米国原子力規制委員会において敷地内浸水を防ぐため、敷地を想定

浸水高より高く確保する策のことである。これができない場合には、次善の策として敷地内浸

水を前提に水密化等の策を講じる必要があった。一審被告国は、ドライサイトコンセプトが本

件事故前の原子力発電所に関する安全の指針であった旨主張するが、そもそもドライサイトコ

ンセプトが本件事故前の原子力発電所に関する安全確保のための諸法令において明示されてい

たことを示す証拠はない。

　　そして、敷地内浸水を前提とした水密化策では安全上問題があるというならば、敷地高を

超える津波到来が予想できた時点で、技術基準適合命令により防潮堤・防波堤完成まで一時停

止命令を発するべきであった。

　３　建屋及び機械設備の水密化は本件事故以前に確立された知見であったか

　　建屋及び機械設備の水密化は、本件事故以前から、確立された知見であった。

　　水密化技術は、確立して安定的な技術であった。想定される水圧に応じて設計が可能であ

り、ａｍ運河内の扉や潜水艦など、主要建屋の敷地に津波が到来して浸水する場合よりもさら

に過酷と考えられる条件下でも水圧に耐えうる。

　　そして、福島第一原発においては、平成３年１０月の溢水事故を機に、原子炉建屋最地下

階の残留熱除去系機器室等の入口扉、原子炉建屋１階の電線管貫通部とランチハット、非常用

Ｄ／Ｇ（非常用ディーゼル発電機）の設置された建屋の出入口扉の水密化が行われ（丁Ａ４７

から５０まで）、平成１８年５月の第３回溢水勉強会において建物の水密化が議題となるなど

している。

　４　防護策は単一的なものでよいか

　　原判決の発想は、複数ある選択肢のうちから単一的な防護策を選択すれば良いとの誤った

前提を勝手に定立し、次の〈１〉から〈３〉までの措置（〈１〉タービン建屋等の人の出入

口、大物（機器）搬入口などに強度強化扉の二重扉等を設置すること、タービン建屋等の換気

空調系ルーバーなどの外壁開口部の水密化等の対策を採ること、タービン建屋等の貫通部から

の浸水防止等の対策を採ることにより、タービン建屋等自体の防護措置を採ること、〈２〉非

常用ディーゼル発電機及び配電盤等の重要機器が設置されている機械室への浸水防止等の対策

を採ることによりタービン建屋等内の重要な安全機能を有する設備の部屋の防護措置を採るこ

と、〈３〉既設の非常用ディーゼル発電機（水冷式）を冷却するための海水系ポンプを津波か

ら防護するための防水構造の建屋を設置し、電気系統の配線の貫通口を水密化する対策）の着
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手に時間を要してもやむを得ないとの結論を安易に導いているが、多重防護、深層防護という

国際的にも確立されている知見及び一審被告国の選択肢としての一時停止命令（電気事業法４

０条）の存在からすれば、津波対策として防潮堤の設置等も十分に考えられるからといって、

上記〈１〉から〈３〉までの措置に着手することが遅くなってもやむを得ないなどということ

はない（単一の防護策では不十分である）。

　５　「防潮堤の設置」に先立ち、又はその設置と共に、防護の多重化のために建屋の水密化

が求められるか

　　一審被告国は、敷地高を超える津波が予見された場合に導かれる対策は、防潮堤・防波堤

等の設置によってドライサイトを維持するというものに限られると主張しているが、保安院が

一審被告東京電力に対し、平成１８年耐震バックチェック指示において長期評価の考慮とそれ

を踏まえた津波推計を指示していれば、その指示から１年程度のうち、又はどんなに遅くとも

平成２０年１１月までには、長期評価等の地震想定によって福島第一原発の主要建屋敷地を超

える津波の態様を具体的に認識し、福島第一原発がウェットサイトに転化している事実を認識

することができたといえること、建屋の水密化は代表的な防護措置であること、事後的な防潮

堤の設置には解決すべき技術的課題も大きく施工期間はより長期とならざるを得ないこと、防

潮堤の防護機能にも限界があり防護の多重化を図る必要があること、ａｎ発電所においては本

件事故の前から建屋の水密化が検討・実施されていたこと、溢水勉強会及び耐震バックチェッ

ク対応に際し、長期評価の津波を想定した対策として、一審被告東京電力の土木調査グループ

等において、防潮堤以外の水密化等の対策が現に検討された実例があり、また保安院との折衝

においても防潮堤以外の水密化による防護措置があり得ることが確認されていること、原子力

規制委員会の平成２５年の新規制基準も重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）を要

求していることからすれば、まずは短期で施工可能な「重要機器室の水密化」及び「タービン

建屋等の水密化」の措置が講じられるべきであり、それにとどまらず、その後に完成する「防

潮堤の設置」によって、更に多重の防護を確保するべきである。

第８　結果回避可能性又は因果関係

　１　結果回避可能性又は因果関係

　　（１）　時間的余裕を検討する際の起点（予見可能性が認められる時期）及び本件津波ま

での時間的余裕

　　原判決は、一審被告国が規制権限を行使すべき時期の起点が平成１８年であるとしている

が、平成１４年に、長期評価（地震の発生可能性の評価）と津波評価技術（その地震による津

波推計手法）が相次いで公表されたことにより、遅くとも同年末までには、福島第一原発の敷

地高を上回る津波の襲来を予見することが可能となったのであるから、同一審被告に予見可能

性が認められる時期は同年末である。この時点から平成２３年３月の本件津波の襲来までに

は、８年３か月もの時間的な余裕がある。

　　（２）　防護措置実施までに必要な時間

　　前記第７、４の〈１〉から〈３〉までの措置について、原判決は「地元の了解」や「工事

の設計」の時間が必要だとするが、〈１〉から〈３〉までの措置について「地元の了解」は不

要であり、「工事の設計」は「許認可」の時間の一部である。

　　日本原子力発電株式会社のａｎ発電所では１年１０か月で盛土工事とともに建屋の水密化

も行っている。

　　福島地方裁判所の判決でも認められているとおり、平成１４年末までに規制権限を行使す

れば、本件津波までに上記〈１〉から〈３〉までの措置が完了したことは明らかである。

　　具体的には、ａｃ証言（丙Ａ２９３）、ａｏ意見書（甲Ａ１４３）、ａｎ発電所等の施工

例からすれば「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」の工事期間は１年程度

を見れば十分であった。
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　　（３）　本件事故前後での緊急性の変化

　　「万が一にも起こらないように」しなければならない原発災害対策の緊急性は、本件事故

前後で変わるものではない。現に本件事故前にも、ａｎ発電所では長期評価により想定できる

津波を前提に建屋水密化工事が平成２１年９月に完了し（工事施工期間約１０か月）、日本原

子力発電株式会社のａｐ発電所１号機は建屋水密化工事が平成２１年９月に（工事施工期間約

９か月）、同２号機は同年６月に（工事施工期間６か月）それぞれ完了している。

　　（４）　想定できる津波を前提とした「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水

密化」によって、本件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが可能であった

か

　　本件事故の原因は、原子炉建屋に隣接するタービン建屋等の内部に設置されていた非常用

電源設備等（非常用ディーゼル発電機、配電盤等）が被水し機能喪失したことによる全交流電

源喪失（ＳＢＯ）であるところ、建屋の駆体部分（外壁）は本件津波に耐えたこと、主要な浸

水経路となった「大物搬入口」、「入退域ゲート」は津波対策が全く講じられていなかったに

も関わらず相当程度の防護機能を果たしており水密化による防護措置が講じられていれば十分

な防護機能（１階への浸水防止）が期待できたこと、地下階への直接の浸水経路となったと想

定される「給気ルーバー」は津波による損傷が見られず水密化措置を講じていれば全体として

建屋内部への浸水を防ぐことが十分に期待できたこと、仮に一部において建屋内部への浸水が

生じたとしても建屋内部間仕切壁の防護機能を踏まえると水密扉の設置等の水密化措置を講じ

ていれば配電盤等の被水を防止できたことからすれば、「重要機器室の水密化」及び「タービ

ン建屋等の水密化」によって、本件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが

可能であった。すなわち、本件事故の際、共用プール建屋周辺では少なくとも約３２ｃｍの浸

水深が観測され、建屋東側の出入り口部分、東側側面の通風口から内部への浸水が生じたが、

１階部分では出入口付近で約２０ｃｍ、西側壁面近くで約１４ｃｍの浸水深に留まったことも

あり、共用プール建屋１階に設置されていた空冷式の非常用ディーゼル発電機２台（２号機Ｂ

系及び４号機Ｂ系）は、いずれもその機能を維持した。しかし、地下１階にあった配電盤が被

水して機能喪失したことにより、空冷式の非常用ディーゼル発電機による電源を利用すること

ができなくなった。したがって、共用プール建屋やその内部についても水密化をしておけば本

件事故を防ぐことができた可能性はより高まったものと認められる。

　　なお、一審被告国は、一審原告らの主張を「建屋等の全部の水密化」と整理しているが誤

りである。

　　（５）　２００８年推計で想定できる津波と本件津波の差異の程度

　　２００８年推計で想定できる津波によっても、場所によって違いはあるものの、最大で５

ｍを超える浸水深が予測されていたこと、本件津波の東側からの海水の遡上による影響が限定

的なものであったことからすれば、浸水深及びそれによって推定される津波の動水圧につい

て、上記想定できる津波と本件津波の間に結果回避可能性を否定するほどの大きな差異がある

とはいえない。

　　（６）　小括

　　平成２０年以前に現に実施されていた水密化の措置を踏まえれば、平成１９年９月、ある

いはどんなに遅くとも平成２０年１１月までに経済産業大臣が技術基準適合命令を発していれ

ば、一審被告東京電力は、主要建屋や重要機器室の水密化の具体的な措置として、〈１〉ター

ビン建屋（Ｔ／Ｂ）の開口部（ルーバー等）への防潮板又は防潮壁の設置、〈２〉タービン建

屋の扉の水密化、〈３〉タービン建屋内の壁の貫通部（配管や電気ケーブル等）の止水処理、

〈４〉機器ハッチ（ａｑ原子力発電所と異なり建屋外にある）に対する止水処理等を実施した

蓋然性が高い。同一審被告が上記の水密化を実施したであろうと仮定することは、本件事故

後、同一審被告によって、ａｑ原子力発電所における敷地に遡上する津波の対策として、
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〈１〉原子炉建屋とタービン建屋の開口部（ルーバー等）の防潮板又は防潮壁の設置、〈２〉

原子炉建屋とタービン建屋の扉の水密化、〈３〉原子炉建屋内とタービン建屋内の壁の貫通部

（配管や電気ケーブル等）の止水処理が行われていることからも、十分な根拠がある。これら

の措置について、同一審被告は、主要建屋のある敷地に津波が遡上することを前提とした津波

対策の必要性を認識した後、特段の時間も要せず、速やかにかつ自然に発想し、実施してい

る。したがって、経済産業大臣から技術基準適合命令がなされれば、本件事故前の福島第一原

発においても、主要建屋の敷地に遡上する津波の対策として、速やかに上記の具体的措置が講

じられた蓋然性が高いといえる。

　２　防護措置を実施したとしても、本件津波による事故を回避できなかったか

　　（１）　結果回避措置を講じることによって現実に到来した本件津波による事故を防ぐこ

とができたことの立証の程度

　　原判決は、防護措置を実施したとしても「本件事故の発生を防止することができたと直ち

に認めることはできない」というだけで結果回避可能性（又は因果関係）を否定するようであ

るが、結果回避可能性（又は因果関係）があると言えるには「結果を回避できた可能性があっ

た」だけで十分である。

　　（２）　想定されるべきであった津波

　　想定されるべきであった津波は、２００８年推計により、次のとおりである。

　　〈１〉　浸水深は、敷地南側で５．７ｍ、共用プール立地点で５ｍ以上、４号機立地点で

２．６ｍ。

　　〈２〉　波圧は、共用プール建屋や敷地南側では１５０ｋＮ／ｍ
2
を超える。

　　〈３〉　津波の流況（流れの方向）は、南北方向。

　　（３）　想定されるべきであった津波と本件津波との間に有意な差異があるか

　　想定されるべきであった津波と本件津波の異同の検討に際して、地震のメカニズムと規模

（マグニチュード、断層領域、すべり量）の差異を強調する一審被告国の主張及び原判決の認

定には理由がない。

　　実際にも、想定されるべきであった津波による浸水深は敷地南側で本件津波の浸水深５ｍ

程度と大きく異なるものではなかった。むしろ想定されるべきであった津波に基づいて推定可

能だった動水圧は、本件事故の大きな原因となった１号機タービン建屋東側前面における動水

圧を大きく上回るものであった。他方で東側からの遡上する流れは、その影響をもっとも受け

た１号機周辺においても限定的である。

　　想定されるべきであった津波と本件津波との間には、浸水深、波圧及び流況の対比におい

て、結果回避可能性を否定する有意な差はない。

　　加えて、東電設計は、長期評価の想定する津波に対する防潮堤の設置について試算するに

際し、津波がいったん防潮堤によって堰き止められるとそこで堰き止められた津波が周囲に流

れることになり、その結果、１号機から４号機までの主要建屋の東側周辺の津波の高さがＯ．

Ｐ．＋１０ｍを超える、すなわち敷地東側からも主要建屋敷地に遡上することになる可能性を

否定することができないとして、津波の想定のシミュレーションでは、まずは敷地東側も含め

て主要建屋敷地前面に鉛直壁を仮定している（乙Ａ２０の１）。このとおり、東電設計の試算

にしたがって長期評価の想定する津波に対する防潮堤の設置を検討する場合、東側からの津波

流入についても流入津波対策として検討され、対応がなされていた可能性が高い。その場合、

本件津波による敷地高を超える津波流入に際しても、当該対応は一定の効果を有することが明

らかである。

　　また、長期評価を前提に、経済産業大臣が技術基準適合命令を発した場合、一審被告東京

電力としては、速やかに、本件敷地の東側からも津波が遡上しないよう、適切な防潮堤等を設

置する措置を講じ、想定される遡上波が本件敷地に到達することを防止する必要があったとい
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うべきであり、その実施を妨げる事情もうかがわれず、それが実施された蓋然性が高いという

ことができる。津波に関する知見が進化し、貞観津波の知見等、最新の知見を踏まえた対応を

同一審被告に講じさせるべきであるし、この貞観津波を想定した場合、本件敷地の東側からの

津波流入も当然に前提とされたものである。

　　（４）　原発構造物の安全裕度

　　本件事故前において、原発構造物の安全裕度は３であった。このことは、平成１５年４月

の時点において、一審被告東京電力を中核とする電事連と保安院の間で確認されている。

　　（５）　「重要機器室水密化」及び「タービン建屋等の水密化」により本件事故が回避で

きたか

　　水密化策が講じられていなかった結果の本件事故時の状況に照らし、最大でＯ．Ｐ．＋１

５ｍ程度の津波高さとなる２００８年推計で想定できる津波を前提とし、かつ「安全上の余

裕」を確保した上で、「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等の水密化」を講じていれ

ば、本件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが可能であった。すなわち、

建屋の水密化による防護措置が講じられていれば、１階への浸水を防ぐことができたし、仮に

浸水した場合も、配電盤等の重要機器が設置された部屋について水密扉の設置等の水密化措置

が講じられていれば、重要機器の被水を防止することは十分に可能であったといえる。そし

て、経済産業大臣により技術基準適合命令がなされていれば、一審被告東京電力は本件水密化

の措置、すなわち、〈１〉タービン建屋の開口部（ルーバー等）への防潮板又は防潮壁の設

置、〈２〉タービン建屋の扉の水密化、〈３〉タービン建屋内の壁の貫通部（配管や電気ケー

ブル等）の止水処理、〈４〉機器ハッチに対する止水処理等を、一律の浸水深の想定（波圧の

検討も含む）にもとづき、十分な裕度をもって実施したはずである。その結果、本件津波の建

屋内への浸水を防げた蓋然性が高く、漂流物の衝突等により万が一建屋に一部浸水したとして

も、さらに重要機器室の水密化によって浸水を阻むという多層的な津波対策となっているので

あるから、電源設備への浸水、それによる全交流電源喪失の事態を防ぐことができた高度の蓋

然性がある。そして、重要機器室及びタービン建屋等の水密化の設計・工事については、どん

なにかかっても２年程度の期間で済む。

　　したがって、経済産業大臣が平成１９年９月、あるいはどんなに遅くとも平成２０年中に

技術基準適合命令を発していれば、本件事故を回避することができたと判断することには合理

性がある。

第９　国賠法上違法であるかの判断にあたって求められるその他の事情

　　平成１４年の長期評価公表後、本件事故までの間に一審被告国において規制権限行使を検

討したか否かについては次のとおりである。

　１　長期評価を確率論的安全評価により取り入れるという一審被告東京電力の方針について

　　一審被告東京電力の方針は、長期評価を確率論的津波ハザード解析の手法確立に向けての

研究の素材として取り扱うにとどまるものであり、現に稼働している原子炉（福島第一原発）

について具体的な対策を講じることを想定するものではなくその安全性を高める実効性を持つ

ものでもないから、規制権限の不行使を合理化するものではない。

　２　長期評価公表後の一審被告国の調査・対応（平成１４年８月保安院対応）

　　一審被告国は、平成１４年８月に何らの調査・検討も行っておらず、長期評価公表後の同

一審被告の調査・対応（同月保安院対応）によって長期評価の信頼性が否定されることはな

い。

　３　平成１４年８月以降の一審被告国の対応

　　一審被告国は平成１４年８月以降においても、長期評価の科学的根拠について十分な調

査・審議を行うことはなく、本件事故に至るまで長期評価の津波地震の想定を検証の対象とし

て取り上げることは一切なかった。
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　４　平成１４年８月、長期評価に基づき、一審被告東京電力に対して津波シミュレーション

を命じたにもかかわらず、これを撤回した同国の対応に合理性があるか

　　一審被告国は、平成１４年８月、長期評価に基づく津波シミュレーションを同東京電力に

命じたものの、その抵抗を受けて何ら検討せずこれを撤回した。同国は、長期評価の津波地震

の想定に地震学上の客観的かつ合理的根拠があるか否かについての知見・専門家への確認を自

ら行わず、同東京電力に確認させた。同東京電力は、専門家一人にのみ、確認の目的を秘して

メールで問い合わせ、慶長三陸地震等の評価についての反対意見であるとの回答を得たことに

ついて、海溝型分科会の結論への反対意見であるかのように同国へ伝えた。同国は、その回答

を受けて、長期評価に基づく対応をしないこととした。この経過は、規制権限行使者が規制対

象者の意見に「唯々諾々」と従ったものといえ、規制権限行使者としての責任をまったく果た

していないというべきである。

　５　その後本件事故発生まで技術基準適合命令を発しなかった一審被告国の対応に合理性が

あるか

　　平成１４年８月の保安院対応以後、平成１６年のスマトラ沖地震によるマドラス原発被水

事故に関する平成１８年８月頃の安全情報検討会における検討、同年５月から６月の溢水勉強

会における敷地浸水の危険の再確認、同年９月の耐震設計審査指針改訂時の地震随伴現象とし

ての位置付けの明確化など、長期評価に基づく一審被告国の対応を検証し、改める機会が複数

あったが、同一審被告は、一貫して長期評価に基づく対応を検討対象に入れず、何ら対応をし

なかった。

　６　切迫性（明白性）の存在の要否

　　危険の切迫性（明白性）は、本件のような原子力安全規制の場合には求められないのであ

り、規制権限の不行使を正当化する事情にならない。

　７　津波到来の切迫性の要否

　　原判決は「切迫性」を欠くことを、回避措置を急がなくてもよい理由としているが、地震

は、長期的に観察すれば、いつも切迫した予見や前触れなしに、いずれ、どこかの時点で発生

している。放射能汚染のような大惨事を万が一にも生じさせないという強い必要性がある以

上、長期的観点から、いずれ、どこかの時点で発生することが予見できるだけでも、それに対

する防護措置を採る義務が生ずると解釈しなければならない。したがって、防護措置を採る義

務の発生について、津波到来の切迫性は不要である。

　８　津波対策と地震対策の優劣

　　原判決は、平成１８年当時の状況として、津波対策は地震対策に比して優先度の低いもの

であったと指摘しているが、保安院は「敷地高さを超える津波」が直ちに全交流電源喪失、す

なわち本件事故のような苛酷事故の原因となることを認識していたのであるから、「万が一に

も深刻な災害が起こらないようにする」という観点からは、「不確定性が大きい自然現象に対

する設計」（Ｌ原発最高裁判決）として、全く裕度のない津波について至急防護措置を講じる

べきであった。したがって、津波対策が地震対策に比して優先度が低いとはいえない。

第１０　まとめ

　１　一審被告国の国賠法１条１項責任

　　以上のとおり、一審被告国は規制権限を定めた法令の趣旨、目的に照らして適切に規制権

限を行使すべきであったところ、平成１４年末には予見可能性が認められ、前記第７、４の

〈１〉から〈３〉までの措置を講じることによって本件事故の結果を回避することが可能で

あったのであるから、同一審被告は、規制権限を行使せず本件事故を発生させたことについ

て、国賠法１条１項の責任を負う。

　２　一審被告国の責任の重大性（一審原告７－１らの主張）

　　一審原告らは、憲法上保障された人格権として「被ばくを避ける権利」を有する。そし
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て、本件事故により、一審原告らは、〈１〉本件事故により被ばくし、その後も被ばくし続け

ていることにより物理的具体的な生命・身体・健康への被害を受け続けていること、〈２〉仮

にそれが現実には被害として発生していない（事故後健康被害を生じたが原因が明らかでな

く、現時点において因果関係が不明な場合も含む。）としても、被害が発生する現実的なおそ

れは、科学的・経験的に認められること、〈３〉事故を起こした原発周辺から未だ放射線を出

し続けていることによって、一審原告らが享受できた「平穏生活権」が侵害され続けており、

自己及び子どもや家族の生命、健康への被害発生のおそれが高まり続けることは堪え難いもの

であること、〈４〉原発事故という未曾有の事故に遭遇した被害者として、出続けている放射

線による自己及び子どもや家族の生命、身体の安全、健康被害に対する不安を感じることは

「内心の平穏」を侵害するものとして一審原告らの人格権を侵害し続けていることという人格

権侵害を被っている。

　　この人格権侵害は、一審被告国が適時適切に規制権限を行使しなかったことにより生じて

いるものであり、この点でも同一審被告の責任は重大である。

第３章　一審被告国の責任に関する同一審被告の当審における主張

第１　一審被告国の主張の骨子

　　本件における一審被告国の公務員による規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法

となるのは、炉規法や電気事業法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、権限を行使す

べきであったとされる当時の具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱し

て著しく合理性を欠く場合に限られるところ、規制権限の不行使が「許容される限度を逸脱し

て著しく合理性を欠く」というためには、同一審被告が規制権限を行使しなければならない状

況、すなわち、作為義務を負っている状況にあったにもかかわらず、その規制権限を行使しな

かったといえなければならないから、少なくとも、規制権限の行使を正当化するだけの予見可

能性と結果回避可能性があったといえなければならない。

　　そして、原子力基本法及び炉規法が想定する原子力発電所の安全性は、いわゆる「相対的

安全性」を意味すると考えられるところ、原子力規制機関は、設置許可処分時だけでなく、同

処分後も、原子力発電所が「相対的安全性」を確保できているか否かの判断について一定の裁

量（高度に専門的・技術的な判断に認められる裁量。）を有していると解されるから、裁判所

が、使用開始後の原子炉施設に関する原子力規制機関の規制権限不行使が国賠法上違法となる

か否かを審理判断するに当たっては、少なくとも予見可能性については、その当時の科学技術

水準に照らし、〈１〉使用開始後の原子炉施設に関して用いられた安全性の審査又は判断の基

準に不合理な点があるか否か、〈２〉当該原子炉施設がその基準に適合するとした原子力規制

機関の判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるか否か、という二段階の観点から審査が行わ

れるべきである。

　　また、原子炉施設の設置許可処分のように専門家の意見を聴く手続が法定されている場合

だけでなく、そのような手続が法定されていない場合であっても、原子炉施設の安全性に係る

原子力規制機関の判断が、専門家の意見・判断を尊重して行われる仕組みが採られている限

り、Ｌ原発最高裁判決が採用したのと同様の判断枠組みによって原子力規制機関の判断の適否

が審査されるべきである。そして、保安院は、本件事故前において、長期評価の見解を原子力

規制に取り入れてはおらず、その必要がないものと判断していたということができるところ、

保安院の設立の経緯のほか、その基本理念や行動規範からうかがわれる原子炉施設の安全性判

断において求められる判断姿勢や手法、我が国の原子力安全について原子力安全委員会が専門

的・中立的な立場から原子力規制機関が実施する安全体制をチェックする体制となっていたこ

とからすると、前記の判断は、多方面にわたる科学的、専門技術的知見を備える専門家ないし

専門家集団の意見・判断を尊重して行われる仕組みの下でされたものであるというべきであ

る。そうだとすると、長期評価の見解を原子力規制に取り入れる必要がないとの保安院の判断
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は、極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見を用いて将来の予測に係る総合的判断を行う

ものであり、また、その判断に当たっては、多方面にわたる科学的、専門技術的知見を備える

専門家ないし専門家集団の意見・判断を尊重して行われており、原子炉施設の設置許可処分段

階における原子炉施設の安全性判断に係る司法審査の手法と特段異なるものではないから、そ

の判断（長期評価の見解について、福島第一原発の主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を

超える津波の到来を予見させる科学的知見として、津波評価技術の考え方に取り入れる必要が

ないとの判断）の当否については、前記の二段階審査の手法によって判断されるべきである。

　　したがって、少なくとも、設定した審査基準等に不合理な点があるか、又はその基準への

適合性の判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるといえない限り、原子力規制機関による規

制権限の不行使が、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、国賠法１条１項の適用上

違法となる余地はないというべきである。

　　福島第一原発の設置許可処分時の安全審査における津波対策に係る基本設計ないし基本的

設計方針は、主要建屋の敷地への津波の浸入を阻止するというものであったし、技術基準適合

命令の発令が想定される当時においても、津波対策としては、ドライサイトコンセプトに基づ

く防潮堤・防波堤等の設置が基本であったため、規制行政庁としては、一審被告東京電力が主

要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超える想定津波の浸入を阻止する防潮堤・防波堤等を

設置することをもって不適合状態の解消と判断した可能性が高い。他方で、電気事業者がドラ

イサイトコンセプトを放棄して敷地内への津波の浸入を容認するような水密化の措置を講じよ

うとする場合には、一審原告らが技術基準適合命令の発令義務があったと主張する当時の科学

的、専門技術的知見に照らせば、規制行政庁において、これらの措置によって不適合状態が解

消されると判断することはできなかったのであるから、電気事業者がそのような措置を講じる

とは考え難く、規制行政庁がそのような措置を念頭に置いて規制権限を行使するとも考え難い

というべきである。

　　仮に、一審被告東京電力が、２００８年推計で試算した津波への対策として、ドライサイ

トコンセプトに基づき、主要建屋の敷地高を超える津波の到来が予測される場所に防潮堤・防

波堤等を設置する対策を講じたとしても、多方面から到来・浸入した本件津波による本件事故

の発生を防止することができるとは認められず、本件事故の発生を回避することができなかっ

た。

　　さらに、一審被告東京電力が、主要建屋の敷地高を超える津波の到来が予測される場所

（敷地の南北側）に防潮堤・防波堤等を設置することに加えて水密化措置を講じたとしても、

多方面から到来・浸入した本件津波による本件事故の発生を防止することができるとは認めら

れず、とりわけ、本件津波が敷地の東側から流入するのを防ぐことができなかった蓋然性が高

い。したがって、本件事故の発生を回避することはできず、防潮堤等が完成する前の単独の水

密化措置を講じることを選択したとしても、同様に、本件事故の発生を回避することはできな

かった。

　　以上から、本件事故に関し、一審被告国には、国賠法１条１項の適用上の違法はない。以

下、これらについて詳述する。

第２　本件で問題となる規制権限及びその行使

　１　問題となる規制権限

　　一審原告らが主張する結果回避措置は、福島第一原発の基本設計ないし基本的設計方針に

関わる問題であり、経済産業大臣は、当該問題につき、電気事業法４０条に基づく技術基準適

合命令により是正する規制権限を有していなかった。

　２　技術基準適合命令の趣旨

　　技術基準適合命令は、設置許可処分段階で安全審査を受けた基本設計ないし基本的設計方

針の枠組みの範囲内で、後段規制により原子炉施設の安全確保を図る方策として、技術基準の
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不適合を是正するものとしてのみ規定されていた。電気事業法４０条はもとより、同法のその

他の規定を見ても、実用発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針が炉規法２４条１

項４号の設置許可の基準に適合しないことが明らかになった場合に、技術基準適合命令を発し

て当該基本設計ないし基本的設計方針の変更を命じ、設置許可に係る基準適合性を回復させる

ことができると解し得るような規定は存在しなかった。

第３　規制権限不行使の違法性の判断要件

　１　規制権限不行使事案における国賠法の判断要件

　　規制権限不行使が、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、

具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認め

られるときに限り、その不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項の適

用上違法となると解される。

　２　本件の国賠法１条１項の違法の判断にあたって、〈１〉「国又は公共団体の公権力の行

使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反すること」、〈２〉

「当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め

うるような事情があること」が必要であるか否か

　　公務員の規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法となるのは、当該規制権限の不

行使によって損害を受けたと主張する特定の国民との関係において、当該公務員が当該規制権

限を行使すべき義務（作為義務）を負うにもかかわらず、これを行使しなかったことにより、

当該特定の国民に被害（損害）が発生した場合である。

第４　省令６２号４条１項該当性の判断及びその効果

　１　事前警戒・予防の考え方の採否

　　本件は、一審原告らが、経済産業大臣において規制権限を行使すべきであったとする時期

において、いまだ一審原告らに現実的な被害が発生しておらず、また、かかる現実的な被害を

もたらす原因となった事象（地震やこれに伴う津波）も、その発生の機序の解明がいまだ研究

途上にあり、多くの点で科学的に判明していなかったという事案である。そのため、本件で

は、規制権限不行使が問題とされた当時の具体的事情の下で、一審原告らに実際に発生した被

害又はその被害発生の危険を経済産業大臣が職務として予見すべきであったか否かが慎重に検

討される必要がある。

　　被害をもたらす原因事象の発生可能性や確率等を示唆する見解が存在するだけで、僅かで

も予見可能性が否定し得ない以上、結果回避措置を講じることが義務付けられるとすると、社

会経済活動に極めて深刻な萎縮効果を及ぼすこととなるから、そのような見解が存在すること

だけでは、前記予見可能性を肯定することはできない。

　２　科学的知見の確立の程度（具体的危険の存在の要否）

　　原子炉施設の使用開始後に、規制権限不行使の違法性の考慮要素として、津波によって原

子力災害が引き起こされることの予見可能性の有無を判断するに当たっても、炉規法の定め及

び設置許可処分に関するＬ原発最高裁判決の趣旨に鑑みれば、どの程度の危険に対する安全性

を確保すべきかについて、専門分野の学識経験者等の科学的、専門技術的知見に基づく意見を

尊重した規制判断が求められることを前提にする必要があるというべきである。

　　また、本件事故前の原子力規制実務においては、ある科学的知見を原子力規制に取り入れ

ようとする場合には、審議会（原子炉安全専門審査会）等において、各専門分野の学識経験者

等が、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるだけの客観的かつ合理的根拠に裏付けられて

いるかを審議した上で、その取捨の判断をしていた。

　　そうすると、ある科学的知見を原子力規制に取り入れようとする場合には、それは、少な

くとも各専門分野の学識経験者等の間で当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべき精度及

び確度を備えた正当な見解として是認される知見でなければならないというべきである。
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　３　予見可能性の意義

　　原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性に関する規制権限の不行使が国賠法上の違法性

を問われる場面において、ある科学的知見に基づいて予見可能性が認められるためには、少な

くとも、各専門分野の学識経験者等の間で、当該科学的知見が原子力規制に取り入れるべき精

度及び確度を備えた正当な見解として是認される知見でなければならず、これに当たるか否か

については、当該知見の形成過程や同知見に対する専門家による評価等に基づいて判断される

べきであり、単に国の機関が発表した見解や意見であるというだけでは原子力規制に取り入れ

ることはできない。

　４　省令６２号４条１項「津波により損傷を受けるおそれ」が予見可能であった場合に採る

ことができる対応

　　本件で問題とされるドライサイトコンセプトの下での津波対策は、正に基本設計ないし基

本的設計方針の安全性に関わる事項に当たることから、電気事業法４０条の技術基準適合命令

によって是正することはできないものというべきであるところ、仮に、既設の実用発電用原子

炉施設において、基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる事項に変更を生じさせるよ

うな問題が生じた場合には、経済産業大臣は、原子力事業者に対して設置変更許可申請を促す

行政指導を行い、当該申請があればこれを許可するか否かを審査することとなる。原子力事業

者が行政指導に従わず、当該申請を行わない場合には、経済産業大臣は、電気事業法４０条に

基づく技術基準適合命令を発して是正することはできず、設置許可処分の撤回によりその是正

を図るほかない。

　５　予見すべき事象

　　本件において予見の対象となる結果は、津波がもたらす浸水により現に稼働している原子

炉施設の電源が喪失し、原子炉の冷却機能が失われることであるから、予見の対象となる津波

としては、電源喪失をもたらした本件津波ないし、少なくとも電源喪失をもたらすような津

波、すなわち、本件津波と同等の津波である。

　６　予見可能性の程度

　　「社会通念上の純然たる可能性としての予見可能性」の根拠となる知見の精度及び確度が

十分でなく、当該予見可能性の程度が低いと評価される場合には、規制権限を行使するか否

か、行使する場合の内容・程度等について、規制行政庁に、より広い裁量が認められる。

　　本件においては、当該予見可能性の根拠となる科学的知見の精度及び確度が十分でないか

ら、当該予見可能性が認められるとしても、直ちに一審原告らの主張する規制措置（結果回避

措置）をとることが法的に義務付けられることにはならない。

第５　省令６２号４条１項の「津波による損傷のおそれ」に関する予見についての事情

　１　長期評価の示した知見により「津波により損傷を生ずるおそれ」があるといえるか否か

　　（１）　地震調査研究推進本部と長期評価の意義

　　推進本部自身が、自らが公表する長期評価等について、その全てが直ちに防災対策に活用

することができるような精度及び確度を備えたものではないことを当然の前提としていた。

　　（２）　慶長三陸地震、延宝房総沖地震について

　　長期評価の見解の公表当時、地震・津波の専門家の間において、慶長三陸地震及び延宝房

総沖地震については、その発生機序や震源域について有力な異説が複数存在していたのである

から、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した

津波地震であるとする見解が確立していたとはいえない。

　　（３）　領域設定の合理性、領域を区別すべき南北の差異がないこと

　　日本海溝寄りのプレート間において、津波地震は特定の領域（明治三陸地震の震源域であ

る三陸沖のような、特殊な海底構造を有する領域）でのみ発生する特殊な地震であるとする見

解が大勢を占めていた上、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域の北部（明治三陸地震が発
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生したとされる領域）と南部（福島県沖が含まれる領域）とでは地震地体構造が異なること等

が客観的な観測事実等として明らかになっていた。

　　（４）　発生領域・発生確率の信頼度について

　　受け手はもとより、推進本部自身が、明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の

三つの地震を日本海溝寄りの領域の津波地震であると整理するか否かという点をおいてもな

お、根拠となるデータの不十分さから、長期評価の見解の信頼度が、低いものにとどまると判

断していた。

　　（５）　中央防災会議及び専門家の見解

　　ア　中央防災会議

　　平成１８年に公表された日本海溝・千島海溝報告書において、福島県沖海溝沿いの領域に

おける津波地震が検討対象から除外されたのは、その作成過程において長期評価の見解の信頼

性が低いと評価されたためである。

　　イ　Ｎの見解について

　　平成１４年当時、地震学者の間では、巨大地震が発生する沈み込み帯として、Ｍ９クラス

の巨大地震が発生するチリ型の沈み込み帯と、巨大地震が発生しないマリアナ型の沈み込み帯

を両極端とする考え方が有力な見解とされていて、日本海溝南部はマリアナ型に近いと考えら

れていたところ、Ｎは、「福島県沖では、太平洋プレートは巨大地震は発生しないで沈み込ん

でいると考えられ、多くの地震学者はそのように思っていた。」、「多くの地震学者は、今回

の地震発生当時、福島沖で大規模な地震が起こるとは考えていなかった。」と述べている。

（丙Ａ９９、３０８の１）

　　ウ　Ｑの意見について

　　Ｑは、長期評価の見解は「過去に津波地震の発生が確認されていない福島県沖や茨城県沖

の日本海溝沿いも含めた日本海溝沿いの領域が単に陸側のプレートに太平洋プレートが沈み込

んでいる点で構造が同じであるという極めておおざっぱな根拠で、三陸沖から房総沖までの広

大な日本海溝沿いの領域を一括りにして、津波地震が発生する可能性があると評価した。この

ような評価は、地震学の基本的な考え方からすると、異質である」、「基本的には、過去に発

生した領域で、同じ規模のものが同じ周期で繰り返し発生することを前提に地震を予測すると

いう判断手法がとられていたので、過去に津波地震の発生が確認されていない領域（福島県沖

の日本海溝寄りの領域等）を含めて津波地震が発生する可能性があるとする評価は、地震学の

基本的な考え方にはなじまない」と述べている。（丙Ａ１０１）

　　エ　Ｒの見解について

　　Ｒは、三陸北部と南部はいろんなものが違っていると思った、過去に何が起こったかとい

うことを積み上げていくのが長期評価だが、過去に全く起こっていないところに今言った手法

は使えない、しかし、海溝沿いが全部同じだと仮定してみれば、福島沖で起こっていなくて

も、三陸沖あるいは房総沖で起こったようなデータを基にして福島沖も同じ確率と言うことが

できる、それは非常に乱暴な議論だと思った、不十分なデータを基にしたものであり、それは

信頼度がＣであることや、長期評価本文の記載からも明らかだったので、少なくとも私は、そ

の調査委見解が出たからといって、これを新たな知見として取り入れて、切迫性をもって対策

を講じるべきとまでは考えていなかったと述べている。（丙Ａ１０２の１、３１４の１）

　　オ　ａａの意見について

　　ａａは、明治三陸地震のほかにも、１６１１年の慶長三陸地震や１６７７年の延宝房総沖

地震なども津波地震だったのではないかという可能性が指摘されているが、これらについて

は、明治三陸地震と比べても、データが少ないため、具体的な波源モデルの特定に至っていな

い上、地震学者の中でもそもそも津波地震と捉えるべきかどうかについて、現在でも争いがあ

る、本件地震まで、私を含む多くの地震学者が津波地震を研究し、様々な仮説を提唱してきた
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が、総じて、明治三陸地震のような津波地震は、限られた領域や特殊な条件が揃った場合にの

み発生しうるというものが大勢を占めていた、可能性が否定できない以上、地震調査委員会の

立場ではひとまず防災行政的な警告をするためにも、明治三陸地震と同様の地震が、三陸沖北

部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるという見解を出す意義はあ

ると思う、もっとも、そのような見解があるとしても、中央防災会議などで実際にこの見解に

依拠した防災対策をさせるべきかと聞かれれば、十分な理学的根拠があるのかを検証した上で

判断していく必要があると思うので、実際の防災対策をしていく上で、明治三陸地震と同じよ

うな津波地震が福島県沖で発生すると考えることには少し無理があるのではないかと考える旨

述べている。（丙Ａ１３３）

　　カ　ａｂの意見について

　　ａｂは、理学的知見というものは、多くの資料が得られて精度の高いものから、資料が少

なく精度が低いものまで数多くの知見があった、長期評価の見解は推進本部が理学的知見を基

に議論した結果として理学的に否定できないものとして出された見解である、北海道ワーキン

ググループでは、推進本部が示した津波地震に関する見解は、理学的に否定できないというも

のであることに間違いはないものの、それ以上の具体的な根拠があるものという意見は出な

かったと述べている。（丙Ａ１３４）

　　キ　ａｃの意見について

　　ａｃは、長期評価の見解は、日本海溝付近のどこでも津波地震が起きる可能性があるとい

うことについて、従来なかった新たな理学的知見を提示するものではなく、メカニズム的に否

定できないという以上の理学的根拠を示していなかったし、津波地震が起きるとしても、その

規模としてなぜ明治三陸地震と同程度のものが起こりうるのかということについては何らの具

体的根拠も示していない、福島沖・茨城沖でも三陸沖や房総沖と同様の津波地震の発生が否定

できないというのは、発生をうかがわせる科学的なコンセンサスは得られておらず、単に理学

的根拠をもって発生を否定することができないだけの津波であって、理学的根拠から発生がう

かがわれるという科学的なコンセンサスが得られている津波であるとは考えられていなかった

と述べている。（丙Ａ１０５）

　　ク　ａｄの意見について

　　ａｄは、当時の福島沖に関する長期評価の見解は専門家の間でもコンセンサスが得られて

いなかったものなので、この見解は確定論に取り入れ、直ちに対策を取らせるような説得力の

ある見解とは考えられていなかったと述べている。（丙Ａ１１２）

　　（６）　平成９年に策定された４省庁報告書（甲Ａ１６、丙Ａ３０の１）及び７省庁手引

（甲Ａ１５。４省庁報告書等）について

　　４省庁報告書等では、既往最大の津波だけでなく、想定し得る最大規模の地震津波を設定

して防災対策を行うという方向性が示されたが、具体的な津波評価方法までは示されていな

かった。

　　（７）　平成１４年８月以降の知見・経緯

　　平成１４年８月以降も、地震地体構造の同一性に関し、長期評価の見解を裏付ける科学的

根拠が示されることはなく、むしろ、同見解に整合しない知見が集積されていた。

　　長期評価の見解の公表後の地震・津波の専門家の見解及び反応並びに専門家により構成さ

れる推進本部以外の公的機関や民間の専門機関の反応等を見ても、長期評価の見解は、地震・

津波の専門家の間でおおむね消極的ないし懐疑的に見られており、本件事故が発生する前の科

学技術水準の下では、理学的に否定することができないという以上の積極的な評価をすること

は困難であって、必ずしも信頼性の高いものとは評価されていなかった。

　　ア　垣見マップ（丙Ａ１５５）について

　　平成１５年に公表された垣見マップは、東北太平洋側の領域について、「８Ａ１」から
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「８Ａ４」まで四つに区分しているところ、福島県沖を含む「８Ａ３」領域については、当該

領域における地震の例として１９３８年に発生した福島県東方沖地震が挙げられており、明治

三陸地震が代表格に挙げられている「８Ａ２」領域や、延宝房総沖地震等が例に挙げられてい

る「８Ａ４」領域とは異なる領域の区分とされている。

　　このように、垣見マップは、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域を、「８Ａ１」から

「８Ａ４」までの四つの異なる地震地体構造に区分し、明治三陸地震及び慶長三陸地震と延宝

房総沖地震をそれぞれ福島県沖以外の領域の地震とする見解を前提とするものである。

　　イ　ａｅ論文について

　　平成１４年１２月に公表されたａｅ論文は、日本海溝の北部海溝軸付近では堆積物が厚く

積み上がりプレートに挟まれた部分が楔形を作っているのに対し、南部ではプレート内の奥ま

で堆積物が薄く広がり楔形構造が見られないという地域差があるため、特に１０から１３ｋｍ

超の深度で南部よりも北部のプレート間カップリングが強く、このカップリングの違いが、日

本海溝域でのプレート境界地震発生の地域差（北部で発生したＭ７．５超の大規模なプレート

境界地震のほぼ全て）を説明することができる可能性を示唆している（丙Ａ１４４の１・

２）。

　　ａｅ論文は、海溝寄りの領域について、北部の海溝軸付近と南部の海溝軸付近とに違いを

見いだし、南部である福島県沖に津波地震が発生する可能性が北部である三陸沖よりも相対的

に低い可能性を理学的に示唆した論文であり、明治三陸地震と同様の津波地震は福島県沖の海

溝軸付近では発生しない可能性がある旨の見解を示したものである。

　　ウ　Ｒ・Ｓ論文（丙Ａ３８）について

　　平成１５年に公表されたＲ・Ｓ論文は、ａｅ論文を踏まえた上で、福島県沖の海溝近傍で

は、三陸沖のような厚い堆積物は見つかっていないため、大規模な低周波地震が起きても大き

な津波を引き起こさないかもしれないとしている（丙Ａ３８）。この論文は、明治三陸地震と

同様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生しない可能性がある旨の見解を示したもので

ある。

　　エ　長期評価公表後のａｉの意見について

　　日本地震学会会長兼地震予知連絡会会長（当時）であったａｉは、長期評価の見解の公表

直後の平成１４年８月、地震調査委員会に対し、長期評価の見解について意見書を送付してい

る（丙Ａ３９０）ところ、これは、慶長三陸地震を津波地震とした長期評価の見解に疑問を呈

するものであるとともに、同見解が不確実性の高いものであることを指摘するものである。

　　オ　ａｊ論文について

　　平成１５年に公表されたａｊ論文は、延宝房総沖地震の規模はＭ６．５程度かもしれない

として、長期評価の見解が同地震をＭ８クラスとして、慶長三陸地震（１６１１年発生）や明

治三陸地震（１８９６年発生）と同じグループのものとして扱ったことに疑問を呈している

（丙Ａ４０）。これは、長期評価の見解が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域におけるプ

レート間大地震（津波地震）として過去４００年間に３回発生したものの一つとして挙げた延

宝房総沖地震について、同地震が津波地震であることに正面から異論を呈したものである。

　　カ　ａｋ論文について

　　平成１５年に公表されたａｋ論文は、慶長三陸地震は津波地震ではなく、地震によって誘

発された大規模な海底地滑りによるものであった可能性が高いとしている（丙Ａ３９）。これ

は、長期評価の見解が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域におけるプレート間大地震（津

波地震）として過去４００年間に３回発生したものの一つとして挙げた慶長三陸地震につい

て、同見解とは異なる見解を示したものである。

　　キ　ａｃ・Ｎ・ａｋ論文等について

　　平成１９年に公表されたａｃ・Ｎ・ａｋ論文は、延宝房総沖地震について、津波被害を受
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けた各地の津波浸水高について、福島県沿岸では３．５から７ｍ等と推定し、この推定した津

波浸水高を再現できる波源モデルを設定したものである（丙Ａ３９３）。同論文は、延宝房総

沖地震の波源モデルの設定には更なる課題があることも指摘しており、長期評価の見解が三陸

沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）に該当すると判断した延宝房総

沖地震について、なお波源モデルの設定（震源域の設定）には課題があることを指摘したもの

である。

　　推進本部は、平成２１年３月に発行した「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特

徴－＜第２版＞」において、延宝房総沖地震について、震源域の詳細や、プレート間地震で

あったか沈み込むプレート内地震であったかは不明であり、津波地震であった可能性が指摘さ

れているなどとしている（丙Ａ３９２）。この記載は、平成１１年当時の追補版の記載から大

きな変更はなく、かかる事実は、推進本部自身が、長期評価の見解で示された延宝房総沖地震

を三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるとする見解について、飽

くまで一つの仮説と位置づけ、積極的な理学的根拠に基づくものではないと考えていたことを

示すものである。

　　ク　全国を概観した地震動予測地図（丙Ａ２３０の１から３まで）について

　　推進本部は、平成１７年に、「全国を概観した地震動予測地図」を作成した。この「全国

を概観した地震動予測地図」は、「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震動予

測地図）と「確率論的地震動予測地図」の２種類の地図から成るところ、その公表当時、前者

の「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震動予測地図）については、具体的な

構造物への耐震設計に活用することを想定していた（丙Ａ２３０の１）。そして、この「震源

断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震動予測地図）では、推進本部が実施する長期

評価において、研究機関等が実施した海溝型地震や主要活断層帯の調査・研究結果に基づい

て、過去に発生した地震の系列を調べ、将来（次回）発生するであろう地震の位置・規模・確

率等の特性を評価する過程において、科学的実証的根拠を基に将来（次回）発生するであろう

地震の震源断層が特定できた地震については、「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定

論的地震動予測地図）に取り入れることとされていた。しかるところ、長期評価の見解が示し

た明治三陸地震と同様の津波地震は、「震源断層を特定した地震動予測地図」（決定論的地震

動予測地図）において強震動評価の対象とされた宮城県沖の地震や三陸沖北部の地震に比べて

科学的データが少なく、震源断層も特定されていなかったことから、「震源断層を特定した地

震動予測地図」（決定論的地震動予測地図）の基礎資料にされなかったものであり（丙Ａ２３

０の１から３まで）、かかる事実は、推進本部自身が、長期評価の見解を決定論的に取り扱う

ことができるだけの精度及び確度を備えた知見として考えていなかったことを示すものであ

る。

　　これに対し、一審原告らは、「「全国を概観した地震動予測地図」においては、専ら地震

動の評価が対象となっており、津波の影響は検討対象とはなっていない。」と主張するが、そ

もそも長期評価も、その評価対象は地震であって、津波ではない。したがって、「全国を概観

した地震動予測地図」の目的と長期評価の目的とは同一であり、これが異なるものであるとす

る一審原告らの前記主張には、理由がない。

　　ケ　平成２１年の長期評価の改訂について

　　推進本部は、平成２１年３月、長期評価を一部改訂したが、長期評価の見解に係る記載に

大きな変更はなく、地震の発生確率の更新も行われなかった（丙Ａ３７５）。かかる事実は、

平成１４年７月以降も、長期評価の見解を裏付ける新たな科学的知見の集積がなかったため、

推進本部が、新たな記述や評価を加えず、確率評価手法も変更しなかったことを示すものであ

る。

　　コ　第４期津波評価部会について
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　　平成２１年度から平成２３年度にかけて開催された第４期津波評価部会では、三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りの領域について、その北部と南部を区別せず一体として見る長期評価の

見解とは異なり、北部と南部を区別すべきであるという方向で議論が進んだ。そして、津波評

価部会が、長期評価の見解を採用せず、日本海溝沿いの領域を南北に区分し、北部の基準断層

モデルとして明治三陸地震の断層モデルを、南部の基準断層モデルとして延宝房総沖地震の断

層モデルをそれぞれ用いることとしたのは、長期評価の見解の公表後の地震・津波の専門家の

見解等（明治三陸地震と同様の津波地震は福島県沖の海溝軸付近では発生しない可能性がある

との見解、日本海溝寄りの領域を四つに区分し、明治三陸地震、慶長三陸地震及び延宝房総沖

地震をいずれも福島県沖以外の領域の地震であるとする見解、津波地震は特定の条件がそろっ

た場合にのみ発生する可能性が高いとの見解は提唱されたが、長期評価の見解と同様に、海溝

軸近傍であればどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得るとの見解や、三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りの領域をどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が発生し得る一つの領

域として扱うことを支持する見解が発表されることはなかった。）の状況を踏まえたものであ

ると評価することができる。

　　土木学会津波評価部会（第４期）における議論状況は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

の領域について、当該領域の北部と南部とを区別した上で、福島県沖海溝沿い領域では明治三

陸地震と同様の津波地震は発生しないとの立場に立つものであり、三陸沖北部から房総沖の海

溝寄りの領域を一つの領域として扱った上で、当該領域内のどこでも明治三陸地震と同様の津

波地震が発生するとする長期評価の見解とは相容れないものである。したがって、土木学会津

波評価部会（第４期）における議論状況が長期評価の見解に沿うものであったとする一審原告

らの主張は、長期評価の見解の内容や土木学会津波評価部会（第４期）における議論状況につ

いての誤った理解を前提とするものであり、失当というほかない。

　２　津波評価技術によって敷地高を超える津波が想定されないことは「津波による損傷のお

それ」を否定する事情になるか

　　（１）　津波評価技術の概要

　　「津波評価技術の考え方」は、具体的な根拠を持った津波の発生可能性を余すところなく

取り入れて設計上の想定津波を推計することを目的として、「既往津波」にとどまらず、「想

定し得る最大規模の津波」をも決定論的安全評価に取り込むことを可能とした当時唯一の津波

評価方法であった。

　　津波評価技術は、原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について

検討することを目的として土木学会原子力土木委員会に設置された津波評価部会により、平成

１４年２月に取りまとめられた。

　　（２）　津波評価技術策定の目的

　　津波評価技術は、土木学会が、高い安全性が求められる原子炉施設について、科学的根拠

に基づく「想定し得る最大規模の地震津波」の評価方法を整備するべく、策定したものであ

る。土木学会原子力土木委員会津波評価部会は当時の第一線の専門研究者を構成員とし、高い

安全性が求められる原子炉施設について、「想定し得る最大規模の地震津波」の評価方法を先

行的に整備すべく研究を重ね、それらの成果を集大成し、４省庁報告書等を補完するものとし

て津波評価技術を策定した。

　　（３）　第１期津波評価部会での検討・議論

　　第１期津波評価部会は、津波評価技術の体系化に際し、決定論的に取り扱う地震津波の発

生メカニズムや発生領域、規模等に関する理学的知見をあらかじめ網羅的に検討、整理した上

で、これに基づく想定津波の波源の位置や断層モデルの設定方法等について議論・検討を行っ

た。

　　（４）　津波評価技術と想定最大津波
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　　上記津波評価部会が作成した津波評価技術に基づいて算出される津波の高さは、パラメー

タスタディなどの手法を用いることにより、平均で、既往津波の痕跡高の約２倍となっており

（丙Ａ３１の２）、より高い安全性が求められる原子炉施設に用いられることを踏まえた安全

寄りの考え方に基づいていた。そして、原子力安全委員会も、津波評価技術の合理性を認め、

津波評価技術に基づく評価を前提に原子力事業者による新設炉の設置許可申請の内容を確認し

ていたものである。

第６　省令６２号４条１項の「津波により損傷を生ずるおそれ」について一審被告国において

講ずべきであった対応

　　予見可能である場合に講ずべき対応として、技術基準適合命令において、防護措置として

具体的にいかなる措置をとるべきかの特定が必要かについて、規制権限不行使が問題となって

いる時点で、当該結果回避措置を採ることが物理的に可能であっただけでは足りず、当時の確

立した科学的・工学的知見によって、当該結果回避措置が、問題となっている被害を回避でき

る措置として導かれる状況にあったことが必要となる。原子力規制の実務上、技術基準適合命

令の内容は、ある程度抽象的なものとならざるを得ず、かつそれで足りる。

第７　結果回避措置

　１　「津波による損傷のおそれ」を防ぐために必要な措置としての結果回避措置の具体的内

容

　　ドライサイトコンセプトに基づく福島第一原発の敷地又はその周辺における防潮堤・防波

堤の設置が講じられるべきである。

　２　「ドライサイト」が本件事故前の敷地内浸水への対策の基本であったか

　　想定津波に対してドライサイトを維持することが、津波に対して原子炉施設の安全性を確

保するための最も合理的で信頼性が高く、確実性のある対策であるので、規制機関は、ドライ

サイトを維持することを津波防護策の基本としていた。少なくとも本件事故当時まで、津波対

策としては、ドライサイトコンセプト、すなわち、安全上重要な全ての機器が設計想定津波の

水位より高い場所に設置されること等によって、それらの機器が津波で浸水するのを防ぎ、津

波による被害の発生を防ぐという考え方が主流であり、我が国においては、設計想定津波が敷

地に浸入することが想定される場合には、防潮堤・防波堤等の設置により津波の敷地への浸入

を防止してドライサイトを維持することが津波対策の基本的な考え方であった。

　　そして、ドライサイトコンセプトからすれば、防潮堤・防波堤等の設置により敷地内への

津波の浸入を完全に防ぐというのがまず第一義であり、また、主要建屋等が存在する敷地内に

津波がそのまま浸入する事態を容認した上での津波対策は大きな不確実性を伴って信頼性に欠

ける上、事故対応等に支障が生じることも想定されること、本件事故前の科学技術水準とし

て、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上で水密化措置の

みによってこれを防護する技術は確立されていなかったこと、規制行政庁としても、仮に、電

気事業者が、津波対策として、防潮堤・防波堤等を設置せず、水密化措置のみを講じることを

選択した場合、かかる措置をもって不適合状態の解消と判断することはあり得ないことなどか

らすれば、一審被告東京電力が福島第一原発において講じたであろう防護措置の内容として水

密化措置が考えられたとしても、防潮堤・防波堤等を設置することなく水密化措置のみを講じ

ることはあり得ない。

　３　建屋及び機械設備の水密化は本件事故以前に確立された知見であったか

　　敷地内への浸水を前提とする不確実な状態で、建屋等の全部の水密化を行うことによって

原子炉施設の安全性が確保できるというだけの具体的な措置を事前に特定して必要な対策を講

じることは著しく困難であった。

　　本件事故前の科学技術水準として、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入す

る事態を容認した上で水密化のみによってこれを防護する技術は確立されていなかった。
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　　本件事故当時の科学的、専門技術的知見に照らした場合、防潮堤・防波堤等の設置により

敷地内への津波の浸入を防ぐという前記のドライサイトコンセプトは、合理的で確実なものと

して、我が国における津波対策の基本とされていたのに対し、防潮堤等の設置により敷地内へ

の津波の浸入を防ぐことを前提とせず、主要建屋等が存在する敷地内に津波が浸入することを

前提とする防護措置（水密化措置を含む。）が主たる津波対策として採用された実績があった

ことはうかがわれないことや、その指針となる知見が存在していたことはうかがわれないこと

から、一審被告東京電力又は規制機関が、防潮堤等の設置と併せて他の対策を検討した蓋然性

は認められず、その結果、経済産業大臣が規制権限を行使していれば本件事故又はこれと同様

の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないことになる。

　　なお、一審原告らは、福島第一原発における水密化の施工実績として、福島第一原発にお

ける平成３年溢水事故を機に講じられた水密化措置を指摘するが、これらの措置は、いずれも

内部溢水対策にすぎず、外部溢水対策（津波対策）として実施されたものではない。

　４　防護策は単一的なものでよいか

　　規制行政庁が本件事故当時に津波対策に係る不適合状態の解消を判断することができる措

置は、ドライサイトコンセプトに基づく福島第一原発の敷地又はその周辺における防潮堤・防

波堤の設置であり、水密化の措置は、せいぜい事業者が自主的に講じる措置にとどまる。

　　すなわち、福島第一原発の設置許可処分時の安全審査における津波対策に係る基本設計な

いし基本的設計方針は、主要建屋の敷地への津波の浸入を阻止するというものであったし、技

術基準適合命令の発令が想定される当時においても、津波対策としては、ドライサイトコンセ

プトに基づく防潮堤・防波堤等の設置が基本であったため、規制行政庁としては、一審被告東

京電力が主要建屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超える想定津波の浸入を阻止する防潮堤・

防波堤等を設置することをもって不適合状態の解消と判断した可能性が高い。他方で、電気事

業者がドライサイトコンセプトを放棄して敷地内への津波の浸入を容認するような水密化の措

置を講じようとする場合には、一審原告らが技術基準適合命令の発令義務があったと主張する

当時の科学的、専門技術的知見に照らせば、規制行政庁において、これらの措置によって不適

合状態が解消されると判断することはできなかったのであるから、電気事業者がそのような措

置を講じるとは考え難く、規制行政庁がそのような措置を念頭に置いて規制権限を行使すると

も考え難いというべきである。

　５　「防潮堤の設置」に先立ち、又はその設置と共に、防護の多重化のために建屋の水密化

が求められるか

　　規制行政庁が本件事故当時に津波対策に係る不適合状態の解消を判断することができる措

置は、ドライサイトコンセプトに基づく福島第一原発の敷地又はその周辺における防潮堤・防

波堤の設置であり、水密化の措置は、せいぜい事業者が自主的に講じる措置にとどまる。

第８　結果回避可能性又は因果関係

　１　結果回避可能性又は因果関係

　　（１）　想定されるべき津波を前提とした「重要機器室の水密化」及び「タービン建屋等

の水密化」によって、本件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが可能で

あったかについては、想定されるべき津波と本件津波は相当程度異なるので、一審原告ら主張

の水密化策を講じていても本件事故は回避できなかった。

　　電気事業者が防潮堤・防波堤等の設置に加えて「タービン建屋等の水密化及び重要機器室

の水密化」の措置を講じたとしても、「長期評価の見解」を踏まえて試算される津波を想定し

たこれらの津波対策（敷地南北に防潮堤を設置する対策や一審被告東京電力が自主的対策とし

て行う局所的・部分的な水密化）では、津波の規模（津波の流量、流況、水圧、浸水域、浸水

深等）、到来の方向等が全く異なる本件津波を防ぐことは不可能である。

　　その上、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま浸入する事態を容認した上での津
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波対策（津波に対する水密化の技術）は、本件事故が発生した時点においても研究途上にあ

り、想定する津波の波力評価や、自動車等の比較的複雑な形状の物体の漂流物の評価が確立し

ていなかった（丙Ａ１０５）。したがって、２００８年推計で試算できる津波に対し、防潮

堤・防波堤等の設置に加えて水密化措置を講じたとしても、本件津波が敷地の東側から流入す

るのを防ぐことができなかった蓋然性が高い上、本件津波の波力や自動車等の漂流物との衝突

によって水密機能が失われ、重要機器室やタービン建屋（Ｔ／Ｂ）への本件津波の浸入を阻止

できず、本件事故の発生を避けることはできなかった蓋然性が高かったというべきである。そ

うすると、仮に、一審被告東京電力が、上記試算できる津波への対策として、防潮堤等の設置

に先立ち（防潮堤等が設置されない状態で）、主要建屋等が存在する敷地内に津波がそのまま

浸入する事態を容認した上で水密化措置のみによって防護すること、すなわち防潮堤等が完成

する前の単独の水密化措置を講じることを選択したとしても、本件事故当時の科学的、専門技

術的知見の下においては、同様に、ここで講じられる水密化措置は、防潮堤・防波堤等の設置

を前提とした上で、これらの設置によっても阻止し得ない軽微な浸水に対する局所的・部分的

なものにとどまることになり、本件事故を回避することができなかったことは明らかである。

　　一審原告らは共用プール建屋の水密化についても主張するが、共用プール建屋内の配電盤

が浸水を免れても、それのみでは本件事故を回避することはできず、上記の「タービン建屋等

の水密化及び重要機器室の水密化」の措置では本件事故を回避することができたとは認められ

ない。

　　（２）　防護措置を実施したとしても、本件津波による事故を回避できなかったかについ

て、仮に、原子炉施設の津波防護措置について、電気事業者である一審被告東京電力に対し、

技術基準適合命令を発することができるとしても、規制行政庁がいかなる状態をもって不適合

状態の解消と判断するかは、技術基準適合命令の発令が想定される当時の科学的、専門技術的

知見の到達点等を踏まえて判断せざるを得ないところ、本件事故当時、津波対策としては、設

計想定津波が敷地に浸入することが想定される場合には、防潮堤・防波堤等の設置により津波

の敷地への浸入を防止してドライサイトを維持するというドライサイトコンセプトに基づく防

潮堤・防波堤等の設置が基本であった。そのため、規制行政庁としては、同一審被告が主要建

屋の敷地高（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超える想定津波の浸入を阻止する防潮堤・防波堤等を設置

することをもって不適合状態の解消と判断した可能性が高く、他方で、規制行政庁において、

ドライサイトコンセプトを放棄して敷地内への津波の浸入を容認するような水密化の措置に

よって不適合状態が解消されると判断することはできなかったのであるから、同一審被告がそ

のような措置を講じるとは考え難く、規制行政庁がそのような措置を念頭に置いて規制権限を

行使するとも考え難いというべきである。

　２　結果回避措置を講じることによって現実に到来した本件津波による事故を防ぐことがで

きたことの立証の程度

　　規制権限の行使により講じられると想定される防止策の具体的な内容を見て、現実に生じ

た被害（損害）である本件津波によって引き起こされた本件事故による被害の発生を回避し得

るかどうかを判断すべきである。

　３　想定されるべきであった津波

　　結果回避可能性を検討する際に想定されるべき津波は、電源喪失をもたらした本件津波な

いし少なくとも電源喪失をもたらすような津波、すなわち本件津波と同等の津波である。

　４　想定できる津波と本件津波との間に有意な差異があるか

　　一審被告東京電力によって、２００８年推計で試算できる津波の防護措置として防潮堤・

防波堤等の設置が行われたとしても、福島第一原発の敷地の南側周辺を中心に、上記試算でき

る津波を阻止可能な範囲で設置されるにすぎないから、多方面から到来・浸入した本件津波に

よる本件事故の発生を防止することができるとは認められない。
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　　実際、一審被告東京電力は、平成２８年７月２２日、上記試算できる津波を前提に福島第

一原発の敷地への浸水を防ぐための対策として敷地の南北側に防潮堤を設置した場合、本件津

波による浸水を防ぐことができたか否かについてのシミュレーションを行っているが、上記試

算できる津波を前提として防潮堤を設置していたとしても、本件津波が敷地の東側から流入す

ることを防ぐことができず、その結果、１号機から４号機までの主要建屋付近の浸水深は、本

件事故時の現実のものと比べてほとんど変化がないことが明らかとなっているから（丙Ａ１５

３、１５４）、上記試算できる津波を想定した防潮堤・防波堤等の設置によって、本件事故の

発生を避けることはできないと考えるのが自然かつ合理的である。

　５　「重要機器室水密化」及び「タービン建屋等の水密化」により本件事故が回避できたか

　　仮に、２００８年推計に基づきタービン建屋大物搬入口に水密扉を設置したとしても、本

件津波による波力に耐え得るようなものであったか疑問である。設置される水密扉自体が想定

される地震動に対して十分な耐震性を有するか否かの計算も経ていない。本件事故が回避でき

たという主張には疑問がある。

　　電気事業者が防潮堤・防波堤等の設置に加えて「タービン建屋等の水密化及び重要機器室

の水密化」の措置を講じたとしても、長期評価の見解を踏まえて試算される津波を想定したこ

れらの津波対策（敷地南北に防潮堤を設置する対策や一審被告東京電力が自主的対策として行

う局所的・部分的な水密化）では、津波の規模（津波の流量、流況、水圧、浸水域、浸水深

等）、到来の方向等が全く異なる本件津波を防ぐことは不可能である。

第９　国賠法上違法であるかの判断にあたって求められるその他の事情

　　平成１４年の長期評価公表後、本件事故までの間に一審被告国において規制権限行使を検

討したか否かについては次のとおりである。

　１　長期評価を確率論的安全評価により取り入れるという一審被告東京電力の方針について

　　一審被告国（保安院）は、平成１４年の長期評価公表後、同東京電力が長期評価の見解を

確率論的手法において取り扱う方針を確認し、保安院の規制課題全体への上記取組と整合する

ものとして了承した。

　　長期評価の見解については、推進本部自身も決定論的に取り扱うことができるだけの精度

及び確度を備えた信頼性の高いものとして考えておらず、確率論的にのみ取り扱われるものと

評価していた上、確率論的安全評価手法それ自体は、原子力規制に直ちに取り入れるべきもの

とまで解されていなかったものの、専門家で構成される原子力安全委員会からも安全評価に活

用し得るものとして一定の評価を受けていた。

　２　長期評価公表後の一審被告国の調査・対応（平成１４年８月保安院対応）

　　平成１４年８月に、長期評価の見解が客観的かつ合理的根拠に裏付けられたものであるか

どうかについて調査を行い、その結果、規制基準に直ちに取り込むだけの根拠はないと判断し

た。

　　一審被告東京電力からのヒアリング等を経て、長期評価の見解が原子力規制に取り入れる

だけの精度及び確度を備えた知見ではなく、津波評価技術の考え方が長期評価の見解により否

定されるものではないことが確認され、長期評価の見解を直ちに原子力規制に取り入れる必要

はないと判断し、同一審被告の方針を了承した。

　３　平成１４年８月以降の一審被告国の対応

　　一審被告国は、平成１４年８月以降、確率論的安全評価手法を取り入れた安全規制に向け

た取組や、耐震バックチェック、地震や津波等の科学的、専門技術的知見を収集する仕組みの

構築などを行っていた。

　４　平成１４年８月、長期評価に基づき、一審被告東京電力に対して津波シミュレーション

を命じたにもかかわらず、これを撤回した同国の対応に合理性があるか

　　一審被告国は、平成１４年８月時点において、同東京電力に対するヒアリングを行い、同
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東京電力において、津波評価技術及び長期評価の見解の双方の策定に関与するとともにａａ・

Ｎ論文の共著者であるＮに対し、長期評価の見解の科学的根拠の有無・程度について問い合わ

せるなどした結果に基づき、長期評価の見解を決定論的安全評価には取り入れず、確率論的安

全評価の中で取り入れていく方針である旨の報告を受け、その方針を了解しているところ、長

期評価の見解を裏付ける科学的根拠が存在していなかったことに照らせば、その時点における

調査を十分に行ったと評価されるべきである。

　　一審被告東京電力からのヒアリング等を経て、長期評価の見解が原子力規制に取り入れる

だけの精度及び確度を備えた知見ではなく、津波評価技術の考え方が「長期評価の見解」によ

り否定されるものではないことが確認された上、平成１４年当時、確率論的安全評価手法それ

自体が一定の評価を受けていたことからすれば、保安院が、長期評価の見解を直ちに原子力規

制に取り入れる必要はないと判断し、同一審被告に対して長期評価の見解を踏まえたシミュ

レーションを実施させずに、確率論的津波ハザード解析に基づく安全対策の中で取り入れてい

くとの同一審被告の方針を了承したという対応は、長期評価の見解に認められる科学的信頼性

の程度からすれば、合理性が認められる。

　５　その後本件事故発生まで技術基準適合命令を発しなかった一審被告国の対応に合理性が

あるか

　　中央防災会議日本海溝等調査会平成１８年報告においても、新たな科学的知見の収集・評

価をして耐震安全評価に反映させる検討をしていた保安院においても、長期評価の見解は採用

されていない。信用性が高くない長期評価の知見を踏まえなかったとしても、一審被告国の対

応に問題はない。

　　一審被告国（保安院）が福島第一原発を含めた原子炉施設の津波に対する安全性を確保す

るために現実に講じていた措置は、合理性を有するものであった。

　６　切迫性（明白性）の存在の要否

　　規制措置（結果回避措置）を行使するか否か、行使する場合の内容・程度、時期等には、

当該知見の精度及び確度が十分である場合と比較して規制行政庁により広い裁量が認められる

べきであり、当該知見の精度及び確度を踏まえたリスクの大きさに照らして対策の優先度を判

断し、優先度の高いものにリソース（資源）を割くという「グレーデッドアプローチ」の考え

方が妥当する。

　　本件においては、予見可能性を肯定する根拠となる知見である長期評価の見解の精度及び

確度は十分ではなく、長期評価の見解の公表直後、一審被告東京電力から、同見解を確率論的

津波ハザード解析に基づく安全対策の中で取り入れていくとの方針が保安院に伝えられて、保

安院としてこれを了承し、その前後を通じ、確率論的津波ハザード解析の実用化に向けた検討

を進めるとともに、平成１８年９月には、同一審被告を含む原子力事業者に対して耐震バック

チェックの実施を求めるに際し、津波に対する安全性の評価結果の妥当性を確認することを求

め、さらに、耐震バックチェックの実施と並行して、津波に対する知見の収集を継続し、規制

に取り入れるべき知見があるかどうかを検討するといった一連の措置を講じていた。ところ

が、平成１９年７月に新潟県中越沖地震が発生したため、それ以降、原子力発電所における安

全性については、津波対策よりも地震動についての安全対策が急務とされていた状況下に置か

れることになり、結果として、津波対策の優先順位は必ずしも高くはないものとされ、結果回

避措置としての津波対策を直ちに講じるべき状況に至らなかった。

　７　津波対策と地震対策の優劣

　　平成１９年７月に新潟県中越沖地震が発生したため、それ以降、原子力発電所における安

全性については、津波対策よりも地震動についての安全対策が急務とされていた状況下に置か

れることになり、結果として、津波対策の優先順位は必ずしも高くはないとされた。

第１０　まとめ
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　　以上のとおり、炉規法や電気事業法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、権限を

行使すべきであったとされる当時の具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を

逸脱して著しく合理性を欠く場合にあたらないのであるから、一審被告国には、本件事故に関

し、国賠法１条１項の適用上の違法はない。

第４章　一審被告東京電力の責任に関する一審原告らの当審における主張

　　一審原告らは、一審被告東京電力の「責任」の所在、すなわち過失責任があるからこそ賠

償責任を負うことを明らかにすることを求めており、責任の究明を踏まえて損害を填補するに

足りる賠償を受ける固有の利益を有している。

　　そして、一審原告らが、民法７０９条の過失責任の規定に基づいて、一審被告東京電力の

過失を踏まえた賠償額の算定を求めることは十分な実益を伴っている。

第５章　一審被告東京電力の責任に関する同一審被告の当審における主張

　　そもそも、一審原告らが上記第４章で主張する「責任の究明を踏まえて損害を填補するに

足りる賠償を受ける固有の利益」の理論的根拠や法的性質が明らかでなく、その意味で失当で

ある。

　　この点を措くとしても、原賠法と民法の適用関係については、原賠法が原子力事業者の無

過失責任を定める（同法３条１項）一方で、原子力事業者に責任を集中させて、それ以外の者

は損害賠償義務を負わないと定めて（同法４条１項）、原子力事業者から第三者に対する求償

権を制限する（同法５条）など、民法上の不法行為責任に対する特則として一般不法行為法体

系とは異なる損害賠償制度として定められている。したがって、原子力損害の賠償責任は原賠

法に基づいて規律されることが想定されており、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求は排

除されていると考えられる。

第６章　一審原告らの損害に関する同１－１らの当審における主張（弁済の抗弁に対する主張

を含む。）

第１　はじめに

　１　本件事故の発生

　　平成２３年３月１１日、東日本大震災が発生し、津波が数回にわたって、一審被告東京電

力が設置運営していた福島第一原発を襲い、本件事故が発生した。

　　本件事故の結果は、極めて甚大なもので、莫大な量の放射能が施設外に放出された。本件

事故は、国際原子力・放射線事象評価尺度（ＩＮＥＳ）で「レベル７」という、チェルノブイ

リに並ぶ歴史上最大級の原子力発電所の深刻な事故であり、福島県を中心として、住民に深刻

な損害を与えた。

　　平成２３年３月１５日及び同月１６日には、上空に巻き上げられた放射性物質の雲状の塊

「放射性プルーム（放射性雲）」が、福島県を中心に拡散し、極めて広範囲の住民を襲った。

同月２０日及び同月２１日にも、東北・関東地方に拡散し、都市部、農地、山林を問わず福島

県の大半の大地が汚染され、一審原告らは、その際、大量の放射線被ばくを受けた。

　　放射能は、目に見えず臭いもしないので、汚染状況を実感することができないが、低線量

の被ばくであっても、確率論的に、被ばくした人々についてがんその他の重篤な病気を惹起す

る可能性を確実に高めるものである。

　　一審原告らは、福島県において、大量の放射性物質ないし放射線に被ばくし、更なる被ば

くを避けるために当地に避難してきたものである。

　　ふるさとから避難することを余儀なくされた一審原告らは、被ばくによる健康不安、避難

行動自体、その後の避難生活、そしてふるさとを失ったことにより、極めて深刻な苦痛を被っ

た。そこで、提起したのが本件訴訟であるが、原判決は、避難指示区域外からの避難者に対す

る被害の賠償について、極めて低い金額であり、およそ納得できるものではない。

　２　一審被告らの責任
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　　（１）　一審原告らの平穏な生活が失われたこと

　　一審原告らは、本件事故以前は、福島県のそれぞれの居住地において、豊かな自然環境の

下、それぞれの生業を営み、家族や知人、友人との人間関係の中で、平穏な生活を送ってい

た。東日本大地震ないし大津波だけの被害にとどまれば、一審原告らは、地元を離れる必要は

なく、地元での生活を続け、地元の復興とともに、生活も順次改善していったはずである。

　　しかし、本件事故によりすべてが失われた。

　　（２）　一審原告らがなぜ避難をし、避難を継続しているか

　　一審原告らは、「福島第一原発を含む日本の原発は絶対に安全である」という「安全神

話」を信じて生活してきた素朴な人々である。それ故、一審原告らは、水素爆発を含む本件事

故による、大量の放射性物質の外部放出とそれによる汚染という深刻な事態は、到底受け入れ

られないものである。

　　一審原告らは、ふるさとを本件事故前の放射能のない状態に戻してもらいたいと切に願っ

ているが、残念ながらそれは不可能である。除染が都市部ないし住居地域でなされたが、土壌

汚染は依然として深刻である。山林やその他の多くの地域は、全く手つかずの状況で、将来も

十分な除染がなされる可能性はない状況にある。

　　（３）　一審被告らの責任

　　一審被告らは、一審原告らを含む住民の信頼を裏切り、深刻な被害を与えたのであるか

ら、その損害賠償をすることは当然のことである。

　３　本件訴訟における司法の役割について

　　（１）　原判決の判断について

　　原判決は、避難指示区域の内外で賠償額に差を設ける判断をしている。

　　しかし、福島第一原発から放出された放射性物質は避難指示区域外にも影響を与えてい

る。除染が行われたとしても、ふるさと全体について放射性物質がなくなったことを意味する

ものではない。土壌汚染は、除染がされた地域においても、依然として解消されていない。周

囲の山林については、全く手つかずであり、将来除染が完全になされることはない。また、避

難している一審原告らが福島へ帰った場合は、内部被ばくの可能性が高まり、それは体内に蓄

積されるものである。一審原告らのふるさとは、決して事故前の状況に戻ったわけではないの

である。

　　（２）　一審原告らの避難生活について

　　また、一審原告らは、事故後長期間が経過する中で、避難先である愛知県や岐阜県等の避

難先において、必死で生活をしてきた。当然のことであるが、避難先での生活、特に収入は、

一般的に福島県におけるレベルに達することはできないレベルにある。それぞれの避難先にお

いて、一審原告らはギリギリの生活をしているというのが実情である。

　　他方、福島県へ帰ったとしても、本件事故前の生活が自動的に回復されるわけでは決して

ない。同県へ帰還した際には、同県において仕事を探すことを含めて新たな生活を再建するこ

とが必要となる。一審原告らの中には同県へ帰還した者もいるが、そうした者は、再度自らの

力で新たな生活基盤を構築する必要があり、その負担は重いものである。一審被告らが、同県

における生活の再建を保障するわけではない。

　　（３）　原判決は改められるべきであること

　　原判決の極めて低い認容金額は、一審原告らが置かれた状況を十分理解しているものでは

ない。一審原告らに、司法が適正かつ十分な補償をして救済の道を開くことは極めて重要なこ

とである。

　４　控訴審に対して

　　一審被告らは、日本の原子力発電所が絶対に安全であり、大事故を起こすことはないと説

明し、一審原告らは、そうした説明を信じてきた。しかし、本件事故は実際に発生したのであ
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る。そうした場合に、一審被告らは、被害者である一審原告らに対し、適正かつ十分な補償を

することが当然である。

　　一審被告らは、真の意味では、その責任を認めようとはしていない。また、中間指針は、

区域外避難者の救済という観点からすると、ほとんど意味がないものであり、区域外避難者に

とって極めて不公平である。

　　しかしながら、原判決は、被害を受けた一審原告らに対し、適正な損害賠償を認めていな

い。控訴審においては、改めて上記被害を被っている一審原告らに対し、適正な判決がされる

ことを切望するものである。

第２　一審原告１－１らの控訴審における主張の要旨

　１　原判決は、一審原告らの損害賠償請求について、大部分の一審原告らの請求を認めてい

るが、その額は著しく低く不当である。また、旧緊急時避難準備区域の一審原告らについては

請求を全く認めておらず、不当である。

　２　まず、原判決の被侵害利益の捉え方は不十分である。

　　原判決の被侵害利益の捉え方は、「生活を丸ごと破壊された」という観点が欠如している

こと、一審原告らは従来の平穏生活権とは比較にならないほど重大な利益を侵害されたことを

看過していること、人格発達権が取り入れられていないこと、原状回復が不可能である点を理

解していないこと、避難者が被った権利侵害の態様は避難指示区域内外によって異なるもので

はないにもかかわらず避難指示区域内外で権利侵害の程度に差を設けていることなど、被侵害

利益の捉え方が狭小に過ぎ、一審原告らの被害の評価として不十分である。そして、その結

果、損害額の評価が極めて不十分なものとなっている。これらは控訴審において是正されるべ

きである。

　３　また、原判決は本件の被害事実のごく一部を形式的表面的に認定したのみで、深刻な被

害実態に正対していない。事実認定が不十分、不正確であることが著しく低廉な慰謝料の原因

となっており、控訴審において是正されるべきである。

　　次に、原判決は、特に避難指示区域外の一審原告らの避難継続の相当性についての判断が

不当なものとなっている。その結果、認められるべき損害額が著しく低くなっているので是正

される必要がある。

　　加えて、原判決は、一審原告らが主張した中間指針等の問題点を全く検討しないまま、安

直に中間指針等をそのまま踏襲し、その結果、認定された損害額が著しく低くなっており、是

正される必要がある。

　４　また、原判決は旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らの避難継続の合理性に

ついて、平成２４年８月３１日までと限定している。しかし、同区域に居住していた一審原告

らの置かれた状況からすると、避難継続の合理性は同日までに限定されるべきではなく、個別

の事情に基づき慰謝料が認められるべきである。

　５　さらに、原判決は、本件事故発生時に出生していなかった一審原告らについて請求を棄

却しているが、これらの一審原告らにおいても、出生後に避難先での不便な生活を強いられ、

その父母らが元々いた場所での平穏に生活する利益を侵害されており、本件事故時に出生して

いた一審原告らと同様の苦痛を味わっているのであるから、慰謝料が認められるべきである。

　６　最後に、原判決は、弁済充当の判断において、一審原告らが請求する本件事故と因果関

係のある損害と重なり合いのない既払い金を弁済充当している点に事実誤認がある。

第３　被侵害利益の捉え方についての不当性

　１　原判決が認定した被侵害利益（原判決５２２頁）

　　原判決は、避難の相当性が認められる一審原告らについて、いずれも、住み慣れた自宅や

地域に帰れない苦痛を感じること、不便な避難生活を強いられること、先の見通しがつかない

不安を感じること、放射能に対する恐怖や不安を感じることなどにより精神的苦痛を被ったこ
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とを認定しており、一審原告らが侵害された利益は、これらの要素を総合した平穏な生活を送

る権利である旨認定している。そして、この権利は憲法１３条、２２条１項等に照らして、原

賠法上も保護されるものである、としている。

　　しかし、この原判決が認定した被侵害利益は、一部において一審原告らの主張が取り入れ

られてはいるものの、その他の重要な利益、観点が抜け落ちており、一審原告らが原審で主張

した被侵害利益についての理解が不十分である。

　　本件の損害を判断するにあたっては、被害実態を把握することが必要不可欠である。

　２　原判決の問題点

　　（１）　「生活を丸ごと破壊された」という観点が欠如していること

　　一審原告らは、本件事故によって避難を余儀なくされたことにより、それぞれが住み慣れ

た環境で築き上げてきた生活基盤を奪われ、また、仕事等の事情によりやむを得ず現地に滞在

している者も、家族や周りの者が避難するなどしたことにより、多かれ少なかれ、それまで築

き上げてきた生活基盤を奪われることになった。すなわち、一審原告らは、本件事故によって

生活基盤を丸ごと破壊されたのである。

　　原判決においては、住み慣れた地域に帰れない精神的苦痛や不便な避難生活に対する精神

的苦痛など、断片的な精神的苦痛は認定しているものの、一審原告らの生活が丸ごと破壊され

たことについての精神的苦痛を看過しているため、これが慰謝料額に反映されておらず、認容

された慰謝料額は極めて低いものとなっている。

　　一審原告らにとって生活を丸ごと破壊されることは非常に深刻な事態であり、このような

観点を持ち合わせなければ、本件事故によって一審原告らが被った被害の全貌を理解すること

は到底不可能であるが、原判決はこの点において理解が不十分であり、不当である。

　　（２）　従来の平穏生活権と同等のものとして捉えていること

　　ア　平穏生活権侵害は、従来、騒音、水質汚濁、大気汚染などの公害分野において問題と

されてきた。これらの従来の平穏生活権侵害の事例では、騒音等の公害によって平穏安全な生

活が妨害されるにとどまり、それによって生命、身体に対する侵害のおそれが生じたり、生活

基盤そのものが破壊されたりすることまでは想定されていない。

　　しかし、本件における被侵害利益はこれら従来の平穏生活権とは全く異なる。すなわち、

本件では、放射線被ばくによる健康被害の不安が存在するという点において、生命、身体に対

する侵害のおそれが存在するといえるが、放射性物質は五感で捉えることができないため、ど

の地域がどの程度汚染されているのか、住民がどの程度の被ばくをしたのかが分からない。ま

た、どの程度の被ばくによりどのような影響がいつ出るかが科学的に十分解明されていない。

そのために、汚染された地域の住民らは自身や家族が被ばくをしたかもしれない、健康被害が

生じるかもしれない、将来子どもができたときに生まれてくる子どもに影響があるかもしれな

い、などの恐怖や不安を抱き、その不安を打ち消すことができないために大きな被害が生じて

いる。

　　さらに、上記のとおり、本件事故によって一審原告らは生活を丸ごと破壊されたのであ

り、これは単なる生活妨害とは異なる極めて重大な侵害態様であるという特質を有している。

　　イ　このように、本件事故によって一審原告らは、従来の平穏生活権とは比較にならない

ほど重大な利益を侵害されたのであって、この点を看過すべきではない。原判決は、本件にお

ける被侵害利益を従来の平穏生活権と同様に理解していると思われ、それが認容慰謝料額の低

額化に直結しているものと考えられ、不当である。

　　（３）　人格発達権が取り入れられていないこと

　　一審原告らが被侵害利益として主張する包括的生活利益としての平穏生活権は、人格発達

権を包摂するものである。その内容は、後述のとおり、住み慣れた環境で築き上げてきた生活

基盤の中で成長発達し、自己実現をはかる権利であり、人の人格形成にとって非常に重要な権

37/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



利である。

　　一審原告らは、本件事故によってこの人格発達権を含む包括的生活利益としての平穏生活

権を侵害されたものであるが、原判決では当該権利については全く触れられておらず、被侵害

利益として認定されていない。この点でも、原判決は、一審原告らの被害実態を十分に把握し

ていない。

　　（４）　原状回復が不可能である点を理解していないこと

　　本件事故によって、一審原告らが従前居住していた地域に多量の放射性物質が降り注いだ

ことにより、一審原告らは、被ばくあるいは被ばくの可能性による健康被害に対する恐怖や不

安を抱えたまま生きていかなければならなくなった。たとえホールボディカウンターによる検

査で被ばく量が規定数値以下であったといわれたとしても、健康調査等で異常が発見されな

かったとしても、被ばく等による健康被害に対する恐怖や不安は打ち消すことはできず、一生

続くことになる。そのため、被ばくの不安にさらされない平穏で安全な生活を営む権利につい

ては、原状回復はほぼ不可能である。

　　また、住み慣れた環境の中で居住することを自らの意思で選択する権利、住み慣れた環境

で築いた生活基盤で社会生活を享受する権利、その生活基盤の中で成長発達し、自己実現を図

る権利は、住み慣れた地域に居住できるようになり、地域共同体から様々な利益を享受し、そ

の中で成長発達し自己実現を図ることができなければ原状回復はできない。

　　これらの原状回復のためには、人間関係や地域とのつながりを含めた地域共同体の再生・

復興が必要不可欠であるが、一度失われたこれらの関係やつながりを回復させることは極めて

困難であり、原状回復はほぼ不可能である。

　　このように、一審原告らが本件事故によって侵害された権利は原状回復が不可能であり、

侵害の程度は極めて重大であるにもかかわらず、原判決はこの点を踏まえておらず、その結

果、慰謝料認容額が低額になっている。

　　（５）　避難指示区域内外で権利侵害の程度に差を設けていること

　　原判決は、「自主的避難等対象区域に居住していた者は、避難指示等により避難している

者とは異なり、避難すべきかについて苦悩せざるを得なかったという事情は認められるもの

の、避難指示等により避難している者と比較すれば、居住地を自ら決定する権利の侵害の度合

いは低い」と判示している（原判決５２６頁）。

　　確かに、本件事故前に避難指示区域外に居住していた者は、従前の居住地から強制的に避

難させられる不利益は被っていないものの、本件事故発生により大量の放射性物質が飛散し、

様々な情報が交錯する混乱の中で、避難すべきか留まるべきか苦渋の決断を下さざるを得な

かったのであり、その権利侵害の程度は避難を強制されることに匹敵するものである。

　　また、一旦避難を決断した後は、その後の避難生活での苦痛、健康被害に対する不安、将

来に対する不安、従前所属していた生活基盤からの離脱など、避難者が被った権利侵害の態様

は、個別の事情によって多少の差はあるものの、基本的には避難指示区域内外によって異なる

ものではない。

　　したがって、原判決はこの点において判断を誤っている。

　３　一審原告らが主張する被侵害利益（包括的生活利益としての平穏生活権）

　　このように、原判決は、本件事故により一審原告らが受けた損害を理解するための大前提

となる一審原告らの権利侵害の内容に対する理解が不足している。

　　一審原告らが主張する本件における被侵害利益は、包括的生活利益としての平穏生活権で

あり、その主な内容としては、以下に述べるように、（１）被ばくの不安にさらされない平穏

で安全な生活を営む権利、（２）住み慣れた環境の中で居住することを自らの意思で選択する

権利、（３）住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤で社会生活や家庭生活を享受する権

利、（４）住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤の中で成長発達し、自己実現をはかる権
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利が挙げられる。

　　（１）　被ばくの不安にさらされない平穏で安全な生活を営む権利

　　本件事故により、一審原告らが従前居住していた地域に多量の放射性物質が飛散し、深刻

な被害を受けた。

　　一審原告らは、自身や家族がどの程度の被ばくをしたかわからないことや、低線量被ばく

であっても健康被害が発生する危険性があること、また、健康被害がいつ発生するかも分から

ないことから、被ばくによる健康被害に対する恐怖や不安を抱えたまま生きていかなければな

らなくなった。避難したとしても、被ばくによる今後の健康への恐怖や不安を打ち消すことは

できず、それらの恐怖や不安は一生続くことになる。

　　他方、避難せずに被災地に留まっている者は、現在もなお、日々放射性物質が放つ放射線

によって被ばくを続けており、その健康被害への恐怖や不安は甚大である。一度避難した後に

戻った者も、被災地に戻ることで被ばくによる健康被害への恐怖や不安を再び感じている。

　　このように、一審原告らのうち、本件事故を契機として避難した者も、避難せず現地に留

まった者も、避難後に現地に帰還した者も、いずれも、被ばくの不安にさらされない平穏で安

全な生活を営む権利を侵害された。

　　そして、この被ばくの不安にさらされない平穏で安全な生活を営む権利は「恐怖と欠乏か

ら免かれ、平和のうちに生存する権利」（憲法前文）を標榜した憲法上の基本理念を前提と

し、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」（憲法１３条後段）として、憲法上保障

された権利である。

　　（２）　住み慣れた環境の中で居住することを自らの意思で選択する権利

　　一審原告らは本件事故前、それぞれの住み慣れた地域において居住し生活を営んでいた。

しかし、本件事故により、避難指示区域に居住していた者は、強制的に避難を強いられた。

　　また、避難指示区域外であっても放射性物質の飛散によって汚染された地域に居住してい

た者は、被ばくに関する様々な情報が飛び交う中で、被ばくによる健康被害の危険や被ばくに

対する不安を抱えた生活から逃れるために別の地域に避難するか、被ばくの危険があっても慣

れ親しんだ地域での生活を続けるか、という究極の選択を強いられた。そして、避難をした者

は、苦渋の決断として避難することを余儀なくされた。また、避難をしなかった者の中には、

避難することを希望していたにもかかわらず、仕事や親族との関係など様々な事情から避難す

ることができずに地元に滞在せざるを得なかった者も少なくない。

　　本来、自己の欲する地に住所又は居所を定め、あるいはそれを変更する自由及び自己の意

思に反して居住地を変更させることのない自由は、居住・移転の自由として憲法上保障されて

いる権利である（憲法２２条１項）。そして、この居住・移転の自由は、単に経済的自由とし

ての性格のみならず、自己の移動したいところに移動できるという人身の自由としての側面

や、自由な移動による様々な自然、文化、人々との接触・交流による精神的活動に必須である

という観点からすれば精神的自由としての性格も有している。

　　一審原告らが主張する住み慣れた環境の中で居住することを自らの意思で選択する権利は

この居住・移転の自由に基づくものであるが、本件事故により避難を強制された者、苦渋の決

断により避難を余儀なくされた者、避難を希望するにもかかわらず避難ができなかった者のい

ずれについても、この権利が侵害されたものである。

　　（３）　住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤で社会生活や家庭生活を享受する権利

　　原審で主張してきたように、一審原告らは、それぞれの住み慣れた場所で、家族や親族と

ともに、職場や学校、地域の人々との関係性の中で生活していた。そこには、長い時間をかけ

て培ってきた人間関係があり、慣れ親しんだ地域の文化や伝統があり、長年親しんだ自然環境

や景観があり、それらが一体となって地域共同体を形成していた。このような中で、一審原告

らは、地域共同体の一員として、様々な利益を享受しながら、放射線被ばくの不安を感じるこ
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となく、平穏で安全な社会生活や家庭生活を営んできた。

　　地域共同体から享受される利益としては、〈１〉生活費代替機能、〈２〉相互扶助・共

助・福祉機能、〈３〉行政代替・補完機能、〈４〉人格発展機能、〈５〉環境保全・自然維持

機能などが挙げられる（甲Ｂ５７・２４頁以下）。一審原告らは、本件事故前、住み慣れた環

境で築き上げてきた生活基盤で社会生活や家庭生活を営み、地域共同体からこれらの生活利益

を享受してきた。

　　しかし、本件事故によって、家族や地域住民は引き裂かれ、地域共同体の機能は失われ

た。避難指示区域では、避難指示により住民が強制的に避難をさせられて地域共同体が破壊さ

れた。避難指示区域以外の地域においても、避難したことによって地域共同体からの離脱を余

儀なくされ、そこから享受していた利益を失った。また、一審原告らの中には、様々な事情か

ら、父親・夫だけが現地に残り、母親・妻と子どものみで避難している者がいるが、このよう

な者は家族という最小単位の共同体が引き離され、破壊された。

　　このように、一審原告らは、住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤で社会生活や家庭

生活を享受する権利を本件事故により侵害された。

　　（４）　住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤の中で成長発達し、自己実現をはかる

権利

　　人は、幼少期から青年期、壮年期を経て老年期に至るまで、人や環境との接触・交流を通

じて変化し発達していくものである。子どもは地域共同体の中で大人や友達から学び、青年期

にはそうした場を家庭や学校のみならず職場や趣味の場に持つことができる。さらに成長すれ

ば社会的役割にも変化が生じ、様々な社会的貢献をするとともに、結婚・出産があれば新しい

命を育み、家族と地域に新しい構成員が生まれる。そして壮年期・老年期になれば自らの家庭

や地域での蓄積を次世代の者に引き継ぐ。このように、人は生を受けてから死に至るまで、自

己実現のために、あらゆる発達可能性を持ちながら生きていくものである。このような権利を

人格発達権と呼ぶことができるが、これは、居住・移転・職業選択の自由（憲法２２条１

項）、財産権（憲法２９条１項）、生存権（憲法２５条１項）、家族生活における個人の尊厳

（憲法２４条２項）、教育を受ける権利（憲法２６条１項）、勤労の権利（憲法２７条１

項）、さらには子どもの権利条約６条２項、９条１項本文、２４条、２８条によって保障され

るものとして位置付けることが可能である。

　　一審原告らは、この人格発達権として、住み慣れた環境で築き上げてきた生活基盤の中で

成長発達し、自己実現をはかる権利を本件事故によって侵害された。

　　（５）　ａｒ大学政治経済学部のａｓ（以下「ａｓ」という。）教授の検討結果について

　　ａｓの意見書（甲Ｂ２０１）における「ふるさと剥奪損害」及び「ふるさと剥奪慰謝料」

は、一審原告らが主張する「平穏で安全な生活を奪われたことに対する損害（慰謝料）」に包

摂されるものであり、その算定にあたっては、一審原告らに生じた損害が過去に前例のない未

曽有の損害であり、かつ、個別に金銭的評価を行なうことが非常に困難であることを踏まえ、

従来の法的な判断枠組みにとどまらず、経済学等の様々な知見を用いた多面的な検討が不可欠

である。そして、ａｓは、「ふるさと剥奪損害」の実態を、本件事故・避難以前に被害者が享

受していた「ふるさと」（農山村及び市街地における生活と生産の場）からの有形・無形の既

得利益の不可逆的な消失として捉え、対象地区につき、被災の程度の重い福島県内１２市町村

を、「ふるさと機能」が発揮される形態の違いから、農山村自治体（第１次産業生産額比率

２％以上のａｔ市、ｂａ市、ｂｂ町、ｂｃ村、ｂｄ町、ｂｅ村、ｂｆ村の７市町村）と市街化

自治体（同２％未満のｂｇ町、ｂｈ町、ｂｉ町、ｂｊ町、ｂｋ町の５町）に分け、さらに、両

自治体との比較対象地として、主要な避難地とされた都市部自治体（ｂｌ市、ｂｍ市、ｂｎ市

の３市）を選定するなどして、「ふるさと剥奪慰謝料」を約９６７万円から約１６８６万円の

範囲と推計している。
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　　ａｓの上記のような検討結果を踏まえると、一審原告らは、福島県内のいずれの地域に居

住していた場合であっても、地域生活享受権を侵害されたことによって少なくとも約９６７万

円の損害を被ったものである。

　４　他判決の状況

　　（１）　同種事件における判決

　　本件と同種訴訟について全国各地で判決が出されているが、それらのうち、千葉地裁平成

２９年９月２２日判決、東京地裁平成３０年２月７日判決、東京地裁同年３月１６日判決、横

浜地裁平成３１年２月２０日判決、松山地裁同年３月２６日判決、山形地裁令和元年１２月１

７日判決では、包括的生活利益としての平穏生活権について触れられている。

　　（２）　上記（１）の各判決に対する評価

　　上記（１）の各判決はいずれも、包括的生活利益ないしは包括的生活利益としての平穏生

活権について言及したものである。

　　これらの判決については、避難者らの包括的生活利益が被侵害利益として認定されている

点は評価することができる。

　　ただ一方で、避難指示区域内外で被侵害利益を区別し、避難指示区域外避難者については

被侵害利益として包括的生活利益を認定していないもの（上記（１）横浜地裁判決）や、包括

的生活利益としての平穏生活権侵害を居住地決定権侵害の結果としての重大性をとらえるもの

と位置付けるにとどめているもの（上記（１）の東京地裁平成３０年３月１６日判決）なども

存在しており、避難者の被害実態を正確に捉えているとまではいい難い。また、避難者らに

とって包括的生活利益は非常に重要な権利であり、その侵害を認定した以上、権利侵害の程度

は重大であるというべきものであるが、いずれの判決においても結論として慰謝料額は低額に

とどまっており、過小評価されている。

　　本件事故による避難者が、避難前、避難中、帰還後のいずれの時点においても多様な苦痛

を被っていることは、ｂｏ大学国際学部のｂｐ准教授の意見書（甲Ｂ１９８）、意見書（追

補）（甲Ｂ１９９）及び同准教授の別件訴訟（新潟地方裁判所令和３年６月２日判決）におけ

る尋問調書（甲Ｂ２００）によって明らかとなっている。

　　本件においては、これら各地の訴訟の判決の内容を踏まえた上で、一審原告らが被った被

害の実情を正確に捉え、それを適切に慰謝料額に反映させるべきである。

第４　事実認定が不正確であること

　１　個別の事実認定の問題点

　　（１）　汚染状況の事実認定が不正確であること

　　ア　原判決は、環境放射能状況として各市町村が公表した空間線量のみを認定し、空間線

量のみをもって汚染状況を捉えている（原判決４０４頁以下）。

　　しかし、線量計の測定値が公表された空間線量より高いことや、モニタリングポストの数

値以上の汚染（いわゆるホットスポット）が認められることも多くある。一審原告らは甲Ｂ第

１３７号証において市町村が設置したモニタリングポストと線量計の数値が一致せず、線量計

の方が高い数値を示していることを立証した。にもかかわらず、原判決はこのような実態には

一切触れず、各市町村が公表した空間線量のみを認定している。

　　イ　また、放射線による汚染は体外にある線源から発生した放射線による被ばく（外部被

ばく）のみではなく、体内に取り込まれた放射性物質の内部被ばくもあるから、空間線量のみ

をもって汚染状況を正確に把握することはできない。原判決はこの点を無視している。

　　（２）　避難者数の推移が不正確であること

　　原判決は本件事故による避難者数の推移を認定している（原判決４１８頁以下）が、原判

決が認定する避難者数は「市町村が把握している人数」（乙Ｂ１９９等）に過ぎず、実際の避

難者数ではない。本件事故による避難者、特に避難指示区域外から自主的に避難した者には、
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被ばくに対する偏見や避難元に滞在する親戚・友人らとの確執を避けるため「避難者」として

登録していない者も多い。また、本件事故から長期間経過したために避難元への帰還をあきら

め、「避難者」としての登録を辞めた者もいる。

　　したがって、実際の避難者は市町村に登録された人より相当多いが、原判決はこれらの実

態を全く見ようとせず、被害の実態を過小評価している。

　　（３）　新聞報道の状況の把握が不十分であること

　　原判決は本件事故後の新聞報道等の状況を認定しているが（原判決４２５頁）、認定した

のは平成２３年及び平成２４年のごく一部の報道に過ぎない。

　　一審原告らは平成２５年以降の汚染水問題や除染廃棄物の不適切管理、がれき撤去作業に

よる放射性物質拡散などを報じた新聞記事や、一審原告らの避難生活の状況や避難元の住民の

不安などを特集した新聞記事やニュース番組、避難指示が解除された地域で児童生徒が減少し

ていることを報じた新聞記事など、平成２５年以降の被害実態を報じた新聞記事やニュース番

組等を多数提出したが、原判決はこれらには一切言及していない。また、一審原告らが提出し

た平成２６年３月２日の福島民友の新聞記事「「除染」再除染求める住民要望続出　ｂｑやｂ

ｃ」（甲Ｂ１２８）を平成２４年の記事と誤って認定している。

　　このように、原判決は、平成２５年以降も様々な被害実態が報道されていることを無視し

ており、不当である。

　　（４）　除染の状況の認定が不正確であること

　　原判決は各市町村の発表を元に除染が何％終了した、として除染状況を認定している（原

判決４２８頁以下）が、これらの数値は各市町村が計画した除染計画に基づくものにすぎず、

全ての土地のことではない。そのため、たとえ除染が完了したとしても、被ばくのおそれが消

滅したわけではない。

　　除染計画では住居や農地等に隣接する森林は林縁から約２０ｍの範囲で行われているに過

ぎず、それ以外の広大な森林の除染は行われていない。そのため、一旦除染をしても風雨に

よって森林内の放射性物質が流れ込み、線量の低下が得られないことも懸念される。一審原告

らがこの点について主張立証し、原判決も新聞記事（甲Ｂ１２６）を引用しながら（原判決４

２８頁）、再除染が必要とされることについて全く触れず、あたかも一度除染をすれば被ばく

のおそれがなくなったかのような誤った認定をしている。

　　（５）　事業所や学校等の再開状況の認定が不十分である。

　　原判決は、ｂｉ町、ｂｄ町、ｂａ市ｂｒ区、同市旧緊急時避難準備区域、ａｔ市、ｂｍ

市、ｂｌ市、ｂｎ市、ｂｓ市、ｂｂ町、ｂｔ町、ｃａ市、ｃｂ市の事業所や学校等の再開状況

を認定しているが（原判決４２９頁以下）、これらの地域が本件事故前の状況とはほど遠い状

況であることを無視し、一部の事業所や学校が再開すれば本件事故前の生活ができるように

なっているかのような認定をしており、不当である。

　　一審原告らが詳細に主張立証したように、福島県では現在でも様々な被害が回復せず続い

ている。避難指示区域では避難指示が解除されても人口が回復していない。学校は児童・生徒

数の減少が著しく、休校や統廃合も少なくない。医療施設は再開しても診療日や診療科目を減

らすなどし、医療体制は回復していない。商業施設は一部再開したものの、本件事故前の状況

と比べると十分ではない。住民が帰還しないためにインフラが回復せず、インフラが回復しな

いために住民が帰還しない状況となっており、帰還が進む見通しは立っていない。そのため、

避難指示が解除されても本件事故前の生活やコミュニティが回復したとはいえない。

　　一審原告らが上記について詳細に主張立証したにも関わらず、原判決は一切無視し、本件

事故後の福島県の状況や被害の実態を正しく捉えていない。

　　（６）　将来の被ばくのおそれを無視していること

　　原判決は、一審原告らが主張した汚染水や放射性廃棄物による被ばくの危険性や、福島第
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一原発の廃炉作業による放射性物質の拡散のおそれがあることについて、一切触れていない。

　　原審で主張したように、福島第一原発から発生する汚染水は現在も大量に発生し続けてお

り、貯蔵タンクから汚染水が漏れ出す事故が度々起きるなど、汚染水による汚染の危険性が現

在も続いている。また、除染によって発生した放射性廃棄物は野ざらしで積み置かれているだ

けであり（甲Ｂ１３７）、子どもが容易に近付けるような状態にされていたり、除染袋が劣化

して破れ中身が漏れ出たり、大雨で除染袋が流されて中身が消失したりなど、ずさんな管理に

よる放射性物質の流出・被ばくの危険性がある。令和元年の台風１９号の大雨の影響でフレコ

ンバックが流出したように、広範囲な汚染の危険性は現在も続いている。また、福島第一原発

の廃炉作業は少なくとも４０年かかるとされているが、原子炉内部の状態や燃料デブリの位

置、状態などは未だ分かっておらず、燃料デブリの取出しや搬出方法も決まっていないなど、

今後の廃炉作業には様々な重大な問題がある。平成２５年８月のがれき撤去作業で大量の放射

性物質が拡散したり、平成３１年１月までの１年間の放射性物質の放出量が前年と比べて２倍

近くに増加したりするなど、今後廃炉作業によって大量の放射性物質が拡散するおそれもあ

る。

　　将来の被ばくのおそれがあることは一審原告らの避難継続の合理性の判断の重要な要素で

あり、一審原告らはこれらの事実を証拠に基づいて主張したにもかかわらず、原判決はこの点

を一切検討しないまま、安易に避難継続の合理性を平成２４年までに限定しており、不当であ

る。

　２　避難の合理性及び被害の分析が不十分であること

　　原判決は、避難の合理性及び被害の分析として、ｃｃの意見書及び尋問内容を引用してい

るが、分析としては到底不十分なものである。

　　（１）　ｃｃの意見書、尋問内容の検討が不十分であること

　　ア　避難継続の合理性の分析を無視していること

　　ｃｃは、本件事故から数か月が経ち本件事故の状況がある程度社会に明らかになった段階

において、避難指示区域外の住民の「状況の定義」は、１ｍＳｖ以上被ばくしても将来健康上

の被害がないということは科学的に立証されておらず、もしも将来がんに罹患したとしても、

それが本件事故に伴う被ばくが原因であることをその時点で証明することは極めて困難だと予

想され、したがってそれら起こりうる健康被害に対する一審被告東京電力からの損害賠償や政

府の公的サポートはほとんど期待できないと考えられ、病気で苦しむのは自分だし、治療にか

かる費用等一切も自分たち家族の負担となり、その後の教育や職業キャリアに少なからぬ制約

がかかる、とし、避難生活の継続を選択したとしても十分に合理的な行動であったと評価する

ことができる、と述べている（甲Ｂ１４８・１０頁以下、証人ｃｃ（原審）１０頁以下）。し

かし、原判決はこの意見を完全に無視し、その重要な点を看過している。

　　イ　区域外避難者特有の被害の分析を無視していること

　　ｃｃは、区域外避難の特徴として、避難するか避難せず福島に留まるかという二つの真逆

の選択肢が存在し被ばくのリスクをどう捉えるかを軸にして異論が生じ、争いが起きるため、

家族、親族、職場の同僚、友人・知人などの人間関係が壊れ、人生の土台を構成していた社会

関係が剥奪されたこと、避難した後に自責感情と周囲への警戒心という二次被害を受けている

ことを述べている（甲Ｂ１４８・２０頁以下、証人ｃｃ（原審）１９頁以下）。しかし、原審

はこの点にも一切言及していない。

　　（２）　ｃｃ以外の専門家の意見や調査報告書を一切検討していないこと

　　本件事故は未曾有の事故であり、他に類をみない多様かつ複雑な被害が発生した。その被

害の実態は十分に解明されていないため、社会学者、経済学者、法学者、心理学者、精神保健

医学者、県市町村や民間研究機関などにより様々な調査分析が行われている。

　　一審原告らはこれらの調査を元に被害実態を主張し、各意見書や調査報告書を提出した
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が、原判決はこれらを全く検討しておらず、不当である。

　３　まとめ

　　原判決は事実認定が不十分、不正確であり、被害事実を十分に捉えていないため、前述の

ように被侵害利益の捉え方が不十分、不正確となり、一審原告らの精神的苦痛や慰謝料の評価

が実態に即さないものとなっている。

第５　区域外居住者である一審原告らの避難の相当性と、特に避難継続の相当性についての判

断の不当性

　１　避難の相当性及び避難継続の相当性は社会通念に照らして判断すべきこと

　　原審で主張したように、避難継続の合理性は科学的見地だけではなく、社会通念に照らし

て判断すべきところ、一審原告らには低線量被ばくの危険性からも、社会学的見地等からも、

社会通念に照らして避難継続の合理性が認められる。ところが、原判決では、この点について

の適切な理解・評価がなされておらず不当である。以下、その点を詳述する。

　２　低線量被ばくの評価の不当性

　　（１）　区域外避難者の避難の合理性の判断について

　　原判決は、本件事故直後に避難指示等によらずに避難した人々についての避難の合理性に

ついて、〈１〉本件事故や自らが置かれている状況について十分な情報がなく、平成２３年３

月頃には、本件事故について、「第一原発３号機も『炉心溶融』」、「米スリーマイル島に匹

敵する原発史上まれな大事故」、「メルトダウンの恐れ」と、放射性物質の拡散について「放

射性物質大量放出」、「放射線量、極めて危険」、「水道、基準上回る放射能」などと新聞報

道されたこと、〈２〉放射線被ばくを防ぐため、同月１１日から避難指示等が出され、同月１

５日までの間にその地域が３度拡大されたこと、〈３〉保安院は、同年４月１２日、本件事故

の放射性物質の放出量に関してレベル７と判断していること、〈４〉このような状況下で、自

主的避難者数は同年５月頃から同年９月頃までにかけて増加し、同月には福島県全体で５万人

を超えていること、〈５〉ＩＣＲＰ勧告では、年間約１００ｍＳｖを下回る線量においては、

生物学的／疫学的知見に基づく根拠が得られていないが、ある一定の線量の増加に正比例して

放射線起因の発がんまたは遺伝性影響の確率が増加するというＬＮＴモデルが採用されている

こと、〈６〉年間１００ｍＳｖ以下であっても放射線量が増加するに従って発がんの確率も増

加するという見解も存在していたこと、〈７〉一審被告国がＩＣＲＰの勧告を踏まえて避難指

示の基準を年間２０ｍＳｖと定めたのは本件事故後の平成２３年７月１９日のことであること

を挙げ、本件事故発生当初の時期は、自らの置かれている状況について十分な情報がない中

で、大量の放射性物質の放出による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き、その危険を回避する

ために避難することには一定の合理性が認められるとした上で（原判決５１２頁、５１３

頁）、中間指針第一次追補が定める自主的避難等対象者は類型的に避難することが合理的であ

ると評価することができるとしてその避難の合理性を認めるとともに（同５１３頁）、中間指

針等や一審被告東京電力の賠償基準において自主的避難等対象区域に指定されていなかったと

しても、本件事故当時の居住地と福島第一原発及び避難指示区域との位置関係、放射線量、避

難者の年齢、家族構成及び心身の状況、避難者が入手した放射線量に関する情報、本件事故か

ら避難を選択するまでの期間等の諸事情を総合的に考慮して避難及びその継続に合理性が認め

られる場合には、かかる避難及びその継続によって生じた損害は本件事故と相当因果関係が認

められるとしている（同５１４頁）。

　　原判決の判断については、避難指示等によらない避難であることのみを理由に避難の合理

性を否定しなかったという点において正当である。

　　（２）　区域外避難者の避難継続の合理性に関する判断について

　　ア　原判決の判断

　　しかし、原判決はこのように評価されるべき点がある一方で、避難継続の合理性について
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適切な判断がなされていない。すなわち、原判決は、旧居住制限区域や旧避難指示解除準備区

域に居住していた者の避難の継続の合理性が認められるのは平成３０年３月３１日までである

とする一方（原判決５１０頁、５１１頁）で、自主的避難等対象区域に居住していた者らにつ

いては、平成２３年１２月の時点で「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えら

れている」というステップ２が完了するなど本件事故は収束に向かっていることが確認できた

といえるなどという理由から、妊婦・子ども以外の者の避難の継続の合理性が認められるのは

平成２３年１２月３１日まで、妊婦・子どもについては放射線に対する感受性が高いと一般に

認識されているとの理由で平成２４年８月３１日までとした（原判決５１３頁、５１４頁）。

　　このように、避難指示等によらない避難者にはごく短期間しか避難の継続の合理性を認め

ず、これにより損害の範囲も著しく限定されるという結果を生じさせている。

　　イ　原判決の不当性

　　本件の避難指示区域外からの避難者にあたる一審原告らは、自身が接した報道の内容や放

射性物質による汚染を意識した生活を強いられたことなどの事情があって、放射線被ばくや被

ばくによる不安から避難を余儀なくされたものであり、皆それぞれに困難を抱えながら避難を

した。そして、一審原告らは、事故時の居住地が放射性物質の汚染によって変容したこと、今

後の廃炉作業に伴う再度の放射性物質拡散への不安、避難先での定着や帰還先の喪失等各一審

原告の現状から避難を継続せざるを得ない状況にあり、避難の合理性と避難継続の合理性を主

張立証した。

　　しかし、原判決は一審原告らの上記主張には一切言及せず、年間積算線量が２０ｍＳｖ以

下の地域は安全であるという何ら証明のない一審被告らの主張に基づき機械的に設定された区

域指定をことさらに重視するのみで、低線量被ばくの危険性を軽視し、結果として区域内避難

者と区域外避難者との間で大きな差を生じさせ、不合理な結果を招いている。

　　（３）　低線量被ばくのリスクと避難の合理性

　　ア　低線量被ばくのリスクに関する原判決の認定

　　原判決は、低線量被ばく（年間１００ｍＳｖ以下の放射線量による被ばく）のリスクに関

し、概略以下のとおり認定している（原判決５１５頁）。

　　（ア）　１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では、放射線による発がんのリスクは他の要因に

よる発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、放射線による発がんリスクの明らか

な増加傾向を証明することは難しい。

　　（イ）　少なくとも１００ｍＳｖを超えない限り、がん発症のリスクが高まるとの確立し

た知見は得られておらず、ＬＮＴモデルは、科学的な不確かさを補う観点から、公衆衛生上の

安全サイドに立った判断として採用されているものに過ぎない。

　　（ウ）　ＩＣＲＰの勧告において、公衆被ばくに対する線量限度年１ｍＳｖは緊急時被ば

く状況においては適用されず、緊急時被ばく状況における参考レベルは予測線量２０ｍＳｖか

ら１００ｍＳｖまでの範囲にあるものとし、事故による汚染が残存する現存被ばく状況におい

ては、年間１ｍＳｖから２０ｍＳｖまでの範囲に設定すべきであるとしている。

　　（エ）　これらの科学的知見等に照らすと、年間２０ｍＳｖを下回る被ばくが健康に被害

を与えると認めることは困難であるといわざるを得ない。

　　しかし、原判決のこうした姿勢は、そもそもＬＮＴモデルに対する不正確な理解を前提と

するものであるうえ、確定的影響や低線量被ばくの特性についての理解を欠くものである。

　　イ　ＬＮＴモデルを「安全サイドに立った考え方」とした原判決の誤り

　　（ア）　同モデルは生物学的・細胞学的知見により裏付けられていること

　　ＬＮＴモデルは、種々の実験や理論的裏づけに基づいて採用されたものであって、原判決

が言うように、安全サイドに立った判断として国際的に採用されているものではない。すなわ

ち、ＩＣＲＰの２００７年勧告においては、１００ｍＳｖ以下の放射線被ばくの影響に関し、
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「がんの場合、約１００ｍＳｖ以下の線量において不確実性が存在するにしても、疫学研究及

び実験的研究が放射線リスクの証拠を提供している」（甲Ｂ３の本文１６頁）と述べ、疫学

データのみならず実験データにも裏付けられていることを明言している。

　　また、米国科学アカデミーの「電離放射線の生物影響に関する委員会（ＢＥＩＲ）」が公

表した報告書「低線量電離放射線による健康リスク（ＢＥＩＲ　Ⅶ）においても、同委員会が

ＬＮＴモデルを採用し、他のモデルを採用しない理由として「ＬＮＴモデルが最近の研究が示

す科学的証拠と矛盾しない」ことを挙げている（甲Ｂ１９２）。

　　細胞レベルにおける知見を一例挙げると、人間の線維芽細胞（真皮に存在し、コラーゲン

やヒアルロン酸を産出する細胞）に放射線を照射してＤＮＡの二重鎖切断を発生させる実験に

よれば、線量とＤＮＡの二重鎖切断の関係は１．３ｍＧｙから１００ｍＧｙまできれいな直線

関係を示しており、そうすると低線量領域においても、線量と効果の比例関係は一目瞭然であ

る。

　　このように、ＬＮＴモデルは、「疫学データからは１００ｍＳｖ以下の領域では有意な結

果が得られないが、安全サイドからこれを採用する」という消極的な意味合いのものではな

く、生物学的・細胞学的な実験データからも裏付けられたものであり、だからこそ、各種国際

機関でも採用されているのである。

　　（イ）　「１００ｍＳｖ以下では有意なリスクが認められない」ことの意味

　　原判決も認定するように、疫学データによると１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では統計的

に有意ながん死の影響が認められていないことの意味は、被ばく影響がなかったということで

はなく、他の要因によるがん死に被ばく影響がまぎれてしまい、統計的に有意な増加としては

観察されなかったということである。

　　これを言い換えると、疫学的研究方法によって発がんリスクの増加が証明できるぎりぎり

の点は１００ｍＳｖまでであるが、それ以下の被ばく線量の領域でも、生物実験や細胞レベル

での知見を総合的に考慮すれば、ＬＮＴモデルが成り立つということである。

　　（ウ）　まとめ

　　低線量被ばくの健康影響を考えるに際しては、以上のようにＬＮＴモデルの意義を正しく

理解した上で、放射線被ばくによる確率的影響（晩発障害）にしきい値はないこと、すなわち

放射線に「安全量」は存在しないことを重視すべきである。

　　原判決にはこうした視点が完全に欠如しており、不当である。

　　ウ　年間２０ｍＳｖでは健康被害が認められないとする原判決の誤り

　　低線量の放射線を被ばくしたことによる健康影響は、確率的影響（晩発障害）に分類され

るものであり、固形がんや白血病という病気の性質上、症状が明らかになるまで数年から数十

年の歳月を必要とする。

　　そして、こうした晩発障害に関して疫学調査を実施し、統計的に有意な結論を導き出すた

めには、大規模な被ばく集団を対象とした長期間にわたる調査が必要不可欠である。

　　このような知見を前提とすれば、原判決が述べるように、年間２０ｍＳｖを下回る被ばく

が健康に影響を与えると認めることは困難である、あるいは、年間積算線量２０ｍＳｖをもっ

て避難指示区域等を指定・解除する基準とすることには一応の合理性が認められると断定する

ことは、時期尚早と言わざるを得ない。

　　特に、本件事故のように、未成年者の大規模な集団（福島県民健康調査の対象者は３０万

人を超える。）が低線量放射線に被ばくした疑いがある事故は前例がなく、より慎重な姿勢が

要求されて然るべきである。

　３　社会学的見地から避難継続の合理性が認められること

　　前述のように、ｃｃは、本件事故から数か月が経ち原発事故の状況がある程度社会に明ら

かになった段階において、避難指示区域外の住民の「状況の定義」は、１ｍＳｖ以上被ばくし
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ても将来健康上の被害がないということは科学的に立証されておらず、仮に将来がんに罹患し

たとしても、それが本件事故に伴う被ばくが原因であることをその時点で証明することは極め

て困難だと予想され、したがってそれら起こりうる健康被害に対する一審被告東京電力からの

損害賠償や政府の公的サポートはほとんど期待できないと考えられ、病気で苦しむのは自分だ

し、治療にかかる費用等一切も自分たち家族の負担となり、その後の教育や職業キャリアに少

なからぬ制約がかかる、とし、避難生活の継続を選択したとしても十分に合理的な行動であっ

たと評価することができる、と述べ（甲Ｂ１４８・１０頁以下、証人ｃｃ（原審）１０頁以

下）、社会学的見地からも避難継続の合理性が認められるとしている。

　　また、ｃｃは、生活環境の被ばく水準が本件事故前の水準に戻るか、年間１ｍＳｖ以下に

なるまで避難者が避難を継続することは合理的と評価できるとし、年間１ｍＳｖを超える線量

が測定される限り、避難継続の合理性が認められ、その間に生じた損害は本件事故と因果関係

があるものとして賠償されるべきと述べる（証人ｃｃ（当審）４頁）。さらに、ｃｃは、平成

２６年頃に、それまでの帰還する状況ではないという社会的現実が変化し、多様化し始めたと

述べる。ｃｃの上記各発言からすれば、年間１ｍＳｖを超える線量が測定される限り避難継続

の合理性が認められ、どんなに早くても同年頃までは避難継続の合理性が認められるべきであ

る。

　　原判決は、こうしたｃｃの指摘について何ら考慮・検討できていない。

　４　原発事故後の避難者数、除染の状況からも平成２４年以降の避難継続の合理性が認めら

れること

　　（１）　平成２４年以降も相当数の避難者がいたこと

　　前述のように、原判決は、避難者数の推移の認定を実態より過小評価しているが、原判決

の認定によっても、自主的避難等対象区域であるｂｍ市、ｂｌ市、ｃａ市、ｂｎ市、ｂｓ市、

ｂｂ町、ｂｔ町、ｃｂ市において、平成２４年以降も相当数の避難者がいたことになり、平成

２４年以降も自主的避難等対象区域の避難継続の合理性が認められる。にもかかわらず、原判

決が避難継続の合理性を平成２４年までしか認めなかったことはおよそ不合理であり、不当で

ある。

　　（２）　除染が終わっていないこと

　　前述のように、除染は一度実施されても被ばくのおそれが消滅するものではないが、原判

決の認定によっても、平成２８年６月時点でｂｍ市、ｂｎ市、ｂｌ市の除染は完了しておら

ず、特にｂｍ市では住宅の３割強が除染未了（原判決４２９頁）であり、被ばくのおそれがな

いと言える状況ではなかった。にもかかわらず、原判決が避難継続の合理性を平成２４年まで

しか認めなかったことはおよそ不合理であり、不当である。

　　（３）　まとめ

　　このような状況に鑑みれば、一審原告らが避難を継続することは社会通念上相当であっ

て、これを看過している点においても原判決は不当である。

第６　損害額の不当性について

　１　一審原告らの損害は中間指針等が定める額より大きいこと

　　（１）　原判決の問題点

　　原判決は、中間指針等について、「当事者による自主的な解決に資する一般的な指針に過

ぎないから、その内容は裁判所を拘束するものではない」としながら、「法学者及び放射線の

専門家等の委員で構成された原賠審において多数の被害者への迅速、公平かつ適正な賠償を行

うとの見地から、過去の裁判例並びに慰謝料額の基準も踏まえて定めた基準であるから一応の

合理性を有するものである」と認定して中間指針等と同じような賠償基準で慰謝料額を決めて

いる。具体的には、本件事故当時居住していた区域が避難指示区域に該当するか否かに応じ

て、本件事故当時の居住地が帰還困難区域であった者は１５００万円、本件事故当時の居住地
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が旧居住制限区域と旧避難指示解除準備区域であった者は平成３０年３月３１日まで月額１０

万円、本件事故当時の居住地が旧緊急時避難準備区域であった者は平成２４年８月３１日まで

月額１０万円、本件事故当時の居住地が自主的避難等対象区域であった者は平成２３年１２月

まで月額６万円、加えて妊婦・子どもは平成２４年１月１日から８月３１日まで月額５万円を

加算するとし、本件事故当時の居住地が帰還困難区域であった者、自主的避難等対象区域で

あった者の慰謝料額を若干変更したものの、賠償基準の基本的な考え方は中間指針等の考え方

をそのまま踏襲している。

　　しかし、一審原告らが原審で主張したように、中間指針等は暫定的に定められた最低限の

指針にすぎず、自主的解決のための指針としての性格をもつものであり、被害実態を十分に把

握せず、一審被告東京電力の帰責性も考慮しないまま策定されたものであり、裁判規範とする

に足りるものではない。

　　原判決は一審原告らが主張した中間指針等の問題点を全く検討しないまま、安直に中間指

針等をそのまま踏襲しており、不当である。

　　以下、中間指針等の問題点を改めて主張する。

　　（２）　中間指針等は自主的解決に資する一般的な指針であり、最低限の賠償基準である

こと

　　原判決が認定しているように、中間指針等は「当事者による自主的な解決に資する一般的

な指針」として策定されており、一方当事者である一審被告東京電力も抵抗せず応じる内容と

することを前提に策定されている。

　　中間指針等のこのような位置づけについては、原賠審の審議中にも委員から繰り返し言及

されている。このように、中間指針等で定められている損害賠償の範囲やその金額は、迅速な

救済の実現を図る狙いと、そもそも当事者間の合意を促進するための指針であるという性質上

の制限から、賠償金を支払う側の一審被告東京電力さえも納得せざるを得ない水準で定められ

たものである。そのため、中間指針等は、その成り立ちや性質上、必然的に損害賠償の範囲や

金額において、一審被告東京電力さえも反対しにくいような極めて限定的なものであるという

特徴を持つこととなり、このような性質に十分な留意が必要である。

　　以上のとおり中間指針等は、裁判規範たる賠償基準を策定することを目的として策定され

たわけではなく、あくまで賠償を負担する一方当事者たる一審被告東京電力の支払に対する意

思をも考慮した上で、迅速かつ画一的な賠償を実現するという目的のもとで賠償額を限定的に

考えるものであり、このような目的が公にも宣言され、指針自体にも明示されている。当然な

がら中間指針等の策定にあたり個々の被害の実態も十分に検討されていない。これが司法にお

ける賠償法理と相容れないことは明白である。

　　したがって、中間指針等は、加害者である一審被告らに配慮し、低廉に抑えられた賠償金

額が示されたものであるから、原判決が、その基準をそのまま踏襲し、損害を認定しているこ

とは不当である。

　　（３）　一審被告東京電力の帰責性が考慮されておらず、被害実態の反映が不十分である

こと

　　一審原告らが原審で主張したように、中間指針等では一審被告東京電力の加害行為及びそ

の悪質性が考慮されておらず、民法学者から不十分さが指摘されている。また、原審で主張し

たように、その策定に際して被災住民の被害の実態調査や本件事故の関係市町村の首長の意見

聴取も十分になされたとは言えず、被害の実態が十分に反映されているとは到底いえない。

　　（４）　交通事故方式を採用することの不合理さ

　　一審原告らが原審で主張したように、中間指針等では交通事故方式（個別積算により損害

の全てが捕捉されているという考え方）が採用されているが、交通事故方式を採用することの

合理性、妥当性については一切検討されておらず、合理的理由が認められない。
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　　原審で繰り返し主張したように、本件事故は未曾有の災害であり、これまでに生じたこと

のない広範かつ複雑な被害、すなわち包括的生活利益としての平穏生活権を被侵害利益とする

非典型の被害が発生した。従前の典型的被害類型を想定して建てられた個別損害の積算では被

害の全体を捕捉することは困難であり、交通事故方式を採用したことは不合理である。

　　（５）　自賠責を基準とし、かつ自賠責基準よりも減額していることの不合理さ

　　一審原告らが原審で主張したように、中間指針等では自賠責基準が採用されているが、自

賠責の傷害慰謝料自体に明確な根拠はない。強制的な避難生活の精神的苦痛としては、自賠責

基準は極めて低額であり不十分である。

　　にもかかわらず、中間指針等は慰謝料額を自賠責基準からさらに減額し、かつ、中間指針

等は、自賠責基準を採用しながら慰謝料を逓減している。中間指針等のこのような考え方は、

本件の被害実態に全く即しておらず、暫定的に定められた最低限の指針に過ぎないことを示し

ている。

　　（６）　健康不安という要素が考慮されていないこと

　　一審原告らが原審で繰り返し主張したように、本件事故によって、一審原告らは被ばくに

よる健康不安を一生抱えて生きなければならなくなった。低線量被ばくの影響は未だ科学的に

解明されていないことはこれまで繰り返し主張してきたところであり、一審原告らを含む一般

人が被ばくによる健康被害をより深刻に受け止めるのは当然のことであって、その不安感は社

会通念に照らして到底看過できない精神的苦痛であり、慰謝料の考慮要素として当然に含まれ

るべきである。しかし、中間指針等は、被ばくによる健康不安について慰謝料を基礎づける要

素から除外しており、重大な欠陥がある。

　　（７）　区域による区分には合理性がないこと（特に区域内外の区別）

　　中間指針は、避難指示対象区域ごとに賠償基準を策定しているが、区域による区分には合

理性がない。

　　原審で主張したように、避難指示対象区域は、被ばくによる健康被害が否定できない区域

すべてに発せられるのではなく、原発事故という緊急時に、切迫した国民への害悪の危険か

ら、最低限この範囲の住民はその意思に反しても避難させるべきという政策的判断に基づき設

定されたものである。他方、本件において一審原告らに発生した損害を評価するにあたって

は、個々の一審原告について存在する各事情を個別具体的に検討すべきものであって、このよ

うな避難指示対象区域の線引きとは全く関連性はない。したがって、避難指示対象区域内か区

域外かは、住民に発生した損害を算定するにあたっての基準とはならないのである。

　　いずれの区域に居住していた一審原告らも、一旦避難した以上は同様の苦痛・損害を被っ

ているのであって、その間で損害賠償額に差を設ける合理的理由は存在しない。中間指針等は

この点を見誤っている。

　　（８）　中間指針第四次追補で認められた慰謝料は故郷喪失慰謝料とはいえないこと

　　一審原告らが原審で主張したように、中間指針第四次追補では「長年住み慣れた住居及び

地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくさ

れた精神的苦痛等」に対する慰謝料が示されたが、これは、実質的には中間指針及び第二次追

補で示された「避難等に係る精神的損害」に対する慰謝料や「いつ自宅に戻れるか分からない

という不安な状態が続くことによる精神的苦痛」に対する慰謝料と同質のものであり、これら

の慰謝料の支払期間を延長した上で、将来支払分を一括払いすることで慰謝料額を増額したに

すぎないものである。そのため、中間指針等では故郷喪失慰謝料が含まれておらず、重大な欠

陥がある。

　　なお、中間指針の第五次追補が出されたが、同追補も自主避難者に関してはほとんど踏み

込まず、ふるさと変容に対する賠償では緊急時避難準備区域が少額であるなど、被災者間の格

差は縮まっておらず、被災者の救済としてはなお不十分といわざるを得ない。自主的避難等対
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象区域や区域外の被災者にも緊急時避難準備区域の被災者と同水準の日常生活阻害慰謝料、生

活基盤変容による精神的損害が認められるべきである。

　　（９）　まとめ

　　以上のとおり、中間指針等で認められた避難慰謝料は一審原告らが避難生活で受けた精神

的苦痛を慰謝するには不十分である上、避難指示区域によって不当に差を設けていることや、

健康不安に対する精神的苦痛に対する慰謝料や故郷喪失慰謝料を含めていないことなど、一審

原告らの損害の填補には極めて不十分である。原判決がこれらの問題点を検討することなく中

間指針等を踏襲していることは不当である。

　２　避難区域内外による賠償額の差の不当性

　　（１）　原判決の判断基準について

　　前述のように、原判決は、一審原告らの居住区域ごとに慰謝料に差異を設け、帰還困難区

域については１人あたり１５００万円、旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域は平成３

０年３月３１日を終期として月額１０万円、旧緊急時避難準備区域は平成２４年８月３１日を

終期として月額１０万円、自主的避難等対象区域は平成２３年１２月３１日を終期として月額

６万円（ただし妊婦と子どもについては平成２４年８月３１日を終期としてその間は月額５万

円）、区域外避難者は諸事情を考慮して避難の合理性が認められれば自主的避難等対象区域に

準じるとしている（原判決５２３頁から５２６頁まで、終期については５０９頁から５１４頁

まで）。しかし、かかる原判決の掲げる基準及びそれに基づく慰謝料額の認定は、前述のとお

り中間指針を踏襲し損害額が低額である上、以下のような問題点がある。

　　（２）　算定根拠が明らかでないこと

　　原判決は、慰謝料額の検討にあたって、「最終的には慰謝料額は各原告の個別事情を具体

的に考慮して算定すべきである」としつつ、上記の区分は「慰謝料算定の目安」としている

（原判決５２３頁）。

　　確かに一定の基準となる「目安」が必要であることは否定しないが、そもそも原判決が目

安とした居住区域ごとの金額の算出根拠が明らかでない。

　　また、原判決も認めるように「原告ごとに」「侵害の有無及び程度は異なる」のであるか

ら、本来は地域が同一であっても個々の一審原告ごとに金額の相違が発生するのが自然である

が、原判決は、判決の中で各一審原告の個別事情を列挙はしているものの、慰謝料額は上記区

分に従い決められており、個々の一審原告ごとの個別事情を詳細に検討・考慮しているとは思

えない。

　　かかる結果は、原判決は各一審原告の事情は理解しているかのように装いつつ、実際には

それらの事情を慰謝料額に適切に反映させていないことの表れであることは明らかであり、極

めて杜撰な事実認定といわざるを得ない。

　　（３）　区域による区分には合理性がないこと（特に区域内外の区別）

　　前述のように、中間指針等が避難指示対象区域ごとに賠償基準を定めていることに合理的

な理由はなく、原判決が中間指針等と同様に避難指示対象区域ごとに賠償基準を定めたことに

も合理的な理由はない。

　　したがって、本件において損害の内容及び損害額を認定するにあたっては、中間指針等の

基準にとらわれず、一審原告らそれぞれの個別の事情に応じて認定すべきである。

　　（４）　被害の実態を理解していないこと

　　既に述べたように、原判決は被ばくによる恐怖と不安が長期間続くこと、生活を丸ごと破

壊されたことを考慮していない。

　　ｃｃの分析として、避難がもたらした被害について「住み慣れたコミュニティから引き離

されたことは、個々人にとって意味のある人生を成り立たせている中核的な条件が剥奪される

という重大な結果をもたらした」と認定しながら、損害額に反映していないのは不合理という
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ほかない。

　３　旧緊急時避難準備区域の一審原告らについて

　　（１）　はじめに

　　原判決は、旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らの避難継続の合理性につい

て、平成２４年８月３１日までと限定した判断をしており、その結果、同区域に居住していた

一審原告ら全員の損害を低額に評価し、請求を棄却している。原判決は、中間指針等どおりの

損害賠償の水準となっているが、旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らの置かれた

状況からすると、避難継続の合理性は同日までに限定されるべきではなく、中間指針等による

水準を超え、個別の事情に基づき慰謝料が認められるべきである。

　　なお、一審原告１－１らの中では、福島県ｂａ市ｃｄ区からの避難者は一審原告３－１か

ら同３－４まで、同１８－１、同２０－１から同２０－３まで、同２１－３の被承継人ら及び

一審原告３０－１から同３０－４までが該当し、福島県ａｔ市ｂｑ町地区からの避難者は一審

原告４１－１及び２が該当するものである。

　　（２）　避難継続の合理性

　　ア　原判決の内容（原判決５１１頁から５１２頁まで）

　　原判決は、旧緊急時避難準備区域は、常に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な

準備を行うことなどとされている地域であるところ、〈１〉避難指示等がなくとも、緊急時に

は立退き又は屋内退避を行う必要がある状態では安心した生活を送ることができないこと、

〈２〉旧緊急時避難準備区域に隣接した区域では避難指示等が行われていることから、放射性

物質による影響から身を守るために避難を開始することには合理性が認められると述べ、本件

事故と避難開始との間に相当因果関係を認めている。

　　しかし、原判決は、旧緊急時避難準備区域は、〈３〉平成２３年９月３０日に指定の解除

がされていること、〈４〉指定の解除が本件事故から約半年後に行われ避難してからそれほど

時間が経過していないことから、帰還することは比較的容易であると考えられること、〈５〉

同年１２月１６日には「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」と

いうステップ２の目標達成と完了を確認したことが発表されたことなどを根拠に、避難の継続

の合理性が認められるのは平成２４年８月３１日までであるとして、同日以降についての損害

については本件事故との間に相当因果関係を否定しているようである。

　　原判決は一審被告東京電力の賠償基準ないし中間指針第二次追補の考え方をそのまま踏襲

したものと考えられる。この点、中間指針第二次追補が賠償範囲を平成２４年８月３１日まで

に限定した理由は、〈６〉インフラ復旧が同年３月末までに概ね完了する見通しであること、

〈７〉同年度第２学期が始まる同年９月までには関係市町村において、当該市町村内の学校に

通学できる環境が整う予定であること、〈８〉避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の

期間が必要であることなどにあるとされており、原判決も同様の理解に立つものと考えられる

ところである。

　　イ　原判決の問題点

　　（ア）　はじめに

　　原判決は、第一に、暫定的判断に過ぎない中間指針第二次追補の考え方に追従し、避難者

全体に共通する事情、区域ごとに共通する事情、各一審原告固有の事情を把握し、複合的に審

理することを怠った点に大きな問題がある。この点については前記で批判したとおりである。

　　第二に、原判決は、上記〈３〉から〈５〉までの事情を根拠として、要するに、遅くとも

平成２４年８月末頃には、旧緊急時避難準備区域での生活は平穏を取り戻し、かつ、帰還の準

備も十分に可能であると判示したものと考えられるが、同時点では、旧緊急時避難準備区域で

の生活は平穏なものなどとは到底いえないため、全ての避難者について避難継続の合理性が認

められるべきである。
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　　本項では、特に第二の点につき論じる。

　　（イ）　原判決が考慮すべき旧緊急時避難準備区域固有の事情

　　ａ　旧緊急時避難準備区域の指定

　　政府は、本件事故が発生した平成２３年３月１１日、福島第一原発から半径３ｋｍ圏内の

住民に対して避難の指示をし、半径３ｋｍから１０ｋｍ圏内を屋内退避指示区域として指定し

た（乙Ｂ１５）。しかし、避難指示区域及び屋内退避指示区域はその後拡張されていった。同

月１２日には、福島第二原発から半径１０ｋｍ圏内の区域及び、福島第一原発から半径２０ｋ

ｍ圏内に変更した（乙Ｂ１６、乙Ｂ１７）。さらに、同月１５日には、屋内退避指示区域は福

島第一原発から半径２０ｋｍ以上、３０ｋｍ圏内とされた（乙Ｂ１８）。

　　平成２３年４月２２日、政府は福島第一原発から半径２０ｋｍから３０ｋｍ圏内に指示さ

れていた屋内退避指示を解除し、同区域について緊急時避難準備区域と指定した。これによ

り、緊急時避難準備区域における居住者は常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避

が可能な準備を行うこととされ、かつ、子ども、妊婦、要介護者、入院患者等は事実上立入り

を制限されており、保育所、幼稚園、小中学校及び高等学校は休所、休園又は休校とするこ

と、勤務等のやむを得ない用務等を果たすために当該区域内に入ることは妨げられないが、そ

の場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておくこ

とが求められた（乙Ｂ２１の２枚目から３枚目まで）。

　　なお、ｂａ市においては、同市独自の判断に基づいて、平成２３年３月１６日に、同市の

住民に対する一時避難の要請がなされた。同年４月２２日に、政府による屋内退避区域の指定

が解除された後も、同市からは自宅への帰宅を許容する旨の見解が示されたにとどまった（乙

Ｂ１の１・８頁参照）。

　　ｂ　旧緊急時避難準備区域指定の解除とその後の除染

　　平成２３年８月４日、原子力安全委員会は、指定解除の条件として、緊急時避難準備区域

については屋内退避、避難の対応を要する事態が発生する可能性が極めて低く、かつ仮にその

ような事態が発生しても対応のための十分な時間的余裕があると判断されることを条件として

示した。もっとも、新たな防護措置については、地元の自治体・住民等が関与できる枠組みを

構築し、適切に運用するものとされ、住民が受ける被ばくの低減を図るために必要な除染とモ

ニタリングも継続的に行うこととされていた。

　　上記の原子力安全委員会の示した考え方を受け、政府は、平成２３年９月３０日、緊急時

避難準備区域の指定を解除したが、その後、モニタリングおよびその結果を踏まえての除染等

が順次、実施されていった。ａｔ市においては、平成２５年６月に面的除染が終了したもの

の、ｂａ市においては、平成２７年７月末時点においても除染の実施率が宅地は２６％、農地

は１５％、森林は４６％、道路は６％にとどまっていた（甲Ｂ３０）。

　　ｃ　避難指示区域との距離

　　そもそも、旧緊急時避難準備区域は福島第一原発から２０ｋｍから３０ｋｍ圏内と、福島

第一原発に近接した地点である。緊急時避難準備区域の指定の解除後も、ｂａ市、ａｔ市が共

に隣接するｂｄ町はその大部分が帰還困難区域（指定時に、５年間を経過してもなお、年間積

算線量が２０ｍＳｖを下回らないおそれがあり、指定時に年間積算線量が５０ｍＳｖ超の地

域）であった。

　　５年を経過してもなお、帰還することができない町に隣接し、かつ、福島第一原発とも最

大３０ｋｍ程しか離れていない地域で平穏な生活を営むことができないことは明らかである。

　　ｄ　避難者の推移

　　ｂａ市においては、本件事故直後の総避難者２万９３１５人のうち、原判決が避難継続の

合理性を否定した平成２４年８月の時点でも２万人弱が避難を継続している。また、ａｔ市に

おいては本件事故直後の平成２３年５月１１日時点で総人口４４９５人のうち、２６２７人が
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避難をしていたところ、平成２４年８月末日時点においても２０６７人が避難を継続してい

る。旧緊急時避難準備区域からの避難者全体は、平成２４年８月１４日時点では約２．５万人

であったところ、平成２６年１０月１日時点となってもなお約２万人が避難生活を続けている

のである（甲Ｂ４２から５１まで）。

　　（ウ）　避難継続の合理性は平成２４年８月末日以降も認められること

　　以上のとおり、旧緊急時避難準備区域は、福島第一原発から２０から３０ｋｍの範囲内の

区域であり、住民が事故直後に抱いた被ばくへの不安や日常生活への支障は極めて大きいもの

であったと認められる。

　　また、その後、緊急時避難準備区域の指定が解除されたとはいえ、指定の解除は防護措置

をとることが不要となったことを意味するものではなく、住民らの不安が解消されたわけでは

ない。

　　旧緊急時避難準備区域は、５年を経過してもなお、帰還することができない町に隣接し、

かつ、福島第一原発とも最大３０ｋｍ程しか離れていない地域であるから、客観的に平穏な生

活を営むことができないことは明らかであるし、現実に避難者の多くは政府が緊急時避難準備

区域の指定を解除したのちも帰還していないことに鑑みれば、平成２４年８月末日までに帰還

を選択することが通常であるとは到底いえない。

　　したがって、旧緊急時避難準備区域における避難継続の合理性は平成２４年８月末以降も

認められるというべきである。

　　よって、原判決が旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告ら全員の損害を低額に評

価し、請求を棄却したことは不当である。

　４　本件事故時に出生していなかった一審原告らについて

　　（１）　本件事故時に胎児であった一審原告らについては母胎内で被ばくしており、既に

出生していた子どもと同様に大量の放射線に被ばくしている。その結果、このような一審原告

らは、放射線被ばくにより将来健康被害が発生するのではないかという不安にさいなまれてい

る。この点は、当時、赤ん坊であった一審原告らと基本的に変わりがない。

　　（２）　また、こうした一審原告らは、親が避難したことにより、当然、避難先にて出生

した。このような一審原告らは、本来、福島において安定した状況において普通の生活ができ

たはずであり、親が当地に避難したことにより、生活が不安定となり、また生活レベルも低下

した。この点も、当時、赤ん坊として出生していた原告と、基本的に変わりはない。

　　（３）　しかしながら、原判決は、こうした一審原告らについて、避難を体験していない

という理由で権利侵害自体を否定しており、不当というほかない。このような一審原告らにつ

いても、相当額の慰謝料が認められるべきである。

　　（４）　本件事故後に懐胎し、出生した子についても、両親が被ばくしたことにより、両

親の放射線被ばくを承継しており、将来、長期にわたって、健康被害が発生するのではないか

と不安にさいなまれているのであるから、親の慰謝料とは別個に観念されるべきである。

　　一審原告２８の世帯の原告となっていない子らは避難先で出生しているが、甲状腺検査で

Ａ２判定が出ており（甲Ｃ５２、５３）、本件事故後避難先で懐胎し出生した子についても放

射性物質の影響の有無に不安を抱かざるを得ない状況にあるのは事故前に出生した子と同様で

ある。

第７　弁済の充当について

　　原判決は、「具体的な立証が困難な生活費増加費用についても慰謝料増額事由として加

味」して一審原告らの慰謝料額を認定したうえで（原判決５２３頁）、原判決別紙「損害一覧

表」に慰謝料に対する弁済として記載されている金額を弁済充当しているが、このような充当

処理は、本件訴訟の慰謝料と中間指針等に基づく慰謝料の性質に対する正しい理解を欠いてお

り、誤っている。
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　　すなわち、これまで述べてきたとおり、本件訴訟における慰謝料は、生活基盤そのものを

永続的に破壊されたという被災者の被害の本質に着目したものであって、そこには多種多様な

権利・利益が複雑かつ密接に結びついている。

　　他方、中間指針等に基づく一審被告東京電力からの慰謝料は、生活費増加費用を含めてい

るとはいえ、単に避難に伴う日常生活上の不便さという狭い範囲での損害しか考慮していな

い。

　　このように、両者には量的な差にとどまらない質的な相違があり、両者には基本的には重

なり合いは認められないのであるから、弁済充当は認められない。

　　したがって、原判決の判断は誤っている。

第８　結論

　　以上のとおり、原判決の被侵害利益の捉え方、損害の捉え方、避難継続の合理性の判断、

損害額の評価等には誤りがあるため、これらの点については控訴審において是正されるべきで

ある。

第９　一審被告東京電力の主張に対する反論

　１　原賠法にいう「原子力損害」について

　　（１）　一審被告東京電力は、原賠法にいう「原子力損害」について概ね次のとおり主張

する。

　　ア　原賠法において「原子力損害」とは「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃

料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用（これらを摂取し、又は吸入することにより人体

に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。）により生じた損害をいう」（同法２条２項）と

されており、「原子力損害」が認められるためには本件事故に関して何らかの損害を被っただ

けでは不十分であり、「放射線の作用」と相当因果関係のある損害が発生したことの主張立証

が必要である。

　　イ　受忍限度を超えるような水準の「放射線の作用」がない場所であるのに主観的な不安

感・懸念によって転居等した場合の精神的苦痛は原子力損害に当たらない。

　　ウ　自主的避難等対象区域の一審原告が事故直後の不安感で一時的な避難を選択すること

の相当性が認められたとしても、避難の場所、期間、どのような生活を送るかは各人の選択で

あり、いつでも帰還できたから、避難生活の苦痛は本件事故と相当因果関係がなく、放射線の

作用から生じたものではない。

　　（２）　反論

　　しかし、一審被告東京電力の主張のうち、「原子力損害」を放射線の作用と相当因果関係

のある損害に限定する点は、判例及び中間指針等と明らかに異なる見解であり、本件事故後の

賠償経過にも合致しないものであって、およそ採用できない。

　　原賠法は原子力事業者に無限責任を負わせているが、その賠償範囲について規定をしてい

ない。放射線による被害は広範かつ多種多様であるため、その機序を制限すべきではなく、原

発事故と相当因果関係が認められる損害は全て原子力損害として賠償の対象とすべきである。

　　この点、ＪＣＯ臨界事故に関する東京地裁平成１８年４月１９日判決は、原賠法が「賠償

されるべき損害の範囲について何ら限定を付していないことからすれば、当該事故と相当因果

関係が認められる損害である限り、これを『核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料

物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用（これらを摂取し、又は吸引することにより人体に

中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。）により生じた損害』（同法２条２項）と認めて妨

げないというべき」として、臨界事故による納豆の製造販売業者の風評被害による営業損害を

原子力損害として認めている。

　　また、中間指針は、「原子力損害」について、「その損害の範囲につき、一般の不法行為

に基づく損害賠償請求権における損害の範囲と特別に異なって解する理由はない。」として
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「本件事故と相当因果関係のある損害、すなわち社会通念上当該事故から当該損害が生じるの

が合理的かつ相当であると判断される範囲のものであれば、原子力損害に含まれる」（中間指

針第２、１）とし、「原子力損害」は一般の不法行為に基づく損害と同じと捉え、本件事故と

相当因果関係のあるものであれば原子力損害として賠償の対象になると定め、放射線の作用に

よって生じたものではない風評被害も原子力損害に該当することを認めている。

　　一審被告東京電力はこの考えに従ってこれまで風評被害の損害賠償にも応じており、一審

被告東京電力自身も原子力損害を放射線の作用により生じたものに限定しない対応をしてい

た。

　　したがって、本件事故と相当因果関係がある損害は全て「原子力損害」として損害賠償の

対象になると解すべきであり、放射線の作用によるものに限定すべきとする一審被告東京電力

の主張は不当である。

　２　受忍限度を超えて法律上保護される利益に対する侵害の有無について

　　（１）　一審被告東京電力は、受忍限度を超えて法律上保護される利益に対する侵害が生

じたかについて、「本件事故発生当初の時期」に放出された放射性物質に起因した自主的避難

等対象区域における放射線の作用により被った精神的苦痛が、それが具体的な恐怖や不安で

あったと仮定しても「受忍限度」を超えて法律上保護される利益の侵害に該当するのか疑問が

存すると主張する。

　　（２）　反論

　　しかし、受忍限度論は一般的に、生活妨害の事例において違法性の判断をするために用い

られるが、放射線による被害は、〈１〉騒音と異なり放射線は五感では感知しえず、また、そ

の影響についても未知の部分が多いし、〈２〉本件では地域生活が根こそぎ損壊されており、

仮に除染等で放射線量が低減しても元の生活が容易には戻らず、これらの点は、騒音等が収束

すれば損害自体が発生しなくなるなどといった、従来の生活妨害事例とは大きく異なってお

り、従来の生活妨害の事案とは同列視できない。

　　また、受忍限度論においては、加害行為の原因となる施設等の経済活動と周辺住民の権利

とを比較衡量して違法性の有無を判断することになるが、本件では原子力発電所が正常に稼働

している場合ではなく、事故が発生している場合であるから、事故自体に利益はなく、本件事

故と周辺住民の権利との比較衡量は意味をなさない。

　３　中間指針等による賠償額を超える損害の発生

　　（１）　原賠審の定めた指針に関する一審被告東京電力の主張

　　一審被告東京電力は、中間指針等に関して、原賠法に基づき策定された中間指針等は、実

質的に、主に原子力事業者と被害者との間の紛争を解決する基準として原子力損害の有無、損

害の性質から導かれる妥当な賠償水準などを被害者それぞれの具体的な状況に照らして実質的

に判断する際の拠り所として機能することが社会的にも期待され、現にその役割を果たしてい

るのであるから、同指針等に定める賠償指針及び同指針を踏まえた自主賠償基準は、その内容

自体が被害者の損害を慰謝するに著しく不十分でない限り、裁判手続においても社会通念上相

当な範囲を検討するにあたって十分に尊重されるべきものであると主張する。

　　（２）　反論（中間指針等は損害の範囲や額を限定するものではないこと）

　　しかし、原賠審の示す中間指針等は、切迫した生活状況にある被害者らに対し可能な限り

迅速な救済を実現するために、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから提示したものであ

る。そのため、原賠審の指針において示されなかったものが直ちに賠償の対象とならないわけ

ではなく、個別具体的な事情に応じて損害と認められるべきものが存することは当然の前提と

されている。実際、中間指針の冒頭では、「この度の指針（以下「中間指針」という。）は、

本件事故による原子力損害の当面の全体像を示すものである。この中間指針で示した損害の範

囲に関する考え方が、今後、被害者と東京電力株式会社との間における円滑な話し合いと合意
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形成に寄与することが望まれるとともに、中間指針に明記されない個別の損害が賠償されない

ということのないように留意されることが必要である。東京電力株式会社に対しては、中間指

針で明記された損害についてはもちろん、明記されなかった原子力損害も含め、多数の被害者

への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で、迅速、公平かつ適正な賠償を行なうこ

とを期待する。」（乙Ｂ１の１）と述べられている。

　　また、中間指針第一次追補においても、「なお、中間指針追補で対象とされなかったもの

が直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係

のある損害と認められることがあり得る。」（乙Ｂ１の２）と述べられている。

　　さらに、中間指針第四次追補においても、「なお、本審査会の指針において示されなかっ

たものが直ちに賠償の対象とならないものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係

のある損害と認められるものは、指針で示されていないものも賠償の対象となる。また、本指

針で示す損害額の算定方法が他の合理的な算定方法の採用を排除するものではない。東京電力

株式会社には、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、本審査会の指針で賠償の対象と明記

されていない損害についても個別の事例又は類型毎に、指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害

の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、合理的かつ柔軟な対応と同

時に被害者の心情にも配慮した誠実な対応が求められる」（乙Ｂ１の４）と述べられている。

　　前記のとおり、中間指針等で定められている損害賠償の範囲やその金額は、一審被告東京

電力さえも納得せざるを得ない水準で定められたものであり、中間指針等が迅速な救済の実現

を図る狙いとそもそも当事者間の合意を促進するための指針であるという性質上の制限から導

かれるものである。それゆえ、これらの原賠審の示す中間指針等は、その成り立ちや性質上、

必然的に損害賠償の範囲や金額において、一審被告東京電力さえも反対しにくいような極めて

限定的なものとして算出される特徴を持つこととなるため、この点に十分な留意が必要であ

る。

　　したがって、原賠審の示す中間指針等は、具体的な財産的損害に関する損害項目やその評

価額に関して、認められるべき最低限を明らかにしたものとしての意味を持つとはいえるもの

の、本件訴訟において認容されるべき損害の範囲等を限定する意味を持つものでないことは明

らかである。

　４　区域外（ｃｅ地域）から避難した一審原告らに生じた損害

　　（１）　一審被告東京電力の主張

　　一審被告東京電力は、一審原告らのうち、本件事故当時、ｃｅ地域に居住していた者（一

審原告２６の世帯）について、その居住していた地域が中間指針第一次追補において自主的避

難等対象区域から除外されていることを根拠として、同区域に居住していた一審原告らと同額

の慰謝料を認めた原判決には誤りがある旨主張する。

　　（２）　反論

　　しかし、本件事故発生により、様々な情報が錯綜する中で、福島県内及びその周辺地域に

居住していた者たちは皆同様に混乱や不安を感じ、避難をすべきかどうかの決断を迫られた。

一方、中間指針第一次追補によって定められた自主的避難等対象区域は、避難指示対象区域と

は異なり、本件事故発生から一定期間が経過した後に、主に行政管区単位で設定されたもので

ある。この区域設定に当たっては、放射線量や原子力発電所からの距離等の考慮については十

分に議論されることなく、専ら行政管区という形式的区画を基準として事後的に設定されたも

のに過ぎないから、賠償基準の線引きとしては一切合理性のあるものではない。したがって、

本件において、損害発生の有無及びその程度については、その居住地域の区域設定にとらわれ

ることなく、個々の一審原告らについて存在する各事情を個別具体的に検討すべきものであっ

て、避難指示対象区域内に居住していた者らや自主的避難等対象区域に居住していた者らが

被った精神的苦痛に劣るものではないから、区域の別のみによって賠償額の多寡を決定すべき
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ではない。

　　（３）　一審被告東京電力の自主賠償基準について

　　さらに、一審被告東京電力は、仮に何らかの「法律上保護される利益に対する侵害」があ

るとしても、自主賠償額を超える損害は認められない旨主張するが、一審被告東京電力の主張

する自主賠償基準は、その賠償範囲及び金額のいずれも一審被告東京電力が一方的に決定した

ものであり、中間指針等の基準による賠償額よりもさらに客観性、合理性が劣るというべきで

ある。

　５　居住制限区域から避難した一審原告らに生じた損害

　　一審被告東京電力は、本件事故後に居住制限区域から避難した一審原告らに係る慰謝料に

ついて、原判決が、中間指針基準により算出される金額８５０万円に５０万円を上乗せした９

００万円を認めたことが不当である旨主張する。

　　しかし、中間指針等は、「当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として、一

方当事者である一審被告東京電力も抵抗せず応じる内容とすることを前提に策定されたもので

あって、裁判規範たる賠償基準を策定することを目的としたものではない。

　　中間指針等がこのような性格を有するものに過ぎないことを前提とすると、本件における

損害額の認定に当たっては、一審被告東京電力の主張のように中間指針等の基準をそのまま用

いるのは妥当ではなく、一審原告らの被った損害を十分に吟味し、それを反映した金額とすべ

きである。

　６　帰還困難区域から避難した一審原告らに対する慰謝料について

　　一審被告東京電力は、自主賠償基準は具体的な立証が困難な生活費増加費用を考慮して策

定されているから、具体的な立証が困難な生活費増加費用の存在は、自主賠償基準を超えて慰

謝料を認定する根拠とはなり得ないと主張する。

　　しかし、そもそも慰謝料の算定に際し、裁判所は自主賠償基準を基礎とする必要はなく、

裁判所は自主賠償基準にとらわれず弁論の全趣旨に従って慰謝料を算定すれば足りる。

　　また、自主賠償基準は低廉に失するからこれを基礎とするべきではない。一審原告らが

負った精神的苦痛は極めて多様であり、一応、健康被害に対する精神的苦痛、避難生活におけ

る諸々の生活上の負担を強いられたことに対する精神的苦痛、平穏で安全な生活が失われたこ

とに対する精神的苦痛に分類することができるが、それぞれの精神的苦痛は独立して存在して

いるのではなく、相互に絡み合って一層深刻な精神的苦痛を一審原告らに与えているのであ

る。自主賠償基準は、一審原告らに生じた上記精神的苦痛の実態を十分に考慮したものとはい

えず、低廉に失する。

　７　平成２３年４月２２日を超えて避難する必要性について

　　（１）　一審被告東京電力は、平成２３年４月２２日を超えて権利侵害はなく、避難及び

避難継続の相当性は認められないと主張するが、本件事故の規模、事故直後の混乱、平成２３

年４月２２日当時の放射線量や被ばくに関する情報不足などからすれば、権利侵害がなく避難

や避難継続をしなくてもいい状態だったとは到底いえない。以下に述べる点からすると、一審

被告東京電力の主張は事実を極端に矮小化するものであり、全く容認できない。

　　（２）　本件事故当時、情報や科学的知見等が不十分であった。

　　本件事故直後は放射線量に関する情報も十分ではなく、また、被ばくについての科学的知

見も明らかではなかった。政府や専門家は「直ちに健康に影響を与えるレベルではない」と発

表するものの、将来健康に影響が生じる可能性については明確な説明はなかった。地域がどの

程度の放射線量で、住民らがどの程度被ばくし、それがどれだけ健康に影響するのかについて

の情報はなかった（甲Ａ３・４０７頁）。そのため一審原告ら住民は大きな健康不安を抱き続

けることになった。

　　（３）　本件事故後、原発事故の収束作業は遅々として進んでいなかった。
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　　福島第一原発の事故収束作業については、一審被告東京電力は平成２３年４月１７日に工

程表を発表してはいるが、その際、格納容器からの放射性物質の漏出や２号機からの放射性物

質を含む水漏れが指摘され、放射性物質の漏出が今後も強く懸念されていた。また、原子炉建

屋の中の様子も十分に把握されておらず、工程表通りに作業が進められるかは未知数の状態で

あった。

　　（４）　再開後の学校では子どもたちの活動が制限されていた。

　　平成２３年４月に学校等が再開されたものの屋外活動は制限され、多くの子供達が車での

送り迎えで登園・登校をするなど屋外の滞在時間を減らして被ばくしないよう注意を払いなが

ら生活をしていた。文部科学省は同月１９日、２０ｍＳｖ／年を校舎・校庭等の利用判断にお

ける暫定的な目安とし、学校の校庭・園庭において３．８μＳｖ／時以上を示した場合は児童

生徒の屋外活動をなるべく制限することが適当である旨を発表した（甲Ｂ１９６）。

　　しかし、この基準については原子力安全委員会の委員が平成２３年４月１３日に記者会見

で内部被ばくを考慮すると１０ｍＳｖ／年くらいを目指すことが望ましいと述べ（甲Ａ３・４

２８頁）、日弁連や日本医師会が校庭利用制限に対する慎重な対応を求める声明を発表し（同

４２９頁）、ｃｆ内閣官房参与が２０ｍＳｖ／年の基準に抗議して辞任するなど（甲Ｂ１９

７）、専門家からも批判があり、子どもたちの健康への影響が強く懸念される状況であった。

　　（５）　本件事故後の除染作業もほとんど行われておらず除染計画も策定されていなかっ

た。

　　（６）　一審原告らが不安を抱く状況であった。

　　一審被告東京電力は、本件事故前生活を取り戻すための前提となる平穏な日常生活を送る

ことができる状況であったと主張するが、子どもを抱える一審原告らは、一向に進まない除染

など様々な事情を基に、平成２３年４月２２日を超えても放射線被ばくの大きな不安を抱えた

生活を続けていたのであり、同日の時点で「平穏な日常生活ができる状況であった」はずがな

い。

　　（７）　これらの状況から、平成２３年４月２２日以降も権利侵害は継続しており、避難

及び避難継続の合理性が認められることは明らかである。

　８　慰謝料への充当について

　　（１）　同一人に対する損害費目間の融通について

　　ア　一審被告東京電力の主張

　　一審被告東京電力は、損害費目間の融通（弁済の充当）について、本件事故という同一の

不法行為により生じた財産上の損害と精神上の損害とは、その賠償の請求権は一個であるとし

たうえで、最高裁昭和４８年４月５日判決を根拠に、財産上の損害と精神的損害は同一の請求

権を構成するものであって、その細目ごとにそれぞれ独立の損害としてそれぞれに損害賠償請

求権が成立するという扱いは取られておらず、費目相互間の融通も認められているから、精神

的損害と財産的損害の賠償額の総額が弁済の抗弁として認められるべきであると主張する。

　　イ　反論

　　（ア）　しかし、そもそも上記最高裁判決は、「同一事故により生じた同一の身体傷害を

理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵害利益を共通にするもので

あるから、訴訟において両者をあわせて請求する場合の訴訟物は一個である」旨を述べたもの

である。

　　ところが、本件における一審原告らの請求は、包括的生活利益としての平穏生存権の侵害

を原因とする精神的損害と財産権侵害を原因とする財産的損害であって、被侵害利益は異なる

のであるから、各損害で訴訟物は異なり、上記最高裁判決がそのまま妥当するものではない。

　　（イ）　また、一審被告東京電力への直接請求やＡＤＲにおいては厳密な主張立証が求め

られていないところ、その背景には被害者の早期救済という視点があり、その前提として実際
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の損害額が支払額より少ない可能性があることを見越しており、その場合でも後に清算・返金

を求められないことが当事者の合理的意思である。

　　それにも関わらず弁済の抗弁が認められると、救済を受けるべき被災者に対する不意打ち

となり、また、直接請求だけをした者と異なり訴訟までした者については清算を強いられる結

果となって極めて不公平かつ不合理な結果となる。

　　（ウ）　さらに、これまで原賠審における中間指針等に関する議論の経緯として、費目ご

とに議論がなされ、かつ賠償水準が定められてきており、一審被告東京電力もまた損害項目ご

とに請求書の書式等を分けるなどし、ＡＤＲでも同様に精神的損害と財産的損害は別個の損害

であることを当然の前提としてきた。

　　しかるに、今回の一審被告東京電力の主張は、このような自らが関わる損害項目ごとに賠

償が行われてきた経過を根底から覆すものであって、信義則という観点から到底許されるもの

ではない。

　　（２）　生計を共通にする同一世帯単位での支払いについて

　　ア　一審被告東京電力の主張

　　原判決は、世帯のうち一人の一審原告が代表して請求している場合は、当事者の合理的意

思に鑑み、その損害は代表した一審原告の損害と認め、弁済の抗弁も代表一審原告に対する弁

済の抗弁と認めるとしているが、一審被告東京電力は、代表した一審原告に支払った額が、そ

の一審原告の損害認定額を上回っていた場合は、当該超過額は当該世帯の他の構成員である一

審原告の慰謝料等に対する弁済として充当されるべきであると主張する。

　　イ　反論

　　しかし、そもそも「同一世帯」という基準は曖昧なものであり、世帯の構成はその人ごと

に異なるものである。それにも関わらず弁済の抗弁を認めれば、「同一世帯」という各個人の

社会内における帰属という偶然の事情により、弁済の抗弁がされることになり不公平かつ不意

打ちとなる。

　　また、同一世帯でも訴訟当事者になっていない者がいる場合、訴訟当事者以外の者との間

での利害関係の問題が発生し、主張立証活動を要することになりかねず、訴訟手続の混乱を招

くことは避けられない。

　　そもそも、不法行為法における保護法益である権利や利益は、個人を単位として考えるの

が近代法としての不法行為法における基本であることは言うまでもなく、損害賠償請求権は

個々人に発生するものであるから、損害の賠償についても、世帯単位ではなく、個々人に対し

てなされるべきである。

　　したがって、同一世帯内での弁済の抗弁を認めるべきとの一審被告東京電力の主張は失当

である。

第７章　一審原告らの損害に関する同７－１らの当審における主張（弁済の抗弁に対する主張

を含む。）

第１　はじめに

　　原判決は、本件事故が収束しており、一審原告らの生活は本件事故前の状況に戻ることが

できるということを前提に、一審原告らの損害を認定した。しかしながら、以下でも述べると

おり、本件事故は未だに収束しておらず、一審原告らの被害は継続し拡大し続けている。

　　一審原告らは、避難指示がなされている地域の者らに止まらず、避難指示がなされていな

い者らであっても、本件事故によって放出された放射性物質による健康被害を回避する必要か

ら避難を余儀なくされたものであり、ひとたび避難を余儀なくされれば、それぞれの生活基盤

が失われ、避難元で生活し続ける場合に想定されていた将来が変容させられた。本件事故によ

り失われた事柄は一審原告らにより様々ではあるが、その根本は、被ばくを避ける権利（人格

権、憲法１３条）の侵害である。そして、本件事故による放射能汚染とそれによる被ばく被害
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の実態は、原判決がした判示内容よりもはるかに深刻であり、かつ現在まで継続しており、そ

の実態に照らせば、本件においては、一審被告国がしたように、福島第一原発からの距離に応

じた同心円状に区分して、賠償における取扱いを変えることは不合理な差別（憲法１４条）に

当たるものである。

第２　一審原告らが現在に至るまで避難を余儀なくされている事情

　１　本件事故の全容は未解明であること

　　本件事故は、事故後長期間が経過した現在でもなお、その全容すら解明されておらず、令

和元年１２月１２日、原子力規制委員会が福島第一原発の調査を再開したが、これは一例にす

ぎず、本件事故がどのような事故であったのかに関する詳細は、なお解明すべき事柄である。

　２　高線量放射性物質放出の全容が明らかにされていないこと

　　事故全容の解明を阻んでいる要因の１つは、高線量の放射性物質の存在である。これら放

射性物質は未だに福島第一原発の原子炉建屋内から除去もされていなければ処理もされておら

ず、事故現場に立ち入りができないのである。

　　本件事故全容の解明が進んでいないため、結局、本件事故によってどれだけの放射性物質

が、いつ、どのように飛散したのかも判明していない。

　　この点について、政府が本件事故による放射性物質の飛散を隠していた（実態を過小に発

表していた）疑いが濃厚にもたれている。

　３　本件事故に起因する放射性物質による放射能汚染が収束していないこと

　　（１）　本件事故から一定期間が経過した後にも、福島第一原発からの放射能漏れが度々

生じている。一例として、放射能汚染水問題がある。福島第一原発の敷地内の地下には豊富な

地下水が存在し、西側（山側）から東側（海側）に向けて常に流れているが、原子炉建屋の地

下部分は地震でダメージを受けて、き裂等が発生しており、地下水はその隙間から流入する。

メルトダウンした燃料については常時注水して冷却をしている状態だが、その冷却水は核燃料

と接触しているのでそこから放射性物質が溶け出して高濃度の放射能汚染水となっており、原

子炉建屋のき裂のためにこの高濃度放射能汚染水もき裂から漏れて流出している。放射能汚染

水を建屋外に漏らさないために、地下水の水位が必ず原子炉建屋の水位より高くなるようにサ

ブドレンで地下水水位を制御しているが、同時に周辺の地下水が建屋内に流入しやすくなるた

め、汚染水が増量しつづけるという問題がある。平成２５年８月２１日、原子力規制委員会は

高濃度汚染水が大量に漏れ出たことについて、国際原子力・放射線事象評価尺度（ＩＮＥＳ）

で８段階の上から５番目の「レベル３」（重大な異常事象）に相当すると発表した。その際に

漏れ出た高濃度の汚染水３００ｔに含まれる放射性物質は２４兆Ｂｑと推計されている。

　　その後、凍土壁が設けられ、サブドレンによる地下水水位調整と併せ、汚染水は日々１８

０ｔの発生に抑えられたとされるが、これによっても地下水の流入は防ぐことができず、日々

発生する汚染水はタンク内に溜まる一方であり、一審被告東京電力が用意している保管場所の

限界を超える日が近いといわれている。

　　（２）　また、本件事故後１１年が経過した後でも放射性のセシウム１３７が土壌中に７

８％も残存しているため、土とともにこれが巻き上げられて呼気として吸い込まれたり、野菜

などに付着してこれを摂取したりすることにより内部被ばくをもたらす。しかも、一審原告ら

の避難元である福島県においては、本件事故後、放射性降下物の量が事故前の水準に戻らない

状況が続いている。

　　さらに、土壌汚染度についても、一審原告らの各避難元において令和元年１２月頃に調査

したところでは、いずれも放射線管理区域の基準を超えており、現時点でも相当程度放射能汚

染が残存しているといえる。上記と同時期に検査した空間線量率についても高い値を示してい

る。

　　このように、未だに放射性物質による放射能汚染は収束していない。
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　４　小括

　　原判決は、一審被告国が「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられてい

る」というステップ２の目標達成と完了を平成２３年１２月１６日に発表したことなどを踏ま

え、避難の相当性を判断したが、実態は、上記のとおり一審被告国の発表とかけ離れたもので

ある。

　　福島が一審被告国の発表する「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられ

ている」状態とは到底言えないことは明らかである。

第３　避難元の状況

　１　ｂｌ市の状況

　　一審原告らの避難元は様々であるが、ｂｌ市の一例を挙げると以下のとおりである。

　　（１）　ｂｌ市は本件事故直後より、自主的避難等対象区域とされ、強制避難の対象とさ

れていない地域である。しかしながら、強制避難の対象となっていないからといって、避難し

た一審原告ら以外の家庭が本件事故前と同じ生活を送っている訳ではない。

　　（２）　放射能に関する市民意識調査（甲Ｂ７５）

　　ｂｌ市は、平成２４年５月及び平成２６年５月、２回にわたり放射能に関する市民意識調

査を行った。原判決は、自主的避難等対象区域においては、平成２３年１２月、一審被告国が

「ステップ２」を宣言した時点で本件事故が収束したとの事実認定を前提に判断しているとこ

ろ、平成２６年５月の調査結果は、外部被ばく及び内部被ばくによる自分の健康への影響に関

しては、いずれも７割以上の人が不安だと回答しており、到底収束したといえる状況にはない

ことが明らかである。

　　（３）　家庭用食品の放射能測定の実施（丁Ｂ２及び３）

　　ｂｌ市は、平成２４年度以後現在に至るまで、家庭用食品（出荷販売を目的としない食品

等）の放射能測定を実施しており、令和２年６月の測定結果によれば、タケノコ、ウメ、ネマ

ガリタケ、セリ、ウド、ミズナについてそれぞれ放射能が検出されている。本件事故以前は、

一審原告らにおいて野山の山菜をとり、畑で自家用に作物を育て、それらを食することは日常

生活の一部であったが、現在に至るまで、原災法に基づく出荷制限及び摂取制限等の指示が一

審被告国からなされている産地及び食品が多数ある（丁Ｂ１）。そこで、ｂｌ市も出荷制限対

象食品は放射能測定を実施してから摂取することを推奨している。食品の放射能測定のため、

ｂｌ市内には現在にいたるまで、食品を刻んで測定を実施する「きざむ測定」と食品を刻まな

いで測定を実施する「まるごと測定器配置場所」がそれぞれ市内１９箇所にもうけられている

（令和２年４月現在）。本件事故による放射能漏れが発生しなければ、このような日常的に自

家用食品の放射能検査を行う必要などなかった。

　　本件事故前の日常生活は自主的避難等対象地域であるｂｌ市においても、決して戻ってい

ないのである。

　２　本件事故によって放出された放射性物質が除去されていないこと

　　（１）　放射性物質汚染対処特措法（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖

地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法）は、本件事故後１年間の積算線量が２０ｍＳｖを超えるおそれがあるとされた

計画的避難区域と、福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内の警戒区域については、除染特別地域

として、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として指定しており、対象とされてい

る市町村は、ｂｋ郡ｂｈ町、同郡ｂｉ町、同郡ｂｊ町、同郡ｂｋ町、同郡ｂｄ町、同郡ｂｅ

村、ｃｇ郡ｂｆ村、並びにａｔ市、ｂａ市、ｃｂ郡ｂｂ町、ｂｋ郡ｂｃ村で警戒区域又は計画

的避難区域であったことのある地域である。

　　これらの市町村においては、国が直轄して除染実施計画に基づく除染を実施し、平成２９

年３月末までに、帰還困難区域を除く地域については、除染実施計画に基づく除染が完了した

61/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



とされている。

　　（２）　７町村の除染状況について

　　ア　ｂｋ郡ｂｈ町

　　ｂｈ町は、総土地面積１万０３６４ｈａ、耕地面積６８１ｈａ、林野面積７７５２ｈａで

あるところ（丁Ｂ４）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農地）８３０

ｈａ、林野（森林）７４０ｈａであり、全体で２１００ｈａである（丁Ｂ５）。

　　イ　ｂｋ郡ｂｉ町

　　ｂｉ町は、総土地面積６８３９ｈａ、耕地面積１０１０ｈａ、林野面積４０８０ｈａであ

るところ（丁Ｂ６）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農地）７５０ｈ

ａ、林野（森林）７９０ｈａであり、全体で２８００ｈａである（丁Ｂ７）。

　　ウ　ｂｋ郡ｂｊ町

　　ｂｊ町は、総土地面積７８７１ｈａ、耕地面積１１１０ｈａ、林野面積４９７４ｈａであ

るところ（丁Ｂ８）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農地）１７０ｈ

ａ、林野（森林）２００ｈａであり、全体で４００ｈａである（丁Ｂ９）。

　　エ　ｂｋ郡ｂｋ町

　　ｂｋ町は、総土地面積５１４２ｈａ、耕地面積７２２ｈａ、林野面積３００１ｈａである

ところ（丁Ｂ１０）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農地）１００ｈ

ａ、林野（森林）２５ｈａであり、全体で２００ｈａである（丁Ｂ１１）。

　　オ　ｂｋ郡ｂｄ町

　　ｂｄ町は、総土地面積２万２３１４ｈａ、耕地面積２４００ｈａ、林野面積１万６０６４

ｈａであるところ（丁Ｂ１２）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農

地）１４００ｈａ、林野（森林）５１０ｈａであり、全体で３３００ｈａである（丁Ｂ１

３）。

　　カ　ｂｋ郡ｂｅ村

　　ｂｅ村は、総土地面積８４３７ｈａ、耕地面積６０７ｈａ、林野面積６９１０ｈａである

ところ（丁Ｂ１４）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農地）５７０ｈ

ａ、林野（森林）６９０ｈａであり、全体で１７００ｈａである（丁Ｂ１５）。

　　キ　ｃｇ郡ｂｆ村

　　ｂｆ村は、総土地面積２万３０１３ｈａ、耕地面積２２２０ｈａ、林野面積１万７３２３

ｈａであるところ（丁Ｂ１６）、除染実施計画に基づき除染が実施された面積は、耕地（農

地）２４００ｈａ、林野（森林）２１００ｈａであり、全体で５６００ｈａである（丁Ｂ１

７）。

　　ク　小括

　　以上のとおり、除染実施計画に基づく除染は完了したとされているものの、対象区域は各

自治体の全域とはなっておらず、極めて限定された範囲に止まっている。特に、除染が原状回

復に向けた中核的な措置として位置づけられており、除染特別地域においては森林の占める割

合が高いことからしても、生活圏の森林に限って除染対象とする方針は、不十分としかいいよ

うがない。

　　（３）　国際環境ＮＧＯ（非政府組織）による調査

　　ア　平成３０年１０月、国際環境ＮＧＯ・グリーンピースがｂｄ町、ｂｆ村の旧帰還困難

区域の放射線レベル等を調査したところ、ｂｄ町の旧帰還困難区域については、全測定地点で

政府の除染基準毎時０．２３μＳｖを上回っており、ｂｆ村の旧帰還困難区域についても、平

成２８年から平成３０年の間に放射線量の大きな低下を示したゾーンは一つもないとされた。

　　イ　以上のとおり、放射性物質汚染対処特措法に基づいて国が直轄して除染を行い、平成

２９年３月末までに除染を終えた、とされている７町村の状況は、到底、「除染を終えた」と

62/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



評価できない。

　　本件事故が未だに収束していないにもかかわらず、すでに放射性物質を十分に除去して本

件事故前と同じ生活を送ることができると一審被告らが強弁していることは明らかである。

　　上記７町村以外の市町村のうち一審原告らの避難元自治体は、いずれも汚染状況重点調査

地域に指定され、各市町村において除染実施計画を立て、平成３０年３月１９日までに除染を

終えたものとされている。しかしながら、一審原告らの避難元の生活の場には高線量が観測さ

れるスポット（ホットスポット）が点在している。

第４　放射線被ばくによる健康被害

　１　原判決の判示

　　原判決は、低線量被ばくによる健康被害について、年間２０ｍＳｖ未満の放射線被ばくに

ついては、本件事故後においては基準値以下の被ばくといえるとの見解を前提に、本件事故後

の健康調査の結果においても健康に影響を及ぼすような放射線被ばくは認められていないと

し、一審被告国が年間２０ｍＳｖの被ばく線量を超えないと判断した場合に順次、警戒区域及

び避難指示区域を見直したことに追随し、一審原告らの避難元の地域設定に応じて（旧避難指

示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域、自主的避難等対象区域等）一定期間を区切って避難

の相当性を肯定した。

　２　原判決の誤り

　　しかし、原判決の放射線被ばくに関する判示には次のとおり誤りがある。

　　第一に、本件事故後、年間２０ｍＳｖの放射線被ばくを被ばく限度線量として設定した一

審被告国の判断を追認し、避難の相当性の判断を行った点である。

　　第二に、低線量被ばくのリスクについて、死亡率の上昇に有意な原因となるかどうかのみ

を問題とし、また日常生活上の他のリスク要因と比較対照可能なものと捉える見解を前提とし

たことにより、その被害を矮小化した点である。

　　第三に、種々の健康調査結果に基づき、誤った事実判断を行ったことである。

　　原判決はこれらの誤った判断の結果、一審原告らの放射線被ばくによる被害を実質的に無

視して、本件事故直後の混乱時における放射線被ばくに対する不安のみを認める判断を行っ

た。

　３　本件における放射線被ばくの位置づけ

　　本件において損害を検討するにあたり、放射線被ばくの位置づけを整理すると次の３点で

ある。

　　第一に、本件事故により、予期していなかった放射性物質に強制的に被ばくさせられたこ

とをきっかけに、強制避難を指示された一審原告らはもちろん、それ以外の一審原告らも避難

を余儀なくされた。この点は、本件で一審原告らが請求しているあらゆる損害発生の原因と

なっている。

　　第二に、一審原告らはいずれも本件事故直後に初期被ばくをしている。初期被ばくと相当

因果関係が明らかとなった健康障害の発生は現時点において立証されていないものの、初期被

ばく自体、一審原告らが被ばくする必要のなかった放射線を被ばくしたものであって、一審原

告らの健康を損なった。被ばくによる相当因果関係が明らかに立証できる健康障害が生じてい

ないとしても、被ばく自体が損害であり、慰謝料請求の根拠となる。

　　第三に、現在にいたるまで、避難元における放射線被ばくの状況が本件事故前の状況に戻

らないことである。一審原告らは避難生活を終えることができないという損害を増大させ続け

る要因となっている。

　４　事故による放射線被ばくが回避されるべきこと

　　（１）　放射線による健康障害は全容が解明され尽くしていないこと

　　放射線被ばくによる人体への影響については、外部被ばくと内部被ばくがあり、それぞれ
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人体への作用が異なる。外部被ばくの場合は皮膚を透過して人体へ影響を与えるガンマ線の線

量に留意する必要がある一方、内部被ばくの場合は透過力の低いアルファ核種・ベータ核種が

体内に留まり続けて放射線を発生し続けるため留意が必要である。また、健康被害は、身体的

影響と遺伝的影響に分けられ、身体的影響には急性症状とがんなどの晩発障害がある。さら

に、身体的影響には確定的影響（しきい値あり）と確率的影響（しきい値なし）がある。そし

て、遺伝的影響は確率的影響である。

　　人類が放射線を積極的に活用し始めてから今日まで、わずか１世紀程度でしかなく、その

中で放射性物質による健康障害の全容が解明しているとはいえない。今日の放射性物質による

健康障害の解明に大きく寄与しているのは、広島・長崎の被爆者を対象に原爆傷害調査委員会

（ＡＢＣＣ）及びその後継機関である放射線影響研究所（放影研）が実施した調査であるが、

確率的影響、とりわけ内部被ばくの影響については原爆被爆者を対象とした大規模な上記疫学

調査の結果によっても、全容が解明されているとはいい難い。そもそも、内部被ばくをもたら

す残留放射能及び放射性降下物について、十分な実測値が得られておらず、どのような核種か

ら発せられる放射線がどのような形で体内に吸収され、内部被ばくしているかが分からないの

である（甲Ｂ９５・８９頁に引用されている原爆症認定に関する東京地裁平成１９年３月２３

日判決参照）。また、晩発障害については、放射線被ばく以外の要因によっても生じるため、

実際には放射線被ばくの影響によって発症していたのだとしても明確な因果関係の証明が難し

く、放射線被ばくの影響であると認識されていない事例が多い可能性がある。

　　内部被ばくはそもそも被ばく実態を明らかにしにくく、事実として被ばくによって発がん

した場合でも、相当因果関係が明確には証明されにくい。放射線被ばくによる健康被害は未

だ、全容が解明されておらず、今後も科学的な全容解明は容易ではない。

　　当初は国際社会も耐容線量、すなわち何らの生物・医学的悪影響を及ぼさないと考えられ

た被ばくの防護基準を放射線防護基準とすることを目指したものの、実際には、そのような線

量基準を策定することはできなかった。それにもかかわらず、「原子力の平和利用」を進める

ために、行為の正当化・防護の最適化ができる場合に限り、線量限度までの被ばくを許容する

という許容線量の考え方によって基準を定めざるを得なくなっているのが、２０世紀後半以後

の国際社会の状況である。このように、許容線量における線量限度も、放射線被ばくによる健

康障害の影響を全て明白にした上で、その影響を考慮し尽くして定められたものではない。

　　本件についても、そもそも初期被ばくの状況を確定する前提となる、本件事故による放射

性物質の放出量、飛散ルート及びその土壌・水等への滞留状況は一審被告らによって十分明ら

かにされているとはいえない。その中で、一審原告らについて本件事故による初期被ばくの影

響がないと断じることはできない。これに対し、現時点までに明らかになっている一審原告ら

の避難元における本件事故直後の空間線量データ、事故後９から１０年が経過した時点の空間

線量、土壌中放射能濃度調査結果、測定されていないものの避難時に遭遇した放射性プルーム

による吸引・摂取による内部被ばく及び衣服や皮膚への放射能の付着による外部被ばくなどを

勘案すれば、一審原告らが初期被ばくしていることは明らかである。そして、ＬＮＴモデルに

従えば、一審原告らについて健康障害が現実化するリスクは本件事故前（被ばく前）より高

まっている。これが被ばくの被害である。

　　（２）　ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）においても被ばく限度線量基準が引き下げら

れてきたこと

　　ア　ＩＣＲＰの成り立ち

　　ＩＣＲＰは医療放射線作業従事者に対する放射線被ばく管理と、原爆開発組織における労

働者に対する放射線被ばく管理とを統一する必要から、昭和２５年、国際放射線防護委員会と

して発足した組織である。

　　すでに昭和３年、放射線技師等を放射線被ばくによる職業病から守るための学術組織とし

64/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



て国際Ｘ線およびラジウム防護諮問委員会（ＩＸＣＲＰ）が設立され、「耐容線量（何らの生

物・医学的悪影響をおよぼさないと考えられた被ばくの防護基準）」概念（甲Ｂ９４・２６

頁）を採用していた。しかし、耐容線量については、１９２０年代からすでに放射線に曝され

る産業分野の労働者、放射線の治療・診断を受けた患者の間で放射線障害が発生し始めていた

ため、ＩＸＣＲＰの耐容線量の考え方に対し疑問が呈されていたにもかかわらず、放射線利用

産業に加え、新たに巨大産業として急成長していた原子力産業の利益を重視し、何よりも原子

爆弾の開発のために耐容線量の見直しは後回しにされた（甲Ｂ９４・２６から２８頁）。

　　原子爆弾の投下直後以降、遺伝学者から耐容線量に対する批判が出され、この批判は原子

爆弾と核戦争に反対する広範な人々に広がった。これに対し、米国、英国を中心に、原子力開

発を円滑に進めるべく、放射線被ばくに否定的な世論を抑え国際的な放射線防護基準作りの協

力体制を構築するため、１９４８年以降、米国主導でＩＸＣＲＰの再建が進められ、核兵器と

原子力開発の推進者たちにより、その推進体制に沿う組織へと改編された。ＩＣＲＰは、かつ

てのＩＸＣＲＰが放射線防護のための科学者組織であったものから、科学者集団を隠れ蓑とす

る原子力開発推進者による国際的協調組織へと変質させられた（甲Ｂ９４・３２から３６

頁）。

　　このようなＩＣＲＰ誕生及びその後の経緯によれば、ＩＣＲＰ勧告の正当性、公正性は大

きく損なわれているにもかかわらず、ＩＣＲＰは放射線防護に関する世界的権威である。この

ことを踏まえれば、放射線被ばく被害者の健康、生命、人権を最大限保護するための司法の役

割は重大である。

　　なお、正当性と公正性に疑問のあるＩＣＲＰといえども、様々なデータの積み重ねから被

ばく限度を次々と下方修正してきたことは、被ばくによる健康被害について、曲げられない事

実が積み重なってきた結果である。

　　イ　ＩＣＲＰの１９５０年勧告における「可能な最低レベル」の基準

　　ＩＣＲＰは、ＩＸＣＲＰが採用していた耐容線量の概念に代えて、許容線量の概念を取り

入れた。許容線量の概念は、核兵器工場などの原子力・放射線施設の存在と運転の必要性を軍

事的・政治的および経済的理由から認めた上で、放射線作業従事者あるいは一般公衆に対し

て、それらの被ばくを受忍させるために、政府などが法令等の規則で定めた放射線被ばくの基

準（狭くはそれらの線量限度）を意味する（甲Ｂ９４・３７から４０頁）。

　　ＩＣＲＰは、１９５０年勧告において放射線被ばくについて「可能な最低レベルまで」と

の放射線被ばく基準を打ち出した。その要因は、放射線による遺伝的影響の問題であった。遺

伝的影響については、それが被ばく線量に比例することが否定できないがゆえに、被ばく量を

可能な限り低くすべきであるとの勧告になったのである（甲Ｂ９４・４５から４８頁）。

　　また、ＩＣＲＰは遺伝的影響を少なくするには、被ばく人口を少なくするとともに、公衆

に対しても被ばく線量の限度を設定することにより、個々人の被ばく量の総合計である総被ば

く線量（人・ｒｅｍ）を抑える必要があると考えた。これに対し、核戦争への実践的準備を進

め、かつ核兵器開発にかかる費用を削減するべく国内での核実験を準備していた米国は、公衆

の被ばく線量限度を設定することに強い反対を示した。米国内での核実験を行えば、自国民が

被ばくすることは不可避である。核戦争政策を国民に認めさせるために、米国原子力委員会が

大衆向けに、核兵器や原子力開発の必要性と利益を協調し、それらに伴う放射線障害は問題と

なるほどではないとの宣伝を大々的に行っていた。公衆の被ばく線量限度が設定されれば、こ

れら国内の世論が核戦争勝利政策の展開を困難にすることが明らかであったためである。米国

の強い反対を受け、結果として、ＩＣＲＰ１９５０年勧告においては具体的な公衆の被ばく線

量基準は書き込まれなかったが、公衆の被ばく線量そのものを低く抑えるという考え自体は否

定できなかった。そのため、「可能な最低レベル」の文言が１９５０年勧告に盛り込まれた。

リスク受忍論などが勧告に入る余地はなかった（甲Ｂ９４・４３から４５頁）。
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　　ウ　ＩＣＲＰの変節

　　ところが、ＩＣＲＰはその１９５８年勧告において、放射線被ばくの基準を「実行可能な

限り低く」と変更した。その前提として、ＩＣＲＰは１９５０年勧告では取り入れなかった

「リスク－ベネフィット論」（原子力開発等によって新たにつけ加えられる放射線被ばくのリ

スクは「原子力の実際上の応用を拡大することから生じると思われる利益を考えると、容認さ

れ正当化されてよい」という考え方）を放射線防護の基本的考えとして採用した。このリスク

－ベネフィット論のもとで、許容線量は「個人および集団全般の許容不能ではないような危険

を伴う」線量と定義された。「身体的障害を防止する」ものではなく、ベネフィットとの関係

でどの程度のリスクまでならば許容できるかが問題とされるようになった。その結果、放射線

被ばく線量限度について「可能な限り最低レベルまで引き下げるあらゆる努力を払うべきであ

る」とした１９５０年勧告を根本的に変更し、「実行可能な限り低く」という線量限度に関す

る勧告になった。そして、労働者と公衆について、それぞれ許容線量として具体的な線量を明

記した（甲Ｂ９４・８２から８４頁）。この勧告に影響を与えたのは、米国のみならず先進工

業国がこぞって原子力開発へ動き出したことである。それらの国々の総意としてリスク－ベネ

フィット論に基づく放射線防護基準が採用されることになった。また、１９５５年国連総会決

議によって設立された「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」（ＵＮＳＣＥＡＲ）も、

「原子力の平和利用」を促進するための「いわばもう１つのＩＣＲＰ」（甲Ｂ９４・８８頁）

としてＩＣＲＰの方針転換に影響を与えた。

　　以上のようにＩＣＲＰは「原子力の平和利用」促進のための国際協調体制において、重要

な役割を果たす機関としての側面を有するようになった。

　　エ　ＩＣＲＰの放射線防護に関する考え方

　　このように「原子力の平和利用」促進のための国際協調体制に組み込まれ、リスク－ベネ

フィット論に基づく「許容線量」の考え方を受け入れざるを得なくなったＩＣＲＰであるが、

放射線被ばくが人体へ及ぼす影響に鑑み、放射線防護において無用な放射線被ばくを回避する

べく、放射線防護に関し、〈１〉正当化、〈２〉最適化、〈３〉線量限度の３つを基本原則と

している。

　　〈１〉の正当化は、行為の正当化のことであり「人を放射線被ばくから守るために、国際

的に勧告され、放射線防護の基本的概念として定められている種々の考え方の中で用いられて

いる用語の一つであり、人が放射線に被ばくする行為は、それにより、個人あるいは社会全体

に利益がもたらされる場合でないと行うことはできないとするものである。行為の正当化を判

断するには、被ばく行為が害に比べて利益が大きいか、また経済的に適正であるかなどについ

て検討される。」というものである（丁Ｂ１９）。

　　〈２〉の最適化は、防護の最適化のことであり、放射線防護においては、集団の被ばく線

量を経済的及び社会的な考慮を計算に入れた上で、合理的に達成可能な限り低く保つようにす

ることをいう。１９７７年、ＩＣＲＰにより、正当化、線量制限などと共に提出された考え方

のひとつである。１９９０年の勧告でも防護の最適化の重要性を再び強調している。

　　〈３〉の線量限度は、個人の線量限度のことであり、放射線被ばくの制限値としての個人

に対する線量の限度で、ＩＣＲＰの線量制限体系の一つの要件である。線量限度は、確定的影

響に対する線量に対してはしきい値以下で、がんなどの確率的影響に対しては、しきい値がな

く、そのリスクが線量に比例するという仮定の下に、容認可能な上限値として設定されてい

る。線量限度には、自然放射線と医療による被ばくは含まれない。実効線量と等価線量の限度

が、職業人と一般公衆の個人に対してそれぞれ勧告されており、日本をはじめ、各国の法令に

採用されている。当初は線量当量限度と表記されていたが、平成１２年にＩＣＲＰ勧告の取り

入れにより、「線量限度」に改正された。組織線量当量も同様に「等価線量」に改正された。

　　上記三原則は、ＩＣＲＰ１９７７年勧告において放射線防護の三原則として示され、その
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後の勧告においてもこの原則に基づいて放射線防護の具体的指針が示されている。このうち、

行為の正当化は、放射線被ばくを伴ういかなる行為も、その導入が正味でプラスの便益を生む

ことを求めている。また、防護の最適化は、社会的・経済的要因を考慮に入れながら合理的に

達成できる限り低く被ばく線量を制限することを求めるものである。個人の線量限度について

は、実効線量限度の概念が導入され、放射線被ばく影響に関する知見を踏まえて線量限度が改

定されてきている。

　　オ　被ばく線量限度基準の引き下げ

　　ＩＣＲＰは順次、その勧告において被ばく線量限度基準を引き下げてきた。この点ＩＣＲ

Ｐの１９９０年勧告は「年間１ｍＳｖまでの放射線被ばく（自然被ばく、医療被ばく以外）を

許容している」という趣旨で援用されることがある。しかしながら、この１ｍＳｖ／年という

基準は、自然放射線レベル（年間１ｍＳｖ程度。ただしラドンからの被ばくを除く）と同程度

の放射線に追加被ばくしても許容できる、職業被ばくのリスクの１／１０（１万人に１人の過

剰死亡）を社会は容認できる、という見解が基盤となって定められた基準である。しかし、仮

に１万人に１人の過剰死亡であったとしても、被ばくによって発がん等の健康被害を生じ、死

亡することになった当事者にとっては１００％の死亡である。これは決して「健康被害が生じ

ない」安全なレベルという意味での「許容」ではない。

　　カ　小括

　　以上のとおり、「原子力の平和利用」を国際的に協調して進展させていくための機関であ

るＩＣＲＰであっても、放射線防護の三原則において「正当化の原則」を挙げ、その許容線量

（被ばく限度線量）を随時引き下げてきた。その前提として、確率的影響に関しては、放射線

作業で通常起こる被ばく条件の範囲内では、線量とある影響の確率（がん死亡リスク）との間

にしきい値のない直線関係が存在するというＬＮＴモデル（直線的しきい値なしモデル）が採

用されている。人為的な放射線被ばくは、基本的には回避されるべきものであり、ＩＣＲＰ１

９５０年勧告に示されていたように「可能な限り最低レベルまで引き下げるあらゆる努力を払

うべき」ものである。

　　仮に許容線量の考え方（リスクとベネフィットを天秤にかけて受忍限度を定める考え方）

を受け入れるとしても、本件事故によって一審原告らを含む住民らが被ばくしたことについ

て、何ら「正当化の原則」が作用する余地はない。本件事故によってベネフィットを得る者は

いないのであるから、本件事故による被ばくを正当化することができないのは当然であるが、

仮に、福島第一原発が平常運転していた時期を通じて考えたとしても、本件事故による一審原

告らの被ばくを正当化できる理由は何一つ存在しない。一審原告らの被ばくはまったく不要

な、正当化できない被ばくである。

　　原判決は一審原告らにも一定限度の許容すべき被ばくがあるかのような判示をし、避難の

相当性を判断しているが、このような判示はＩＣＲＰが依拠する放射線防護の考え方によって

も明確に誤りである。

　　なお、ＬＮＴモデルはＩＣＲＰのほか、全米科学アカデミー（ＮＡＳ）や米国放射線防護

審議会（ＮＣＲＰ）でも採用されており、環境省もＩＣＲＰによるＬＮＴモデルを採用してい

ることからすれば、同モデルの考え方を否定することはできない。原判決は、ＬＮＴモデルは

科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく、科学的な不確かさを補う観点

から、公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用されていると判示しているが、科学的

な正しさを欠いたものといわざるを得ない。

　　（３）　日本における放射線被ばくに関する規制

　　ア　公衆に関する放射線防護の基準

　　日本国内における日常的な放射線防護に関し、法令上、公衆の被ばく線量限度について

は、放射線障害防止法、炉規法のいずれにおいても実効線量１ｍＳｖ／年（時間単位では０．
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１１μＳｖ／時）とされている。この公衆の被ばく線量限度を定めるにあたっては前述のＬＮ

Ｔモデルが採用され、放射線審議会において国民の意見を聴取した上で決定された。

　　イ　放射性廃棄物に関する線量規制（規制除外線量）

　　このほか、放射性廃棄物に関する線量規制も存在する。原子力安全委員会が示した「放射

性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」（昭和６３年３月原子力安全委員会決定）は、

放射性廃棄物埋設事業において、「原子炉施設」から発生する「低レベル放射性固体廃棄物」

を浅地中に埋設処分する場合を対象とし、安全審査に際しての基本的考え方をまとめたもので

ある。廃棄物埋設施設において講じられる安全対策は、通常の原子力施設に対して採られてい

るものと異なり、埋設した廃棄物は時間の経過に伴って放射能の減衰が期待できることから、

管理の内容を時間の経過とともに段階的に変更していくことが妥当であるとされている。つま

り管理の期間を第１段階から第３段階までとし、その後の第４段階で埋設物を放射性物質とし

ての規制から免除するという安全確保策である。この基本的考え方では、管理期間として３０

０から４００年、規制除外放射線量として年間１０μＳｖ未満が目安とされている（丁Ｂ２

０）。

　　なお、年間１０μＳｖは、年間０．０１ｍＳｖ（時間単位では０．００１μＳｖ／時）と

同義である。この年間０．０１ｍＳｖを規制除外線量とすることは、１９８５年ＩＣＲＰ勧告

においても示されていた考え方であり、国際機関の動向を踏まえたものである。本件事故を起

こした福島第一原発のような放射性廃棄物を常時生み出す施設において生じた放射性廃棄物が

規制の対象から外れるのは、年間０．０１ｍＳｖにまでその線量が低下してから、というのが

原子力安全委員会（当時）が定めた基準である。放射線量がごく微量にならなければ、規制免

除にはならないのである。この防護基準に従って、放射性廃棄物処理施設の事業許可が行われ

ている。

　　ウ　放射線管理区域

　　さらに、公衆に対する防護基準ではないが、放射性物質を取り扱う施設等における職業的

作業従事者に対する放射線防護については、関係諸法令において放射線管理区域を設けて厳重

な管理を行うほか、作業従事者に対する安全教育の徹底、定期健康診断などの対策を講じるこ

とを事業主に対して義務づけている。このうち、管理区域の設定については、法令（例えば、

文部科学省所管の放射性障害防止法、同施行令及び同施行規則等）において、線量、空気中放

射能濃度及び表面汚染密度について、以下の基準を超えるおそれのある場所について設定する

ように定められている。

　　〈１〉　外部放射線に係る線量については、実効線量が３月あたり１．３ｍＳｖ

　　〈２〉　空気中の放射性物質の濃度については、３月についての平均濃度が空気中濃度限

度の１０分の１

　　〈３〉　放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚

染密度（アルファ線を放出するもの：４Ｂｑ／ｃｍ
2
、アルファ線を放出しないもの：４０Ｂ

ｑ／ｃｍ
2
）の１０分の１

　　〈４〉　外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複

合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が１（以

上、丁Ｂ２１）

　　この放射線管理区域の考え方のうち、〈１〉外部放射線に係る線量については、実効線量

が３月あたり１．３ｍＳｖを時間あたりの線量に換算すると０．６μＳｖ／時であるが、この

線量の場所は放射線管理区域として指定され、必要ある者以外の立ち入り禁止等の措置を講じ

なければならない。

　　エ　放射線作業従事者に対する放射線防護
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　　放射線作業に従事する労働者に対する放射線防護は、より具体的に労働安全衛生法に基づ

く電離放射線障害防止規則（電離則）において定められている。すなわち、放射線業務従事者

の被ばく限度（電離則第４条、第５条）においては前掲ＩＣＲＰ１９９０年勧告同様、５年１

００ｍＳｖ未満かつ１年５０ｍＳｖ未満、女性の放射線業務従事者の実効線量は３月につき５

ｍＳｖ未満等の基準が定められている（女性について、妊娠期間中に限っていない点は前掲Ｉ

ＣＲＰ勧告より規制が厳重である。）。

　　そのほか、線量の測定・記録（電離則８条及び９条）、退去者の汚染検査（電離則３１条

及び３２条）、保護具の支給・着用・汚染除去（電離則３８条から４１条まで）などが定めら

れている。このうち、測定に関しては、外部被ばくによる線量のみならず内部被ばくによる線

量も測定しなければならない（電離則８条）とされている。

　　内部被ばくの危険を低減させるべく、電離則は事業主に対して「事業者は、放射性物質取

扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が

喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなけ

ればならない。」（電離則４１条の２第１項）と規制するのみならず「労働者は、前項の作業

場で喫煙し、又は飲食してはならない。」（同条２項）として労働者に対しても放射性物質が

飛散する場所での喫煙・飲食を禁止している。

　　また、労働基準法６２条２項においては「有害放射線を発散する場所」において満１８歳

に満たない労働者を就業させることを禁止している。満１８歳未満の労働者は、前述の放射線

管理区域内において就労させてはならない。なお、一審被告東京電力は平成２０年６月５日、

同一審被告の原子力発電所定期点検において満１８歳未満の労働者を就労させたことに関し、

保安院より放射線管理区域内で就労する従業者の管理の徹底に関する指示文書を受け取ってい

る。

　　オ　小括

　　以上のとおり、日本の放射線防護に関する諸法令においても、放射線被ばく線量をできる

限り低減化させるための措置が講じられている。また、公衆については１ｍＳｖ／年未満の実

効線量とすることが厳格に要求され、他方で職業的被ばくについては線量基準こそ緩和されて

いるものの厳重に管理された放射線管理区域内での被ばくに限ることが前提とされている上、

その被ばく線量も測定・記録が徹底されて管理されている。そもそも未成年者（満１８歳未

満）の就労が禁止されている上、放射線管理区域内での飲食・喫煙が禁止されるなど、職業的

被ばくといえどもそのリスクを低減するため法令での規制がなされている。

　　これらは平常時の放射線防護に関する法令であるが、本件事故によって平常時以上の被ば

くを強いられる理由は全く存在せず、かつ平常時以上の被ばくを正当化できる理由も全く存在

しない。

　　（４）　まとめ

　　以上のとおり、放射線被ばくに関するＬＮＴモデルに従い、被ばく線量が増えれば健康障

害のリスクが高まること、未だに内部被ばくを含めた健康被害の全容は明らかにされていない

ことから、公衆である一審原告らにおいては、正当化できない事故による放射線被ばくをでき

る限り回避する必要がある。それにもかかわらず、一審原告らが本件事故により初期被ばくさ

せられてしまったことは重大な損害である。

　　原判決はこの点、被ばくの事実を極めて軽視しており、不当である。

　５　年間２０ｍＳｖを被ばく線量限度として設定すべきではないこと

　　（１）　緊急時の一般公衆に対する放射線防護の基準は法制化されていなかったこと

　　ＩＣＲＰは、１９９０年勧告（甲Ｂ５、９９）を出し、わが国は、この勧告を国内法令に

取り込み、前述のような法制化をおこなってきた。

　　１９９０年勧告では、一般公衆に対する線量限度を年間１ｍＳｖと定めていた。なお、Ｉ
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ＣＲＰの２００７年勧告（甲Ｂ１０１）については、本件事故時には、国内法への取り込みに

ついて関連審議会で検討中であった。

　　本件事故以前には、緊急時の一般公衆の放射線防護に関する法令については、原子力安全

委員会が、原子力事故の際の屋内退避及び避難等の指標として、予測線量が１０から５０ｍＳ

ｖの場合には自宅等の屋内退避、５０ｍＳｖ以上の場合にはコンクリート建屋内への屋内退避

又は避難を定めていたが（防災指針）、これは緊急事態において、公衆が一時的に大量の被ば

くを余儀なくされるような事態が予測される場合の緊急避難等の措置の指標にすぎなかった。

このように、原子力事故後の放射性物質による広範な地域汚染により、公衆が長期間にわたっ

て被ばくを余儀なくされるような状況を想定して、公衆の線量限度値を定めるような法令自体

は制定されていなかった。

　　（２）　本件事故後、一審被告国が緊急措置として使用した基準はＩＣＲＰ２００７年勧

告に依拠したものとして正当化できないこと

　　本件事故後、一審被告国は、避難指示を出すために依拠すべき法令上の基準がないことか

ら、ＩＣＲＰ２００７年勧告（乙Ｂ６８）の内容を基にして避難指示を出した。また除染特措

法を制定するときにもこれに依拠した。

　　ＩＣＲＰ２００７年勧告は、計画された状況を運用する間に、もしくは悪意ある行動か

ら、あるいは他の予想しない状況から発生する可能性がある状況で、好ましくない結果を避け

たり減らしたりするために緊急の対策を必要とする状況を「緊急時被ばく状況」とし、このよ

うなごく限定された状況の下、公衆に対する被ばく線量について、各国の当局は参考レベルを

実効線量で２０から１００ｍＳｖ／年の間に設定すべきであるとしており、また、緊急時の計

画策定にあたっては、公衆を含むステークホルダー（利害関係者）との協議が不可欠であると

している。しかしながら、一審被告国は、本件事故後、ステークホルダーである一審原告ら住

民に対して必要な情報開示を行うことなく、２０ｍＳｖ／年の被ばく線量限度基準を設けた。

ＩＣＲＰは、放射線防護についても正当化、最適化の原則が適用されることを確認し、緊急時

被ばく線量として２０から１００ｍＳｖ／年という基準を示しており、正当化・最適化の前提

としてステークホルダーの関与を求めている。その必要な手続的前提を欠き、線量限度基準の

みを持ち出した手法は、ＩＣＲＰ勧告に依拠したものとはいえない。

　　加えて、ＩＣＲＰは２００７年勧告において、被ばくによる健康障害の影響が大きいと考

えられるグループについてはその属性に応じて適切な防護戦略を立てるようにと勧告してい

る。本件事故直後、一審被告国は、妊婦、子どもを除外することなく一律、年間２０ｍＳｖ基

準を打ち立てた。個々人の放射線感受性の問題とは別に、放射線被ばくに敏感と考えられる集

団についても何ら考慮せず一律年間２０ｍＳｖの基準を打ち立てた点においても、本件事故直

後の一審被告国による上記基準がＩＣＲＰ勧告に依拠したものとして正当化できる余地はな

い。

　　（３）　被ばくによる健康影響は、住民がその地域において長期間生活し続けることを前

提に評価されるべきこと

　　本件事故が福島県及びその周辺に全面的に放射性物質をまき散らしたことから、住民は避

難をしない限り、常時放射線に被ばくすることを強いられることとなった。

　　一審被告らは、被ばくによる健康影響について、「年間２０ｍＳｖを下回る」という基準

をあたかも被害のメルクマール（事実上の受忍限度）であるかのように主張し、原判決は一審

被告らの主張を受け入れた。しかし、そもそも住民の地域における居住は単年限りというよう

なものではなく、生涯にわたって数十年単位で続き得るものである以上、被ばくによる健康影

響も、住民がその地域において一生涯にわたって生活し続けることを前提に、少なくとも数十

年というスパンで評価されるべきである。原判決が、年間２０ｍＳｖを下回るかどうかを一つ

の大きな基準として避難の相当性に関する判断をしていることは、生活の実態にそぐわないも
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のであり、汚染の実態を直視していない。

　　（４）　年間２０ｍＳｖの被ばくを許容した場合の健康障害

　　本件事故由来の放射性物質汚染による放射線被ばくは、比較的低線量の被ばくである。こ

のような低線量の放射線被ばくによる健康影響として想定されるのは、一般的には、晩発性の

（将来の）がん（固形がん）による死亡リスクの上昇である。がんは、現在でも致死性の高い

疾患であり、そのリスクは極めて重大である。

　　ＩＣＲＰ等は、１００ｍＳｖを下回る被ばく領域における健康影響については不確実性が

否定できず実証はされていないものの、疫学研究や放射線被ばくによる細胞内でのＤＮＡ損傷

反応等についての研究の進展から、１００ｍＳｖを下回る被ばく領域においても、被ばく線量

とがんのリスクとの間には比例関係があると仮定するのが科学的に合理的であると判断し、Ｌ

ＮＴ（直線的しきい値なし）モデルを採用して、放射線防護の方策を定めている。

　　一審被告らは「年間２０ｍＳｖを下回る被ばく量であれば、これによるリスクは、野菜不

足や運動不足など、他の健康リスクと比較しても小さい」などとして、健康影響リスクが小さ

ければ被害はないかのように主張している。

　　長期間の累積被ばく線量としてみた場合、例えば、年間１ｍＳｖの被ばくを１０年間受け

たと仮定すれば、累積追加被ばく線量は１０ｍＳｖとなるが、これにＬＮＴモデルを単純にあ

てはめれば、がん死亡リスクは０．０５％上昇することになる。これは、同様の被ばくを余儀

なくされた人が１万人いたとすれば、そのうち５人が被ばくに起因するがんで死亡するという

リスクであるが、発がん性化学物質の環境基準が１０万分の１から１００万分の１で設定され

ていることと比べると、被ばく者にとっては過酷な基準である。さらに、瞬間的には年間２０

ｍＳｖを下回る線量であったとしても、長期間同じ地点に居住すれば累積被ばく線量は１００

ｍＳｖを超える可能性が高い。そして「１００ｍＳｖの被ばくにより、がん死亡のリスクが

０．５％高まる」との知見からすれば、累積被ばく線量が１００ｍＳｖを超えた住民２００人

に１人の割合で被ばくに原因するがんによって死亡する確率となるのである。この確率は無視

できる数値ではない。

　　また、一審被告らが述べる野菜不足や運動不足による健康被害のリスクは、個々人が自発

的に選択するものであり、個々人がそれを引き受けることができるのに対し、本件事故による

放射線被ばくは、放射性物質が降り注いだ地域に居住している限り個人の努力では避けられな

いリスクであり、一審原告ら個々人が選択することができない強制リスクである。強制的な被

ばくと、個々人の嗜好を並列し、強制的な被ばくのリスクを小さく見せようとするのは欺瞞的

議論である。

　６　原判決が依拠した健康調査結果は被ばくの実相を示していないこと

　　（１）　原判決の認定

　　原判決は、本件事故後に福島県において実施された種々の健康調査結果（乙Ｂ７６、７

７、２５１、２５２、３５４、４１８）に依拠し、一審原告ら住民の健康に影響を与える放射

線被ばくは本件事故によって生じなかったと認定する（原判決５００から５０２頁）。しか

し、上記県民健康管理調査（問診及び甲状腺診断）やホールボディーカウンター調査は、いず

れも放射線被ばくによる健康への影響を適切に認定できる証拠にはならない。

　　（２）　ホールボディーカウンター調査について

　　ア　ホールボディーカウンター調査の結果（乙Ｂ７７、２５１、３５４、４１８）は、以

下のとおり、生物学的半減期の問題、検出限界値の問題、ガンマ線だけしか検出できない等の

問題があり、内部被ばくがなかったことの証拠にすることはできない。

　　イ　生物学的半減期について

　　ホールボディーカウンター調査は、それが行われた時点において、すでにヨウ素１３１

（半減期８日間）などのように生体内にて物理的半減期を越えて放射能が減衰しているか、体
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外に排出されている場合には検出できない。しかしながら、被ばくした事実は身体への影響と

して残る（放射線による生体内分子の傷は残る。）し、生物学的半減期は、核種、子ども・大

人（子どもの方が早い）、及び体内でどの器官に取り込まれたかによって異なる。ヨウ素１３

１の生物学的半減期は８０から１４０日とされており、セシウム１３７は約７０から１００日

とされている。これに対し、最も早い時期のホールボディーカウンター調査の結果（乙Ｂ７

７）は、本件事故から約１年９か月後の平成２５年１２月に実施されたものであり、すでに放

射性物質による内部被ばくが生じ、かつ放射性物質自体は放射能が減衰しているか、体外に排

出されるなどしており検出できなかった可能性が高い。内部被ばくによってひとたびＤＮＡが

傷つけられ、修復に異常が生じた状態に至っていれば、仮に調査時点で放射性物質自体が体外

へ排出されていたとしても健康被害は生じ得る。つまり、本件事故から約２年経過した後の

ホールボディーカウンター調査において調査できるのは、検査対象の放射性物質が体内に調査

時点で現存しているかどうかでしかなく、内部被ばくの有無や程度は、そもそも検出できない

のである。

　　なお、物理的半減期及び生物学的半減期がいずれも長期であることで知られるストロンチ

ウム９０（カルシウムと同族であり、骨に沈着して骨髄が被ばくする。）は、ガンマ線が出な

いためにホールボディーカウンター調査における検出対象外であるから、本調査によっても検

出できない。

　　ウ　検出限界の問題

　　さらに、ホールボディーカウンター調査時点において体内に存在する放射性物質を検出す

るといっても、検出限界の問題がある。

　　福島県が公表している資料（平成２３年７月２４日開催「平成２３年度第３回福島県「県

民健康管理調査」検討委員会」）によると、ホールボディーカウンター調査の検出限界は、ヨ

ウ素１３１について３８Ｂｑ／人、セシウム１３４について３２０Ｂｑ／人、セシウム１３７

について５７０Ｂｑ／人であり、これだけの大量の検出限界値を超えるだけの放射性物質が体

内に存在しないと、そもそも検出されない調査である。しかも、もともと体が小さく、体内に

取り込む放射性物質の量が大人より少ない子どもについても同じ検出限界値が用いられている

のであり、検出は極めて困難であり、測定値として現れることはない。また、前述した生物学

的半減期を考慮すると、検出限界値が高すぎる問題はより一層深刻である。生物学的半減期を

迎え、放射線量（Ｂｑ）が低下した放射性物質の体内残留が検出できない。そのため、本件事

故によって生じ、調査時点まで体内では続いている内部被ばくをホールボディーカウンターに

よって測定することは不可能である。

　　なお、内部被ばくについては、し尿などの排泄物中の放射能を計測するバイオアッセー法

により、本件事故直後も測定が可能であった。しかし、一審被告国はこの調査を怠り、行わな

かった。

　　エ　放射線の種類の問題

　　内部被ばくにおいては、透過力が低く、飛程（飛ぶ距離）が短いアルファ線、ベータ線が

より重要な役割を果たすが、ホールボディーカウンターではそもそもこれらを検出できない。

これは、本調査を担当した独立行政法人放射線医学総合研究所（放医研）の「放射線医学総合

研究所におけるホールボディーカウンターの測定方法について」でも明らかである。

　　オ　小括

　　以上のとおり、ホールボディーカウンター調査結果をもって、原判決が認定したような、

健康障害を生じさせる放射線被ばくがなかった（放射線被ばくによる健康障害の損害は生じて

いない。）、及び今後もない（避難の相当性が失われている。）という認定は行い得ない。

　　（３）　福島県民健康管理調査について

　　ア　福島県民健康管理調査の問題点
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　　福島県民健康管理調査における基本調査は、そもそも平成２３年３月１１日から同年７月

１１日までの４か月間に限り、住民らの記憶に基づく自己申告によって外部被ばく線量を推計

するという調査であるが、以下のように、本件事故から時間が経過した後の住民らの自己申告

に基づくこと、線量推計には文部科学省のモニタリングデータが用いられていること、回収率

が低く調査としての信頼性に欠けることの各問題点がある。

　　イ　本件事故から時間経過後の住民らの記憶に基づく自己申告による推計であること

　　基本調査は、本件事故から時間が経過した後に、平成２３年３月１１日から同年７月１１

日までの行動を住民の記憶に基づく自己申告によって推計するものである。福島県民健康管理

調査に関する説明のホームページには「ご提出いただいた問診票の行動パターンの結果と線量

率マップを組み合わせて、外部被ばく線量評価が行われています。線量率マップは文部科学省

のモニタリングデータが用いられています。」との説明がなされており、この問診票には詳細

版と簡易版がある。簡易版は自宅・勤務先（通学先）のほかによく立ち寄る先（店など）を記

入し、各立ち寄り先での滞在時間を記入するほか、避難地域への立ち入りの有無を尋ねるもの

である。逆にいうと、これだけの情報で文部科学省が設置したモニタリングポストのデータを

用いて外部線量を推計するものであり、勤務先（通学先）へ徒歩で通うのか、自転車で通うの

か、自家用車で通うのかの質問すらない。本件事故は地震直後であったから、給水を受けるた

めに外へ並ぶなど、普段と異なる行動をとっていた住民らも少なくなかったはずであるが、そ

のような住民の本件事故直後の行動を適切に拾うことができる項目ではなく、あくまでも簡易

な自己申告による推計である。これに対し、詳細版は行動記録をより具体的に拾うことが可能

にはなっているものの、逆に、詳細に当時の行動を記録することは難しい。本件事故直後から

記入用に配布されていたならばともかく、本件事故後３か月経過後に始められた調査であり、

その限界がある。

　　一審被告東京電力が二度にわたり、基本調査結果を提出しているが（乙Ｂ７６、２５

２）、いずれも平成２３年３月１１日から同年７月１１日までの４か月間に関する調査であ

る。回答者数が若干ずつ増えたので、データを出し直したというものである。この点、本件事

故から時間が経過した後に、住民らの記憶に基づいて自己申告によって行動記録を調査するこ

とについて、国連特別報告者ｃｈ報告（甲Ｂ１８６）においては次のとおり指摘されている。

すなわち、「早期の情報収集は、放射線被ばくによる健康への影響を効果的に監視するため

に、非常に重要である。」「しかし基本調査は原発事故から３ヶ月後に行われ、回答者の事故

当時の活動に関する記憶だけに頼るものであった。」（甲Ｂ１８６・１２から１３頁）。

　　ウ　外部被ばく線量の推計には文部科学省のモニタリングデータが用いられているという

問題点

　　福島県民健康管理調査における外部被ばく線量の推計には、平成２３年３月１１日から同

月１５日まではＳＰＥＥＤＩのデータが、その後は文部科学省によるモニタリングデータが用

いられているとされている。しかしながら、同月１１日から同月１５日までの放射線量につい

ては、福島県によって実際に移動式、固定モニタリングの少なくとも二つの方法により実測さ

れ、データの公開もなされている。実測値があれば実測値を用いて推計するのが相当である。

実測値上、同月１２日から同月１５日頃までの初期の放射線量は、ピーク値が極めて高く（ｂ

ｋ郡ｂｋ町ｃｉにおける１５９０μＳｖ／時が最高値）、いくつかのピーク線量は少し時間を

おいて連続に発生しているが、このようなピーク線量の特徴は実測値でないとわからない。ま

た、ｂｋ町の測定実績に特に顕著であるが、モニタリング測定場所が少し離れるとピーク線量

は大きく異なるところ、かかるピーク線量の空間的変動もモデル計算では再現できない。実測

値があるにもかかわらず、放射性物質放出量に基づきＳＰＥＥＤＩによって外部被ばく線量を

算定する方法は、外部被ばく線量の過小評価をもたらす。

　　また、平成２３年３月１６日以降同年７月１１日までの期間については、文部科学省によ
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るモニタリングデータに従って算出したとされる。この時期、文部科学省の実施したモニタリ

ングの基本は、モニタリングカーによる測定である（平成２４年７月２７日文部科学省「東日

本大震災からの復旧・復興に関する文部科学省の取組についての検証結果のまとめ（第二次報

告書）」参照）。平成２３年４月８日までに積算線量計が設置されたのは福島県内１５か所の

みであり、２４時間を通じた実測値（ピーク値を含む）とのかい離が生じ、線量が過小評価さ

れている可能性がある。

　　なお、文部科学省において、可搬型モニタリングポストの運用が始まったのは平成２３年

９月以後のことである（当初２０台。平成２４年４月に増設し合計６７５台）。文部科学省設

置の可搬型モニタリングポストについては設置方法等の問題により実際の線量より低い測定値

しか測定できないという批判がなされ、その批判を文部科学省も認めたことがあった。

　　このように基本調査は、放射線量に関するデータがそもそも実測値とかい離し、過小評価

となっている上、ごく簡易な問診でしか外部線量推計が行われていない。したがって、外部被

ばく線量の推計についても、データを信頼して、健康被害が生じなかったと結論づけることは

できない。

　　エ　回収率が低い問題

　　福島県民健康管理調査の回収率は結局３割にとどかない（乙Ｂ２５２）。このような回収

率が低い問題点については、国連特別報告者ｃｈ報告（甲Ｂ１８６）にも指摘されている。同

報告では、「この低い回答率と、」基本調査開始が本件事故から３か月後と遅い時期に始めら

れ（住民らの記憶が曖昧になる。）、「３か月という時間差が生んだ回答の不明瞭な性質によ

り、原発事故の健康への影響を、正確に把握し、評価することができない可能性がある。」と

指摘されている（甲Ｂ１８６・１３頁）。

　　オ　小括

　　以上のとおり、福島県民健康管理調査の基本調査は、本件事故による事故直後の外部被ば

く線量について、原判決のように健康被害をもたらすものではなかったと結論付けられるほど

信頼性の高い資料ではない。

　７　国による施策は実際の放射能汚染度を踏まえていないこと

　　（１）　一審被告国は放射線被ばく線量の実測結果を踏まえることなく政策を決定してき

たこと

　　一審原告らが被った精神的損害について、原判決は中間指針の枠組みに依拠し、一審被告

国による本件事故後の避難指示の有無及びその指示内容に応じて避難の相当性を決した。しか

し、そもそも一審被告国が本件事故後の避難指示を決する際、実際の放射能汚染度は考慮に入

れられておらず、そのため、放射能汚染度が高くても避難指示が出されていない地域が発生し

ている。

　　（２）　本件事故による放射性物質の拡散状況は同心円状ではないこと

　　本件事故による放射性物質の拡散状況は同心円状ではなかった。放射性ヨウ素について

は、避難指示が出されていない区域にも広範な放射性プルーム（原子力発電所施設等から放出

された微細な放射性物質が、大気に乗って煙のように流れていく現象）の拡散があり、かつ、

区域及び時間帯によっては相当高濃度の放射性プルームの通過があったことが明らかになって

いる。放射性ヨウ素１３１のプルームの通過があった区域には、避難指示が出されていない地

域が多数含まれている。政府による避難指示においては、実際の放射能汚染度が高いにもかか

わらず福島第一原発からの直線距離が遠いということで避難指示等の対象にされなかった地域

が存在しており、この点が直視されなければならない。

　　（３）　初期被ばく段階において政府に実測値に基づく対策を行う体制と発想がなかった

こと

　　ア　環境測定の不足
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　　本件事故後、初期被ばくが生じる段階での環境測定は放射線被ばくによる健康被害を防ぐ

のに資する内容・量では行われていなかった。そのため、後に健康被害との関係等を推測する

ための数値が不足している。

　　イ　ＳＰＥＥＤＩによる予測データを被ばく防護に活かさなかったこと

　　ＳＰＥＥＤＩは、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムのことであり、原子力

発電所などから大量の放射性物質が放出された場合や、そのおそれがある場合に、放出源情報

（放射性物質の種類ごとの放出量の時間的変化など）や気象条件、地形データに基づいて、周

辺環境における放射性物質の大気中濃度や被ばく線量などを予測するためのシステムである。

　　本件事故後、ＳＰＥＥＤＩによる放射性物質の拡散予測データは、平成２３年３月２３

日、瞬間的にその一部が公表されたほかは、本件事故後約２か月たってからようやく公表され

るに至った。初期被ばくを回避すべく避難する住民らに対し、放射性物質の拡散予測データは

提供されなかったため、拡散予測を知らされないまま放射性物質とともにこれが流れていく風

下方向へ逃げてしまい、被ばく量を増やしてしまった住民もいる。

　　ウ　政府はアメリカ政府提供の実測値を対策に活かさなかったこと

　　ＳＰＥＥＤＩによる放射性物質の拡散予測データはあくまでシミュレーションによる予測

であるが、本件事故直後、米国政府（具体的には米国エネルギー省国家核安全保障局（ＮＮＳ

Ａ））による実測も行われており、平成２３年３月１９日の段階で、福島第一原発から３０ｋ

ｍ圏内の計測をほぼ完全に終えており（丁Ｂ６１）、このデータによれば、自主的避難等対象

区域とされている地域（ｃｂ市の相当程度の部分、ｂｌ市の東側、ｂｍ市の一部）は高濃度汚

染に達していたということが確認できる。このデータは同日頃には政府に提供されており、遅

くとも同年４月以降にはこのデータを踏まえることが可能であった。

　　一審被告国は、住民の被ばくによる健康被害を防ぐためには実際の放射能汚染に応じた対

策が必要であったにもかかわらず、上記のような実測データを含む放射能汚染に関する実際の

状況に応じて、住民の放射線防護のための対策を講じなかった。そして、緊急時被ばく状況に

あるとして、年間２０ｍＳｖ以下の線量の区域では一般公衆の居住はもちろん、子どもたちの

学校生活も可能であるとの方針を示した。本件事故後の福島県について被ばく線量限度を引き

上げることによって、一審被告国は、法令によっては本来許容され得ない線量の被ばくを住民

に強いた。

　　この一審被告国の方針によって、放射性物質による汚染を受けていながら、いわゆる自主

的避難等対象区域に設定されてしまった地域が多数生じた。同区域に設定された地域には、通

常であれば放射線管理区域として１８歳未満の子どもの立ち入りや、飲食が禁止される区域が

含まれていたにもかかわらず、そのことは政策においてまったく顧みられなかった。

　　エ　文部科学省のデータに依拠した場合にも放射線管理区域相当の汚染度の広がりが明ら

かであったこと

　　文部科学省が、平成２３年１０月１８日に公開したセシウムなどの「汚染地図」および、

平成２４年１０月１日に公開した航空機による「測定データ」によれば、福島県内のｃｊ及び

ｃｋ、さらにｃｅ地域から栃木県北、茨城県北、さらには群馬県にまで、放射線管理区域に指

定される値を超える汚染が広がっており、北は宮城県南側の地域にまで広がっていることがわ

かる。区域外のｃｅ・ｃａ市を含め、避難指示を受けずに避難を余儀なくされた一審原告らの

避難元（ｂｌ市ｃｌ、ｃｂ市、ｂｍ市、ｃａ市）が広く、放射線管理区域に指定されるのに相

当する状況にあったことが明らかとなっている。そうすると、無用な被ばくを回避するために

避難継続を余儀なくされている一審原告らについて、政府による避難指示がない（あるいは一

旦出された避難指示が解除された）ことをもって損害が発生しなくなったという評価はあまり

に不当である。

　　（４）　初期の避難指示に基づいて中間指針における賠償方針を決したこと
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　　本件事故直後の政府による避難指示は、本件事故によって拡散した放射性物質の実態に必

ずしも即したものではなかった。一審被告国は、拡散した放射性物質の状況についての実測

データが種々明らかとなったことを受け、本件事故直後の避難指示の範囲を超えて放射性物質

が拡散した地域につき追加で避難指示を行ったり、自らの判断によって避難した者についての

補償等の施策を避難指示に基づく避難者と同等のものに引き上げたりすることが可能であった

が、一審被告国は、その検討すら行わなかった。

　　（５）　小括

　　一審被告国はそもそも本件事故を予防できたにもかかわらず、規制権限を適切に行使せ

ず、本件事故の発生を招き、大量の放射性物質を拡散させた。その結果、被災前の居住地の放

射能汚染度が高くなったため、自ら多大な犠牲（経済的、精神的）をはらって避難の継続を余

儀なくされている一審原告らの被害について、一審被告国の中間指針は、本件事故直後の混乱

期を過ぎれば単なる杞憂であるとして避難の相当性を認める期間を極めて短く限っている。一

審被告東京電力にいたっては、事故後１か月（平成２３年４月２２日まで）以上の避難は正当

化されないと主張している。これらの主張はいずれも誤った主張である。

　８　一審原告らの損害として放射線被ばく被害を受けたことが前提とされるべきこと

　　（１）　短い半減期をもつ放射性核種等による初期被ばくがあったこと

　　まず、前提として、一審原告らが避難を開始する前に、それぞれ既に本件事故により被ば

くしていた点を看過してはならない。

　　本件事故によって大気中に放出されたのは、本件事故後の空間線量率あるいは土壌汚染度

の測定において、本件事故後一定期間経過後まで、測定可能であったセシウム１３４、セシウ

ム１３７に限られない。

　　群馬県ｃｎ市のＣＴＢＴ（包括的核拡散防止条約）監視測定所において、クラウドシャイ

ン（モニタリングポストの放射線量率測定器周辺の空気中に存在する放射性核種から放出され

るガンマ線。甲Ｂ１７９・７１頁）を構成する核種が１００万分の１Ｂｑ（μＢｑ／ｍ
3
）のレ

ベルで２３種類、測定されている。測定されている主要な核種（その半減期）は、〈１〉キセ

ノン１３３（半減期約５日）、キセノン１３５（半減期約９時間）、〈２〉テルル１３２（半

減期３日）、ヨウ素１３２（テルル１３２の核崩壊によって生じる核種、半減期２時間）、

〈３〉ヨウ素１３１（半減期約８日）、〈４〉セシウム１３４（半減期約２年）、セシウム１

３７（半減期約３０年）、〈５〉セシウム１３６（半減期約１３日）である（甲Ｂ１７９・７

３頁以下）。短い半減期の放射性核種が放出する放射線が福島県内を中心として、本件事故直

後にどれだけの量が発生し、どのように拡散されたのかについては、測定・把握がされていな

い。

　　一審原告らが避難を開始することがまだできない段階での、短半減期の放射性核種による

放射線被ばく（放射性ヨウ素によるものを含む。）及び水素爆発以前に適切に測定されていな

いセシウム１３７による放射線被ばく（初期被ばく）がある。この初期被ばくは、後に福島県

から県外へ避難した一審原告らにおいても、免れ得ていない被ばく被害である。

　　（２）　初期被ばく自体が被害であること

　　放射線被ばくについては、あらゆる健康被害を生じさせない絶対安全な被ばく線量限度と

いうものを設けることができない。しきい値がないというのが、しきい値なし直線仮説（放射

線被ばくと、がん疾患を念頭においた健康被害との関係については、これ以下の放射線被ばく

であれば生じることがないというしきい値がない関係であり、放射線に被ばくすればするほど

健康障害（がん疾患を念頭においている）の生じる確率が高まるという仮説。ＬＮＴモデル）

であり、種々の調査結果においてその正しさが示されている。

　　これらの調査結果によれば、少なくともがん発症リスクについては、１００ｍＳｖ未満の

被ばく線量であっても、線量が増加するに伴い直線的にその発症リスクが増加することを示す
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データが複数そろっているのであり、原判決判示のように「少なくとも１００ｍＳｖを超えな

い限り、がん発症のリスクが高まるとの確立した知見は得られて」いないという状況にはな

い。

　　放射線被ばくの線量が増加すればするだけ、少なくともがん発症リスクが高まるのである

から、一審原告らが本件事故直後の段階で初期被ばくをさせられたことにより、今後のがん発

症リスクも高まるものである。本件事故によって将来のがん発症リスクを高める被ばくをした

こと自体が一審原告らの健康被害といえる。損害算定にあたってこの点が踏まえられなければ

ならない。しかるに、中間指針においても、この初期被ばくによって将来の健康リスクが高

まった状態にすでにおかれたことは考慮されていない。

　　（３）　追加被ばくを回避すべき必要性からの避難継続であること

　　一審原告らにおいては、本件事故直後の段階で初期被ばくを強いられており、そのため、

今後のがん発症リスクが高まった。放射線被ばく線量が増加すればそれに伴い、直線的にがん

発症リスクが高まるのであるから、一審原告らにおいては自らの生命・健康を保持するべく、

追加被ばくを回避する措置として、避難を継続せざるを得ない。また、未だ放射線管理区域の

基準を満たす放射能汚染度を示している避難元に帰ることは不可能である。

　　一審原告らが避難元へ戻ることができない理由には、国の避難指示及び高い放射能汚染度

のために本件事故前にあった地域のコミュニティが壊されてしまい、避難元では日常生活を送

ることができるだけの状況が確保できないとか、事故によってそれまでの生業を奪われたと

か、その後に思い描いていた将来設計が大きく変容を余儀なくされてしまい再び福島へ戻って

も生活の糧を得ることができない等の理由もあるが、共通する理由としては何より、自身の生

命・健康を守るために追加被ばくを回避しなければならないことがある。自主的避難等対象区

域であるからといって、本件事故前の放射能汚染度よりずっと状況が悪い状態が継続している

のに、避難元へ戻ることなどできない。原判決による避難の相当性判断の期間はいずれの一審

原告らについても短過ぎる。

　９　小括

　　以上のとおり、原判決の判断は、一審原告らが本件事故によって強制的に被った放射線被

ばくについて、損害の発生という点においても、避難の相当性（損害発生と本件事故との相当

因果関係の継続）という点においても、事実に反する誤ったものといわざるを得ない。

第５　突然の強いられた避難によって一審原告らが被った損害

　１　一審原告らが本件事故前に福島で営んでいた生活は様々である。

　　先祖代々の土地（家屋、田畑）を譲り受けて守っていた者もあれば、借家住まいをしてい

た者もいる。家族の状況も、妊娠中であったり、幼い子どもがいたり、進学を控えた子どもが

いたり、高齢の親族と同居していたり、状況は様々である。仕事の状況も、自営を行っていた

者、人を雇用して事業を展開していた者、雇われて働いていた者、様々であった。

　　一審原告らは、本件事故によって突然の避難を強いられ、その時点で避難元での生活を根

本から失った。親族と断絶せざるを得なくなった者もおり、借家を解約しなければならなく

なった者もおり、仕事を失った者もいる。それだけの生活の変容を選択せざるを得なくなった

のは、本件事故によって放射性物質が一審原告らの生活場所へ降り注いできたためである。強

制避難を命じられた一審原告らも、それ以外の一審原告らも、放射性物質が降り注いできたた

めに避難を余儀なくされた点は変わらない。

　　一審原告らは生活の状況こそ様々であったが、福島を生活の本拠地にして生きていく見通

しを持っていた。避難によって、一審原告らは過去からつながっていくと信じていた未来を奪

われた。また、避難によって、避難元で営んできた生活の質は大きく引き下げられ、今日に至

るまでそれは回復していない。その背景には、親族や知人、友人と突然の断絶（物理的な距離

のみならず、心理的な親密さも含めて）を余儀なくされたこと、仕事を失ったこと、将来設計
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を突然変えられたことに対応しきれないことがある。そして、望まない初期被ばくをさせら

れ、初期被ばくによる健康障害が発現する不安を常に抱えなければならなくなった。これは将

来にわたり、世代を超えて継続する被害である。

　２　一審原告らの被った被害は人格権（憲法１３条）の侵害である。

　　一審原告らは、本件事故前、それぞれの生活基盤を避難元に置いており、表面的な金銭収

入の多寡にとらわれない、豊かな生活を送っていた。その生活は、豊かな自然の恵み、親戚と

の距離の近さ、近隣との「お裾分け」を行う間柄、あるいは長い先祖の歴史などに支えられた

ものであり、避難元の地を離れては成り立たないものであった。一審原告らは、年代も様々で

あるが、将来、引き続き避難元で居住しながら、自身らあるいはその子・孫らとともに生活す

る将来を思い描いていた。一審被告国が規制権限を適切に行使すべき義務を怠った結果、本件

事故が発生し、一審原告らは「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」（憲法１３条後

段）をまさに侵害された。これは憲法上の人格権侵害である。

　３　一審原告らは、被ばくを避ける権利も侵害されている。

　　一審原告らが本件事故によって放射線被ばくを強いられたこと及び放射線被ばくを回避す

るために避難を余儀なくされたことは、被ばくを避ける権利の侵害であり、憲法１３条に定め

る人格権の侵害である。仮に、現実には被害として発生していないとしても、生命、身体、健

康への被害が発生する現実的なおそれは、科学的、経験的に認められる。さらに、原発事故と

いう未曽有の事故に遭遇した被害者として、出続けている放射能による自己及び子どもや家族

の生命、身体の安全、健康被害に対する不安を感じることは「内心の平穏」を侵害するものと

して、一審原告らの人格権を侵害し続けている。

第６　本件の被侵害利益

　１　原判決は、一審原告らの侵害された権利利益について、「避難の相当性の認められる者

については、いずれの原告も、本件事故を原因として、住み慣れた自宅や地域に帰れない苦痛

を感じること、不便な避難生活を強いられること、先の見通しがつかない不安を感じること、

放射能に対する恐怖や不安を感じることなどにより、平穏な日常生活を喪失し、精神的苦痛を

被った点では共通しているといえる。」、「避難していない者についても、放射線被ばくに対

する恐怖と不安の中での生活を余儀なくされたことなどからすれば、避難した者と同程度の精

神的苦痛を被ったと考えられる。」、「本件における原告らが侵害された利益は上記各要素を

総合した平穏な日常生活を送る権利と解するのが相当であり、かかる権利は憲法１３条、憲法

２２条１項等に照らして、原賠法上も保護されるものというべきである。」と判示した（原判

決５２２頁）。

　　各地の同種訴訟においても、平穏生活権が侵害された権利利益であるという内容の判断が

なされているが、改めてどのような権利なのか検討する。

　２　被害の内容

　　本件の被害の実態として、「地域での生活を根底からまるごと奪われたこと」、「家族離

散による生活の破壊」「故郷を失ったこと」などがあげられる。

　　本件事故は、地域において営まれていた生活の全てを丸ごと破壊し、その結果、人々の生

活を成立させていた地域の共同性も奪った。そうした事態は、人と自然のかかわり、人と人の

つながり、そうした営みが持つ永続性や持続性という故郷の根本的な価値や機能をあらゆる場

面で全面的に破壊した。

　　本件事故の被害はまさに広範かつ全面的なものであり、取り返しのつかない全人格的で生

活全般に及ぶ深刻な被害であることが特徴である。なぜならば、地域において生活してきた住

民にとって、地域での生活は人格的生存、自己実現そのものを意味しているからである。そう

した地域における生活の全てを丸ごと奪われることは、まさに全人格的で生活全般に及ぶ被害

というほかない。
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　　このように、本件では、地域での元の生活を根底からまるごと奪われており、地域におい

て平穏な生活（家庭生活、地域生活、職業生活など）を送ることができる生活利益そのものが

侵害されているから、本件事故によって侵害された法益は、生存権、身体的・精神的人格権

（身体権に接続した平穏生活権を含む。）及び財産権を包摂した「包括的生活利益としての平

穏生活権」といえる。

　３　侵害された権利利益の重大性

　　ｃｏ原発差止訴訟第一審判決（福井地判平成２６年５月２１日判時２２２８号７２頁）や

ｃｐ空港訴訟控訴審判決（大阪高判昭和５０年１１月２７日）が判示するとおり、生命を守り

生活を維持する利益は人格権の中でも根幹部分をなす根源的な権利ということができ、すべて

の法分野において、最高の価値を持つのであり、絶対的に保護されるべきである。

　　人の生活は地域コミュニティの中において存在する。このようなコミュニティの生活諸条

件に支えられて人間は生存（生物的、社会的生存）している。この生存が脅かされたとき、健

康やさらには生命が危機にさらされる。今回の事故は人々から生活の基盤であるコミュニティ

の支えを奪い、そしてそのことが生存の条件を脅かし、ひいては生命や健康被害につながって

いく。このように、本件では、生命に直結する生活全般が侵害されたといえ、まさに生命を守

り生活を維持する利益が侵害されたといえる。

　　本件で侵害された生命を守り生活を維持する利益、すなわち「包括的生活利益としての平

穏生活権」は、憲法１３条、２５条により保障される権利利益の中でも根源的な権利であり、

すべての法分野において最高の価値を持つのであり、絶対的に保護されるべきでものである。

　　このように日本の法体系において、最高の価値を持つ権利利益が本件では侵害されている

のである。

第７　中間指針に依拠した原判決損害認定の根本的な誤り

　　原判決が中間指針に依拠した損害認定をしたことは誤りである。

　１　中間指針（乙Ｂ１の１）が放射線被害を無視していること

　　（１）　政府の避難指示に起因する損害への補償を基本に据えていること

　　中間指針の基本的な考え方として、本件事故への対処としての政府の避難指示に起因する

損害を補償するという発想がある。具体的には、本件事故に起因して実際に生じた被害の全て

が原子力損害として賠償の対象となるものではないが、本件事故から国民の生命や健康を保護

するために合理的理由に基づいて出された政府の指示等に伴う損害、市場の合理的な回避行動

が介在することで生じた損害、さらにこれらの損害が生じたことで第三者に必然的に生じた間

接的な損害を対象とすることが明言されている。

　　上記の考え方については、政府が市民の行動の自由を制約したことに対する国家補償の要

素を見て取ることができる（甲Ｂ５８・１０４頁）との批判がある上、国民全体又は住民全体

の負担において本件事故の被害者に生じた犠牲に対して補償をするという観点は、慰謝料の積

極的活用に対する制約要因として作用する可能性もあるとの指摘がされている（甲Ｂ５９・４

１頁）。

　　さらに、より本質的な批判として、政府の指示の有無が危険の切迫性にとって絶対のもの

とはいえない（甲Ｂ５８・１０４頁）点がある。本件事故によって放出された放射性物質は、

避難指示区域内に留まった訳でも、福島第一原発から同心円状に広がった訳でもなく、その

時々の風の状況により拡散方向や拡散する地域を変えているし、その時々の雨雪の状況によ

り、放射性降下物として地上に降り注いで森林の樹木や土壌等に沈着したか否かの状況も異な

る。放射性プルームが通過している最中に、当該区域に雨雪があれば、放射性降下物として沈

着する放射性物質の量が多くなるため、本件事故によって放出・拡散された放射性物質は、政

府による避難指示区域外であれば低いという関係にはない。中間指針は、科学的に考えれば当

然の、放射性物質の拡散状況・放射性物質による汚染状況に応じて補償を行うという考え方を
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とらず、政府による避難指示の有無及び内容（帰還困難区域等、避難指示の対象となった地域

内での区域分け）に応じて補償額の多寡を決している。

　　一審原告らは、政府が市民の行動の自由を制約したことに対する国家補償を行うことに反

対するものではないが、本件が原子力発電所の事故であり、事故によって大気中に大量の放射

性物質が拡散され、その放射性物質による健康被害等を避けるために避難を余儀なくされ、か

つ現在まで避難元に戻れない状況が続き、しかも現在まで健康被害に不安を抱えながらの生活

を余儀なくされているという性質の事案であるにもかかわらず、放射性物質の拡散状況や汚染

状況に即した補償が検討されず、政府による避難指示のみを基礎として補償が決せられている

点は不当であるといわざるを得ない。

　　（２）　政府の避難指示によらない損害の発生について、避難の必要性・相当性への疑い

を基本に据えていること

　　中間指針の基本的な考え方につき、制定時の原賠審委員の一人は、自主的避難の費用につ

いては、〈１〉政府がＩＣＲＰの勧告による防護基準によって避難指示を出した区域の外側の

居住者であるという点で「危険が切迫」していたといえるのか、〈２〉政府の避難指示に基づ

かないという点で「避難の決定・判断に合理性が担保」されているのかを問題とする（丁Ｂ６

０・２５頁）。

　　しかるに、この考え方に対しては、前述の政府の指示の有無は危険の切迫性にとって絶対

のものとはいえないといった批判（甲Ｂ５８・１０４頁）が妥当する。自己の権利や法益に対

する危険が現実化する場面における事前の回避措置費用を責任主体に帰責するという中間指針

の考え方を前提にしても、権利保全費用の賠償可能性の判断において決定的に重要なことは、

自主的避難等の費用が自己の権利や法益に対する危険の現実化を回避するための予防措置とし

て合理的なものであったか否かであり、その判断にあたって政府指示の有無を過大評価すべき

ではない（甲Ｂ５９・４２頁）。

　　原発事故による自己の権利や法益に対する危険は、放射能によってもたらされる放射線被

ばく被害が第一に挙げられるものであるから、放射能汚染度や放射線被ばくに感受性の高い子

どもかどうか等、放射線被ばくによる被害の危険に応じて判断されなければならない。

　　（３）　中間指針は放射能汚染と避難指示の不一致を片面的にしか考察していないこと

　　中間指針においては、放射能によって汚染された地域と国による避難指示が出された地域

が一致しないことを考慮に入れている。国による避難指示は放射線被ばくによる被害を網羅的

にとらえることができないという問題意識自体は必要なものであるが、中間指針の問題は、か

かる不一致を片面的にしか考察していないことである。すなわち、政府の避難指示と放射線量

の不一致の問題については、政府の避難指示の対象地域ではあっても、本件事故当時の風向き

等の事情により放射線量が実際には少なかったことが後から判明し、結果的には避難する必要

がなかった地域があるとした場合しか検討されていない（丁Ｂ６０・２４頁下から６行目以

降）。中間指針は、政府の指示によらない避難について、危険が切迫していたといえるのか、

政府の避難指示に基づかないという点で避難の決定や判断に合理性が担保されていたといえる

のかを厳しく問う一方で、政府の避難指示が出されていないにもかかわらず放射能汚染度が高

いことが判明した地域について、どのように損害を判定すべきかという検討を欠いている。

　　この点において、中間指針は放射線被ばく被害を無視しており、政府の避難指示による自

由の制約についてのみ検討しているとの批判を免れない。

　　（４）　年間２０ｍＳｖの放射線被ばくは健康被害をもたらさないという建前は成り立た

ないこと

　　中間指針が、仮に放射線被ばくによる健康被害を検討して策定されているとすれば、政府

が本件事故後に定めた被ばく線量限度年間２０ｍＳｖまでの放射線被ばくであれば健康被害を

もたらさないから、避難の必要性を認めないということを考えの基礎においているということ
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になる。しかし、年間２０ｍＳｖに達しない放射線被ばくが健康被害をもたらさないとの考え

方がＩＣＲＰ勧告によっても基礎付けられていないことは前述のとおりである。

　　にもかかわらず、中間指針は、政府による避難指示は出されていないが放射能汚染度が健

康被害上無視できないと考えられる場合について、避難の正当性を無条件に認めていない。

　　この点、中間指針においても、年間２０ｍＳｖより低い線量の被ばくを懸念して回避する

行動を不合理と断じることができるのかが問題とされているところであり（丁Ｂ６０・９頁上

から１１行目以降）、ＩＣＲＰの勧告に従ったとしても、政府による低線量ワーキンググルー

プ報告書（乙Ａ３）によったとしても、年間２０ｍＳｖ未満の被ばくであれば健康被害が生じ

ないとはいえない。ところが、中間指針では、いわゆる自主的避難等対象区域からの避難につ

いても、避難指示が出された区域と同等の放射能汚染度があれば避難指示が出された区域と同

様の補償を行うという基準になっておらず、避難指示がない避難については避難指示が出され

た区域とは賠償水準を大きく変えており、中間指針が政府による避難指示に基づく避難（自由

等の制限）に対する国家補償の役割ということを基礎に置いていることの限界が表れている。

　２　中間指針に対しては、本件事故のようなかつて類をみない被害（被害を及ぼす地域の広

さ、被害の多様性・深刻性）の評価にあたって、既に一定程度類型化され保険制度が機能して

いる交通事故損害賠償方式の個別損害積み上げ方式をなぜ採用したのか、慰謝料算定に際しな

ぜ一審被告東京電力の帰責性が考慮されないのか等、種々の批判がなされており、もっともな

批判である。

　　また、中間指針は、根本において、本件事故による放射性物質による被ばく被害を踏まえ

た損害算定を全く行っておらず、この点が決定的な問題点である。

　３　原判決は、一審原告らの被害の全容を直視せず、避難元地域毎に避難の相当性を一審被

告国の方針に従って設定し、主として中間指針に挙げられた項目ごとの損害について立証の有

無を判断し、避難の相当性が認められる期間内についての損害を認容するという判断を行っ

た。しかしながら、このような原判決の判断は一審原告らの被害を切り捨て、矮小化するもの

であって不当である。

　４　令和４年１２月、原陪審は中間指針第五次追補を決定、公表し、「過酷避難状況による

精神的損害、生活基盤の喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在した

ことによる健康不安に基礎を置く精神的損害、自主的避難等に係る損害等」について、「指針

に加えて損害の範囲を示す」として、従前、原陪審で考慮されてこなかった損害項目を加える

などの追加・増額を示した。そして、一審被告東京電力はこれを受け、追加賠償の方針を示し

た。第五次追補においてもいわゆる自主的避難等対象区域及び区域外の住民については極めて

低額に据え置かれているものの、その中で認められ、同一審被告も認めている生活基盤変容や

健康不安に関する慰謝料などは本件の賠償額の算定に当たっても十分考慮されるべきである。

第８　一審被告東京電力に慰謝料増額事由にあたる強い非難に値する過失が認められること

　１　原判決の判示

　　原判決は、本件事故の重大性からすれば、一審被告東京電力の対応は遅く、不十分なもの

といえるものの、何らの対策も講じていなかった訳ではなく、利益を優先させるために対策を

遅らせたという事情も認められないとして、故意またはこれに匹敵する重大な過失があったと

はいえず、同一審被告の過失を慰謝料増額事由として考慮すべきであるとはいえないとした

（原判決５２８頁）。

　２　一審被告東京電力には強い非難に値する過失が認められること

　　しかしながら、２００２年（平成１４年）長期評価を受けて津波対策を講じる義務が生じ

ていたのにもかかわらずこれを怠った一審被告東京電力の対応には強い非難に値する過失が認

められるし、平成２０年に長期評価に基づくＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波を予見したにもかか

わらず防護措置を講じなかった点においても、強い非難に値する過失が認められる。
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　３　他社の対応に照らし、一審被告東京電力も津波対策を十分に行い得たこと

　　他社（日本原電株式会社のａｎ原子力発電所）建屋の水密化の防護措置を取ったこと等を

踏まえると、一審被告東京電力においても同様の対応を講じることは十分可能であった。にも

かかわらず、平成１４年の長期評価の後、本件事故に至るまでの約９年にわたり、同一審被告

の事情（財政的な理由等）により、長期評価の津波地震の想定を前提とした津波対策は全く講

じず、同一審被告の強い非難に値する過失の存在は明らかである。

　４　小括

　　以上のとおり、一審被告東京電力には強い非難に値する過失が認められ、これは慰謝料の

増額事由として考慮すべきものであり、これを認められないとした原判決は誤りである。

第９　結語

　　本件事故は、一審原告らが当たり前に過ごしてきた日常生活を根底から覆したものであ

り、一審原告らは、その意思とは全く関係なく、それぞれの人生を一審被告らの責任によって

変容させられた。一審原告らが奪われた生活や人生、放射線被ばくの事実とそのもたらす健康

被害は甚大なものである。責任を認めるべき者が責任の所在を正面から認めることが、一審原

告らの精神的苦痛を慰謝する最低限の条件であるが、本件ではそれが行われていない上、原判

決の認定した精神的苦痛の慰謝料も被害の実態からはかけ離れている。裁判所は、司法の役割

を果たし、本件事故による被害に正面から向き合った判決をすべきである。

第８章　一審原告らの個別の損害に関する一審原告らの当審における主張

第１　一審原告６の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告６の世帯が住んでいたｂｌ市ｃｌ地区は、本件事故後に２０μＳｖ／時以上にな

り、本件事故から３か月経過した平成２３年６月中旬でも３．５μＳｖ／時を超え、文部科学

省が同年３月１２日から平成２４年３月１１日までの積算線量が１０ｍＳｖ以上と予測される

と公表した地域であった。

　　このように、一審原告６の世帯の居住地域はｂｌ市内でも放射線量が高い地域であり、少

なくとも除染が完了しなければ被ばくのおそれが解消したとはいえない。同地域は平成２８年

６月末時点には除染は完了していないから、少なくともこの期間までは避難継続の合理性が認

められるべきである。

　２　慰謝料以外の損害について

　　（１）　一審原告６－１の就労不能による損害

　　一審原告６－１は、避難前、福島薬剤師会から派遣されて、ｂｌ市ｈｏ診療所で夜間アル

バイトをしていた。同診療所は本件事故後も継続して業務を行っており、薬剤師の派遣も行わ

れていた。同６－１はこのアルバイトを平成２２年４月から毎月継続して行っていたものであ

り、本件事故による避難がなければ中止する理由はなく、平成２３年４月以降も継続して毎月

１回の夜間アルバイトを行っていたはずである。以上から、同年３月分の給与減額分及び同年

８月分の賞与減額分に加え、夜間アルバイトの減給分についても、就労不能損害として評価す

べきである。

　　（２）　生活費増加費用

　　一審原告６－３は本件事故当時生後８か月であり、同６－２は平成２５年４月に妊娠した

ため、通常以上に生活費を要した。生活費増加分である５４万円（同６－３につき月２万円の

２１か月分、同６－２につき月２万円の６か月分）は、一般的に子どもや妊婦は放射線に対す

る感受性が高く、避難生活において通常以上に被ばく予防の対策を要すること、住み慣れない

避難先で家族らの協力なく出産準備や子育てをするには様々な費用がかさむことによる。した

がって、これら生活費増加費用を損害として認めるべきである。

　３　慰謝料について
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　　一審原告６の世帯が居住していた地域は放射線量が高かったものの、本件事故直後には放

射線量の情報が得られず、後に被ばくしたとの不安を強く抱くようになり、今後も不安を感じ

ながら生きていかなければならなくなった。また、同６－１と同６－２は、幼い同６－３を連

れてｂｌ市からｃｑ市まで転々とし、避難自体が大きな負担であったし、地縁血縁のない避難

先での子育てや出産、同６－１の就職など、避難生活の苦労は相当なものであった。さらに、

避難によって福島県の親や親族、友人らと会う機会が減り、避難や放射線に対する考え方の違

いから人間関係が悪化した。ｃｑでの人間関係は、本件事故で失われた親や親戚、友人、会社

の同僚らとの人間関係を穴埋めするものにはなり得ない。

　　一審原告６－２はｂｋ郡ｂｄ町出身であり、結婚後も二、三か月に一度は同６－３を連れ

てｂｄ町に戻っていたが、本件事故によりふるさとを失い、帰ることができなくなり、その喪

失感は筆舌に尽くしがたい。同６の世帯の慰謝料については、これらの精神的苦痛を十分に考

慮する必要がある。

第２　一審原告７の世帯

　１　本件事故発生前から現在までの生活状況

　　（１）　一審原告７－１の自宅は、福島第一原発から●●●へ約●●●ｋｍ、ｂｍ市の中

心から約●●●ｋｍ●●●に位置し、妻（同７－２）、長女（同７－３）、二女（同７－４）

とともに平穏に暮らしていた。同７－１の先祖は代々農家で、２．５ｈａの農地、３ｈａの山

林を所有し、６００坪の宅地に６５坪の平家の母屋と物置、土蔵の備えがあった。また、地域

の行事等にも深くかかわり、地域での役職も務めるなど、当該地域での生活、つながりを大切

にしていた。

　　一審原告７－１は、消費者に安全な農産物を供給したい思いで「●●●」を立ち上げ、い

わゆる●●●の研究と実践を始めた。

　　（２）　一審原告７の世帯は、本件事故後、福島第一原発が危険な状況にあるとの情報を

得て、平成２３年３月１２日に避難を開始し、愛知県への避難を決め、その後、知人が借りた

アパートに滞在するなどし、同年７月からは、愛知県が提供した避難者向けの県営住宅に入居

し、平成２５年には中古マンションを購入した。

　　（３）　現在、一審原告７－１は、同７－２（妻）、同７－４（二女）と３人で、上記

（２）のマンションに住んでいる。

　　一審原告７－３（長女）は●●●していた●●●大学を退学し、ｃｑの会社で働き始め

た。同７－４（二女）は、避難後に●●●に転校して寮生活を送り、卒業と同時に平成２６年

４月から公務員として働き始めた。長男は、本件事故のため福島での就職活動ができなくな

り、現在は静岡県ｃｒ市の会社で働いている。

　　一審原告７－１は、現在●●●で勤務する傍ら、同７－２とともに、年間８回から１０回

程度ｂｍ市に通い、農地と自宅建物の維持管理をしているが、自宅建物は地震によりひどく壊

れており、再度住めるようなものではなく、取壊し費用もない。農地については適切な除染が

進んでいないため、以前のように●●●はできない。

　　一審原告７－１は、以前の●●●、●●●、●●●という安定した仕事が完全に失われ、

収入は避難前に比べ激減した。同７の世帯の被害はまさに、包括的生活利益としての平穏生活

権の侵害と評するにふさわしいものである。

　　（４）　一審原告７－３、同７－４に生じた被害

　　ア　一審原告７－３は、●●●から●●●大学の３年次への●●●が認められて、平成２

３年４月には同大学での３年生の授業が始まるという段階で本件事故が発生し、その後しばら

く休学していたが、●●●大学へ行くか、同大学を諦めるかという選択を迫られる中で退学

し、その後、就職した。同７－３は本件事故によって勉学の機会を奪われ、教育を受ける自

由、自己実現の機会を奪われたものであり、その権利侵害は重大である。
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　　イ　本件事故当時、一審原告７－４は●●●の２年生であり、成績が非常に優秀であった

が、避難したことで●●●に通学できなくなった。転校することが困難な中、同７－４は●●

●に転入できたものの、両校のカリキュラムが異なっていたため、●●●することは叶わず、

卒業後は就職した。同７－４もまた、本件事故によって勉学の機会、自己実現の道を奪われ、

人生設計自体を狂わされるという被害を被った。

　　ウ　なお、本件事故発生の直後、一審原告７の世帯は、屋外で様々な行動をしており、家

族全員が相当量の被ばくをしたことは明らかである。同７－３及び同７－４はいずれも甲状腺

にのう胞が発見され、経過観察になっている。

　　（５）　避難継続の必要性

　　平成３０年６月に一審原告７－１が所有する水田の土壌の汚染状況を調べたところ、１ｋ

ｇ当たり１４０００Ｂｑという放射線管理区域以上の数値が測定されたが、全く除染されずに

放置されている。放射能汚染された水田では●●●を作って売ることはもはや不可能である。

同７－１は、帰りたくても帰れないというのが実情で、地域において平穏な生活を送ることが

できる生活利益そのものの侵害を被っている。

　　（６）　生活と未来とコミュニティの破壊

　　避難の道を選んだ一審原告７の世帯と、福島に残った人たちとの間には大きな溝ができて

しまった。このようなコミュニティ、人間関係もまた、地域において平穏な生活を送る利益の

内実をなすものであり、それを破壊してしまったことについて、一審被告らは責任を取るべき

である。

　　（７）　人格的生存権の侵害

　　一審原告７の世帯はそれぞれの人格的生存に不可欠な権利（憲法１３条）を侵害されたも

のであり、その侵害の程度は重大である。

　２　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審被告東京電力は、そもそも、自主的避難等対象区域においては、本件事故発

生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が生じていたか疑問があるし、仮に認めら

れるとしても、遅くとも平成２３年４月２２日頃には平穏な日常生活を送れるようになってい

たから、その期間は長くとも同日頃までと考えられると主張するが、同一審被告の独自の見解

であり、全く信用性、合理性を欠くものである。

　　（２）　個別の財産損害

　　ア　交通費

　　一審被告東京電力は、一審原告７－４が●●●に転校し、入寮したことに伴う交通費（高

速代３８４０円及びガソリン代３０００円）は認められないと主張する。しかし、平成２３年

４月２２日をもって避難の相当性（本件事故と損害発生との因果関係）を否定する一審被告東

京電力の主張は暴論であって、到底認められない。

　　また、一審被告東京電力は、●●●のあるｂｍ市の空間放射線量は健康に影響を与える水

準にはなく、●●●は同年５月８日に入学式が行われたことから、本件事故によって転校を余

儀なくされたとは評価できないとも主張するが、空間放射線量は健康に影響を与える水準にな

いとの主張は事実に反する。そして、●●●の開校の有無は放射線被ばくを避ける必要とは必

ずしも関係がない。

　　イ　引越し費用

　　一審被告東京電力は、引越し代の領収証の日付が平成２５年４月１３日となっているか

ら、平成２３年４月１１日の引越し費用の証拠とすることは論理矛盾であると主張する。しか

しながら、一審原告７－１の世帯について引越しの事実は認められるところ、引越しに相応の

費用を要することは経験則上明らかであり、その上で、引越しに要した費用額の認定にあた

り、他の同種資料から類推、推認することは十分可能であって、何ら論理矛盾ではない。
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　　ウ　一時立入り・帰省費用

　　この点に関する一審被告東京電力の主張は独自の見解であり、全く信用性、合理性を欠く

ものである。

　　エ　家財道具購入費

　　一審被告東京電力は、ｂｍ市の自宅において使用していたものを搬出し、使用することも

可能だったのだから、新たに購入する必要性も合理性もないと主張する。しかしながら、放射

能汚染の可能性のある家具・家財をそのまま愛知県の住居において使用することは、放射線被

ばくを避ける見地から、到底不可能であった。

　　オ　家賃増加分

　　一審被告東京電力は、平成２３年４月２２日以降は避難継続の相当性が認められず、領収

証もないと主張する。しかし、一審原告７の世帯は現に平成２３年３月から同年７月までは賃

貸物件に居住している事実が認められるから、経験則に照らし十分に家賃増加分を認定するこ

とが可能である。家賃の金額についてことさら領収証の欠如が問題とされるべきではない。

　　カ　就労不能損害

　　一審被告東京電力は、一審原告７－１について農業収入の証拠資料がないと論難する。し

かし、同７－１は本件事故後、従前営んできた農地を本件事故により汚染され、農業ができて

いないから、確定申告を行う必要がない。同７－１が愛知県に避難し続けている事実から、同

７－１には本件事故後の農業収入がないことを認定するのは当然である。

　　この点、一審被告東京電力は、一審原告７－１について●●●が不可能であったとはいえ

ない、ｂｍ市で農業を継続しなかったのは同７－１の自己判断なので、相当因果関係がないと

主張する。しかし、安心、安全な食べ物の提供を使命として、●●●同７－１において、本件

事故による放射性物質の沈着した土壌で農業などできるはずがない。現に、土壌からは高濃度

の放射性物質が検出されており、同７－１の顧客が放射能汚染された土壌で栽培された米や作

物を選ぶことは考えられないし、そのような米や作物を提供することは同７－１の矜恃が許さ

ない。一審被告東京電力は、一審原告７－１の損害を直視していない。

　　また、一審被告東京電力は、一審原告７－１の損害額算定にあたり、収入額ではなく経費

控除後の所得で見るべきとも主張する。しかるに、農家としての種々の経費（例えば、耕作で

きなくても、除草等、農地の手入れをせずに放置することはできない。）は、営農できない期

間でも発生している。したがって、本件において農業ができないことに伴う損害は「収入額」

で算定すべきである。

　　キ　被ばく検査費用

　　一審被告東京電力は、原判決が平成２７年９月２７日の検査費用を損害として認めたこと

につき、平成２３年４月２２日以降のものは損害に含めるべきではないと主張するが、同一審

被告独自の見解というべきである。

第３　一審原告８－２から同８－７まで

　１　福島での生活

　　一審原告８－２は、ｃｑ市で生まれ育ち、結婚を機に岐阜県、千葉県と転居したが、夫婦

で福島を訪れた際、自然豊かな福島で生活したいという気持ちが高まり、平成２０年３月、家

族で福島に移住し、地域に密着した生活を営んできた。しかし、本件事故により、同８－２の

世帯が大切にしてきた時間も場所も人のつながりも全てが奪われた。

　２　過酷な避難生活

　　一審原告８－２は、本件事故により、子らの健康への影響を不安に感じ、避難するしかな

いと決断した。同８－２の夫であった同８－１は、仕事の関係で福島に残り、同８－２は、子

どもたちを連れて、平成２３年３月２２日にｃｑ市に避難した。当時、同８－２は同８－７を

妊娠しており、出産する場所や子らの学校をどうするのか等を何一つ決めずに避難せざるを得
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なかったため、避難後は毎日が決断の連続となり焦燥感に追われた。同月下旬には子どもたち

が次々と体調を崩し、常に病院に通わざるを得なくなり、同年４月下旬には、同８－５が川崎

病と診断されて入院した。避難後、同８－１は多忙で休みがとれず、家族と会えない日が続

き、同８－２と喧嘩になることが増えた。

　　一審原告８－１はその後勤務先を退職したが、同８－２は、避難したことや同８－１が退

職したことで思い悩む中、放射能の人体への影響について他人に理解してもらえないことも辛

さに拍車をかけた。同８－１の退職に反対していた同８－２の父親との関係も悪化した。同８

－２は精神的に病んでしまい、家事も全くできなくなった。同８－２が落ち着いて自分たちの

状況を把握できるようになるまでには、避難直後から３年以上を要した。

　３　身体・生命に対する危険にさらされたこと

　　本件事故前における一般公衆の放射線被ばくの限度は１ｍＳｖ／年であったが、本件事故

直後の平成２３年４月１９日、通達により、子どもたちの放射線被ばく限度は２０ｍＳｖ／年

に引き上げられ、しかも、この数値は内部被ばくを換算したものではない。本件事故により一

審原告８－２から同８－７までの世帯が被った健康被害を現時点で明確に立証することはでき

ないが、現代医学では解明できないという限界を考えると、一審原告らに本件事故による健康

被害はないと断言することはできない。したがって、避難の相当な期間について制限をするこ

とは許されない。

　　また、本件事故後、一審原告８－２の家族はそれぞれ何らかの病気を患っており、同８－

２は平成２８年に乳がんを発症し、右乳房の全摘出手術を受け、抗がん剤治療を３か月行った

が、令和２年４月に乳がんを再発し、今も治療中である。

　４　一審原告８－７の損害

　　一審原告８－２が同８－７を妊娠していることがわかったのは、平成２３年３月９日であ

り、一般論として胎児への被ばくが最も甚大であると理解されており、同８－７にも損害が生

じていることは明らかである。

　５　本件事故後に生じた人の分断

　　避難した者は、避難したことに自責の念を感じることが多く、避難しなかった者との間で

分断が生じた。これは、一審原告８－２の夫婦においても同様であり、避難に関する意見の相

違から、同８－２は同８－１と離婚した。

　６　権利侵害について

　　一審原告８－２から同８－７まではそれぞれの人格的生存に不可欠な権利（憲法１３条）

を侵害されたものであり、その侵害の程度は重大である。

第４　一審原告９の世帯

　１　本件事故そのものによる一審原告９の世帯の心理的被害

　　（１）　本件事故直後から続く心理的被害

　　本件事故直後、一審原告９の世帯は、原発に対する原初的な恐怖感や不安感を抱いた。こ

のような恐怖感や不安感は否定し得ないものである。

　　（２）　今後も解消されない不安の存在

　　一審原告９－２は、すぐにでも避難をしたいという気持ちを抱きつつも、妊娠中であった

ため簡単に動けず不安な日々を過ごし、ようやく避難したものの、平成２５年１月２５日に受

けた検査の結果、同９－１の甲状腺には数個の小のう胞があることが判明し、同９－２及び同

９－３も血液検査の結果、白血球の数が多いことが判明した。健康に対する不安感と恐怖感は

解消できず、これは本件事故により引き起こされた不利益に他ならない。

　２　本件事故による人間関係の遮断（ふるさとの喪失）という損害

　　（１）　避難前の住所地の風土が、一審原告９の世帯の人格（アイデンティティ）をはぐ

くんだこと
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　　ア　一審原告９－２は、高校を卒業し就職によって離れるまで、避難前の住所地に近いｂ

ｍ市内で過ごしていたが、そこでは、血縁や契約関係といった個人主義的な関係ではなく、

「その土地に生きているもの」という共通の感覚によって規定された関係が重要であった。

　　イ　一審原告９－２は、平成１８年頃、避難前の住所にて整体の事業を開業したが、生活

原資を稼ぐための金銭調達手段という以上に、その事業自体が、人間関係形成の結節点であっ

た。

　　ウ　一審原告９の世帯は、心地よく自分らしく生きることができる環境、社会にいたが、

本件事故によって避難前の住所地を追われ、人間関係が分断されてしまった。

　　（２）　本件事故による人間関係の遮断（ふるさとの喪失）

　　一審原告９の世帯は、本件事故により人間関係が分断されただけでなく、自分らしく生き

ることができると感じる環境、社会が分断されてしまったのであり、慰謝料の算定においては

このことを直視すべきである。

　　（３）　本件事故によるふるさとの喪失という損害

　　上記のように、本件事故による避難により、一審原告９の世帯は、心地よいと感じ、自分

らしく生きることができると感じる環境ではない環境での生活を余儀なくされており、特に同

９－２は、避難後１年ほどの間、最悪な精神状態での生活を余儀なくされた。

　３　権利侵害

　　一審原告９の世帯はそれぞれの人格的生存に不可欠な権利（憲法１３条）を侵害されたも

のであり、その侵害の程度は重大である。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審原告９－１の廃業

　　一審原告９－１が整体院を閉鎖（廃業）することを余儀なくされたのは、本件事故による

放射線被害からの避難を余儀なくされたからである。一審被告東京電力は、「一審原告９－１

が、本件地震に伴う津波により客の家が壊れたり、そもそも出張に行くためのガソリンもな

かったためであることを自認している（甲Ｃ９の１、一審原告９－１本人（原審））」と主張

するが、誤っている。本件地震やこれに伴う津波に起因する被害は、本件事故に起因して今も

生じ続けている放射線被害を除けば、本件地震あるいは津波のまさにそのときに一回的に発生

したものである。これに対し、本件事故に起因する放射線被害は、今に至るも継続的に発生し

続けている。そのため、その被害を避けるためには、一時的ではなく継続的に被害地を離れる

ことが必要となる。同９－１は、それゆえ整体院を閉鎖（廃業）し、避難することとした。つ

まり、同９－１が、整体院を一時的に休業するのではなく閉鎖（廃業）することを余儀なくさ

れたのは、本件事故による放射線被害からの避難を余儀なくされたからである。

　　（２）　個別の費目に対する反論

　　ア　交通費

　　一審原告９－１は、現在に至るも継続的に発生し続けている本件事故による放射線被害か

らの避難を余儀なくされ、そのために交通費の支出を余儀なくされたのであり、これと本件事

故との間には因果関係がある。

　　イ　引越し費用

　　一審被告東京電力は、仮に一審原告らに避難の相当性が認められるとしても、長くとも平

成２３年４月２２日頃までと考えられるから、引越し費用について本件事故との相当因果関係

は認められないとするが、本件事故と因果関係を有する損害の範囲を上記の時期で区切る根拠

がない。また、避難すなわち生活の本拠の移転のためには、当然、車両の陸送や住居の退去補

修が必要になる。

　　したがって、本件事故と避難との間に因果関係がある以上、本件事故と避難のために必要

なこれらの費用支出行為との間にも因果関係がある。これらの行為が具体的に行われた時期は
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関係がない。

　　ウ　退去補修費用

　　一審原告９－１は、現在に至るまで継続的に発生し続けている本件事故による放射線被害

からの避難を余儀なくされ、整体院を閉鎖（廃業）することを余儀なくされた。それゆえに退

去補修工事費用の支払が必要となったのであるから、これと本件事故との間には因果関係があ

る。

第５　一審原告１１の世帯及び同２９

　　一概に旧居住制限区域といってもその範囲はいびつな形状で広範囲に及び、同じ旧居住制

限区域に分類される場所であっても、福島第一原発からの距離は大きく異なっており、同原発

からの距離によって、放射能に対する恐怖や不安を感じる度合いや、住み慣れた住居及び地域

が帰還不能となり、本件事故前の地域の人々とのつながりを失う度合いは異なる。旧居住制限

区域内からの避難者について、別途、同原発からの距離を考慮要素とすることは正当である。

　　そして、本件事故当時、一審原告１１の世帯及び同２９が居住していた自宅は、福島第一

原発から距離８．１７ｋｍという旧居住制限区域の中でも福島第一原発に非常に近接していた

場所にあったのであるから、これを慰謝料の増額要素とすることは合理的である。同１１の世

帯及び同２９の個別事情に鑑みれば、原判決が認定した慰謝料額は低廉すぎる。

第６　一審原告１２の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　本件事故当時、一審原告１２の世帯が居住していたｃｂ郡ｂｔ町の環境放射能は、平成２

４年４月には０．２１から１．０７μＳｖ／時、平成２５年４月には０．１２から１．０３μ

Ｓｖ／時、平成２６年４月には０．１１から０．９４μＳｖ／時であったから、当時小学校低

学年の同１２－２がいた同１２の世帯が避難を中止することは困難である。

　　また、少なくとも、一審原告１２－１については、平成２４年３月までは避難の必要性を

認めるべきであるし、成人である同１２－１と１８歳未満であった同１２－２の避難継続の時

期を区別するのも相当ではない。

　２　慰謝料以外の損害について

　　（１）　家財道具購入費

　　家財道具が消耗品に該当するかどうかを具体的に精査すべきである。

　　（２）　水道光熱費

　　一審原告１２の世帯に認められるべき避難継続の期間に応じた水道光熱費を損害と認める

べきである。

　３　慰謝料について

　　（１）　一審原告１２の世帯は、本件事故による避難生活によって、これまで負担する必

要がなかった家賃等の負担を強いられただけでなく、当時小学校低学年の女児であった同１２

－２の健康被害等、今後も強い不安を感じて生きることを余儀なくされた。また、本件事故

後、同１２－１には、甲状腺のう胞が確認されている。

　　（２）　一審原告１２の世帯は、本件事故前同居していた同１２－１の父と会うことがで

きなくなり、また、避難当初、中傷を受けるなどした。慰謝料の算定にあたっては、このよう

な同１２の世帯の精神的苦痛を十分に評価すべきである。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審原告１２－１が避難を余儀なくされた理由は、本件事故当時、まだ幼い女児

を抱えており、我が子の健康や将来を考え、避難を決意したこと、その一方で、高齢の父が故

郷を捨て、新しい土地での生活を始めることができなかったことはいずれもやむを得なかった

というべきであり、その結果、両者がいかに苦渋の思いで別居を選択するにいたったか、その

苦しみは計り知れない。自主的避難等対象区域とは、そもそも避難が検討されるべきことを前

88/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



提にしているのに、これを加害当事者である一審被告東京電力自身が、避難を余儀なくされた

ものではないとか、現に、一審原告１２－１の父は居住地に住み続けているなどと非難するこ

とは許されない。

　　（２）　このように、一審原告１２－１の避難にも、その結果父と別居を余儀なくされた

ことにもそれぞれ理由があり、同１２－１の主張する損害はいずれも本件事故との相当因果関

係が認められるというべきである。

第７　一審原告１３の世帯

　１　避難の経緯

　　本件事故の発生により、一審原告１３の世帯が居住していたｂｎ市も確実に放射能で汚染

されており、当時１歳２か月の同１３－３（長女）には鼻血が出たり、高熱が出たりするなど

の影響が生じ、同１３－２も顔に発疹が出たりしたため、避難を決意し、夫である同１３－１

とともにｃｑに転居した。

　２　二女も同様の被害を受けていること

　　避難後に出生した一審原告１３－４（二女）は震災を経験していないが、同１３－１及び

同１３－２は被ばくしており、子にどのような影響を与えるかは不明である。実際、二女の左

右の甲状腺にのう胞が見られて経過観察となっており、二女の権利が侵害されていることは明

らかである。また、避難後、福島県在住の祖父母、曾祖父母らにも、ほとんど会えていない。

　３　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　一審被告東京電力は、避難継続の相当性が認められるのは長くとも平成２３年４月２２日

頃までであると主張し、一審原告１３－１が同年８月２５日に支出した１５万７５００円の引

越し費用について、本件事故と相当因果関係が認められないと主張する。

　　この点、原判決が認めた避難継続の合理性を認めた期間が正当であるかは別にして、一審

原告１３の世帯が居住していたｂｎ市における環境放射能は１．３２μＳｖ／時あったもので

あり、このことからすれば、平成２３年８月２５日時点においても当然に避難継続の合理性は

認められるべきであり、原判決が引越し費用を認めたことは正当である。

第８　一審原告１４の世帯

　１　避難継続の必要性について

　　（１）　一審原告１４の世帯は、本件事故後、平成２３年６月にｂｌ市での生活継続を断

念し、同年１２月には、まず同１４－３及び同１４－４が愛知県内に転居・転校し、続いて平

成２４年３月に同１４－１及び同１４－２も同県内に転居・転職し、世帯全員での生活を再開

させた。さらに、同年６月には同県内の分譲マンションを購入した。

　　（２）　このように、避難に関して比較的早い段階で判断しているのは、ｂｌ市内で安定

した仕事に就き、居宅を構えていたにもかかわらず、本件事故によって一瞬にしてそれが奪わ

れ、現状で、被害回復を見通すことができず、他の地域での生活の可能性を模索したからであ

る。

　　（３）　したがって、一審原告１４の世帯の損害について、平成２３年１２月３１日又は

平成２４年８月３１日を基準にして、それ以降の損害につき因果関係がないとの判断すること

は不当である。

　２　一審原告１４の世帯に関する新たな事情

　　（１）　一審原告１４－１と同１４－２の勤務状況は原審当時と変わりはないものの、非

常勤講師である同一審原告の年収は２００万円程度であり、避難前の年収からは、少なくとも

年間３００万円以上の収入減が続いている。非常勤講師として勤務するには限界があり、今

後、年収額が減ることはあっても、増える可能性はない。

　　（２）　一審原告１４－３については、令和２年の甲状腺検査の結果は「Ｂ（２０．１ｍ

ｍ以上ののう胞や５．１ｍｍ以上の結節を認めた場合）」であり、詳細な二次検査が推奨され
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るレベルである。

　　（３）　一審原告１４－１の母は震災後も福島県内で生活をしていたところ、令和２年５

月２５日に８２歳で死亡した。新型コロナウイルス感染拡大のため、県を跨いでの移動も控え

るような状況であったこともあり、同１４の世帯は十分に同１４－１の母の最期に接すること

ができなかった。

第９　一審原告１６の世帯

　１　一審被告東京電力は、本件事故発生当初の時期において避難の必要性が認められるか疑

問があると主張するが、本件事故発生当初は原発事故の危険性に関する情報が錯綜していた時

期であったのであるから、かかる避難の必要性が否定されることはない。

　　一審被告東京電力は、交通費が損害として認められる期間は平成２３年４月２２日頃まで

で、それ以降は相当因果関係が認められないとも主張するが、期間を区切ることに合理的な理

由はなく、原判決の判断は維持されるべきである。

　　また、一審被告東京電力は、一審原告１６の世帯が、損害額に関し、領収証などを証拠と

して提出していないことを主張するが、一般市民が各種のレシート類をきちんと保存している

ことはごくまれであり、事後的に損害額を算定しようとしたときに、自車の性能、ガソリン価

格の一般的な推移から損害額を算出することには十分な妥当性が認められるから、上記主張は

失当である。

　２　一審被告東京電力は、宿泊費についても損害として認められる期間は平成２３年４月２

２日頃までで、それ以降の分については相当因果関係が認められないと主張するが、そのよう

な期間を区切ることに合理的な理由はない。

　３　一審被告東京電力は、引越し費用についても、仮に避難の必要性が認められるとして

も、損害として認められる期間は平成２３年４月２２日頃までであり、それ以降の分は相当因

果関係が認められないと主張するが、期間を区切ることに合理的な理由はなく、原判決の判断

は維持されるべきである。

　４　一審被告東京電力は、一時立入り・帰省費用についても、損害として認められる期間は

平成２３年４月２２日頃までであり、それ以降の分には相当因果関係が認められないと主張す

るが、上記３と同じ理由から、原判決の判断は維持されるべきである。

　５　一審被告東京電力は、家財道具購入費が損害として認められる期間は平成２３年４月２

２日頃までであり、それ以降の分は相当因果関係が認められないと主張するが、前記３と同じ

理由から、原判決の判断は維持されるべきである。

　　また、一審被告東京電力は、一審原告１６の世帯が損害額に関し、領収証などを証拠とし

て提出していないことを指摘するが、上記のとおり、一般市民が各種のレシート類を保存して

いることはまれであり、同１６の世帯が日々の暮らしの中で記録していた家計簿には十分な信

用性が認められる。

　６　一審被告東京電力は、光熱費が損害として認められる期間は平成２３年４月２２日頃ま

でで、それ以降の分は相当因果関係が認められないと主張するが、前記のとおり期間を区切る

ことに合理的な理由はない。

　７　一審被告東京電力は、通信費が損害として認められる期間は平成２３年４月２２日頃ま

でで、それ以降の通信費には相当因果関係が認められないと主張するが、前記のとおり期間を

区切ることに合理的な理由はない。

　　また、一審被告東京電力は、両親と同居している者でも自己の通信費を負担することはあ

るから、通信費の増加は認められないと主張するが、現実に一審原告１６の世帯は避難前に通

信費を負担しておらず、避難により通信費の発生という負担が生じている。

　　さらに、一審被告東京電力は、一審原告１６の世帯が損害額に関し、領収証などを証拠と

して提出していないことを指摘するが、前記のとおり、一般市民が各種のレシート類を保存し
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ているのはまれなことであり、同１６の世帯が日々の暮らしの中で記録していた家計簿は十分

な信用性が認められる。

　８　一審被告東京電力は、家賃増加分が損害として認められる期間は平成２３年４月２２日

頃までで、それ以降の家賃増加分には相当因果関係が認められないと主張するが、前記のとお

り期間を区切ることに合理的な理由はないから、原判決の判断は維持されるべきである。

第１０　一審原告１７の世帯

　１　本件事故前の生活

　　（１）　一審原告１７－２は、昭和３０年（以下略）、ｃｄ市（現在の福島県ｂａ市ｃｄ

区）に生まれ、祖父母、両親、兄二人、弟一人の中で育った。同１７－２の生家は田畑を有

し、ｃｓの馬も飼っており、地域のつながりの中で、日々の暮らしを築いており、そこには地

域社会の中での強い信頼関係があった。

　　（２）　一審原告１７－２は、結婚後は、ｂａ市ｂｒ地区にて、夫である同１７－１とそ

の両親と一緒に生活し、二人の子どもに恵まれ、豊かな自然の中で、地域の人々にかわいがら

れながら子育てができた。しかし、本件事故で、地域の人たちとのつながりや自然豊かな町で

の暮らしが破壊された。

　２　本件事故後の状況

　　（１）　本件事故当時、一審原告１７－２は膝と腰を痛めており、また、アニサキスアレ

ルギーのため、そばやうどんも食べられず、避難に耐えられる健康状態ではなかった。

　　（２）　ｃｑ市への避難後、一審原告１７－２は、慣れない集合住宅での生活により、か

なり気を遣わざるを得ず、気晴らしもできず、膝や腰が悪いため家の中で過ごすことがほとん

どになった。自室からの眺めはビルとドブ川と国道であり、気持ちが晴れることはなかった。

　　一審原告１７－２は、現在もｂｒに戻りたいという気持ちは強いが、避難指示が全面的に

解除になり、住むことが許されるようになったのは平成２９年７月であり、ｂｒにあった公立

の病院もなくなり、通院できる病院もなく、薬局や個人商店もなくなったため、とても生活が

できる環境ではない。今でもｂｒ地区を離れたままの人が多く、以前のようなｃｓもできてい

ない。以前のｂｒに戻ることはもはやあり得ない。

　　ｂｒでの家族との暮らし、地域の中での暮らし、豊かな自然の中での暮らしは一審原告１

７－２の人生そのものを支えていた基盤であり、人格的生存に不可欠な権利そのものである

が、同一審原告は本件事故により、人格的生存に不可欠な権利を奪われたのであり、その権利

侵害の深刻さは甚大である。

　３　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　一審被告東京電力は、原判決が就労不能損害を認定したことを批判し、一審原告１７－１

が原審本人尋問において、「自分の気持ちに揺らぎが、そういう形で出たんだというふうに思

います」と述べたことをもって、元の居住地に戻ることを想定して就職先を探さなかった旨を

供述したと主張する。しかし、同１７－１は、上記尋問において就職先を探したことを明言し

ており、就職先を見つけられなかった結果について、自分の気持ちの揺らぎが出た旨を供述し

たに過ぎないから、一審被告東京電力の上記評価は誤っている。一審原告１７－１がハロー

ワークなどを通して就職先を探していたことは事実であり、どこからも年齢などを理由に断ら

れてしまい、避難先であるｃｑでの就職はかなわなかったのである。就労しなかったのは、専

ら自身の任意の判断などということは断じてない。

　　また、一審原告１７－１は、短期のアルバイトは考えておらず、アルバイトをしていない

ことは正規の就職活動をしていたためであるが、結局は年齢などによって採用されなかったの

であるから、アルバイトをしていないことについてことさらに問題とされるべきではない。

第１１　一審原告１８－１

　１　引越し費用について
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　　一審原告１８－１は、旧緊急時避難準備区域に居住していたが、同区域であっても、避難

を開始する合理性がある限り、避難の必要性は認められるべきである。

　２　家財道具購入費について

　　一審原告１８－１がｃｔ市で避難生活を始める際には、家財道具や電化製品を新たに購入

する必要があったことは明らかである。

第１２　一審原告２０の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告２０の世帯の避難継続の合理性を判断するためには、その居住していたｂａ市の

放射線量や除染の進捗状況が重要な要素となるところ、ｂａ市においては、少なくとも平成２

９年３月までの間、市民の住居に加え、日々の生活で利用が不可欠である道路等の除染が終

わっていなかった。また、同年４月１日時点で依然３８３７人もの１８歳未満者が避難を強い

られており、同２０の世帯につき、平成２４年４月には避難を中止せよというのは酷であり、

少なくとも、平成２９年４月までの避難継続の合理性が認められるべきである。さらに、同２

０－３は平成２３年４月にｂａ市に引っ越す予定であったが、これが叶わなくなったものの、

他の避難者と何ら事情が異なるものでないから、これを本件事故による避難と認めるべきであ

る。

　２　慰謝料以外の損害について

　　（１）　引越し費用

　　上述のとおり、一審原告２０の世帯の避難継続の合理性は、少なくとも平成２９年４月ま

で認められるべきであるから、同月までに生じた費用を損害と認めるべきである。

　　（２）　敷金・礼金

　　入居に際し敷金礼金を支払うことは一般的であり、かつ、避難の混乱の中、領収証の保存

の負担を一審原告２０の世帯に課すのは相当ではなく、同２０の世帯が支払った敷金及び礼金

を損害と認めるべきである。

　　（３）　一時立入り・帰省費用、水道光熱費、家賃・駐車場代増加分、保険料

　　一審原告２０の世帯の避難継続の合理性は少なくとも平成２９年４月まで認められるべき

であるから、同月までの費用を損害として認めるべきである。

　　（４）　タイヤ保管・交換費

　　一審原告２０の世帯は平成２４年当時、手狭な集合住宅へ引っ越す形で避難生活を送って

おり、タイヤ保管料については損害と認めるべきである。

　　（５）　家財道具

　　家財道具のカビ等は、避難後初めてｂａ市に一時帰宅できた頃に既に発生していたもので

あるし、月に１回程度帰省していても、常時生活するのと同様に管理することはおよそ不可能

である。また、カビが発生した家具をそのままにしておけば、さらに別の家具等にカビが移っ

てしまい、廃棄せざるを得ないことも常識の範囲内といえる。したがって、家財道具の購入費

用を損害と認めるべきである。

　　（６）　不動産

　　少なくとも、本件事故後のｂａ市内の不動産価格が下落していることは明白であるから、

価格下落分を損害として認めるべきである。

　　（７）　補修費用

　　長期間避難を余儀なくされ、また、業者不足により早期の補修ができなかった結果、漆喰

の腐食等が進行したものであり、本件事故がない平常時に必要な除湿剤及び除草剤の量と避難

生活ゆえに必要となるそれらの量（金額）が異なることも当然であって、これらの費用を損害

と認めるべきである。

　　（８）　生命・身体的損害
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　　一審原告２０－２が右変形性股関節症を発症するに至ったのは、本件事故により市営住宅

での避難生活を強いられたこと以外に原因たる事情がない。したがって、これに関する費用を

損害と認めるべきである。

　３　慰謝料について

　　本件事故当時、一審原告２０－１及び同２０－２は、同２０－１の退職を機にｂａ市に自

宅を購入して移住したばかりであった。まもなく同２０－３も移住し、親子３人での生活を楽

しみにしていた矢先、本件事故に見舞われた。本件事故により、上記の生活や人生設計を絶た

れたばかりか、老後のために備えていた預貯金の取り崩しを余儀なくされたり、同２０－２に

おいては明確な健康被害まで負うこととなったりしたものであって、同人らの被った精神的苦

痛は極めて大きい。また、同２０の世帯において、自身及びその家族の健康についての心配の

大きさは、１８歳未満の子がいる世帯と変わらない。慰謝料額の算定にあたっては、これらの

点を適正に評価すべきである。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審原告２０の世帯が避難を強いられたことは既に主張したとおりであり、その

居住地域が緊急時避難準備区域であるからといって、避難の必要がなかったかのような一審被

告東京電力の主張は許されるものではない。

　　一審被告東京電力は、原判決が一審原告２０－２につき認定した平成２３年３月から平成

２４年８月までの一時立入り・帰省費用３６万円につき、既に支払済みであると主張する。し

かしながら、原判決はあくまでも、一審被告東京電力が一審原告２０－１に支払った１８３万

１８３８円分の帰省とは別に、同２０－２には一時帰省等する必要があったと認定したもので

あって、同２０－１も、同２０－２について認定した上記額と同額（同頻度）の帰省しかしな

くてよかったと認定したわけでもないし、上述の同２０－１に支払われた金員が同２０－２の

帰省費用等にも充てられることを前提とした認定をしたわけでもないから、一審被告東京電力

の批判はあたらない。

　　むしろ、一審原告２０の世帯のように１８歳以下の子どもがいない世帯につき、平成２４

年８月から１０月までしか一時立入・帰省費用が支払われていないことの方が問題である。す

なわち、未成年の子がいる場合に避難の必要性が認められる場所であれば（それだけ危険性が

高いことが前提である。）、成人についても身体に影響があり得ることは同じであり、にもか

かわらず、未成年者の有無によって避難の必要性の判断に差異を設けることは、命の選別をし

ているのと同様であって、許されない。

　　（２）　一審原告２０の世帯は、平成２３年３月から現在に至るまで避難生活を続けてお

り、借家住まいをしている間、駐車場代金が継続して必要となったことは当然である。一審被

告東京電力は避難期間中の入出金履歴等の提出がないことをいうが、この主張は一審原告２０

の世帯に無理を強いる主張であり、およそ容れられない。一審被告東京電力が主張する平成２

４年３月から同年８月までの入出金履歴によれば、駐車場代として毎月合計５７００円が引き

落とされており、これらは本件事故と相当因果関係のある損害である。

第１３　一審原告２２の世帯

　１　ふるさと喪失について

　　（１）　一審原告２２の世帯は、ｂｍ市から避難しているものの、以下のとおり、ｂｋ郡

ｂｋ町や同郡ｂｄ町（ｄａ地域）の出身であり、かつ、同地域と密接に関連する生活実態を有

することから、自主的避難等対象区域であるｂｍ市からの避難者として扱われるべきではな

い。

　　ア　一審原告２２－１

　　一審原告２２－１は、平成９年に就職したことを機にｂｍ市へ転居したが、それまで、大

学時代を除く約３０年間、ｄａ地域にて生活しており、定年退職後はｂｋ町の両親宅に戻り、
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農業を継ぐつもりであった。しかし、同２２－１は、本件事故を原因として職を失い、避難

後、ｂｍ市に戻る理由はなく、仮に戻るとすればｄａ地域であるが、ｂｋ町にある両親宅は本

件事故によって帰還困難区域となった。

　　イ　一審原告２２－２

　　一審原告２２－２はｂｄ町の出身であり、短大卒業後、ｂｄ町に戻って町内のスーパー

マーケットで働き、その後、結婚するまで、ｂａ市の市立病院に勤務していた。結婚後、同２

２－１とともにｂｍ市に転居するまで約２０年間、ｄａ地域にて生活をしていた。

　　ウ　一審原告２２－３から同２２－５まで

　　一審原告２２－３から同２２－５までは皆、福島県で産まれ、同２２－３はｂａ市で、同

２２－４及び同２２－５はｂｍ市で産まれており、同人らにとっても、ｄａ地域は、慣れ親し

んだふるさとであった。

　　（２）　一審原告２２の世帯は、避難当時はｂｍ市内に住んではいたが、ｄａ地域を出身

地及び生活圏としていたから、自主的避難等対象区域の避難者として扱うべきではなく、ｄａ

地域の帰還困難区域の避難者に準じて損害額を認定すべきである。

　２　避難の必要性について

　　前記のとおり、一審原告２２の世帯は、帰還困難区域の避難者であるとして損害額を認定

すべきである。

　　一審原告２２－１は本件事故により職を失っており、本件事故当時４６歳であったことか

ら、求人の多くない福島県内で再就職先を探すのは困難であり、ｂｍ市の自宅については職を

失った際に手放しているため、福島県内に住居はない。また、同２２－３から同２２－５まで

は、いずれも愛知県内で通勤・通学しており、福島県への帰還による再転居は生活環境等への

ダメージが大きい。したがって、避難を継続すべき合理性が存在し、帰還困難区域同様の避難

の必要性が認められ、時期についても同様に定められるべきである。

　３　個別損害について

　　（１）　避難費用

　　一審原告２２の世帯はｂｍ市に戻ることができず、避難を継続する理由は十分にあるか

ら、避難費用のうち、同市の不動産売却に関するものについては損害と認めるべきである。

　　（２）　生活費増加分

　　一審原告２２の世帯が避難を継続する理由は十分にあるから、平成２４年９月以降の家財

道具購入費用及び家賃増加分についても因果関係を認めるべきである。

　　（３）　財産損害（不動産）、その他（不動産買換諸費用）

　　一審原告２２の世帯が避難を継続する理由は十分にあることから、不動産の価値の低下及

び不動産買換の費用についても本件事故と因果関係がある。

　　（４）　慰謝料

　　上記のとおり、一審原告２２の世帯は自主的避難等対象区域からの避難者とはいえず、平

成２３年１２月３１日又は平成２４年８月３１日以降も避難を継続すべき事情があるから、慰

謝料額の算定にあたっては、これらの個別の事情を考慮すべきである。

第１４　一審原告２３の世帯

　１　避難の継続の合理性の期間について

　　一審原告２３の世帯は、本件事故時点では、親族の援助が期待できるｂｍ市において、同

２３－１及び同２３－２ともに安定した仕事に従事し、子どもたち（同２３－３から同２３－

５まで）とともに親族との交流も可能で安心した生活を送っていた。しかし、本件事故の発生

により、同２３の世帯においては、将来にわたって子どもたちに健康被害が及ぶような環境で

生活してはならないと考え、避難を決断した。

　　そして、一審原告２３の世帯は、できれば故郷の福島に戻りたいという気持ちを持ちなが
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らも、放射能の不安によって避難の継続を余儀なくされていたのであって、かかる事情を無視

して避難継続の合理性を平成２３年１２月３１日又は平成２４年８月３１日までに限るのは不

当である。

　２　個別の項目について

　　（１）　引越し費用

　　引越し費用はレンタカー代１万円に限定される理由はなく、全額の２万１６００円が認め

られるべきである。

　　（２）　家財道具購入費用

　　一審原告２３の世帯は５人家族であり、原判決認定の１０万円で５人分の家財道具を賄う

ことは困難であるから、家財道具購入費用として５０万円全額が認められるべきである。

　　（３）　食費

　　一審原告２３－１は、親族から野菜の提供等を受けており、食費が相当低額であったが、

避難先ではそのような親族はおらず食費が増加した。したがって、食費について少なくとも月

額１万円の損害が認められるべきである。

　　（４）　家賃増加分

　　避難継続の合理性が肯定される期間における賃料増加分を損害として認めるべきである。

　　（５）　車両と自転車

　　車両や自転車は避難先で必要となったものであり、これらの購入費用は、避難との相当因

果関係がある損害である。

　　（６）　廃棄した家財道具

　　家財道具を廃棄したのは、避難の際に荷物を極力少なくすることを強いられたためであ

り、家財道具の廃棄費用を損害として認めるべきである。

　　（７）　就労不能損害

　　ア　一審原告２３－１

　　本件事故が発生しなければ、ｂｍ市在住当時の状況が変動する可能性はなく、収入に変動

は生じなかった。したがって、一審原告２３－１の就労不能損害は、状況の変動による収入減

少分が本件事故と相当因果関係を有する損害である。

　　イ　一審原告２３－２

　　本件事故による避難によって、一審原告２３－２は仕事を辞め、避難のストレスにより子

ら（同２３－３及び同２３－４）が不登校になったために就労が不可能となったのであり、就

労不能による損害と本件事故との因果関係は認められるべきである。

　　（８）　慰謝料

　　慰謝料の算定に当たっては、一審原告２３－１が脱毛や不眠、同２３－３及び同２３－４

が不登校になったことを考慮すべきである。

　３　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　一審被告東京電力は、原判決が一部を認めた交通費、引越し費用、家財道具購入費及び被

ばく検査費用について、避難の相当性が認められず、支出を認めるに足りる立証がないと主張

する。しかし、一審原告２３－１は、原審で提出した陳述書において、本件事故発生からの移

動の経路や本件事故により三人の子に生じるかもしれない放射能の影響についての不安な心情

について詳細に述べており、これらの損害と本件事故についての相当因果関係は認められ、ま

た、立証としても十分である。

　　この点、一審被告東京電力は、費用の客観的な証拠がないことを理由に損害自体の発生が

認められないと主張するが、当時の領収証がないことは、むしろ避難当時に、後の賠償請求の

ために領収証を取っておこうと考える余裕がないほど放射能の汚染に対する恐怖を強く感じて

いたということであって、領収証がないから損害自体の発生もないと主張するのは一方的であ
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る。

第１５　一審原告２６の世帯

　１　避難前の生活状況

　　一審原告２６－２は平成８年頃からｃａ市に居住していたが、同２６－１と平成１０年３

月に結婚し、そのまま同市に定住することになった。

　　一審原告２６－２はｃａ市での生活を楽しみ、交友関係を広げ、様々な活動をするなどし

ていた。

　　一審原告２６の世帯は家賃１０万円の一軒家の借家に住んでおり、将来はこれを買い取る

予定であった。同２６－１は結婚後設立した●●●が軌道に乗っており、同２６－１の母と同

２６の世帯との関係は非常に良好であった。

　２　本件事故と避難後の生活

　　（１）　本件事故当時、一審原告２６の世帯は自宅でテレビを見ることができず、同２６

－２は、大阪の友人からのメールで本件事故を知り、同２６－１と相談の上、一家でｃａ市か

ら避難することになった。もっとも、避難先の同２６－２の実家は手狭だったこと、同２６－

３の小学校の卒業式があったため、平成２３年３月２７日、同２６の世帯は再び同市の自宅に

戻った。

　　しかし、一審原告２６－２は放射能の影響に不安を覚え、放射能汚染と被ばくに怯えなが

ら毎日を過ごした。また、従業員を置いたままｃａ市を離れた同２６－１には、厳しい言葉と

視線が投げられた。平成２３年５月中旬、自宅の室内の放射線量を測定したところ０．６μＳ

ｖ／時であったため、自主避難することとし、同年６月４日、同２６－２と同２６－３の２人

で避難し、一方、同２６－１は同市に留まった。

　　避難先は、一審原告２６－２の知人からｃｑ市内の一軒家を賃借したが、古い物件で平穏

な日常生活を送れず、平成２４年２月に、別の賃貸住宅に転居した。同２６－２は避難後、

ホームシックでノイローゼ気味になり、些細なことにヒステリックに反応し、毎日のように激

しい疲労感に襲われ円形脱毛症にもなった。内科を受診したところ、橋本病の手前であると指

摘され、被ばくとの関係を疑った。

　　（２）　一審原告２６－３は、ｃｑで通い始めた中学校に馴染めず、孤立し、いじめに

あった。また、同２６－３は避難から１年過ぎた頃、学校の健康診断で甲状腺が腫れていると

指摘され、その後、バセドウ病と診断された。

　　一審原告２６－３の上記の転校先でいじめにあい、平穏な学校生活を送ることができな

かったことも本件事故による被害である。すなわち、一審被告国は、避難指示区域の内外で被

害者の線引きを行い、差別的な政策を行うことによって、被害の切捨てを図ったため、区域外

避難者は、「政府が指示していないのに、勝手に逃げた人」というレッテルを貼られ、本件事

故直後の義援金の分配、災害救助法上の応急仮設住宅（公営住宅などの応急仮設住宅扱いの住

宅を含む）への入居や医療費・介護費用の免除など、様々な面で公的な支援を制限される差別

を受けてきた。一審被告東京電力も、こうした一審被告国による被害者線引き政策にそのまま

乗り、区域外避難者に対しては、区域内避難者の場合と異なり、本件事故直後の賠償金の仮払

い（いわゆる「仮払補償金」）は行わず、賠償金についても極端に低い金額しか支払おうとし

ない。このような一審被告らによる区域外避難者に対する被害の切り捨て政策が、最も弱い立

場にある区域外避難者世帯の子どものいじめ被害となって現れているのである。したがって、

一審原告２６－３が避難後に経験したいじめ被害についても、本件事故による被害として、一

審被告らの責任が追及されなければならない。

　３　まとめ

　　このように、本件事故により、一審原告２６の世帯は人格的生存に不可欠な権利（憲法１

３条）を侵害されたものであり、その侵害の程度は重大である。
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第１６　一審原告２８の世帯

　１　一審原告２８－１

　　（１）　慰謝料以外の損害

　　ア　交通費、生活費増加費用

　　一審原告２８の世帯は、同２８－２が妊娠したものの、勤務先から転勤希望を断られたこ

とから、母体と胎児を被ばくから守るべく、放射線量の低い地域の社宅に転居したものであ

り、その際、放射線量がより高い従前の社宅にあった家具、中でも寝具など身体に長時間接す

る家財道具等を買い替えるのは当然の選択である。したがって、避難の際に購入したベッドの

費用相当額を損害として認めるべきである。

　　イ　就労不能損害

　　一審原告２８－１は、妻である同２８－２と生後約２か月の同２８－３とともに避難し、

初めての育児をする中で、避難先の住居を整えること、福島県から避難してきたことを周囲に

知られないように過ごすこと、家族３人が暮らしていける収入を得られる就職先を探すことを

一度に行う必要があった。そのため、就労不能損害を平成２５年３月までに限定するのは相当

ではない。

　　（２）　慰謝料

　　一審原告２８－１は、本件事故により、それまでに有していた包括的生活基盤とそこから

享受していた利益を丸ごと失った。また、単に年齢によって避難継続の合理性が認められる期

間を区別できるものではない。慰謝料の算定に当たっては、これらの点を考慮すべきである。

　２　一審原告２８－２

　　（１）　本件事故当時の一審原告２８－２の生活状況

　　本件事故当時、一審原告２８－２は、両親及び兄とともに４人でｂｋ郡ｂｄ町に住んでい

た。同２８－２はｂｎ市に居住していた同２８－１と結婚を前提とした交際をしており、ｂｎ

市内での就職を探し、住民票も同市に移していたが、引き続きｂｄ町の自宅に住んでいた。同

２８－２が自動車を運転して同２８－１宅に向かっている途中で本件地震が発生した。同２８

－２は同２８－１宅にたどり着いたものの、それ以降ｂｄ町の自宅に帰れなくなった。同２８

－２の居住証明書（甲Ｃ２８の１４の１）における「平成２２年３月１１日当時」とあるのは

「平成２３年３月１１日当時」の誤記である。直接請求は住民登録に従ってひとまず行ったも

のに過ぎない。また、同２８－１との婚姻も、同２８－１の社宅が単身用であり、同２８－１

の勤務先から、家族でない同２８－２を引き続き入居させるなら入籍するよう指示されたた

め、やむを得ず入籍したものである。

　　（２）　慰謝料以外の損害

　　一審原告２８の世帯がｂｎ市内で転居避難をしたのは、同２８－２が妊娠し、母体と胎児

の安全・安心を少しでも確保しなければならなかったからであり、その避難先で、同２８－２

が就寝するために必要なベッドを購入することは、避難に必要な家財道具の購入費用として、

本件事故と相当因果関係にある損害である。

　　（３）　慰謝料

　　一審原告２８－２は、本件事故により、それまでに有していた包括的生活基盤とそこから

享受していた利益を丸ごと失った。また、同２８－２は、本件事故により、転居や婚姻の時

期・方法等に関する選択の余地を失い、一審原告２８－１の社宅で避難生活を送ることを余儀

なくされ、生活を維持するために婚姻届を提出せざるを得なくなった。慰謝料額の算定に当

たっては、本件事故前の包括的な生活基盤と生活利益、自らの生活を自らの意思で選択し、営

んでいくこと自体を奪われた点を過小評価すべきではない。

　３　一審原告２８－３

　　慰謝料の月額評価、相当因果関係にある期間（避難の合理性が認められる期間）の評価の
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いずれについても適切に評価すべきである。

第１７　一審原告３１の世帯

　１　避難開始の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告３１の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市で生活してい

たが、居住地は避難対象となった地域から五、六ｋｍしか離れておらず、放射能の影響に対す

る不安は大きかった。また、同３１－３は、本件事故当時わずか１歳半と幼く、放射線に対す

る感受性が高いと考えられた。同３１－１及び同３１－２は、同３１－３の健康を守りたいと

の強い思いはもとより、自分たちの健康も考えて避難を開始し、避難を継続したのであって、

決して自主的に避難したのではなく、当時の状況では避難せざるを得なかったのである。

　２　一審原告３１－１の転職について

　　一審原告３１－１は、避難前はｂｍ市で美容師として働いており、自分の店を持つことが

夢であったが、避難後の平成２３年５月からは、毛髪製品の製造販売会社で勤務し始めた。同

社は、美容師と関連ある職種ではあったものの、結局、自分の店を持つことは諦めざるを得な

かった。そこで、平成３１年２月、異なる職種ではあるが条件を考慮して現職に転職したもの

である。

第１８　一審原告３２の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告３２の世帯の居住地は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市であ

り、避難対象となった地域にも比較的近く、放射能の影響に対する不安は大きかった。また、

同３２－３から同３２－５までは本件事故当時幼く、特に同３２－５はわずか１歳７か月で

あった。このように年齢の低い者は放射線に対する感受性が高いと考えられ、実際に平成２４

年８月に行った甲状腺検査及び血液検査の結果、同３２－３から同３２－５までの甲状腺にの

う胞ができており、同３２－５には血液検査でも甲状腺ホルモンが上昇しているとの結果が出

た。

　　将来に大きな不安を抱える中で、一審原告３２－１及び同３２－２が、自身の健康はもち

ろん、子である同３２－３から同３２－５までの健康を守りたいと思うことは当然である。加

えて、上記のとおり同３２－３から同３２－５までに客観的な身体の異変ないし異常が生じて

いたのであるから、ｂｍ市の自宅に戻り生活を行うことができず、現在に至るまで避難継続の

合理性がある。

　２　慰謝料以外の損害

　　（１）　面会交通費

　　一審原告３２の世帯は、本件事故発生まで、ｂｍ市の自宅で一緒に生活をしており、同３

２－１は転勤の可能性もなかったから、本件事故がなければ家族が離れて生活する可能性は一

切なかった。したがって、週に１回の面会では少なく、同３２－１が週に１回の面会のために

要した交通費は、すべて本件事故と相当因果関係のある損害である。

　　（２）　車両メンテナンス費

　　ｂｍ市から群馬県ｄｂ市までは距離にして２６２ｋｍは下らない。一審原告３２－１は、

家族との面会のために、少なくとも月４回の往復を１７か月間行っていたから、ｂｍ市からｄ

ｂ市までの片道２６２ｋｍの距離を最低６８往復していたことになる。他方、タイヤの溝は約

３万２０００ｋｍの走行で道路運送車両法の保安基準に定める１．６ｍｍにまで摩耗し、これ

を下回ると車検を通せなくなるから、上記移動によって摩耗したタイヤの購入費用は本件事故

と相当因果関係を有する損害である。また、エンジンオイルは３０００ｋｍから５０００ｋｍ

程度で交換するのが目安であり、上記移動によってエンジンオイルを少なくとも１０回程度交

換する必要が生じたから、この交換費用も本件事故と相当因果関係を有する損害である。

　　（３）　交通費、引越し費用、就労不能損害
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　　一審原告３２の世帯の避難継続の合理性は、現在まで認められるべきであるから、いずれ

の損害も現在までの分全部が認められるべきである。

　３　慰謝料

　　慰謝料の月額及び避難の合理性が認められる期間の双方につき、一審原告３２の世帯が本

件事故により事故前に有していた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失った

事実を適切に評価すべきである。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審被告東京電力は、避難の相当性が仮に認められるとしても、その期間は長く

とも平成２３年４月２２日頃までと考えられ、それ以後は避難の相当性が認められず、一審原

告３２－２の請求する駐車場使用料については本件事故と相当因果関係がない旨主張する。し

かし、原判決が避難継続の合理性を認めた期間は短過ぎ、この点を措いても、少なくとも原判

決が認めた期間は避難継続の合理性が認められるのは明らかである。

　　（２）　また、一審被告東京電力は、群馬県避難者向け借上げ住宅入居者募集要領による

と、同県において借上げ住宅の駐車場使用料は県が負担することとなっていることから、一審

原告３２－２の請求する駐車場使用料は損害自体の発生が認められない旨主張する。しかし、

上記募集要領は平成２３年８月１日施行であるのに対し、同３２－２らが借上げ住宅で生活し

始めたのは、上記募集要領の施行日前である同年５月からである。したがって、一審被告東京

電力の上記主張はその前提を欠き、失当である。

第１９　一審原告３３の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　（１）　一審原告３３の世帯の本件事故当時の居住地は、自主的避難等対象区域であるｂ

ｍ市であったが、避難対象となった地域にも比較的近く、放射能の影響に対する不安は大き

かった。また、同３３－１及び同３３－２は同３２の世帯と同居していたところ、同３３の世

帯は、同３２－１が自身の事業を継いでくれることを楽しみにしており、同３２－１も継ぐ意

思を有しており、両世帯は互いに離れて生活することはあり得ない状況であった。

　　（２）　一審原告３３の世帯と同居していた同３２－３から同３２－５までは、本件事故

当時幼く、特に同３２－５はわずか１歳７か月であり、年齢の低い者は放射線に対する感受性

が高いと考えられており、実際に平成２４年８月に行った甲状腺検査及び血液検査の結果、同

３２－３から同３２－５までの甲状腺にのう胞ができており、同３２－５には血液検査でも甲

状腺ホルモンが上昇しているとの結果が出た。

　　（３）　将来に不安を抱える中で、一審原告３３－１及び同３３－２が、自身の健康はも

ちろんのこと、孫ら（同３２－３から同３２－５まで）の健康を守りたいと思うのは当然であ

り、上記のとおり同３２－３から同３２－５までに客観的な身体の異変ないし異常が生じてい

たのだから、ｂｍ市の自宅に戻り生活を行うことができないのは明らかであり、現在に至るま

で避難継続の合理性がある。

　２　慰謝料以外の損害

　　（１）　面会交通費

　　一審原告３３－２の長女である同３６－１は群馬県に避難しており、同３６－１が仕事の

ためにｂｍ市に行けば、同３６－１の子らの世話をするため、同３３－２が月４回、群馬県に

行く必要があった。また、同３３－２に精神的、肉体的な余裕がなく、そのせいで高速道路の

利用明細等を保存していなかったとしても何ら不自然なことではない。

　　（２）　交通費、引越し費用、福島の自宅を売却するのに伴って要した費用、岐阜の自宅

を購入する際に要した費用、就労不能損害

　　一審原告３３の世帯の避難継続の合理性は現在まで認められるべきであるから、上記各費

用等及び就労不能損害については、いずれも現在までの避難継続の合理性を認め、これらを認

99/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



めるべきである。

　３　慰謝料

　　慰謝料の月額及び避難の合理性が認められる期間のいずれの点についても、一審原告３３

の世帯が、事故前に有していた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと本件事故

により失った事実を適切に評価すべきである。

第２０　一審原告３４の世帯

　１　慰謝料額について

　　一審原告３４の世帯においては、同３４－３及び同３４－４が広汎性発達障害・注意欠陥

多動性障害を有しているところ、発達障害を有する者に適切な支援が行われない場合、社会生

活への不適応、不登校、鬱病等の二次的障害が発現することが有り得るとされ、早期の発見及

び支援の実施が重要とされる。発達障害という特性を有しながらの避難生活や、発達障害とい

う特性を有する幼い子らとの父子家庭での避難生活が、そのような事情がない者との比較で大

変であることは明らかであり、慰謝料の算定にあたっては十分に考慮されるべき事情である。

　２　避難継続の合理性について

　　同一世帯の構成員について、避難継続の合理性が認められる終期が異なるのは相当ではな

く、一審原告３４の世帯においては、子らが幼年であり、同人らだけで生活することなどあり

得ないし、上記のとおり同３４－３及び同３４－４については発達障害等があり、家族の関わ

りが重要であるから、同３４－１の存在が不可欠であった。したがって、同３４－１の避難継

続の合理性が認められる終期は、同３４の世帯の他の一審原告らと同時期とすべきである。

　３　その他の損害について

　　一審原告３４－１は平成２２年２月に失業し、失業から１年以上経過した本件事故時点に

おいても就職していなかったが、同３４の世帯は幼い複数の子を抱えた父子家庭であり、発達

障害の特性を有する子も含まれており、避難先という不安定な状態の中で子どもとの生活を優

先する結果、十分な収入を得ることができる仕事に就き、これを継続することが難しい状況に

あった。

　　一審原告３４－１は、本件事故がなければ福島の実家でそのまま生活を送ることができ、

子ら（同３４－２から同３４－４まで）の母親代わりとして同３４－１の母の援助も受けら

れ、不安定な状態で仕事を探す必要もなかった。したがって、避難先での生活と福島での生活

との相違が同３４－１の収入に現れるのであれば、それは本件事故と相当な因果関係のある損

害ということになるはずである。

　　一審原告３４－１は、本件事故による避難がなければ、従前と同程度の月額２２万円から

２３万円程度の収入の仕事にそう遠くない時期に就くことは十分に可能であったものであっ

て、これと本件事故後の現実の収入との差額については、本件事故による避難と因果関係ある

損害となることは明らかである。

第２１　一審原告３５の世帯

　１　一審原告３５－１の被害について

　　（１）　一審原告３５－１は、本件事故発生当時、生まれ育ったｂｌ市●●●地区におい

て、元妻である同３５－２、娘である同３５－３及び母とともに生活していた。同３５－１

は、本件事故後、平成２３年１１月頃に単身でｄｃ市へ避難したが、その際、家を守るために

ｂｌ市に残った母と離れ、父からは福島を捨てるのかと言われ、家族との断絶を経験した。ま

た、元妻との間でも、避難をめぐって半年以上にわたり葛藤があった。それでも同３５－１

は、ｂｌ市●●●地区の空間放射線量などが高かったことから、同３５－３に放射線被害が及

ぶことを避けるため、やむなく避難を選択した。

　　（２）　一審原告３５－１は、避難後に母と死別した。ｂｌ市●●●地区は依然として空

間放射線量などが高く、同３５－１は●●●へ戻ることができないため、家は住む者がいなく
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なり、売却を余儀なくされた。同３５－１にとってｂｌ市●●●地区はふるさとであるが、本

件事故によって帰ることができなくなってしまった。同３５－１のふるさとや本件事故前の生

活は本件事故によって奪われた。また、同３５－１は、本件事故により放射性物質が大量放出

された時期、放射性物質の危険性を知らないまま、同３５－３を戸外へ連れ出していた。放射

能についての知識を得て、制限の多い日常生活を送る中、同３５－１は家族で岐阜へ避難する

ことを考えるようになったが、闘病していた母の看病と職場を重視した同３５－２は避難に消

極的であった。

　　（３）　しかし、居住していたｂｌ市●●●地区はホットスポットが点在し、全体として

放射線量が高い地域であったことから、平成２３年１１月、まずは一審原告３５－１が岐阜に

避難し、その後、平成２４年３月に同３５－２も岐阜に避難した。避難後の同３５の世帯によ

る生活は大変であり、看護師であった同３５－２の収入により何とか生活できたが、同３５－

１がカウンセラーとして働くようになり、何とか食べていけるようになるのに５年を要した。

　　（４）　一審原告３５－１はホールボディカウンター検査を受けたところ、セシウムとス

トロンチウムの値が検出され、また、平成２６年の甲状腺検査の結果、のう胞（１ｍｍ）でＡ

２との判定を受け、経過観察が必要と指摘されるなど、被ばくによる健康不安を抱えて生活し

ている。

　　（５）　一審原告３５－３が高校に入学した後、同３５－１及び同３５－２の夫婦は離婚

した。本件事故がなければ離婚しなかったはずである。なお、同３５－３にも、避難後の甲状

腺検査でのう胞が見つかり、経過観察中である。

　２　一審原告３５－２の被害について

　　（１）　一審原告３５－２は、昭和４８年に福島県ｃｂ郡ｄｄ町に生まれ、平成３年頃に

家族でｂｌ市に引っ越した。同３５－２は、専門学校卒業後は看護師となり、ｂｌ市内の病院

で働き始めた。その後、元夫である同３５－１と知り合って結婚し、平成２１年１月には同３

５－１の実家であるｂｌ市●●●地区に引っ越し、同３５－１の母と同居した。福島には、古

くからの友人や心を許せる友人が多くおり、人間関係も豊かであった。また、一審原告３５－

２は自然豊かな同地区での暮らしを大切にしていた。

　　本件事故当時、一審原告３５－２は、看護師としてｂｌ市内で勤務し、仕事にやりがいを

感じていたが、本件事故によって、かけがえのない職場を失った。また、本件事故後、当時小

学１年生だった同３５－３の生活は、制限の多いものとなった。同３５の世帯は、常に緊張感

を持って日常生活を送るようになり、被ばくについても不安に感じ、同３５－２には精神的な

疲労感が募った。

　　（２）　一審原告３５－２は、平成２３年夏頃になって、歯茎の痛みを感じるなど体調に

異変を感じ、同年９月以降も改善せず、内部被ばくの不安が高まり、同年１１月末頃、同３５

－１と一緒に避難することを決め、体調不良の中、平成２４年３月までｂｌ市内での仕事を続

け、その後、ｄｃ市に避難した。同３５－２は、本件事故により避難を余儀なくされたため、

良好な関係にあった同３５－１の母と離別することとなり、多大な苦しみを覚えた。同３５－

２はｄｃ市へ避難したことで健康状態は改善したが、義母を一人福島に残してしまったことに

対する罪悪感に悩まされた。同３５－２は、パートタイムで勤務できる看護師の仕事に就くこ

とができたが、福島の頃のような収入を得るのは今後も困難である。

　３　一審原告３５－３の被害について

　　（１）　一審原告３５－３は同３５－１と同３５－２の娘であり、平成１６年（以下略）

に新潟で生まれ、平成２１年、ｂｌ市●●●地区にあった父の実家に転居し、両親と父方の祖

母、曾祖母と暮らし始め、令和４年、岐阜県の高校を卒業した。

　　一審原告３５－３は、●●●地区において、震災前は外で思う存分遊ぶことができ、また

同居する祖母と多くの時間を過ごした。
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　　（２）　一審原告３５－３は、本件事故後、数日間は何ら対策もせずに外出し、無防備に

外で給水の列などに長時間並んだこともあり、平成２３年４月には、小学２年生に進級して再

び学校が始まり、同年７月の終業式まで通常通り通学した。本件事故後、登下校時にはマスク

を着用したが、外にある物を触ったり、外で遊んだりした時期もあった。平成２３年中には、

土壌汚染を取り除くために学校の運動場が全面立入禁止となった期間もあった。

　　このように、一審原告３５－３は、本件事故直後長時間外で過ごし、高い線量の放射線に

さらされただけでなく、放射線のことが正確に理解できないため、外で遊んだり、外にある物

に触れたりすることが全くなくなることはなく、被ばくし続けた。

　　また、それまでの生活は一変し、外で体を動かして活発に遊ぶことが制限され、マスクを

着用するか、学校給食を食べるか等について家庭で意見や対応が異なり、否が応でも人々が分

断される環境に置かれた。

　　さらに、本件事故後、一審原告３５－３は、突然、鼻血が出たり、喉がかゆくなったりす

る症状が出たが、これらの症状も本件事故前にはなかった。

　　（３）　一審原告３５－３は、本件事故によって家族が離れて暮らさざるを得ない時期を

過ごしたが、当時同３５－３が小学２年生であったことからすると過酷であったといえる。

　　（４）　一審原告３５－３は、親の提案により、平成２４年３月末、放射能による影響が

不安視されるｂｌ市●●●地区から引っ越すこととなったが、祖母は同地区に残った。その

後、祖母とは、平成２６年７月に亡くなるまで３回程度しか会えなかった。

　　（５）　一審原告３５－３は、岐阜では知り合いもなく、日常生活に不安があり、容易に

人間関係を構築することができなかった。岐阜は、福島と違って何のゆかりもない一時的な避

難場所でしかなく、いつか福島に戻れるという意識がなくならなかった。同３５－３は、避難

後、転校先でいじめを疑わせるような境遇にあり、高校生になる頃まで親しい友人ができな

かった。同３５－３は、岐阜弁に慣れようと試みるなど複雑な心境を抱えながら小学校生活を

送ることを余儀なくされた。また、自分たちだけが逃げてきたという自責の念があった。さら

に、どれだけ仲良くなっても、ｂｌ市出身の自分は他の同級生たちとは少し違うという感覚が

抜けず、現在でもその感覚を抱えたまま暮らしている。

　　このように、一審原告３５－３は、通常の小学校生活とは比べものにならないほど精神的

な負担を負った。

　　（６）　一審原告３５－３は、本件事故後、同居していた父方の祖母と引き離され、その

まま死別することとなった。また、同３５－３は、原発事故後、岐阜へ引っ越すまでの約１年

間ｂｌ市●●●地区で過ごし、通学や外出等をしたことにより少なくない被ばくをした。他方

で、本来なら外での遊びが健やかな成長に欠かせない時期であるのに、両親や教諭からの助言

で外出や外での遊びを大幅に控え、岐阜に避難するまでストレスを抱えて暮らすことを余儀な

くされた。

　　このように、一審原告３５－３は、本件事故により、避難までの１年間被ばくし続けた

上、家族や同級生たちなど大切な人たちと切り離され、安心して過ごせる環境を一方的に奪わ

れた。

　４　まとめ

　　このように、本件事故により、一審原告３５の世帯は人格的生存に不可欠な権利（憲法１

３条）を侵害されたものであり、その侵害の程度は重大である。

第２２　一審原告３６の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告３６の世帯の居住地は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市であり、避難対象となった地域にも比較的近く、放射能の影響に対する不安は大きかった。

また、同３６－３は、本件事故当時７歳と幼く、年齢の低い者の放射線に対する感受性が高い
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と考えられており、実際に、平成２４年８月に行った甲状腺検査の結果、同３６－３の甲状腺

にのう胞ができているとの結果が出た。将来に大きな不安を抱える中で、同３６－１が、自身

の健康はもちろんのこと、子らの健康を守りたいと思うことは当然である。加えて、上記のと

おり同３６－３に客観的な身体の異変ないし異常が生じているのであるから、ｂｍ市の自宅に

戻り生活を行うことなどできないことは明らかであり、現在に至るまで避難継続の合理性があ

る。

　２　慰謝料以外の損害

　　（１）　生活費増加費用（家財道具購入費）

　　本件事故直後に避難し、エアコンをはじめ各種家具家電製品を購入すること自体一般的な

ことであり、その費用が１５万円程度で収まらないこともまた明らかである。避難の混乱の

中、領収証等を保存していなかったことはやむを得ないことであり、不利益に評価すべきでは

ない。

　　また、一審原告３６の世帯の避難の合理性は現在まで認められるべきであるから、転居の

際の家財道具購入費用も損害と認めるべきである。

　　（２）　車庫証明手数料

　　一審原告３６の世帯は、避難先である群馬県での生活のためには自動車が必要であり、そ

のためには駐車場の確保、すなわち車庫証明の手続をすることが必要であったことは明らかで

ある。避難の混乱の中、領収証等を保存していないことはやむを得ないことであり、これを不

利益に評価するのは相当ではない。

　　（３）　交通費、引越し費用、福島の自宅の売却に要した費用、岐阜の自宅の購入費用、

引越し先探しのための交通費、就労不能損害

　　一審原告３６の世帯の避難の合理性は現在まで認められるべきであるから、上記各費用等

のそれぞれについて、現在までの分を損害として認めるべきである。

　３　慰謝料

　　一審原告３６の世帯が、本件事故により、事故前に有していた包括的生活基盤とそこから

享受していた利益を丸ごと失った事実を適切に評価して慰謝料を算定すべきである。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　一審被告東京電力は、避難の相当性が仮に認められるとしても、長くとも平成２

３年４月２２日頃までであり、それ以後は避難の相当性が認められないため、一審原告３６－

１の請求する宿泊費については本件事故と相当因果関係がない旨主張する。しかし、原判決が

避難継続の合理性を認めた期間は短過ぎ、この点を措いても、少なくとも原判決が認めた期間

は避難継続の合理性は明らかに認められる。一審被告東京電力の上記主張は失当である。

　　（２）　また、一審被告東京電力は、一審原告３６－１がルームシェアに係る月額３万円

を支出したことについて、客観的な証拠がないため、損害自体の発生が認められない旨主張す

る。しかし、長期間の避難において、滞在費用が生じるのは当然のことであり、月額３万円と

いう居住費はむしろ低額であって相当の範囲内である。知人の厚意によりルームシェアという

形で長期間滞在させてもらっていた状況で、当該知人に領収証の発行を求め、さらにそれを保

管しておく負担を同３６－１に課すのはあまりに酷である。

　　加えて、一審被告東京電力は、ＡＤＲにおいて一審原告３６－１に賠償を行ったところ、

その明細には当該宿泊費の一部が含まれていた。したがって、一審被告東京電力自身、当該宿

泊費が損害に当たることを自認している。したがって、同一審被告の上記主張は失当である。

第２３　一審原告３８の世帯

　１　避難の合理性、避難継続の合理性

　　一審原告３８の世帯が居住していたｂｌ市においては、平成２８年６月の時点で、通学等

に用いる道路ですら１００％の除染がされていなかったのであるから、少なくとも平成２９年
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４月１日までの避難継続の合理性が認められるべきである。

　２　慰謝料以外の損害について

　　（１）　家財道具購入費

　　一般的な母子が生活するための家財道具等を揃えたときに３０万円で足りるはずはなく、

また一審原告３８－１は福島県内での勤務を継続しており、別居を強いられていたのであるか

ら、住居から家財道具を運び出せる状況にもなかった。避難の混乱の中、領収証を保存してい

ないことはやむを得ないことであり、これを不利益に評価すべきではない。

　　（２）　水道光熱費

　　上述のとおり、一審原告３８－１が福島県内での勤務を継続しており、別居を強いられて

いたから、水道光熱費を二重に負担していたことは明白であり、この領収証が保管されていな

いことを不利益に評価すべきではない。

　　（３）　食費

　　上記のとおり、一審原告３８の世帯では別居を強いられていたのであるから、食費も二重

に負担していたことは明らかである。この領収証を保管していないことを不利益に評価するの

は相当でない。

　　（４）　教育費

　　本件事故以前は、近所に複数の親族が生活する環境で一審原告３８－３の子育てをしてお

り、少なくとも３歳から保育園等に通園させる必要はなかった。したがって、教育費も本件事

故と相当因果関係のある損害である。

　　（５）　就労不能損害

　　一審原告３８－２は、少なくとも平成２９年４月１日まで避難継続の合理性が認められる

というべきであり、その避難期間中、幼い同３８－３を抱えながら、本件事故以前と同等の給

与を得ることは不可能である。

　　（６）　生命・身体的損害

　　一審原告３８－２が本件事故に起因して通院したことについては医師作成の診断書があ

り、本件事故と長引く避難生活によって不眠症、頭痛、胃痛、不安神経症を患い得ることは、

一般常識に照らしてもさほど不可思議でない。したがって、これも本件事故に起因する損害で

あると認めるべきである。

　３　慰謝料について

　　一審原告３８の世帯は、本件事故以前、親族皆が福島県内に居住し、頻繁に交流していた

が、本件事故によって、その絆が断たれてしまった。また、同３８－１は、長引く妻子との別

居生活から体調を崩し、同３８－２は避難した後ろめたさから、福島県内に残る友人らとの関

係が崩れてしまった。同３８－３は、自然豊かな福島県内でのびのび過ごすことができなくな

り、母等との極めて狭いコミュニティの中で幼児時代を過ごすことになった。現在、同３８－

２は乳がん闘病中であるが、その状況下にあっても夫婦の溝は埋まらず、家庭内別居の状態が

続いている。このように、本件事故によって、同３８の世帯が負った孤独感、ストレス、失っ

た家族の絆、それにより被った精神的苦痛は甚大であり、これらの点を適正に評価すべきであ

る。

第２４　一審原告４０

　１　慰謝料以外の損害について

　　一審原告４０は、ｂｍ市に在住の頃、日常生活において夫名義の自動車を使用し、この自

動車の任意保険契約を自身の名で行っていた。同４０にとって日常生活等のために自動車は必

要不可欠であり、同４０が支出した中古車購入代金２９万円及び駐車場代金２３万０４００円

（平成２４年１月から平成２６年３月まで月額３６００円、平成２６年４月から平成２９年３

月まで３７００円）と本件事故との相当因果関係を認めるべきである。
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　２　慰謝料について

　　一審原告４０は、知的障害及び身体障害を有する子を連れて、ｂｍ市からｂｎ市、ｂｎ市

からｄｅ市へと転々と避難をしなければならず、避難行動自体が大きな負担であった。また、

地縁のない避難先での子と二人きりの生活、自身の就職など、避難生活の苦労は相当なもので

あった。さらに、同４０及び子は、本件事故前は夫や近所の友人・支援者ら、障がい者施設な

どの支援機関が近くに存在する中で生活していたが、避難により、ｂｍ市の夫や友人、支援者

らと会う機会がなくなり、人間関係が失われた。また、同４０が死亡した場合は、障がいを有

する子を生涯にわたりケアすることを約束していた支援機関の支援も望めなくなった。さら

に、環境の変化に伴い、子にはチック症状が現れ、笑顔がなくなり、手話をしなくなった。

　　一審原告４０は、本件事故によりふるさとを失い、帰ることができなくなっただけでな

く、子の積極性や笑顔、子のケアに対する将来的な安心感をも失ったものであり、その喪失感

は筆舌に尽くしがたい。

　　このような一審原告４０の精神的苦痛を十分に評価すべきである。

第２５　一審原告４１の世帯

　１　避難の継続の合理性について

　　一審原告４１の世帯は福島第一原発から２０．９９ｋｍの距離に居住しており、旧避難指

示解除準備区域（２０ｋｍ圏内）の被害状況と何ら差異はない。避難継続の合理的期間は、旧

避難指示解除準備区域と同様に認められるべきである。

　２　不動産の損害について

　　一審原告４１－１の不動産に係る固定資産評価額２９８万１２１８円は時価よりも低額で

ある上、同４１－１が行った造成等も考慮すれば、不動産の価値は３００万円を下らない。そ

して、雑木林等の除染がなされていない以上、安心安全な自給自足の生活拠点としては無価値

になったといわざるを得ない。したがって、上記不動産の価値下落による損害は１００万円に

とどまらない。

　３　慰謝料について

　　一審原告４１の世帯があえて移住してきたこと、本件事故が自給自足に向けての２０年近

い労力を無にしたこと、現実に心身の疾病につき医師の診断がなされていること、居住場所か

らしても旧避難指示解除準備区域に準じた精神的苦痛を被っていること等、同４１の世帯の個

別事情を適切に評価すべきである。

　４　一審被告東京電力の主張に対する反論

　　（１）　光熱費

　　一審被告東京電力は、電気代及びガス代の増加分につき、相当因果関係が認められない旨

主張する。しかし、エアコンを使用せず薪ストーブを使用する等の当時の生活状況からすれば

（一審原告４１－１本人（原審））、増加分は、避難しなければ発生しなかった損害であり、

本件事故と相当因果関係を有する損害であることは明らかであり、原判決は正当である。

　　（２）　不動産

　　一審被告東京電力は、不動産に関する原判決の認定について、損害の発生が立証されてお

らず、民事訴訟法２４８条の解釈適用を誤ったものであり、自宅は滅失していないとか、損害

額の主張立証がない等と主張する。しかし、そもそも損害とは財産的な不利益をいい、物理的

な滅失に限られない。また、一審原告４１－１は自宅建物のみならず、植林等を施した雑木林

や湧き水での生活本拠全体を失っているのであり、損害の発生に関する主張立証は十分である

し、損害額の立証困難性も優に認められる。裁判所は損害が生じたことが認められる以上、同

条により相当な損害額を認定しなければならないと解される。したがって、原判決の認定は正

当である。

第２６　一審原告４２の世帯
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　１　一審原告４２－１

　　（１）　慰謝料以外の損害

　　一審原告４２－１は、ｄｆ市に避難するに当たり、子ら（同４２－２から同４２－４ま

で）の学用品等の購入を余儀なくされた。

　　公立の学校であっても各々の学校で使用している学用品は異なるものであり、転校や入学

の際、新たに学校所定の学用品が必要となるのは明らかである。仮に転校前の学用品を流用で

きるとしても一部に限られ、どうしても購入しなければならない学用品は複数あり、これらの

購入費用についても損害と認めるべきである。

　　（２）　慰謝料

　　一審原告４２－１は、本件事故により、事故前に有していた包括的生活基盤とそこから享

受していた利益を丸ごと失っており、この点を適切に評価すべきである。また、１８歳以下の

者がその年齢に応じた生活を送るためには親権者や監護者による適切な監護が必要不可欠であ

るから、同一世帯における１８歳以下の者とその親権者について、避難継続の合理性が認めら

れる期間が相違することは極めて不合理である。さらに、同４２－１には、本件事故前から結

婚を視野に入れて交際していた男性がおり、本件事故後、同男性との間の子を妊娠したもの

の、胎児への放射性物質の影響を考えて中絶し、結婚も諦めなければならなかった。同４２－

１はその男性と、同４２－２から同４２－４までとともに家庭を築くことを予定していたが、

その人生設計も実現不可能となった。加えて、同４２－１は、ｄｆ市への避難のため、本件事

故前に勤務していたｂｌ市内の病院を退職する際、奨学金の返済として１００万円もの支払い

を余儀なくされた。このように、中絶という大きな負担を強いられたことや、多額の出費を余

儀なくされたことも、慰謝料の算出において適切に斟酌されるべきである。

　２　一審原告４２－２から同４２－４まで

　　一審原告４２－２から同４２－４までは、本件事故により、事故前に有していた包括的生

活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失っており、この点を適切に評価すべきである。

第９章　一審原告らの損害（個別のものも含む。）に関する一審被告東京電力の当審における

主張（弁済の抗弁の主張を含む。）

第１　総論

　１　はじめに

　　一審被告東京電力は、迅速、公平かつ適切な範囲の損害を賠償するために、原賠法に基づ

き原陪審が定めた中間指針等を踏まえて自主賠償基準を策定し、本件事故の被害者らに対し損

害賠償を行ってきた。

　　同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産的損害と精神的損害とは、原因事

実及び被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は１個であると解される

（最判昭和４８年４月５日民集２７巻３号４１９頁）ところ、本件訴訟では、科学的・客観的

に見て現実に健康影響を生じる程度の被ばくを受けた一審原告はおらず、本件事故による一審

原告らの損害に対する賠償は、本件事故により平穏な生活基盤が損なわれたことによる損害の

全体を「原子力損害」（原賠法３条１項）としてひとまとめにして賠償したものであり、その

請求権の個数は、損害全体に対する損害賠償請求権についてまとめて１個である。

　　一審原告らの請求は、結局のところ、本件事故により平穏な生活が損なわれたことによる

損害に対する損害賠償請求権１個のうち、一審被告東京電力が全ての賠償金を支払っておらず

未だ残部があると主張して、その残部を請求しているものにほかならない。しかしながら、一

審原告らに対する十分な賠償実態に加え、一審原告らそれぞれの個別事情を踏まえれば、一審

原告らには一審被告東京電力による既払賠償額を超える損害は認められない。

　２　自主的避難等対象区域に居住していた一審原告らに既払賠償額を超える損害は認められ

ないこと
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　　（１）　原判決は、自主的避難等対象区域に居住していた一審原告らについて、本件事故

発生当初の時期に避難することには一定の合理性が認められるとし、避難継続の合理性が認め

られるのは、原則として本件事故が収束に向かっていることが確認できた平成２３年１２月３

１日までとしつつ、妊婦・子どもについては平成２４年８月３１日までと判示した。また、被

侵害利益は平穏な日常生活を送る権利と解するのが相当であるとした上で、避難に伴う慰謝料

は、平成２３年３月から１２月まで月額６万円、妊婦又は子どもは更に平成２４年１月から８

月まで月額５万円とするのが相当であると判示した。

　　（２）　しかしながら、平成２３年４月１７日には、原子炉の冷温停止を目指すスケ

ジュールが公表されて収束に向けての方向性が示されたこと、自主的避難等対象区域の空間放

射線量率は、国際的な合意がされた科学的知見である年間２０ｍＳＶを超えないこと、本件事

故による被ばくが健康影響を増加させる見込みはないという県民健康管理調査及び国際機関の

報告が出され、これらの情報が信用性の高い媒体や自治体の広報等を通じて周知されていたこ

と、自主的避難等対象区域の住民の大部分は避難しなかったこと、同年３月中には、社会的活

動・経済活動が再開していたことなど、同区域における本件事故後の客観的状況等からすれ

ば、本件事故当初の時期の被ばくへの不安を抱いたことについて法律上保護される利益（平穏

な日常生活を送る利益）の侵害の程度は、もし存在するとしても軽微なものであるし、後続事

故に対する不安についても、法律上保護される利益の侵害の程度は、もし存在するとしても軽

微なものである。

　　（３）　また、裁判所は裁量により慰謝料額を算定・評価できると解されているものの、

その裁量権の行使は社会通念により相当と認められるものでなければならない。しかるに、原

判決は、中間指針等及びこれを踏まえた一審被告東京電力の賠償基準が一応の合理性を有する

と判示しながら、一審原告ら全員に一律に、大人に６０万円、妊婦・子どもに１００万円の慰

謝料額を認定したが、これらはこれまでの裁判例や中間指針等の基準に比べ、かけ離れて高額

であり、もはやその裁量権の限界を超えているといわざるを得ない。

　　（４）　加えて、一審被告東京電力は、自主的避難等対象区域から避難した者に対して、

訴訟であれば法律上損害賠償義務を負うとは認められない範囲・額であっても、迅速、公平か

つ適切な賠償のために、直接請求及びＡＤＲ手続において十分過ぎる賠償を実施してきた。同

区域に居住していた一審原告らの各世帯は既に十分な賠償金を受領済みであり、各世帯が転居

した事情、転居の時期、転居後の生活状況等の個々の具体的な事情をも踏まえても、既払いの

賠償額を超える損害は全く認められない。

　３　区域外（ｃｅ地域・ｃａ市）に居住していた一審原告ら（一審原告２６の世帯）に既払

賠償額を超える損害は認められないこと

　　原判決は、本件事故後に区域外（ｃｅ地域）から避難をした一審原告らについて、自主的

避難等対象区域から避難した者と同期間の避難継続の合理性を認めて、同区域から避難した者

と同額の慰謝料を認めた。

　　しかし、福島県ｃａ市を含むｃｅ地域は、原陪審が指針において自主的避難等対象区域に

含めなかった地域である。にもかかわらず原判決では、居住地と福島第一原発との距離、空間

放射線量率をどのように評価して、区域外の住民について自主的避難等対象区域と同額の慰謝

料を認定したのか全く明らかでないし、「避難者の年齢、家族構成及び心身の状況」として認

定した内容が具体的にいかなる意味で区域外の住民の利益侵害を基礎づけるのかも明らかでな

い。

　　ｃｅ地域の住民については法律上保護される利益に対する侵害は認められず、仮に法益侵

害が生じたとしても一審被告東京電力が既に支払った賠償額を超える損害は認められない。

　４　その他の区域の一審原告らについても既払い金を超える賠償額は認められないこと

　　旧緊急時避難準備区域に居住していた一審原告ら、旧避難指示解除準備区域に居住してい
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た一審原告ら、旧居住制限区域に居住していた一審原告ら、帰還困難区域に居住していた一審

原告についても、既に一審被告東京電力から十分過ぎる賠償金を受領しているから、これらの

者について既払賠償額を超える損害は認められない

　５　弁済の抗弁に関して、原判決が慰謝料以外での過払額を認定しながら、慰謝料に充当し

ない判断の誤り

　　（１）　原判決の内容

　　原判決は、弁済の抗弁について、各一審原告の損害額を認定し、かかる損害額全体から一

審被告東京電力から各一審原告に対する本件事故についての賠償金として支払われた金額を控

除し、一審被告東京電力による賠償金を控除してもなお残額が存在する場合には、残額に相当

因果関係が認められる範囲の弁護士費用を上乗せした金額を認容額とすると判示した。それに

もかかわらず、原判決は、「慰謝料のみを請求している原告ら」と「（慰謝料に加え）慰謝料

以外の請求をしている原告ら」との「公平の見地」から、ＡＤＲにおいて「避難雑費」や「自

主的避難等対象者に対する賠償金」として支払われた金銭を慰謝料に充当することを認めな

かった。そして、原判決は、一審被告東京電力が、一審原告らのうち１５名に対して、原判決

が慰謝料以外の損害項目について認定した損害額を超える額を支払ったにもかかわらず、当該

超過分を慰謝料に対する弁済に充当することを否定した。

　　（２）　原判決の誤り

　　しかし、原判決の結論によれば、一審被告東京電力が一審原告に対して慰謝料以外の損害

として支払った額が、慰謝料以外の損害として認定された額を上回る場合には、当該超過額の

分だけ、当該一審原告が利得を得ることとなる。不法行為に基づく損害賠償制度の目的からす

ると、このように一審原告が被った損害分を超える賠償がなされる結果となることは明らかに

不当である。

　　また、本件は通常共同訴訟であって、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、民

事訴訟法３９条により他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。それにもかかわらず原判決は、あ

る一審原告（慰謝料のみを請求している一審原告ら）に対して一審被告東京電力が弁済の抗弁

という攻撃防御方法を主張しなかったことを、他の一審原告（慰謝料に加え、それ以外の請求

をしている一審原告ら）に影響を及ぼしているのであって、同条に反する。

　　（３）　財産的損害と精神的損害の賠償額の総額が、弁済の抗弁として認められるべきこ

と

　　ア　本件事故による財産的損害と精神的損害は同一の請求権を構成するものであり、一審

被告東京電力から一審原告らへの支払は、全て弁済として充当されるべきこと

　　原判決が判示したとおり、各一審原告の損害額を認定し、かかる損害額全体から一審被告

東京電力から各一審原告に対する本件事故についての賠償金として支払われた金額を控除した

残額が損害額であるとの一般論からすれば、どの名目の損害に対する弁済なのかといった検討

自体が不要なはずである。

　　そして、同一の不法行為により生じた財産的損害と精神的損害とは、その賠償の請求権は

一個であり（最判昭和４８年４月５日民集２７巻３号４１９頁）、その細目ごとに独立の損害

としてそれぞれ損害賠償請求権が成立するという扱いは取られておらず、費目相互間の融通も

認められている。また、慰謝料の算定にあたって、裁判所は、諸般の事情を斟酌して慰謝料の

賠償を命じることができ（最判昭和４７年６月２２日判時６７３号４１頁）、それゆえ、請求

額の範囲内であれば裁判所は原告が提示した財産的損害と精神的損害の内訳に拘束されず、請

求額を超えない範囲であれば原告の主張する慰謝料額を超えて慰謝料を認容することもでき

る。したがって、本件事故に係る一審被告東京電力から一審原告らへの支払は、財産的損害で

あると精神的損害であるとを問わず、全て弁済として充当されなければならない。

　　イ　特に自主的避難等対象区域に関しては、精神的損害に対する賠償と生活費増加分等の
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実費の賠償を一体として賠償しており、実態としても精神的損害と財産的損害を明瞭に区分し

がたいこと

　　特に一審被告東京電力による自主的避難等対象区域に居住していた者に対する賠償は、対

象者各人の避難の有無や費用の増加の有無・額を問わずに包括慰謝料として一定額を支払うも

のであって、精神的損害に対する賠償と生活費増加分等の実費の賠償が一体として行われてい

る実情にあり、実際の被害発生のありようにおいても、精神的損害と財産的損害とを明瞭に区

分しがたいという特徴がある。

　　そして、精神的損害の請求に対して裁判所が財産上の損害と精神的損害の内訳に拘束され

ることなく損害を認定する可能性が否定できない以上、これに対応する弁済の抗弁の対象とし

ても、精神的損害と財産的損害の賠償額の総額が弁済の抗弁として認められなければならな

い。

　　（４）　生計を共通にする同一世帯単位での充当を認めるべきこと

　　原判決は、各一審原告の世帯が被った損害について、当該世帯の構成員のうち一人の一審

原告が代表して請求している場合には、当事者の合理的意思に鑑み、上記損害は当該世帯を代

表した一審原告の損害と認め、一審被告東京電力の当該世帯に対する弁済の抗弁についても、

当該一審原告に対する弁済の抗弁として認めることとすると判示した。しかし、原判決の判断

では、世帯代表者に対する財産的損害の超過払い分が同人の精神的損害やその余の世帯構成員

の損害に充当されず、当該超過払い分の利得が当該世帯に生じ、損害の回復という損害賠償制

度の趣旨・目的からすれば、明らかに妥当でない。

　　そして、本件事故に関する一審被告東京電力から一審原告らに対する支払額の算定及び実

際の支払の実態として、〈１〉受領権限のある世帯の代表者が、世帯分の賠償金を一括して受

領しており、〈２〉世帯構成員全員に共通する損害の填補として支払われた部分があり、

〈３〉一審被告東京電力による賠償の受益者が不可分であることからすれば、当事者の合理的

意思に鑑みて、生計を共通にする同一世帯単位での充当を認められなければならない。

　　（５）　一審原告１－１らの主張に対する反論

　　ア　一審原告１－１らは、本件事故が未曾有の大災害であったことや本件事故による放射

能の影響は未だ科学的に定まったものではないこと等を理由に、信義則上、本件において充当

は認められるべきではないと主張する。

　　しかし、本件事故に関連して、一審被告東京電力が一審原告らに対して弁済をした事実が

存在し、一審原告らもこれを認めているにもかかわらず、弁済の効力を一切認めるべきでない

という主張は暴論といわざるを得ず、失当である。

　　イ　また、一審原告１－１らは、一審被告東京電力が避難雑費や自主的避難等対象者に対

する賠償金として支払った金銭は財産的損害等に対する賠償の趣旨で支払われたと解するのが

相当であり、当該既払い金を慰謝料に充当しなかった原判決は不当ではない旨主張するが、か

かる主張の根拠については一切具体的な主張立証をしない。この点については、前記判例や、

本件事故に関する一審被告東京電力を被告とする他の事件の裁判例の考え方に鑑みれば、既払

い金は精神的損害か財産的損害かを問わずに充当されるべきであるのは明らかである。

　６　一審原告らのその他の主張について

　　（１）　ｃｃの意見書（甲Ｂ２３９）及び証言は、一審原告らが主張する原判決の不当性

等を何ら裏付けるものではないこと

　　一審原告１－１らは、ｃｃの令和４年９月３日付け意見書（甲Ｂ２３９。以下「補足意見

書」という。）及びその証人尋問における証言（原審及び当審）に基づき、自主的避難等対象

区域の一審原告ら及び旧緊急時避難準備区域の一審原告らについて原判決が避難継続の合理性

を認めた期間は不当に短く、また、原判決が認めた慰謝料額は余りに少なく実態を反映した慰

謝料額とはなっておらず不当である旨を主張している。しかしながら、補足意見書は結局のと
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ころ、一審原告らの陳述書の内容をまとめた上で分析したもので、一審原告らの主張そのもの

に過ぎない上、避難の合理性について客観的・科学的な分析を行うのであれば当然に考慮すべ

き点を何ら考慮しておらず、また、低線量被ばくによる健康への影響に関する科学的知見に反

する前提に拠っており、さらにｃｃの専門外である科学的知見に基づいて法的妥当性について

述べており、信用性がない。

　　したがって、補足意見書及びｃｃの証言は、原判決が避難継続の合理性を認めた期間が不

当に短いこと及び慰謝料額が不当に少ないことを裏付けるものではない。

　　（２）　ｄｇ（以下「ｄｇ」という。）の意見書（甲Ｂ１８０、丁Ｂ６６）及び証言は、

避難の必要性及び避難継続の合理性等を裏付けるものではないこと

　　一審原告らは、ｄｇの意見書及びその証人尋問における証言（当審）に基づき、一審原告

らについて、一審被告国による区域分けにかかわらず、避難の必要性が強く認められ、かつ、

現時点まで避難継続の必要性が認められる旨を主張する。

　　しかしながら、そもそもｄｇは被ばく線量や放射線被ばくによる健康への影響に関して何

ら専門的な知見を有しておらず、ｄｇが意見書で行った外部被ばく放射線量の推計方法には正

確性及び信頼性に重大な疑義が存する上、意見書において述べられている放射線被ばくによる

健康への影響に関する見解は、国際的に合意された科学的知見に反する独自の見解にすぎな

い。

　　したがって、ｄｇの意見書及び証言は、一審原告らの避難の必要性及び避難継続の合理性

等を何ら裏付けるものではない。

　　（３）　一審被告東京電力に重過失は認められない

　　一審原告らは、一審被告東京電力に故意とも同視し得る重過失があり、そのような事情は

慰謝料の算定に影響を及ぼすと主張している。

　　しかしながら、本件において、本件事故を回避するための前提となる予見可能性は、当時

一般に認められていた客観的かつ合理的な科学的知見に照らして、「本件津波ないし本件津波

と同程度の津波の発生」を一審被告東京電力が客観的かつ合理的に予見できたか否かによって

判断されねばならないと解されるところ、本件事故は、専門家の想定すらもはるかに上回る天

災地変の発生によって引き起こされたものである。また、仮に長期評価の見解に基づく対策を

講じたとしても、本件事故以前の科学的知見の下では「防潮堤の設置」が検討されたのであ

り、長期評価の見解をそのまま用いて防潮堤を設置したとしても、当該防潮堤では本件津波を

防ぐことはできなかったのであるから、一審被告東京電力は、本件津波ないし本件津波と同程

度の津波を予見することはできず、当該津波を防ぐこともできなかったものであり、同一審被

告に重過失は認められない。したがって、同一審被告に、慰謝料の増額を基礎づけるような故

意又は重大な過失があったなどとはおよそいうことはできない。

第２　一審原告１の世帯

　１　一審原告１の世帯に既払い金を超える精神的損害は認められないこと

　　（１）　一審原告１－１から同１－３までは、本件事故当時、自主的避難等対象区域であ

る福島県ｂｓ市に家族３名で居住しており、その住所と福島第一原発との直線距離は６０．２

１ｋｍである。同１－１及び同１－２は、平成２３年３月１２日に同１－３をｃａ市内の同１

－１の両親宅に預け、同月１４日にｂｏ市へ移動し、その後、同１－３を含む家族３人で、埼

玉県ｄｈ市、栃木県ｄｉ市を経て、同月３０日に愛知県ｄｊ市のホテルに移動し、同年４月５

日には同市内にアパートを借りて生活を開始し、同１－１は、同年５月に飲食店にアルバイト

として就職した。

　　（２）　ｂｓ市の空間放射線量率は、客観的に健康に影響を及ぼす状況にはなく、そのこ

とが周知もされていた。同市においては、本件地震によるインフラ被害があったが、平成２３

年４月には復旧し、社会的活動も同年中には再開していた。一審原告１－１及び同１－２の各
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両親も本件事故後一時的に移動したものの、同年３月下旬には同市に戻ったし、同１－３の通

学先の小学校は仮校舎での授業が再開し、同１－２の本件事故前の勤務先も、震災後の混乱が

落ち着いた後は営業を再開していた。さらに、同１－１が飲食店を営業していた同じ場所で

は、同年７月には新たに飲食店が開店していた（乙Ｃ１の４）。

　　また、福島県が実施した県民健康調査におけるｂｓ市民についての内部被ばく検査及び外

部被ばく線量推計の結果は、健康に影響が及ぶ数値ではなかった。一審原告１－１らは、同１

の世帯には健康被害に対する不安があると主張するが、同１－３の甲状腺検査の結果は「Ａ

２」であり、二次検査まで実施する必要はなく、定期的な経過観察で特段の治療は必要ない

し、のう胞についても健康な人にも見つかることの多い良性のもので学童期から中高生に多く

見られるものであった。さらに、同１－３が受けたホールボディカウンターの検査結果によれ

ば放射性物質は不検出であった（一審原告１－２本人（原審））。

　　一審原告１－１らは、胎児への影響や小学生である同１－３への影響に対する不安を主張

するが、本人や胎児、母乳を飲んでいる乳幼児への悪影響について心配する必要はないとする

記事や日本産科婦人科学会の見解等が明らかにされていた。

　　（３）　以上によれば、一審原告１の世帯について、その転居は客観的根拠に基づく不安

によるものではなく、また上記のとおり、遅くとも平成２３年５月には新たな環境で日常生活

を送ることができる状態になっており、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）

の侵害があったとしてもその程度は軽微であるから、一審被告東京電力の既払い金を超える精

神的損害は認められない。

　２　一審原告１の世帯の移動に起因する財産的損害は何ら立証されていないこと

　　一審原告１－１らは、本訴訟において、同１の世帯の移動に起因する財産的支出について

何ら客観的証拠を提出しておらず、財産的損害は何ら立証されていない。

　３　小括

　　以上より、一審原告１の世帯に本件事故に起因して生じたと考え得る損害は、多くとも一

審被告東京電力の既払い金（世帯合計７２０万２６４２円）を超えるものではないから、同１

の世帯の請求を認める余地はない。

第３　一審原告２－２

　１　本件事故後、徐々に平穏な生活を回復し、平成２５年１２月には避難生活を終えて新た

な生活基盤を確保していること

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２は、本件事故後、平成２３年７月に愛知県ｄｋ市の

家を借りて生活を始めたが、平成２５年１１月１３日に同元原審原告が肝臓がんで死亡した後

の同年１２月、同一審原告は、子らの住所に近い大阪府ｄｌ市に転居し、以後、現在まで暮ら

している。したがって、同元原審原告及び同一審原告は、ｄｋ市で生活を始めた平成２３年７

月以降は生活の平穏を徐々に回復し、ｄｌ市に転居した平成２５年１２月以降は避難生活を終

え、一定の生活基盤を確保したものと考えられる。

　２　元原審原告２－１及び一審原告２－２は実損害を超える多額の賠償を受けていること

　　（１）　不動産について

　　一審被告東京電力は、元原審原告２－１に対し、田畑について交換価値の下落分を超える

額である１５７万９６００円、ログハウス及びその構築物庭木について１５４万９３６８円、

牧場について５３万５８４０円を各賠償した。

　　また、一審被告東京電力は、元原審原告２－１がその購入費用を拠出したにもかかわらず

形式的に登記上の所有者を訴外の子としていた土地の賠償として、固定資産税評価額に土地係

数１．４３を乗じた算出額に加え、造成等に係る費用として１５７万３１３１円を上乗せした

額を賠償した。この費用は、一審被告東京電力が、早期解決の観点から和解仲介案を尊重して

賠償したものである。さらに、一審被告東京電力は、同元原審原告がその購入費用の大部分を
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拠出したにもかかわらず形式的に登記上の所有者を訴外の子ら３名にしていた建物の賠償とし

て時価よりも遥かに高額な２４１６万３３１１円を賠償した。加えて、一審被告東京電力は同

元原審原告に対し、平成３０年３月までの間のアパートの賃料全額も支払った。

　　このように、一審被告東京電力は、元原審原告２－１の不動産に関する損害賠償として十

分な額を賠償済みである。

　　（２）　家財について

　　一審被告東京電力は、家財について、家族構成に応じ、法律上認められる損害額として通

常想定される額よりも十分に多い額を、自主賠償基準により定額で一律に賠償しており、元原

審原告２－１及び一審原告２－２についても、迅速な賠償のため領収証等の確認をせずに５９

５万円を賠償した。さらに、一審被告東京電力は、同元原審原告及び同一審原告が避難先で購

入した電化製品等の実費を請求したのに対し、生活費増加費用の名目で１０７万６００７円を

賠償した。この際、定額賠償との清算はせず、領収証等の提出がないものも支払われており、

同元原審原告及び同一審原告に対する生活費増加費用の支払が法律上認められる損害額を超え

た賠償であることは明らかである。

　　（３）　死亡後の避難・帰宅等に係る費用相当額の賠償

　　一審被告東京電力は、元原審原告２－１及び一審原告２－２に対して、避難・帰宅等に係

る費用相当額の名目で２６２万４２５７円を賠償したが、このうち１５３万２００７円は同元

原審原告及び同一審原告の平成２５年６月１日から平成２９年５月３１日まで分の相当額とし

て包括請求方式により請求され、賠償したものである。しかしながら、同元原審原告は平成２

５年１１月１３日に死亡していたのであるから、一審被告東京電力が賠償した同日から平成２

９年５月３１日までの同元原審原告分の避難・帰宅等に係る費用相当額は、法律上損害の発生

が認められないか、あるいは本件事故との相当因果関係が認められない。

　３　小括

　　以上のように、一審被告東京電力は、元原審原告２－１及び一審原告２－２に対し、実損

害を大きく超えた十分な賠償（合計７８２７万９９５８円）を既に実施済みである。

　　一審原告２－２は、本件訴訟において、一審被告東京電力から元原審原告２－１に対して

賠償した財物賠償に係る既払額のうち、交通費、宿泊費・謝礼、生活費増加費用（家財道具購

入費）等の賠償金として２２３５万２２９２円を請求するが、原判決は、上記請求に対応する

損害としては１０４８万５５０３円に限り認定した。上記請求項目に限っただけでも、一審被

告東京電力による既払額は裁判所が認定した損害額よりも１１８６万６７８９円も超過してい

る。

第４　一審原告３の世帯

　　一審原告３の世帯は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域に居住していた者であり、原

判決で請求を棄却され、控訴審においてはそれぞれ３３０万円を請求しているものの、何らの

追加の主張立証もしていないから、更なる反論の必要はない。

　　なお、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに一審原告３の世帯に対し、合計２０

３３万６１２１円を賠償しており、全体として十分な賠償を実施済みであり、同３の世帯の一

審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　　したがって、一審原告３の世帯の請求は、控訴審においても、いずれも棄却される必要が

ある。

第５　一審原告４

　１　一審原告４に損害は認められないこと

　　そもそも、一審原告４は、自主的避難等対象区域である福島県ｃｂ郡ｂｂ町に居住してい

たが、本件地震の影響で自宅が傾いて生活できない状態となり、生活の拠点を失ったために自

宅を出たものであり、その避難について本件事故との相当因果関係が認められないことは明ら
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かである。また、以下のとおり、各損害についても本件事故との間に相当因果関係がないこと

が明らかである。

　２　個別の損害について

　　（１）　交通費

　　原判決は、ｄｍ空港から中国の実家までの移動及び中国の実家から愛知県ｄｎ市までの移

動に要した交通費として７万８４４０円を認めたが、前記のとおり、そもそも本件事故発生当

初の時期において法律上保護される利益の侵害が生じていたかという点には疑問が存する。ま

た、日本に再入国をする必要があるとしても、その移動が本件事故に基づく避難から生じた別

離を解消するための移動でなければ本件事故との相当因果関係は認められないところ、一審原

告４は元夫や娘が居住している地に移動することもなく、また近隣ともいえないｄｎ市に移動

している。かかる移動は、本件事故に基づく避難から生じた別離を解消するための移動とはい

えないから、本件事故との相当因果関係は認められない。さらに同１－１らは、同４が交通費

を支出したことに関する領収証等の客観的な証拠を何ら提出していない。

　　（２）　引越し費用

　　原判決は、平成２３年７月の県営住宅への引越し費用として、民事訴訟法２４８条に基づ

き３万円を認めたが、仮に本件事故発生当初の時期においては避難の相当性が認められるとし

ても、その期間は長くとも愛知県で就職して会社の寮に入った平成２３年６月４日までと考え

られ、それ以後は避難継続の相当性は認められないから、上記引越費用について本件事故との

相当因果関係は認められない。

　　（３）　一時立入り・帰省費用

　　原判決は、平成２３年８月頃の２回にわたる一時立入り費用として７万７５２０円を認め

たが、仮に避難の相当性が認められるとしても、その期間は長くとも平成２３年６月４日頃で

と考えられ、それ以後は避難継続の相当性は認められないから、上記一時立入り費用について

は本件事故との相当因果関係は認められない。また、一審原告４のｄｎ市への移動と本件事故

との相当因果関係は認められないから、この移動に伴い生じた一時立入り費用も本件事故との

相当因果関係は認められない。

　　加えて、一審原告４は２回分の一時立入り費用を請求するが、避難後自宅に戻ったのは１

回である旨供述している（一審原告４本人（原審））。さらに原判決は電車とバスの料金が記

載された甲Ｃ４の８、９を証拠として認定しているが、同４は家財道具を持ち出すため車で

戻ったと供述している（一審原告４本人（原審））。

　　また、一審原告１－１らは、同４が一時立入り費用を支出したことに関する領収証等の客

観的な証拠を何ら提出しておらず、損害の発生自体が認められない。

　　（４）　家財道具購入費

　　原判決は、家財道具購入費として、５万円を認めたが、前記のとおり、そもそも法律上保

護される利益の侵害が生じていたか疑問があり、それが仮に認められるとしても、その期間は

長くとも平成２３年６月４日までと考えられるところ、当初避難したのは一審原告４の中国の

実家である以上、上記家財道具購入費は、同年７月にｄｎ市の県営住宅に転居した際に発生し

たものと考えられ、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（５）　家賃増加分

　　原判決は、県営住宅に転居した平成２３年７月から同年１２月までの家賃増加分として７

万２０００円（１万２０００円×６か月）を認めたが、前記のとおり、そもそも法律上保護さ

れる利益の侵害が生じていたか疑問があり、仮に避難の相当性が認められるとしてもその期間

は長くとも同年６月４日までと考えられ、それ以後は避難継続の相当性は認められないことか

ら、上記家賃増加分について本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、一審原告４は、隣の住民がうるさく睡眠できないために県営住宅に引っ越したと供
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述している（一審原告４本人（原審））から、本件事故との相当因果関係が認められないこと

は明らかである。さらに、同１－１らは、同４の家賃増加分の支出に関する領収証等の客観的

な証拠を何ら提出しておらず、損害自体の発生が認められない。

　　（６）　就労不能損害

　　原判決は、平成２３年３月１６日から同年６月４日までの８１日間就労できなかった就労

不能損害として、４２万９３８１円（本件事故前６か月間の平均月収１５万９０３１円÷３０

日×８１日）を認めたが、前記のとおり、そもそも法律上保護される利益の侵害が生じていた

か疑問があり、仮に法律上保護される利益があるとしても軽微なものに過ぎず、上記就労不能

損害について本件事故との相当因果関係は認められない。

第６　一審原告５の世帯

　１　一審原告５の世帯に既払い金を超える精神的損害は認められないこと

　　（１）　一審原告５－１及び同５－２は、避難をせず仕事を継続し、同５－３及び同５－

４は、平成２３年３月１６日には同５－１の実家で生活を送っていたこと

　　一審原告５の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してお

り、その住所と福島第一原発との直線距離は６１．６７ｋｍである。同５の世帯は、平成２３

年３月１２日及び同月１３日、福島県ｄｏ市に移動しては自宅に戻るなどし、同５－３及び同

５－４は、同月１６日から、愛知県ｄｐ郡ｄｑ町にある同５－１の実家で生活を送った。同５

－１及び同５－２は、避難することなくｂｌ市の自宅で生活し、いずれも小学校の教諭として

仕事を継続したが、平成２４年３月末に退職し、同年４月１日から転居して同５－３及び同５

－４と生活を開始した。現在、同５の世帯は、同５－１の実家の家をリフォームして生活をし

ている。

　　（２）　ｂｌ市における状況

　　一審原告５の世帯が本件事故当時居住していたｂｌ市は自主的避難等対象区域であり、同

５の世帯は本件事故により避難を余儀なくされたものではなく、空間放射線量率は健康に影響

しないレベルであり、空間放射線量率の健康への影響等については周知されていた。また、同

市内の大多数の者は避難せずに生活を続けており、平成２３年３月中にはインフラも復旧し、

同年４月には学校も通常どおり始まり、その他の社会的活動も行われていた。

　　また、一審原告５の世帯の自宅から近いモニタリングポストのｄｒインターチェンジの空

間放射線量率は、平成２３年４月１日において１．３２μＳｖ／時、平成２４年４月１日にお

いて０．４８μＳｖ／時、平成２５年４月１日において０．４２μＳｖ／時であって、避難指

示の基準となる３．８μＳｖ／時を大きく下回る水準であり、客観的に健康に影響を及ぼすよ

うな空間放射線量率ではなかった。さらに、同５－１及び同５－２がｂｌ市内及び福島県ｄｓ

市内で各々勤務していた小学校はいずれも平成２３年４月６日の入学式より再開し、同５－３

が通っていた幼稚園も再開された。しかも、同５－２の親はｂｌ市に近い福島県ｃｂ郡ｄｄ町

に居住していたが、本件事故直後に同県ｄｏ市に移転した後は移動していない。

　　（３）　本件事故による具体的な健康被害は生じていないこと

　　福島県が実施した県民健康調査におけるｂｌ市民に対する内部被ばく検査及び外部被ばく

線量推計の結果は、健康に影響が及ぶ数値ではなかった。一審原告５－３は甲状腺検査やホー

ルボディカウンターを受けたことがなく、また、同５－４については、のう胞が若干あると診

断されたものの、医師からは本件事故の影響であるといわれたことはない。なお、のう胞は、

健康な人にも見つかることの多い良性のものとされている。

　　（４）　法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害があったとしてもそ

の程度は軽微であること

　　一審原告５－１は、本件事故直後から多くの放射線に関する新聞報道に触れており、厚生

労働省のパンフレットなども読んでおり、水道水や店頭に並ぶ食べ物には子どもの健康には影
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響がないこと、更には放射線に関する副読本を読むなどしており、ｂｌ市においては子どもで

あっても避難の必要がないことについて十分な知識を有していたと認められる。また、同５－

２は、本件事故直後から同５－３及び同５－４を避難させて二重生活を送る必要はなく、ｂｌ

市の自宅で一緒に生活すればよいと考えており、子らの避難に反対していた。さらに、上記２

及び３の状況等をも踏まえれば、同５の世帯の抱いていた不安感は客観的根拠に基づくもので

はなく、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害が生じたとしてもその程

度は軽微であり、同５の世帯には、既払い金を超える精神的損害は認められない。

　２　小括

　　以上より、一審原告５の世帯において、本件事故に起因して生じたと考え得る損害は、多

くとも一審被告東京電力の既払い金（世帯合計９１２万５６３８円）を超えないから、既払い

金を超えて賠償されるべき損害を認める余地はない。

第７　一審原告６の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　一審原告６の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してお

り、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは認められない。

したがって、同６の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認められないし、避難

に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められ

ない。

　　また、仮に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められる場合があると敢えて想定す

るとしても、一審原告６の世帯はどんなに遅くとも、平成２３年５月４日頃には新たな環境で

平穏な日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日

常生活を送る権利）の侵害はない。

　　さらに、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による影響は健康に影響を与え

るものではなかったこと、平成２３年３月から同年４月にかけて、ただちに健康に影響を与え

るレベルではないとの専門家や政府の説明等が繰り返し新聞報道等で報じられており、同年３

月下旬から同年４月以降、学校や企業活動が再開され、同月１７日には、原子炉の冷温停止を

目指すスケジュールが公表され、収束に向けた方向性が示され、同月２２日には、避難指示区

域と接する２０から３０ｋｍ圏内においても屋内退避区域の指定が解除されたこと、また、自

主的避難等対象区域の大部分の住民は１８歳未満の住民も含めて避難しなかったこと等に照ら

せば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時期における、放出さ

れた放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足による不安感・危惧感

に基づく精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一審原告６の世帯

については、同年５月４日までのものに限られることとなり、かつ、下記のとおり本件事故と

相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告６の世帯に対して合計３

３０万３１２５円を支払っており、同６の世帯に対し、十分な賠償を実施済みであり、同６の

世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　仮に、慰謝料（精神的損害）を基礎付ける事情として一審原告１－１らが同６の世帯につ

いて主張する、〈１〉将来放射能の影響が出るかもしれないという不安を感じながら生きてい

かなければならなくなったこと、〈２〉幼い同６－３を連れた避難が大きな負担であったこ

と、〈３〉親戚や友人らと会う機会が減り、人間関係が悪化したことを考慮しても、以下のと

おり、同６－１及び同６－２についての慰謝料額並びに本件事故時１８歳以下であった同６－

３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力による賠償額である８万円及び４８万円

を超えるものではない。
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　　まず、一審原告６の世帯が居住していたｂｌ市の空間放射線量は、前記のとおり避難指示

の基準を大きく下回る水準であって、客観的に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではな

かった。したがって、同６の世帯が上記〈１〉の不安を感じていたとしても、客観的証拠に基

づかない漠然とした不安感にとどまるものといえ、上記〈１〉の事情は、本件事故と相当因果

関係のある精神的損害の発生を基礎づける事情とは認められない。

　　また、一審原告６の世帯は、自主的避難等対象区域に居住していた以上、同６－３を連れ

て避難を行なったことは、専ら同６の世帯の任意の判断に基づくものであり、上記〈２〉の事

情は、本件事故と相当因果関係を有する精神的損害の発生を基礎づける事情ではない。

　　さらに、賠償を求め得るべき精神的利益は、ある程度重要であり、直接的であり、かつ客

観性を持つものでなければならないが、地域における人間関係（つながり）は変容するもので

あるから、上記〈３〉の親戚や友人との人間関係は、極めて主観的・抽象的で漠然としたもの

に過ぎず、慰謝料請求を基礎づける被侵害利益たり得ない。さらに、仮に親戚や友人との人間

関係が被侵害利益たり得るとしても、一審原告６の世帯が居住地を離れたことは避難を余儀な

くされたものではなく、同６の世帯の任意の判断の結果によるものであり、また、会う機会が

減少しても人間関係が悪化するわけではないから、当該事情は、本件事故と相当因果関係のあ

る原子力損害に該当しない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　交通費

　　原判決は、一審原告６の世帯の平成２３年３月１５日から同年５月４日までの交通費とし

て民事訴訟法２４８条に基づき４万０５００円を認めたが、本件事故発生当初の時期において

法律上保護される利益の侵害が生じていたか疑問があり、上記交通費は本件事故と相当因果関

係が認められない。仮に法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害が生じた

としてもその程度は軽微であり、既払い金を超える損害は認められない。

　　また、そもそも一審原告６の世帯は、平成２３年５月４日頃、異動に伴い群馬県ｄｔ市に

引っ越しており、同市への本件事故の影響は皆無であるから、上記の時点で避難は終了してお

り、なお本件事故の影響について不安を感じて交通費等の出費等をしたとしても、それは専ら

同６の世帯の独自の考えに基づくものであるから、同１－１ら主張の上記転居時点以降の同６

の世帯の損害については明らかに本件事故との相当因果関係が認められない。

　　（２）　避難のための住居選定・就職活動のための交通費

　　原判決は、平成２３年４月、同年１２月及び平成２４年１月の避難のための住居選定・就

職活動のための交通費として計６万８０００円を認めたが、本件事故発生当初の時期において

法律上保護される利益の侵害が生じていたか疑問があり、仮に法律上保護される利益の侵害が

生じたとしてもその程度は軽微なものに過ぎないから、上記避難のための住居選定・就職活動

のための交通費について本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（３）　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同６の世帯の就労不能損害の一部を認めなかった原判決を非難する

が、同１－１らは、控訴審において請求を裏付ける新たな事実の主張や立証を全くしない。

　　原判決は、平成２３年３月１４日から４日間の就労不能損害として計２０万５０４２円を

認めたが、本件事故発生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が生じていたか疑問

があり、会社を欠勤せざるを得ない事情はなく、上記就労不能損害について本件事故との相当

因果関係は認められない。

　　（４）　生活費増加費用

　　一審原告１－１らは、同６の世帯の生活費増加費用を認めなかった原判決を非難するが、

同１－１らは、控訴審において請求を裏付ける新たな事実の主張や立証を全くしない。

第８　一審原告７の世帯
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　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告７の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市

に居住していた者であり、本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは認

められない。また、同７の世帯は、自宅建物が地震で損壊し、住める状態ではなくなっていた

のであるから、地震という本件事故以外の要因により自宅を離れることを余儀なくされたので

あり、自宅を離れたことと本件事故との間には相当因果関係は認められない。したがって、同

７の世帯に本件事故による放射線の作用等と相当因果関係のある精神的損害は認められない

し、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは

認められない。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められると想定しても、一

審原告７の世帯は、平成２３年３月末には新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状

態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。ま

た、避難に起因する財産的な支出についても、同月末までのものに限られることとなるが、同

日までの財産的な支出であっても、下記のとおり、いずれも、本件事故による放射線の作用等

と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告７の世帯に対し

て合計３０２４万２８４０円を既に支払っており、同７の世帯の損害賠償請求権は弁済により

消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告７の世帯は、控訴審においてそれぞれ５５０万円又は３３０万円の慰謝

料を請求しているところ、その被った被害の具体的な内容として、一審原告７－１らは、

〈１〉同７－１について本件事故によって福島県ｂｋ郡ｂｇ町における●●●及び●●●並び

にｂｍ市における●●●という仕事を喪失した、〈２〉同７－３について本件事故によって大

学での勉学の機会を奪われた、〈３〉同７－４について本件事故によって●●●する機会を奪

われた、また、〈４〉同７－３及び同７－４について甲状腺検査でのう胞が発見され本件事故

による被ばくによる健康被害について不安があるなどとそれぞれ主張し、さらに控訴審で、

〈５〉同７－２について、本件事故時の自宅付近に暮らしている両親と離ればなれになり、認

知症が悪化しても介護をしてやれない親不孝な状態になってしまったなどと主張している。

　　（２）　しかし、一審原告７－１らの同７の世帯に関する主張は以下のとおりいずれも理

由がない。

　　ア　〈１〉一審原告７－１は、本件事故後、ｂｇ町で●●●及び●●●を継続すること

も、ｂｍ市において農業を継続することもできたにもかかわらず、自ら同市を離れ、転居先で

の生活を継続することにしたために上記の仕事の継続が困難となったのであり、これは同７－

１の任意の判断の結果によるものであって、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　イ　また、〈２〉一審原告７－３が平成２３年４月に●●●した●●●大学は、同年５月

１２日から授業が再開されていたし、同大学は、同年６月８日には、学生向けに「地震と放射

線対策に関する説明会」を開催し、学生のための放射線に関する相談窓口を設けたり、同年７

月には「放射線ガイドブック」を作成し学生へ配布したりするなどしていた。また、同大学

は、キャンパス内の空間放射線量も公開し、大学構内の側溝やホットスポットの除染工事も実

施するなど（乙Ｃ７の７）、積極的に学生の不安を低減させる取組みを行っていた。それにも

かかわらず、同７－３は、同大学が開催した上記説明会に参加せず、上記放射線の相談窓口に

も相談せずに、同大学から退学したのであって、これは、同７－３の任意の判断に基づくもの

であって、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　ウ　さらに、〈３〉一審原告７－４についても、●●●は平成２３年５月８日には入学式

が行われ、その後も通常どおりに授業が行われていた（乙Ｃ７の３）のであるから、同７－４
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が●●●へ転校したことは、同７－４の任意の判断に基づくものである上に、●●●に転校し

た後も大学に進学できる可能性は十分にあったのに大学へ進学しなかったことも、同７－４の

任意の判断に基づくものであって、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　エ　そして、〈４〉一審原告７－３及び同７－４について甲状腺検査でのう胞が発見され

たとしても、のう胞は細胞のない良性のもので、健康な人にも見つかることが多く、特に学童

期から中高生に多く見られ（乙Ｂ２９６）、これを理由とする不安は、法律上保護された利益

に対する侵害と評価することはできない。

　　オ　また、〈５〉一審原告７－２が、本件事故後、その両親の介護がしにくい状況となっ

たとしても、ｂｍ市での居住も客観的には可能であったにもかかわらず、同市を離れ、転居先

での生活を継続することにしたことによるものであり、これは同７－２の任意の判断の結果に

よるものであって、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（３）　仮に認められるとしても、一審原告７－１から同７－３までについての慰謝料額

及び本件事故時１８歳以下であった同７－４についての慰謝料額は、一審被告東京電力の自主

賠償基準による賠償額である８万円又は４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　交通費

　　原判決は、一審原告７－４が●●●に転入することは本件事故と相当因果関係を有すると

し、同７－４が●●●に転校し、入寮したことに伴って必要となった高速道路代３８４０円、

ガソリン代３０００円について、証拠はないものの、愛知県から富山県までの交通費として合

理的であるとして損害を認めた。

　　しかし、そもそも本件事故発生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が生じて

いたかという点には疑問があり、仮に認められるとしても、同年３月末までのもので、領収証

等の客観的証拠により認められるものは、避難費用の交通費についてｂｍ市から愛知県に移動

した際の高速道路代８１００円とガソリン代５９３５円の計１万４０３５円（甲Ｃ７の２）に

限られる。

　　また、●●●はｂｍ市に所在するところ、同市における空間放射線量は本件事故直後の時

期を含め、健康に影響を与える水準にはなく、同校においては本件事故後、平成２３年５月８

日に入学式が行われ、その後閉校したことはない（乙Ｃ７の３）から、一審原告７－４が本件

事故によって●●●からの転校を余儀なくされたとはいえず、転校に伴い支出した高速代及び

ガソリン代について本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（２）　引越し費用

　　原判決は、引越し代の領収証（甲Ｃ７の５）が平成２５年４月１３日付であるため、平成

２３年４月１１日の引越しの際に要した費用とはいえないとしながらも、一審原告７－１がｂ

ｍ市から愛知県に引越しをしている以上、相応の費用を支出したと認められるとして、３万９

９００円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認めた。

　　しかしながら、そもそも本件事故発生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が

生じていたかという点には疑問があり、上記引越し費用について本件事故との相当因果関係は

認められない。また、甲Ｃ第７号証の５は平成２３年の引越費用に関する証拠とは認められな

いとしながら、同額を損害として認めている点は明らかに論理矛盾で失当である。

　　（３）　一時立入り・帰省費用

　　原判決は、交通費として、２４万円（１万円×２（往復）×１２回）を認めたが、そもそ

も本件事故発生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が生じていたかという点には

疑問があり、仮に認められるとしても、その期間は長くとも平成２３年３月末までと考えられ

るから、上記一時立入り・帰省費用について本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（４）　家財道具購入費
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　　原判決は、家財道具購入費として１０万円を認めたが、そもそも本件事故発生当初の時期

において法律上保護される利益の侵害が生じていたかという点には疑問があり、仮に認められ

るとしても、その期間は長くとも平成２３年３月末までと考えられるから、上記家財道具購入

費用について本件事故との相当因果関係は認められない。また、この点を措くとしても、一審

原告７の世帯においては、ｂｍ市の自宅において使用していたものを搬出し、使用することも

可能であったのだから、新たに購入する必要性も合理性もない。実際に同７の世帯は、本件事

故発生から平成２３年１２月３１日までの約８か月半の間に１２回、計７３日間ｂｍ市に帰省

したと主張している。したがって、本件事故により愛知県での生活のために家財道具を購入せ

ざるを得なくなったものではなく、上記家財道具購入費について本件事故との相当因果関係は

認められない。

　　（５）　家賃増加分

　　原判決は、家賃増加分として平成２３年３月の１ＤＫのアパートの家賃９万円、同年４月

から７月までの３ＬＤＫのアパートの家賃２１万円及び駐車場代１万２６００円を負担してい

た３１万２６００円を認めたが、そもそも本件事故発生当初の時期において法律上保護される

利益の侵害が生じていたかという点には疑問があり、もし仮に避難の相当性が認められるとし

ても、その期間は長くとも平成２３年３月末日頃までと考えられ、それ以後は、避難継続の相

当性は認められない上、領収証等の客観的証拠の提出もないことから、上記家賃増加分につい

て本件事故との相当因果関係が認められない。

　　（６）　就労不能損害

　　原判決は、自主的避難等対象区域における避難の継続の合理性が認められる期間を経過

し、空間放射線量は低下し、一般的な農家は稲作を開始していたとしても、●●●を掲げて農

業を行ってきた一審原告７－１が本件事故前と同様に●●●を掲げて農業を行い、収益をあげ

ることは困難であり、同７－１がｂｍ市において本件事故前と同様の事業を再開することはで

きないとし、平成２３年３月から平成２９年１２月までの損害として１０７０万９２８２円

（減収率１００％）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認めた。

　　しかしながら、原判決は、就労不能損害について、本件事故前の収入を基礎とし、就労不

能期間について、本件事故がなければ得られたであろう収入を相当因果関係のある損害と認め

るとするが、そもそも、一審原告７－１の本件事故後における農業収入額は客観的証拠の提出

がなく明らかでないから、原判決は審理不尽といわざるを得ない。

　　また、仮に一審原告７－１に農業収入の減少が生じていたとしても、原判決は、就労不能

期間について、一般的な農業と対比した上で●●●の場合にはｂｍ市内で事業を再開すること

ができないとして平成２９年１２月まで減収率１００％の損害を認定したが、同７－１が●●

●を行うことが不能である理由は何ら示されていない。この点、同７－１が農業を営んでいた

ｂｍ市では、平成２３年４月１２日の段階で福島県農林水産部から稲の作付けは可能とされて

おり（乙Ｂ４５８）、同市の平成２３年産の水稲作付面積（４１９０ｈａ）は本件事故前（平

成２２年産）の（４６１０ｈａ）の約９１％（総務省統計局ホームページ「農林水産関係市町

村別統計」（水稲福島県））であることからして、同市内の営農業者は大多数が本件事故にか

かわらず作付けを継続しているということができる。また、●●●についても、実際に同市内

において平成２３年から●●●が生産されていたこと（乙Ｂ４５９）から、同市内において一

般的農業のみならず●●●ができないという客観的状況にはなかった。さらに、農地が除染さ

れない限り健康志向の高い顧客が購入するはずがないという同７－１らの主張を踏まえても、

ｂｍ市内の空間線量又は土壌線量が客観的に●●●に適さない数値であるという事実はなく、

また風評被害を懸念した作付けの断念が相当であるという点については立証がない。

　　したがって、一審原告７－１が農業を継続しなかったのは自己の判断によるものであっ

て、仮に農業収入の減少が生じていたとしても本件事故と相当因果関係を有するものではな
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い。

　　この点を措くとしても、原判決は、平成２０年から平成２２年までの３年間の平均年収１

５６万７２１７円を基準額として損害額を算定するが、この基準額は一審原告７－１の農業の

収入金額等に係る金額に基づいて算出されたものであり（甲Ｃ７の１８３から１８５までの

「収入金額等」の欄）、仮に損害額を算定するとしても経費を控除した所得金額の平均額５８

万７９５０円を基礎とすべきである（甲Ｃ７の１８３から１８５までの「所得金額」の欄）。

また、仮に上記平均年収額で計算するとしても、同７の世帯は遅くとも平成２３年３月末には

新たな環境で日常生活を送ることができるようになっていたのであるから、同月の１か月分１

３万０６０１円に限られる。

　　したがって、原判決がｂｍ市内で平成２９年１２月まで●●●を行うことが不能であると

して農業継続不能損害１０７０万９２８２円を認定したことは誤りである。

　　（７）　被ばく検査費用

　　原判決は、平成２７年９月２７日に受けた被ばく検査費用として９０００円を認めたが、

そもそも本件事故発生当初の時期においても法律上保護される利益の侵害の発生又は避難の相

当性が認められることには疑問があり、もし仮に避難の相当性が認められるとしても、その期

間は長くとも平成２３年３月末までと考えられ、それ以後は、避難継続の相当性は認められな

いから、上記検査費用について本件事故との相当因果関係は認められない。

第９　一審原告８の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告８の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｃｂ市

に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があっ

たとは認められず、一審原告８の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認められ

ない。なお、本件事故時に胎児であり、平成２３年（以下略）に出生した同８－７に慰謝料が

認められないことは、原判決が判示したとおりである。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められる場合があるとしても、一

審原告８－１から同８－６までについては、どんなに遅くとも、平成２３年６月頃には新たな

環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平

穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　そして、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用に

よる影響は健康に影響を与えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行

われたこと、社会活動の再開等の事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、

あくまでも本件事故発生当初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健

康への影響についての情報不足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。

　　（４）　他方、一審原告８の世帯の慰謝料（精神的損害）請求は、本件事故により平穏な

生活基盤が損なわれたことによる損害に対する損害賠償請求権１個のうちの残部（一部）請求

であり、この残部（一部）請求の成否を判断するためには、当該請求の対象となる債権の総

額、すなわち、本件事故により被った損害の総額から、一審被告東京電力による既払い金を控

除した残額に基づいて判断する必要がある。同一審被告は、令和４年７月１日までに、一審原

告８の世帯に対して合計６５３万６７０３円を支払っており、十分な賠償を実施済みであるか

ら、同８の世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告８の世帯は、それぞれ３３０万円の慰謝料を請求しているところ、同７

－１らは、〈１〉原判決が本件事故当時胎児であった同８－７の賠償請求を認めなかったこと

は、一人の人間として認識されなかったということであること、〈２〉同８－３は甲状腺の検

査を定期的に受けており、のう胞が多めだと指摘されていて不安であること、〈３〉同８－４
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は、「放射能は良くないものだと分かっているが、具体的には分からず、具体的に分からない

からといって、影響があると思っている」ことなどを主張している。

　　（２）　しかしながら、〈１〉本件事故当時胎児であり、平成２３年（以下略）に出生し

た一審原告８－７に精神的損害（慰謝料）が認められないことは、原判決が判示したとおりで

ある。

　　（３）　また、仮に精神的損害を基礎付ける事情として上記〈２〉及び〈３〉の事情を考

慮するとしても、〈２〉のう胞は細胞のない良性のもので、健康な者にも見つかることが多

く、特に学童期から中高生に多く見られるものである（乙Ｂ２９６）し、〈３〉一審原告８－

４の不安は、客観的科学的根拠のない漠然とした不安であって、いずれも法律上保護される利

益に対する侵害が生じていると評価することはできない。

　　（４）　したがって、仮に認められるとしても、一審原告８－１についての慰謝料額並び

に本件事故当時妊婦であった同８－２及び本件事故時１８歳以下であった同８－３から同８－

６までの各慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力の賠償額である８万円及び４８万円を超え

るものではない。

第１０　一審原告９の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告９の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市

に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があっ

たとは認められない。したがって、同９の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は

認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原

子力損害とは認められない。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益の侵害があるとしても、一審原告９の

世帯については、どんなに遅くとも、平成２３年６月頃には新たな環境で平穏な日常生活を送

ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）

の侵害はない。

　　（３）　そして、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用に

よる影響は、健康に影響を与えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し

行われたこと、社会活動の再開等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害

は、あくまでも本件事故発生当初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用

や健康への影響についての情報不足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難

に起因する財産的な支出についても、一審原告９の世帯については、平成２３年６月までのも

のに限られることとなるが、下記のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認

められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告９の世帯に対し

て、個人事業主としての営業損害を含め合計２１５万６７７８円を支払っており、十分な賠償

を実施済みであって、同９の世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告９の世帯はそれぞれ３３０万円の慰謝料を請求しているところ、同７－

１らは、その被った被害の具体的な内容として、〈１〉本件事故により自らあるいは家族に取

り返しのつかない健康被害が生じたかもしれないとの思いを抱かされ、これを今後完全に解消

することは原理的にできない状態に強いられていること、〈２〉本件事故以前の避難前の住所

における、自らを取り囲む「社会」の喪失などと主張している。

　　（２）　しかしながら、〈１〉については、一審原告９の世帯の本件事故による健康被害

に対する不安は、客観的科学的根拠のない漠然とした不安であり、法律上保護される利益に対

する侵害が生じていると評価することはできず、同７－１らの主張は理由がない。
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　　（３）　また、〈２〉については、慰謝料請求における被侵害利益は一定程度の重要性や

直接性、客観性を有しなければならないものであるところ、地域のありようや当該地域におけ

る人間関係（つながり）は変容するものであることからすれば、一審原告７－１らが主張す

る、自らを取り囲む「社会」なるものは極めて主観的・抽象的で漠然としており、慰謝料請求

を基礎づける被侵害利益たり得ない。仮に被侵害利益たり得るとしても、自主的避難等対象区

域に居住していた同９の世帯が本件事故時の住所を離れたことは、避難を余儀なくされたもの

ではなく、同９の世帯の任意の判断の結果によるものであるため、自らを取り囲む「社会」な

るものの喪失は、本件事故と相当因果関係のある原子力損害に該当しない。

　　（４）　仮に認められるとしても、一審原告９－１についての慰謝料額並びに本件事故当

時妊婦又は胎児であった同９－２及び同９－３（平成２３年（以下略）出生）についての各慰

謝料額は、それぞれ、一審被告東京電力の自主賠償基準による賠償額である８万円及び４８万

円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　原判決は、一審原告９の世帯の個別の財産的損害として、同９－１の交通費と引越し費用

を認容したが、同９の世帯は本件事故により避難を余儀なくされたものではなく、任意の判断

に基づく避難であるから、いずれも以下のとおり本件事故と相当因果関係のある原子力損害に

該当しない。

　４　一審原告９－１の個別損害及び原判決の認定について

　　（１）　就労不能損害

　　そもそも、一審原告９－１は、本件事故後、自身が経営する整体院を閉鎖（廃業）してい

るが、これは本件地震やこれに伴う津波により、「お客さんの家が壊れたり、そもそも出張に

行くためのガソリンもなかった」ためであることを自認している（甲Ｃ９の１、一審原告９－

１本人（当審））。したがって、同９－１の就労不能損害と本件事故との相当因果関係が認め

られないことは明らかである。

　　（２）　交通費

　　原判決は、平成２３年４月１０日のガソリン代及び高速道路代を交通費として計８４５８

円を認めているが、そもそも本件事故発生当初の時期において法律上保護される利益の侵害が

生じていたか疑問があるから、上記交通費について本件事故との相当因果関係は認められな

い。

　　（３）　引越し費用

　　原判決は、平成２３年４月１０日の引越し費用、同年６月１０日の車両の陸送費、同年３

月３１日の退去補修工事費用として計２８万１５００円を認めているが、そもそも法律上保護

される利益の侵害が生じていたか疑問があることは前記のとおりであり、上記引越し費用につ

いて本件事故との相当因果関係は認められない。また、退去補修工事費用については一審原告

９－１がこれを支払ったかどうか明らかではなく、仮に賃貸人に対してこの費用を支払ってい

たとしても、前記のとおり同９－１は本件事故とは無関係に整体院を廃業しており、当該費用

は本件事故の有無にかかわらず退去の際に生じる費用であるから、相当因果関係を有する損害

とは認められない。さらに、同９－１は、平成２３年４月１０日頃、自動車で愛知県ｄｊ市に

移動しているところ（甲Ｃ９の１）、上記自動車は同９－１の所有物と思われるが、なぜ同年

６月１０日に車両陸送費を要したのか、主張も立証もない。したがって、本件事故と車両陸送

費との因果関係は認められない。

第１１　一審原告１０の世帯

　１　一審原告１０の世帯に既払い金を超える精神的損害は認められないこと

　　（１）　平成２３年１０月から世帯全員が愛知県ｅａ市の被災者支援住宅へ入居したこと

　　一審原告１０の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市に居住
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しており、住所と福島第一原発との直線距離は５２．００ｋｍであった。

　　一審原告１０－２、同１０－３及び同１０－４は、平成２３年８月１５日、愛知県ｄｋ市

の県営住宅に入居し、同年１０月からは同１０－１もともに、同県ｅａ市の被災者支援住宅へ

入居した。

　　（２）　ｂｍ市における状況

　　ｂｍ市においては、その空間放射線量率は客観的に健康に影響を及ぼす状況にはなく、そ

の情報は周知されていた。また、ｂｍ市においては本件地震によるインフラ被害があったが、

平成２３年４月には復旧し、夏祭りなどの社会的活動も同年８月には再開していた。

　　（３）　本件事故により一審原告１０－１の生活設計が失われたのではないこと

　　一審原告１－１らは、同１０－１のとび職として独立するという将来の生活設計の夢が失

われたと主張するが、同１０の世帯の自宅から最も近いリアルタイム線量測定システムの空間

放射線量率はいずれの時点においても基準を大きく下回るものであって、客観的に健康に影響

のある空間放射線量率ではなかった。また、同１０－１は平成２３年１０月までは移動してお

らず、同１０－２から同１０－４までは、一度移動した後、同年４月２２日頃にｂｍ市に帰宅

し、同年８月１５日頃まで生活しており、同市における社会活動の再開の状況については十分

認識していたと考えられるから、同１０－１の将来の生活設計が本件事故によって失われたと

いう関係にはない。

　　（４）　本件事故による具体的な健康被害は生じていないこと

　　福島県が実施した県民健康調査におけるｂｍ市民についての、内部被ばく検査及び外部被

ばく線量推計の結果は健康に影響が及ぶ数値ではなかった。

　　一審原告１－１らは、同１０－２は、避難に伴って心的外傷後ストレス障害が悪化し、う

つ病にもかかったと主張するが、本件事故前の幼少期における親からの虐待による心的外傷後

ストレス障害が既にあり、障害等級２級であった上、避難に伴うストレスで上記障害が悪化し

た等の主張については何ら客観的証拠による立証がなされておらず、本件事故との相当因果関

係は認められない。

　　一審原告１０の世帯は一度も甲状腺の検査を受けたことがないとのことであり、放射線被

ばくによる健康影響は客観的に明らかとはなっておらず、健康被害に対する不安は合理的なも

のでない。同１０－３及び同１０－４が本件事故後に突然鼻血を出したことについても、かか

る事実があったこと及び本件事故との因果関係を示す診断書等の客観的証拠の提出はない。

　　（５）　法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害があったとしてもそ

の程度は軽微であること

　　上記（２）及び（３）の状況等を踏まえれば、一審原告１０の世帯の転居は客観的根拠に

基づく不安によるものではなく、また、上記１のとおり、平成２３年１０月には新たな環境で

日常生活を送ることができる状態になっていたのであるから、法律上保護される利益の侵害が

生じたとしてもその程度は軽微であり、同１０の世帯には、既払い金を超える精神的損害は認

められない。

　２　小括

　　以上のように、一審原告１０の世帯が述べる本件事故後の生活状況を踏まえても、本件事

故に起因して生じたと考え得る損害は、少なくとも一審被告東京電力の既払い金（世帯合計１

７８万円）を超えるものではない。

第１２　一審原告１１の世帯及び同２９

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９は、本件事故当時、旧居

住制限区域である福島県ｂｋ郡ｂｉ町に居住していたところ、一審被告東京電力は、一審原告

１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９に対して、法律上損害賠償義務が認め
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られる範囲・額を大幅に超えた賠償を行ってきたのであり、既払額は、総額３９０９万７６０

０円の慰謝料を含め、合計１億３７００万４９６１円で、十分な賠償を実施済みであるから、

一審原告１１の世帯及び同２９の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９

が〈１〉避難場所を転々とした避難開始後の経緯、〈２〉ストレスの多い避難後の生活状況、

〈３〉その後家族が離れ離れになったこと、〈４〉本件事故当時の住所地の状況を挙げ、これ

ら一連の事情が、原判決が基本的な基準として認定した月額１０万円から算出される額（１人

あたり８５０万円）からの増額要素になると主張している。

　　（２）　しかし、一審原告１－１らが主張する上記〈１〉から〈４〉までの事情は、以下

のとおり、いずれも慰謝料を増額させる理由にはならない。

　　ア　まず、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９は、平成２３

年３月１２日、ｂｉ町所在の自宅から福島県ｂｋ郡ｂｃ村へ移動し、同月１５日から１７日頃

に同県ｂｎ市へ移動し、同月２１日頃にｅｂ市に移動しているが、これらの移動が、旧居住制

限区域の他の住民が行った避難と比較して特に精神的苦痛が強いものであったことは何ら立証

されておらず、上記〈１〉の事情は、一審被告東京電力が支払った慰謝料額３９０９万７６０

０円を超える慰謝料の算定根拠にはならない。

　　イ　また、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９は、本件事故

後、ｂｃ村及びｂｎ市のそれぞれの避難所へ避難しているところ、避難当初の避難所における

避難生活は、他の宿泊場所と比較して生活環境・利便性・プライバシー確保の点から相対的に

ストレスの多い生活状況であったかもしれないが、これについては一審被告東京電力の自主賠

償基準においても損害額の加算要素として考慮され、その結果、一審原告１１の世帯及び元原

審原告１１－２並びに一審原告２９は総額３９０９万７６００円の慰謝料の賠償を受けてい

る。したがって、一審被告東京電力による賠償額は、上記〈２〉の事情に関し、一審原告１１

の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９の精神的苦痛を十分に慰謝するものであ

る。そして、本件事故後に避難所へ避難した事情を除き、同１１の世帯及び元原審原告１１－

２並びに一審原告２９の避難後の生活状況が、旧居住制限区域の他の住民と比較して特に精神

的苦痛が強いものであったとする立証は何らなされていないから、上記〈２〉の事情は一審被

告東京電力が支払った額を超える慰謝料の算定根拠にはなり得ない。

　　ウ　そして、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告２９は任意の判

断で避難先及び移住先を選択し、その結果家族の別離が生じたのであるから、上記〈３〉の事

情と本件事故との間に相当因果関係は認められない。すなわち、同１１－３は、本件事故当時

の年齢からして、就職や結婚等により自宅から転居する可能性があったものであり、実際に同

１１－３は任意の判断により、平成２３年３月末、当時交際していた男性がいた東京に転居し

た。また、同２９も、本件事故当時の年齢からして、就職や結婚等により自宅から転居する可

能性があったものであり、実際に同２９は任意の判断により、同年４月１０日頃以降、家族と

別れて東京で就職して一人暮らしをすることを選択し、その後、交際相手の女性を呼び寄せて

同居を開始し、同年夏頃には埼玉県の借上げ住宅に転居し、平成２５年８月には上記女性と結

婚して、平成２６年１２月には千葉県ｅｃ市に転居している。また、元原審原告１１－２が愛

知県ｅｄ市に転居したのは、神奈川県に借上住宅の申請をしたものの、社宅に入居していると

の理由で受け入れられなかったためである（一審原告１１－１本人（原審））。そして、避難

指示が解除された現在において、一審原告１１－１のｂｍ市の自宅で同居できるにもかかわら

ず、同２９や同１１－３は、未だ別々に生活していることからすれば、同１１の世帯及び元原

審原告１１－２並びに一審原告２９はそれぞれ任意の判断で避難先及び移住先を選択し、その

結果として家族別離が生じたのであり、同１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに一審原告
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２９に家族別離が生じたことと本件事故との間に相当因果関係は認められず、上記〈３〉の事

情は、一審被告東京電力が支払った慰謝料総額３９０９万７６００円を超える慰謝料の算定根

拠にはなり得ない。

　　エ　さらに、上記〈４〉の事情について、そもそも、一審原告１－１らが賠償を求める

「原子力損害」は、「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用

若しくは毒性的作用（これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を

及ぼすものをいう。）により生じた損害をいう」と定められ（原賠法２条２項）、本件事故の

「放射線の作用」の影響は、福島第一原発からの地理的な近接性や空間放射線量の多寡等に

よってその度合いが異なるものであるが、政府による避難指示区域は、まさに福島第一原発と

の地理的な近接性や本件事故における侵害行為の中心というべき放射線の作用の影響（年間積

算線量の推計）に基づき設定された（乙Ｂ２６・１０頁）。そして、一審被告東京電力による

自主賠償基準は当該区域ごとに算定されたものであるから、旧居住制限区域から避難した者に

対する自主賠償基準においては、福島第一原発との地理的な近接性等の上記〈４〉の事情が考

慮要素として既に含まれている。したがって、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並

びに一審原告２９の本件事故当時の住所と福島第一原発との距離が近接しているという上記

〈４〉の事情は、一審被告東京電力が支払った慰謝料総額３９０９万７６００円を超える慰謝

料の算定根拠にはなり得ない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　一審原告１－１らは、控訴審において、原判決が一審原告１１の世帯及び同２９について

認容した個別の財産的損害については追加の主張をしていない。

　４　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、直接請求手続において、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－

２並びに一審原告２９に対して、１人当たり８５２万円ずつの慰謝料を含め、合計９８７３万

２３８５円を賠償した（乙Ｃ１１の５、乙２９の３）。

　　さらに、上記賠償とは別に、一審被告東京電力は、一審原告１１－１が営んでいた法人に

関する逸失利益や財物賠償（償却資産）の名目で、合計１７１２万７４９８円を賠償済みであ

る（乙Ｃ１１の５）。

　　以上のとおり、一審被告東京電力は、一審原告１１の世帯及び元原審原告１１－２並びに

一審原告２９に対し、少なくとも「就労不能損害」、「不動産等（「建築物」・「構築物・庭

木」・「借地権」）」及び「家賃にかかる費用」の名目で明らかに法律上損害賠償義務が認め

られる範囲及び額を大幅に超えた賠償を実施したものであり、さらに追加の慰謝料を賠償する

義務を負わない。

第１３　一審原告１２の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告１２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｃｂ

郡ｂｔ町に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵

害があったとは認められない。したがって、同１２の世帯に本件事故と相当因果関係のある精

神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関

係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原

告１２－１及び同１２－２については、どんなに遅くとも、平成２３年１１月には新たな環境

で日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生

活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　そして、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用に

よる影響は健康に影響を与えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行
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われたこと、社会活動の再開等の事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、

あくまでも本件事故発生当初の時期における、放出された放射性物質の作用や健康への影響に

ついての情報不足による不安感・危惧感に基づく精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産

的な支出についても、平成２３年１１月までのものに限られるが、下記のとおり、本件事故と

相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告１２の世帯に対

して合計２５２万７４１３円（訴外である同１２－１の父に関するものを併せると合計２６０

万７４１３円）を支払っており十分な賠償を実施済みであって、同１２の世帯の損害賠償請求

権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同１２の世帯は〈１〉健康被害や何らかの差別を受けない

か等、今後に強い不安を感じて生きていかなければならなくなった、〈２〉同１２－１に甲状

腺のう胞が確認されたと主張している。

　　（２）　しかし、上記〈１〉は、客観的科学的根拠のない漠然とした不安であり、法律上

保護される利益に対する侵害が生じていると評価することはできないし、上記〈２〉は、細胞

のない良性のもので、健康な者にも見つかることが多く（乙Ｂ２９６）、これを理由とする不

安は法律上保護された利益に対する侵害とはいえない。したがって、これらの事情をもって本

件事故と相当因果関係のある精神的損害が発生しているとはいえない。

　　（３）　仮に認められるとしても、一審原告１２－１についての慰謝料額並びに本件事故

時１８歳以下であった同１２－２についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力の賠償額

である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同１２の世帯の家財道具購入費についてＡＤＲによる賠償

額を超える金額を損害として認めず、また、水道光熱費について一審被告東京電力が賠償済み

の金額を超える損害の発生を認めなかった原判決は不当である旨主張するが、控訴審において

新たな事実の主張や立証を全くしない。

　　原判決が認容した一審原告１２の世帯の個別の財産的損害は、以下のとおりいずれも本件

事故と相当因果関係のある原子力損害に該当しない。

　　（２）　原判決は、一審原告１２－１が請求する財産的損害のうち家財道具購入費につい

て、避難前の住所には同１２－１の父が住み続けており、父が生活するために必要な主な家財

道具を持ち出すことができず、比較的大型の家財道具については父が使用する必要性や輸送費

用との兼ね合いから、避難先で新たに購入することに合理性があるとして、一審被告東京電力

が弁済の抗弁を主張した既払い分４０万円を超える６９万０７２７円を損害として認定した。

　　しかしながら、一審原告１２－１は、本件事故当時、自主的避難等対象区域に居住し、避

難を余儀なくされたのではない（現に同１２－１の父は同住所に住み続けている。）ため、家

財道具の購入を強いられたとはいえない。また、同１２－１は、線量等の客観的な指標による

ことなく、知人の考えを根拠に避難を決断しており（一審原告１２－１本人（原審））、この

ような独自の考えに基づく避難をしなければ家財道具の購入を迫られることはなかったのであ

るから、家財道具購入費用と本件事故との相当因果関係は認められない。家族の一部が避難せ

ずに居住し続けたという偶然の事情をもって、本件事故との相当因果関係がある損害が発生し

たとは認められない。

第１４　一審原告１３の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告１３の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｎ

市に居住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは
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認められない。したがって、同１３の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認め

られないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力

損害とは認められない。なお、本件事故後の平成２５年（以下略）に出生した同１３－４に慰

謝料が認められないことは、原判決が判示したとおりである。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原

告１３－１から同１３－３までは、どんなに遅くとも、平成２３年８月２６日には新たな環境

で日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生

活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　そして、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用に

よる影響は健康に影響を与えるものではなかったこと、そのことに関する報道等が繰り返し行

われたこと、社会活動の再開等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、

あくまでも本件事故発生当初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健

康への影響についての情報不足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起

因する財産的な支出についても、どんなに遅くとも上記の平成２３年８月２６日までのものに

限られることとなるが、下記のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認めら

れない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告１３の世帯に対

して合計１６０万６１２５円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同１３の世帯

の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　仮に本件事故時に出生していなかった一審原告１３－４を除く同１３の世帯について何ら

かの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、同１３－１及び同１３－２について

の慰謝料額並びに本件事故時１８歳以下であった同１３－３についての慰謝料額は、それぞ

れ、一審被告東京電力の賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、控訴審において、同１３の世帯について、ｂｎ市における

環境放射能は１．３２μＳｖ／時あったことからして、平成２３年８月２５日時点においても

当然に避難継続の合理性が認められるべきであり、同日に支出した引越し費用１５万７５００

円について相当因果関係が認められると主張する。

　　（２）　しかし、上記主張に係る環境放射能の測定時期は不明であり、本件事故発生当初

の時期においてすら、ｂｎ市においては、放出された放射性物質による放射能の影響は健康に

影響を与えるものではなかった。また、一審原告１－１らは、同１３－１の引越し費用につい

て客観的な証拠を提出しておらず、損害自体の立証がない。

　　（３）　原判決は、一審原告１３－１が平成２３年８月２５日に支出した（甲Ｃ１３の

２）１５万７５００円の引越し費用を本件事故と相当因果関係のある損害と認定したが、前記

のとおり、そもそも本件事故発生当初の時期においてすら放射性物質による放射能の影響が健

康に影響を与えるものであったとはいえない上、同１３－１は上記引越し費用について客観的

な証拠を提出しておらず、本件事故との相当因果関係は認められない。これは、ＡＤＲ手続に

おいて、上記引越し費用が損害として認められていないこと（乙Ｃ１３の１）からも明らかで

ある。

第１５　一審原告１４の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告１４の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居

住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは認めら

れない。したがって、同１４の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認められな
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いし、避難に起因する財産的支出についても本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認

められない。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原

告１４－１及び同１４－２については、どんなに遅くとも、原判決が認定した平成２３年１２

月３１日を超えては認められず、また、本件事故時に１８歳以下であった同１４－３及び同１

４－４については、平成２４年３月には新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態

となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　そして、本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による影響は健康に影

響を与えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活

動の再開等、事故後の状況に照らせば、問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当

初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報

不足による不安感・危惧感に基づく精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的支出につい

ても、一審原告１４－１及び同１４－２については、平成２３年１２月３１日までのもの、ま

た、本件事故時に１８歳以下であった同１４－３及び同１４－４については、平成２４年３月

までのものにそれぞれ限られる。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告１４の世帯に対

して合計５３８万７６９１円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同１４の世帯

の損害賠償請求権は全て弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、控訴審において、〈１〉同１４－２における年収の減少が

継続していること、〈２〉令和２年度の甲状腺検査において、同１４－３がＢ判定を受けたこ

と、〈３〉令和２年５月２５日に亡くなった同１４－１の母を看取ることができなかったこと

の各事情が新たに生じた旨を主張し、これに沿う同１４－１の陳述書（甲Ｃ４７）及び同１４

－３に係る甲状腺検査の診断書（甲Ｃ４８）を提出する。

　　（２）　しかし、上記各事情の主張を慰謝料（精神的損害）を基礎付ける事情としての主

張と解するとしても、以下のとおり、上記各事情は慰謝料（精神的損害）を基礎付けるもので

はなく、一審原告１４の世帯の慰謝料は、一審被告東京電力の賠償額である８万円又は４８万

円を超えるものではない。

　　ア　すなわち、〈１〉一審原告１４－２の年収の減少については、同１４－２が本件事故

当時の勤務先を退職したのは、同１４－１らとともに平成２３年６月頃にｂｌ市の自宅を売却

し、愛知県に転居することを決意したことに伴うものであるが、そもそも同１４の世帯は本件

事故当時、自主的避難等対象区域に居住しており、避難を余儀なくされたものではない。しか

も、同１４－１の母は福島県ｅｅ市での居住を継続していること、親戚もほとんど福島に残っ

ていること、同１４－１の所有不動産についても買い手が現れ、居住の需要があったといえる

こと、具体的な科学的専門的知見に基づき転居を決意したものでもないことなどからすると、

同月頃の時点でｂｌ市の自宅を売却して愛知県に転居するとの同１４－１の判断は任意の判断

によるものであり、慰謝料を基礎づけるものではない。

　　イ　また、〈２〉一審原告１４－３の令和２年度の甲状腺検査のＢ判定の結果について

は、同１４－３は二次検査を受けたものの経過観察となっているとのことであり、具体的に健

康被害が生じているわけではなく、本件事故との関連性も不明であるから、仮に、同１４－１

から同１４－３までが何らかの不安を感じたとしても漠然とした不安感にとどまり、慰謝料を

基礎づける事情とはいえない。

　　ウ　さらに、〈３〉一審原告１４－１の母を看取ることができなかったことについては、

上記のとおり、同１４の世帯は愛知県への転居を余儀なくされたのではなく、あくまで任意の

判断で転居し、愛知県での生活を継続していたものであり、慰謝料の発生を基礎づけるものと
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はいえない。この点を措くとしても、同１４－１は、母の最期を看取ることができなかったと

主張する一方で新型コロナウイルス感染防止の観点から見舞いに制限があった等とも主張して

おり、当該事情がいかなる意味で本件事故と相当因果関係のある精神的損害であるのか何ら主

張立証しておらず、失当である。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、控訴審において、原判決が同１４の世帯の損害として認容

した被ばく検査費用（平成２８年３月１５日受診）について、将来的に症状が出る可能性に対

する不安感を払しょくするための定期的な検査を受けることは、平穏な生活を継続するための

社会的に相当な行為であると主張している。

　　また、原判決は、一審原告１４－１及び同１４－２が請求した財産的損害のうち、平成２

８年３月１５日に受診した（甲Ｃ１４の１１・１４）被ばく検査費用について、避難の継続の

合理性が認められる期間を過ぎてからも放射線被ばくによる影響の検査を受けることには合理

性が認められるとして、同１４－１については４万８８５０円の、同１４－２については５２

８０円の損害を認定した。

　　（２）　しかし、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が

認められるとしても、前記第１のとおり、一審原告１４－１及び同１４－２においては、平成

２３年１２月３１日以降、また、同１４－３及び同１４－４においては、平成２４年３月以

降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害は認められない。また、遅く

とも平成２３年４月２２日頃までには自主的避難等対象区域における年間積算線量は２０ｍＳ

ｖに達しないことや、その程度の積算放射線量であれば健康に被害を与えるものではないこと

が明らかになっていた。

　　（３）　したがって、これらの各時期以降に受診したものである上記被ばく検査費用は、

本件事故と相当因果関係のある原子力損害と認められない。

第１６　一審原告１５の世帯

　１　一審原告１５の世帯に既払い金を超える精神的損害は認められないこと

　　（１）　平成２３年５月にｃｑ市の県営住宅に転居したこと

　　一審原告１５の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｃｂ郡ｂｂ町

に同１５－１の両親と祖母の家族５名で居住しており、住所と福島第一原発との直線距離は４

６．０ｋｍである。

　　本件事故後、一審原告１５の世帯は、平成２３年３月１６日にｂｌ市内の友人宅に避難

し、同月１７日にｃｑ市の知人宅へ避難後、同年５月に愛知県が被災者向けに無償貸出を行っ

ていた県営住宅に引っ越した。同県営住宅の居住については、平成２９年３月まで家賃補助が

受けられた。このように同１５の世帯は、平成２３年５月の時点で新たな環境で日常生活を送

ることができる状態になっていた。その後、同１５－１は平成２５年５月に離婚した後、平成

２７年３月に再婚し、平成２８年１２月にｃｑ市内で転居して生活を始め、現在は同所におい

て居住している。

　　（２）　ｂｂ町における状況

　　ｂｂ町の空間放射線量率は健康に影響しないレベルであり、この情報は周知されていた。

また、同町の大多数の者は避難することなく生活を続けており、むしろ他の地域からの避難者

を受け入れている状況であった。同町においては、学校も通常どおり運営され、社会的活動も

行われていた。実際、一審原告１５－１の両親や祖母は本件事故後も避難せず、友人もｂｂ町

に残っていた。

　　（３）　本件事故による具体的な健康被害は生じていないこと

　　福島県が実施した県民健康調査におけるｂｂ町民についての内部被ばく検査、及び外部被

ばく線量推計の結果は健康に影響が及ぶ数値ではなかった。また、ｂｂ町では、本件事故後か

129/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



ら子供の甲状腺被ばく調査が行われており、平成２３年４月２日までの甲状腺被ばくの調査結

果ではｂｂ町の９４６名の子どもについていずれも問題はなかった。さらに、平成２３年６月

から平成３０年１２月に行ったホールボディカウンターによる内部被ばく検査の結果は、ｂｂ

町で検査を受けた２５４２人全員が、健康に影響が及ぶ数値ではなかった。

　　一審原告１５の世帯は甲状腺検査を受けたものの、問題はなかった。

　　（４）　法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害があったとしてもそ

の程度は軽微であること

　　上記（２）及び（３）の状況等を踏まえれば、一審原告１５の世帯の抱いていた不安感は

客観的根拠に基づくものではなく、また、上記（１）のとおり、遅くとも平成２３年５月には

新たな環境で日常生活を送ることができる状態になっており、法律上保護される利益の侵害が

生じたとしてもその程度は軽微であって、同１５の世帯には既払い金を超える精神的損害は認

められない。

　２　小括

　　一審原告１－１らが主張する同１５の世帯の本件事故後の生活状況等を踏まえても、本件

事故に起因して生じたと考え得る損害は、少なくとも一審被告東京電力の既払い金（世帯合計

１７４万６１６０円）を超えるものではないから、一審原告１５の世帯について、既払い金を

超えて賠償されるべき損害を認める余地はない。

第１７　一審原告１６の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告１６の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居

住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは認めら

れず、避難の相当性は認められない。したがって、同１６の世帯に本件事故と相当因果関係の

ある精神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当

因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　また、実際に一審原告１６の世帯が平成２３年８月から同年９月に愛知県ｅｄ市

に移動した理由は、同１６－１が本件事故時の勤務先から解雇されたことに伴う再就職による

ものであり、その解雇の理由は本件地震により施設が倒壊したためであって、本件事故により

解雇されたのではない。

　　（３）　さらに、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審

原告１６－１については、平成２３年８月頃から福島県から遠い勤務地を自ら希望し、新たな

就職先の勤務地であるｅｄ市内のアパートに引っ越し、同１６－２についても、同年９月頃に

当該アパートに引っ越しているから、どんなに遅くとも、同１６－１については同年８月以

降、同１６－２については同年９月以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権

利）の侵害はない。

　　（４）　本件事故発生当初の時期に放出された放射性物質による影響は健康に影響を与え

るものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開

等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初

の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不

足による不安感・危惧感に基づく精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出につい

ても、一審原告１６－１については平成２３年８月頃、同１６－２については同年９月頃まで

のものに限られるが、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（５）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告１６の世帯に対

して合計３５万７８９４円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同１６の世帯の

損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について
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　　仮に認められるとしても、一審原告１６の世帯の慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力

の賠償額８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　財産的損害及び相当因果関係の立証がないこと

　　一審原告１－１らは、同１６の世帯の交通費、宿泊費、引越費用、一時立入り・帰省費

用、家財道具購入費、光熱費、通信費及び家賃増加分について、損害として認められる期間を

区切ることに合理的な理由はないと主張するが、その根拠については何ら具体的な主張をしな

い。そもそも、同１６の世帯は、本件事故と相当因果関係のある原子力損害に該当する財産的

損害につき何らの客観的証拠も提出しておらず、本件事故と相当因果関係のある財産的損害は

全く立証されていない。

　　（２）　交通費

　　原判決は、一審原告１６の世帯が平成２３年９月２２日まで千葉県に避難した際の交通

費、週末避難の際の交通費、愛知県ｅｄ市に避難する際の交通費について、同１－１らの算定

方法に合理性を認め、７万７７７６円の損害の発生を認定したが、そもそも本件事故発生当初

の時期においても、避難の相当性が認められるのか疑問が存するから、上記交通費は本件事故

との相当因果関係が認められない。また、同１－１らは、同１６－１のガソリン代に関する損

害について、独自に算定した金額に基づく請求をしているところ、ガソリン代を支出したこと

について、領収証等の証拠の提出していない。

　　（３）　宿泊費

　　原判決は、週末避難の宿泊費として一審原告１６の世帯が支出したとする費用のうち９７

５０円を本件事故と相当因果関係のある損害と認定したが、その内訳は、平成２３年３月２０

日に支出した２０００円（甲Ｃ１６－５）及び同年７月２９日に支出した７５５０円（甲Ｃ１

６－４）と考えられる。

　　しかしながら、前記のとおり、そもそも本件事故発生当初の時期においても、避難の相当

性が認められるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記宿泊費のい

ずれも本件事故との相当因果関係は認められない。

　　（４）　引越し費用

　　原判決は、一審原告１６－２が平成２３年９月にｂｌ市からｅｄ市に引っ越した際の荷物

の運送費用５万８０００円及び同１６の世帯が平成２６年３月にｅｄ市からｂｌ市へ戻った際

の引越し費用６８万４４７９円の合計７４万２４７９円について、本件事故と相当因果関係の

ある損害と認定したが、前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、避難の相

当性が認められるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記引越し費

用はいずれも相当因果関係が認められない。

　　（５）　一時立入り・帰省費用

　　原判決は、平成２３年１２月２６日に一審原告１６－１がｅｄ市からｂｌ市に帰省した際

の帰省費用としての交通費８９９０円を本件事故と相当因果関係のある損害と認定したが、前

記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、避難の相当性が認められるのか疑問

があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記帰省費用は相当因果関係が認められ

ない。

　　（６）　家財道具購入費

　　原判決は、一審原告１６－２が作成した家計簿（甲Ｃ１６の５）の信用性を認め、家財道

具購入費のうち、平成２３年８月１７日以後に支出した１６万１４０６円を本件事故と相当因

果関係のある損害と認定したが、前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、

避難の相当性が認められるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記

家財道具購入費は本件事故との相当因果関係が認められない。また、上記家計簿は同１６－２
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が作成したものに過ぎず、信用性が認められない。

　　（７）　光熱費

　　原判決は、一審原告１６の世帯が平成２３年９月から同年１２月までの間に支出した電気

代、水道代、ガス代及び灯油代の合計４万４２１３円をいずれも相当因果関係のある損害と認

定したが、前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、避難の相当性が認めら

れるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記支出は本件事故と相当

因果関係のある損害とは認められない。

　　（８）　通信費

　　原判決は、一審原告１６－２が作成した前記家計簿に基づき、平成２３年９月２２日から

同年１２月２２日までに同１６の世帯が支出した通信費を４８００円であると認め、相当因果

関係のある損害と認定したが、前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、避

難の相当性が認められるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記支

出は本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。また、原判決は、避難によりそれ

まで両親との同居により負担していなかった通信費の負担が発生したと特段の根拠もなく安易

に認定しており、誤りがある。さらに、上記家計簿は同１６－２が作成したものに過ぎず、信

用性が認められない。

　　（９）　家賃増加分

　　原判決は、一審原告１６の世帯が平成２３年８月にｅｄ市のアパートに引っ越してから同

年１２月分までの各月の家賃（月額３万１９８０円）及び、同市から福島県に戻った際に要し

た居所の仲介手数料５万３５５０円の合計２０万６７４９円を本件事故と相当因果関係のある

損害と認定したが、前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても、避難の相当性

が認められるのか疑問があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記支出は本件事

故と相当因果関係のある損害とは認められない。

第１８　一審原告１７の世帯

　１　損害については個別事情に基づき個別具体的に判断されるべきこと

　　（１）　一審原告１７の世帯は、本件事故当時、避難指示解除準備区域である福島県ｂａ

市ｂｒ区に居住していたところ、一審被告東京電力は、一審原告１７の世帯に対し、法律上損

害賠償義務が認められる範囲・額を大幅に超えた賠償を行っており、令和４年７月１日までに

合計２７６７万２４８１円の賠償をした。

　　なお、一審原告１７の世帯は一審被告東京電力に対する直接請求手続及びＡＤＲ手続にお

いて慰謝料（精神的損害）の請求をしていないため、慰謝料（精神的損害）名目での賠償実績

はない。同一審被告は直接請求手続において、避難指示解除準備区域に居住していた者に対

し、自主賠償基準に基づき一人当たり８５０万円を慰謝料（精神的損害）名目で支払うことと

しているが、直接請求手続は極めて多数の対象者への迅速な賠償の実施を通じ、訴訟によらな

い紛争の早期解決を図ることを目的とし、そのため個別事情のいかんにかかわらず一律の賠償

を実施しているものであって、直接請求手続において慰謝料名目で一律に８５０万円の賠償を

実施しているからといって当然に一審原告１７の世帯の各人に８５０万円の精神的損害が認め

られることにはならない。直接請求手続を通じた訴訟外での紛争解決がなされず、訴訟が提起

され、裁判上の損害認定が求められている以上は、同１７の世帯の個別事情を踏まえて請求の

当否が判断される必要がある。そして、次に述べるとおり、同７－１らが主張する同１７の世

帯の個別事情によっても、一人当たり８５０万円の慰謝料（精神的損害）額の賠償請求が基礎

付けられるものではない。

　　（２）　一審被告東京電力は、一審原告１７の世帯に対して、慰謝料（精神的損害）以外

の名目で各種の賠償金を支払い、十分な賠償を実施済みであり、それでもなお同１７の世帯に

対してさらに賠償されるべき損害があるか否かは、個別事情を踏まえた慎重な検討を要する。
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　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１７の世帯は、控訴審においてそれぞれ１１００万円の慰謝料（精神的

損害）を請求しているところ、その被った被害の具体的な内容の主張は〈１〉同１７－１が、

今もなおふるさとでは放射性物質が強く濃く残存している、〈２〉同１７－２は、生活基盤が

壊れてしまいｂｒに戻りたくとも戻れないなどというものである。

　　（２）　しかし、〈１〉ｂａ市の避難指示解除準備区域の指定は、平成２８年７月１２日

に解除されて帰還が可能となり、一審原告１７の世帯が本件事故時に居住していたｂａ市ｂｒ

区内の空間放射線量は、同年３月８日時点及び平成２９年３月８日時点ともに、概ね０．２μ

Ｓｖ／時を下回っていることからすると、放射性物質が強く濃く残存している状況ではない。

　　また、〈２〉ｂａ市ｂｒ区では、平成２８年７月１２日の避難指示解除以降、事業活動を

含む活動が回復しつつあり、特に医療については、同年４月から再開したｂｒ病院を含め、複

数の医院や接骨院が診療を再開し（乙Ｂ３９８）、令和元年８月にはｅｆ総合病院附属ｂｒ診

療所が設置され、令和３年１２月には新たなｂｒ診療所が開所しているのであって（乙Ｂ５５

１）、生活基盤が壊れているために帰還できないものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１７－１がｃｑ市に避難後、就職活動をしなかった理由は、今後もｃｑ

市に居住し続けるかは不確定であるからという同１７－１自身の任意の判断によるものであ

り、現に同１７－１は、原審本人尋問において、本件事故後、就労先が一時閉鎖を経て再開す

るに際し、本件事故時の就労先の社長から、戻ってきてくれないかと要請されたが、ｂａ市や

ｂｍ市を中心にアパートや空き家が全て埋まっていたために住むところがなかったと供述する

一方で、同１７－１の知人などにはｅｇ市から通っていた人間がいた旨を供述しており、同１

７－１が本件事故時の就労先に戻らなかったことも、やはり同１７－１自身の任意の判断によ

るものであった。

　　したがって、一審原告１７－１がｃｑ市への転居後に就労していないことは、本件事故に

よる放射線の作用等と相当因果関係のある原子力損害とは認められず、同１７－１に就労不能

損害は認められない。

　　（２）　原判決は、一審原告１７－１は平成２３年３月２７日にｃｑ市に避難している

が、避難から１年経過後は避難前と同様の給与水準の就職先に就職することは不可能ではない

として、避難後１年間の就労不能損害を本件事故と相当因果関係のある損害と認定し、同１７

－１の就労不能損害２３２万８４９２円を認定した。

　　しかし、一審原告１７－１は、陳述書（甲Ｃ１７の１の２）において、ハローワークに

行って就業先を探してみたが、高齢だったこともあり、希望に沿うような勤務先をみつけるこ

とはできなかった旨を述べ、就業先を探していたことを示唆する陳述をする一方、原審本人尋

問において、避難前の住所地に戻ることを想定して就職先を探さなかったと供述した。また、

同１７－１は、避難先であるｃｑ市において就職先を探す時間を割くことができなかった理由

として、妻である一審原告１７－２の看病及び自身の持病である糖尿病の悪化を挙げた（甲Ｃ

１７の１の２）が、同１７－１の看病については、四六時中ついていなければならない状態で

はなく、また、自身の持病の糖尿病についても、２０年ほど前からの持病であり、本件事故当

時も事故後も１か月に１度程度通院し、その頻度は本件事故の前後で変化はなかった（甲Ｃ１

７の１、一審原告１７－１本人（原審））。

　　以上の事情に加え、一審原告１７－１は、ｃｑ市に転居してからは何ら仕事をしていない

と陳述するが（一審原告１７－１本人（原審））、持病の状態や通院頻度も月１回程度で、本

件事故前後で変化がないこと等からすれば、本件事故前と同様の給与水準の就職先で就労し収

入を得ることも可能であったと考えられ、むしろ同１７－１がｃｑ市に転居した後に何ら就労

をしなかったのは、専ら自身の任意の判断によるものであって、転居後１年間、本件事故のた
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めに収入を得ることができなかったと認めることはできない。したがって、本件事故と相当因

果関係のある就労不能損害の発生を認めた原判決の判断には誤りがある。

　４　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は一審原告１７の世帯に対し、直接請求手続において合計２７６７万２

４８１円を賠償した（乙Ｃ１７の３）。これは、同１７の世帯に対し、法律上損害賠償義務が

認められる範囲・額を大幅に超えるものである。また、同１７の世帯は、自主賠償基準に基づ

き慰謝料を請求すれば、合計１７００万円を受領することができる。

　　したがって、一審被告東京電力は追加の慰謝料を賠償する義務を負わない。

第１９　一審原告１８－１

　１　請求は棄却されるべきこと

　　一審原告１８－１は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域である福島県ｂａ市ｃｄ区に

居住していたが、同区域では避難を強制されておらず、また、同区域の指定は平成２３年９月

３０日をもって解除されたにもかかわらず、一審被告東京電力は一審原告１８－１に対し、平

成２４年８月末までの精神的損害の賠償金を支払うなど法律上損害賠償義務が認められる範

囲・額を大幅に超えた賠償を行っており、賠償した既払額は合計２９１万３５３３円である。

　　したがって、一審原告１８－１の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　一審原告１８－１は、控訴審において３３０万円の慰謝料（精神的損害）を請求している

ものの、個別損害について何らの追加の主張立証もしていない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同１８－１の引越し費用について、愛知県ｃｔ市からｂａ市までの

引越作業を同１８－１が自ら行ったことを前提に、業者に依頼せずに自ら作業を行ったとして

も、車両レンタルやガソリン代、人件費等を要するので損害が発生した旨を主張している。

　　しかし、一審原告１８－１は本件事故当時、旧緊急時避難準備区域に居住していたとこ

ろ、同区域の住民は強制的な避難を求められていなかったのであるし、ｃｔ市からｂａ市への

引越しは、本件事故から６年が経過した平成２９年３月に行われたものであるから、上記引越

し費用は本件事故と相当因果関係のある損害であるとは認められない。

　　また、一審原告１－１らは、同１８－１の引越し費用の支出を裏付ける領収証等の客観的

な証拠を何ら提出しておらず、損害の発生について何ら立証していない。そして、上記の引越

し費用については、同１８－１は平成２３年３月にｂａ市からｃｔ市へ自家用車で移動してお

り、レンタカーを使用していないと考えられるため、原判決が、同１８－１がレンタカーを使

用して引越しを行ったことを前提に民事訴訟法２４８条を適用したことは誤りである。

　　（２）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同１８－１の家財道具購入費について、平成２４年３月までにはｂ

ａ市の自宅の家財道具及び電化製品を処分しており、同一審原告がｃｔ市で生活を始める際に

は家財道具等を購入する必要があったと主張する。

　　しかし、一審原告１８－１がｃｔ市の県営住宅に引っ越したのは平成２３年４月２９日で

あり、同１－１らの主張によっても、当該引越しの当時、ｂａ市の同１８－１の自宅には、家

財道具等が存在したのであり、しかも、当該家財道具等は、これを処分しなければならない程

度に放射能に汚染されていた等の事情はなかった。そして、同１－１らは、同１８－１は本件

事故前の住所からｃｔ市の県営住宅に引っ越す際に自らトラックを運転したと主張しており、

さらには、同１８－１は避難した後の同年５月から平成２５年２月まで毎月、避難前の住所に

戻っていたのであるから、家財道具等を持ち出すことは容易であったといえる。

　　したがって、一審原告１８－１には新たに家財道具等を購入する必要性も合理性もなく、
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家財道具購入費と本件事故との間に相当因果関係は認められない。

第２０　一審原告２０の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　一審原告２０－１及び同２０－２は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域である福島県

ｂａ市ｃｄ区に居住していたが、同区域では避難は強制されておらず、また、同区域の指定は

平成２３年９月３０日をもって解除されたにもかかわらず、一審被告東京電力は、一審原告２

０－１及び同２０－２に対して、平成２４年８月末までの精神的損害の賠償金を支払うなど法

律上損害賠償義務が認められる範囲・額を大幅に超えた賠償を行った。一審被告東京電力が一

審原告２０－１に対して賠償した既払額は合計７６７万９０４０円、同２０－２に対して賠償

した既払額は合計３９２万２１６７円である。

　　また、一審原告２０－３は、本件事故当時、滋賀県ｅｈ市に居住しており、本件事故発生

時には、平成２３年４月からｂａ市に引っ越す予定があったに過ぎず、自主的な避難すら行っ

ていないが、それにもかかわらず、一審被告東京電力は一審原告２０－３に対し、本来、法律

上損害賠償義務が認められない範囲・額についても賠償を行い、その既払額は、慰謝料１８０

万円を含め、合計４６３万０８２５円である。

　　一審被告東京電力は、一審原告２０の世帯に対し、十分な賠償を実施済みであり、同２０

の世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、〈１〉ｂａ市では、平成２９年３月まで、同意を得られた

ものについての除染も完了していなかったこと、〈２〉同年４月１日時点で、依然３８３７人

の１８歳未満者が避難していることから、同２０－１及び同２０－２については、平成２４年

８月を超えて、避難の合理性又は避難継続の合理性が認められると主張している。

　　また、一審原告１－１らは、居住を希望していたｂａ市に居住できなくなった点は他の避

難者と異ならないとして、同２０－３について、ｂａ市から避難したと認定すべきであると主

張している。

　　（２）　しかしながら、ｂａ市における空間放射線量は基準を下回る数値であり（乙Ｂ１

７２の１、２）、一審原告２０－１及び同２０－２のｂａ市内の自宅に近いｂａ市役所の環境

放射能についても、計画的避難区域に設定される基準であった年間積算線量２０ｍＳＶ（屋外

では３．８μＳＶ／時が年間積算線量２０ｍＳＶの目安）に達するおそれのない状況であっ

た。したがって、ｂａ市における空間放射線量は、そもそも同市の住民の避難を必要とするも

のではなく、除染を実施しなければ住民の健康に影響が生じるという客観的状況にもなかった

から、上記〈１〉の除染活動の進捗状況は、避難継続の合理性を認める根拠にはなり得ない。

　　次に、旧緊急時避難準備区域については政府により避難が強制されたわけではないこと、

平成２３年９月３０日をもって旧緊急時避難準備区域の全部の指定が解除されたこと、さら

に、上記のとおり、ｂａ市における空間放射線量は、本件事故後も一貫して、年間積算線量２

０ｍＳＶに達するおそれのない状況であること等に鑑みれば、本件事故から約６年が経過した

平成２９年４月１日時点で本件事故以前の居住地に戻っていない１８歳未満の者は、自ら又は

保護者の任意の判断により、転居先での居住継続を選択したものと考えられる。また、これら

の避難者には、本件事故ではなく、本件地震及び本件津波によって居住していた家屋が損壊し

た等の事情で避難した者も含まれると考えられる。一審原告１－１らは、これらの事情を何ら

考慮することなく、上記〈２〉の避難者の人数のみを強調しているに過ぎず、避難継続の合理

性を認める根拠にはなり得ない。

　　さらに、一審原告２０－３は、愛知県で生まれ育ち、大学卒業後もしばらくは同県で生活

した後、滋賀県において就職し、本件事故当時も同県で生活し、本件事故後はｂａ市に行くこ

となく愛知県に転居したということであるから、同２０－３の生活の本拠がｂａ市でないこと
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は明らかである。同２０－３が平成２３年４月からｂａ市に転居する予定であったからｂａ市

に居住していた避難者と異ならないという主張は、到底認められない。

　　（３）　なお、一審原告１－１らは、同２０－１及び同２０－２の慰謝料（精神的損害）

の請求に関して、上記のほか、本件事故によって東北地方での穏やかな老後生活や人生設計が

絶たれた、明確な健康被害を負ったなどと主張している。

　　しかしながら、旧緊急時避難準備区域の住民には政府の指示による避難の強制はなく、実

際に一審原告２０－１及び同２０－２が居住していたｂａ市における空間放射線量は住民の避

難を必要とするものではなかったことは前述のとおりであり、また、同２０－１及び同２０－

２が現在においてもｂａ市で生活をしていないのは、平成２２年９月にｂａ市に転居するまで

ｃｑ市で生活をしており、親族の多くが愛知県やその周辺に居住していることなどを考慮した

自身の任意の判断によるものであるし、同１－１らが主張する同２０－１及び同２０－２の健

康被害は、避難生活との関連性は不明であり、本件事故との相当因果関係は認められないか

ら、同１－１らの主張は理由がない。

　　また、一審原告１－１らは、同２０－１及び同２０－２が老後のために備えていた預貯金

の取崩しを余儀なくされたなどとも主張しているが、一審被告東京電力は、一審原告２０－１

に対して合計７６７万９０４０円を、同２０－２に対して合計３９２万２１６７円を賠償して

おり、これ以外の損害についても、一審被告東京電力からの既払い金によって全て弁済済みで

ある。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同２０の世帯について〈１〉引越し費用、〈２〉敷金・礼

金、〈３〉一時立入り・帰省費用、〈４〉水道光熱費、〈５〉タイヤ保管・交換費、〈６〉家

賃増加分（駐車場代）、〈７〉保険料、〈８〉家財道具、〈９〉不動産、〈10〉補修費用、

〈11〉生命・身体的損害の全部又は一部を認めなかった原判決の不当性を主張する。

　　（２）　しかしながら、上記の各主張のうち、〈１〉引越し費用、〈４〉水道光熱費、

〈７〉保険料に関する主張は、避難継続の合理性が認められる平成２４年８月３１日以降に生

じた費用であるから、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、その余の主張についても、以下のとおり理由がない。

　　（３）　敷金・礼金

　　一審原告１－１らは、〈２〉敷金・礼金に関して、入居に際し敷金・礼金を支払うことが

一般的であると主張するが、礼金の支払いを要することが一般的とは認められないし、敷金は

居住している住居を退去する際に返還されるものであるから、そもそも損害とは認められな

い。

　　（４）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同２０－２が一時立入り・帰省費用として３３０万６２４０円を支

出したと主張するところ、原判決は、原則として月１回の帰省の相当性を認めた上、帰省に要

する費用として、同２０－２の帰省の手段が自動車、電車及び飛行機のいずれかであることを

考慮し、平均して片道１万円程度であると推認し、避難した平成２３年３月から平成２４年８

月までの一時立入り・帰省費用として３６万円の損害を認定した。

　　しかし、一審原告２０－２は本件事故当時、旧緊急時避難準備区域に居住していて避難を

強制されたわけではなく、避難した上で定期的に帰省することを強いられたわけではないた

め、本件事故と相当因果関係のある損害の発生は認められない。

　　仮に一審原告２０－２について一時立入り・帰省費用の損害が認められるとしても、原判

決は、同２０－１が主張する一時立入り・帰省費用についても月１回の帰省の相当性を認めた

上、帰省に要する費用について片道１から２万円であると認定し、同２０－２に対して認めた

一時立入り・帰省費用の額（片道１万円）とは異なる額を認定したが、同じ住居に帰省する同
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２０－１と同２０－２とで異なる帰省費用を認定した理由について何ら合理的理由を示してい

ない上、上記説示を前提としても、同２０－１について認められる一時立入り・帰省費用は３

６から７２万円なのであって、同２０－２について認められる一時立入り・帰省費用と併せて

も７２から１０８万円程度に過ぎない。しかるに、一審被告東京電力は一審原告２０の世帯に

対し、一時立入り・帰省費用として１８３万１８３８円を賠償しているところ、世帯主に代表

して賠償し、余った分は同２０の世帯の他の一審原告に認められる損害に充当すべきであるか

ら、原判決が認定する同２０－２に係る３６万円の一時立入・帰省費用は既に賠償されている

というべきである。

　　したがって、一時立入り・帰省費用について、３６万円の損害を認定した原判決は誤りで

ある。

　　（５）　タイヤ保管・交換費

　　一審原告２０－１は、タイヤ保管・交換費の作成年が記載されていない領収証（甲Ｃ２０

の９）を受け取った時期について、「平成２５年又は平成２６年」と供述しており、これと異

なる時期であると認定すべき理由はない。また、上記領収証には、そもそもｂａ市に居住して

いなかった同２０－３が宛名に記載されているから、当該領収証の作成年にかかわらず、タイ

ヤ保管・交換費と本件事故との間に相当因果関係は認められない。

　　（６）　家賃増加分（駐車場代）

　　原判決は、平成２３年４月から平成２４年８月までの駐車場代９万６９００円を本件事故

と相当因果関係を有する損害と認定した。しかし、原判決引用の証拠（甲Ｃ２０の１４）は、

平成２５年９月から平成２６年２月までの入出金歴を示すものであり、平成２３年４月から平

成２４年８月までの駐車場代を支出したことを証するものではない。したがって、駐車場代９

万６９００円の支出があるかどうかは不明であり、本件事故との相当因果関係は認められな

い。

　　（７）　家財道具

　　一審原告１－１らは、同２０の世帯の家財道具に関して、初めてメンテナンスに訪れた頃

には既に家財道具にカビ等が発生していたと主張しているが、同２０の世帯は、平成２３年４

月頃に避難した後、月１回程度ｂａ市の自宅を定期的に訪れ、１週間程度滞在してメンテナン

スを行っていたのであるから、初めてメンテナンスに訪れた時点でカビ等が発生していたとす

れば、同２０の世帯が自宅に居住していた頃からカビ等が発生していたと考えられ、そのよう

な家財道具の廃棄費用と本件事故との間に相当因果関係は認められない。また、同１－１ら

は、同２０の世帯は別の家具等にカビが移らないよう家財道具を廃棄したと主張しているが、

家財道具にカビが発生したとしても除去することは可能であり、月に１度、１週間程度メンテ

ナンスを行っていたにもかかわらず、家財道具を廃棄しなければならなかったとの主張は到底

認められない。

　　（８）　不動産

　　一審原告１－１らは、同２０の世帯の〈９〉不動産に関して、ｂａ市内の不動産価格が下

落を余儀なくされたと主張しているが、そのことを裏付ける客観的証拠を何ら提出していな

い。

　　（９）　補修費用

　　一審原告１－１らは、同２０の世帯の〈10〉補修費用に関して、屋根の漆喰を補修する業

者が不足していたことにより早期に補修できなかったと主張しているが、業者不足については

何ら立証されていない上、そもそもｂａ市内の業者に依頼する必然性もなく、仮に業者不足で

あったとしても、本件地震及び本件事故により避難した可能性があるから、業者の不足が本件

事故と関連するか否かも明らかでない。また、同１－１らは、同２０の世帯の除湿剤や除草剤

の量が平常時と比較して異なると主張しているが、具体的にどのように異なるのかについて何
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ら主張立証をしない上、同２０の世帯は、月１回の頻度でｂａ市内の自宅へ戻り、１週間程度

の期間をかけてメンテナンスをしていたのであり、除草剤等を平常時以上に購入・使用すべき

必然性は認められない。

　　（10）　生命・身体的損害

　　一審原告１－１らは、同２０－２が右変形性股関節症を発症した原因として、本件事故に

よる避難生活以外に考えられないと主張しているが、変形性股関節症は、発育性股関節形成不

全の後遺症や股関節の形成不全といった幼少時の病気や発育障害の後遺症が主な原因と考えら

れる（乙Ｃ６０）のであり、同２０－２が右変形性股関節症を発症したとしても、本件事故と

の間に相当因果関係は認められない。

第２１　一審原告２１－３

　１　原判決は、元原審原告２１－１及び同２１－２について、それぞれ１８０万円の慰謝料

（精神的損害）を認定したが、かかる認定は正当である。

　　一審原告１－１らは、元原審原告２１－１及び同２１－２の個別損害について、控訴審に

おいて何らの追加の主張立証もしていない。

　２　なお、一審被告東京電力は、元原審原告２１－１及び同２１－２に対して合計６２２万

３３９５円を賠償済みであり、十分な賠償を実施済みであって、一審原告２１－３の損害賠償

請求権は弁済により消滅している。

第２２　一審原告２２の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告２２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められず、避難の相当性は認められない。したがって、同２２の世帯に本件事故による精神

的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係

のある損害とは認められない。

　　また、一審原告２２の世帯は、どんなに遅くとも、平成２３年３月２３日には新たな環境

で日常生活を送ることができる状態となっており、これ以降、法律上保護される利益（平穏な

日常生活を送る権利）の侵害は認められない。さらに、避難に起因する財産的な支出について

も同月２２日までのものに限られるが、同日までの財産的な支出であっても以下に述べるとお

り、いずれも本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告２２の世帯に対

して合計３３７万４０７０円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同２２の世帯

の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権はいずれも弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　一審原告２２－１及び同２２－２についての慰謝料額並びに本件事故時１８歳以下であっ

た同２２－３、同２２－４及び同２２－５についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力

の賠償額８万円及び４８万円を超えるものではない。

　　一審原告１－１らは、控訴審において、同２２－１及び同２２－２がｄａ地区出身であ

り、同２２－３、同２２－４及び同２２－５はｄａ地区に多くの親戚がいることから、帰還困

難区域の避難者に準じて損害額を認定すべきである旨主張するが、かかる理由で、同２２の世

帯について、帰還困難区域に居住していた者に準じて損害額を認定すべき理由はない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　平成２３年の宿泊費

　　原判決は、原審における一審原告２２－１の本人尋問の結果から、同２２の世帯が平成２

３年３月１５日から同月２１日までの間に、ｂｍ市からｃｑ市に避難するまでの間にホテル等

で５泊したことを認め、一般的なビジネスホテルの宿泊代金等を考慮し、一人当たり１泊５０
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００円、合計１２万５０００円（５０００円×５人×５泊＝１２万５０００円）の損害を認定

した。

　　しかしながら、そもそも、本件事故発生当時において自主的避難等対象区域に居住してい

た一審原告２２の世帯に避難の相当性が認められるかという点には疑問がある。仮に避難の相

当性が認められるとしても、同１－１らは、ｂｍ市からｃｑ市へと避難する間にホテル等に宿

泊したことに関する同２２－１の領収証等の客観的な証拠を提出していない。

　　また、一審原告２２の世帯が避難の際にホテル等に宿泊したことを前提とするとしても、

同２２－１によれば、同２２の世帯が避難の際に宿泊したのはｂｏ市内のビジネスホテルや長

野県ｅｉ市の民宿のようなホテル、愛知県ｄｊ市のラブホテルとのことである（甲Ｃ２２の

１）ところ、これらのホテルの宿泊費は、複数人用の客室の場合、宿泊者の人数による等倍よ

りも低額になるのが通常であるから、同２２の世帯が上記のホテル等に宿泊した費用が世帯合

計１泊２万５０００円であると原判決が認定したのは、経験則上明らかに過大である。同２２

の世帯は、同２２－１及び同２２－２の夫婦並びにその子ら３名（同２２－３から同２２－５

まで）の計５名であるから、同２２の世帯が宿泊する際に要する費用としては、どんなに多く

見積もっても１泊１万５０００円程度であるというべきである。

　　したがって、本件事故と相当因果関係のある損害として認められる宿泊費は一審被告東京

電力がＡＤＲ手続において避難費用（宿泊費）として賠償済みの８万円（乙Ｃ２２の１）を超

えることはなく、これを超える損害を認定した原判決は失当である。

　　（２）　家賃増加分

　　原判決は、一審原告２２－３から同２２－５までについての避難継続の合理性が認められ

るのが平成２４年８月３１日までであることから、避難先での家賃負担について相当因果関係

が認められるのは同月分までとした上で、同月分までの県営住宅での駐車場代、自治会費及び

平成２３年８月から平成２４年３月までの同２２－１の社宅家賃並びに同年４月から同年８月

までの愛知県ｅｊ市での家賃の合計１５万１１００円を損害として認定した。

　　しかしながら、そもそも本件事故発生直後においても避難の相当性が認められるのか疑問

があり、平成２３年４月分の県営住宅での駐車場代（４０００円）及び自治会費（２８００

円）は、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。また、本件事故発生当初の時

期においては避難の相当性が認められるとしても、その期間は長くとも平成２３年４月２２日

頃までと考えられ、それ以後は避難継続の相当性は認められないから、同月以降に発生した上

記駐車場代、自治会費はもとより、一審原告２２－１の社宅家賃及び愛知県ｅｊ市の家賃は相

当因果関係が認められない。さらに、自治会費については、同１－１らは、同２２の世帯が本

件事故前に負担していた費用と本件事故後に負担した費用との差額について、主張も立証もし

ていない。

　　したがって、県営住宅の家賃、駐車場代、自治会費、社宅家賃及び愛知県ｅｊ市の家賃に

係る損害を認定した原判決は誤りである。

　　（３）　平成２７年の交通費及び宿泊費

　　一審原告１－１らは、控訴審において、原判決が同２２の世帯の損害として認めなかった

平成２７年９月１２日以降のｂｍ市の自宅売却のための交通費及び宿泊費の合計１５万０１１

２円について、同２２の世帯はｂｍ市に戻ることができないから自宅売却の必要は認められる

と主張する。

　　しかし、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められ

るとしても、上記第１のとおり、一審原告２２の世帯においては、平成２３年３月２２日以降

の法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害は認められない。

　　したがって、平成２７年９月１２日以降にｂｍ市の自宅を売却するための交通費及び宿泊

費は、本件事故と相当因果関係のある損害に該当しない。
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第２３　一審原告２３の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告２３の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められない。したがって、同２３の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認め

られないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力

損害とは認められない。仮に何らかの法律上保護される利益の侵害があるとしても、同２３－

１が平成２３年１０月から愛知県ｅｋ市の会社に採用されることが決まっており、また、同月

初旬にはｂｍ市の自宅の売却が決まり、同２３の世帯が同月２４日にはｅｋ市に引っ越してい

るという事情に鑑みると、同２３の世帯については、どんなに遅くとも同日には、新たな環境

で日常生活を送ることができる状態となっていたといえるから、これ以降、法律上保護される

利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与えるもの

ではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、事

故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも、本件事故発生当初の時

期における放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足によ

る不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一

審原告２３の世帯については、どんなに遅くとも平成２３年１０月２４日までのものに限られ

るが、後記３のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告２３の世帯に対

して合計２４０万円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同２３の世帯の損害賠

償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告２３－１及び同２３－２についての慰謝料額並びに本件事故時１８歳以

下であった同２３－３から同２３－５までについての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力

の賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　　（２）　一審原告１－１らは、控訴審において、同２３の世帯は、できれば生まれ故郷の

福島に戻りたいという気持ちを持ちながらも、放射能の不安によって避難の継続を余儀なくさ

れていたのであり、原判決の判断は、本件事故の発生を受けてから避難に至るまでの心理状態

や避難継続中の慣れない環境での生活状況を軽視するものであって極めて不合理であると主張

する。

　　しかし、まず、一審原告２３の世帯が居住していたｂｍ市の空間放射線量は、避難指示の

基準である年間２０ｍＳＶ（３．８μＳＶ／時に相当）を大きく下回る水準であって、客観的

に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではなかった。実際に、同２３－１は、放射能の影

響について気になるとしつつも、同２３の世帯の健康状態に特に変化がないことを自認してお

り、同２３－３から同２３－５までについては、平成２６年１月に受けた甲状腺検査において

「問題はない」との結果が出ている。

　　また、本件事故当時、一審原告２３－１が勤めていた自動車会社は、平成２３年３月末を

もって自宅待機命令を解除している。さらに、同２３－１の親、兄弟、親戚は避難をしておら

ず、また、同２３－１の子らの同級生の親にも「避難をするのは大げさだ」などの反応をする

者がおり、実際に避難をした家族は、同２３－１が知る限り２家族にとどまっている。

　　このように、空間放射線量が客観的に健康に影響を及ぼすようなものではなかった上に、

一審原告２３の世帯の誰にも具体的な健康被害は生じておらず、さらに、同２３の世帯と関係

のある住民のほとんどは事態を冷静に受け止め、避難をしなかった。
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　　したがって、仮に一審原告２３の世帯が何らかの不安を感じていたとしても、客観的証拠

に基づかない漠然とした不安感にとどまるものといえ、本件事故と相当因果関係のある精神的

損害が生じているとは認められない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らが主張立証をしていないこと

　　一審原告１－１らは、同２３の世帯の個別の財産的損害として、〈１〉引越費用、〈２〉

家財道具購入費用、〈３〉食費、〈４〉家賃増加分の費用、〈５〉車両、自転車の購入費用、

〈６〉廃棄した家財道具の費用及び〈７〉就労不能損害の全部又は一部を認めなかった原判決

が不当である旨主張する。

　　しかし、一審原告１－１らは、上記請求が認められるべきであるという主張を繰り返すに

とどまり、それらを裏付ける新たな事実の主張や立証を全くしない。

　　（２）　交通費

　　原判決は、一審原告２３－１が、平成２３年３月１５日にｂｍ市から茨城県ｅｌ市に自動

車で避難したこと、同月３１日に同市からｂｍ市に自動車で戻ったこと、同年９月に自動車で

愛知県へ就職の面接に行ったこと、同年１０月２４日にｅｋ市へ自動車で引っ越したことが認

められるとした上で、これらの移動に要したと同１－１らが主張する３万８０６０円を本件事

故と相当因果関係を有する損害と認定した。

　　しかし、そもそも、本件事故発生当初の時期においても避難の相当性が認められるか疑問

がある上、仮に法律上保護される利益の侵害が生じたとしても軽微なものに過ぎず、既払い金

を超える損害は認められないから、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、一審原告１－１らは、同２３－１が避難のための交通費を支出したことに関する領

収証等の客観的な証拠を何ら提出せず、損害自体の発生が認められない。

　　（３）　引越し費用

　　原判決は、平成２３年１０月２４日の引越しの際に、２ｔトラックのレンタカーを利用し

たことが認められるとした上で、レンタカーに要した費用として、１万円の損害を認めたが、

前記のとおりそもそも本件事故発生当初の時期においても避難の相当性が認められるのか疑問

があり、既払い金を超える損害は認められないから、上記引越し費用について本件事故との相

当因果関係は認められない。

　　また、一審原告１－１らは、同２３－１が避難のための引越し費用を支出したことに関す

る領収証等の客観的な証拠を何ら提出せず、損害自体の発生が認められない。

　　（４）　家財道具購入費用

　　原判決は、避難先で生活するために家財道具を購入する必要があったといえるとして、１

０万円の損害を認めたが、前記のとおり、仮に法律上保護される利益の侵害が生じたとしても

軽微なものに過ぎず、既払い金を超える損害は認められないから、上記家財道具購入費につい

て本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、原判決の認定を前提としても、一審原告２３の世帯は、引越しの際に家財道具の全

てを移動させている。さらに、同２３－１がｂｍ市の自宅にあった家財を廃棄しているが、そ

の理由は転居に用いたトラックに積載できなかったからに過ぎず、家財を選別した上で別の機

会に搬出することも可能であった。それにもかかわらず、同２３－１は、任意の判断により家

財を廃棄したのであるから、家財道具を購入する必要性は認められないし、領収証は一切提出

されておらず購入の必要性について何らの立証もなされていない。したがって、家財を新たに

購入することについて、本件事故と相当因果関係のある損害の発生は認められない。

　　（５）　被ばく検査のための交通費及び宿泊費

　　原判決は、一審原告２３の世帯が平成２４年６月に被ばく検査を受ける際に要した移動費

用７万４６７０円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認定したが、遅くとも平成２３年
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４月２２日頃までには、自主的避難等対象区域における年間積算放射線量は２０ｍＳＶに達し

ないことや、その程度の積算放射線量であれば健康に被害を与えるものではないことについて

の情報提供がなされていたのであるから、同日から１年以上も経過した後の被ばく検査のため

の支出について、本件事故との相当因果関係のある損害とは認められない。

第２４　一審原告２４の世帯

　１　一審原告２４の世帯は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域である福島県ｂａ市ｃｄ

区に居住していた者であり、原判決で請求を棄却され、控訴審においては、それぞれ３３０万

円の慰謝料（精神的損害）を請求しているものの、個別損害について何らの追加の主張立証も

していない。

　２　一審被告東京電力が令和４年７月１日までに一審原告２４の世帯に対して賠償した既払

額は合計１１８３万０６０４円であり、全体として十分な賠償を実施済みであって、同２４の

世帯の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

第２５　一審原告２６の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告２６の世帯は、本件事故当時、区域外のｃｅ地域である福島県ｃａ市に

居住していた者であり、そもそも本件事故により法律上保護される利益に対する侵害があった

とは認められない。したがって、同２６の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は

認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められるとしても、区域外のｃｅ

地域に居住していた妊婦・子供について自主賠償基準を超える損害は認められず、本件事故時

１８歳以下であった一審原告２６－３についての慰謝料額は、一審被告東京電力の賠償額であ

る２４万円を超えるものではない。

　　（３）　他方、一審原告２６の世帯の慰謝料（精神的損害）の賠償請求は、本件事故によ

り平穏な生活基盤が損なわれたことによる損害に対する損害賠償請求権１個のうちの残部請求

であり、この残部請求の成否を判断するためには、本件事故により被った損害の総額から、一

審被告東京電力による既払い金を控除した残額に基づいて判断する必要がある。一審被告東京

電力は、一審原告２６の世帯に対し、法律上損害賠償義務が認められる範囲・額を大幅に超え

た賠償を行っており、令和４年７月１日までの賠償額は合計２６０万２２０７円であり、法人

に対する営業損害を含めると、同２６の世帯には合計４３３万１５８８円を既に支払っている

（乙Ｃ２６の３）。一審被告東京電力は、一審原告２６の世帯に対し、全体として十分な賠償

を実施済みであって、同２６の世帯の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により

消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告７－１らは、同２６の世帯が被った被害の具体的な内容として、〈１〉

別居生活の継続、〈２〉同２６－３が避難後に経験したいじめ、〈３〉被ばくによる健康不安

などを主張している。

　　（２）　しかしながら、そもそも一審原告２６の世帯の住所は福島第一原発から●●●ｋ

ｍも離れ、自主的避難等対象区域よりもさらに遠い位置にあった。そして、同２６の世帯の住

所地であるｃｅ地域（ｃａ市）においては、同じ福島県ｃｋ地方に属するｅｍ及びｅｎの各地

域と比較しても空間放射線量が低く（乙Ｂ３４９の１及び２）、本件事故発生当初の時期に放

出された放射性物質の放射線量の影響は健康に影響を与えるものではなかった。また、福島県

のｅｏ、ｂｍ、ｅｍ及びｅｎの各地域と比べても、ｃａ市からの本件事故に起因する避難者数

は圧倒的に少なく、その人口に占める割合も低かった（乙Ｂ３４８の１・５、６枚目）。さら

に、平成２３年３月から同年４月にかけて、ただちに健康に影響を与えるレベルではないとの

専門家や政府の説明等が繰り返し新聞報道等で報じられていた。このように、同２６の世帯は
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避難を要する状況になかったのであって、同２６－２及び同２６－３のｃｑ市への移転及びそ

れに伴う同２６－１との別居生活は、同２６の世帯の任意の判断の結果であるため、本件事故

と相当因果関係のある原子力損害には該当しない。

　　（３）　また、学校におけるいじめ等については、これを裏付ける客観的証拠の提出はな

く、本件事故との因果関係についても何ら主張立証がなされていない。

　　（４）　さらに、一審原告２６－３のバセドウ病及び同２６－２の橋本病の疑いについて

は、いずれも本件事故との因果関係の立証がないし、前記のｃａ市の状況からは、同２６－２

及び同２６－３の被ばくによる健康被害への不安感は、法律上保護された利益に対する侵害と

評価することはできない。

　　したがって、一審原告７－１らの主張は理由がない。

第２６　一審原告２７の世帯

　１　一審原告２７の世帯は、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市に居住していたが、

ｂｍ市では空間放射線量率は客観的に健康に影響を及ぼす状況にはなく、そのことが周知され

ていた。同２７の世帯は、同２７－１の友人夫妻からの連絡や職場の友人からの意見を聞いて

転居を決意したが、上記のｂｍ市の状況を踏まえれば、客観的根拠に基づく不安による転居で

はなかった。同２７の世帯は、そもそも本件事故によって避難を余儀なくされたものではな

い。しかも、同２７の世帯は、平成２３年４月頃には新たな環境で日常生活を送ることができ

る状態になっていたのであり、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害が

生じたとしてもその程度は軽微である。

　２　原判決は、平成２４年８月の帰省に要した交通費として、３万１５１２円を損害として

認めたが、もし仮に本件事故当初においては避難の相当性が認められるとしても、その期間は

長くとも平成２３年４月２２日頃までと考えられ、移動に起因する財産的支出についても同月

頃までのものに限られるが、一審原告１－１らはこれについて何ら客観的証拠を提出していな

い。

　３　一審原告２７の世帯については、本件事故後の生活状況を踏まえても、本件事故に起因

して生じたと考え得る損害は、一審被告東京電力の既賠償額１３６万０９５４円を超えるもの

ではない。

第２７　一審原告２８の世帯

　１　一審原告２８－２は自主的避難等対象区域に居住していた者として評価されるべきであ

ること

　　原判決は、一審原告２８－２について、本件事故当時の住所を旧避難指示解除準備区域に

ある福島県ｂｋ郡ｂｄ町所在の実家と認定した。しかしながら、証拠のうち、平成２５年９月

２０日付けの居住証明書（甲Ｃ２８の１４の１）については、本件事故の１年前の時点である

平成２２年３月１１日に同一審原告がｂｄ町の実家に居住していたことを示すのみであって、

本件事故当時の住所を裏付けるものではない。

　　翻って、本件事故当時、一審原告２８－２の住民票は同２８－１の福島県ｂｎ市の住所に

あり、また、同２８－１の戸籍の附票（乙Ｃ２８の２）にも、平成２３年１月２０日に同２８

－２が同２８－１のｂｎ市の住所に住定した旨記載されていることもあわせて考慮すると、同

２８－２の本件事故当時の居住地がｂｎ市であったことは客観的に明らかである。また、同２

８－２は、実家に居住していた父、母、兄が旧避難指示解除準備区域の居住者として仮払補償

金を請求した際（乙Ｃ６２）、当該仮払補償金を請求せず、自主的避難等対象区域の居住者の

賠償制度が始まると、平成２４年及び平成２５年の２回、自主的避難等に係る賠償金ご請求書

に自ら署名して賠償金を請求し受領した（乙Ｃ２８の１０）。したがって、同２８－２が本件

事故当時、ｂｄ町所在の実家に居住していたと認定した原判決には事実誤認があり、仮に同２

８－２に本件事故と相当因果関係のある損害が発生していると想定するとしても、その賠償に
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ついては、自主的避難等対象区域であるｂｎ市に居住していた者として評価されるべきであ

る。

　２　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告２８の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｎ市に居

住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは認めら

れない。したがって、同２８の世帯に本件事故による精神的損害は認められないし、避難に起

因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。

　　（２）　また、一審原告２８－１及び同２８－２は、本件事故直後は一時的に同２８－１

の実家であるｃｑ市に避難したものの、平成２３年３月２８日、本件事故当時に同２８－１及

び同２８－２が居住していたｂｎ市の社宅に戻り、当該社宅で二人での共同生活をするように

なり、同年４月２日に婚姻した。その後、同年６月には同２８－２の妊娠が判明し、同年９月

にはｂｎ市内の家族向けの社宅に引っ越し、平成２４年（以下略）には同２８－３が生まれ

た。かかる経緯に鑑みれば、同２８－１及び同２８－２は、新たに社宅において二人での共同

生活を再開した平成２３年３月２８日以降、平穏な日常生活を送ることができる状態となって

いたものであり、もし仮に法律上保護される利益の侵害が認められる場合があるとしても、同

日以降の法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　仮に何らかの「法律上保護される利益に対する侵害」があるとしても、本件事故

発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与える

ものではなかったこと、また、自主的避難等対象区域の大部分の住民は避難を実施しなかった

こと等に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時期にお

ける、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足による不

安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一審原

告２８の世帯については、平成２３年３月２８日までのものに限られるが、下記のとおり、本

件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告２８の世帯に対

して合計３８８万４２１４円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同２８の世帯

の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　３　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告２８－１について

　　一審原告１－１らは、原判決は、同２８－１が、本件事故により、事故前に有していた包

括的生活基盤とそれから享受していた利益を丸ごと失ったことを適切に評価しておらず、慰謝

料の月額評価及び相当因果関係にある期間（避難の合理性が認められる期間）の評価のいずれ

についても不当である旨主張する。

　　しかし、まず、本件事故当時、一審原告２８－１が居住していたｂｎ市の空間放射線量

は、避難指示の基準である年間２０ｍＳｖ（３．８μＳＶ／時に相当）を大きく下回る水準で

あって、客観的に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではなかった。実際に、同２８の世

帯は、毎年１回、甲状腺の検査を受けているとのことであるが（甲Ｃ５１）、同２８－１につ

いて健康への悪影響が判明した事実は一切主張されておらず、現に、令和２年７月及び令和４

年７月に実施された検査においても、結節やのう胞が認められないことを示す「Ａ１」との判

定が出ている（甲Ｃ５２の１の１・２、甲Ｃ５３の１の１・２）。

　　したがって、一審原告２８－１が何らかの不安を感じていたとしても、客観的証拠に基づ

かない漠然とした不安感にとどまる。

　　（２）　一審原告２８－２について

　　一審原告１－１らは、本件事故当時、同２８－２がｂｄ町に居住していたことを前提とし

て、原判決は、本件事故により、事故前に有していた包括的生活基盤とそれから享受していた
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利益を丸ごと失ったことを適切に評価しておらず、不当である等と主張する。

　　しかし、上記のとおり、本件事故当時、一審原告２８－２がｂｄ町に居住していたことを

示す客観的証拠はない。

　　また、上記のとおり、本件事故当時、一審原告２８－２が居住していたｂｎ市の空間放射

線量は避難指示の基準を大きく下回る水準であって、客観的に健康に影響を及ぼすようなもの

ではなかった。実際に、同２８の世帯は、毎年１回、甲状腺の検査を受けているところ（甲Ｃ

５１）、同２８－２について健康への悪影響が判明した事実は一切主張されておらず、令和２

年７月及び令和４年７月に実施された検査においても、「Ａ２」の判定が出ている（甲Ｃ５２

の２の１・２、甲Ｃ５３の２の１・２）。

　　したがって、仮に、一審原告２８－２が何らかの不安を感じていたとしても、客観的証拠

に基づかない漠然とした不安感にとどまる。

　　（３）　一審原告２８－３について

　　一審原告１－１らは、同２８－１及び同２８－２について主張したことは、同２８－３に

も当てはまると述べて、原判決が不当であると主張する。

　　しかし、まず、一審原告２８－３が平成２４年（以下略）に出生したｂｎ市の空間放射線

量は、避難指示の基準である年間２０ｍＳＶ（３．８μＳＶ／時に相当）を大きく下回る水準

であって、客観的に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではなかった。また、同２８－３

は、出生して２か月後の同年３月には、同２８－１及び同２８－２とともに愛知県に引っ越

し、以後、同県又は岐阜県に居住している。

　　また、一審原告２８の世帯は、毎年１回、甲状腺の検査を受けているところ（甲Ｃ５

１）、同２８－３について健康への悪影響が判明した事実は一切主張されておらず、現に、令

和２年７月及び令和４年７月に実施された検査においては、結節やのう胞が認められないこと

を示す「Ａ１」との判定が出ている（甲Ｃ５２の３の１・２、甲Ｃ５３の３の１・２）。

　　したがって、仮に、一審原告２８－３が何らかの不安を感じていたとしても、客観的証拠

に基づかない、漠然とした不安感にとどまる。

　　（４）　慰謝料額について

　　一審原告２８－１及び同２８－２についての慰謝料額並びに本件事故後の平成２４年（以

下略）に出生した同２８－３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力の賠償額であ

る８万円及び４８万円を超えるものではない。

　４　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告２８－１

　　ア　交通費

　　原判決は、一審原告２８－１が平成２３年３月２８日の避難復路に要した交通費として１

万７３２０円及び平成２４年３月の避難に要した費用として１万円を損害として認めたが、そ

もそも本件事故発生当初の時期においても避難の相当性が認められるか疑問がある上、仮に認

められるとしても、その期間は長くとも平成２３年３月２８日までと考えられるから、少なく

とも平成２４年３月の交通費については、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　この点を措いても、一審被告東京電力は、一審原告２８－１に対して避難交通費として２

万１６００円を賠償しているが、同１－１らは、同２８－１が上記既払い金を超えて交通費を

支出したことについて領収証等の客観的証拠を提出していない。

　　イ　修繕費

　　原判決は、平成２４年３月１９日に一審原告２８－１が祖父の家を修繕したとして、排水

管コックの８９２４円を損害として認めたが、同一審原告が祖父の家を修繕したのはそれが古

かったためであり、本件事故によって修繕を必要としたのではない。したがって、当該修繕費

用については本件事故とは無関係であるから、相当因果関係のある損害とは認められない。
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　　また、前記のとおり、避難の相当性が認められるとしてもその期間は平成２３年３月２８

日までと考えられ、それ以後は避難継続の相当性は認められないことからも、上記修繕費につ

いては認められない。

　　ウ　家財道具購入費

　　原判決は、一審原告２８－１は、平成２４年３月に祖父の家に避難して以降、家財道具を

購入する必要性が生じたと推認できるとして１０万円を損害として認めたが、前記のとおり避

難の相当性が認められるとしてもその期間は平成２３年３月２８日までであるというべきであ

るから、上記家財道具購入費は本件事故との相当因果関係は認められない。

　　エ　就労不能損害

　　原判決は、一審原告２８－１が、平成２４年３月に避難するにあたって勤務先を退職した

と認定し、同年４月から平成２５年３月までに本件事故による避難がなければ得られたであろ

う収入が本件事故と相当因果関係を有する損害であるとして、同一審原告の避難前の年収３４

５万７４４８円から、平成２４年９月から平成２５年２月までの収入約５７万円を控除した２

８８万７４４８円を損害として認めた。しかしながら、そもそも本件事故発生当初の時期にお

いても避難の相当性が認められるか疑問が存する上、仮に認められるとしても、その期間は長

くとも平成２３年３月２８日までと考えられるから、本件事故から１年も経過した後に避難し

た場合の減収分については、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、一審原告２８－２の妊娠が判明したのは平成２３年６月であるが、同月頃から、同

２８－１は、同２８－２のための避難及び転職の検討が可能であったはずであるから、就職ま

でに約１年を要するとした原判決を前提としても、同２８－１は、遅くとも同月の約１年後で

ある平成２４年４月頃までには再就職が可能であったと認めるのが相当であり、同月以降につ

いて減収があったとしても、それは同一審原告が転職の準備をせず、就職先の当てもないのに

任意の判断で避難をしたからにすぎないのであって、当該減収について、本件事故と相当因果

関係のある損害とは認められない。

　　（２）　一審原告２８－２

　　ア　交通費

　　原判決は、一審原告２８－２の避難について、平成２３年３月１８日の往路及び同月２８

日の復路に要した交通費として、合計９万４６３０円を損害として認めたが、そもそも、本件

事故発生当初の時期においても、上記交通費について、本件事故との相当因果関係が認められ

るのかは疑問が存する。

　　また、一審原告１－１らは、同２８－２が交通費を支出したことについて領収証等の客観

的な証拠を提出していない。

　　イ　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、母体と胎児の安全のために避難する先で、妊婦である同２８－２が

就寝のために必要なベッドを購入することは、避難に必要な家財道具の購入費用として、本件

事故と相当因果関係にある損害である等と主張している。しかしながら、同２８－２は、ベッ

ドを購入する前の平成２３年４月から同年９月までの間は、単身者用の社宅で生活をしてお

り、就寝に必要な環境は整っていたものと容易に推測できる。さらに、同一審原告は、妊娠が

判明した同年６月以降も３か月間は、ベッドを購入せずに上記単身者用の社宅で生活していた

といえ、母体と胎児の安全の確保がベッドの購入理由とはいえない。その点を措いても、同２

８－２がベッドを購入したのは妊娠が原因であって、本件事故の発生やその後の避難生活とは

関連性が認められない。

　　したがって、家財道具購入費（ベッドの購入費用）は、本件事故と相当因果関係のある損

害とは認められない。

第２８　一審原告３０の世帯

146/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３０の世帯は、それぞれ３３０万円の慰謝料（精神的損害）を請求して

いるものの、個別損害について何らの追加の主張もしていない。

　　（２）　一審原告３０－２から同３０－４までは、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域

である福島県ｂａ市ｃｄ区に居住していたが、同区域では避難が強制されておらず、また、同

区域の指定は平成２３年９月３０日をもって解除されたにもかかわらず、一審被告東京電力

は、一審原告３０－２から同３０－４までに対し、平成２４年８月末までの精神的損害の賠償

金を支払うなど法律上損害賠償義務が認められる範囲・額を大幅に超えた賠償を行ってきた。

一審被告東京電力が一審原告３０－２に対して賠償した既払額は合計１１８０万０６６０円、

同３０－３に対しては合計６２５万８８００円、同３０－４に対しては合計５１０万円であ

る。

　　また、一審原告３０－１は、本件事故当時、岐阜県ｅｐ市に居住しており、同３０－１が

単身赴任を終えてｂａ市の自宅へ帰宅する時期は平成２４年９月の予定であったのであるか

ら、同３０－１には、本件事故により慰謝すべき精神的苦痛は生じていない。それにもかかわ

らず、一審被告東京電力は、本来、法律上損害賠償義務がない範囲・額についても賠償を行

い、その既払額は合計６９４万０６２７円である。

　　（３）　このように、一審被告東京電力は一審原告３０の世帯に対し、十分な賠償を実施

済みであって、同３０の世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、提出した陳述書（甲Ｃ４９）により、〈１〉同３０－３が

避難先の中学校でいじめを受けたこと、〈２〉ｂａ市の自宅周辺の除染状況、〈３〉食品の出

荷制限が現在も継続していること等を指摘する。

　　（２）　しかし、上記の各指摘は、一審原告３０の世帯に関する慰謝料（精神的損害）に

ついて、原判決の認定金額より増額させる理由にはならない。

　　ア　すなわち、〈１〉一審原告３０－３が避難先の中学校でいじめを受けていたことにつ

いて何ら客観的証拠の提出はないし、仮にそのような事実があったとしても、学校におけるい

じめ等は第三者の行為等によるものであるから、本件事故と相当因果関係がある原子力損害に

該当するということはできない。

　　イ　また、ｂａ市のうち旧緊急時避難準備区域における空間放射線量は、平成２３年４月

１日時点で０．９μＳＶ／時が計測され（乙Ｂ１７２の１）、同年９月３０日時点において

も、概ね１μＳＶ／時を下回っており、０．５μＳＶ／時を下回る地点も複数存在しており

（乙Ｂ１７２の２）、計画的避難区域に設定される基準であった年間積算線量２０ｍＳＶ（屋

外では３．８μＳＶ／時が目安となる。）に達するおそれのない状況であった。したがって、

ｂａ市のうち旧緊急時避難準備区域における空間放射線量は、そもそも同市の住民の避難を必

要とするものではなく、上記〈２〉の除染活動の進捗状況は、避難継続の合理性を認める根拠

にはなり得ない。

　　ウ　さらに、一審原告１－１らが指摘する上記〈３〉の出荷制限は、そのほとんどが帰還

困難区域で産出された作物に関するものであり、同３０の世帯とは関連性がない。また、帰還

困難区域でないｂａ市で産出された作物に関する摂取や出荷の差控えは、平成２４年に産出さ

れたものか、又は、検査の結果、基準値を超える放射性物質が検出されたものに限ったもので

あり、ｂａ市で産出された作物一般について広く摂取や出荷が制限されていたのではない。さ

らに、出荷制限等があったとしても、ｂａ市以外の地で産出された物を購入したり、別の作物

を作ったりすることはできたのであって、それによって平穏かつ正常な日常生活が相当程度阻

害されたわけではないから、「法律上保護される利益」に対する侵害は認められない。

　３　一審被告東京電力による賠償
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　　一審被告東京電力は、一審原告３０の世帯に対し、直接請求手続及びＡＤＲ手続における

支払として、合計３２３０万００８７円を賠償した（乙Ｃ３０の５）。

　　したがって、一審被告東京電力は十分な賠償を実施しており、既に賠償済みの１人当たり

１８０万円の慰謝料に加えて、さらに追加の慰謝料を賠償する義務を負わない。

第２９　一審原告３１の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３１の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住しており、そもそも本件事故により法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められない。したがって、同３１の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認め

られないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力

損害とは認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益の侵害があるとしても、一審原告３１の世帯

は、平成２３年４月下旬には愛知県ｃｔ市内の県営住宅に入居し、同３１－１については、同

年５月半ばから正社員として働いていることから、どんなに遅くとも同月半ば以降、法律上保

護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　なお、一審原告１－１らは、同３１の世帯の平成２３年１２月３１日（本件事故

当時１８歳以下であった同３１－３については平成２４年８月３１日）以降の避難継続の相当

性を基礎づける具体的な主張立証をしない。

　　（４）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与えるもの

ではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、事

故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時期

における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足によ

る不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一

審原告３１の世帯については平成２３年５月半ばまでのものに限られることとなるが、下記の

とおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（５）　他方、一審被告東京電力は令和４年７月１日までに、一審原告３１の世帯に対し

て合計１３６万６３１６円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同３１の世帯の

一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、控訴審において、同３１の世帯が避難を開始し、継続した

のは合理的であり、決して自主的に避難したのではなかったなどと主張するのみで、これを具

体的に裏付ける新たな主張立証をしていない。

　　（２）　一審原告３１－１は、避難前はｂｍ市で美容師として働いており、自分の店を持

つことが夢だったものの、避難後は美容師とは異なる仕事につき、店を持つことを諦めざるを

得なくなったと主張するが、そもそも同３１－１は自らの意思で避難したのであって、避難を

強いられたものではなく、まして転職を強いられたものでもない。また、そもそも、避難前に

同３１－１が美容師として自分の店を持つことができる具体的な可能性や見通し等については

何ら具体的な主張立証がない上、避難先でも美容師を転職先として探すことも十分に考えられ

るが、異なる職についたことは、同３１－１の任意の判断によるものである。

　　したがって、仮に一審原告３１－１が、美容師から転職したことや自分の店を持つことを

諦めたことによって精神的苦痛を受けていたとしても、その苦痛は本件事故とは相当因果関係

がなく、同３１－１に本件事故と相当因果関係のある精神的損害が生じているとは認められな

い。

　　（３）　一審原告３１－１及び同３１－２についての慰謝料額並びに本件事故時１８歳以
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下であった同３１－３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力の賠償額である８万

円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一時立入り・帰省費用

　　原判決は、平成２３年６月１４日の一審原告３１－２の実家への電車での帰省、同年の年

末から平成２４年の年始までの同３１－１の実家への電車での帰省及び同年夏の同３１－１の

実家への電車での帰省の３回の帰省に要した交通費１０万１６４０円を損害として認めたが、

仮に本件事故発生当初の時期においては避難の相当性が認められるとしても、その期間は長く

とも平成２３年５月半ば頃までと考えられ、それ以降の避難継続の相当性は認められないか

ら、上記交通費については、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　また、一審原告１－１らは、同３１－１の一時立入り・帰省費用の支出について、平成２

５年８月以降の一部しか領収証等を提出せず、損害自体の立証がなされていない。

　　（２）　引越し準備費用

　　原判決は、平成２３年３月下旬又は４月上旬に一審原告３１－１が引越し準備のために自

動車でｂｍ市に帰ったとして、ガソリン代等の費用１万円を損害として認めたが、そもそも自

主的避難等対象区域に居住していた同３１－１について、本件事故発生当初の時期においても

避難の相当性が認められるのか、また上記ガソリン代等の費用について本件事故との相当因果

関係が認められるのかは疑問がある。

　　また、一審原告１－１らは、同３１－１の引越し準備費用の支出について、客観的な証拠

を提出しておらず、損害自体の発生が認められない。

第３０　一審原告３２の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められない。したがって、同３２の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認め

られないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力

損害とは認められない。仮に何らかの法律上保護される利益の侵害があるとしても、同３２－

１については、どんなに遅くとも、平成２３年１２月３１日を超えて侵害が認められるもので

はなく、また、同３２－２から同３２－５までについては、同年５月には、群馬県の借上げ住

宅に入居し、新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となっていたから、これ以

降法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（２）　そして、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件

事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与

えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再

開等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当

初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報

不足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出につい

ても、一審原告３２－１については、平成２３年１２月３１日までのもの、また、同３２－２

から同３２－５までについては、同年５月までのものにそれぞれ限られることとなるが、下記

のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに一審原告３２の世帯に対し

て合計２９２万８５８３円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同３２の世帯の

損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同３２の世帯の〈１〉本件事故当時の住所が、避難対象と
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なった地域にも比較的近く、放射能の影響に対する不安が大きかったこと、〈２〉子ら（同３

２－３から同３２－５まで）に対する健康の不安があり、甲状腺にのう胞が見つかったこと、

血液検査で甲状腺ホルモンが上昇しているとの結果が出たことを主張する。

　　（２）　しかし、一審原告３２の世帯が居住していたｂｍ市の空間放射線量は、前記第２

６のとおり客観的に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではなかった。また、同３２の世

帯は、平成２３年３月１３日に群馬県ｄｂ市へ避難したが、同市の測定開始当初の各施設測定

結果（同年６月１３日から平成２４年１月１３日）によれば、最大でも０．３１９μＳＶ／時

程度であり（乙Ｂ４６２）、ｂｍ市同様、避難指示の基準となる年間２０ｍＳＶを大きく下回

る水準であって、客観的に健康に影響を及ぼすような空間放射線量ではない。したがって、仮

に、同３２－１らが何らかの不安を感じていたとしても、客観的証拠に基づかない漠然とした

不安感にとどまる。

　　（３）　また、子ら（一審原告３２－３から同３２－５まで）に対する健康の不安につい

ても、甲状腺にのう胞が見つかったこと及び血液検査で甲状腺ホルモンが上昇しているとの結

果が出たことと本件事故との因果関係は何ら立証がない。

　　（４）　また、一審原告１－１らは、原判決は、同３２の世帯が、本件事故により事故前

に有していた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失った事実を適切に評価し

ていないと主張する。しかし、同３２の世帯は、自主的避難等対象区域に居住しており、避難

を強制されたものではないし、上記主張事実についても具体的に立証しておらず、失当であ

る。

　　（５）　したがって、一審原告３２の世帯について、本件事故と相当因果関係のある精神

的損害が生じているとは認められない。

　　（６）　一審原告３２－１及び同３２－２についての慰謝料額並びに本件事故時１８歳以

下であった同３２－３から同３２－５までの慰謝料額は、それぞれ一審被告東京電力の賠償額

である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、一審被告東京電力が一審原告３２－１に支払った額以上の

面会交通費を認めなかった原判決は不当であり、家族との面会は、週１回必要であった旨を主

張する。しかしながら、同１－１らは、そもそも同３２－１が家族と週１回の面会をしていた

事実を全く立証しない。したがって、そもそも週１回の面会の事実が認められないから損害の

発生も認められず、同１－１らの上記主張は失当である。

　　（２）　また、一審原告１－１らは、同３２－１は、ｄｂ市に避難した家族と会うため、

ｂｍ市からｄｂ市の間を、少なくとも月４回（週１回）、１７か月間で最低６８往復してお

り、それにより自動車のタイヤ交換やオイル交換を通常より多くしなければならず、車両メン

テナンス費を損害として認めなかった原判決は不当であると主張する。しかし、そもそも、同

３２－１が１７か月間でｂｍ市からｄｂ市の間を最低６８往復した事実についての立証がな

く、最低６８往復する必要があったことについても何ら立証がない。したがって、車両メンテ

ナンス費に係る同１－１らの主張は立証のない事実を前提とするものであり、失当である。

　　（３）　さらに、一審原告１－１らは、同３２－１及び同３２－２の交通費、引越し費

用、就労不能損害の全部又は一部を認めなかった原判決は不当である旨主張する。しかし、交

通費について、これを要したこと自体の立証がない。

　　また、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められる

としても、上記のとおり、一審原告３２－１については、遅くとも平成２３年１２月３１日以

降、法律上保護される利益の侵害は認められない。

　　したがって、平成２３年１２月３１日以降に発生した交通費、引越し費用、就労不能損害

は、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とはいえない。
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　　（４）　原判決は、平成２３年５月から平成２４年８月まで一審原告３２－２が群馬県内

の借上げ住宅に居住し、駐車場代の月額１０００円を支払っていたとして、合計１万６０００

円を損害として認めた。

　　しかし、一審原告３２の世帯は避難を強いられたものではなく、自主的かつ任意の判断に

よって避難したものであるから、これに伴って発生した駐車場使用料は本件事故と相当因果関

係のある原子力損害と認められないし、同１－１らは、同３２－２が駐車場代を支出したこと

について客観的な証拠を提出しておらず、損害の発生が認められない。

　　一審原告１－１らは、同３２－２の駐車場代について、平成２３年４月２３日以降も避難

継続の相当性が認められること、借上げ住宅の駐車場使用料を県が負担するとの住宅入居者募

集要領が施行されたのは同年８月１日であるが、同３２の世帯はそれより前の同年５月から入

居した旨を主張する。

　　しかし、仮に本件事故発生当初の時期においては避難の相当性が認められるとしても、そ

の期間は長くとも平成２３年５月までと考えられ、それ以後は避難継続の相当性は認められな

いから、上記駐車場代について、本件事故との相当因果関係は認められない。また、駐車場代

の支出について客観的な証拠を提出せず、損害自体の発生が認められない。

　　（５）　以上のとおり、一審原告３２－１及び同３２－２について、本件事故と相当因果

関係のある財産的損害が生じているとは認められない。

第３１　一審原告３３の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３３の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住しており、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められない。したがって、同３３の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認め

られないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子力

損害とは認められない。

　　また、仮に何らかの法律上保護される利益の侵害があるとしても、一審原告３３の世帯に

ついては、どんなに遅くとも、平成２３年１２月３１日を超えて侵害が認められるものではな

く、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（２）　そして、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件

事故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与

えるものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再

開等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当

初の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報

不足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出につい

ても、一審原告３３の世帯については、平成２３年１２月３１日までのものに限られるが、下

記のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３３の世帯に対

して合計１４８６万７６５２円を支払っており、さらに、同３３－１が代表取締役を務めてい

た会社に対しても合計１４０４万５３４７円を支払済みである（乙Ｃ３３の４）。つまり、一

審被告東京電力は一審原告３３の世帯に対し、十分な賠償を実施済みであって、同３３の世帯

の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同３３の世帯の〈１〉本件事故当時の住所が、避難対象と

なった地域にも比較的近く、放射能の影響に対する不安が大きかったこと、〈２〉同居してい

た孫（同３２－３から同３２－５まで）に対する健康の不安があり、甲状腺にのう胞が見つ

かったこと、血液検査で甲状腺ホルモンが上昇しているとの結果が出たことを主張し、避難継
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続の合理性を平成２３年１２月３１日までしか認めなかった原判決は不当である旨主張する。

　　（２）　しかし、前記のとおり、一審原告３３の世帯が居住していたｂｍ市の空間放射線

量は客観的に健康に影響を及ぼすようなものではなく、同３３－１及び同３３－２が何らかの

不安を感じていたとしても、それは客観的証拠に基づかない漠然とした不安感にとどまる。ま

た、同居していた孫（同３２－３から同３２－５まで）に対する健康の不安についても、甲状

腺にのう胞が見つかったこと及び血液検査で甲状腺ホルモンが上昇しているとの結果が出たこ

とと本件事故との因果関係は、何ら立証されていない。

　　（３）　一審原告１－１らは、原判決が同３３の世帯が本件事故により、事故前に有して

いた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失った事実を適切に評価していない

旨を主張する。しかしながら、前記のとおり、同３３の世帯は避難を強制されたものではない

し、同１－１らは、同３３の世帯が事故前に有していた包括的生活基盤とそこから享受してい

た利益を丸ごと失った事実を具体的に主張立証しておらず、上記主張は失当である。

　　（４）　したがって、一審原告３３の世帯について、本件事故と相当因果関係のある精神

的損害が生じているとは認められない。

　　（５）　仮に認められるとしても、一審原告３３の世帯についての慰謝料額は、それぞれ

一審被告東京電力の賠償額である８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、一審被告東京電力が一審原告３３－２に支払った額以上の

面会交通費を認めなかった原判決は不当である旨を主張するが、同１－１らは、同３３－２が

実際に月４回、長女の子の面倒を見るために群馬県に行っていたことについて一切立証しな

い。

　　（２）　また、一審原告１－１らは、同３３－１の交通費、引越し費用、福島の自宅を売

却するのに伴って要した費用、岐阜の自宅を購入する際に要した費用、就労不能損害の全部又

は一部を認めなかった原判決は不当である旨主張する。しかし、仮に本件事故発生当初に何ら

かの法律上保護される利益の侵害が認められるとしても、前記のとおり、同一審原告には、平

成２３年１２月３１日以降、法律上保護される利益の侵害は認められない。この点について、

一審原告１－１らは、単に避難継続の合理性は現在まで認められるべきであると主張するのみ

で、これを裏付ける新たな立証をしていない。

　　したがって、一審原告１－１らが主張する同３３－１の上記各費用のうち、平成２３年１

２月３１日以降に発生したものは、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められな

い。

　　（３）　以上のとおり、一審原告３３の世帯について、本件事故と相当因果関係のある財

産的損害が生じているとは認められない。

第３２　一審原告３４の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３４の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｃｂ

郡ｂｔ町に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵

害があったとは認められない。したがって、同３４の世帯に本件事故と相当因果関係のある精

神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても本件事故と相当因果関係

のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原告３４

－１については、どんなに遅くとも、平成２３年１２月３１日を超えては侵害が認められず、

また本件事故時に１８歳以下であった同３４－２から同３４－４までについては、平成２４年

３月２８日には新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となり、これ以降の法律

上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。
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　　（３）　また、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事

故発生当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与え

るものではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開

等、事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初

の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不

足による不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出について

も、一審原告３４－１については平成２３年１２月３１日までのもの、また同３４－２から同

３４－４までについては平成２４年３月２８日までのものにそれぞれ限られることとなるが、

下記のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３４の世帯に対

して合計６４１万７６５１円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同３４の世帯

の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同３４の世帯が父子家庭で、かつ同３４－３及び同３４－

４は広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害を有している中で避難生活が行われたものであり、

このような事情がない世帯と比較すると避難生活が大変であり、当該事情は慰謝料の増額事由

に該当する旨主張する。しかし、仮に本件事故発生当初に何らかの法律上保護される利益の侵

害が認められるとしても、同３４－３及び同３４－４が広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害

と診断されたことと本件事故との間に因果関係を認めることはできない。

　　したがって、当該事情によって本件事故と相当因果関係のある精神的損害が発生している

ということはできない。

　　（２）　この点に関し、一審原告１－１らは、同３４－３及び同３４－４が広汎性発達障

害・注意欠陥多動性障害と診断されたという事情は、民法４１６条が規定する損害賠償の範囲

の問題であって、発達障害が一定の割合で確認される障害であり、本件事故の影響が広範囲に

及んでいることからすれば、「通常の事情」又は少なくとも「予見可能な特別の事情」に該当

する旨を主張する。しかし、同３４－３及び同３４－４が広汎性発達障害・注意欠陥多動性障

害と診断されたという事情は、上記各発達障害の児童の割合が６．５％であることからすれば

「通常の事情」とはいえず、また、一審被告東京電力が予見可能であったともいえない。その

点を措いても、上記のとおり、本件で問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初

の時期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不

足に基づく不安感・危惧感による精神的苦痛に限られるところ、一審原告３４－３及び同３４

－４が上記各発達障害であることで転居先での生活に通常に比して労苦が伴うという事情は上

記侵害と相当因果関係が認められず、本件事故と相当因果関係のある精神的損害の発生を基礎

づけるものではない。

　　（３）　仮に認められるとしても、一審原告３４－１についての慰謝料額並びに本件事故

時１８歳以下であった同３４－２から同３４－４までについての慰謝料額は、それぞれ一審被

告東京電力の賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　一審原告１－１らは、同３４－１の就労不能損害につき、〈１〉本件事故がなければ福島

の実家で同３４－２から同３４－４までの家事・育児を担っていた同３４－１の母と生活を送

ることができていたこと、〈２〉就労意欲のある者が就職活動をした場合、就職活動を行う時

間が長くなれば就職できる人数も増えるということが通常の経験則であること、〈３〉交通事

故の事案において、事故当時定職に就いていなかった者でも休業損害が認められた事案がある

ことを理由に、本件事故による避難がなければ、同一審原告は従前と同程度の収入が得られる

仕事に就くことが十分に可能であった旨主張する。
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　　しかし、仮に本件事故発生当初に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められるとし

て、かつ、上記〈１〉の点や〈２〉の経験則が認められるのか否かの問題を措くとしても、そ

もそも一審原告３４－１は、平成２２年２月に失職した後から、３名の子を養育しながら仕事

を探していたものの、採用面接に至ることも余りなく（甲Ｃ３４の１、一審原告３４－１本人

（原審））、失業後１年以上が経過した本件事故当時においても就労していなかったのである

から、同一審原告が居住地を離れなければそう遠くない時期に従前と同程度の収入が得られる

仕事に就くことが十分に可能であったとは到底いえない。

　　また、上記〈３〉のような事案があるとしても、それによって一審原告３４－１が居住地

を離れなければ、そう遠くない時期に従前と同程度の収入が得られる仕事に就くことが十分に

可能であったことにはならない。

　　したがって、一審原告３４－１の請求する就労不能損害は、本件事故と相当因果関係のあ

る原子力損害とは認められない。

第３３　一審原告３５の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３５の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居

住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったと

は認められない。したがって、同３５の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認

められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係のある原子

力損害とは認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められる場合があるとしても、一

審原告３５－１及び同３５－２については、どんなに遅くとも、平成２３年１２月３１日を超

えて侵害が認められるものではなく、また、本件事故時に１８歳以下であった同３５－３につ

いては、平成２４年３月末には新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となり、

これ以降法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与えるもの

ではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、事

故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時期

における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足によ

る不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一

審原告３５－１及び同３５－２については平成２３年１２月３１日までのもの、また本件事故

時に１８歳以下であった同３５－３については平成２４年３月末までのものにそれぞれ限られ

るが、下記のとおり、いずれも本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３５の世帯に対

して合計２９６万６３９８円を既に支払っており、全体として十分な賠償を実施済みであっ

て、同３５の世帯の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告７－１らは、同３５の世帯の慰謝料請求に係る被害の具体的な内容とし

て、〈１〉本件事故によって平穏で安全な生活が喪失したこと、〈２〉被ばくによる健康被害

に対する不安、〈３〉同３５－３が避難先で同級生から中傷を受け、精神的苦痛を受けたこと

などを主張している。

　　（２）　しかし、一審原告７－１らの上記主張はいずれも理由がない。

　　ア　すなわち、〈１〉一審原告３５の世帯が本件事故時居住していたｂｌ市の空間放射線

量は本件事故後時間の経過とともに低減しており、避難指示の基準である２０ｍＳＶ／年

（３．８μＳＶ／時）を大きく下回っていることや、ホットスポットがあるとされた同市●●
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●地区でも除染が開始されていること、同市で自主避難を実施したのは平成２３年３月１５日

の時点で人口比１．１％にとどまり、他方で同市は他の地域からの避難者を受け入れていたこ

と、その他社会活動の状況からすると、同３５の世帯が平成２４年３月にｄｃ市に移転したの

は任意の判断によるものであるため、本件事故と相当因果関係のある損害に該当しない。

　　イ　また、〈２〉一審原告３５の世帯の被ばくによる健康被害に対する不安は、客観的、

科学的根拠のない漠然とした不安であり、法律上保護される利益に対する侵害が生じていると

評価することはできない。

　　ウ　さらに、〈３〉避難先での中傷等は第三者の行為等によるものであるから、それによ

り精神的苦痛を負ったとしても、本件事故と相当因果関係のある損害には該当しない。

　　（３）　仮に認められるとしても、一審原告３５－１及び同３５－２についての慰謝料額

並びに本件事故時１８歳以下であった同３５－３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東

京電力の賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　原判決が認容した一審原告３５の世帯の個別の財産的損害（同３５－１の避難費用１万

円、引越し費用１万円、面会交通費１１万７５００円、その他（避難雑費）５４万円、家財道

具購入費１０万円、教育費２万２５００円、その他（ＡＤＲ弁護士費用）７万７１３２円、同

３５－２の就労不能損害１１６万６６６６円）に関して、一審で提出された客観証拠は、子ど

も会への会費納入の領収書（甲Ｃ３５の２）、同３５－３のスイミングクラブへの入会金等の

支払いの領収証（甲Ｃ３５の３）、駐車場賃貸借契約書（甲Ｃ３の４）のみである。前記のと

おり、同３５－１及び同３５－２については平成２３年１２月３１日には、また、本件事故時

に１８歳以下であった同３５－３については平成２４年３月末にはそれぞれ新たな環境で日常

生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利益の侵害はなかったので

あるから、上記各証拠は同３５の世帯の財産的損害を立証するものではない。したがって、同

３５の世帯に本件事故と相当因果関係のある原子力損害に該当する財産的損害が生じたことに

ついては、何らの客観的証拠がなく、財産的損害は全く立証されていないから、原判決が同３

５の世帯の財産的損害の一部を認容した判断は誤っている。

第３４　一審原告３６の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３６の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害が

あったとは認められない。したがって、同３６の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的

損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相当因果関係の

ある原子力損害とは認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原告３６

の世帯は、どんなに遅くとも、平成２３年５月には群馬県の借上げ住宅に入居し、新たな環境

で平穏な日常生活を送れる状態となり、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を

送る権利）の侵害はない。

　　（３）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与えるもの

ではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、事

故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初におけ

る、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足による不安

感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、一審原告

３６の世帯については、どんなに遅くとも上記の平成２３年５月までのものに限られるが、下

記のとおり、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。
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　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３６の世帯に対

して合計１８１万６４８７円を支払っており、全体として十分な賠償を実施済みであって、同

３６の世帯の一審被告東京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、同３６の世帯の〈１〉本件事故当時の住所が福島第一原発

に比較的近く、放射能の影響に対する不安が大きかったこと、〈２〉同３６－３が平成２４年

８月の甲状腺検査でのう胞ができているとの結果であったこと等を理由に、平成２３年１２月

３１日以降（本件事故当時１８歳以下の同３６－２及び同３６－３については平成２４年８月

３１日以降）も避難継続の合理性があると主張する。しかし、同３６の世帯の本件事故当時の

住所は福島第一原発から約４５ｋｍの距離にあり、本件事故発生当初に放出された放射性物質

による放射線の作用による健康影響はないと認められている自主的避難等対象区域にある。ま

た、同３６の世帯が居住していたｂｍ市の空間放射線量は、前記第３０のとおり、客観的に健

康に影響を及ぼすようなものではなく、仮に、同３６の世帯が何らかの不安を感じていたとし

ても、客観的証拠に基づかない漠然とした不安感にとどまる。

　　また、一審原告３６－３の甲状腺検査の結果は、当初は「Ａ１」判定であり、平成２９年

には「Ａ２」判定であったところ、「Ａ２」判定であった場合でも二次検査までの必要はな

く、定期的に経過を観察するほかは特段の治療等は必要ないとされ、また、のう胞は「健康な

方にも見つかることの多い、良性のもの」とされており、のう胞の発生と本件事故による放射

線の作用等との間に相当因果関係は認められない。

　　したがって、一審原告１－１らの上記主張は理由がない。

　　（２）　また、一審原告１－１らは、原判決が、同３６の世帯が本件事故により事故前に

有していた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失った事実を適切に評価して

いない旨主張する。

　　しかしながら、既に述べたとおり、一審原告３６の世帯は自主的避難等対象区域に居住し

ており、避難を強制されたものではないし、上記事実について具体的に主張立証していないか

ら、上記主張は失当である。

　　（３）　したがって、一審原告３６の世帯について、本件事故と相当因果関係のある精神

的損害が生じているとは認められない。

　　（４）　仮に認められるとしても、一審原告３６－１についての慰謝料額並びに本件事故

時１８歳以下であった同３６－２及び同３６－３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東

京電力の賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、原判決が証拠の不存在を理由に損害として認めなかった同

３６の世帯の家財道具購入費用及び車庫証明手数料について、避難の混乱の中、領収証の保存

の負担を課すのは酷である旨主張する。しかし、上記のとおり、同３６の世帯は、本件事故当

時、自主的避難等対象区域に居住していて避難を強いられたものではなく、また、同１－１ら

は、同３６の世帯が転居に際して家財道具を新たに購入する必要性があったことや、転居先で

の生活にあたり自動車を利用することが必要不可欠であったことを何ら立証していない。ま

た、この点を措くとしても、結局のところ同３６の世帯が家財道具購入費用及び車庫証明手数

料を支出した事実を何ら立証しておらず、本件事故と相当因果関係のある損害として認められ

ない。

　　（２）　原判決は、一審原告３６－１が平成２３年３月から平成２４年８月までの１８か

月間、友人宅でルームシェアをして月額３万円を負担していたとして、宿泊費及び謝礼として

合計５４万円を損害として認めた。しかしながら、そもそも本件事故発生の当初においても避

難の相当性が認められるのか疑問がある上、仮に認められるとしても、その期間は長くとも平

156/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



成２３年５月までと考えられるから、上記宿泊費及び謝礼について、本件事故との相当因果関

係は認められない。また、同１－１らは、同３６－１が上記月額３万円を支出したことについ

て客観的な証拠を提出しておらず、損害の発生自体が認められない。

第３５　一審原告３７の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　一審原告３７の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市に居住

していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったとは

認められず、避難の相当性は認められない。したがって、同３７の世帯に本件事故と相当因果

関係のある精神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故

と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　２　一審原告３７の世帯に既払い金を超える精神的損害は認められないこと

　　（１）　一審原告３７の世帯は、平成２３年３月１５日に避難したが、同月２５日には同

３７－４及び同３７－２の祖母はｂｍ市へ帰宅し、同年５月２１日には同３７－１らもｂｍ市

に戻り、同３７－３は同市の保育園への通園を再開した。

　　（２）　また、ｂｍ市の空間放射線量率は客観的に健康に影響を及ぼすようなものでな

かったし、同市民についての、内部被ばく検査や外部被ばく線量推計の結果は、健康に影響が

及ぶ数値ではなかった。一審原告３７－３は、甲状腺検査でのう胞が見つかったとのことだが

「健康な方にも見つかることの多い、良性のもの」とされている。

　　（３）　一審原告３７の世帯は、平成２３年１２月２５日にはｃｑ市の借上げ住宅に入居

し、遅くとも同日には新たな環境で日常生活を送ることができる状態になっていたのであるか

ら、法律上保護される利益の侵害が生じたとしてもその程度は軽微である。なお、同３７の世

帯及び同３７－２の祖母は本件事故後ほとんど同居していないが、その主たる要因は、同３７

－１の転勤にあり、本件事故により離別を余儀なくされたものではない。

　　（４）　したがって、一審原告３７の世帯には、一審被告東京電力の既払い金を超える精

神的損害は認められない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告３７－２

　　ア　宿泊費

　　原判決は、一審原告３７－２の平成２３年３月１８日から同月２４日までの間のホテルの

宿泊費として２万１０００円を認めた。しかしながら、同１－１らは、原審及び控訴審を通

じ、その客観的な証拠を提出しない。しかも、同３７－２は自主的避難等対象区域に居住して

いた者であり、そもそも本件事故発生当初の時期においても、上記宿泊費について本件事故と

の相当因果関係が認められるのかは疑問がある。また、原判決は、同年１２月２５日のホテル

の宿泊費として５０００円を認めたが、これを裏付ける客観的な証拠は提出されていないし、

同３７－２について、仮に本件事故発生当初の時期においては避難の相当性が認められるとし

ても、その期間はどんなに長くとも同日までと考えられるから、上記宿泊費については本件事

故との相当因果関係は認められない。

　　イ　その他

　　原判決は、一審原告３７－２が平成２３年１２月下旬頃に愛知県の避難者用のアパートの

下見に行った際の交通費及び宿泊費として３万５０００円を認めたが、裏付けとなる証拠は提

出されておらず、損害の発生自体が認められない。

　　（２）　一審原告３７－３

　　原判決は、一審原告３７－２に対するのと同様の理由から、同３７－３につき宿泊費とし

て１万３０００円、その他として１万７５００円を認めたが、同３７－２と同様に、損害の発

生及び相当因果関係は認められない。
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　　（３）　一審原告３７－４

　　原判決は、一審原告３７－４について平成２３年１２月２５日の避難途中のホテルの宿泊

費として５０００円を認めたが、同３７－２及び同３７－３と同様、その支出を示す客観的な

証拠の提出がないから、上記宿泊費については損害の発生自体が認められない。

第３６　一審原告３８の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３８の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居

住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったと

は認められず、避難の相当性は認められない。したがって、同３８の世帯に本件事故と相当因

果関係のある精神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事

故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　また、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が認

められるとしても、一審原告３８－２及び同３８－３については、平成２３年３月２０日には

新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護される利

益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。避難に起因する財産的な支出についても、同

３８の世帯については同日までのものに限られるが、下記のとおり、本件事故と相当因果関係

のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　さらに、一審原告３８の世帯について、平成２３年３月２０日頃を超えて法律上

保護される利益の侵害が認められる場合があるとしても、どんなに遅くとも、原判決が認定し

たとおり同年１２月３１日を超えて、また同３８－３については平成２４年８月３１日を超え

て侵害が認められるものではなく、これ以降、法律上保護される利益の侵害はない。

　　（４）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は、健康に影響を与えるも

のではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、

事故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時

期における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足に

よる不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、

どんなに遅くとも平成２３年１２月３１日までのものに限られ、かつ下記のとおり、本件事故

と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（５）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３８の世帯に対

して合計７３７万４２６５円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同３８の世帯

の損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、〈１〉同３８－１が同３８－２及び同３８－３との別居生

活の長期化から体調を崩したこと、〈２〉避難したことにより福島県内に残る親しい友人との

関係が崩れたこと、〈３〉同３８－３が避難したことで、福島県内で幼児時代を過ごすことが

できなくなり、これにより、同３８－１及び同３８－２との間に軋轢が生まれたことという事

情を挙げ、原判決の認定した慰謝料額が低額である旨主張する。

　　（２）　しかし、一審原告３８－１の平成２７年９月の虚血性大腸炎については食生活と

ストレスが原因であって（一審原告３８－２本人（原審））、本件事故による放射線の作用等

とは相当因果関係はなく、その他に同３８－１が具体的に健康を害した事実（上記〈１〉）に

ついて同１－１らは何ら主張立証していない。

　　（３）　また、一審原告３８の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域に居住し、

本件事故により避難を余儀なくされたものではないし、同３８－２自身も避難の必要がない旨

の報道や被ばくの影響に関して「微量→まず心配なし」といった記事も見たことがあるとして
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おり（一審原告３８－２本人（原審）等）、避難の必要がないことを認識していたから、仮に

上記〈２〉の事情が認められるとしても、それは本件事故と相当因果関係のある精神的損害の

発生を基礎づける事情ではない。

　　（４）　さらに、一審原告１－１らは、同３８の世帯の上記〈３〉の軋轢について何ら具

体的に主張立証していない。

　　（５）　仮に認められるとしても、一審原告３８－１及び同３８－２についての慰謝料額

及び本件事故時１８歳以下であった同３８－３についての慰謝料額は、それぞれ一審被告東京

電力の自主賠償基準による賠償額である８万円及び４８万円を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、〈１〉同３８の世帯の家財道具購入費、水道光熱費及び食

費について、同３８の世帯が二重生活により支出を強いられたことは明白であるにも関わら

ず、領収証等がないことを理由に一審被告東京電力が賠償済みの金額を超える損害を認めない

のは不当である、〈２〉一審原告３８－３は、本件事故により３歳から保育園等に通園させな

ければならなくなった、〈３〉同３８－２が患った不安神経症及び不眠症の治療費（生命・身

体的損害）について、診断書があるのに本件事故との因果関係を否定するのは不当であると主

張する。

　　（２）　しかし、〈１〉一審原告３８の世帯の家財道具購入費、水道光熱費及び食費につ

いての同１－１らの主張は、同３８－２の記憶に従って値段を特定して主張したとのことであ

るが（一審原告３８－２本人（原審））、同１－１らは、領収証等を保存しておくことが同３

８の世帯にとって酷であることや同３８の世帯が既払い金を超える額を支出したことについて

何ら主張立証していない。

　　（３）　また、〈２〉一審原告３８－３の保育園に係る保育料については、同３８－１及

び同３８－２は本件事故前に保育園等に入れるかどうかについて特段決めていなかったのであ

るから（一審原告３８－２本人（原審））、本件事故の有無にかかわらず３歳になれば保育園

等に入園させていた可能性は当然あり、また、そもそも領収証等も提出されていない。

　　（４）　さらに、〈３〉一審原告３８－２が患った不安神経症及び不眠症の治療費につい

て、同１－１らが本件事故との相当因果関係の根拠として提出する診断書（甲Ｃ３８の５）

は、本件事故から３年以上も経過した平成２７年１月に作成されたものであり、これにより直

ちに本件事故との間に相当因果関係を認めることはできない。また、当該診断書には「２０１

１年　原発事故によるため　ｃｑへ避難、就労、育児困難」との記載があるが、同３８－２

は、平成２５年４月以前から同３８－３を保育園に通わせていたのであるから（一審原告３８

－２本人（原審））、「就労、育児困難」な状況にあったとは認められず、本件事故と相当因

果関係のある原子力損害とはいえない。

第３７　一審原告３９の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告３９の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ

市に居住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害が

あったとは認められず、避難の相当性は認められない。したがって、同３９の世帯に本件事故

と相当因果関係のある精神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出について

も、本件事故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　また、仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原

告３９の世帯は、どんなに遅くとも平成２４年５月には新たな環境で平穏な日常生活を送るこ

とができる状態となっており、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権

利）に対する侵害があったとは認められない。したがって、同３９の世帯についての慰謝料額

は、一審被告東京電力の賠償額を超えるものではないし、避難に起因する財産的な支出につい

159/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



ても、平成２４年５月までのものに限られ、かつ、いずれも下記のとおり本件事故と相当因果

関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告３９の世帯に対

し合計２７０万５２８３円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同３９の世帯の

損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）について

　　（１）　一審原告３９の世帯は、本件事故後、平成２３年３月１５日に愛知県ｅｑ市にあ

る同３９－２の実家へ移動し、同３９－１は同月２６日にｂｍ市に戻った。その後、同３９の

世帯は、平成２４年５月、ｅｑ市内の同３９－２の実家近くにアパートを借りて生活を開始し

た。

　　（２）　ｂｍ市においては、前記第３５のとおり、空間放射線量率は客観的に健康に影響

を及ぼす状況になく、それが周知されており、平成２３年４月にはインフラが復旧するなどし

ていた。実際、一審原告３９－１の勤務先もほどなく再開し、同３９－１も同年３月２６日以

降に復帰した。また、福島県が実施した県民健康調査における同市民についての内部被ばく検

査及び外部被ばく線量推計の結果は健康に影響が及ぶ数値ではなく、同３９の世帯が受けた検

査でも異常はなかった。

　　（３）　以上によれば、一審原告３９の世帯の転居は客観的根拠に基づく不安によるもの

ではなく、そもそも本件事故により転居を余儀なくされたものではない。同３９の世帯は遅く

とも平成２４年５月には新たな環境で日常生活を送ることができる状態になっていたのであ

り、法律上保護される利益の侵害が生じたとしてもその程度は軽微であるから、仮に同３９の

世帯の慰謝料が認められるとしても、一審被告東京電力の賠償額を超えるものではない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　上記のとおり、一審原告３９の世帯は遅くとも平成２４年５月には新たな環境で日常生活

を送ることができる状態になっていたため、同３９－１及び同３９－２の移動に起因する財産

的支出のうち本件事故と相当因果関係が認められ得るのは平成２３年１２月３１日までの支出

分、１８歳未満であった同３９－３及び同３９－４については遅くとも平成２４年５月までも

のに限られる。また、同１－１らは、本件訴訟において、移動に起因する財産的支出について

何ら客観的証拠を提出せず、損害は立証されていない。

第３８　一審原告４０

　１　請求は棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告４０は、本件事故当時、自主的避難等対象区域である福島県ｂｍ市に居

住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったと

は認められず、避難の相当性は認められない。したがって、同４０に本件事故と相当因果関係

のある精神的損害は認められないし、避難に起因する財産的な支出についても、本件事故と相

当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原告４０

は、どんなに遅くとも平成２３年３月２９日には新たな環境で平穏な日常生活を送ることがで

きる状態となっており、これ以降、法律上保護される利益（平穏な日常生活を送る権利）に対

する侵害があったとは認められない。また、避難に起因する財産的な支出についても、同日ま

でのものに限られるが、同日までの財産的な支出であっても、下記のとおり、いずれも本件事

故と相当因果関係のある原子力損害とは認められない。

　　（３）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告４０に対して合

計１７５万８５８７円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同４０の一審被告東

京電力に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）について
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　　（１）　一審原告１－１らは、同４０について、〈１〉知的障害及び身体障害を有する子

を連れた避難自体が大きな負担であったこと、〈２〉避難により、子の生涯にわたるケアを約

束していた支援機関の支援が望めなくなったこと、〈３〉避難後に子にチック症状が現れるな

ど、日々、子の状態を心配せざるを得なくなったこと等の事情を挙げ、原判決が認定した慰謝

料額６０万円が低額であると主張する。

　　（２）　しかし、本件事故当時に一審原告４０の子が通っていた障がい者施設は本件事故

後も閉鎖されておらず、同施設の職員や利用者は一時的に避難をしたものの、その後同施設に

戻っており、平成２５年４月ごろからは福島県から「被災した障がい児に対する相談・援助事

業」の委託を受け、同事業を実施している（乙Ｃ４０の４）。また、同４０の夫や同４０の近

隣住民は避難することなくｂｍ市内で居住を継続していた。同４０は、知人からの意見を聞い

て避難を決意し、ｂｍ市の空間放射線量も確認しないまま岐阜県ｄｅ市に転居したものである

から（一審原告４０本人（原審））、専ら独自の判断に基づくものであり、上記〈１〉及び

〈２〉の事情は、本件事故と相当因果関係を有する精神的損害の発生を基礎づける事情ではな

い。

　　（３）　また、上記〈３〉の避難後の子の症状について、一審原告４０は医師等の専門家

に相談しておらず（一審原告４０本人（原審））、原因は不明であるから、上記症状の発生に

ついても本件事故と相当因果関係を有する精神的損害の発生を基礎づける事情とはいえない。

　　（４）　仮に認められるとしても、一審原告４０についての慰謝料額が、一審被告東京電

力の賠償額である８万円を超えることはない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、原判決が損害として認めなかった岐阜県の借上げ住宅の家

賃及び共益費について、その約半額は同４０が負担していたと主張し、これに沿う証拠（甲Ｃ

４５）を提出する。

　　しかし、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が認められ

るとしても、上記のとおり、平成２３年３月２９日以降については法律上保護される利益の侵

害は認められない。

　　したがって、仮に上記家賃及び共益費が本件事故と相当因果関係を有する損害であるとし

ても、平成２３年３月に支出した６５９０円に限られる。

　　（２）　また、一審原告１－１らは、同４０がｂｍ市に居住していた頃夫名義の自動車の

任意保険契約を自らの名義で締結していたことから（甲Ｃ４６）、同４０にとって転居後の日

常生活や通勤に自動車が不可欠であったとして、中古車購入代金及び平成２３年９月から平成

２６年３月までの駐車場料金について、本件事故と相当因果関係を有する損害であると主張す

る。

　　しかし、一審原告４０が本件事故当時夫名義の自動車の任意保険契約を自らの名義で締結

していたことと、転居後の自動車の必要性とは関係がない。同１－１らは、このほかに、同４

０の転居後、日常生活及び通勤に自動車が不可欠であったことについて何ら立証していない。

　　したがって、上記中古車購入代金及び駐車場料金は、本件事故と相当因果関係のある原子

力損害とは認められない。

第３９　一審原告４１の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　一審原告４１の世帯は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域である福島県ａｔ市に居住

していた者であるところ、同区域では避難が強制されておらず、また、同区域の指定は平成２

３年９月３０日をもって解除された。それにもかかわらず、一審被告東京電力は一審原告４１

の世帯に対し、法律上損害賠償義務が認められる範囲・額を大幅に超えた賠償を行ってきたの

であり、その既払額は合計７４４万７４９３円である。このとおり、一審被告東京電力は、一
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審原告４１の世帯に対して十分な賠償を実施済みであって、同４１の世帯の一審被告東京電力

に対する損害賠償請求権は弁済により消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、〈１〉同４１の世帯が本件事故当時、福島第一原発から２

０．９９ｋｍの距離に居住しており、その被害状況は旧避難指示解除準備区域（２０ｋｍ圏

内）の被害状況と比べて合理的な差異がないこと、〈２〉同４１の世帯はａｔ市に敢えて移住

してきたこと、〈３〉本件事故が同４１の世帯の自給自足に向けた２０年近い労力を無にした

こと、〈４〉現実に心身の疾病につき医師の診断があることといった事情を挙げ、同４１の世

帯の慰謝料（精神的損害）の金額は、原判決が認定した１８０万円を超えると主張する。

　　（２）　しかし、以下のとおり、上記主張はいずれも理由がない。

　　ア　まず、一審原告４１の世帯が居住していたのは、旧緊急時避難準備区域という政府に

よる避難の強制がなかった区域であったのに対し、旧避難指示解除準備区域は政府による避難

の強制があった区域であり、両区域は明らかに状況が異なる。そして、避難指示等の区分等に

よる差異や実情を踏まえ、区域ごとに精神的損害の賠償の終期等について検討して賠償するこ

とは本件事故による放射線の影響の有無及び程度の実情に鑑み合理的なのは明らかであるか

ら、上記〈１〉の事情は慰謝料の金額を増額させる理由にはなり得ない。

　　イ　また、ａｔ市の旧緊急時避難準備区域指定は平成２３年９月３０日に解除され、その

後のインフラ復旧や社会的活動の再開状況等も踏まえれば、一審原告４１の世帯が岐阜県内に

中古住宅を購入して平成２６年１月から居住し、現在も居住しているのは、同４１の世帯の任

意の判断によるものであり、本件事故が原因でａｔ市に居住できなくなったとは認められな

い。したがって、上記〈２〉及び〈３〉の事情は、慰謝料の金額を増額させる理由にはなり得

ない。

　　ウ　さらに、一審原告１－１らが提出した証拠（甲Ｃ４１の１９、甲Ｃ４１の２３）によ

れば、同４１－１の片頭痛については本件事故に伴う放射線の影響は何ら言及されていない

し、同４１－２が主張する適応障害についても「夫との意見のくいちがいによるストレス」も

発症要因とされており、上記〈４〉の疾病と本件事故との相当因果関係は認められない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　光熱費

　　ア　一審原告１－１らは、同４１の世帯の電気代及びガス代が避難後に増加したのは、本

件事故以前の薪ストーブを使用する等の生活状況からエアコンを使用するように変わったため

であると主張している。

　　しかし、電気代及びガス代の増加額が本件事故によりやむを得ず生じたものであることに

ついては、何らの立証がない。

　　イ　原判決は、一審原告４１－１について、本件事故に伴う避難によって、電気代は月額

平均約２０００円、ガス代は月額約６００円、水道代は月額平均約１８００円増加したことが

認められるとし、これら差額の合計に同４１－１の避難継続の合理性が認められる平成２４年

８月３１日までの１８か月という期間を乗じて、合計７万９２００円が相当因果関係を有する

損害であると認定した。

　　ウ　しかし、一審被告東京電力はＡＤＲ手続において、一審原告４１の世帯に対し、本件

事故前は浄化水槽を有し水道料金を要しない生活であったこと等を考慮して、和解案尊重の観

点から、平成２３年３月から平成２４年８月までの水道料金増加費用として３万３５７８円を

賠償している（乙Ｃ４１の１）。また、電気代及びガス代について、同１－１らは、同４１－

１が平成２２年と平成２６年に支払った電気代及びガス代の差額を主張するだけで、当該差額

が避難によりやむを得ず生じたものであることを何ら主張立証していないから、同４１－１に

ついて主張する電気代及びガス代の差額は本件事故と相当因果関係を有する損害であるとは認
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められず、一審被告東京電力の既払い金額を超える部分についての同１－１らの主張は理由が

ない。

　　（２）　不動産

　　ア　一審原告１－１らは、〈１〉同４１－１は本件事故によって自宅を失った、〈２〉雑

木林等の除染がなされておらず、安心安全な自給自足の生活拠点としては不動産が無価値に

なったと主張する。

　　イ　しかし、一審原告４１－１が本件事故当時居住していたのは旧緊急時避難準備区域で

あり、同地域は立入りが制限される区域ではなく、自宅及び自宅内の家財道具の管理は可能で

あった。したがって、本件事故により同４１－１の自宅の全部が滅失した事実は認められな

い。

　　また、一審原告１－１らが主張する同４１－１の「安心安全な自給自足の生活拠点」の趣

旨は明らかでないものの、令和４年１０月３１日時点の、同４１の世帯の不動産が存在してい

たａｔ市ｂｑ町から自主的に避難していた者の帰還率は９３．２％であること（乙Ｃ６１）か

らすれば、現在、上記不動産が無価値であるとは到底認められない。また、そもそも同４１の

世帯が居住していた同市の空間放射線量は、平成２３年７月の調査時点において、多くの測定

地点で１．９μＳＶ／時以下となっており（乙Ｂ１６９・５頁のモニタリング結果参照）、そ

れ以降も計画的避難区域に設定される基準であった年間積算線量２０ｍＳＶ（屋外では３．８

μＳＶ／時が年間積算線量２０ｍＳＶの目安となる。）に達するおそれのない状況であった。

したがって、同市における空間放射線量は健康被害を生じさせるものではないから、自給自足

の生活を妨げるものではなく、自宅周辺の雑木林の除染が完了していないとしても、放射線の

作用により上記不動産が無価値になったとも交換価値が下落したとも到底認められない。そし

て、同１－１らは、上記不動産が無価値となり滅失したと主張するほかには、同４１－１の自

宅に関する損害の発生及び金額について何ら主張・立証しておらず、損害が生じたことも何ら

立証されていない。

　　ウ　原判決は、一審原告４１－１の自宅が雑木林に囲まれており、雑木林の除染は済んで

いない可能性が高いこと等を考慮すると、同自宅は本件事故前と同様の価値を維持していると

はいえないとして、本件事故により下落した価値を１００万円と認定した。

　　しかし、下記エで述べるとおり、一審原告１－１らは、損害賠償請求の要件事実たる損害

の発生を主張・立証していないから、民事訴訟法２４８条が適用される基礎を欠く。また、本

件事故後におけるａｔ市における空間放射線量は、健康被害を生じさせるものではないことか

ら、仮に同４１－１の自宅周辺の雑木林の除染が完了していないとしても、放射線の作用によ

り上記不動産の交換価値が下落したとは認められない。

　　エ　一般に、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合には、請求者において、不法行為

や故意又は過失とともに、損害の発生及びその金額を主張・立証することを要するところ、原

賠法３条１項に基づく損害賠償請求においても、請求者（一審原告ら）において、損害の発生

及び金額を主張・立証すべきことは同様である。そして、民事訴訟法２４８条では、「損害が

生じたことが認められる場合において」とされ、損害賠償の請求者により損害の立証が尽くさ

れることが適用の前提条件となっている。

　　この点、一審原告１－１らは、同４１－１の自宅が本件事故によって滅失したとし、土地

建物合わせて２９８万１２１８円という平成２３年１月時点の固定資産税評価額の全額が損害

と主張するにとどまる。しかし、本件事故により上記自宅の全部が滅失した事実は認められな

い。そして、同１－１らは、上記主張以外に同４１－１の自宅に関する損害の発生及びその金

額について何ら主張立証しないから、民事訴訟法２４８条は、その適用の基礎を欠く。

　　しかるに、原判決は民事訴訟法２４８条を適用して、損害額の算定を行っているが、同条

の解釈・適用を誤っている。損害の発生は立証されていない以上、自宅に係る損害賠償請求は
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棄却されるべきである。

第４０　一審原告４２の世帯

　１　請求はいずれも棄却されるべきこと

　　（１）　一審原告４２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居

住していた者であり、そもそも本件事故による法律上保護される利益に対する侵害があったと

は認められない。したがって、同４２の世帯に本件事故と相当因果関係のある精神的損害は認

められないし、避難に起因する財産的支出についても相当因果関係のある損害とは認められな

い。

　　（２）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、一審原告４２

の世帯については、どんなに遅くとも平成２３年３月２０日には静岡県ｄｆ市の市営住宅に入

居して、新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となり、これ以降、法律上保護

される利益（平穏な日常生活を送る権利）の侵害はない。

　　（３）　仮に何らかの法律上保護される利益に対する侵害があるとしても、本件事故発生

当初の時期に放出された放射性物質による放射線の作用による影響は健康に影響を与えるもの

ではなかったこと、そのことに関する報道等も繰り返し行われたこと、社会活動の再開等、事

故後の状況に照らせば、そこで問題とされるべき侵害は、あくまでも本件事故発生当初の時期

における、放出された放射性物質による放射線の作用や健康への影響についての情報不足によ

る不安感・危惧感による精神的苦痛に限られる。避難に起因する財産的な支出についても、平

成２３年３月２０日までのものに限られるが、下記のとおり、本件事故と相当因果関係のある

原子力損害とは認められない。

　　（４）　他方、一審被告東京電力は、令和４年７月１日までに、一審原告４２の世帯に対

して合計６４５万３７６２円を支払っており、十分な賠償を実施済みであって、同４２の世帯

の損害賠償請求権は弁済によって消滅している。

　２　慰謝料（精神的損害）について

　　（１）　一審原告１－１らは、原判決が、同４２の世帯が本件事故により事故前に有して

いた包括的生活基盤とそこから享受していた利益を丸ごと失ったことを適切に評価していない

旨主張する。

　　しかし、一審原告４２の世帯は自主的避難等対象区域に居住していた者であって避難を強

制されたわけではないし、同１－１らは「事故前に有していた包括的生活基盤とそれから享受

していた利益を丸ごと失った事実」を具体的に主張立証しておらず、上記主張は失当である。

　　（２）　一審原告１－１らは、同４２－１の慰謝料を基礎づける事情として、〈１〉同４

２－１の静岡県ｄｆ市への転居に伴い、本件事故当時勤務していた病院を退職する際、奨学金

返済として１００万円の支払を余儀なくされたこと、〈２〉同４２－１が、本件事故前から結

婚を視野に入れて交際していた男性との間で身籠った子について、胎児への放射性物質の影響

を考慮して中絶し、同男性との結婚を諦めたことを主張する。

　　しかし、前記のとおり、ｂｌ市の空間放射線量は、本件事故後時間の経過とともに低減

し、いずれも避難指示の基準を大きく下回っていたことや、同市で自主避難を実施したのは平

成２３年３月１５日の時点で人口比１．１％にとどまり、他方でｂｌ市には他の地域から避難

者を受け入れていること、その他社会活動の状況に加え、一審原告４２－１が本件事故当時勤

務していた職場は本件事故後も事業を継続し、同４２－１自身も同月２５日には職場に復帰し

たことからすると、同４２の世帯は本件事故によって避難を余儀なくされたものではないか

ら、上記〈１〉の事情は本件事故と相当因果関係のある精神的損害の発生を基礎づける事情と

は認められない。

　　また、一審原告４２－１は、医師から、被ばくと胎児への影響については、どういう影響

が出るかは分からないから、自分で判断するよう言われた上で中絶しており（一審原告４２－
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１本人（原審））、中絶は任意の判断によるものであるし、仮に本件事故に伴う何らかの不安

感等から中絶に至ったとしても、上記のような本件事故後のｂｌ市の状況からすれば、客観的

証拠に基づかない漠然とした不安感にとどまる。したがって、上記〈２〉の事情は、本件事故

と相当因果関係のある精神的損害の発生を基礎づける事情とは認められない。

　　（３）　仮に認められるとしても、一審原告４２－１についての慰謝料額並びに本件事故

時１８歳以下であった同４２－２から同４２－４までの慰謝料額は、それぞれ、一審被告東京

電力の賠償額である８万円及び４８万円を超えない。

　３　慰謝料（精神的損害）以外の請求について

　　（１）　一審原告１－１らは、原判決が認めなかった同４２－１の学用品等の購入費用

（教育費）について、同４２－２から同４２－４までが転居先のｄｆ市の転校先の学校から指

示された学用品のうち最低限必要なものであり、これらの購入の事実は明らかである旨を主張

する。しかし、仮に本件事故発生当初の時期に何らかの法律上保護される利益の侵害が認めら

れるとしても、前記のとおり、同４２の世帯においては、平成２３年３月２０日以降、法律上

保護される利益の侵害は認められない。

　　（２）　この点を措いても、一審原告４２－１が請求する学用品等の購入費用（教育費）

は新入生が購入を学校から指示された学用品であるところ（甲Ｃ４２の８）、同４２の世帯が

ｄｆ市に転居した時点で同４２－２及び同４２－３は既に小学校に入学しており、上記学用品

の購入を余儀なくされたものではない。また、同４２－１はｄｆ市に転居する以前に、同４２

－４が平成２３年４月から入学する予定だったｂｌ市内の小学校の入学準備を済ませており

（甲Ｃ４２の１の１）、ｄｆ市の小学校への通学に必要となる物品の中には、既に準備してい

た物も含まれると思われる。そのため、転居の際に新たに学用品を購入し直したのは、同４２

－１の任意の判断によるものである。

　　（３）　したがって、上記の学用品等の購入費用（教育費）は、本件事故と相当因果関係

のある原子力損害とはいえない。

第４１　一審原告４３の世帯について

　１　一審原告４３の世帯は、控訴審において追加の主張立証をしない。

　２　一審原告４３の世帯は、平成２３年４月、ｃｑ市にある同４３－１の実家近くの住居に

転居した。同４３－１の夫は、勤務を継続するためｂｌ市に残り、現在まで継続して居住して

いる。

　３　ｂｌ市においては、空間放射線量率が健康に影響しないレベルであり、大多数の者は避

難せずに生活を継続し、社会的活動も通常どおり行われ、ｂｌ市民に対する内部被ばく検査の

結果、健康に影響が及ぶ数値ではなかった。

　４　一審原告４３－２及び同４３－３には甲状腺検査の結果のう胞が認められたが、これは

細胞のない良性のものであり、治療の必要はなく経過観察とされているもので、具体的な健康

被害はない。

　５　一審原告４３の世帯は、これまで、面会のための交通費として、何ら客観的な証拠を提

出しなかったにもかかわらず和解で３２３万７９２０円の認定を受けてこれを受領した上、生

活費増加費用として１４７万円も既に受領している。

　６　以上の事情によれば、一審原告４３の世帯には既払い金を超える損害は認められず、こ

れ以上の損害を認める余地はない。

第４２　各一審原告らに対する弁済の抗弁

　　一審被告東京電力は各一審原告の世帯に対し、別紙８「賠償額一覧表（一審被告東京電

力）」の「世帯合計賠償額」欄記載の額を合計額（一審原告ごとの内訳は同「個人別賠償額」

欄記載の額）とする賠償を行った。

　　この額について弁済の抗弁を主張する。
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第１０章　一審原告らの損害（個別のものも含む。）に関する一審被告国の当審における主張

　　中間指針等は裁判規範性を有しないものの、中間指針等は、原賠法１８条１項に基づき文

部科学省に設置された原賠審における法律、医療又は原子力工学等に関する学識経験を有する

者らによる審議を経た上で策定されたものであり、低線量被ばくに関する合理的な知見を基に

設定した避難区域等を前提として、自動車損害賠償責任保険における慰謝料や民事交通事故訴

訟損害賠償額算定基準による期間経過に伴う慰謝料の変動状況等を参考に賠償額を定めている

ことから、その内容は合理的なものである。

　　また、中間指針等は、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示した

上で、更に個別具体的な事情に応じて、中間指針等で示された以外の損害や賠償額が認められ

ることがあり得ることを基本的な考え方とするものではあるが、原賠審における中間指針等に

関する策定経過の議事録を子細に検討すると、被災者救済に力点を置いた政策的判断も加味さ

れており、一般的に認められている損害賠償の範囲や額と比較してみても、中間指針等におけ

る賠償の範囲や額の目安は被災者に配慮したものである。

　　したがって、中間指針等で示された賠償の目安を超える部分については、個別事情に基づ

く主張立証がない限り、本件事故との間に相当因果関係が認められる損害とはいえないし、こ

れまで一審被告東京電力が支払ってきた賠償額に照らせば、既に一審原告らの精神的損害につ

いては弁済により補填されているというべきである。

　　一審原告らの損害についてのその余の主張は、前記第９章の一審被告東京電力の主張を援

用する。

第４部　責任に関する当裁判所の判断

第１章　認定事実

　　当裁判所の認定する事実は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の

第４部、第１章に記載のとおりであるからこれを引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決３３１頁７頁の「影響で外部電源が失われ、非常用電源が起動したが、」までを

「影響による」と改め、９行目の「浸入し、」の次に「送電網にも擾乱が生じ」を加える。

　２　原判決３４１頁２４行目から２５行目にかけての「平成１４年当時は文部科学省」とあ

るのを「平成１４年当時。現在は文部科学省。」と改める。

　３　原判決３４２頁２行目から３行目にかけての「上記地震本部」を「推進本部」と改め

る。

　４　原判決３４６頁８行目の「証言」の次に「等」を加える。

　５　原判決３４６頁２５行目から２６行目にかけての「副主席主任研究員であり、」を「副

首席主任研究員であり、」と改める。

　６　原判決３５９頁９行目に掲げる証拠に甲Ａ第１４０号証を加える。

　７　原判決３５９頁１８行目に掲げる証拠に乙Ａ第２０号証の１及び２を加える。

第２章　本件設置等許可処分の違法性

　　本件設置等許可処分の違法性についての判断は、原判決の「事実及び理由」中の第４部、

第２章に記載のとおりであるからこれを引用する。

第３章　経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことの違法性

第１　規制権限不行使の違法性の判断枠組み

　　規制権限不行使が国賠法上違法というためには、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、

その権限の性質、被害法益の性質、重大性、予見可能性等に照らし、具体的な事情の下におい

て、その不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、そ

の不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法１条１項の適用上違法となるものと

解するのが相当である。そして、国又は公共団体が、公務員が規制権限を行使しなかったこと
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を理由として同項に基づく損害賠償責任を負うというためには、上記公務員が規制権限を行使

していれば上記の者が被害を受けることはなかったであろうという関係が認められなければな

らない。

第２　省令６２号４条１項に反することを理由とした技術基準適合命令を発しなかったことの

違法性

　１　一審原告らの主張する措置を講ずることを命ずる技術基準適合命令を発する権限の有無

　　（１）　電気事業者は、実用発電用原子炉について、電気事業法３９条に基づき、実用発

電用原子炉施設に係る事業用電気工作物につき技術基準維持義務を負い、経済産業大臣は、同

法４０条に基づき、事業用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認

めるときは、電気事業者に対し、技術基準に適合するように事業用電気工作物の修理、改造、

移転、使用の一時停止を命じ、又は使用を制限することができる（技術基準適合命令）。そし

て、一審原告らは、経済産業大臣は、平成１４年末の時点において、一審被告東京電力に対

し、〈１〉から〈３〉までの措置（〈１〉タービン建屋等の人の出入口、大物（機器）搬入口

などに強度強化扉の二重扉等を設置すること、タービン建屋等の換気空調系ルーバーなどの外

壁開口部の水密化等の対策を採ること、タービン建屋等の貫通部からの浸水防止等の対策を採

ることにより、タービン建屋等自体の防護措置を取ること、〈２〉非常用ディーゼル発電機及

び配電盤等の重要機器が設置されている機械室への浸水防止等の対策を採ることによりタービ

ン建屋等内の重要な安全機能を有する設備の部屋の防護措置を採ること、〈３〉既設の非常用

ディーゼル発電機（水冷式）を冷却するための海水系ポンプを津波から防護するための防水構

造の建屋を設置し、電気系統の配線の貫通口を水密化する対策を採ること）を採ることを含め

た技術基準適合命令を発するべきであった旨主張する。これに対し、一審被告国は、技術基準

適合命令は、基本設計又は基本的設計方針の是正を命ずることはできず、原子炉施設の具体的

な工事方法の妥当性等の審査（後段規制）として、技術基準の不適合を是正するものであると

ころ、一審原告らの主張する上記各措置はいずれも基本設計又は基本的設計方針に関するもの

であるから、経済産業大臣には上記各措置を命ずる技術基準適合命令を発する権限がなかっ

た、すなわち、本件設置等許可処分に係る安全審査において、敷地高と想定津波との間に十分

な高低差があってドライサイトが維持されることをもって津波対策に係る基本設計又は基本設

計方針とされていたところ、一審原告らが主張するタービン建屋の水密化等の措置は、いずれ

もウェットサイトであることを前提とした措置であるから、基本設計ないし基本的設計方針に

関わる事項であり、経済産業大臣において、一審原告ら主張の措置に関し技術基準適合命令を

発する規制権限を有しない旨主張する。そこで、経済産業大臣が上記各措置を命ずる技術基準

適合命令を発する権限を有していたか、以下検討する。

　　（２）　原子力は、通常の科学技術のレベルを超えた制御不能な異質な危険を内包し、原

子力発電所は、一たび事故を引き起こすと広域・多数の国民の生命・健康・財産や環境に対し

甚大かつ不可逆的な被害をもたらすことからすると、原子力発電所の稼働に当たっては、具体

的に想定される危険性のみならず、抽象的な危険性をも考慮した上で、広域・多数の国民の生

命・健康・財産や環境が侵害されないための万全な安全対策の確保が求められるというべきで

ある。

　　そして、旧炉規法及び電気事業法が、具体的措置を省令に包括的に委任した趣旨は、原子

力発電所が国民の生命・健康及び財産を保護するに足りる技術基準に適合しているかの判断

は、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づいてされる必要がある

ところ、科学技術は不断に進歩し発展しているのであるから、原子力発電所の技術基準適合性

に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であるだけでなく、最新の科学技術

水準への即応性の観点からみて適当でないという点にあると解される。

　　以上からすると、経済産業大臣の電気事業法３９条の規定に基づく省令制定権限（技術基
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準を定める権限）は、原子力の利用に伴い発生するおそれのある受容不能なリスクから国民の

生命・健康・財産や環境に対する安全を確保することを主要な目的として、万が一にも事故が

起こらないようにするため、技術の進歩や最新の地震、津波等の知見等に適合したものにすべ

く、適時にかつ適切に行使することが求められ、原子炉（電気工作物）をこの新たな技術基準

に適合させるため、技術基準に適合させる権限（同法４０条）を適時にかつ適切に行使し、国

民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保することが求められるというべきである。

　　（３）　もっとも、技術の進歩や最新の地震、津波等の知見の発展等により当該原子炉の

基本設計又は基本的設計方針の安全性に影響が及ぶ可能性があるところ、上記のとおり、経済

産業大臣は、原子炉施設を、技術の進歩や最新の地震、津波等の知見等に適合したものにすべ

く、技術基準適合命令を適時にかつ適切に行使し、国民の生命・健康・財産や環境に対する安

全を確保することが求められる。このような場合に、経済産業大臣が原子炉の設置許可の取消

し又は撤回をしない限り行政指導によらざるを得ないと解することは、段階的規制を通じて原

子炉の安全性を確保しながら原子力を利用するという法体系全体に通底する考え方に反すると

いうべきである。したがって、経済産業大臣は、原子炉施設の基本設計又は基本的設計方針の

安全性に関する事項についても、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発することに

より是正する権限を有していたと解するのが相当である。

　　一審被告国は、前記第３部第３章第２、１のとおり、一審原告らが主張する〈１〉から

〈３〉までの措置は、福島第一原発の基本設計又は基本的設計方針に関わる問題であり、経済

産業大臣は、当該問題につき、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令により是正する権

限を有していなかった旨主張するが、上述のとおりであり採用できない。

　　（４）　また、一審被告国は、平成２４年改正後の炉規法４３条の３の２３は、発電用原

子炉施設が技術基準に適合しない場合に加え、最新の科学技術的知見を反映した設置許可要件

として原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないと認められる場合にも、使用停止等処

分ができることを明文化したところ、基本設計又は基本的設計方針の是正を図ることが可能に

なったのはこの法改正によるものであると主張する。

　　たしかに、平成２４年改正後の炉規法４３条の３の２３は、使用停止等処分を行い得る場

合として、同年法律第４７号による改正前の電気事業法４０条に相当する「発電用原子炉施設

が第４３条の３の１４の技術上の基準に適合していないと認めるとき」に加え、「発電用原子

炉施設の位置、構造若しくは設備が第４３条の３の６第１項第４号の基準に適合していないと

認めるとき」を規定しており、原子炉施設が技術基準に適合しない場合に加え、原子炉施設が

設置許可基準に適合しない場合にも使用停止等の処分ができることを明文で規定した。しか

し、これらは、いずれも上記の電気事業法４０条に関する解釈と同様の趣旨に基づくものと解

されるのであり、上記法改正は、上記の技術基準適合命令を発する権限の有無に影響を及ぼす

ものではない。一審被告国の上記主張は採用できない。

　２　規制権限を定めた法令の趣旨、目的

　　技術基準適合命令を定めた電気事業法４０条は、事業用電気工作物が技術基準に適合して

いないと認めるときは技術基準適合命令を発することができる旨を定め、同法３９条２項１号

は、事業用電気工作物は人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることを技

術基準に定めることを求め、同条１項は、事業用電気工作物を設置する者に事業用電気工作物

を技術基準に適合するように維持する義務を課している。また、旧炉規法は、設計及び工事の

方法の認可や検査に関する同法２７条から２９条までの規定において、電気事業法に基づく検

査等を受ける原子炉施設であって実用発電用原子炉に係るものについては適用除外としている

が（旧炉規法７３条）、これに相当する電気事業法に基づく規制が適用され、実用発電用原子

炉については炉規法及び電気事業法の規定が矛盾のないように適用されており、原子炉の安全

に関する法律として、原子炉の設置後の措置である技術基準適合命令についても炉規法の趣旨
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は及ぶというべきである。そして、旧炉規法１条は、「原子力基本法の精神にのっとり、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に

行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、

公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び

運転等に関する必要な規制等を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の

国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制等を行うこと」として

おり、原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の周辺住民等の生命、身体

に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こす

おそれがあることに鑑み、上記災害が万が一にも起こらないようにすることを目的としている

といえる。これらの規定からすれば、規制権限を定めた法は、国民の生命、身体、財産等を保

護することを目的としているものと認められ、これらの利益は国民が平穏な生活を営む上で必

要不可欠な重要な利益といえる。

　３　被害法益の性質、重大性

　　原子力発電所において事故が発生した場合、原子力発電所の作業員のみならず、原子力発

電所の周辺住民等の生命や身体にも被害を及ぼし得るものである。とりわけ、原子力発電所の

事故により放射性物質が漏えいした場合には、広範囲かつ長期間にわたって住民の生命や身体

に影響を及ぼすおそれがあり、本件事故で明らかになったように、放射能で汚染された地域に

は長期間にわたって帰還できず、放射線による健康被害に対する不安を抱えながら生活するこ

とを余儀なくされるなどの重大な結果をもたらし得るものである。このように、一たび原子力

発電所において事故が発生すれば、その被害は非常に重大であり、取り返しのつかないものと

いえる。

　４　予見可能性

　　（１）　予見可能性の対象

　　ア　前記前提事実によれば、原子炉施設の安全確保のため、異常等が発生すれば停止機能

が働くものの、原子炉が停止したとしても燃料棒内に残存する多量の放射性物質の崩壊により

発熱が続くことから、燃料の破損を防止するために炉心の冷却を続ける必要があり、そのため

の注水系等の施設が備え付けられている。そして、これら注水系の施設を作動させるためには

多くの電力が必要となるところ、何らかの原因で原子炉が停止し発電が停止している間には外

部の主にｈｎ変電所から供給を受ける仕組みとなっていた。しかし、この外部電源設備が喪失

した時には、非常用ディーゼル発電機及びその供給のための電気設備によって電力が供給され

る仕組みとなっていた。

　　そして、本件事故は、本件地震の発生により原子炉が停止する等し、外部のｈｎ変電所等

からの電源供給が途絶えた中で、本件津波が１号機から４号機側主要建屋設置エリアの敷地

（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ。以下、「本件敷地」という。）に到達し、上記の非常用電源の供給設備

が被水によって機能喪失する等に至り、炉心の冷却ができなくなって燃料の損傷に至るなどし

て、各原子炉施設から放射性物質が大量に放出されたものである。

　　以上のように、外部電源が失われた状態で、上記の非常用電源の供給設備の機能の喪失等

が生じると、本件事故と同様の事態に陥る可能性が高いといえる。そうすると、経済産業大臣

の規制権限不行使の違法性を判断するにあたっては、津波が福島第一原発に到達し、本件敷地

が浸水して上記の非常用電源の供給設備の機能の喪失等が生じることを予見できたであろうと

いえるかという事情を考慮すべきといえる。したがって、予見可能性の対象としては、本件敷

地に浸水する津波、つまり本件敷地の高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来という

べきである。

　　イ　これに対し、一審被告国は、原審及び当審において、規制権限不行使の国賠法上の違

法は、結果発生の原因となる事象に対する防止策に係る法的義務違反を問うものであるから、
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その前提となる予見可能性は、結果発生の原因となる事象について判断されるべきであり、本

件敷地の高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が発生、到来したということだけで本件事

故が発生したと認めることはできないから、予見可能性の対象はＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津

波の到来ではなく、本件地震及びこれに伴う津波と同程度の地震及び津波の発生、到来である

旨主張する。

　　しかし、予見可能性は、結果回避措置を講じるための前提であるところ、結果回避措置を

講じることを義務付けるために必要な限度でその対象が特定されていれば足りるのであり、現

実に生じた事実経過を前提にその原因となった事象を予見することまで必要とはいえない。そ

して、前記のとおり、本件においては、福島第一原発１号機から４号機までの主要建屋の敷地

高であるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波が到来した場合には、全交流電源喪失という本件事故

と同様の事故が発生する現実的危険性があったと認められるのであるから、予見可能性の対象

はＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来で足りるというべきである。したがって、一審被告国

の上記主張は採用できない。

　　（２）　予見可能性の有無

　　前記第１章で認定した事実（引用に係る原判決「事実及び理由」中の第４部、第１章、第

１から第５までの認定事実（補正後）。以下、この章において単に「前記認定事実第１、１

（１）」のように原判決における見出し番号を付していう。）によれば、推進本部は、平成１

４年７月、日本海溝付近のプレート間大地震（津波地震）について、日本海溝付近のプレート

間で発生したＭ８クラスの地震は、１６１１年の慶長三陸地震、１６７７年の延宝房総沖地

震、１８９６年の明治三陸地震が知られているが、これらの地震は、同じ場所で繰り返し発生

しているとは言い難いため、固有地震であるとは特定できないとし、１８９６年の明治三陸地

震についてのモデルを参考にし、断層の長さが日本海溝に沿って２００ｋｍ程度、幅が約５０

ｋｍの地震が、同じ構造をもつ日本海溝付近の領域内のどこでも発生する可能性があるとした

上で、Ｍ８クラスのプレート間大地震は過去４００年間に３回発生していることから、この領

域全体では約１３３年に１回の割合でこのような大地震が発生すると推定されるとし、ポアソ

ン過程により、今後３０年以内の発生確率は２０％程度、今後５０年以内の発生確率は３０％

程度と推定されるとの見解（長期評価の見解）を公表したことが認められる。そして、推進本

部は、全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため、一審被告国が法律に基づいて設置

した公的な機関であり、長期評価の見解は少なくとも理学的根拠に基づくものといえるから、

長期評価の見解には信用性があったといえる。そして、原子力発電所においては、一旦苛酷事

故が起きれば国民の生命身体に不可逆的で深刻な被害をもたらすおそれがあり、炉規法等の一

連の安全規制の法制度も、原子炉事故による深刻な災害が万が一にも起こらないようにすると

いう目的を達する点にあることからすると、どこにどの程度の規模の地震が発生し、どこにど

の程度の規模の津波が発生するかについて、専門研究者間で正当な見解として通説的見解とい

える知見が確立するまで、結果回避措置をとる前提としての予見可能性が全く認められないと

すると、国民の生命身体に対する深刻な危険を放置することになりかねず、上記法制度の目的

にも反しかねない。以上によれば、一審被告国は、福島第一原発における津波対策を採るに当

たっては、長期評価の見解を考慮に入れる必要があったといえる。そして、前記認定事実第

４、５のとおり、津波評価部会は、平成１４年２月に津波評価技術を策定、公表しており、長

期評価が公表された同年７月の時点では、津波評価技術による計算手法が既に確立していたと

いえるから、この時点で一審被告国が、自ら又は一審被告東京電力に指示して長期評価の見解

に基づいて試算を行っていれば、一審被告東京電力が後に津波評価技術を用いて行った２００

８年推計（前記認定事実第４、９（６））と同様に、敷地南側で最大でＯ．Ｐ．＋１５．７ｍ

の津波高さとなる津波（以下「本件想定津波」という。）の到来を予見することができたとい

える。２００８年推計については、証拠（甲Ａ１４０、乙Ａ２０の１・２）によれば、平成１
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９年１１月頃、一審被告東京電力の原子力設備管理部新潟県中越沖地震対策センター土木調査

グループにおいて耐震バックチェックの最終報告における津波評価について長期評価の取扱い

に関する検討を開始し、以後、東電設計との間で津波水位の試算に関する打合せがされ、平成

２０年３月から４月にかけて同社から試算の結果が示されたことが認められる。そうすると、

一審被告国が、平成１４年７月に長期評価が公表された時点で直ちに、自ら又は一審被告東京

電力に指示して試算を行っていれば、遅くとも同年末の時点では２００８年推計と同等の試算

結果を得ることができたものといえる。したがって、一審被告国は、遅くとも平成１４年末の

時点で、本件敷地の高さを超える本件想定津波の到来を予見することができたというべきであ

り、この時に、一審被告東京電力に対し、電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発す

る必要があることを認識することができたというべきである。

　　これに対し、一審被告国は、前記第３部第３章第４、２のとおり、原子力規制に取り入れ

るべき科学的知見としては、少なくとも、各専門分野の学識経験者等の間で、当該科学的知見

が原子力規制に取り入れられるべき精度及び確度を備えた正当な見解として是認されるべきも

のであり、単に国の機関が発表した見解や意見であるというだけでは原子力規制に取り入れる

ことはできない旨主張する。

　　しかし、上記のような精度及び確度まで求めると、前記２の法制度の目的にも反しかね

ず、長期評価の見解を考慮に入れ、想定津波の試算を行わせるべきであったことは上記で述べ

たとおりである。

　　また、一審被告国は、前記第３部第３章第５、１のとおり、長期評価の信用性に関して

様々主張する。

　　たしかに、前記認定事実第４、６（４）から（６）までのように、長期評価の信頼度につ

いて、評価結果の中にはＣ（やや低い）とされたものや、長期評価の見解に沿わない専門家の

意見があったことが認められる。

　　しかし、前記認定事実第４、６（１）、（３）及び（６）のとおり、推進本部は、全国に

わたる総合的な地震防災対策を推進するため、一審被告国が法律に基づいて設置した公的な機

関であり、長期評価の見解は、部会において専門家が協議、検討した上で出されたものである

から、理学的根拠に基づくものとして信用性があるものというべきである。一審被告国の上記

主張は採用できない。

　　他方、一審原告らは、本件敷地の高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来を予見

することができる根拠として、平成９年３月の４省庁報告書及び平成１１年３月の津波浸水予

測図を挙げる。しかしながら、前記認定事実第４、２及び４のとおり、４省庁報告書は、福島

第一原発の１号機から４号機までが所在する福島県ｂｋ郡ｂｊ町の想定津波の計算値をＯ．

Ｐ．＋６．４ｍとするものであるし、津波浸水予測図は、「個々の海岸における事前の津波対

策を検討するための基礎資料」として作成されたものであり、福島第一原発の沿岸部に設定波

高の津波が到来することを具体的に予測したものではない。したがって、４省庁報告書及び津

波浸水図を根拠として本件敷地の高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来を予見する

ことはできず、一審原告らの上記主張は採用できない。また、平成１３年の「西暦８６９年貞

観津波による堆積作用とその数値復元」についても、前記認定事実第４、８（３）のとおり、

これをもって直ちに本件敷地の高さであるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来を予見するこ

とはできないというべきである。

　５　因果関係

　　（１）　以上によれば、本件においては、前記のとおり、一審被告国は、遅くとも平成１

４年末には、本件敷地の高さを超える本件想定津波を予見することができたのであるから、本

件想定津波を前提に、一審被告国が電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発すること

によって講じられるであろう結果回避措置及びその措置を講ずることによって平成２３年３月
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１１日において本件津波の到来による全交流電源喪失という事態を回避することができたか否

か、すなわち、前記第１で述べたとおり、本件においては、経済産業大臣が電気事業法４０条

に基づく規制権限である技術基準適合命令を発令しなかったことによって、国が国賠法１条１

項の損害賠償責任を負うというためには、経済産業大臣が技術基準適合命令を発していれば一

審原告らが損害を受けることはなかったであろうという関係が認められる必要があるので、こ

れについて検討する。

　　（２）　証拠（丙Ａ１０５、１５２）によれば、原子力安全基盤機構（独立行政法人原子

力安全基盤機構の解散に関する法律（平成２５年法律第８２号）１条の施行により平成２６年

３月１日解散。）の平成２６年１月の「津波に対する構造設計・リスク評価手引き」におい

て、本件事故以前における我が国の既往の津波に対する評価は、基準津波による津波水位に基

づく防潮堤の設置及び敷地高の確保と、津波の引き波時における非常用海水設備の冷却水の確

保だけを対象としており、基準津波及びこれを超える事象に対しての構造的な評価に関しては

ほとんどなされていなかったと説明していること、ｅｒ大学ｅｓ研修所長のａｃは、本件事故

以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津波により安全設備等が設置された原子炉施

設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤等を設置することにより上記敷地への海水

の浸入を防止することを基本とするものであった旨説明していることが認められる。このう

ち、上記手引きは、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及

び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての

利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする（平成２５年法

律第８２号附則２条による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法４条）原子力安全基盤

機構が、事業者が実施した津波に対する構造設計・リスク評価結果に係る審査支援を実施する

際に用いるものとして策定したものであり、上記説明はその中において我が国の動向としてま

とめたものである。また、ａｃは、津波防災、減災技術開発、津波数値解析の津波工学を専門

とし、３０年以上にわたって津波に関する研究をしており、所属する津波工学研究室は、工学

的な立場から津波を研究する世界で唯一の研究組織である。以上のような専門性に照らすと、

本件事故以前における我が国の既往の津波に対する評価が上記認定したものであったというこ

とについて信用できるというべきである。そうすると、経済産業大臣が、長期評価を前提に、

電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐための

適切な措置を講じることを一審被告東京電力に義務付けていた場合には、長期評価に基づいて

想定される最大の津波が本件敷地に到来しても本件敷地への海水の浸入を防ぐことができるよ

うに設計された防潮堤等を設置するという措置が講じられた蓋然性が高いということができ

る。そして、２００８年推計は、前記認定事実第４、９（６）のとおり、長期評価が今後同様

の地震が発生する可能性があるとする明治三陸地震の断層モデルを福島県沖の日本海溝寄りの

領域に設定した上、津波評価技術が示す設計津波水位の評価方法に従って、上記断層モデルの

諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実施し、本件敷地の海に面し

た東側及び南東側の前面における波の高さが最も高くなる津波を試算したものであると認めら

れるところ、安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したもの

として、合理性を有する試算であったといえる。したがって、同様に本件想定津波についても

合理性を認めることができる。

　　そうすると、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合には、本件想定津波と同

じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置する

という措置が講じられた蓋然性が高いということができる。

　　他方、一審原告らは、後記のとおり、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷

地が浸水することが想定される場合には、水密化を始めとして、想定される津波による上記敷

地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置する措置以外の方策を講じるべ
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きであると主張する。

　　これに関し、例えばｅｔが平成３０年７月に作成した意見書（丁Ａ２６）では、基本的に

は欧米の先例等を参考に本件事故の回避措置についての提言がされていることが認められる

（丁Ａ２７）。また、このほかにも上記防潮堤等の設置以外の措置について指摘するものもあ

る（丁Ａ４８から５０まで等）。

　　しかし、これらについては、本件事故を受けてその回避の方策を検討し、その方策自体は

本件事故以前にも存在する技術であったことを示すものではあるが、これらによって、本件事

故以前において、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定

される場合に、想定される津波による上記敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防

潮堤等を設置するという措置を講じるだけでは対策として不十分であるとの考え方が有力で

あったと評価することができるものではない。また、平成１８年５月１１日開催の第３回溢水

勉強会において、福島第一原発の５号機について、その敷地高を超える津波の到来により建屋

への浸水が生じ、その結果、電源設備の機能を喪失する可能性の指摘がされたこと（前記認定

事実第３、４（２）イ（イ））、同勉強会において、津波の水位だけでなく波力による損傷も

考えなければならないことや水密性についての指摘がされたこと（甲Ａ１９３）、平成２０年

３月頃には、一審被告東京電力において、福島第一原発・第二原発の耐震設計審査指針の改訂

に伴う中間報告に関し、津波に対する評価の結果、施設への影響が無視できない場合の対策と

して、電動機予備品準備、水密化した電動機の開発、建屋の水密化等が考えられるとしていた

こと（甲Ａ１５７、１９４）も認められるが、これらの事情に照らしても、上記のような考え

方が有力であったと評価することができるものでもない。その他、本件全証拠によっても、本

件事故以前の知見の下において、想定される津波による敷地の浸水を防ぐことができるように

設計された防潮堤等を設置するという措置が原子炉施設の津波対策として不十分なものであっ

たと解すべき事情はうかがわれない。したがって、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制

権限を行使していた場合に、本件想定津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐこと

ができるように設計された防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然

性があるということはできない。

　　そして、前記前提事実第２、１（４）イ（ⅰ）（イ）、前記認定事実第４、９（６）イ及

び証拠（乙Ａ６の１、２０の１・２、丙Ａ３３）のとおり、長期評価が今後発生する可能性が

あるとした地震の規模は、津波マグニチュード（津波の高さの空間分布を使って算出する地震

の大きさの指標）８．２前後であったのに対し、本件地震の規模は、津波マグニチュード９．

１であり、本件地震は、長期評価において想定された地震よりも、津波の高さの分布を使って

算出した大きさで見てもはるかに規模が大きいものであったこと、本件想定津波による主要建

屋付近の浸水深は約２．６ｍ又はそれ以下とされたのに対し、本件津波による主要建屋付近の

浸水深は最大で約５．５ｍに及んだこと、本件想定津波の高さは、本件敷地の南東側前面にお

いて本件敷地の高さを超えていたものの、東側前面においては本件敷地の高さを超えることは

なく、本件想定津波と同じ規模の津波が本件敷地に到来しても、海水がその東側から浸入する

ことは想定されていなかったが、現実には、本件津波の到来に伴い、本件敷地の南東側のみな

らず東側からも大量の海水が本件敷地に浸入していることが認められる。これらの事情に照ら

すと、本件想定津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるものとして設

計される防潮堤等は、本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐことに主眼を置いたものとな

る可能性が高く、一定の裕度を有するように設計されるであろうことを考慮しても、本件津波

の到来に伴って大量の海水が本件敷地に浸入することを防ぐことができるものにはならなかっ

た可能性が高いといわざるを得ない。

　　以上によれば、仮に、経済産業大臣が、長期評価を前提に本件想定津波の到来を予見し、

直ちに電気事業法４０条に基づく規制権限を行使して、津波による福島第一原発の事故を防ぐ
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ための適切な措置を講じることを一審被告東京電力に義務付けていたとしても、それによって

講じられる措置の内容は本件想定津波を前提に本件敷地の南東側からの海水の浸入を防ぐこと

に主眼を置いた防潮堤等の設置となった可能性が高く、そして、一審被告東京電力がその義務

を履行してそのような防潮堤等を設置していたとしても、本件津波の到来に伴って大量の海水

が本件敷地に浸入することは避けられなかった可能性が高く、その大量の海水が主要建屋の中

に浸入し、非常用電源設備が浸水によりその機能を失うなどして各原子炉施設が電源喪失の事

態に陥り、本件事故と同様の事故が発生するに至っていた可能性が相当にあるといわざるを得

ない。

　　そうすると、本件の事実関係の下においては、経済産業大臣が上記の規制権限を行使して

いれば本件事故又はこれと同様の事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはで

きないことになるといわざるを得ない。

　　（３）ア　これに対し、一審原告らは、前記第３部第２章第７、２のとおり、そもそもド

ライサイトコンセプトが本件事故前の原子力発電所に関する安全の指針であったことを諸法令

上明示するものはないし、これができない場合には、次善の策として敷地内浸水を前提に水密

化等の策を講じる必要があった旨主張する。

　　たしかに、本件事故以前の関係法令において、原子力発電所に関する安全の指針としてド

ライサイトコンセプトを定めていたものはない。

　　しかし、上記（２）で述べたとおり、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対

策は、津波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場

合、防潮堤等を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするもの

であり、本件事故以前の知見の下において、上記措置が原子炉施設の津波対策として不十分な

ものであったと解すべき事情はうかがわれず、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限

を行使していた場合に、本件想定津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことがで

きるように設計された防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性が

あるということはできない。

　　イ　一審原告らは、保安院が、一審被告東京電力に対し、平成１８年の耐震バックチェッ

ク指示において長期評価の考慮とそれを踏まえた津波推計を指示していれば、どんなに遅くと

も平成２０年１１月までには福島第一原発がウェットサイトに転化している事実を認識するこ

とができ、また、建屋及び機械設備の水密化は本件事故以前から確立していた知見であったこ

となどからすれば、まずは短期で施工可能な重要機器室の水密化及びタービン建屋等の水密化

の措置が講じられるべきであり、さらにその後に完成する防潮堤の設置によって多重の防護を

確保すべきである、重要機器室の水密化及びタービン建屋等の水密化の措置が講じられれば本

件津波に対しても非常用電源設備等の被水を回避することが可能であったなどと主張する。

　　たしかに、本件事故前に国内外において水密化の技術そのものは存在していたし、海外の

原子力発電所において重要機器のある部屋の水密化等の措置が講じられている例もあったこと

は認められる（甲Ａ３、１８２から１８４まで、丁Ａ３２の１から３まで、３３の１・２）。

また、証拠（丁Ａ２６から２８まで、４８から５０まで）によれば、水密化等の方策が本件事

故の回避のため有用であった可能性があることを示唆する考えもあることが認められる。

　　しかし、上記で述べたとおり本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策は、津

波により安全設備等が設置された原子炉施設の敷地が浸水することが想定される場合、防潮堤

等を設置することにより上記敷地への海水の浸入を防止することを基本とするものであった

し、また、下記のとおり国内における水密化の例は、いずれも前提が異なるか、部分的な水密

化についての検討等であり、本件事故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場

合に、本件想定津波と同じ規模の津波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計さ

れた防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるということは
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できない。

　　ウ　一審原告らは、本件事故前において我が国でも水密化の実例がある旨主張する。証拠

（丙Ａ３２７）によれば、日本原子力発電株式会社が平成２０年１２月にａｎ発電所及びａｐ

発電所において津波対策工事のうち建屋津波対策工事として、防水扉、防潮シャッター、防潮

堰等の対策工事を始め、平成２１年９月には竣工したことが認められるところ、これは、評価

上津波が建屋に遡上しないことを前提としてのものであった。また、証拠（丙Ａ２４３）によ

れば、ｆａ発電所（敷地レベルＴ．Ｐ．（東京湾平均海面）＋６ｍ）については、水位上昇側

として土木学会手法による評価においてＴ．Ｐ．＋６．８ｍと最大の値が出され、原子炉建屋

及び海水熱交換器の出入口には腰部防水構造の防護扉等の設置がされていたことが認められる

が、そもそもｆａ発電所の敷地前面にはＴ．Ｐ．＋１０から１５ｍ、幅６０から８０ｍにわた

る砂丘が存在していることから、主要建屋等が存在する敷地に津波が浸入することが前提と

なっていたものとは解されない。以上のように、これらについては想定される津波がそもそも

主要建屋等の存在する敷地内に浸入しないことが前提となっての措置であったといえる。

　　また、前記認定事実第４、９（４）及び証拠（乙Ａ６の１）によれば、一審被告東京電力

は、２００２年推計の策定を基に、福島第一原発については、同６号機の非常用ディーゼル発

電機冷却系海水ポンプ用モーターのかさ上げ、建屋貫通部等の浸水防止策等を実施したこと及

び福島第二原発については、海水熱交換器建屋等の水密化をしていることがいずれも認められ

るところ、証拠（乙Ａ６の１）によれば、これらは、２００２年推計によりＯ．Ｐ．＋５．７

ｍ（福島第一原発）又は＋５．２ｍ（福島第二原発）という津波の評価を受けて対策を施した

ものと認められる。これらがいずれも主要建物の敷地高（福島第一原発１号機から４号機まで

についてＯ．Ｐ．＋１０ｍ、福島第二原発についてＯ．Ｐ．＋１２ｍ（乙Ａ６の２））を超え

ない津波評価に基づく対策であることに照らすと、局所的、部分的な対策を講じたにすぎない

というべきである。なお、前記認定事実第３、３（１）のとおり、福島第一原発においては、

平成３年１０月３０日、１号機補機冷却水系海水配管からの海水漏えいに伴う原子炉手動停止

の事故が発生したが、その原因は、海水配管のライニング表面が貝等の異物で傷つけられ、こ

れが徐々に拡大し、そこに海水が浸透して材料の腐食減肉が内面より徐々に進行し、局所的に

貫通し海水漏えいに至ったものと考えられるのであり、これは津波等による外部溢水とは異な

るものであるから、この件及びそれへの対応は本件事故の結果回避措置を検討するにあたって

は参考にならないというべきである。

　　エ　さらに、一審原告らは、一審被告東京電力が、本件事故前に福島第一原発の水密化を

検討することができた旨主張する。

　　たしかに、前記認定事実第３、４（２）イ及び証拠（甲Ａ１９４、丙Ａ３６７）によれ

ば、平成１８年５月１１日開催の第３回溢水勉強会において、福島第一原発５号機の津波水位

による機器影響評価が検討され、その中で「水密扉」という発言があったこと、平成２０年１

２月１０日に一審被告東京電力の担当者がａｌに対し福島第一原発の津波対策等について相談

した際、ａｌからｆａ発電所で最近津波対策として壁の設置、水密化等を実施したようなので

参考に調べておいた方がよいと助言を受けたこと、平成２２年８月以降の福島地点津波対策

ワーキンググループが実施され、そこにおいて、提示された津波水位について、構成員がそれ

ぞれ受け持っている構造物に対して必要な対策を検討すること、その中で第１回において建屋

扉の水密化の問題が出たことが認められる。

　　しかし、溢水勉強会における検討は、敷地高を超える津波が来た場合に機器が水没しない

ように対策を検討する必要があることを確認したものであり、その協議内で水密扉という発言

があったにすぎず、更に進んで具体的に水密扉の対策を検討し講じることまで要求されていた

わけではないし（甲Ａ１９３、丙Ａ３７７）、ａｌからの助言についても更に進んで具体的に

水密化することを求められたものでもなく、福島地点津波対策ワーキンググループで検討され
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ていたのは４ｍ盤にある海水ポンプの電動機及びポンプを収納する建屋の水密化措置であり、

検討をしても技術的に困難な面があることを確認したものであった（丙Ａ３１１の２・４）。

これらのことからすれば、本件事故前において検討された水密化は、局所的、部分的なものに

留まり、福島第一原発全体についての水密化を検討すべきことが前提となっていたものではな

く、それが要求されていたものでもない。したがって、これらのことがあったからといって直

ちに前記判断が左右されるものではない。このことは、一審原告らが主張する一審被告東京電

力が水密化について検討していたことに関する他の点を踏まえても同様である。

　　オ　一審原告らは、平成２０年以前に現に実施されていた水密化の措置からすれば、遅く

とも同年１１月までに経済産業大臣が技術基準適合命令を発していれば、一審被告東京電力は

タービン建屋の扉の水密化等を実施した蓋然性が高いなどと主張する。

　　しかし、上述のとおり、平成２０年以前に他の発電所で講じられたいくつかの措置も、想

定される津波がそもそも主要建屋等の存在する敷地内に浸入しないことが前提となっての措置

であったのであり、仮に平成２０年１１月までに経済産業大臣が本件想定津波を前提に技術基

準適合命令を発していたとしても、防潮堤等を設置するという措置に加えて他の対策が講じら

れた蓋然性があるとか、そのような対策が講じられなければならなかったということはできな

いから、一審被告東京電力がタービン建屋の扉の水密化等を実施した蓋然性が高いとは認めら

れない。

　　カ　一審原告らは、想定津波と本件津波との間には、結果回避可能性を否定する有意な差

はなく、東電設計の試算にしたがって長期評価の想定する津波に対する防潮堤の設置を検討す

る場合、東側からの津波流入についても検討され、対策がされた可能性が高い旨主張する。

　　前記（２）で認定したとおり本件想定津波と本件津波とは、津波マグニチュードが異なり

本件津波の方がはるかに規模は大きく、浸水深も異なっており有意な差があったといえること

に加え、証拠（乙Ａ２０の１）によれば、東電設計が平成２０年に行った試算においては、仮

に敷地南側及び北側に防潮堤を設置すると、そこで堰き止められた津波が周囲に流れることに

なり、敷地東側周辺からも主要建屋敷地に遡上することになる可能性が否定できなかったの

で、敷地東側を含めて主要建屋敷地全面に鉛直壁を仮定してシミュレーションを行ったが、シ

ミュレーションの結果は、敷地南側では仮定的鉛直壁による津波の跳ね上がりにより鉛直壁前

面の津波の高さがＯ．Ｐ．＋１９．９３３ｍとなるのに対し、敷地東側では、これらの仮定的

鉛直壁による津波の挙動変化を踏まえても敷地高のＯ．Ｐ．＋１０ｍを超えないとの評価結果

が得られ、それ以降の評価においては敷地東側の鉛直壁前面の津波高さに着目した検討をしな

かったことが認められ、これらを併せ考えると、東電設計の試算にしたがって長期評価の想定

する津波に対する防潮堤の設置を検討する場合、東側からの津波流入についても対策がされた

可能性が高かったとはいえない。

　　キ　一審原告らは、建屋の水密化による防護措置が講じられていれば、１階への浸水を防

ぐことができたし、仮に浸水した場合も、配電盤等の重要機器が設置された部屋について水密

化がされていれば、重要機器の被水を防止することが十分に可能であった旨主張する。

　　水密化の方策の有用性については前記イのとおりであるが、上記で述べたとおり、本件事

故以前に経済産業大臣が上記の規制権限を行使していた場合に、本件想定津波と同じ規模の津

波による本件敷地の浸水を防ぐことができるように設計された防潮堤等を設置するという措置

に加えて他の対策が講じられた蓋然性があるということはできない。

　　ク　さらに、一審原告らは、前記第３部第２章第８、２（３）のように、長期評価を前提

に、経済産業大臣が技術基準適合命令を発した場合、一審被告東京電力としては、すみやか

に、本件敷地の東側からも津波が遡上しないよう、適切な防潮堤等を設置する措置を講じ、想

定される遡上波が本件敷地に到達することを防止する必要があったというものであり、その実

施を妨げる事情もうかがわれず、それが実施された蓋然性が高いということができる、津波に
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関する知見が進化し、貞観津波の知見等、最新の知見を踏まえた対応を一審被告東京電力に講

じさせるべきであるし、この貞観津波を想定した場合、本件敷地の東側からの津波流入も当然

に前提とされた旨主張し、それに沿う証拠として、貞観津波に関し平成２１年６月２４日及び

同年７月１３日開催の合同ＷＧの会合内容を援用する（丁Ａ７５の２、７６の１）。

　　たしかに、平成１４年７月の長期評価を受けて直ちに津波評価技術に基づく検討を始めれ

ば、同年末には本件敷地の高さを超えるＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波を予見することが可能で

あったといえることは前記４（２）で述べたとおりである。また、仮に貞観津波に関する具体

的かつ的確な知見があれば、それを基にさらに想定できる津波について試算し、それにより本

件敷地の東側からも津波が遡上することを試算し、それを前提に措置を講じることが検討され

た可能性は肯定できる。

　　しかし、前記認定事実第４、８及び証拠（甲Ａ１の１、乙Ａ６の１）によれば、貞観津波

についての検討は、平成２０年１０月頃に一審被告東京電力の担当者が土木学会の委員を務め

る有識者らを訪ね、社内検討結果について理解を求め、その中でＮから貞観津波に関する研究

成果を同年度内に発表できる見込みであると聞き、その際に提供された貞観津波のシミュレー

ションを基に福島第一原発における波高を試算したところ、８．６ｍから９．２ｍとの結果を

得たこと、Ｎの論文では波源モデルを確定させるために福島県沖等の津波堆積物調査が必要で

あると指摘し、その調査を行ったが、本件地震発生当時においても貞観津波の発生位置及び規

模等（波源モデル）は確定されていなかったことが認められる。したがって、本件事故前にお

いて、貞観津波を具体的に想定して検討することは困難であったというべきである。

　　ケ　以上のとおり、一審原告らの上記主張はいずれも採用できず、その他、一審原告らが

前記第３部第２章で主張する点を併せ検討しても、上記判断は左右されない。

　６　まとめ

　　以上より、被害法益である国民の生命、身体、財産等は極めて重要なものであり、原子力

発電所で事故が発生した場合の被害は広範囲かつ長期間にわたって住民の生命や身体に影響を

及ぼす恐れがあり非常に重大なものであることが認められ、平成１４年末にはＯ．Ｐ．＋１０

ｍを超えるＯ．Ｐ．＋１５．７ｍの津波の到来を予見することは可能であったと認められるも

のの、本件事故以前の我が国における原子炉施設の津波対策の状況を踏まえると、経済産業大

臣が電気事業法４０条に基づく規制権限である技術基準適合命令を発令したとしても、本件津

波による全交流電源喪失という結果を回避することができたものとは認められない。すなわ

ち、本件においては、経済産業大臣が電気事業法４０条に基づく規制権限である技術基準適合

命令を発令しなかったことによって、国が国賠法１条１項の損害賠償責任を負うというために

は、経済産業大臣が技術基準適合命令を発令していれば一審原告らが損害を受けることはな

かったであろうという関係が認められる必要があるところ、前記のとおり、経済産業大臣が電

気事業法４０条に基づく規制権限である技術基準適合命令を発令しても、本件津波による全交

流電源喪失という結果を回避することができたとはいえず、一審原告らが損害を受けることは

なかったであろうという関係が認められない。

　　したがって、本件において、経済産業大臣が技術基準適合命令を発しなかったという規制

権限の不行使により、一審被告国が国賠法１条１項の責任を負うとはいえない。

第３　省令６２号３３条４項に反することを理由とした技術基準適合命令を発しなかったこと

の違法性

　　省令６２号３３条４項に反することを理由とした技術基準適合命令を発しなかったことの

違法性についての判断は、原判決の「事実及び理由」中の第４部、第３章、第３に記載のとお

りであるからこれを引用する。

第４　シビアアクシデント対策についての規制権限不行使の違法性

　　シビアアクシデント対策についての規制権限不行使の違法性についての判断は、次のとお
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り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第４部、第３章、第４に記載のとおりであ

るからこれを引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決３９９頁１８行目の「前記のとおり、」の次に「平成１４年末にはＯ．Ｐ．＋１

５．７ｍの本件想定津波の到来を予見することが可能であったとしても、」を加える。

　２　原判決３９９頁２０行目から２１行目にかけての「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを」から同行目か

ら２２行目にかけての「なかった上、」までを削る。

第５　本件設置等許可処分を取り消さなかったことの違法性

　　本件設置等許可処分を取り消さなかったことの違法性についての判断は、次のとおり補正

するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第４部、第３章、第５に記載のとおりであるから

これを引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決４００頁７行目の「原告らは、」の次に「遅くとも」を加える。

　２　原判決４００頁２３行目の「前記第２のとおり、」から２６行目の「また、」までを

「たしかに、前記第２のとおり、平成１４年末の時点では、本件敷地の高さを超えるＯ．Ｐ．

＋１５．７ｍの本件想定津波の到来を予見することが可能であった。しかし、」と改める。

　３　原判決４０１頁３行目の「Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを」を「本件敷地の高さを」と改める。

　４　原判決４０１頁１０行目から１１行目にかけての「旧炉規法２４条１項４号の要件が充

足されていないとして」を削る。

第６　結論

　　以上より、一審被告国の規制権限不行使が国賠法上違法ということはできない。

第４章　一審被告国の本件事故後の対応の違法性

第１　本件事故後の避難指示の違法性

　　本件事故後の避難指示の違法性についての判断は、原判決の「事実及び理由」中の第４

部、第４章、第１に記載のとおりであるからこれを引用する。ただし、原判決４０１頁２５行

目の「本件事故後に」から４０２頁１行目の「ないし、」までを削り、２行目の「いうこと

も」を「いうことは」と改める。

第２　本件事故後の放射性物質拡散予測に関する情報の不開示及び隠避の違法性

　　本件事故後の放射性物質拡散予測に関する情報の不開示及び隠避の違法性についての判断

は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第４部、第４章、第２に記載

のとおりであるからこれを引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決４０２頁８行目の「前記認定事実によれば、」の次に「たしかに、」を加え、９

行目の「認められるが、」から１２行目の「また、」までを「認められる。しかし、」と改

め、１５行目の「否か」の次に「及びその時期等」を加える。

　２　原判決４０２頁２１行目の「不開示及び隠避を行ったこと」を「取扱い」と改める。

第５章　一審被告国の責任に関するまとめ

　　以上のとおり、一審被告国に国賠法１条１項の責任は認められない。

第６章　一審被告東京電力の責任（民法７０９条及び７１７条１項に基づく請求の可否）

　　一審被告東京電力の責任（民法７０９条及び７１７条１項に基づく請求の可否）について

の判断は、原判決の「事実及び理由」中の第４部、第６章に記載のとおりであるからこれを引

用する。

　　これに関し、一審原告らは、前記第３部第４章のように主張するが、上述のとおりであり

採用できない。
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第５部　損害（弁済の抗弁を含む。）に関する当裁判所の判断

第１章　損害（弁済の抗弁を含む。）に関する考え方（一審原告ら共通）

第１　相当因果関係がある損害の主張立証責任

　１　不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害

者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかった

時の状態に回復させることを目的とするものである。

　２　一方、「原子力損害」（原賠法２条２項）とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用

又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用により生じた損害をいうところ、「原子

力損害」の範囲について原賠法には規定が存在しないから、民法上の損害賠償責任に関する一

般原則に従って、原子炉の運転等と相当因果関係のある損害全てがこれに含まれると解され

る。そして、原子力損害とは、不法行為における損害と同様に、「核燃料物質の原子核分裂の

過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用」が発生しなければあったで

あろう状態と現状の差額を金銭的に評価したものであると解され、本件事故と相当因果関係の

ある損害の発生及び金額については、一審原告らが具体的に主張立証しなければならない。

　３　しかし、本件事故の影響が極めて広範囲に及び、個々の避難者も突然の避難を余儀なく

された場合もあるということも踏まえると、損害の内容によっては、損害の主張立証をするこ

とが極めて困難である場合があり得る。

　　中間指針等（第五次追補を含む。以下同じ。）及び一審被告東京電力の賠償基準の考え方

は、このような観点から、多数の避難者に共通する損害の賠償基準を策定し、同一審被告は、

中間指針等及び賠償基準の考え方を踏まえて策定した賠償基準により、一定の資料の確認がで

きた場合には賠償を行い、本件でも同基準に基づき一定の範囲では争わず賠償することを認め

ている。

　４　前記２のような損害の主張立証責任を踏まえるとともに、上記３のような中間指針等及

び一審被告東京電力の賠償基準の考え方及び賠償の過程も考慮すれば、各一審原告の本件事故

と相当因果関係ある損害については一審原告らにおいて具体的に主張し、かつ証拠により立証

しなければならないことを原則としつつ、ある損害事項に関する一審原告（又は元原審原告）

の請求に対し一審被告東京電力が原子力損害賠償紛争解決センターにおいて行われた和解仲介

手続（ＡＤＲ）で成立した合意にもとづいて行われた賠償（以下「ＡＤＲによる賠償」とい

う。）や、一審原告又は元原審原告からの直接請求に基づく直接賠償（以下「ＡＤＲ以外によ

る賠償」という。）により既に賠償を行っている場合には、証拠により認められるその賠償の

具体的対象事項及び金額を見た上で、当事者双方の当該賠償事項及び金額に対する本件訴訟に

おける態度により相当と認める場合には、既に行われた賠償事項及び金額の全部又は一部の限

度で、弁論の全趣旨により本件事故と相当因果関係ある損害として認定する余地があるという

べきであり、それを超える損害の発生又は損害額の主張がある場合に、超過分の損害の発生又

は金額の立証がされているかどうかをさらに判断するものとすることもできると解される。

　５　なお、一審原告ら及び一審被告東京電力は、それぞれ中間指針等の内容の合理性の有無

や中間指針等を踏まえた一審被告東京電力の賠償基準の内容の合理性の有無等について主張す

るところ、中間指針等は、原賠法１８条２項２号に依拠して、法学者及び放射線の専門家等の

委員で構成された原賠審において、多数の被害者への迅速、公平かつ適正な賠償を行うとの見

地から、過去の裁判例並びに慰謝料額の基準も踏まえて定めた基準であるから、これを踏まえ

た一審被告東京電力の賠償基準も含め、そのようなものとして一応の合理性を有するものであ

り、相当と認められる場合にこれを弁論の全趣旨として考慮することは許されるというべきで

ある。

　　もっとも、中間指針等や賠償基準は、その性質上、当裁判所の判断を拘束するものではな

いことは当然であり、各一審原告の具体的な損害項目について、中間指針等やそれに基づく既
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賠償額を超えて相当因果関係ある損害を証拠上認めることができる場合にはそれを認め、逆

に、中間指針等によれば賠償が認められる場合であったり既に賠償が行われている場合であっ

たりしても、証拠上、そのような損害の発生が認められなかったり、相当因果関係が認められ

なかったりするときは、弁論の全趣旨により損害を認定することを相当と認める場合を除き、

損害を認定しないこともありうる。

第２　本件事故と相当因果関係ある避難及び避難生活等

　１　基本的考え方

　　一審原告らの主張する各損害項目について本件事故との相当因果関係が認められるか否か

を判断する前提として、当該一審原告がした避難及び避難生活が、本件事故と相当因果関係が

認められるかどうかを決する必要がある。

　　この点、一審原告らの中には、政府による避難指示等により避難を余儀なくされた区域か

ら避難した者と政府の避難指示等の対象とされなかった区域から避難した者とがあり、前者に

おいても、本件事故当時の住所が、現時点においても避難指示等の解除の見込みが立っていな

い区域にある場合と、既に避難指示等が解除された区域にある場合があり、後者においても、

その住所地に係る原災法並びに中間指針第一次追補及び一審被告東京電力プレスリリースによ

る区域の設定状況、並びに本件事故以降の環境放射能の推移、避難者数の推移、除染状況、内

部被ばく検査の結果及び社会経済活動の再開状況等は様々である。また、避難を行った一審原

告でも避難の理由や時期は個別に異なるし、避難後、現在でも避難先等に留まり、本件事故当

時の住所その他福島県内に帰還していない者もあれば、既に本件事故当時の住所その他福島県

内に帰還している者、一度帰還したが再度県外に避難、転居した者がある。さらに、一審原告

の中には、避難せずに同県内に留まった者、本件事故当時は同県内には居住していなかった者

もある。

　　したがって、一審原告がした避難が本件事故と相当因果関係が認められるかどうか、また

その後の避難生活が本件事故と相当因果関係が認められるか、認められるとしてその期間をい

つまでとするのが相当かについては、当該一審原告が本件事故当時に居住していた場所がいか

なる区域であるかのみならず、避難及び避難生活に関する個別の事情を考慮した上で判断する

べきである。

　　そこで、後記第２章で認定する事実のうち一審原告らの本件事故当時の各住所地の状況に

関する事実（原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２及び第３（いずれも補正し

た後のもの））を後記第３章において市町村ごとに要約、再掲し、後記第４章においては、一

審原告の世帯等ごとに、後記第３章の該当部分を引用するほか、それぞれの本件事故前の状

況、避難開始の経緯、避難生活の状況、必要に応じてその後の状況等についての事実認定を行

い、これらを総合した上で、一審原告ごとに相当因果関係の判断を行うものとする。

　２　本件事故と避難との相当因果関係

　　（１）　以上のとおりであるから、一審原告らが各一審原告について避難であると主張す

るものが本件事故と相当因果関係が認められる避難であるかどうかについては、個別の事情に

もとづいて判断することになるが、主として、本件事故当時の住所、避難の時期、避難の理由

などが考慮されることになる。

　　（２）　もっとも、影響が極めて広範囲に及ぶという本件事故の特質や、本件事故直後は

本件事故に関する情報が十分ではなく、当時、一般人においてその後の経過を予測することは

容易ではなかったこと、本件事故後は本件地震による被害の影響とも相まって社会全体の混乱

期が続いていたといえることを考えると、本件事故当時の住所が政府による避難指示等が行わ

れた区域内にはなかったとか、現時点から後方視的にみれば客観的に避難の必要があったとは

いえない区域であったとかいうだけで本件事故と避難との相当因果関係を否定することは適切

ではなく、当時、避難を行ったことが本件事故によるものとして社会通念上相当であるか否か
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を個別の事情にもとづいて判断する必要があり、例えば、本件事故に関する必ずしも確実でな

い情報を聞いて避難を決めた場合であっても、それが当時の状況において社会通念上やむをえ

ないことであったときは、そのような避難も本件事故と相当因果関係ある避難とみる余地があ

るというべきである。

　３　本件事故と避難生活との相当因果関係

　　（１）　ある一審原告が本件事故によりその住所から避難を行った場合、その避難先にお

ける生活は、その避難を継続する必要性が認められる限度で、本件事故との相当因果関係が認

められる。逆にいえば、社会通念上、避難継続の必要性がなくなった場合は、避難生活を終了

して、本件事故当時の住所又は住所地内若しくはその周辺の他所に帰還することが可能であ

り、当該一審原告の判断によりその住所等に帰還することなく避難先その他での生活を続行し

た場合、本件事故との相当因果関係が認められる避難生活は、避難継続の社会通念上の必要性

が認められる期間に限られることになる。

　　（２）　この避難継続の社会通念上の必要性の判断は、本件事故から一定の期間が経過し

た時期を基準時として行われるものであり、本件事故に関する情報の入手が本件事故直後ほど

困難ではなくなってきていたと考えられること、本件事故と本件地震が相まっての社会全体の

混乱も月日の経過とともに収束する傾向にあったといえることからすれば、この判断はある程

度客観的に行う必要があり、基本的には、本件事故当時の住所地についての区域の設定状況並

びに本件事故以降の環境放射能の推移、避難者数の推移、除染状況、内部被ばく検査の結果及

び社会経済活動の再開状況等を見た上で、ある時点で住所地に帰還することに支障がなくなっ

たと判断される時点までの避難生活を限度に、本件事故との相当因果関係を認めるべきであ

る。

　　（３）　もっとも、この点に関しても、各一審原告個別の事情を踏まえた判断も必要とな

る。

　　例えば、一般的に若年層、子ども、幼児、乳児、妊娠した女性（その胎児）は放射線によ

る影響を受けやすいとされていることから、通常は、本件事故当時の住所等に帰還することに

支障がなくなったと判断される時期であっても、一審原告の家族内にそのような者がある場合

には、より慎重な行動をとることも社会通念上あることであり、帰還に支障があると解する期

間を通常よりも長くとるべきと判断されることもありうる。なお、そのような場合には、例え

ば子どもを残して親だけが帰還することはできないのであるから、帰還に支障がなくなったと

いえる時期については、家族全体について一律に認定するのが相当である。

　　逆に、通常であれば本件事故と相当因果関係がある避難生活と認められる期間内であって

も、一審原告自身の判断により本件事故当時の住所等に帰還しないことを決め、避難先等を以

後の生活の本拠と定めたときは、本件事故と相当因果関係がある避難生活をその時点までを限

度とすべきこともありうる。

　　このような個別の事情による相当因果関係がある避難生活の期間の認定は、個別性も大き

いことから、第４章の各一審原告の世帯の損害の判断の中で、各認定事実に応じて個別に判

断、説示することとする。

　４　一審原告らの主張に対する判断

　　（１）　これに関し、一審原告１－１らは、前記第３部第４章第６、２のように、原判決

は避難の合理性の分析が不十分である旨主張し、これに関して甲Ｂ第６６号証以下の証拠を提

出するが、本件事故と避難及び避難生活との相当因果関係については上記１から３までのよう

に検討すべきである。

　　（２）　また、一審原告らは、現在も避難の相当性があることを前提とする主張をし、こ

れに沿うものとして後記第２章で認定する事実（原判決の「事実及び理由」中の第５部第１章

第４、１１（補正した後のもの））を指摘し、また証人ｃｃ及び同ｄｇの当審における証言を
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援用する。

　　しかし、避難継続の必要性については、上述のとおり、本件事故当時の住所地の客観的な

状況を踏まえた帰還可能性を基本としつつ一審原告の個別の事情をも踏まえて判断すべきであ

り、上記指摘に係る外部被ばくの回避のみをもって直ちに現在も避難の相当性があると認めら

れるものとはいえないというべきである。

　　（３）　また、一審原告らは、少なくとも実効線量年間１ｍＳｖを超える線量が測定され

た地域から避難することには合理性又は社会的相当性が認められる旨主張し、証人ｃｃは当審

においてこれに沿う証言をする。

　　しかし、後記第２章で認定する事実のとおり、国際的な合意に基づく科学的な知見によれ

ば、放射線による発がんのリスクは、１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では、他の要因による発

がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため、放射線による発がんリスクの明らかな増加

を証明することは難しいとされ、少なくとも１００ｍＳｖを超えない限り、がん発症のリスク

が高まるとの確立した知見は得られておらず、ＩＣＲＰの勧告等で述べられているＬＮＴモデ

ルも、あくまで科学的な不確かさを補う観点から、公衆衛生上の安全サイドに立った判断とし

て採用されているものにすぎないことが明言されている。

　　そして、ＩＣＲＰの勧告において、公衆被ばくに対する線量限度年１ｍＳｖについては、

本件事故の発生後のような緊急時被ばく状況においては適用されず、緊急時被ばく状況におけ

る参考レベルは予測線量年間２０ｍＳｖから１００ｍＳｖまでの範囲にあるものとし、また、

事故による汚染が残存する現存被ばく状況においては、年間１ｍＳｖから２０ｍＳｖまでの範

囲に設定すべきであるとしている。

　　これらの科学的知見等に照らすと、一審原告らの主張立証を考慮しても、年間２０ｍＳｖ

を下回る被ばくが健康に被害を与えると認めることは困難であるといわざるを得ない。そし

て、一審被告国は、本件事故後、年間積算線量２０ｍＳｖをもって、避難指示区域等を指定

し、解除する基準としているが、これは、平成２３年３月２１日のＩＣＲＰによる勧告を踏ま

え、２００７年の勧告の緊急時被ばく状況の参考レベルである年間２０から１００ｍＳｖの下

限値を適用することが適切と判断して決定した基準であって、上記科学的知見等に照らして

も、合理性を有すると考えられる。これに関し、一審原告らが指摘する低線量被ばくに関する

知見等を踏まえても、上記避難指示区域等の指定や解除が不相当ということはできず、一審原

告らの主張は採用できない。また、一審原告らは、モニタリングポストにおける環境放射能の

測定値は正確ではない旨主張し、それに沿う証拠を提出するが、一審原告らの用いた測定方法

が必ずしも正確なものとは直ちに認められない上、一審原告らの測定値を前提としても必ずし

も年間２０ｍＳｖを超えるとは直ちに認められないから、一審原告らの上記主張は避難の合理

性に関する判断を左右しない。

第３　損害の種類

　１　不法行為に基づく損害賠償請求権の個数

　　（１）　不法行為に基づく損害賠償請求における請求権の個数に関し、同一の行為によっ

て被害者に財物損害とそれ以外の損害が生じた場合、例えば、同一の交通事故により同一の被

害者に車両等の損害と生命、身体の損害が生じた場合については、財物損害とそれ以外の損害

（人的損害）とでは被侵害利益を異にすることが明らかであるから、財物損害の賠償請求権と

財物損害以外の損害の賠償請求権は２個の異なる請求権であると解される。

　　（２）　しかし、同一の不法行為によって被害者に財物損害以外の損害が生じ、それに

よって種々の項目の損害が発生した場合、例えば、同一の交通事故により同一の被害者に身体

傷害が生じ、それによって被害者に経済的損害（逸失利益、治療費等）と精神的損害（慰謝

料）とが発生した場合は、それらの損害項目は、原因事実及び被侵害利益を共通にするもので

あるから、その賠償の請求権は包括して１個であると解される。
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　２　本件事故による損害の種類

　　（１）　上記１を本件事故に照らして考えると、まず、本件事故による「核燃料物質の原

子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用」によって、一審

原告の所有する不動産又は家財道具、庭木その他の動産の財物としての価値が喪失又は低下し

たことによる損害は、財物損害というべきであり、これらの財物損害を包括した１個の損害賠

償請求権が発生する。

　　（２）　他方、一審原告が本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活をしたことに

伴って、当該一審原告には、交通費や宿泊費等の避難費用、避難先での家財道具購入費等の積

極的な経済的損害や、就労不能による逸失利益などの消極的な経済的損害が発生するととも

に、避難及び避難生活による精神的苦痛すなわち精神的損害（慰謝料）が発生するところ、こ

れらはいずれも人が本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活をしたことに起因する人

的損害であり、これらの、財物損害以外の損害を包括した１個の損害賠償請求権が発生する。

　　（３）　したがって、本件において各一審原告の損害を検討するにあたっても、また後記

第６、３（２）のとおり一審被告東京電力の弁済の抗弁を検討するにあたっても、財物損害と

財物損害以外の損害とを区別して認定判断する必要がある。

第４　財物損害の損害額認定

　１　不法行為による物の滅失、毀損に対する損害賠償額は、特段の事由のない限り、その物

の交換価格によるべきであり、それは本件のような原子力損害でも変わりはないというべきで

ある。

　２　これを本件についてみると、上記１の特段の事由は主張されていないことから、財物損

害については、本件事故当時の対象物の交換価格に基づき、本件事故がなければあったであろ

う価格と本件事故により滅失毀損した当該物の価格との具体的な差額をもって損害額を認定す

るのが相当である。

第５　財物損害以外の損害の損害額認定

　１　経済的損害

　　（１）　避難費用

　　ア　交通費

　　（ア）　本件事故と相当因果関係がある避難の際に実際に支出した交通費のうち、必要か

つ合理的な範囲の支出が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。なお、避難先から

帰還する際に支出した交通費は、本件事故と相当因果関係ある避難を行った以上、遅かれ早か

れ必要となる費用であるから、帰還の時期が相当因果関係の認められる避難生活の期間を過ぎ

た後であっても、本件事故との相当因果関係が認められる場合がある。

　　（イ）　損害の発生及び損害額については、領収証等の証拠に基づいて認定するのが原則

であるが、前記第１、４で述べたとおり、一審原告の請求に対して一審被告東京電力が既に交

通費を賠償している場合、その賠償の全部又は一部を本件事故と相当因果関係のある損害と認

める余地がある場合があり、相当と認める場合には、弁論の全趣旨により、損害を認定するこ

とがある。また、一審原告らの避難は本件事故直後の混乱の中で行われたものが多く、避難に

要した交通費を具体的に立証する証拠が提出されていない場合もあるが、避難のために交通機

関又は自動車により移動した事実自体が認められ、その事実から交通費が発生したこと及びそ

の額を一般経験則により推認することができるときは、移動の事実から少なくとも発生したで

あろう交通費の額を推認した上で損害額を算定することがある。

　　（ウ）　ある一審原告の世帯が家族で避難を行う場合、その中の特定の一審原告（例えば

世帯主や家計を管理する一審原告）が他の一審原告の分も含めて交通費を支出、負担すること

は必ずしも特異なことではないといえるから、その一審原告の世帯共通の交通費全部（本件事

故と相当因果関係が認められる範囲に限る。）を、一審原告らが本件訴訟において世帯共通の
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費用を誰が支出、負担したと主張しているかなどを勘案した上で、特段の事情のない限り、特

定の一審原告の損害として認定することにする。

　　（エ）　上記（イ）及び（ウ）で述べたことは、本件事故と相当因果関係が認められる避

難及び避難生活により一審原告に発生した下記イ以降の積極的な経済的損害についても同様で

ある。

　　イ　宿泊費・謝礼

　　本件事故と相当因果関係がある避難の際又は避難生活中に実際に支出した宿泊費・謝礼の

うち、必要かつ合理的な範囲の支出が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　　ただし、親族宅や知人宅に一時的に宿泊させてもらった場合の親族や知人に対する謝礼に

ついては、親族や知人の情誼に対して一審原告自らの判断によって任意的に支払ったものであ

ると認められる場合には、本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることはできない。

　　ウ　引越し費用

　　本件事故と相当因果関係がある避難の際又は避難生活中に実際に支出した引越し費用のう

ち、本件事故との関係で必要かつ合理的と認められる範囲の支出が本件事故と相当因果関係の

ある損害と認められる。

　　しかし、避難先で行った引越しのための費用であっても、その引越しを行った理由が本件

事故によるものといえない場合には、本件事故との相当因果関係は否定される。

　　エ　敷金・礼金

　　本件事故との相当因果関係がある避難生活のためにアパート等に入居するために支払った

敷金・礼金のうち必要かつ合理的な範囲の支出が本件事故と相当因果関係のある損害と認めら

れる。

　　ただし、敷金に関しては、支出があったとしてもそれが返還されるものである場合には、

損害の発生自体が認められない。

　　オ　一時立入り・帰省費用

　　本件事故との相当因果関係がある避難生活中に、避難先から本件事故当時の住所に一時立

入り又は帰省するために要した費用は、必要かつ合理的と認められる範囲で、その支出を本件

事故と相当因果関係のある損害と認める。

　　例えば、ある一審原告が多数回にわたって避難先から本件事故当時の住所に帰省を行って

いる事実が認められるとしても、当該一審原告が帰省を行った個別事情を勘案した上で、社会

通念上、必要かつ合理的と認められる範囲の限度で、本件事故と相当因果関係ある帰省費用の

損害を認める。

　　なお、本件事故との相当因果関係が認められる避難生活の期間を経過した後に避難先から

本件事故当時の住所に帰省を行ったとしても、それが帰還である場合を除き（前記ア

（ア））、その費用は、本件事故と相当因果関係は認められない。

　　カ　面会交通費

　　ある一審原告が行った避難が本件事故と相当因果関係があると認められる一方で、避難前

に同居していた他の一審原告や近隣に居住していた近親者が本件事故当時の住所に留まったた

めにこれらの者と離れ離れになり二重生活となった場合、そのような二重生活状態の発生は本

件事故によるものといえ、その間で面会交通を行うために一審原告が支出した面会交通費は、

必要かつ合理的と認められる範囲で、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　　面会交通費がどの範囲で必要かつ合理的と認められるかについては、各一審原告の個別事

情を勘案して社会通念に従って判断することとする。

　　なお、本件事故との相当因果関係が認められる避難生活の期間を経過した後に面会交通を

行った場合に、その費用につき本件事故と相当因果関係が認められないことは、前記オと同様

である。
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　　（２）　生活費増加費用

　　ア　家財道具購入費

　　本件事故と相当因果関係がある避難に際し、必要な家財道具を持参することが困難であっ

た場合は、避難先で家財道具を購入しなければ避難生活を送ることができなかったと考えられ

るから、本件事故による避難先で必要な家財道具を購入した費用のうち相当な範囲の家財道具

購入費が本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　　イ　生活費増加分

　　（ア）　光熱費増加分

　　本件事故と相当因果関係がある避難生活を行ったことにより、本件事故がなかった場合に

比して光熱費が増加した事実が認められる場合には、その増加分は、本件事故と相当因果関係

ある損害と認められるが、避難先で光熱費を支出した事実はあっても、上記のような増加分が

具体的に立証されない場合は、それを損害と認めることはできない。

　　（イ）　通勤交通費増加分

　　上記（ア）と同様の考え方により損害を認定する。

　　（ウ）　通信費増加分

　　前記（ア）と同様の考え方により損害を認定する。

　　（エ）　被服費増加分

　　前記（ア）と同様の考え方により損害を認定する。

　　（オ）　食費

　　前記（ア）と同様の考え方により損害を認定する。

　　ウ　家賃増加分

　　本件事故による避難を行う前は家賃（駐車場代も含む。）負担の必要がなかった者で、本

件事故と相当因果関係ある避難生活のために家賃負担が必要となったものについては、その家

賃を、従前も家賃負担があり、本件事故と相当因果関係ある避難生活のために二重に家賃負担

が必要となった者についてはその増加分の家賃を、従前の家賃の負担はなくなったが、避難生

活のために従前家賃よりも高額の家賃を負担している者についてはその差額を、それぞれ相当

な範囲で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

　　エ　教育費増加分

　　本件事故と相当因果関係ある避難を行ったことにより、子のための学用品を持ち出すこと

ができなかったり、子が転校したために新たに転校先用のものが必要となったりしたために学

用品等を購入し、教育費が増加した場合には、相当な範囲で本件事故と相当因果関係のある損

害と認める。

　　（３）　就労不能損害

　　本件事故と相当因果関係ある避難又は避難生活のために就労が不能となった場合には、本

件事故前の収入を基礎として、就労が不能であった期間につき、本件事故がなければ得られた

であろう収入を本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

　　もっとも、就労不能となった原因が本件地震又は本件津波であり、本件事故がなくとも就

労不能となっていた場合には就労不能損害は認められない。また、本件事故当時就労していな

かった場合には、近い将来就労することが予定されていたなど、就労する蓋然性が認められる

場合に限り、就労不能損害として損害を認めることとする。

　　さらに、本件事故と相当因果関係ある避難又は避難生活により収入が減少したと認められ

る場合には、本件事故前の収入と本件事故後の収入との差額のうち相当と認められる範囲で本

件事故と相当因果関係のある損害と認める。

　　なお、就労不能損害は、本件事故と相当因果関係ある避難生活期間中のものに限り、本件

事故との相当因果関係を認める。
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　　また、就労不能損害は、消極的な経済的損害であり、本件事故により就労不能となり又は

収入が減少した当該一審原告の損害として認める。

　　（４）　生命・身体的損害

　　本件事故と相当因果関係がある避難又は避難生活によって、ある一審原告に疾病等の生

命・身体的損害が生じたと認められる場合には、そのために要した医療費、通院交通費等を本

件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（５）　その他（被ばく検査費用、線量計購入費用、除染費用等）

　　被ばく検査を受ける等のために一審原告らが実際に支出したと認められる費用（交通費を

含む。）は、本件事故により支出することが社会通念上相当な範囲のものである限り、本件事

故と相当因果関係のある損害と認められる。

　　なお、本件事故により避難した一審原告が、避難前に本件事故当時の住所において被ばく

したことを懸念し、それによる健康被害を案じて被ばく検査を受けることは社会通念上相当と

認められ、その相当性は、避難先から帰還した後又は本件事故と相当因果関係がある避難生活

の期間を経過した後であってもなお認められる場合があるから、避難後等のものについては個

別の事情を勘案して相当因果関係の有無を判断する。

　２　精神的損害

　　（１）　本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活を行った一審原告は、個別の事

情は様々であるものの、いずれも、本件事故を原因として、社会全体が混乱した中で避難先に

移動し、住み慣れた自宅や地域を離れ、不慣れな避難先において不便な避難生活を送り、先の

見通しが不透明な中で不安な日々を過ごしたことにより、本件事故がなかった場合の平穏な日

常生活が侵害されたといえる。

　　したがって、本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活を行った一審原告は、本件

事故により平穏な日常生活を送る権利が侵害されたと解するのが相当であり、かかる権利は憲

法１３条、２２条１項等に照らして、原賠法上も保護されるものというべきである。

　　これに関し、一審原告らは、前記第３部第６章第３、３及び第７章第６のように、被侵害

利益は包括的生活利益としての平穏生活権であると主張するが、被侵害利益としては上述のと

おり解するのが相当であり、一審原告らの主張するところは、具体的な損害額（平穏な日常生

活を送る権利が侵害されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料額）の検討において考慮すれ

ば足りるというべきである。

　　（２）　ある一審原告が本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活を行ったといっ

ても、先に述べたとおり、一審原告それぞれの避難及び避難生活の状況は様々であり、各一審

原告が本件事故と相当因果関係ある避難及び避難生活により受けた精神的苦痛に対する慰謝料

額は、当該一審原告の本件事故当時の住所をみるだけではなく、避難の必要性、困難性、無形

の不利益の大小、相当因果関係ある避難生活の期間の長短、その間の生活の困難性や不便性そ

の他各一審原告について認められる一切の事情を考慮して相当と認める額を認定するべきであ

る。

　　（３）　この点に関し、一審原告１－１らは、前記第３部第６章第３、３（５）のよう

に、故郷喪失慰謝料又はふるさと剥奪慰謝料を主張し、一審原告らは福島県内のいずれの地域

に居住していた場合であっても少なくとも約９６７万円の損害を被ったと主張する。

　　しかし、これについては、上記（２）のとおり、本件事故との相当因果関係がある避難及

び避難生活による精神的苦痛に対する慰謝料の額は、本件事故当時の住所をみるだけではな

く、各一審原告について認められる一切の事情を考慮して相当と認める額を定めるべきであ

り、故郷喪失又はふるさと剥奪による一定の固定額の慰謝料を認めるべきとの主張は採用でき

ない。

　　（４）　一審原告らは、前記第３部第１章（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第
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３部第２、２（原告らの主張の要旨）及び第３、１（原告らの主張の要旨）（３））並びに前

記第３部第７章第８のとおり、本件事故の発生につき、一審被告東京電力には故意又はこれに

匹敵する重大な過失があり、かかる点が慰謝料増額事由となる旨主張する。

　　これについて、前記第４部第３章第２、４で述べたとおり、一審被告国において遅くとも

平成１４年末には本件敷地の高さを超える本件想定津波を予見することができたところ、この

ことは同東京電力においても同じようにいうことができる。そして、後記第２章で認定する事

実を踏まえると、同一審被告における本件における対応が迅速かつ十分であったといえない部

分があったと指摘することができるものの、同一審被告が何らの対策も講じていなかったわけ

ではなく、自己の利益を優先するためにあえて対策を遅らせたといった事情は認められないか

ら、本件事故の発生につき、故意又はこれに匹敵する重大な過失があったということはできな

い。

　　したがって、一審被告東京電力の過失を慰謝料増額事由として考慮すべきであるとはいえ

ないから、一審原告らの上記主張は採用できない。

第６　弁済の抗弁について

　１　弁済の抗弁の当否について

　　（１）　一審被告東京電力は、これまで一審原告ら又は元原審原告らに対し、中間指針等

を踏まえて定められた自主賠償基準に従いＡＤＲ以外による賠償又はＡＤＲによる賠償とし

て、一定額の賠償を行っており、本件訴訟において、この賠償分について弁済の抗弁を主張し

ている。

　　（２）　この点、一審原告らは、一審被告東京電力のした賠償は、被害者の早期救済の観

点から厳密な主張立証が求められておらず、実際の損害額が一審被告東京電力の支払額よりも

少ない可能性があることも見越してなされており、その場合でも後に清算や返金を求められな

いことが当事者の合理的意思であるから、弁済の抗弁が認められてしまうと救済を受けるべき

被災者に対する不意打ちとなり、訴訟をした者については清算を強いられる結果ともなって極

めて不公平かつ不合理な結果となるから、そもそも弁済の抗弁は認められるべきではない旨の

主張をする。

　　しかし、一審被告東京電力がＡＤＲ以外により又はＡＤＲにより賠償を行った趣旨が被害

者の早期救済にあったことを考慮しても、損害賠償制度の趣旨が損害の回復にあり、一審原告

又は元原審原告が実際に賠償金の支払いを受けたことにより、損害の回復が図られたとみるべ

き場合もあるというべきであるから、弁済の抗弁は一律に許されないとする一審原告らの上記

主張は採用できない。

　２　弁済の抗弁の判断方法についての基本的考え方

　　一審被告東京電力の弁済の抗弁の成否については、基本的に、以下のような判断方法によ

り行うのが相当である。これ以外に説明を要する事項がある場合には、後記第４章中で、それ

ぞれ個別に説示する。

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　一審被告東京電力が、各一審原告に対して主張している弁済の抗弁の額は、後記第４章に

各一審原告の世帯ごとに摘示するとおりである。

　　したがって、弁済の抗弁については、この主張額を限度として判断する。

　　（２）　一審被告東京電力による賠償に関する認定

　　一審被告東京電力は、ＡＤＲ以外により又はＡＤＲにより各一審原告又は元原審原告に対

して賠償を行っているところ、この賠償のうち各一審原告又は元原審原告に対する弁済として

扱うことができるのはどの部分であるか（後記３（１））、またそれが財物損害に対する弁済

として扱うべきものであるのか財物損害以外の損害に対する弁済として扱うべきものであるの

か（後記３（２））をそれぞれ判断するために、まずＡＤＲ以外による賠償及びＡＤＲによる
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賠償に関する事実をできる限り具体的に証拠により認定する。

　　（３）　各一審原告又は元原審原告に対する弁済額の認定

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　ＡＤＲ以外による賠償は、証拠上、特定の一審原告に対する賠償であることが認定できる

ため、これを個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当である。

　　また、ＡＤＲ以外による賠償は、証拠上、その費目により、財物損害に対する賠償である

のか、財物損害以外の損害（自主避難等に係る損害）に対する賠償であるのかを区別すること

ができるため、前者は財物損害に対する弁済として扱い、後者は財物損害以外の損害に対する

弁済として扱うのが相当である。

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　（ア）　ＡＤＲは、一審被告東京電力と、各一審原告の世帯との間で行われている場合が

多いものの、一審原告の世帯に一審原告ではない親族等を含めた者らとの間で行われている場

合もあり、この場合は、証拠上可能な限り、当該ＡＤＲの内容から一審原告の世帯に関する部

分を抽出して認定する。

　　（イ）　また、ＡＤＲでは、複数の損害項目ごとの金額を積算して、一審原告の世帯に対

する和解金額を合意している。

　　この損害項目の中には、特定の一審原告の損害に対する賠償であることが明示されている

ものがあり、その項目に対する賠償については、当該一審原告に対する弁済として扱うのが相

当である。特定の一審原告に対することが明示されていないけれども、事実経過からみてその

損害の主体となる一審原告を特定できる場合も同様である。

　　（ウ）　しかし、避難費用など一審原告を特定することなくその世帯に対する賠償として

合意された項目は、その世帯共通の費用に対する賠償としての性質を有するけれども、本件訴

訟において世帯共通の費用を前記第５、１（１）ア（ウ）のとおり特定の一審原告に発生した

損害としてみることとの均衡を考慮する必要もある。そこで、その世帯共通の費用に対する賠

償は、その特定の一審原告に対する弁済とみることを原則としつつ、後記（オ）の既払い金の

控除においては、その特定の一審原告以外の一審原告に対する既払い金の控除の対象ともする

ものとする。

　　（エ）　損害項目に関する認定により、財物損害に対する賠償と財物損害以外の損害に対

する賠償とを区分し、前者は財物損害に対する弁済として扱い、後者は財物損害以外の損害に

対する弁済として扱うのが相当である。

　　（オ）　ＡＤＲにおいては、前記（イ）のとおり和解金額を合意した上で、既払い金、す

なわち前記アのＡＤＲ以外による賠償額の全部又は一部を控除した金額を支払い額と定めて、

その額の賠償が行われている。

　　そこで、まず、控除された既払い金の額の一審原告ごとの金額内訳をＡＤＲ以外の賠償に

関する証拠により認定する。

　　そして、一審原告ごとの既払い金の控除は、ＡＤＲによる賠償の和解金額のうち、まず当

該一審原告に係る損害項目から行い、これで足らざる場合には、前記（ウ）のとおりその世帯

共通の費用に対する賠償としての性質を有する損害項目からも行われたものとみるのが相当で

ある。

　　（カ）　このようにして、ＡＤＲによる賠償の既払い金控除後の支払額を、各一審原告に

対する弁済として扱う額並びに財物損害に対する弁済として扱う額及び財物損害以外の損害に

対する弁済として扱う額に振り分ける。

　　ウ　合算

　　前記ア及び上記イのとおり、ＡＤＲ以外による賠償及びＡＤＲによる賠償で支払われた賠

償金を、それぞれ、各一審原告に対する弁済として扱う額並びに財物損害に対する弁済として
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扱う額及び財物損害以外の損害に対する弁済として扱う額に振り分け、これを合算して、それ

ぞれ弁済として認めることのできる額を認定する。

　　（４）　各弁済の抗弁の成否の判断

　　一審原告ごと、また財物損害とそれ以外の損害ごとに、一審被告東京電力の弁済の抗弁の

主張額と弁済として認めることのできる額とを比較し、弁済認定額が抗弁主張額以上であれ

ば、同一審被告の弁済の抗弁は全部認められ（抗弁主張額を限度とする。）、弁済認定額が抗

弁主張額未満であれば、弁済の抗弁は一部のみ認められるか全部認められないかのいずれかと

なる。

　３　損害額からの弁済額の控除についての考え方

　　一審被告東京電力の弁済の抗弁の全部又は一部が認められる場合の、その各一審原告又は

元原審原告について認められる損害額からの控除についての考え方は、以下のとおりである。

　　（１）　各一審原告の損害額から当該一審原告に対する弁済額を控除すること

　　一審被告東京電力は、本件事故に関する一審原告らに対する支払額の算定及び実際の支払

いの実態として、受領権限のある世帯の代表者が、世帯分の賠償金を一括して受領しており、

世帯構成員全員に共通する損害の填補として支払われた部分があり、一審被告東京電力による

賠償の受益者が不可分であることからすれば、当事者の合理的意思に鑑みて、生計を共通にす

る同一世帯単位での充当（いわゆる世帯内融通）が認められなければならないと主張する。

　　しかし、そもそも不法行為法の保護法益である権利や利益は個人を単位として考慮するの

が基本であり、損害賠償請求権も個人について発生するものであるから、それに対する抗弁と

しての弁済についても個人を単位として判断すべきである。

　　また、生計を共通にする同一世帯単位という基準は曖昧であり、これを基準に一審被告東

京電力の弁済の抗弁を認めれば、同一世帯に帰属するかどうかという偶然の事情により弁済の

有無、額が判断されることになりかねず、不公平であるし、生計を共通にする可能性があると

みられる同一世帯の中にも本件の訴訟当事者（一審原告）となっている者と訴訟当事者になっ

ていない者とがいる場合もあり、訴訟当事者となっていない者について生じた損害に対する賠

償が、訴訟当事者となっている一審原告に対する弁済として扱われるとすれば、やはり不公平

が生じるおそれがある。

　　この点、たしかにＡＤＲにおいては、一審被告東京電力は世帯の構成員全員と和解してお

り、また、ＡＤＲにおける費目の中には、世帯の構成員全員について共通に要したと考えられ

る避難費用や生活費増加費用等が含まれており、一見すると個々の一審原告らに対する賠償と

いうよりは、当該世帯に対する賠償と見えなくもない。しかし、前記２のとおり、ＡＤＲ以外

による賠償及びＡＤＲによる賠償の内実を子細に検討すれば、その賠償をいずれの一審原告に

対する弁済として扱うのが相当であるのかを判断することができるのであり、これを判断する

ことのないまま、一審原告の世帯のいずれの構成員に対する弁済としても扱うことができると

するのは、発生した損害の主体と、賠償された損害の項目から判断できる賠償の対象者との対

応を無視し、上述の個人を基本とする損害賠償の法理に反し、一審原告らと一審被告東京電力

との公平をも失することとなる。

　　また、一審被告東京電力は、世帯構成員間の弁済の充当の融通を認めない場合、世帯代表

者に対する財産的損害の超過払い分がその他の世帯構成員の損害に充当されず、当該超過払い

分の利得が当該世帯に生じることになるが、そうすると当該一審原告が被った損害分を超える

賠償がなされる結果となりかねず、損害の回復という損害賠償制度の趣旨・目的からすれば、

明らかに妥当でないと主張するが、これも上述の個人を基本とする損害賠償の法理に反する見

解であるといわざるを得ない主張である。

　　したがって、一審被告東京電力の生計を共通にする同一世帯単位での充当（いわゆる世帯

内融通）の主張は採用できず、各一審原告について認められる損害額から、当該一審原告に対
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する弁済の抗弁のうち弁済が行われたと認めてよい額を控除することとし、仮に後者の認めら

れる弁済の抗弁額が、前者の認められる損害額を上回る場合でも、その剰余額を同一世帯の他

の一審原告について認められる損害額から控除することはしない。

　　（２）　財物損害と財物損害以外の損害を区別すること

　　前記第３のとおり、本件事故により各一審原告に発生した損害のうち、財物損害と財物損

害以外の損害とでは被侵害利益を異にし、別個の損害賠償請求権を構成することから、一審被

告東京電力がした弁済についても、財物損害に対する弁済と人的損害に対する弁済については

これを区別して、対応する損害賠償請求権に対する弁済として扱うべきである。

　　なお、一審被告東京電力は、上記の区別を考慮せずに弁済の抗弁を主張しているところ、

賠償額のうち財物損害に対する弁済として扱うことができる額と財物損害以外に対する弁済と

して扱うことができる額を前記２（３）のとおり判断することができることから、必要がある

場合には、同一審被告の主張を、それぞれの額において財物損害に対する弁済の抗弁と財物損

害以外に対する弁済の抗弁を主張するものと善解することとするが、その場合でも、ある一審

原告について、認められる財物損害の額を、認められる財物損害に対する弁済の抗弁額が上回

る場合の剰余、又は認められる財物損害以外の損害の額を、認められる財物損害以外の損害に

対する弁済の抗弁額が上回る場合の剰余を、それぞれ他の損害から控除することはしない。

　　（３）　財物損害以外の損害の中においては個別の項目による区別をしないこと

　　前記第３、２（２）のとおり、一審原告が本件事故と相当因果関係ある避難及び避難生活

をしたことに伴って生じた損害については、それが経済的損害であると精神的損害であるとを

問わず、包括して１個の損害賠償請求権が発生する。

　　したがって、一審被告東京電力のある一審原告に対する弁済の抗弁のうち、当該一審原告

の財物損害以外の損害に対する弁済として認められる額は、これを同一審原告について認めら

れるすべての財物損害以外の損害額からこれを控除することができ、その際には、そこに含ま

れる個々の損害項目の別はもちろん、経済的損害と精神的損害との別も考慮しないものとする

のが相当である。

　　この点、一審原告らは、人身損害のうち経済的損害と精神的損害は別個のものであり、こ

れまでの原賠審における議論においても費目ごとに議論がなされ、かつ賠償水準が定められて

きており、一審被告東京電力も損害項目ごとに請求書の書式等を分けるなどしてきたにもかか

わらず、これらを同一の損害として弁済充当を認めることは、これまでの経過を根底から覆す

ものであり、信義則の観点から到底許されるものではないと主張する。

　　しかし、人身に対する不法行為により各種の経済的損害と精神的損害が生じた場合に、そ

の損害項目ごとに損害の発生とその額が論じられることは当然としても、損害賠償請求権はこ

れらを包括した１個のものが発生するのであり、弁済の抗弁についてもこれに対応した取扱い

を行うのが一般的であるところ、原子力損害の賠償であってもこれと異なる取扱いをすべき理

由はなく、また、これまでの経過に、このような取扱いを行うことが信義則に反して許されな

いと評価するに足りる事情があるとも認められないから、一審原告らの上記主張は採用できな

い。

第２章　認定事実（一審原告ら共通）

　　当裁判所の認定する事実については、後記第３章を追加するほかは、原判決の「事実及び

理由」中の第５部、第１章の記載を次のとおり補正して引用する。

　（原判決の補正）

　１　原判決４０７頁２４行目の「０．０５」を「０．０４」と改める。

　２　原判決４１４頁２行目の「０．２６」を「０．２８」と改める。

　３　原判決４１５頁２２行目の「ｂｔ町及び」を削り、同行目の次に次を加える。

　「　平成２３年３月３１日
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　　１．７ないし４．４７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年４月３０日

　　０．７４μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年５月３１日

　　０．７２μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年６月３０日

　　０．６７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年７月３１日

　　０．５６μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年８月３１日

　　０．５３μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年９月３０日

　　０．５７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年１０月３１日

　　０．７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年１１月３０日

　　０．７１μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年１２月３１日

　　０．６７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２４年１月３１日

　　０．５７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２４年２月１６日

　　０．５７μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）」

　４　原判決４１５頁２４行目の「１．０７」を「１．５９」と、４１６頁１０行目の「０．

０６」を「０．１０」と、１２行目の「０．０６」を「０．０８」と、１４行目の「０．０

５」を「０．０８」とそれぞれ改める。

　５　原判決４１８頁９行目の次に次を加える。

　「（12）　ｂｔ町の環境放射能は以下のとおりであった。

　　平成２３年３月３１日

　　１．１５μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年４月３０日

　　０．６９μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年５月３１日

　　０．５５μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年６月３０日

　　０．５１μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年７月３１日

　　０．３９μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年８月３１日

　　０．４８μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年９月３０日

　　０．４４μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年１０月３１日

　　０．４４μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）
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　　平成２３年１１月３０日

　　０．４３μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２３年１２月３１日

　　０．４μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２４年１月３１日

　　０．３μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２４年２月１６日

　　０．３５μＳｖ／時（乙Ｂ１９８）

　　平成２４年４月２５日から同月３０日まで

　　０．２３ないし０．２５μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の１）

　　平成２４年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．２１ないし０．２２μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の２）

　　平成２５年４月２５日から同月３０日まで

　　０．１８ないし０．２２μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の３）

　　平成２５年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．１５μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の４）

　　平成２６年４月２５日から同月３０日まで

　　０．１４μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の５）

　　平成２６年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．１２μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の６）

　　平成２７年４月２５日から同月３０日まで

　　０．０６μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の７）

　　平成２７年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．０６μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の８）

　　平成２８年４月２５日から同月３０日まで

　　０．０５ないし０．０６μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の９）

　　平成２８年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．０５μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の１０）

　　平成２９年４月２５日から同月３０日まで

　　０．０５ないし０．０６μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の１１）

　　平成２９年１０月２５日から同月３１日まで

　　０．０５ないし０．０７μＳｖ／時（乙Ｂ１５４の１２）

　　平成３０年４月１日から同月３０日まで

　　０．０５μＳｖ／時（乙Ｂ４１４）」

　６　原判決４２８頁１０行目の「「住宅などの」から１３行目の「（甲１２８）、」までを

削る。

　７　原判決４３１頁１０行目の「弁論の全趣旨」を「１９０の１」と改める。

　８　原判決４３４頁２６行目及び４３５頁１行目の各「幼児の」をいずれも「乳児の」と改

める。

　９　原判決４５１頁４行目の次に次を加える。

　「５　中間指針第五次追補及びこれを受けた一審被告東京電力の追加賠償方針

　　（１）　原陪審は、令和４年１２月２０日、本件事故に関する各集団訴訟の確定判決を調

査・分析等した上で、中間指針第五次追補を策定した。その中では、「過酷避難状況による精

神的損害、生活基盤の喪失・変容による精神的損害、相当量の線量地域に一定期間滞在したこ
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とによる健康不安に基礎を置く精神的損害、自主的避難等に係る損害等」について、「指針に

加えて損害の範囲を示す」として、従前、原陪審で考慮されてこなかった損害項目を加える等

の追加・増額が示された（弁論の全趣旨）。

　　（２）　上記を受け、一審被告東京電力は、以下のような追加賠償の基準を公表した。

　　ア　帰還困難区域及びｂｊ町・ｂｋ町（警戒区域及び計画的避難区域のいずれも）　１５

８０万円（従前基準との差額＋１３０万円）

　　イ　居住制限区域又は避難指示解除準備区域（警戒区域及び計画的避難区域のいずれ

も）　１１３０万円（同＋２８０万円）

　　ウ　特定避難勧奨地点

　　（ア）　ｂａ市　５２０万円（同＋３０万円）

　　（イ）　ｂｃ村　２８０万円（同＋３０万円）

　　（ウ）　ｃｂ市　２８０万円（同＋３０万円）

　　エ　緊急時避難準備区域

　　（ア）　福島第二原発から８ｋｍから１０ｋｍまでの圏内　２４５万円（同＋６５万円）

　　（イ）　上記（ア）以外の区域　２３０万円（同＋５０万円）

　　オ　屋内退避区域及びｂａ市の一部　９０万円（同＋２０万円）

　　カ　自主的避難等対象区域　２０万円（同＋２０万円）

　　キ　福島県ｃｅ地域及び宮城県ｆｂ町　１０万円（同＋１０万円）」

　１０　原判決４５１頁５行目の「５」を「６」と、４５４頁２４行目の「６」を「７」と、

それぞれ改める。

　１１　原判決４７６頁４行目の「３００円／ｍ
2
」を「３０円／ｍ

2
」と改める。

　１２　原判決４９７頁１２行目の「２０１３年」を「の」と、１３行目の冒頭に

　「（１）　」を加え、１５行目の「（１）」を「ア」と、１６行目の「ア」を「（ア）」

と、４９８頁８行目の「イ」を「（イ）」と、２０行目の「（２）」を「イ」と、２１行目の

「ア」を「（ア）」と、４９９頁２行目の「イ」を「（イ）」と、４行目の「ウ」を

「（ウ）」と、１２行目の「エ」を「（エ）」と、１５行目の「オ」を「（オ）」と、１８行

目の「カ」を「（カ）」とそれぞれ改め、同行目の次に次を加える。

　「（２）　ＵＮＳＣＥＡＲは２０２０年にも報告書を提出した（乙Ｂ４７７、５３８の１及

び２）。

　　上記報告書は、２０１９年末までに公表された、本件事故による放射線被ばくのレベルと

影響に関連するすべての科学的知見をとりまとめたものであり、２０１３年の報告書につい

て、これらの知見の影響を評価するのが目的である。

　　この１０年間で、被ばく線量評価に関する新規知見が相当数明らかになったが、これによ

り線量評価を確認し、見直したところ、見直された公衆の線量は２０１３年報告書に比べ減

少、または同程度であった。よって、ＵＮＳＣＥＡＲとしては、放射線被ばくが直接の原因と

なるような将来的な健康影響は見られそうにないと見ている。また、放射線被ばくの推定値か

ら推測されうる甲状腺がんの発生を評価したところ、子どもを含む、対象としたいずれの年齢

層においても甲状腺がんの発生は見られそうにないと結論付けた。

　　さらに、ＵＮＳＣＥＡＲは、放出された放射性物質の陸域、淡水域、海洋域環境への移

行・拡散に関する知見も評価したところ、２０１２年までに、福島第一原発沖の沿岸域の海水

でさえ、セシウム１３７の濃度は本件事故前のレベルを超えることはほとんどなく、また、野

生生物集団に対する地域限定的な影響もあり得そうになく、放射線レベルが増加した地域では

有害な影響が見られた植物や動物も観察されているものの、検査された食物のほとんどで、放

射性物質の濃度は本件事故後の時間経過とともに急速に減衰したと結論付けた。」
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　１３　原判決５０２頁４行目の末尾に掲げる証拠を「甲Ｂ第１４８号証、第２３９号証、証

人ｃｃ（原審及び当審）」と改める。

　１４　原判決５０５頁７行目の次に次を加える。

　「１１　一審原告６の世帯が本件事故前の住居に住み続けた場合の外部被ばく線量と避難行

動により回避できた外部被ばく線量の算定に関する意見（甲Ｂ１７９、１８０、乙Ｂ５５５、

５５６、丁Ｂ６６、証人ｄｇ（当審））

　　ｄｇは、昭和４４年頃から水環境問題に、昭和６０年代からゴルフ場環境破壊に、平成２

３年５月から放射能汚染問題にそれぞれ取り組んだｆｃ大学名誉教授である。ｄｇは、一審原

告７、８、９、１７、２６及び３５の６世帯について、本件事故前の住居に住み続けた場合の

外部被ばく線量と、避難したことによって回避することができた外部被ばく線量を算定した旨

の意見書を作成した。ｄｇは、同意見書等において、平成２３年３月は時間単位で、それ以外

の期間は日単位で被ばく線量を算出し、１日の行動パターンを屋外８時間、木造の屋内１６時

間とし、自然放射線量は無視し、高汚染地の外部被ばく線量は全て本件事故によるものと、低

汚染地の外部被ばく線量は０とするなどの条件設定の下で算定すると、本件事故前の住居に住

み続けた場合の外部被ばく線量を１００とした場合、一審原告２６－１を除き、避難したこと

によって上記の場合と比べ７７％から１００％の割合で外部被ばくを回避することができた旨

算定できたとしている。」

第３章　一審原告らの本件事故時の各住所地の状況

　　ここでは、一審原告らそれぞれの損害について判断するのに先立ち、一審原告らの本件事

故時の住所地（ただし、福島県内のものに限る。）について、原災法並びに中間指針第一次追

補及び一審被告東京電力プレスリリースによる区域の設定状況、並びに本件事故以降の環境放

射能の推移、避難者数の推移、除染状況、内部被ばく検査の結果等に関する事実を認定する

（以下、本章では県名（福島県）を省略する。順序は、福島県における地域順及び行政区画順

に従う。）。

第１　ｅｍ地域

　１　ｂｌ市（一審原告５、６、１４、１６、３５、３８、４２及び４３の各世帯関係）

　　ｂｌ市は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた。（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、

第３、２（１）））

　　ｂｌ市における環境放射能は、平成２３年３月には０．６４ないし２．６１μＳｖ／時、

平成２４年４月には０．０３ないし１．４０μＳｖ／時、平成２５年４月には０．０８ないし

０．６４μＳｖ／時、平成２６年４月には０．０３ないし０．３６μＳｖ／時、平成２７年４

月には０．０３ないし０．３０μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０５ないし０．２５μＳ

ｖ／時、平成２９年４月には０．０５ないし０．２３μＳｖ／時と推移しており（前記第２章

の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１

（６）））、年々低下している。

　　なお、ｂｌ市●●●における環境放射能は、平成２３年６月には１．３０ないし１．５３

μＳｖ／時、平成２４年４月には０．４６ないし０．４８μＳｖ／時、平成２５年４月には

０．３１ないし０．３２μＳｖ／時、平成２６年４月には０．１８ないし０．２０μＳｖ／

時、平成２７年４月には０．１４ないし０．１６μＳｖ／時、平成２８年４月には０．１２μ

Ｓｖ／時、平成２９年４月には０．０９μＳｖ／時と推移しており（甲Ｃ６の１６）、これも

年々低下している。

　　また、ｂｌ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で３１７４人、

平成２５年４月１日時点で３０３４人、平成２６年４月１日時点で２３９８人、平成２７年４

月１日時点で２０５９人、平成２８年４月１日時点で１５６１人、平成２９年４月１日時点で
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１３７９人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中

の第５部、第１章、第２、２（３）カ））、年々減少している。

　　ｂｌ市の平成２８年６月末時点の除染状況は、住宅は完了し、公共施設等９８．８％、道

路８１．５％、農地６７．４％、森林４０．０％の実施率であった（前記第２章の認定事実

（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、４（２）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｌ市で検査を受けた２万４７１３人全員が、預託実効線量

が１ｍＳｖ未満となっており、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１

８）。

　２　ｃｂ市（一審原告８の世帯関係）

　　ｃｂ市は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｃｂ市における環境放射能は、平成２３年３月には２．２５μＳｖ／時、平成２４年４月

には０．１７ないし０．９８μＳｖ／時、平成２５年４月には０．１２ないし０．５８μＳ

ｖ／時、平成２６年４月には０．０９ないし０．３８μＳｖ／時、平成２７年４月には０．０

７ないし０．３１μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０６ないし０．２６μＳｖ／時、平成

２９年４月には０．０５ないし０．２４μＳｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実

（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１（１１）））、年々低

下している。

　　また、ｃｂ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で４２８人、平

成２５年４月１日時点で４０１人、平成２６年４月１日時点で３１２人、平成２７年４月１日

時点で２４６人、平成２８年４月１日時点で２３０人、平成２９年４月１日時点で１５６人と

推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第

１章、第２、２（３）シ））、年々減少している。

　　ｃｂ市の平成２９年５月末時点の除染状況は、住宅、公共施設、道路、農地及びその他の

全てで完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、

第１章、第２、４（４）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｃｂ市では預託実効線量が１ｍＳｖ未満の者が７９０７人／

７９１０人（約９９．９％）となっており、全員、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされ

ている（乙Ｂ４１８）。

　３　ｃｂ郡ｂｔ町（一審原告１２の世帯関係）

　　ｂｔ町は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｂｔ町における環境放射能は、平成２３年４月には０．６９μＳｖ／時、平成２４年４月

には０．２３ないし０．２５μＳｖ／時、平成２５年４月には０．１８ないし０．２２μＳ

ｖ／時、平成２６年４月には０．１４μＳｖ／時、平成２７年４月には０．０６μＳｖ／時、

平成２８年４月には０．０５ないし０．０６μＳｖ／時、平成２９年４月には０．０５ないし

０．０６μＳｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び

理由」中の第５部、第１章、第２、１（１２））（補正後））、低下傾向にある。

　　また、ｂｔ町における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で５６人、平成

２５年４月１日時点で５７人、平成２６年４月１日時点で２６人、平成２７年４月１日時点で

２５人、平成２８年４月１日時点で２１人、平成２９年４月１日時点で１８人と推移しており
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（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、

２（３）サ））、平成２６年以降、年々減少している。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｔ町で検査を受けた５７０１人全員が、預託実効線量が１

ｍＳｖ未満であり、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

　４　ｃｂ郡ｂｂ町（一審原告４、同１５の世帯関係）

　　ｂｂ町は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｂｂ町における環境放射能は、平成２３年４月には０．７４μＳｖ／時、平成２４年４月

には０．２１ないし１．５９μＳｖ／時、平成２５年４月には０．１２ないし１．０３μＳ

ｖ／時、平成２６年４月には０．１１ないし０．９４μＳｖ／時、平成２７年４月には０．１

０ないし０．６８μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０８ないし０．５３μＳｖ／時、平成

２９年４月には０．０４ないし０．４６μＳｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実

（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１（１０））（補正

後））、概ね低下傾向にある。

　　また、ｂｂ町における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で２４２人、平

成２５年４月１日時点で２２５人、平成２６年４月１日時点で２００人、平成２７年４月１日

時点で１７６人、平成２８年４月１日時点で１６５人、平成２９年４月１日時点で１８９人と

推移している（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第

１章、第２、２（３）コ））。

　　そして、ｂｂ町の平成２７年７月末時点の除染状況は、宅地１００％、農地３２％、森林

７７％、道路６％の実施率であり、平成２７年１２月には、除染対象のうち同意を得られたも

のに対する面的除染が完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理

由」中の第５部、第１章、第２、４（１）、（５）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｂ町で検査を受けた２５４２人全員が、預託実効線量が１

ｍＳｖ未満となっており、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

第２　ｅｎ地域

　１　ｂｎ市（一審原告１３及び２８の各世帯関係）

　　ｂｎ市は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｂｎ市における環境放射能は、平成２３年３月には１．００ないし２．１２μＳｖ／時、

平成２４年４月には０．０６ないし１．３２μＳｖ／時、平成２５年４月には０．０６ないし

０．９４μＳｖ／時、平成２６年４月には０．０５ないし０．３３μＳｖ／時、平成２７年４

月には０．０４ないし０．２６μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０５ないし０．１９μＳ

ｖ／時、平成２９年４月には０．０４ないし０．１７μＳｖ／時と推移しており（前記第２章

の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１

（８）））、年々低下している。

　　また、ｂｎ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で２８０１人、

平成２５年４月１日時点で２５９０人、平成２６年４月１日時点で２３１１人、平成２７年４

月１日時点で２０３２人、平成２８年４月１日時点で１８８０人、平成２９年４月１日時点で

１７０７人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中

の第５部、第１章、第２、２（３）ク））、年々減少している。

196/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　そして、ｂｎ市の平成２８年６月末時点の除染状況は、森林は完了し、住宅９４．３％、

公共施設等９７．３％、道路３４．１％、農地７５．６％の実施率であった（前記第２章の認

定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、４（２）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｎ市で検査を受けた３万４０３５人全員が、預託実効線量

が１ｍＳｖ未満であり、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

　２　ｂｓ市（一審原告１の世帯関係）

　　ｂｓ市は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｂｓ市における環境放射能は、平成２３年３月には０．４３μＳｖ／時、平成２４年４月

には０．１２ないし０．４５μＳｖ／時、平成２５年４月には０．０９ないし０．３４μＳ

ｖ／時、平成２６年４月には０．０８ないし０．２５μＳｖ／時、平成２７年４月には０．０

７ないし０．１９μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０６ないし０．１５μＳｖ／時、平成

２９年４月には０．０５ないし０．１３μＳｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実

（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１（９）））、概ね低下

傾向にある。

　　また、ｂｓ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で１８２人、平

成２５年４月１日時点で１６９人、平成２６年４月１日時点で２６４人、平成２７年４月１日

時点で２４７人、平成２８年４月１日時点で１９６人、平成２９年４月１日時点で１３７人と

推移しており、平成２７年以降、年々減少している（前記第２章の認定事実（引用に係る原判

決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、２（３）ケ））。

　　そして、ｂｓ市の平成２９年３月末時点の除染状況は、住宅、公共施設、道路、農地及び

その他の全てで完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の

第５部、第１章、第２、４（３）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｓ市で検査を受けた９２２０人全員が、預託実効線量が１

ｍＳｖ未満となっており、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

　３　ａｔ市（一審原告４１の世帯関係）

　　ａｔ市の一部（一審原告４１の世帯が居住していた同市ｂｑ町を含む。）については、平

成２３年４月２２日に緊急時避難準備区域に指定されたが、同年９月３０日に解除された（前

記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第２部、第２、４））。

　　ａｔ市における環境放射能は、平成２３年８月から同年９月にかけて１．０ないし１．３

μＳｖ／時であったが（ただし上位１０地点の観測データ。乙Ｂ１９８）、平成２４年４月に

は０．１２ないし０．２７μＳｖ／時、平成２５年４月には０．１０ないし０．１１μＳｖ／

時、平成２６年４月には０．０７ないし０．２６μＳｖ／時、平成２７年４月には０．０６な

いし０．１９μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０５ないし０．１６μＳｖ／時、平成２９

年４月には０．０５ないし０．１４μＳｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実（引用

に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１（４）））、概ね低下傾向に

ある。

　　また、ａｔ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で３８７人、平

成２５年４月１日時点で３６７人、平成２６年４月１日時点で２８９人、平成２７年４月１日

時点で２０６人、平成２８年４月１日時点で１３９人、平成２９年４月１日時点で４２人と推

移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１

章、第２、２（３）エ））、年々減少している。
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　　ａｔ市では、平成２７年７月末時点で宅地、農地、森林及び道路での除染は完了した（前

記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、４

（１）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ａｔ市で検査を受けた４６０３人全員が、預託実効線量が１

ｍＳｖ未満であり、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

第３　ｃｅ地域

　　ｃａ市（一審原告２６の世帯関係）

　　ｃａ市は、平成２４年１２月５日の一審被告東電のプレスリリースにより、賠償をする地

域として追加された（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５

部、第１章、第３、６（９）イ））。

　　ｃａ市における環境放射能（ｃｅ合同庁舎）は、平成２３年３月１５日には７．５６μＳ

ｖ／時を観測したものの、同月２０日には２．２μＳｖ／時、同月２５日には１．２μＳｖ／

時、同月３１日には０．８０μＳｖ／時、同年４月１９日には０．６７μＳｖ／時まで低下し

た（乙Ｂ３５０の２）。また、平成２４年４月には０．１０ないし０．４５μＳｖ／時、平成

２５年４月には０．０８ないし０．３７μＳｖ／時、平成２６年４月には０．０７ないし０．

２３μＳｖ／時、平成２７年４月には０．０６ないし０．２０μＳｖ／時、平成２８年４月に

は０．０６ないし０．１７μＳｖ／時、平成２９年４月には０．０６ないし０．１６μＳｖ／

時と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５

部、第１章、第２、１（７）））、年々低下している。

　　また、ｃａ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で１１９人、平

成２５年４月１日時点で２５４人、平成２６年４月１日時点で２７５人、平成２７年４月１日

時点で２３８人、平成２８年４月１日時点で２２５人、平成２９年４月１日時点で４３人と推

移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１

章、第２、２（３）キ））、平成２７年以降、年々減少している。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｃａ市で検査を受けた２万２１５３人全員が、預託実効線量

が１ｍＳｖ未満であり、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

第４　ｄａ地域

　１　ｂａ市（一審原告３、１７から２１まで、２４及び３０の各世帯関係）

　　（１）　ｂａ市においては、平成２３年３月１２日に福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内

が避難区域に、同月１５日に半径２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内が屋内退避区域に指定されたが

（前記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第２部、第２、４（１

０）、（１１）））、同年４月２２日に屋内退避区域の指定は解除され、代わりに計画的避難

区域と緊急時避難準備区域（同市ｃｄ区など。上記各世帯のうち、一審原告１７の世帯を除く

各世帯の住所がこれに含まれる。）の指定がされた（前記第２部の前提事実（引用に係る原判

決の「事実及び理由」中の第２部、第２、５（２）））。そしてその後、緊急時避難準備区域

は平成２３年９月３０日に解除された（前記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及

び理由」中の第２部、第２、６（２）））。

　　また、計画的避難区域については、平成２３年１２月１６日にステップ２の目標達成と完

了が公表されたことを受け、同月２６日、年間積算線量が２０ｍＳｖ以下となることが確実で

あることが確認された地域については避難指示解除準備区域に設定された（同市ｂｒ区など。

一審原告１７の世帯の住所がこれに含まれる。前記第２部の前提事実（引用に係る原判決の

「事実及び理由」中の第２部、第２、６（４）））。そして、平成２８年７月１２日、避難指

示解除準備区域は解除された。（前記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理
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由」中の第２部、第２、７（１０）））。

　　（２）　ｂａ市ｃｄ区においては、緊急時避難準備区域が解除された後の平成２３年１０

月以降、小中学校や高校が授業を再開し、平成２４年４月以降には小中学校の屋外活動時間の

制限も解除された。平成２４年５月時点で医療機関等も活動を再開している（前記第２章の認

定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、５（４）））。ま

た、ｂａ市役所において測定した環境放射能は、平成２４年４月１日午前８時には０．３８μ

Ｓｖ／時、平成２５年４月１日午前８時には０．２９μＳｖ／時、平成２６年４月１日午前８

時には０．２２μＳｖ／時、平成２７年４月１日午前８時には０．１７μＳｖ／時、平成２８

年４月１日午前８時には０．１４μＳｖ／時、平成２９年４月１日午前８時には０．１１μＳ

ｖ／時と推移しており（乙Ｂ１７１の１から５まで、２６９）、年々低下している。

　　一方、ｂａ市ｂｒ区では、避難指示解除準備区域の解除前である平成２７年８月１５日時

点で、同区内の４８８事業所のうち２１０事業所が再開し、そのうち４４事業所が同区内で事

業を再開し、同年１２月には、同月までに再開した２２４事業所のうち５２事業所が同区内で

事業所を再開した。平成２７年４月には、ｂｒ病院が診療を開始するなどしている（前記第２

章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、５

（３）））。また、ｂｒ中学校（一審原告１７の世帯の本件事故当時の住所近くに所在す

る。）の環境放射能は、平成２４年４月１日午前８時には０．３３μＳｖ／時、平成２５年４

月１日午前８時には０．２６μＳｖ／時、平成２６年４月１日午前８時には０．０９μＳｖ／

時、平成２７年４月１日午前８時には０．０８μＳｖ／時、平成２８年４月１日午前８時には

０．０７μＳｖ／時、平成２９年４月１日午前８時には０．０６μＳｖ／時と推移しており

（乙Ｂ１７１の１ないし５、乙Ｂ２６９）、年々低下している。

　　（３）　ｂａ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で５６０６

人、平成２５年４月１日時点で５８２０人、平成２６年４月１日時点で５１５５人、平成２７

年４月１日時点で４７２９人、平成２８年４月１日時点で４２９９人、平成２９年４月１日時

点で３８３７人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理

由」中の第５部、第１章、第２、２（３）ウ））、平成２６年以降、年々減少している。

　　ｂａ市の平成２７年７月末時点の除染状況は、宅地２６％、農地１５％、森林４６％、道

路６％の実施率であり、平成２９年３月には、除染対象のうち同意を得られたものに対する面

的除染が完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５

部、第１章、第２、４（１）、（５）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂａ市で検査を受けた４２４０人全員が、預託実効線量が１

ｍＳｖ未満となっており、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１８）。

　２　ｂｋ郡ｂｉ町（一審原告１１の世帯及び同２９関係）

　　ｂｉ町については、平成２３年３月１２日に福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内としてそ

の全域が避難区域に指定されたが、その後、同年１２月１６日にステップ２の目標達成と完了

が公表されたことを受け、年間積算線量の状況に応じ、避難指示解除準備区域、居住制限区域

及び帰還困難区域の３区域に分けられた。そして、平成２９年４月１日、居住制限区域及び避

難指示解除準備区域についてはこれが解除された（前記第２部の前提事実（引用に係る原判決

の「事実及び理由」中の第２部、第２、４（１０）、６（４）及び７（12））。

　　ｂｉ町における環境放射能は、平成２４年４月には１．６２ないし５．９５μＳｖ／時、

平成２５年４月には１．１４ないし４．２５μＳｖ／時、平成２６年４月には０．３２ないし

３．３６μＳｖ／時、平成２７年４月には０．２５ないし２．６１μＳｖ／時、平成２８年４

月には０．１８ないし１．２２μＳｖ／時、平成２９年４月には０．１２ないし１．１１μＳ

ｖ／時と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第
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５部、第１章、第２、１（１）））、年々低下している。

　　また、ｂｉ町における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で２５９７人、

平成２５年４月１日時点で２３８２人、平成２６年４月１日時点で２２７９人、平成２７年４

月１日時点で２１９４人、平成２８年４月１日時点で２０９６人、平成２９年４月１日時点で

１９７７人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中

の第５部、第１章、第２、２（３）ア））、年々減少している。

　　ｂｉ町の平成２７年７月末時点の除染状況は、宅地４８％、農地１２％、森林８２％、道

路７８％の実施率であり、平成２９年１月には、除染対象のうち同意を得られたものに対する

面的除染が完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５

部、第１章、第２、４（１）、（５）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｉ町では預託実効線量が１ｍＳｖ未満の者が４３３３人／

４３３４人（約９９．９％）となっており、全員、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされ

ている（乙Ｂ４１８）。

　３　ｂｋ郡ｂｄ町（一審原告２の世帯及び同２８－２関係）

　　ｂｄ町については、平成２３年３月１２日に福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内が避難区

域に、同月１５日に半径２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内が屋内退避区域に指定された。そして、同

年４月２１日、福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内が警戒区域に設定され、半径２０ｋｍから

３０ｋｍ圏内の地域については屋内退避指示を解除され、計画的避難区域に設定された（前記

第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第２部、第２、４（１０）、

（１１）、（１３）、５（１）、（２）））。

　　その後、平成２３年１２月１６日にステップ２の目標達成と完了が公表されたことを受

け、同月２６日、年間積算線量の状況に応じ、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還

困難区域の３区域に分けられた（前記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理

由」中の第２部、第２、６（４））。本件事故当時の住所は一審原告２の世帯については帰還

困難区域に含まれ、同２８－２については避難指示解除準備区域に含まれる。）。

　　そして、平成２９年３月３１日、ｂｄ町における避難指示解除準備区域が解除された（前

記第２部の前提事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第２部、第２、７（１

１）））が、帰還困難区域については未だに避難指示が解除されていない。

　　ｂｄ町における環境放射能は、平成２４年４月１日午前８時には０．２０μＳｖ／時、平

成２５年４月１日午前８時には０．１４μＳｖ／時、平成２６年４月１日午後５時には０．１

２μＳｖ／時、平成２７年４月１日午前８時には０．１０μＳｖ／時、平成２８年４月１日午

前８時には０．０８μＳｖ／時、平成２９年４月１日午前８時には０．０７μＳｖ／時と推移

しており（乙Ｂ１７１の１ないし５、乙Ｂ２６９）、年々低下している。

　　また、ｂｄ町における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で３２９８人、

平成２５年４月１日時点で３２７６人、平成２６年４月１日時点で３１３３人、平成２７年４

月１日時点で３０３９人、平成２８年４月１日時点で２９６０人、平成２９年４月１日時点で

２８４６人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中

の第５部、第１章、第２、２（３）イ））、年々減少している。

　　そして、ｂｄ町の平成２７年７月末時点の除染状況は、宅地１９％、農地１８％、森林３

４％、道路４０％の実施率であり、平成２９年３月には、除染対象のうち同意を得られたもの

に対する面的除染が完了した（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」

中の第５部、第１章、第２、４（１）、（５）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｄ町では預託実効線量が１ｍＳｖ未満の者が１万２２９９
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人／１万２３０６人（約９９．９％）であり、全員、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとさ

れている（乙Ｂ４１８）。

第５　ｂｍ地域

　　ｂｍ市（一審原告７、９、１０、２２、２３、２７、３１、３２、３３、３６、３７及び

３９の各世帯並びに同４０関係）

　　ｂｍ市は、平成２３年１２月６日、中間指針第一次追補により自主的避難等対象区域とさ

れた（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第

３、２（１）））。

　　ｂｍ市における環境放射能は、平成２３年３月には０．３９ないし１．４６μＳｖ／時、

平成２４年４月には０．０５ないし０．８４μＳｖ／時、平成２５年４月には０．０５ないし

０．６１μＳｖ／時、平成２６年４月には０．０４ないし０．３１μＳｖ／時、平成２７年４

月には０．０４ないし０．３０μＳｖ／時、平成２８年４月には０．０３ないし０．２４μＳ

ｖ／時、平成２９年４月には０．０３ないし０．１２μＳｖ／時と推移しており（前記第２章

の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、１

（５）））、年々低下している。

　　また、ｂｍ市における１８歳未満の避難者数は、平成２４年４月１日時点で３６４１人、

平成２５年４月１日時点で２８０３人、平成２６年４月１日時点で２１０７人、平成２７年４

月１日時点で１６９０人、平成２８年４月１日時点で１３５８人、平成２９年４月１日時点で

８８４人と推移しており（前記第２章の認定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の

第５部、第１章、第２、２（３）オ））、年々減少している。

　　そして、ｂｍ市の平成２８年６月末時点の除染状況は、公共施設等、農地及び森林は完了

し、住宅６５．７％、道路１３．６％の実施率であった（前記第２章の認定事実（引用に係る

原判決の「事実及び理由」中の第５部、第１章、第２、４（２）））。

　　平成２３年６月２７日から平成３０年１２月３１日までに行ったホールボディカウンター

による内部被ばく検査の結果は、ｂｍ市で検査を受けた５万９４２９人全員が、預託実効線量

が１ｍＳｖ未満となっており、健康に影響が及ぶ数値ではなかったとされている（乙Ｂ４１

８）。

第４章　各一審原告の損害

第１　一審原告１の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１の１、一審原告１－２本人（原審）のほか後掲のもの。）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１－１（本件事故当時３５歳）、その妻である同１－２（本件事故当時２７

歳）、同１－１及び同１－２の長女である同１－３（本件事故当時８歳）は、本件事故当時、

福島県ｂｓ市内の、同１－２の父が所有し、父が経営する会社の事務所が１階にある不動産

（福島第一原発からの距離６０．２１ｋｍ（乙Ｃ１の１））の２階を同会社の社宅として借り

て居住していた。同１－２の両親は、その近くの同市内に居住していた。本件事故当時、同１

－１は、福島県ｂｎ市で和食店を経営しており、同１－２は、その父が経営する一般廃棄物の

収集運搬、浄化槽管理等を業務とする会社で正社員として勤務していた。同１－３は、本件事

故当時、小学２年生で、幼稚園から一緒の同級生が多く、学校行事には、同１－２の両親も参

加していた。また、同１－２は、本件事故当時、同１－４を妊娠しており、出産予定日は平成

２３年１０月であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　本件地震発生当時、一審原告１－１は経営する和食店に、また、同１－２は勤務先の会社

に、同１－３は小学校にいた。同１－１から１－３までの自宅は半壊状態であり、本件地震発

生後、被害の少なかった同１－２の両親宅（ｂｓ市内）で世話になることにした。
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　　一審原告１－１及び同１－２は、平成２３年３月１２日までに、本件事故の十分な情報を

得られず、同１－２が妊娠中の同１－４や、小学生であった同１－３への影響が心配されたこ

とから、福島第一原発から離れた場所へ避難することにした。

　　一審原告１－１から同１－３までは、平成２３年３月１２日夜、福島県ｃａ市の同１－１

の両親宅に自動車で避難した。もっとも、同１－１は経営する和食店の片付けをしなければな

らず、同１－２も勤務する会社の業務再開のために仕事に戻らなければならなかったため、同

月１３日夜、同１－３を同１－１の両親に預け、ｂｓ市に戻った。

　　一審原告１－１及び同１－２は、平成２３年３月１４日、福島第一原発３号機で爆発が発

生し、同１－２の勤務する会社の従業員の中にも出勤しない者が出てくるなどしたことから、

遠くへ避難することにした。同１－１及び同１－２は、同１－１の両親が同１－３を連れて先

にｂｏ市まで避難していたため、自動車でｂｏ市を目指すこととした。そして、同１－１及び

同１－２は、同日はｂｏ市内のいわゆるラブホテルに宿泊し、同月１５日、同１－１の両親及

び同１－３と合流した。同１－１の両親はｃａ市に戻り、同１－１から同１－３までは、同日

中に埼玉県まで避難し、一つのベッドに３人で寝るなどしてホテルに４泊した。同１－１及び

同１－２は、ホテルに宿泊するよりマンスリーアパートを借りた方がいいと考え、同月１９

日、栃木県ｄｉ市に単身者用の賃貸アパートを賃借した。同１－２は、同月２８日頃、妊婦健

診のため福島県に戻ったが、この際、病院の医師から、避難している人が多くいるということ

を聞いたことや本件事故の状況も改善したようには見えなかったことから、同１－１らは、福

島県から離れることを決め、同月３０日、ｄｉ市から愛知県ｄｊ市へ避難し、ホテルに３泊し

た後、同年４月５日、同市内に１ＬＤＫのアパートを借りて生活を開始した。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告１－１は、ｄｊ市の１ＬＤＫのアパートでの生活に必要な物を買い揃えるなどし

た。同１－１は、経営する和食店については、家賃の支払を継続することができず、平成２３

年５月又は６月頃に賃貸借契約を解約した。同１－１は、ハローワークに通い、同年５月、飲

食店にアルバイトとして就職した。同１－２は、同年（以下略）、ｄｊ市で、二女となる同１

－４を出産した。同１－１は、同１－２の産前産後の世話をするため、同年７月末に上記アル

バイトを一旦辞め、平成２４年３月から、企業給食を提供する全国規模の会社で調理師として

働いている。

　　その後、一審原告１の世帯は、同１－３及び同１－４の成長に伴い、借りていた１ＬＤＫ

のアパートが手狭になったため、平成２６年４月、３ＬＤＫの分譲マンションを購入し、同マ

ンションに引っ越した。同１－２は、平成２８年頃からｄｊ市内でパートタイム勤務をしてい

る。

　　一審原告１－１及び同１－２は、福島県内に、住宅を建てるための土地をローンで購入し

ていたが、住宅を建てる目途がつかないままローンの支払を継続することができなかったた

め、同土地を６００万円で売却し、ローンを完済した。

　　なお、一審原告１－１及び同１－２の各両親は、いずれも現在も福島県内に居住してい

る。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１－１から同１－３までの本件事故時の住所地はｂｓ市で、同市は自主的避難等

対象区域に該当するところ、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第２、２のとお

りである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１－１から同１－３までは、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｓ市

に居住していたところ、本件事故直後は本件事故に関する情報が少なく、妊娠中の同１－２、
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子どもである同１－３、胎児である同１－４に対する影響が心配であったことなどからまずｃ

ａ市へ避難し、いったんｂｓ市に戻ったものの、その後、ｂｏ市、埼玉県、ｄｉ市を経てｄｊ

市に避難したものであり、同１－１から同１－３までが避難を行ったことは本件事故によるも

のと認められる。

　　一方、ｂｓ市における環境放射能等の状況は上記第１（４）のとおりであり、本件事故直

後は情報が少なく放射線に対する心配があったとしても、通常、遅くとも平成２３年１２月３

１日までには同市に帰還することについて支障はなかったといえ、当時、一審原告１－１及び

同１－２が同１－３及び同年（以下略）に出生した同１－４を養育しており、一般に子どもや

乳児は放射線の影響を受けやすいとされていること考慮したとしても、遅くとも平成２４年８

月３１日までには帰還することに支障はなくなったとみるべきである。

　　したがって、一審原告１－１から同１－３までの避難及びその後の避難生活は、平成２４

年８月３１日までの限度で本件事故との相当因果関係を認めるのが相当である。

　　（２）　一審原告１－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らが本件事故による同１－１の損害と主張する交通費３万８４００円につ

いては、ＡＤＲにおいて同１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が平成２３年分の避難費

用（避難交通費）３万８４００円を既に賠償したことが認められ（甲Ｃ１の２）、本件事故と

相当因果関係を有する交通費の損害の額をこの額と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らが本件事故による同１－１の損害と主張する宿泊費・謝礼１３万１７４

５円については、ＡＤＲにおいて同１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が平成２３年分

の避難費用（宿泊費）１３万１７４５円を既に賠償したことが認められ、本件事故と相当因果

関係を有する宿泊費・謝礼の損害の額をこの額と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らが本件事故による同１－１の損害と主張する引越し費用１７万円につい

ては、ＡＤＲにおいて同１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が平成２３年分の避難費用

（引越費用）１７万円を既に賠償したことが認められ（甲Ｃ１の２）、本件事故と相当因果関

係を有する引越し費用の損害の額をこの額と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、本件事故により同１－１に一時立入り・帰省費用５０万５２９６円

の損害が発生したと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて同１の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に避難

費用（一時帰宅費用）として平成２３年分２０万６７１２円、平成２４年分２０万６７１２円

を賠償していることが認められ（甲Ｃ１の２・３）、その平成２３年分２０万６７１２円及び

平成２４年分のうち８か月分に相当する１３万７８０８円の合計の３４万４５２０円の限度で

本件事故と相当因果関係のある一時立入り・帰省費用の損害と認めるのが相当である（弁論の

全趣旨）。

　　（オ）　合計　６８万４６６５円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費用

　　一審原告１－１らが本件事故による同１－１の損害と主張する家財道具購入費用９５万１

４７１円については、同１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した家財道具購

入費用１５万円（甲Ｃ１の２）については本件事故と相当因果関係を有する損害として認める

ことができるが（弁論の全趣旨）、これを超える損害が発生したと認めるに足りる証拠はな
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い。

　　したがって、１５万円の限度で本件事故と相当因果関係ある家財道具購入費用の損害と認

める。

　　（イ）　通信費

　　通信費の増加についての具体的な立証がなく、本件事故と相当因果関係を有する損害が発

生したと認めることはできない。

　　（ウ）　食費

　　食費の増加についての具体的な立証がなく、本件事故と相当因果関係を有する損害が発生

したと認めることはできない。

　　（エ）　家賃増加分

　　一審原告１－１らは、本件事故により同１－１に家賃増加分１９７万２０００円の損害が

生じたと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて同１の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に避難

費用（家賃増加分）として平成２３年分６１万２０００円、平成２４年分８１万６０００円を

賠償した事実が認められ（甲Ｃ１の２）、その平成２３年分６１万２０００円及び平成２４年

分のうち８か月分に相当する５４万４０００円の合計の１１５万６０００円の限度で本件事故

と相当因果関係のある家賃増加分の損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　合計　１３０万６０００円

　　ウ　被ばく検査費用

　　一審原告１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した被ばく検査費用２万２

７７０円（甲Ｃ１の２）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償したＡＤＲ弁護士費用２０

万０４６５円（甲Ｃ１の２・３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全

趣旨）。

　　オ　慰謝料

　　一審原告１－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の転々避難の状況、妊娠中の同１－２や子どもである同１

－３を伴っての避難であったこと、子どもや乳児である同１－３及び同１－４を避難先で養育

しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と

認めるのが相当である。

　　カ　合計　３２１万３９００円

　　（３）　一審原告１－２の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告１－１らが本件事故による同１－２の損害と主張する就労不能損害１９７万１９

６６円については、ＡＤＲにより同１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２３

年分の就労不能損害として上記額を賠償したことが認められ（甲Ｃ１の２）、これを本件事故

と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　イ　慰謝料

　　一審原告１－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の転々避難の状況、避難時に妊娠中で放射線の影響等に対

する不安があったこと、子どもである同１－３を伴っての避難であったこと、避難先での出産

となったこと、子どもや乳児である同１－３及び同１－４を避難先で養育しなければならな

かったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当で

ある。
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　　ウ　合計　２９７万１９６６円

　　（４）　一審原告１－３の損害

　　一審原告１－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の転々避難の状況、通学していた小学校に行けなくなった

ことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告１－４の損害

　　一審原告１－４は、本件事故時においても、同１－１から同１－３までがｄｊ市に避難し

た平成２３年３月末時点においても胎児であり、自ら避難時や避難先到着直後などの困難を実

際に体験したわけではない。また、同１－４は、同年（以下略）に同市において出生したが、

本件事故前にｂｓ市における日常生活の経験があったわけではなく、本件事故がなかった場合

にそのまま平穏に同市での日常生活を続けられた利益を観念することはできないから、ｄｊ市

で出生、生活したことにより本件事故と相当因果関係ある精神的損害が生じたとは認められな

い。

　　したがって、一審原告１－４について本件事故と相当因果関係の認められる避難及び避難

生活中の精神的苦痛があるとは認められない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１－１について　２０７万０６７６円

　　イ　一審原告１－２について　２６１万１９６６円

　　ウ　一審原告１－３について　１２６万円

　　エ　一審原告１－４について　１２６万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１の世帯について、以下のとおり賠償したことが

認められる（甲Ｃ１の１から３まで、乙Ｃ１の３、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１－２に対し　自主避難等に係る損害　６４万円

　　（ウ）　一審原告１－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告１－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　２２０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告１の世帯に対する和解金額が６８８万２６４２円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額のうち１８８万円を控除した５００万２６４２円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、避難雑費、検査費用、ＡＤＲ弁護士費用

　　４２７万０６７６円

　　（イ）　一審原告１－２の就労不能損害　１９７万１９６６円

　　（ウ）　精神的損害　６４万円

　　（エ）　合計（和解金額）　６８８万２６４２円

　　（オ）　既払い金　１８８万円（一審原告１－１分８万円、同１－２から同１－４まで分

各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　５００万２６４２円

　　ウ　合計　７２０万２６４２円
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　　（３）　一審原告１の世帯に対する弁済額

　　ア　一審原告１－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３０３万０６７６円

　　ＡＤＲによる和解金額からの前記（２）イ（オ）の既払い金１８８万円の控除は、まず同

（ウ）の精神的損害６４万円から全額が、次いで同（ア）の一審原告１の世帯共通の避難費用

等から１２４万円が控除されたものとみると、その余の同（ア）の支払額は３０３万０６７６

円となる。

　　そして、一審原告１－１らは、同１の世帯共通の避難費用等の損害を同１－１の損害とし

て主張していることから、これを同１－１に対する弁済として扱うこととすると、ＡＤＲによ

る賠償による同１－１に対する弁済額は３０３万０６７６円である。

　　（ウ）　合計　３１５万０６７６円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１－１に対する弁済の抗弁２０７万０６７６円

は全部認められる。

　　イ　一審原告１－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１９７万１９６６円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち前記（２）イ（イ）の就労不能損害は、一審原告１－２に対

する賠償であることが明らかであり、同（ウ）の精神的損害の同１－２に係る部分は既払い金

により控除済みなので、ＡＤＲによる賠償による同１－２に対する弁済額を１９７万１９６６

円とする。

　　（ウ）　合計　２６１万１９６６円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１－２に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　ウ　一審原告１－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償額　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲによる和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告１－３に係る部

分は既払い金により控除済みなので、ＡＤＲによる賠償による同１－３に対する弁済額を０円

とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１－３に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　エ　一審原告１－４に対する弁済額

　　一審原告１－４については、損害が認められないため、弁済の抗弁について判断を要しな

い。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１－１

　　ア　損害額　３２１万３９００円

　　イ　弁済額（弁済の抗弁について認められる額をいう。以下、同じ。）　２０７万０６７
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６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１１４万３２２４円

　　エ　弁護士費用　１２万円

　　一審原告１－１が本件訴訟を弁護士に委任して提起及び追行した事実は当裁判所に顕著で

あり（以下、他の一審原告についても同じ。）、弁護士費用のうち上記の額を本件事故と相当

因果関係を有する損害と認める（以下、弁済額控除後の損害額が認められる一審原告について

も、弁護士費用として記載する額は、当裁判所が本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

た額である。）。

　　オ　認容額（請求について理由がある額のうち元本額をいう。以下同じ。）　１２６万３

２２４円

　　（２）　一審原告１－２

　　ア　損害額　２９７万１９６６円

　　イ　弁済額　２６１万１９６６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３６万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４０万円

　　（３）　一審原告１－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（４）　一審原告１－４

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

第２　一審原告２－２

　１　認定事実（甲Ｃ２の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　元原審原告２－１（本件事故当時６９歳）及びその妻である同２－２（本件事故当時６８

歳）は、本件事故当時、福島県ｂｋ郡ｂｄ町所在のログハウス（福島第一原発からの距離３

１．５４ｋｍ（乙Ｃ２の４））に平成１５年から居住していた。

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２は、同元原審原告の仕事の関係で転勤することが多

かったが、同元原審原告の定年退職を機に、ｂｄ町に見つけた土地にログハウスを建築し、自

ら整地をして多数の樹木を植えるなどして住居を作り上げた。同元原審原告及び同一審原告

は、ｂｄ町に住み始めてからは定職に就いておらず、現金収入は年金のみであったが、自ら山

林の開墾・手入れをし、農作業を行い、自給自足の生活を送っていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　本件地震発生当時、一審原告２－２はたまたま大阪府に居住する子らのところにいたが、

元原審原告２－１は福島県にいた。同元原審原告は、平成２３年３月１２日に福島第一原発が

爆発する様子をテレビで見て避難することを決め、同月１３日にはｂｌ空港まで自動車で移動

し、ｂｌ空港からｃｑまで飛行機で移動し、そこから大阪府まで新幹線で移動した。

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２は、平成２３年３月１３日以降は大阪で避難生活を

し、ｂｄ町の自宅に一時的に帰宅した際も、いつ避難先から帰還できるかわからない状態で

あったため、落ち着いて生活できる避難先を探すこととし、同年７月に愛知県ｄｋ市の家を借
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りて生活を始めた。もっとも、同元原審原告及び同一審原告は、同所での生活は一時的なもの

と考えており、それからも定住地となる場所を探していた。

　　（３）　避難生活の状況

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２は、ｄｋ市に避難後、慣れない土地で新しい人間関

係を築くのに苦労した。

　　元原審原告２－１は、肝臓がんを患って平成２５年１１月１３日に死亡した。また、一審

原告２－２は、難聴を患い、同元原審原告の死亡後は、一人での避難生活に不安を覚えたた

め、子らの住む場所に近い大阪府ｄｌ市のアパートに転居して独り暮らしをしている。もっと

も、同一審原告は、現在もｂｄ町で生活することを希望している。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２の本件事故時の住所地はｂｄ町であり、同町の区域

設定、環境放射能等の状況は前記第３章、第４、３のとおりである。同元原審原告及び同一審

原告の本件事故時の住所は帰還困難区域に該当し、本件訴訟の口頭弁論終結時においてもその

指定は解除されていない。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　元原審原告２－１及び一審原告２－２は、ｂｄ町に居住していたところ、福島第一原発の

爆発を受けて平成２３年３月１３日に同町から避難したものであり、同元原審原告及び同一審

原告の避難は本件事故によるものと認められる。

　　そして、元原審原告２－１及び一審原告２－２の本件事故当時の住所はｂｄ町の中でも帰

還困難区域に該当し、その指定は未だ解除されていないから、同元原審原告が死亡するまでの

大阪府、ｄｋ市での避難生活及び同一審原告の大阪府、ｄｋ市、ｄｌ市での現在までの避難生

活はいずれも本件事故によるものと認められる。

　　（２）　元原審原告２－１の損害

　　元原審原告２－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故当時、ｂｄ町に居住して、本件事故直後から、大阪

府、ｄｋ市と転々と避難することを余儀なくされ、その後、一時帰宅以外、ｂｄ町に帰還でき

ないまま、平成２５年１１月に避難先で病気により死亡したことその他前記認定の一切の事情

を考慮すれば、これを１５００万円と認めるのが相当である。

　　（３）　一審原告２－２の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告１－１らは、同２－２が、本件事故により、原判決９５４頁別紙「交通費一覧」

（一審原告２－２に係るもの）のとおり、避難、避難先の選定及びｂｄ町の自宅への一時帰宅

のための交通費合計８４万６３１０円を要したと主張する。

　　このうち、一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した６１万７６９

７円（乙Ｃ２の１）については、本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当であ

る（弁論の全趣旨）。

　　しかし、一審原告２－２のｄｋ市からｄｌ市への転居は、避難継続の必要は認められるも

のの、転居自体は、元原審原告２－１の死亡や自身の持病に伴うものであり、これに関する費

用は本件事故によるものとはいえない。その他、同一審原告の体調不良による交通費、弁護士

への相談のための交通費、必要とする具体的理由が明らかでない交通費も本件事故によるもの

とは認められない。

　　したがって、本件事故との相当因果関係がある交通費は前記６１万７６９７円の限度とな
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る。

　　〈２〉　宿泊費

　　一審原告１－１らは、同２－２が、原判決９５５頁別紙「宿泊費一覧」（同２－２に係る

もの）のとおり、避難、避難先の選定及びｂｄ町の自宅への一時帰宅のために宿泊費合計４８

万９４６５円を要したと主張する。

　　このうち、一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３１万９５５

３円（乙Ｃ２の１）については本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である

（弁論の全趣旨）。

　　しかし、前記〈１〉と同様、ｄｋ市から転居するための避難先選定に要した宿泊費は、本

件事故と相当因果関係を有するものとはいえず、本件事故による避難及び一時帰宅のための宿

泊費が上記額を超えると認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、本件事故と相当因果関係がある宿泊費は前記３１万９５５３円の限度とな

る。

　　〈３〉　合計　９３万７２５０円

　　（イ）　生活費増加費用（家財道具購入費）

　　一審原告１－１らは、同２－２が、本件事故による避難及び避難後の新たな生活のために

家財道具購入費３３２万５３９７円を要したと主張する。

　　このうち、一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１０６万１４

０７円（乙Ｃ２の１）については本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当であ

る（弁論の全趣旨）。

　　しかし、眼鏡、時計、携帯電話通信費、肥料、園芸品、避難先や下見先での食事代、親類

へのお土産等については、自宅から持ち出さずに避難先で購入した理由、自宅で使用していな

かったのに避難先で必要となった理由又は本件事故による避難がなければ支出する必要がな

かった理由についての具体的な立証があるとはいえず、避難のためやむなく支出した家財道具

購入費その他生活費の増加が、上記額を超えると認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、本件事故と相当因果関係ある生活費増加費用は前記１０６万１４０７円の限

度となる。

　　（ウ）　生命・身体的損害（補聴器）

　　一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した補聴器購入費用１万４６

００円（乙Ｃ２の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　慰謝料

　　一審原告２－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故当時、帰還困難区域であるｂｄ町に居住していて、本

件事故により避難を余儀なくされたこと、その避難生活は、新たな土地で人間関係の形成に苦

労したり、夫である元原審原告２－１を亡くしたり、自身も難聴を患ったりと精神的苦痛の大

きいものであったこと、現在でも同町に帰還することはできないことその他前記認定の一切の

事情を考慮すれば、これを１５００万円と認めるのが相当である。

　　（オ）　合計　１７０１万３２５７円

　　イ　財物損害

　　（ア）　家財道具

　　一審原告１－１らは、同２－２が本件事故によりｂｄ町に残してきた家財道具や機械工具

類を使用できなくなった損害として１４１３万６４００円を主張する。

　　この点について一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力がＡＤＲにより既に家財

関係３０４万２０２５円の賠償を行ったことが認められ（乙Ｃ２の６）、この限度では、一審

原告２－２に本件事故と相当因果関係がある家財関係の損害が生じていることを認めることが
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できる（弁論の全趣旨）。しかし、これを超える損害が生じたことについての立証はなされて

いない。

　　したがって、本件事故との相当因果関係がある家財道具の財物損害は前記３０４万２０２

５円の限度となる。

　　（イ）　その他（樹木）

　　一審原告１－１らは、同２－２がｂｄ町の自宅の敷地内に植樹した樹木が本件事故による

避難により枯れたりその価値を喪失したりして３５４万０１２０円の損害を被ったと主張す

る。

　　このうち、一審原告２－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した２０万６０６

４円（乙Ｃ２の２・３）については、本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当

である（弁論の全趣旨）。

　　しかし、本件事故による避難により樹木が枯れたりその価値を喪失したりしたことで一審

原告２－２に上記額を超える損害が発生したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、本件事故との相当因果関係がある樹木の財物損害は前記２０万６０６４円の

限度となる。

　　（ウ）　合計　３２４万８０８９円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　元原審原告２－１について　２４３２万７５６２円

　　イ　一審原告２－２について　２５１０万４１６２円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで元原審原告２－１及び一審原告２－２に対し、以下のとお

り賠償を行ったことが認められる（乙Ｃ２の１・２・６）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　元原審原告２－１に対し　避難費用、精神的損害（避難生活）、その他（財物以

外）、実費　１５５３万２００７円

　　（イ）　一審原告２－２に対し

　　〈１〉　避難費用、精神的損害（避難生活）、その他（財物以外）、実費　１５３４万１

７９０円

　　〈２〉　財物（田畑、宅地・田畑以外の土地及び立木）　２１１万５４４０円

　　〈３〉　合計　１７４５万７２３０円

　　（ウ）　合計　３２９８万９２３７円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　（ア）　元原審原告２－１に対し

　　ＡＤＲにより、元原審原告２－１に対する和解金額が１００９万５５５５円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額１３０万円を控除した８７９万５５５５円が支払われた。

　　〈１〉　その他（財物以外）、一時立入り費用、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費

用、ＡＤＲ弁護士費用

　　４１４万５５５５円

　　〈２〉　財物　５９５万円

　　〈３〉　合計（和解金額）　１００９万５５５５円

　　〈４〉　既払い金　１３０万円（避難費用仮払金）

　　〈５〉　合計（支払い額）　８７９万５５５５円（うち財物損害以外の損害に対する賠償

額２８４万５５５５円、財物損害に対する賠償額５９５万円）
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　　（イ）　一審原告２－２に対し

　　ＡＤＲにより、一審原告２－２に対する和解金額が７９４万６９３２円と合意され、そこ

からＡＤＲ以外による賠償額３０万円を控除した７６４万６９３２円が支払われた。

　　〈１〉　その他（財物以外）、精神的損害（避難生活）、ＡＤＲ弁護士費用　２８０万２

５３９円

　　〈２〉　財物（その他（財物）、家財、建物）　５１４万４３９３円

　　〈３〉　合計（和解金額）　７９４万６９３２円

　　〈４〉　既払い金　３０万円（避難費用仮払金）

　　〈５〉　合計（支払い額）　７６４万６９３２円（うち財物損害以外の損害に対する賠償

額２５０万２５３９円、財物損害に対する賠償額５１４万４３９３円）

　　（ウ）　合計　１６４４万２４８７円

　　ウ　合計　４９４３万１７２４円

　　（３）　元原審原告２－１及び一審原告２－２に対する弁済額

　　ア　元原審原告２－１に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　１５５３万２００７円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　２８４万５５５５円

　　〈３〉　合計　１８３７万７５６２円

　　（イ）　財物損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　５９５万円

　　〈３〉　合計　５９５万円

　　（ウ）　合計　２４３２万７５６２円

　　したがって、一審被告東京電力の元原審原告２－１に対する弁済の抗弁２４３２万７５６

２円は、財物損害以外の損害に対する弁済の抗弁１８３７万７５６２円及び財物損害に対する

弁済の抗弁５９５万円をいうものとして、いずれも全部認められる。

　　イ　一審原告２－２に対する弁済

　　（ア）　財物損害以外の損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　１５３４万１７９０円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　２５０万２５３９円

　　〈３〉　合計　１７８４万４３２９円

　　（イ）　財物損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　２１１万５４４０円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　５１４万４３９３円

　　〈３〉　合計　７２５万９８３３円

　　（ウ）　合計　２５１０万４１６２円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２－２に対する弁済の抗弁２５１０万４１６２

円は、財物損害以外の損害に対する弁済の抗弁１７８４万４３２９円及び財物損害に対する弁

済の抗弁７２５万９８３３円をいうものとして、いずれも全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　元原審原告２－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　１５００万円

　　（イ）　弁済額　１８３７万７５６２円
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　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　０円

　　（イ）　弁済額　５９５万円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　０円

　　（２）　一審原告２－２

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　１７０１万３２５７円

　　（イ）　弁済額　１７８４万４３２９円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　３２４万８０８９円

　　（イ）　弁済額　７２５万９８３３円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　認容額

　　（ア）　弁済額控除後の損害額合計　０円

　　（イ）　元原審原告２－１からの承継分（前記（１）ウ）　０円

　　（ウ）　認容額　０円

第３　一審原告３の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３－１（本件事故当時３５歳）、その妻である同３－２（本件事故当時３６

歳）、同３－１及び同３－２の長男である同３－３（本件事故当時１３歳）、長女である同３

－４（本件事故当時１０歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区の持ち家（福島第一原発

からの距離２５．６７ｋｍ（乙Ｃ３の１））に居住していた。

　　本件事故当時、一審原告３－１はｂａ市内の電気工事会社に勤務し、同３－２は派遣会社

の契約社員として同市内の病院の医療事務員として勤務しており、同３－３は中学１年生、同

３－４は小学４年生であった。同３の世帯の自宅の近くには、同３－３及び同３－４の祖父母

が住んでいたため、祖父母が同３－３及び同３－４の面倒を見るなどしていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３－２は、本件地震の翌日の平成２３年３月１２日に勤務先の病院に出勤したと

ころ、同病院が被ばく者の受入れ先に指定されたと聞いて不安を覚え、同日は午前中に帰宅し

た。同３の世帯は全員で公民館に避難したが、同所に避難していた福島第一原発で勤務してい

る人の家族を通じて、福島第一原発が爆発して危ないから避難した方がよいと聞き、ｂｌ市内

の友人宅へ避難することとした。しかし、自動車のガソリンがほとんど残っていなかったた

め、一旦ｂａ市に戻り、同３の世帯は、同日及び同月１３日は同市内の同３－２の実家で過ご

した。同３－２は、同月１４日、勤務先の病院に出勤したが、正面玄関には線量を測定する機

器を持った職員が防護服を着て立っており、放射線量を測定すると、靴が異常に高い数値を示

し、このままでは建物に入れないと言われたり、病院の裏側にある警察署と消防署で敷地に入

る際に自動車を１台ずつ高圧洗浄しているのを見たり、福島第一原発が２回目の爆発をした際

に病院の院長から「病院に残っても避難してもよい。あとは自分の判断で。」と言われたりし

たことなどから、異常な状況にあると考え、避難することを決断した。

　　一審原告３の世帯は、平成２３年３月１４日から５日間はｂｌ市内の友人宅へ避難し、同
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月１９日からは山形県内の避難所へ自動車で避難した。避難所での生活ではプライバシーがな

く、物資も十分ではなかった上、風呂はなく、洗濯もできず、食事も足りないという状況で、

同３－４が胃腸炎に感染するなどした。同３の世帯は、ｃｑ市は避難者の受入れが早く、住宅

を無償で提供してもらえるという話を聞いたため、同市への避難を決断し、同月２４日にｂａ

市の自宅に戻り、子らの学用品や着替えを自動車に積み込んだが、ガソリンがなかったため、

３日間は自宅に留まり、同月２６日、自動車でｃｑ市に向けて出発し、同月２７日に到着し

た。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告３－１は、平成２３年５月頃、仕事のために一人で福島県に戻ったが、仕事の目

途がついた同年７月下旬にはｃｑ市で家族と同居するようになり、愛知県内で就職した。同３

－２は、ｃｑ市に避難後、福島県で勤務していた派遣会社のｃｑ支店に就職したが、同年９月

には仕事を辞めた。同３－３及び同３－４は、避難先で学校に通うようになったが、同級生か

ら心ない言葉を言われるなどした。

　　一審原告３の世帯は、避難前は一戸建てで生活していたため、団地での生活は初めてで戸

惑うことが多く、避難後は食品の産地を確認し、北関東産の物は買わないようにしていた。ま

た、同３の世帯は、ｂａ市には年に２回程度は一時帰宅していたが、自宅は住むことができな

い状態になっていた。

　　その後、一審原告３－４が福島県内の高校への進学を希望したため、平成２７年８月に同

３－１が、平成２８年３月に同３－２から同３－４までがｂａ市に戻った。しかし、元の自宅

はそのままでは住むことができない状態であったため、新たに家を建てた。建替えに当たって

は、土壌の放射能による汚染が心配であったため、８０ｃｍの土盛りをしたが、建替えをして

いた約１年間は仮設住宅での生活を強いられた。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故前の一審原告３の世帯の住所地はｂａ市で、同市ｃｄ区は旧緊急時避難準備区域

であり、同市の環境放射能等の状況は、前記第３章、第４、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３の世帯は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域であるｂａ市ｃｄ区に居住し

ていたところ、本件事故直後は本件事故に関する情報が不足し、勤務先の病院の院長から自己

判断で避難するかどうか決めるよう言われたことなどからｃｑ市に避難したものであり、同３

の世帯が避難を行ったこと（平成２３年５月頃に福島県に戻った同３－１が同年７月下旬にｃ

ｑ市に再避難したことを含む。）は本件事故によるものと認められる。

　　他方、上記１（４）のとおり、ｂａ市ｃｄ区における緊急時避難準備区域が平成２３年９

月３０日に解除されたことや、同区の環境放射能の状況、社会経済活動の復旧状況等に照らせ

ば、遅くとも平成２４年８月３１日までには、一審原告３の世帯が同区に帰還することについ

て支障はなくなっていたとみるべきである。

　　したがって、一審原告３の世帯の避難及び避難生活は、平成２４年８月３１日までの部分

の限度で、本件事故との相当因果関係が認められるというべきである。

　　（２）　一審原告３－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告１－１らは、同３－１が交通費２２０万９０００円の損害を被ったと主張し、同

３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１１万３０００円（乙Ｃ３の３）に

ついては本件事故と相当因果関係ある交通費損害と認める余地はあるが（弁論の全趣旨）、同
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１－１らは、同３－１がこの額を超えて交通費の支出をしたことを示す領収証等を提出してい

ない。

　　したがって、１１万３０００円の限度で本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と

認める。

　　〈２〉　引越し費用

　　一審原告３－１は、平成２８年にｃｑ市からｂａ市に引っ越す際に引越費用等２５万９２

００円を支出したと認められ（甲Ｃ３の２の１・２）、本件事故と相当因果関係ある避難をし

た以上、避難先からの帰還費用は遅かれ早かれ必要となるものであるから、この２５万９２０

０円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　〈３〉　一時立入り・帰省費用

　　まず、一審原告３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分の

帰省費用６３万６０００円（乙Ｃ３の３）については、本件事故と相当因果関係を有する損害

と認められる（弁論の全趣旨）。また、証拠（甲Ｃ３の３の３）によれば、一審原告３－２

は、平成２４年３月２７日から同年４月２日にかけて帰省し、その際に７万９５００円を要し

たことが認められる（なお、帰省したのは一審原告３－２であるが、その費用を支出したのは

同３－１と認められる。）。

　　しかし、前記のとおり、一審原告３の世帯のした避難について本件事故と相当因果関係の

認められる期間は平成２４年８月３１日までというべきであるから、同年９月以降の帰省費用

については本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　したがって、合計７１万５５００円を本件事故と相当因果関係を有する一時立入り・帰省

費用の損害と認める。

　　〈４〉　合計　１０８万７７００円

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同３－１が家財道具購入費として３１０万２９４３円を要し、これ

が本件事故による損害であると主張する。

　　まず、同３－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１７２万３１３８円（乙

Ｃ３の３）については、本件事故と相当因果関係ある損害と認めることができる（弁論の全趣

旨）。

　　それ以外のうち、寝具、折畳みテーブル、電子ピアノ、自転車、家財道具、ミシン・灯油

缶については、ｂａ市の自宅から持ってくるよりも購入した方が安いということもあり得るか

ら、その購入代金は本件事故と相当因果関係を有する損害と認められる。一方で、一審原告３

－１の職業訓練のためのスーツはｂａ市の自宅から持ち出しが可能であり、掃除機についても

壊れたために購入したものであり、冷風除湿器についてもその必要性についての主張立証がな

いから、いずれの購入費用も本件事故と相当因果関係を有するものとはいえず、平成２４年１

１月に購入したスタッドレスタイヤについても、この頃にはｂａ市に帰還することが可能で

あったから、この購入費用は本件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。また、後記

のとおり、同３－１は自宅を建て替える必要性はなく、単身でｂａ市に転居し二重生活をする

必要性もなかったのであるから、ローテーブル、キッチン用品、タオル等、毛布等の購入代金

は本件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。

　　したがって、寝具（甲Ｃ３の４の３・４）、折畳みテーブル（甲Ｃ３の４の６）、電子ピ

アノ（甲Ｃ３の４の７）、自転車（甲Ｃ３の４の８）、家財道具（甲Ｃ３の４の９）及びミシ

ン・灯油缶（甲Ｃ３の４の１０）の購入費用合計３５万８９０３円を本件事故と相当因果関係

を有する損害と認める。

　　以上のとおり、前記１７２万３１３８円と３５万８９０３円の合計２０８万２０４１円を
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本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認める。

　　〈２〉　光熱費

　　一審原告１－１らは、同３－１は、ｂａ市の家屋を建て替えることを計画し、金融機関か

ら融資を受けるに当たって、ｂａ市周辺で勤務することが条件となっていたため、平成２７年

夏頃から同３－１のみが同市の仮設住宅で生活していたことにより余分に生じた費用として６

万６０９５円の損害が発生したと主張する。しかしながら、後記のとおり自宅を建て替える必

要はなかったのであり、上記費用は本件事故と相当因果関係を有するものとはいえず、上記主

張は採用できない。

　　〈３〉　その他（駐車場代）

　　一審原告３－１の本件事故との相当因果関係が認められる避難生活期間中である平成２３

年１２月から平成２４年８月までの駐車場代３万５１００円（＝３９００円×９か月。甲Ｃ３

の６の１）の限度で、本件事故と相当因果関係を有する駐車場代の損害と認める。

　　〈４〉　合計　２１１万７１４１円

　　（ウ）　就労不能損害

　　一審原告３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した６６９万０７５０円

（乙Ｃ３の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　慰謝料

　　一審原告３－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の避難の状況、同３－１が平成２３年５月に仕事のために

いったん福島県に戻ったものの同年７月には家族がいるｃｑ市に再度避難していることその他

前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　（オ）　合計　１１６９万５５９１円

　　イ　財物損害（自宅建替え費用）

　　一審原告３－１は、ｂａ市の自宅の建替え費用を請求するが、元の自宅が健康に影響を及

ぼすほど放射性物質により汚染されていたと認めるに足りる証拠はなく、また、同３の世帯の

避難の継続の本件事故との相当因果関係が認められるのは前記のとおり平成２４年８月３１日

までであるから、自宅の管理が不十分で居住不能となるほど長期間にわたって自宅を空ける必

要はなかったといえる。したがって、自宅を建て替える必要はなく、自宅の建替え費用は本件

事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　（３）　一審原告３－２の損害

　　一審原告３－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の避難の状況その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、

これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告３－３の損害

　　一審原告３－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の避難の状況、通学先での人間関係その他前記認定の一切

の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告３－４の損害

　　一審原告３－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の避難の状況、通学先での人間関係その他前記認定の一切

の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３－１について　１１６３万５８８８円

　　イ　一審原告３－２について　２７６万６２３３円
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　　ウ　一審原告３－３について　２９６万７０００円

　　エ　一審原告３－４について　２９６万７０００円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３の世帯について、ＡＤＲ以外により、以下のと

おり賠償したことが認められる（乙Ｃ３の３）。

　　ア　一審原告３－１に対し　避難費用、その他（財物損害以外）、一時立入り費用、就労

不能損害、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費用、実費、通院交通費等の生活費の増加

分　１１６３万５８８８円

　　イ　一審原告３－２に対し　避難費用、その他（財物損害以外）、一時立入り費用、精神

的損害（避難生活）、実費、通院交通費等の生活費の増加分

　　２７６万６２３３円

　　ウ　一審原告３－３に対し　避難費用、精神的損害（避難生活）、自主避難等に係る損

害、実費、通院交通費等の生活費の増加分、精神的損害（学童）

　　２９６万７０００円

　　エ　一審原告３－４に対し　避難費用、精神的損害（避難生活）、自主避難等に係る損

害、実費、通院交通費等の生活費の増加分、精神的損害（学童）

　　２９６万７０００円

　　オ　合計　２０３３万６１２１円

　　（３）　一審原告３の世帯に対する弁済額

　　ア　一審原告３－１

　　ＡＤＲ以外による賠償　１１６３万５８８８円

　　これは、前記（２）アのとおり財物損害以外の損害に対する賠償であり、一審被告東京電

力の一審原告３－１に対する弁済の抗弁は、財物損害以外の損害に対する弁済をいうものとし

て全部認められる。

　　イ　一審原告３－２に対し

　　ＡＤＲ以外による賠償　２７６万６２３３円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３－２に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　ウ　一審原告３－３に対し

　　ＡＤＲ以外による賠償　２９６万７０００円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３－３に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　エ　一審原告３－４に対し

　　ＡＤＲ以外による賠償　２９６万７０００円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３－４に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　１１６９万５５９１円

　　（イ）　弁済額　１１６３万５８８８円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　５万９７０３円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　０円

　　（イ）　弁済額　０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　５万９７０３円
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　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　６万９７０３円

　　（２）　一審原告３－２

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　２７６万６２３３円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（３）　一審原告３－３

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　２９６万７０００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（４）　一審原告３－４

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　２９６万７０００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第４　一審原告４

　１　認定事実（甲Ｃ４の１、一審原告４本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告４は、本件事故当時、夫（当時。以下、第４において「元夫」という。）ととも

に福島県ｃｂ郡ｂｂ町所在の自宅（福島第一原発からの距離４５．４４ｋｍ（乙Ｃ４の１））

に居住していた。同４には娘がいたが、本件事故当時は東京の大学に通っていた。

　　一審原告４は中国（以下略）の出身で、平成１５年３月に元夫と結婚し、同年１０月に来

日した。本件事故当時は中国籍であった。同４は、来日後、ｂｂ町に中古住宅を購入し、本件

事故まで同住宅で元夫と共に生活していた。また、同４は、本件事故当時、ｂｂ町にある制服

の製造会社に正社員として勤務していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告４は、平成２３年３月１５日、中国人の友人から本件事故のことや中国に避難す

るためのバスや飛行機が用意されることを聞き、元夫と避難について話し合った結果、同４が

一人で避難することにした。同４は、同日午後３時頃、ｂｌ駅から新潟県に向かうバスに乗

り、同日午後１０時頃、同県に着き、その日は体育館のような場所で宿泊し、同月１６日夜、

ｆｄ行きの飛行機に乗り、中国に避難した。同４は、同月１７日にｆｄに到着した後、ｆｅま

で移動して実家に戻り、そこで約３か月間、日本での働き口を探しながら過ごし、その間、日

本にいる家族とは週に１回程度連絡を取っていたが、元夫の姉からは福島に戻って来ない方が

いいと言われた。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告４は、平成２３年５月頃、愛知県にある自動車会社の関連会社で働けることにな

り、同年６月４日に再来日して就職し、会社の寮に住むことになったが、騒音がひどかったた

め、同年７月に同県ｄｎ市の県営住宅に転居した。同４は、平成２５年１２月には上記会社と

の契約期間が終了したが、同県ｆｆ市の病院で働けることとなったので、平成２６年３月、ｄ

ｎ市からｆｆ市に引っ越した。同４は、元夫とは本件事故以来ずっと別居状態だったが、元夫

が病気になって老人ホームに入ることとなり、平成２６年４月、元夫と離婚した。その後、同

４は、友人の紹介で現在の夫と出会い、同年１１月、現在の夫と結婚してｄｃ市に引っ越し
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た。同４は、平成２８年１月から同年３月まで、介護士の資格を得るための学校に通い、同月

末に介護士の資格を取得し、現在は有料老人ホームで働いている。

　　なお、元夫は、平成２３年６月頃、同人の姉が居住する神奈川県に避難し、平成２６年頃

に死亡した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告４の本件事故当時の住所地はｂｂ町で、同町は自主的避難等対象区域であり、同

町の環境放射能の状況等は前記第３章、第１、４のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告４は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｂ町に居住していたとこ

ろ、本件事故の４日後に、母国への避難手段が用意されたという話を聞いて新潟県を経由して

中国に避難したものであり、同４が避難を行ったことは本件事故によるものと認められ、同４

の避難は本件地震によるものとの一審被告東京電力の主張は採用できない。また、一審原告４

の元夫や娘はいずれも日本にいたことから、同４は中国へ避難してから約２か月後に再来日し

ているところ、その際、自宅のあるｂｂ町ではなく愛知県内に居住しているが、これは、元夫

の姉に福島県には戻らない方がいいと言われたことや上記避難によりｂｂ町での職を失ってい

たことからやむなく愛知県内に居住していたということができ、再来日して愛知県に居住した

ことも本件事故によるものということができる。

　　しかし、ｂｂ町の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期

は別として、遅くとも平成２３年１２月３１日までには、本件事故の影響に対する不安や就職

先の問題を解消して、同町の自宅に帰還することに支障はなかったというべきである。

　　したがって、一審原告４が、平成２３年３月１５日以降行った新潟県、中国、愛知県での

避難及び避難生活のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは、同年１２月３１日まで

の部分に限られるというべきである。

　　（２）　避難費用

　　ア　交通費

　　一審原告４は、平成２３年３月１６日、ｄｍ空港からｆｇ空港に飛行機で移動し、同月１

７日、同空港からｆｈ空港に飛行機で移動し、同空港からｆｉ市まで鉄道で移動し、その後タ

クシーで実家まで移動したことが認められる（弁論の全趣旨）。そして、同１－１らは、同４

が交通費を支出したことを示す領収証等の証拠を提出していないものの、上記移動の事実によ

れば、交通費を要したことは明らかであり、その額は、ｄｍ空港からｆｇ空港までの航空費に

ついては３万円、同空港からｆｈ空港までの航空費については１万円、同空港からｆｉ駅まで

の鉄道代は４７５円、同駅から実家までのタクシー代は６００円と認められ（甲Ｃ４の３から

５まで）、その合計額４万１０７５円を支出したと認めることができる。

　　また、一審原告４の再入国の際に要した交通費は、実家からｆｉ駅までのタクシー代金が

６００円、同駅からｆｈ空港までの電車代が４７５円、同空港からｆｊ空港までの航空費が３

万５０００円、同空港からｄｎ市への電車代が１２９０円であると認められ（甲Ｃ４の６・

７）、その合計額３万７３６５円を支出したと認めることができる。

　　したがって、以上の合計の７万８４４０円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損

害と認める。

　　イ　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同４の引越し費用１４万５０００円が損害であると主張する。

　　しかし、前記のとおり、一審原告４の本件事故との相当因果関係が認められる避難は平成

２３年１２月３１日までの部分に限られるから、本件事故と相当因果関係の認められる引越し

費用は同年７月の引越しに関するもののみであり、平成２６年３月のｄｎ市からｆｆ市への引
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越しに関するものは本件事故と相当因果関係が認められない。また、平成２３年７月の引越し

について、同４は本人尋問（原審）において、隣人がうるさかったことを理由に引越しをした

旨供述していることからすれば、この引越しについても本件事故と相当因果関係があるとは認

められない。

　　したがって、上記の引越し費用の損害の主張は採用できない。

　　ウ　一時立入り・帰省費用

　　一審原告４は、平成２３年８月頃、２度にわたってｂｂ町の自宅に家財道具を取りに戻っ

たと認められるところ（弁論の全趣旨）、この同町への移動に要した交通費は７万７５２０円

と認められる（甲Ｃ４の８・９）。

　　したがって、７万７５２０円を本件事故と相当因果関係を有する帰省費用の損害と認め

る。

　　エ　合計　１５万５９６０円

　　（３）　生活費増加費用

　　ア　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同４が家財道具購入費として１７万２０００円を要したと主張す

る。そして、同１－１らは、同４が実際にこれらの支出をしたことを示す証拠を提出していな

いものの、同４が避難後、再来日して愛知県に居住したこと、ｂｂ町の自宅にはしばらくは元

夫が居住し、同人が生活を継続する可能性があったことは認められるのであるから、これらの

事実によれば、再来日後の避難先である愛知県において家財道具の購入を余儀なくされ、その

購入費用は５万円を下らなかったことを推認することができる。

　　したがって、５万円を本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認める。

　　イ　家賃増加分

　　前記のとおり、一審原告４の避難に本件事故との相当因果関係が認められるのは平成２３

年１２月３１日までの部分であるから、家賃増加分として本件事故と相当因果関係を有するの

は県営住宅に転居した平成２３年７月から同年１２月までの家賃に限られる。

　　したがって、７万２０００円（＝１万２０００円（弁論の全趣旨）／月×６か月）を本件

事故と相当因果関係を有する家賃増加分の損害と認める。

　　ウ　合計　１２万２０００円

　　（４）　就労不能損害

　　一審原告４の本件事故前６か月間の平均月収は１５万９０３１円（甲Ｃ４の１０）であっ

たところ、同４は本件事故による避難により平成２３年３月１６日から同年６月４日までの８

１日間就労することができなかった。

　　したがって、この間に得られたはずの収入である４２万９３８３円（＝１５万９０３１円

÷３０日×８１日。１円未満の端数切捨て）は本件事故と相当因果関係を有する損害と認めら

れる。

　　一方で、一審原告４が愛知県の会社で勤務し始めた後については、本件事故前よりも収入

が減少したと認めるに足りる証拠はないから、就労不能損害を認めることはできない。

　　（５）　慰謝料

　　一審原告４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精神的

苦痛に対する慰謝料額は、一人母国へ避難した状況、再来日時もｂｂ市に戻らなかったことそ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを６０万円と認めるのが相当である。

　　（６）　損害合計　１３０万７３４３円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　一審原告４について　１２万円

219/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審原告１－１らは、同４が上記（１）の１２万円のうち８万円の賠償を受けたことは認

めるものの、うち４万円の賠償を受けたことを否認する。しかし、証拠（乙Ｃ４の６）によれ

ば、一審被告東京電力は、一審原告４に対し、精神的損害等に対する賠償として８万円、追加

的費用等に対する賠償として４万円の賠償を行ったことが認められる。

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　損害額　１３０万７３４３円

　　（２）　弁済額　１２万円

　　（３）　弁済額控除後の損害額　１１８万７３４３円

　　（４）　弁護士費用　１２万円

　　（５）　認容額　１３０万７３４３円

第５　一審原告５の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ５の１、一審原告５－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告５－１（本件事故当時３９歳）、その妻である同５－２（本件事故当時３８

歳）、同５－１及び同５－２の長男である同５－３（本件事故当時５歳）、長女である同５－

４（本件事故当時２歳）は、本件事故当時、ｂｌ市内の自宅（福島第一原発からの距離６１．

６７ｋｍ（乙Ｃ５の２））に居住していた。

　　一審原告５－２は福島県出身で、同５－２の両親は一同５の世帯の近くに住んでいた。ま

た、同５－１及び同５－２は、本件事故当時、いずれも福島県の小学校教諭として勤務し、同

５－３は幼稚園の年中児であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告５－１及び同５－２は、平成２３年３月１２日、本件事故によりｂｌ市内の自宅

にも放射性物質が飛散することは間違いないと考え、同５の世帯全員で福島第一原発から離

れ、余震にも耐えられる安全な場所に避難しようと、同５－２の両親と共に福島県ｄｏ市の施

設に１泊した。同５の世帯は、同月１３日、ｂｌ市の自宅に一旦戻ったが、大きな余震が続い

たため、ｄｏ市に戻り、同市内のホテルに宿泊した。同５の世帯は、同月１４日、愛知県から

駆け付けた同５－１の母を新潟県まで迎えに行き、その後、ｂｌ市の自宅に戻った。同５－１

及び同５－２は、同月１５日、同５－１の母に同５－３及び同５－４の面倒を見てもらうこと

とし、それぞれの勤務先に午前中から出勤した。同５－１は、出勤後、福島第一原発の４号機

建屋が爆発したことをニュースで知り、風向きから考えるとｂｌ市に放射性物質が大量に飛散

し、同５－３及び同５－４が被ばくするのではないかと考え、同５－１の両親が暮らす愛知県

ｄｐ郡ｄｑ町に避難させることを決めた。同５－１及び同５－２は、同５－３及び同５－４を

同５－１の父に預けることにし、同５－１の父が迎えに来た新潟県まで同５－３及び同５－４

を送り届けた。同５－１の父は、同月１６日、自動車で新潟県から愛知県まで同５－３及び同

５－４を連れて行き、同日より、同５－１及び同５－２はｂｌ市の自宅で、同５－３及び同５

－４は愛知県の同５－１の実家で生活することとなった。同５－１及び同５－２は、同月１６

日から同月２０日までは、ｄｏ市の施設に避難したが、小学校での仕事もあったため、同月２

０日、ｂｌ市の自宅に戻り、放射能汚染の恐怖に怯えながら生活していた。また、同５－１及

び同５－２は、二人合わせて月に６回程度は愛知県に住む同５－３及び同５－４のところに行

くという生活を送った。

　　一審原告５－１及び同５－２は、平成２３年の後半には二重生活を続けることに限界を感

じ始め、愛知県に転居することを決めた。同５－１及び同５－２は、同年１２月頃、同５－１

の実家の町内に家族４人が住むのに適した賃貸物件を見つけ、同月２３日、この物件を借りる
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契約をした。もっとも、同５－１及び同５－２は、平成２４年３月末まではｂｌ市での教員の

仕事を辞めることができなかったため、同月末までは、同５－１の両親に上記物件で同５－３

及び同５－４の面倒を見てもらった。そして、同５－１及び同５－２は、同年４月に愛知県に

引っ越し、家族４人での生活を再開した。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告５－１は、避難後、常勤の小学校教諭の職に就くことができたが、同５－２は、

平成２４年度は仕事に就けず、平成２５年４月から、小学校の非常勤講師として働いている。

同５－３は、避難後は、地元の保育園、小学校、中学校等に通い、同５－４も地元の保育園、

小学校等に通った。また、同５の世帯は、平成２４、２５年頃、同５－１の実家をリフォーム

し、現在は、同実家に同５－１の両親と共に暮らしている。

　　一審原告５－１らは、平成２８年ないし平成２９年頃、ｂｌ市の自宅を売却し、現在は、

福島県内に同５の世帯の自宅はない。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故前の一審原告５の世帯の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域であ

り、同市における環境放射能等の状況は、前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　前記１の認定事実のとおり、一審原告５の世帯は、平成２３年３月１２日、本件事故によ

る放射性物質の飛散をおそれ、全員でｄｏ市に避難し、同月１４日、ｂｌ市の自宅に戻った

が、同月１５日、福島第一原発で爆発があったことから、同５－３及び同５－４の被ばくを心

配し、同５－３及び同５－４を新潟県経由でｄｑ町に避難させ、同月１６日以降、同５－１及

び同５－２はｄｏ市を経てｂｌ市の自宅で、同５－３及び同５－４はｄｑ町での生活となり、

以後、同５－１及び同５－２がｂｌ市からｄｑ町へ往来していたものの、二重生活が困難とな

り、平成２４年４月に愛知県へ転居したものである。

　　これによれば、一審原告５の世帯の平成２３年３月１２日の避難並びに同月１５日の再避

難及びそれ以降の同５－３及び同５－４の避難生活は、本件事故によるものというべきであ

る。

　　そして、一審原告５の世帯のうち同５－３及び同５－４が本件事故当時、一般的に放射能

の影響を受けやすいとされる子どもであったこと、同５－３及び同５－４と両親である同５－

１及び同５－２の二重生活が約１年に及び同５－１及び同５－２も愛知県に転居して同５の世

帯全員での同居を回復する必要があったことを考慮すると、同５－１及び同５－２の上記の二

重生活並びに愛知県への転居及び同県での生活も、本件事故によるものというべきである。

　　しかし、ｂｌ市の環境放射能等の状況が前記１（４）のとおりであったことからすれば、

上記の事情を考慮しても、遅くとも平成２４年８月３１日までには一審原告５の世帯全員でｂ

ｌ市の自宅に帰還することに支障はなかったというべきであり、同５の世帯の避難（再避難を

含む。）及び避難生活並びに二重生活のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは、平

成２４年８月３１日までの部分に限られるというべきである。

　　（２）　一審原告５－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告５の世帯の請求に対してＡＤＲにより一審被告東京電力が既に避難費用（交通

費）９万７７８０円を賠償したことが認められ（乙Ｃ５の１）、これを本件事故と相当因果関

係を有する損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告５の世帯の請求に対してＡＤＲにより一審被告東京電力が既に平成２３年分の避
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難費用（宿泊費）１０万４４２５円を賠償したことが認められ（乙Ｃ５の１）、これを本件事

故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、本件事故により同５－１に引越し費用として２７万５０００円の損

害が生じたと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて一審原告５の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既

に避難費用（引越し関連費用）として平成２３年分１２万７０００円、平成２４年分・平成２

５年分として１４万８０００円を賠償した事実が認められるところ（乙Ｃ５の１）、前記認定

のとおり、同５の世帯については、まず平成２３年３月に同５－３及び同５－４が避難し、そ

の後平成２４年４月に同５－１及び同５－２も引っ越したものであるから、上記の引越し関連

費用の平成２３年分及び平成２４年分・平成２５年分の合計２７万５０００円を本件事故と相

当因果関係のある損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、本件事故により同５－１に一時立入り・帰省費用として９万５７６

０円の損害が生じたと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて一審原告５の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既

に避難費用（一時帰宅費用）として平成２４年分・平成２５年分の９万５７６０円を賠償した

事実が認められるが（乙Ｃ５の１）、前記のとおり、同５の世帯については本件事故と相当因

果関係の認められる避難は平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、上記の８か月分

に相当する３万１９２０円の限度で本件事故と相当因果関係のある一時立入り・帰省費用の損

害と認めるべきである（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　面会交通費

　　一審原告１－１らは、本件事故により同５－１に面会交通費２０８万８９３０円の損害が

生じたと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて一審原告５の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既

に避難費用（面会交通費）として平成２３年分１５０万７８００円、平成２４年分・平成２５

年分５８万１１３０円を賠償した事実が認められる（乙Ｃ５の１）ところ、前記認定のとお

り、一審原告５－１及び同５－２は二重生活を送っていた平成２３年３月から平成２４年４月

までにかけて、月に２人合わせて６回程度は同５－３及び同５－４に面会しに行っていたので

あるから、一審被告東京電力が賠償した上記合計額２０８万８９３０円をもって本件事故と相

当因果関係のある面会交通費の損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（カ）　その他（住居費）

　　一審原告１－１らは、本件事故により同５－１に住居費として５８万０１７０円の損害が

生じたと主張する。

　　この点については、ＡＤＲにおいて一審原告５の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既

に避難費用（住居費）として平成２３年分３５万１０８０円、平成２４年分・平成２５年分２

２万８６４０円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ５の１）、その平成２３年分３５万１０８０

円及び平成２４年分・平成２５年分のうち８か月分におよそ相当する７万６２２０円の合計の

４２万７３００円の限度で本件事故と相当因果関係のある住居費の損害と認めるのが相当であ

る（弁論の全趣旨）。

　　（キ）　合計　３０２万５３５５円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１５万円（乙Ｃ５の

１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。
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　　（イ）　その他（家財道具購入費）

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した５２万円（乙Ｃ５の

１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　教育費

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した７万９０００円（乙Ｃ

５の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　その他（追加的費用等）

　　一審原告１－１らが主張する同５－１の追加的費用については、いかなる損害が発生した

かについて具体的に立証されていないため、主張を認めることはできない。

　　（オ）　合計　７４万９０００円

　　ウ　線量計購入費

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した６万４２１０円（乙Ｃ

５の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した２６万５７９５円（乙

Ｃ５の１）の限度で本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　オ　慰謝料

　　一審原告５－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含む。）

及び避難生活並びに二重生活中及び転居の精神的苦痛に対する慰謝料額は、自身及び子らの被

ばくに対する不安を持ちながら、ｄｏ市に避難したり、同５－３及び同５－４をｄｑ町に避難

させたりしたこと、約１年間、避難させた子らとの二重生活を続け、平成２４年４月、子らと

同居するため愛知県に転居したこと、そのため勤務先を変える必要があったことその他の前記

認定の一切の事情を考慮すれば、これを６０万円と認めるのが相当である。

　　カ　合計　４７０万４３６０円

　　（３）　一審原告５－２の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３０４万５０１８円

（乙Ｃ５の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　イ　慰謝料

　　一審原告５－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含む。）

及び避難生活並びに二重生活中及び転居の精神的苦痛に対する慰謝料は自身及び子らの被ばく

に対する不安を持ちながら、ｄｏ市に避難したり、同５－３及び同５－４をｄｑ町に避難させ

たりしたこと、約１年間、避難させた子らとの二重生活を続け、平成２４年４月、子らと同居

するため愛知県に転居したこと、そのため勤務先を変える必要があったことその他前記認定の

一切の事情を考慮すれば、これを６０万円と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　３６４万５０１８円

　　（４）　一審原告５－３の損害

　　ア　避難雑費

　　避難雑費についての具体的な立証がなく、本件事故と相当因果関係を有する損害が発生し

たと認めることはできない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告５－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、ｄｏ市や新潟県を経てｄｑ町に転々避難した状況、約１年間、

両親と離れて生活しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ
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れを１００万円と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　１００万円

　　（５）　一審原告５－４の損害

　　ア　避難雑費

　　避難雑費についての具体的な立証がなく、本件事故と相当因果関係を有する損害が発生し

たと認めることはできない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告５－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料は、ｄｏ市や新潟県を経てｄｑ町に転々避難した状況、約１年間、両

親と離れて生活しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を１００万円と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　１００万円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告５－１について　３５６万０６２０円

　　イ　一審原告５－２について　３１６万５０１８円

　　ウ　一審原告５－３について　１２０万円

　　エ　一審原告５－４について　１２０万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告５の世帯について、以下のとおり賠償したことが

認められる（乙Ｃ５の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告５－３に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（イ）　一審原告５－４に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（ウ）　合計　１２０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告５の世帯に対する和解金額が９１２万５６３８円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額１２０万円を控除した７９２万５６３８円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、ガイガーカウンター購入費用、避難雑費、追加的費

用等、ＡＤＲ弁護士費用　５４４万０６２０円

　　（イ）　一審原告５－２の就労不能損害　３０４万５０１８円

　　（ウ）　精神的損害等　６４万円（うち３２万円は一審原告５の世帯それぞれに各８万

円）

　　（エ）　合計（和解金額）　９１２万５６３８円

　　（オ）　既払い金　１２０万円（前記ア（ウ））

　　（カ）　合計（支払い額）　７９２万５６３８円

　　ウ　合計　９１２万５６３８円

　　（３）　一審原告５の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告５－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　４８０万０６２０円

　　ＡＤＲによる和解金額からの前記（２）イ（オ）の既払い金１２０万円の控除は、まず同

（ウ）の精神的損害６４万円から４８万円（一審原告５－１及び同５－２の精神的損害に対す
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ることが明確である１６万円を除く額。）が控除され、次いで同（ア）の一審原告５－１が支

出した同５の世帯共通の避難費用等５４４万０６２０円から７２万円が控除されたものとみる

と、その余の同（ア）の支払額は４７２万０６２０円となる。そして、一審原告１－１らは、

同５の世帯共通の避難費用等の損害を同５－１の損害として主張していることから、この４７

２万０６２０円を同５－１に対する弁済として扱うこととする。

　　また、前記（２）イ（ウ）のうち８万円は、一審原告５－１の精神的損害に対する賠償で

あることが明確である。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償による一審原告５－１に対する弁済額は、これらの合計４

８０万０６２０円となる。

　　（ウ）　合計　４８０万０６２０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告５－１に対する弁済の抗弁３５６万０６２０円

は全部認められる。

　　イ　一審原告５－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３１２万５０１８円

　　ＡＤＲによる賠償のうち前記（２）イ（イ）の３０４万５０１８円は、一審原告５－２に

対する弁済として扱うのが相当である。

　　また、前記（２）イ（ウ）のうちの８万円も、一審原告５－２に対する弁済として扱うの

が相当である。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償による一審原告５－２に対する弁済額は、これらの合計３

１２万５０１８円となる。

　　（ウ）　合計　３１２万５０１８円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告５－２に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　ウ　一審原告５－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲによる和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告５－３に係る部

分は既払い金により控除済みであり、ＡＤＲによる賠償による同５－３に対する弁済額は０円

である。

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告５－３に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　エ　一審原告５－４に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲによる和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告５－４に係る部

分は既払い金により控除済みであり、ＡＤＲによる賠償による同５－４に対する弁済額は０円

である。

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告５－４に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　４　認容額等
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　　（１）　一審原告５－１

　　ア　損害額　４７０万４３６０円

　　イ　弁済額　３５６万０６２０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１１４万３７４０円

　　エ　弁護士費用　１２万円

　　オ　認容額　１２６万３７４０円

　　（２）　一審原告５－２

　　ア　損害額　３６４万５０１８円

　　イ　弁済額　３１２万５０１８円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　５２万円

　　エ　弁護士費用　６万円

　　オ　認容額　５８万円

　　（３）　一審原告５－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

　　（４）　一審原告５－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

第６　一審原告６の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ６の１・１０・１９、一審原告６－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告６－１（本件事故当時３３歳）、その妻である同６－２（本件事故当時２７

歳）、同６－１及び同６－２の長女である同６－３（本件事故当時０歳）は、本件事故当時、

ｂｌ市所在の賃貸マンション（福島第一原発からの距離６０．７５ｋｍ（乙Ｃ６の２））に居

住していた。

　　一審原告６－１は、ｂｌ市出身で、同市内の実家には両親が住んでいる。同６－１の実家

は、同６の世帯の上記自宅から車で１０分ほどのところにあり、同６の世帯は、上記自宅と同

６－１の実家を頻繁に行き来し、同６－１の両親が子育てを手伝っていた。同６－２の実家

は、福島県ｂｋ郡ｂｄ町にあり、同６－２の父、妹２人、弟及び祖母がｂｄ町に住んでおり、

同６－２は実家で作った米や野菜を送ってもらっていた。同６－２は、高校卒業までの間及び

就職後半年間はｂｄ町に住んでおり、結婚後も二、三か月に１回、同６－３を連れて２週間程

度ｂｄ町の実家に帰っていた。

　　一審原告６－１は薬剤師であり、本件事故前はｂｌ市内にある調剤薬局で店長として働い

ており、１か月に１回ほど、福島薬剤師会からの派遣でｂｌ市保健福祉センターのｈｏ診療所

でアルバイトをしていた。同６－２も薬剤師であり、平成２２年３月まで同６－１と同じ会社

で勤務していたが、出産のため退職し、本件事故当時は専業主婦であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告６－１及び同６－２は、平成２３年３月１２日の福島第一原発での爆発と官房長
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官の会見を見て危ないのではないかと思い、同月１３日夜、同６－１はその父に対し、同６－

２及び同６－３だけでも避難させようと思うと話したが、同６－１の父は、政府が大丈夫と

言っているから大丈夫であるとして、すぐに避難はしなかった。しかし、同６－１及び同６－

２は、同月１５日、同６－１の父が子どもは避難させた方がいいと勤務先で聞いたとの連絡を

受け、これをきっかけに避難することを決断した。

　　一審原告６の世帯は、平成２３年３月１５日午後２時頃、ｂｌ市を自動車で出発し、同日

午後１１時頃、ｂｏ市内の同６－１の叔母の友人宅に避難し、同月１６日、電車で埼玉県ｆｋ

市の同６－１の友人宅に避難し、同月１７日、電車でｅｂ市内の同６－１のいとこの家に避難

した。同６－１は、同月２０日、会社に出勤するため、電車と新幹線を乗り継いでｆｌ駅まで

行き、ｆｌ駅に親族に自動車で迎えに来てもらって、ｂｌ市の実家に戻った。同６－２及び同

６－３は、同年４月２日まで上記のいとこの家に滞在した後、新幹線でｃｑ市に住む同６－１

の妹の家に避難した。

　　一審原告６－１は、平成２３年３月２１日からｂｌ市の職場に復帰したが、家族と一緒に

避難するため、勤務先に異動を申し出たところ、同年５月に群馬県ｄｔ市に異動になり、同６

－２及び同６－３も同月４日頃に同市に引っ越し、同市内で同６の世帯３人で暮らし始めた。

もっとも、同６－１及び同６－２は、同市に引っ越した後も、同６－３への放射線の影響を心

配し、同６－３を屋外で遊ばせない、食べ物を通信販売で購入する、スーパーマーケットは使

用しないようにするなどしていた。同６－２は、同６－１の母が参加した放射線被ばくの講演

会の内容を聞いて、毎日リビングダイニングを雑巾がけするなどしていた。同６の世帯は、同

市でも被ばくの不安を感じながらストレスの大きい生活を続け、同６－３の成長にもよくない

と感じていた。そこで、同６－１及び同６－２は、放射線の影響を心配しなくてもよく、同６

－３を自由に遊ばせることができるところへ避難することを検討し、同６－１は、妹が住んで

いるｃｑ市で仕事を探すこととした。

　　一審原告６－１は、平成２３年１２月２５日及び平成２４年１月１４日、新幹線でｃｑ市

に行き、引越し先の選定及び就職活動をした。具体的には、ｄｔ市からバス、電車、新幹線を

乗り継いでｃｑ駅まで行き、帰りは、新幹線、電車を乗り継いでｄｔ市まで戻った。同６－１

は、ｃｑ市内の薬局に転職することが決まり、当該会社が借り上げた賃貸マンションを社宅と

して借りることにし、平成２４年３月２０日（同月４日から同月２０日までは有給休暇扱い）

で従前勤務していた薬局を退職し、同月２１日からはｃｑ市内の薬局で勤務することになっ

た。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告６の世帯がｃｑ市に転居した後、同６－１の妹家族は転勤のため引っ越してしま

い、同６の世帯は同市に知り合いがいなくなった。同６の世帯は、ｃｑ市に来た当初は、同６

－１の勤務先の借上げ社宅である賃貸マンションに住んでいたが、家賃負担が増加したことや

今後福島県に戻って生活することはないと考えたことなどから、平成２５年３月に住宅ローン

を組んで土地を購入して家を建て、同年９月に転居した。また、平成２６年（以下略）には同

６－１及び同６－２の間に二女が生まれた。

　　一審原告６－１は、ｃｑ市内の上記薬局を平成２８年１０月に退職し、同月から別の薬局

に就職して勤務しており、同６－２は、平成２９年１０月からパートタイム勤務をしている。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告６の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域であ

り、その環境放射能等の状況は前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　前記１の認定事実のとおり、一審原告６の世帯は、平成２３年３月１２日の福島第一原発
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の爆発等を見て危険を感じ、乳児である同６－３もいたことから避難を決め、同月１５日、ｂ

ｏ市内へ、同月１６日、ｆｋ市内へ、同月１７日、ｅｂ市内へ転々とし、同６－１は、同月２

０日、ｂｌ市の実家に戻ったが、同６－２及び同６－３はｅｂ市内での避難生活を続けた後、

同年４月２日、ｃｑ市内に避難し、同６－１の異動を機に、同年５月からｄｔ市内で同６の世

帯全員で生活し、同市での生活でも被ばくの不安を感じたことから、平成２４年３月、ｃｑ市

内に転居することにしたものである。

　　これによれば、一審原告６の世帯の平成２３年３月１５日の避難及びそれ以降の避難生活

は本件事故によるものというべきであり、同６－３が本件事故当時０歳の乳児であったことか

らすると、同６－１が一時ｂｌ市に戻ったにせよ、同６の世帯全員の同居を模索して、平成２

３年５月にｄｔ市に転居し、その後、平成２４年３月にｃｑ市に転居したことも、本件事故に

よるものであったといえる。

　　そして、一審原告６の世帯には、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる乳児である

同６－３がいたことを考えると、同６の世帯が平成２４年３月以降、ｃｑ市で避難生活を送っ

たことも本件事故後の対応としてやむを得なかったといえるが、ｂｌ市の環境放射能等の状況

が前記１（４）のとおりであったことからすれば、同６の世帯の上記の事情を考慮しても、遅

くとも同年８月３１日までには同６の世帯全員でｂｌ市の自宅に帰還することに支障はなかっ

たというべきであり、同６の世帯の避難及び避難生活のうち本件事故との相当因果関係が認め

られるのは、同日までの部分に限られるというのが相当である。

　　（２）　一審原告６－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　上記（１）のとおりであるから、一審原告６の世帯について平成２４年８月３１日までに

避難のために要した交通費については、本件事故と因果関係を有する一審原告６－１の損害と

認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、同６－１が実際に支払った交通費についての領収証等を提出してい

ないが、前記認定事実のとおり、電車や自動車を利用して避難している以上、相応の交通費が

発生していることは推認できるから、平成２３年３月１５日にｂｌ市からｂｏ市に自動車で避

難した際の交通費は５０００円、同月１６日にｂｏ市からｆｋ市に電車で避難した際の交通費

３０００円（＝１５００円×２人分）、同月１７日にｆｋ市からｅｂ市に電車で避難した際の

交通費２０００円（＝１０００円×２人分）、同月２０日に同６－１がｅｂ市からｂｌ市に電

車で戻った際の交通費５５００円、同年４月２日に同６－２及び同６－３がｅｂ市からｃｑ市

に避難した際の交通費１万円（＝１万円×１人分）、同年５月４日に同６－２及び同６－３が

ｄｔ市に引っ越した際の交通費１万５０００円（＝１万５０００円×１人分）を本件事故と因

果関係を有する損害と認めるのが相当である。また、平成２４年３月１２日に同６の世帯がｄ

ｔ市からｃｑ市に引っ越した際の交通費については、同６の世帯の請求に対して一審被告東京

電力が既に賠償したと認められる１万５２００円（甲Ｃ６の３）の限度で本件事故と相当因果

関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　したがって、以上の合計である５万５７００円を本件事故と相当因果関係を有する一審原

告６－１の交通費の損害と認める。

　　なお、一審原告６－１は、同６－３が電車で避難した際の交通費も請求するが、避難した

当時、同６－３は０歳であり、交通費はかからなかったと考えられるから、損害が発生したと

認めることはできない。また、同６－１は、一審被告東京電力の作成した賠償基準（甲Ｃ６の

２）に基づいて、交通費を算定しているが、上記基準は実際に発生する交通費よりも高めに設

定されているものと認められ、上記基準に基づいて交通費を算定するのは相当でない。

　　（イ）　宿泊費・謝礼
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　　一審原告６－１は、平成２３年３月１７日から同年４月２日まで避難のため滞在したｅｂ

市の親戚に３万円、同６－２及び同６－３が同年４月２日から同年５月４日まで避難のため滞

在した同６－１の妹に３万円をそれぞれ謝礼として支払ったことが認められる（甲Ｃ６の１

０）。もっとも、これらの謝礼は支払を余儀なくされたものではなく、親族の情誼に対して同

６－１の判断で任意に支払ったものといえるから、本件事故と相当因果関係を有する損害とい

うことはできない。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告６の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１２万８５００円（甲

Ｃ６の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　敷金・礼金

　　一審原告１－１らは、同６－１が敷金・礼金として９万４９４３円を要したとしてこれが

損害であると主張する。しかし、同６－１が敷金・礼金を支出したことを認めるに足りる証拠

はないから、上記主張は認められない。

　　（オ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らが本件事故による同６－１の損害と主張する一時立入り費用・帰省費用

４０万３６２０円については、ＡＤＲにおいて同６の世帯の請求に対し一審被告東京電力が平

成２４年１月から同年８月３１日まで分の避難費用（帰省等費用）として１５万３６００円を

既に賠償していることが認められ（甲Ｃ６の３）、平成２３年３月１２日から平成２４年８月

３１日までの間に同６－１がこれを超える額の一時立入り・帰省費用を支出したと認めるに足

りる証拠はないから、１５万３６００円を本件事故と相当因果関係のある一時立入り・帰省費

用の損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（カ）　その他（避難のための住居選定・就職活動のための交通費）

　　一審原告１－１らは、同６－１の交通費の領収証等を提出しないが、前記のとおり、電車

や自動車を利用して避難している以上、相応の費用が発生した事実は推認することができ、同

６－１が平成２３年４月に住居選定のためにｄｔ市に電車で行った際に要した交通費１万６０

００円（＝８０００円×２回（往復））、同年１２月及び平成２４年１月に住居選定及び就職

活動のためにｃｑ市に行った際に要した費用５万２０００円（＝１万３０００円×２回（往

復）×２回＝５万２０００円）を本件事故と因果関係を有する損害と認めるのが相当である。

　　したがって、これらの合計６万８０００円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損

害と認める。

　　（キ）　合計　４０万５８００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告６の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３０万円（甲Ｃ６の

３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　食費

　　一審原告１－１らは、同６の世帯は本件事故前は同６－２の実家から米や野菜を送っても

らっていたが、避難により食費が月額２万円（米約７０００円、野菜約１万３０００円）増加

した旨主張する。

　　しかし、本件事故前に一審原告６－２の実家から米等をもらっていた事実は前記のとおり

認められるものの、これがなくなったことによる食費増加について具体的な立証がされている

とはいえないから、同１－１らの上記主張は認められない。

　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告１－１らが本件事故による同６－１の損害と主張する家賃増加分１００万４００

０円については、ＡＤＲにおいて同６の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に避難費用
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（住居費）として平成２４年１月及び２月分２万２２００円、同年３月から８月まで分２８万

２０００円、同年４月に要したｄｔのマンションの退去費用として９万４９４３円の合計３９

万９１４３円を賠償した事実が認められ（甲Ｃ６の３）、本件事故と相当因果関係ある避難生

活中にこれを超える額の家賃増加が発生したと認めるに足りる証拠はないから、本件事故と相

当因果関係のある家賃増加分の損害の額をこの額と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　その他

　　一審原告１－１らは、同６－３が本件事故当時生後８か月であったこと、同６－２が平成

２５年４月に妊娠したことから、同６－１は通常以上に避難の生活費を要した旨主張するが、

平成２４年８月以前の生活費について同６－３がいたために本件事故がなかった場合と比較し

て増加したことについて具体的な立証はなく、また、同年９月以降のｃｑ市における生活につ

いては本件事故との相当因果関係が認められないから、同１－１らの上記主張を認めることは

できない。

　　（オ）　合計　６９万９１４３円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告６－１は、本件事故による避難により平成２３年３月１４日から４日間にわたっ

て会社を欠勤したこと、同６－１の給料は、同年２月分は３７万１４２５円であったのに対し

て同年３月分は２７万５５３２円であったこと（甲Ｃ６の６）、同６－１の勤務先では、賞与

として、８月に給与の２か月分、１２月に給与の２．５か月分が支給されており、同年８月の

賞与は３６万２５７２円、同年１２月の賞与は５８万９６５２円であったことが認められる

（甲Ｃ６の７、８、弁論の全趣旨）。そして、同６－１が同年３月に欠勤したのは本件事故に

よる避難が原因であるから、同月分の給与の減額分９万５８９３円（＝３７万１４２５円－２

７万５５３２円）及び同年８月の賞与の減額分１０万９１４９円（＝５８万９６５２円÷２．

５か月×２か月－３６万２５７２円）は本件事故がなければ同６－１が得られていたであろう

利益といえ、２０万５０４２円が本件事故と相当因果関係を有する就労不能損害と認められ

る。

　　一方で、一審原告１－１らは、同６－１は平成２３年５月にｄｔ市に避難するまでは夜間

救急のアルバイトをしており、月額１万２５００円の収入を得ていたが、同市に避難したこと

によりアルバイトができなくなり、その分の収入が得られなくなった旨主張する。しかし、上

記業務はアルバイトであり、本件事故後も継続できたと認めるに足りる証拠はなく、また、同

市に避難後に一切アルバイト等の仕事ができなかったという事情も認められないから、夜間救

急のアルバイトの減収分については本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることはでき

ない。

　　エ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告６の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した９万０３８２円（甲Ｃ６

の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　オ　慰謝料

　　一審原告６－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｏ市、ｆｋ市、ｅｂ市、ｃｑ市、ｄｔ市、ｃｑ市を転々と避

難した状況、乳児である同６－３を伴っての避難であったこと、家族同居のために勤務先を変

えなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と

認めるのが相当である。

　　カ　合計　２４０万０３６７円

　　（３）　一審原告６－２の損害

　　一審原告６－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｏ市、ｆｋ市、ｅｂ市、ｃｑ市、ｄｔ市、ｃｑ市を転々と避
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難した状況、乳児である同６－３を伴っての避難であったことその他前記認定の一切の事情を

考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告６－３の損害について

　　一審原告６－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｏ市、ｆｋ市、ｅｂ市、ｃｑ市、ｄｔ市、ｃｑ市を転々と避

難した状況その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当で

ある。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告６－１について　１９６万３１２５円

　　イ　一審原告６－２について　２０万円

　　ウ　一審原告６－３について　１１４万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告６の世帯について、以下のとおり賠償したことが

認められる（乙Ｃ６の１・５）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告６－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告６－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告６－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　９６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　２３４万３１２５円

　　ＡＤＲにより、一審原告６の世帯に対する和解金額が３１０万３１２５円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円を控除した２３４万３１２５円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　精神的損害　２８万円

　　（イ）　生活費増加費用、移動費用、避難費用、ＡＤＲ弁護士費用　２２８万３１２５円

　　（ウ）　一審原告６－２及び同６－３の避難雑費　５４万円

　　（エ）　合計（和解金額）　３１０万３１２５円

　　（オ）　既払い金　７６万円（一審原告６－１及び同６－２分各８万円、同６－３分６０

万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　２３４万３１２５円

　　ウ　合計　３３０万３１２５円

　　（３）　一審原告６の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告６－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲによる和解金額からの前記（２）イ（オ）の既払い金７６万円の控除は、同（ウ）

の一審原告６－２及び同６－３の損害５４万円から全額、ついで同（ア）の同６の世帯の損害

２８万円から２２万円が順次控除されたものとみると、その余の同（ア）の支払い額は６万円

となり、これは同６－１から同６－３までの精神的損害に対するものであるから、便宜、同６

－１に１万円、同６－２に１万円、同６－３に４万円支払われたものとみることとする。

　　一審原告１－１らは、同６－１が支出した同６の世帯に共通の費用を同６－１の損害とし
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て主張していることから、ＡＤＲによる賠償のうち前記（２）イ（イ）の２２８万３１２５円

は、同６－１に対する弁済として扱うのが相当である。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償のうち一審原告６－１に対する弁済額は２２９万３１２５

円となる。

　　（ウ）　合計　２４１万３１２５円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告６－１に対する弁済の抗弁１９６万３１２５円

は全部認められる。

　　イ　一審原告６－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　前記ア（イ）のとおり、前記（２）イ（ア）のうち１万円が一審原告６－２に対する弁済

額となる。

　　（ウ）　合計　１３万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告６－２に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　ウ　一審原告６－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　前記ア（イ）のとおり、前記（２）イ（ア）のうち４万円が一審原告６－３に対する弁済

額となる。

　　（ウ）　合計　７６万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告６－３に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告６－１

　　ア　損害額　２４０万６３６７円

　　イ　弁済額　１９６万３１２５円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４３万７２４２円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　４８万７２４２円

　　（２）　一審原告６－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　１３万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８７万円

　　エ　弁護士費用　９万円

　　オ　認容額　９６万円

　　（３）　一審原告６－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７６万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２４万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　２７万円
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第７　一審原告７の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ７の１、丁Ｃ１、１２、１３、一審原告７－１本人（原審）のほか後掲

のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告７－１（本件事故当時５１歳）、その妻である同７－２（本件事故当時４８

歳）、同７－１及び同７－２の長女である同７－３（本件事故当時２０歳）、二女である同７

－４（平成５年（以下略）生まれ、本件事故当時１７歳）は、本件事故当時、福島県ｂｍ市の

自宅（福島第一原発からの距離●●●ｋｍ（乙Ｃ７の１））に居住していた。

　　一審原告７－１は、本件事故当時、福島県ｂｋ郡ｂｇ町で建物を借りて●●●及び●●●

ほか、昭和５９年からｂｍ市で●●●。●●●で収穫した作物は、農協を通さずに、食物の安

全に関心の高い幼稚園及び家庭に直接販売していた。

　　一審原告７－３は、本件事故当時、●●●から●●●大学●●●学部３年への●●●試験

に合格し、進学の準備をしていた。同７－４は、本件事故当時、●●●に在学中であり、卒業

後はｅｒ大学経済学部への●●●を目指していた。なお、同７－１と同７－２の長男は、本件

事故当時、岩手県に住み、●●●大学の学生であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告７の世帯は、本件地震の発生後の平成２３年３月１１日午後７時半頃、ｂｍ市の

自宅で合流した。同７の世帯は、身内が一審被告東京電力で働いているというｂｇ町の大家か

ら、「原発が大変なことになっているから、すぐに逃げた方がいい。私たちも逃げる。東京電

力の家族たちも逃げるそうだ。」と聞いた。また、同月１２日午後、テレビで、原子炉の温度

が上昇し、その後に原子炉が爆発した映像を見た。そこで、同７の世帯は、避難することを決

め、同日午後７時頃、自動車に身の回りの物だけを積み、家族４人で茨城県ｆｍ市の親戚宅を

目指して出発した。避難途中で千葉県ｅｃ市に住む同７－１の姉と連絡が取れ、目的地を同市

に変更し、同月１３日午前２時頃、同市に到着した。

　　一審原告７の世帯は、平成２３年３月１４日、愛知県ｄｐ郡ｆｎ町で接骨院を営む知人か

らすぐに同県に避難した方がいいと言われ、さらに同県に避難することにし、同月１５日午

後、自動車でｅｃ市から愛知県に向けて出発し、同日午後８時頃に上記知人のところに到着

し、上記知人が借りてくれたｆｎ町の６畳一間のアパートに同月末まで滞在した。同月末、大

学を卒業した長男も合流したため、新しく３ＤＫのアパートを借り、同年７月からは、同県が

避難者向けに無償提供する県営住宅に入居した。

　　（３）　避難生活の状況

　　一審原告７－１は、現在は●●●として勤務し、同７－２とともにｂｍ市に通い、残して

きた農地と半壊状態の自宅建物の維持管理をしているが、以前のような●●●はできないと考

え、稲作は再開していない。同７－３は、避難後は、３年次●●●が認められていた●●●大

学を休学していたが、同市に戻る見通しがつかないため、平成２３年８月に大学を中退し、企

業に一般事務職として就職した。同７－４は、愛知県に避難したことによって●●●に通えな

くなったため、●●●に転入した。同７－４は、転入後、カリキュラムの違いや慣れない一人

暮らし等に苦しみ、ノイローゼ状態になったため、一審原告７－２が同７－４のサポートのた

めに富山県と愛知県を往復するようになった。同７－４は大学に進学せず、同●●●卒業後は

就職した。

　　一審原告７の世帯は、平成２５年、ｂｇ町での事業を完全に諦める前提で、ＡＤＲによ

り、一審被告東京電力との間で事業損害について和解し、８００万円余りの和解金を受け取っ

た。同７の世帯は、上記和解金に貯金を加えて中古マンションを購入し、居住していたが、そ

の後、同７－３が結婚して家を出た。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等
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　　一審原告７の世帯の本件事故時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域であ

り、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　　平成２３年４月１２日、福島県農林水産部が農用地の放射性物質の調査等を行い、これに

基づき、避難区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域以外の区域で、稲の作付けを行って

も良いとの発表がされた（乙Ｂ４５８）。ｂｍ市においては、同年度には、農薬・化学肥料を

減らした特別栽培米が生産されている（乙Ｂ４５９）。一審原告７の世帯が本件事故当時居住

していた地域でも稲作が再開されている（乙Ｃ７の１０の１から１１まで）。

　　また、一審原告７－１が自営業を営んでいたｂｇ町は旧緊急時避難準備区域であり（乙Ｂ

１０４）、同区域については平成２３年９月３０日に同区域の指定が解除され、同年１２月１

６日にはステップ２の目標達成と完了の確認が発表された（前記第２部の前提事実（引用に係

る原判決の「事実及び理由」中の第２部、第２、６（２）及び（３）））。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告７の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住していた

ところ、福島第一原発や本件事故に関する情報が少ない中、避難することを決めてｅｃ市を経

てｆｎ町に避難したものであり、同７の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認め

られる。

　　しかし、ｂｍ市の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期

は別として、一審原告７の世帯に一般的には放射能の影響を受けやすいとされる若年層であっ

た同７－４がいたことを考慮しても、同７－４が１９歳に達した後の遅くとも平成２４年８月

３１日までには、避難先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなったというべきである。

　　したがって、一審原告７の世帯の避難生活については、平成２４年８月３１日までを限度

として、本件事故との相当因果関係が認められるというべきである。

　　なお、一審原告７－４が、上記の事情から愛知県に避難したところ、●●●で専攻してい

た学科と同様の学科が近隣では●●●にしかなかったこと等の事情に鑑みれば、同７－４が同

●●●に転入したことは避難に伴うものといえ、上記転入は本件事故と相当因果関係を有する

ものといえる。

　　（２）　一審原告７－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告７－１は、ｂｍ市からｅｃ市を経て愛知県に避難した際、高速道路代８１００

円、ガソリン代５９３５円を支出したことが認められ（甲Ｃ７の２）、これらの支出は合理性

を有するものといえるから、計１万４０３５円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

る。また、同７－４の●●●転入に伴い、同７の世帯が愛知県から富山県まで行った事実は認

められ、この事実によれば、同７－１に同７－１らが主張する高速道路代３８４０円及びガソ

リン代３０００円程度の交通費の出費があった事実を推認することができるから、その合計６

８４０円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　一方で、岩手県にいた一審原告７－１の長男が愛知県に合流した際の交通費については、

長男が本件事故による避難を行う必要性は認められず、仮に同７－１がその交通費を負担した

としても、本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。また、カーナビ（カーナビ

ゲーション機器及びソフト）の購入費用については、本件事故前はカーナビを利用していな

かったにもかかわらず、本件事故後に避難したことでカーナビが必要になったとはいえず、上

記購入費用は本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　したがって、２万０８７５円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼
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　　一審原告７－１らは、同７－１が、ｅｃ市の親族宅に宿泊した際の謝礼３万円及び知人へ

の謝礼５０００円の合計３万５０００円を支払っており、これも本件事故による損害であると

主張する。

　　しかし、上記の各謝礼の支払いがあったとしても、これは親族、知人の情誼に対し一審原

告７－１の判断で任意に支払ったものと認められ、同７－１が支払を余儀なくされたものとは

いえないから、本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告７－１らは、同７－１の支出した引越し費用３万９９００円が損害であると主張

し、同７－１らは、その証拠として引越し代の領収証（甲Ｃ７の５）を提出するが、この領収

証の日付は平成２５年４月１３日となっており、平成２３年４月１１日の引越しの際に要した

費用を示すものとはいえない。しかし、同７の世帯がｂｍ市から愛知県への引越しを行ってい

る以上、それに際して相応の支出をしたと認められ、その額は、平成２５年４月の領収証記載

額を参考として、３万９９００円と推認するのが相当である。

　　したがって、３万９９００円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　前記のとおり、一審原告７の世帯の避難について本件事故との相当因果関係が認められる

のは平成２４年８月３１日までの部分であるから、本件事故と相当因果関係を有する帰省は同

月までのものに限られる。そして、同７の世帯は、平成２３年４月３０日から同年５月３日頃

まで、同月２７日から同月３０日頃まで、同年６月１８日から同月２２日頃まで、同年７月１

３日から同月１７日頃まで、同年８月７日から同月１７日頃まで、同月１５日から同月２６日

頃まで、同年１０月５日から同月１４日頃まで、同年１１月１日から同月９日頃まで、同年１

２月５日から同月８日頃まで、同月２９日から平成２４年１月５日頃まで、同年２月９日から

同月１１日頃まで、同年３月１０日から同月１２日頃まで、同月１３日から同月１６日頃ま

で、同年４月１０日から同月１５日頃まで、同月２８日から同年５月２日頃まで、同年６月９

日から同月１０日頃まで、同年８月１１日から同月１８日頃までの１７回にわたって自動車又

は鉄道でｂｍ市へ帰省したことが認められる（甲Ｃ７の６から２３まで、弁論の全趣旨）。

　　もっとも、一審原告７－１らは、同７の世帯が上記帰省の際に要した高速道路代及びガソ

リン代又は鉄道代の領収証等を提出するが、これには印刷が不鮮明なものや、上記帰省から愛

知県に戻った後に給油した際のものも含まれている上、帰省の頻度についても、本件事故と相

当因果関係を有する一時帰省としては月１回と認めるのが相当であるから、領収証等の提出が

ある分の全てについて本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることはできない。そこ

で、愛知県から福島県まで移動した事実により、これに少なくとも片道１万円の交通費を要し

たと推認し（弁論の全趣旨）、帰省の頻度については、上記のとおり月１回の帰省を本件事故

と相当因果関係を有する一時帰省と認め、これを基に算定すると、３４万円（＝１万円×２

（往復）×１７回）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（オ）　その他

　　一審原告７－１らは、同７の世帯が、本件事故による避難後、ｂｍ市に帰省した際の食費

及び雑費として合計２０８万８４４０円を要し、これが同７－１の損害であると主張するが、

同市に滞在していた際に要した食費及び雑費は、本件事故による避難がなくても発生し得るも

のであり、避難がなかった場合よりも多額の費用がかかったと認めるに足りる証拠はないか

ら、上記主張は認められない。

　　（カ）　合計　４０万０７７５円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告７－１らは、同７－１は、本件事故による避難をしたことにより避難先において
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布団、電化製品の、同７－４の●●●転校に当たり制服等一式の、平成２５年以降の新居用の

家具等の各購入費用として合計１６８万８０３６円を要し、これが損害となると主張する。

　　しかし、平成２３年４月頃に引っ越した際に購入した家財道具としては、甲Ｃ７の１０５

記載の電気ケトル、パソコン、プリンタ、ヘアードライヤー、カラーテレビ、炊飯ジャー、ク

リーナーを購入したことが認められるにとどまり、電気ケトル及びクリーナーを除き購入金額

も不明である。もっとも、家財道具をｂｍ市の自宅に置いたまま避難している以上、ある程度

の家財道具の購入は必要であったと推認することができるから、平成２３年４月頃に購入した

家財道具の購入費用として１０万円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当

である。一方で、一審原告７－４の●●●への転校に当たっての制服等一式の購入費用につい

ては、同７－１が実際に制服等一式の購入を余儀なくされ、そのために支出したことを認める

に足りる証拠はないから、上記費用は本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることはで

きない。また、平成２５年に新居に引っ越した際に購入した家財道具の購入費用については、

上記引越しは本件事故により余儀なくされたものではなく、同７－１の判断により任意に行わ

れたものであるから、本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることはできない。

　　したがって、１０万円を本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認め

る。

　　この点、一審被告東京電力は、上記費用について、仮に一審原告７の世帯に法律上保護さ

れるべき利益の侵害があったと認められるとしても平成２３年４月２２日頃までと考えられる

から、本件事故との相当因果関係は認められないし、ｂｍ市の自宅の家財道具を搬出して使用

することも可能であったから、新たに購入する必要性も合理性もないし、引越し費用や一時立

入り・帰宅費用を損害として認めるのであれば尚更、本件事故との相当因果関係は認められな

いと主張する。しかし、前記のとおり、同７の世帯の避難生活は平成２４年８月までは本件事

故との相当因果関係が認められる上、本件事故により急きょ避難した場合に避難先で一定の家

財道具を調達するのはやむをえないことと考えられるから、上記主張は採用できない。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告７－１らは、同７－１がｂｍ市の自宅と農地の管理のために同市の自宅の電気と

水道を使用しており平成２３年５月から平成２８年１２月までに支払った水道光熱費が損害と

なると主張するが、避難後は同７の世帯の自宅に居住している者はおらず、自宅及び農地の管

理の必要があったとしても長期間滞在する必要性は認められず、電気及び水道の契約を維持し

ておく必要はないといえる。したがって、水道光熱費を二重に支払った費用については、本件

事故と相当因果関係を有するものとはいえないから、上記主張は認められない。

　　（ウ）　交通費

　　一審原告７－１らは、同７－１が●●●に通う同７－４のサポート等のために愛知県から

富山県まで行った際に要した交通費等３７万７２４６円が本件事故による損害となると主張す

る。

　　この点、前記認定のとおり、同７－４のサポート等のために同７－２が富山県に行ったこ

とは認められるが、本件事故と相当因果関係ある避難は平成２４年８月３１日までに限られ、

愛知県から富山県まで移動した事実により、少なくとも片道１万円の交通費を要したと推認し

（弁論の全趣旨）、頻度としては月１回の往訪を本件事故と相当因果関係を有するものと認

め、同７－４が●●●に転校した平成２３年４月からサポート等に行き始めたとしてこれを基

に算定すると、３４万円（＝１万円×２（往復）×１７か月（平成２３年４月から平成２４年

８月））を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（エ）　通信費

　　一審原告７－１らは、同７－１の平成２３年３月分及び同年４月分の携帯電話料金として

７万円を損害として主張するが、これは本件事故がなくとも発生した料金であり、本件事故と
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相当因果関係を有する損害とはいえない。したがって、上記主張は認められない。

　　（オ）　被服費

　　一審原告７－１らは、同７の世帯が避難後に購入した被服の購入費用を同７－１の損害と

して主張するが、家財道具とは異なり、一時帰省の際に同７の世帯の自宅から被服を持ち出す

ことは可能であったと考えられるから、本件事故により被服の購入を余儀なくされたというこ

とはできない。

　　したがって、避難後に購入した被服の購入費用は本件事故と相当因果関係を有するものと

はいえず、上記主張は認められない。

　　（カ）　食費

　　一審原告７－１らは、同７－１の平成２３年３月２０日に購入した保存食品の購入費用及

び同年４月末に同７－４を見舞った際の食費を損害として主張するが、これらの食費の類は本

件事故がなくとも支出されるものであり、本件事故と相当因果関係を有するものとはいえず、

上記主張は認められない。

　　（キ）　その他

　　一審原告７－１らは、同７－１の避難時雑貨購入費、避難直後雑貨購入費、クリーニング

代、田畑除草剤、ｂｍ市の建物管理・設備代、農機具修理代、自動車修理代、タイヤバルブ交

換費及びタイヤ交換費合計３３万４７４４円が本件事故による損害であると主張する。しか

し、避難時雑貨購入費及び避難直後雑貨購入費については、いかなる物品をいくらで購入した

か不明であり、消耗品等は本件事故がなくとも購入する必要のあるものであるし、クリーニン

グ代についても本件事故との関連が認められないから、いずれも本件事故と相当因果関係を有

する損害とはいえない。また、田畑の除草、同市の建物の管理等は本件事故がなくとも行う必

要のあるものであるから、本件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。さらに、本件

事故の影響で農機具や自動車の修理が必要となったという事情もうかがわれないから、農機具

修理代、自動車修理代、タイヤバルブ交換費及びタイヤ交換費についても、本件事故と相当因

果関係を有するものとはいえない。したがって、上記主張は認められない。

　　（ク）　家賃増加分

　　一審原告７－１らは、同７－１の家賃増加分合計４４万８６００円を損害と主張するとこ

ろ、同７－１が平成２３年３月１５日から同月末までｆｎ町の６畳一間のアパートを借りた事

実及び同月末から同年７月まで３ＤＫのアパートを借りた事実、同月に愛知県の無償県営住宅

に入居した事実が認められるから、これらの事実によれば、本件事故と相当因果関係ある避難

生活期間中に少なくとも合計３０万円を下らない家賃の支出を要したと推認することができ

る。上記各支出は本件事故と相当因果関係を有する期間内の損害として相当な損害といえる。

一方で、敷金については、その性質上退去する際に返金が予定されているものであるから、敷

金を支払ったことで同７－１に損害が発生したと認めることはできない。

　　したがって、３０万円を家賃増加分として本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

る。

　　（ケ）　教育費

　　一審原告７－１らは、同７－１が同７－４の●●●での韓国留学の費用及び退寮の費用と

して合計３３万円を要し、これが損害となると主張する。しかし、●●●において留学は必修

科目ではなく、同７－４は韓国留学に行かなくとも卒業することは可能であったと認められる

から（乙Ｃ７の１４、１５）、本件事故によって韓国留学の費用を支出することを余儀なくさ

れたという関係にはなく、本件事故と相当因果関係があるとはいえない。退寮の費用について

は、実際に支出したことを認めるに足りる証拠はない。したがって、上記主張は認められな

い。

　　（コ）　その他
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　　一審原告７－１らは、同７－１が同７－４の●●●の卒業式出席に要した宿泊費及び貸衣

装費並びに同７－４の●●●の寮費合計９３万５６２５円を本件事故による損害と主張する。

しかし、前記のとおり、そもそも同７の世帯について本件事故と相当因果関係を有する避難は

平成２４年８月３１日までの分に限られるところ、同７－４の卒業式は同日よりも後であるこ

とは明らかであるから、これに関連する費用（宿泊費、貸衣装費）は相当因果関係のある損害

とは認められない。また、同７－４の●●●の寮費についても同７－１が実際にこれを支出し

たと認めるに足りる証拠がない。

　　したがって、上記主張は認められない。

　　（サ）　合計　７４万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告７－１は、●●●及び●●●をｂｇ町で●●●ところ、前記認定事実のとおり、

同町の緊急時避難準備区域の指定は平成２３年９月３０日に解除され、同年１２月１６日には

ステップ２の目標達成と完了の確認が発表されているのであり、また従前の住所地のｂｍ市の

状況も前記のとおりであるから、ｂｍ市への帰還及びｂｇ町における営業再開の準備等に要す

る時間を考慮しても、同７－１は、遅くとも平成２４年８月末までにはｂｇ町で●●●及び●

●●を再開することも可能であったというべきである。

　　そうすると、一審原告７の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に営業損害（ＡＤＲ

弁護士費用を含む。）として賠償した２５５２万５４２５円（乙Ｃ７の４・１１）については

本件事故と相当因果関係ある損害とする余地があるが（弁論の全趣旨）、この額を超えて本件

事故と相当因果関係を有する就労不能損害が発生したと認めることはできない。

　　したがって、本件事故と相当因果関係のある●●●及び●●●分の就労不能損害は２５５

２万５４２５円を限度に認めるのが相当である。

　　一方で、ｂｍ市における農業収入については、一審原告７－１は、本件事故当時まで●●

●を営んでいたものであるところ、同市においては、一般的な農家では本件事故後も稲の作付

けは継続されていた（同７－１本人（原審））のであるし、平成２３年度には●●●も栽培さ

れていたのであるから、同７－１が平成２４年８月までに同市に帰還し、準備期間を考慮して

も平成２５年４月頃からは●●●を行い、収益を上げることは可能であったといえる。した

がって、同７－１が請求する農業収入の損害のうち、同７－１が平成２３年３月から平成２５

年３月までの間、ｂｍ市で●●●を行えなくなったことにより得られなくなった収入を本件事

故と相当因果関係を有する損害と認めることとする。そして、同７－１の平成２０年から平成

２２年までの３年間の農業に係る平均年収は１５６万７２１７円であるから（甲Ｃ７の１８３

から１８５まで）、平成２３年３月から平成２５年３月までの間に３２６万５０３５円（＝１

５６万７２１７円÷１２か月×２５か月（平成２３年３月から平成２５年３月まで））の損害

が生じており、これを本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　したがって、一審原告７－１の本件事故との相当因果関係がある就労不能損害は、前記の

●●●及び●●●分と農業分とを合わせた２８７９万０４６０円となる。

　　エ　被ばく検査費用

　　一審原告７－１らは、同７－１が同７－３及び同７－４の平成２７年９月２７日の被ばく

検査費用として９０００円を要したと主張するが、これを支出したことを裏付ける証拠がな

く、上記主張を認めることはできない。

　　オ　その他

　　一審原告７－１らは、同７－１が農機具等の修理代、草刈り作業代、お寺への支払い、水

田水利費等のｂｍ市の自宅で要した費用合計１５３万７７０２円を損害として主張する。しか

し、農機具等の修理代については、前記イ（キ）で述べたとおり、本件事故の影響で農機具が

故障したと認めるに足りる証拠はなく、本件事故が発生しなくとも支出を余儀なくされていた
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ものであるから、本件事故と相当因果関係を有する損害ということはできない。また、草刈り

作業代については、同７－１の判断で任意に依頼し支払ったものであり、これについても本件

事故と相当因果関係を有する損害ということはできない。さらに、お寺への支払い、水田水利

費等については、本件事故がなくとも同市の自宅に居住していれば支払っていたと考えられる

金銭であり、本件事故と相当因果関係を有する損害ということはできない。

　　カ　慰謝料

　　一審原告７－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の転々避難の状況、職業を変更せざるを得なかったことそ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　キ　合計　３０９３万１２３５円

　　（３）　一審原告７－２の損害

　　一審原告７－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、前記の転々避難の状況その他前記認定の一切の事情を考慮すれ

ば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告７－３の損害

　　ア　大卒と●●●卒の年間賃金差額

　　一審原告７－３は、平成２３年３月に●●●大学を中退しているが、現在は就職してお

り、実際に大学卒業程度の収入が得られなかったと認めるに足りる証拠はない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告７－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、遠隔地に避難したために●●●が決まっていた大学を中退せざ

るを得なかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるの

が相当である。

　　ウ　合計　１００万円

　　（５）　一審原告７－４の損害

　　ア　大卒と●●●卒の年間賃金差額

　　一審原告７－４は、本件事故後、●●●に転入しているところ、本件事故がなければ大学

に進学していたのに本件事故により大学に進学することができなかったという事情を認めるに

足りる証拠はなく、また、同７－４は、現在は就職しているところ、実際に大学卒業程度の収

入が得られなかったと認めるに足りる証拠もない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告７－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、遠隔地に避難したために避難先からさらに離れた●●●に転入

せざるをえなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認め

るのが相当である。

　　ウ　合計　１００万円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告７－１について　２９２８万２８４０円

　　イ　一審原告７－２について　１２万円

　　ウ　一審原告７－３について　１２万円

　　エ　一審原告７－４について　７２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告７の世帯に対し、以下のとおり賠償したことが認
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められる（乙Ｃ７の４・５・６・１１・１２、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告７－１に対し

　　〈１〉　自主的避難等に係る損害　１２万円

　　〈２〉　立木に関する損害　１４万１２３０円

　　〈３〉　合計　２６万１２３０円

　　（イ）　一審原告７－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告７－３に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（エ）　一審原告７－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　１２２万１２３０円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　２９０２万１６１０円

　　ＡＤＲにより、一審原告７－１に対する●●●及び●●●と農業の廃業に関する逸失利益

等として２９０２万１６１０円が賠償された。

　　ウ　合計　３０２４万２８４０円

　　（３）　一審原告７の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告７－１に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する弁済

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

り、ＡＤＲ以外による一審原告７－１に対する賠償のうち財物損害以外の損害に係るものは、

前記（２）ア（ア）〈１〉の１２万円である。

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　２９０２万１６１０円

　　ＡＤＲによる賠償のうち前記（２）イの●●●及び●●●と農業の廃業に関する逸失利益

等２９０２万１６１０円は一審原告７－１の逸失利益に対する賠償として支払われたものであ

るから、同７－１の財物損害以外の損害に対する弁済として扱う。

　　〈３〉　合計　２９１４万１６１０円

　　（イ）　財物損害に対する弁済　１４万１２３０円

　　ＡＤＲ以外による賠償のうち前記（２）ア（ア）〈２〉は一審原告７－１の財物損害に対

する賠償であり、これを同７－１の財物損害に対する弁済として扱う。

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告７－１に対する弁済の抗弁は、財物損害以外の

損害に対する弁済２９１４万１６１０円及び財物損害に対する弁済１４万１２３０円をいうも

のとしていずれも全部認められる。ただし、同７－１については財物損害が認定できないの

で、後者についてはこれ以上の判断を要しない。

　　イ　一審原告７－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告７－２に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　ウ　一審原告７－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。
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　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告７－３に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　エ　一審原告７－４に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告７－４に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告７－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　３０９３万１２３５円

　　（イ）　弁済額　２９１４万１６１０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　１７８万９６２５円

　　イ　財物損害

　　損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　１７８万９６２５円

　　エ　弁護士費用　１８万円

　　オ　認容額　１９６万９６２５円

　　（２）　一審原告７－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８８万円

　　エ　弁護士費用　９万円

　　オ　認容額　９７万円

　　（３）　一審原告７－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８８万円

　　エ　弁護士費用　９万円

　　オ　認容額　９７万円

　　（４）　一審原告７－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第８　一審原告８の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ８の１、丁Ｃ２、１４、１６、１７、一審原告８－２本人（原審）、同

８－３本人（当審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告８－１（本件事故当時３７歳）、その妻（当時）である同８－２（本件事故当時
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３２歳）、同８－１及び同８－２の長女である同８－３（本件事故当時７歳）、二女である同

８－４（本件事故当時５歳）、長男である同８－５（本件事故当時３歳）、三女である同８－

６（本件事故当時１歳）は、本件事故当時、福島県ｃｂ市内にある同８－１が勤める公益財団

法人の職員住宅（福島第一原発からの距離６１．０５ｋｍ（乙Ｃ８の１））に居住していた。

これは、同８－１らがもともと千葉県に居住していたところ、かつて訪れた福島県を気に入っ

て転勤の希望を出し、平成２０年３月、同８－１の転勤によってｃｂ市に居住するようになっ

たものである。

　　本件事故当時、一審原告８－１は、公益財団法人に事務職員として勤務していた。同８－

２は、同８－７（平成２３年（以下略）生）を妊娠中であった。同８－３は、ｃｂ市内の公立

小学校の１年生であり、同８－４及び同８－５は幼稚園児であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告８－１らは、本件事故後、放射能に対する恐怖と不安を感じ、子どもたちや胎児

の安全を優先するため、平成２３年３月１５日頃、同８－１だけがｃｂ市に残り、同８－２か

ら同８－６までが同８－２の出身地であるｃｑ市に避難することを決めた。

　　自動車で避難するのにｃｂ市ではガソリンが手に入りにくくなっていたため、平成２３年

３月１６日、まず、山形県内の一審原告８－１の知人宅に向かい、そこに１週間ほど滞在した

後、ｃｑ市から迎えに来た同８－２の妹の運転でｃｑ市に向かい、１４時間かけて同月２２日

深夜にｃｑ市に到着し、同８－２の妹の家で生活することとなった。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告８－２から同８－６までは、ｃｑ市に避難して２か月余りは同８－２の妹の家に

寝泊まりしていたが、その後借上げの賃貸住宅の部屋（３ＤＫ）に入居し、平成２７年３月下

旬まで生活を続けた。その後、同８の世帯は、同月末に広さ約８０ｍ
2
の３ＬＤＫの分譲マン

ションを購入して転居した。

　　一審原告８－２は、避難後、同８－５が平成２３年４月末に高熱を出して川崎病と診断さ

れたり、他の子らも熱を出したりして、避難生活の中で精神的に追い詰められるようになっ

た。これを見兼ねた同８－１は、同年６月、勤務していた法人を退職してｃｂ市からｃｑ市に

転居し、同８－２らと同居した。同８－２は、同月下旬、心療内科の診察を受けてうつ病及び

パニック障害と診断され、同年７月２０日には解離性障害を疑われるまでに病状は悪化した。

そのような中、同８－２は、同年（以下略）、二男である一審原告８－７をｃｑ市内で出産し

た。

　　一審原告８－１は、ｃｑ市への転居後、同８－２の世話をしながら就職先を探し、警備会

社のアルバイトの職に就いたが、遠方の原子力発電所の警備を打診される都度断っていたため

に居づらくなり、平成２８年３月末で退職し、同年４月１日からは愛知県の公立高校で産休教

員の補助講師となり、その後、同県ｄｐ市の公立中学校で常勤講師をしている。

　　避難後、一審原告８－３は、避難先近くの公立小学校に転校し、同８－４及び同８－５は

ｃｑ市内の幼稚園に入園した。現在は、同８－３は大学生、同８－４は高校生、同８－５から

同８－７までは、中学生又は小学生である。

　　一審原告８－３は、高校３年生の頃、甲状腺の検査を受け、医師からのう胞が多く、経過

観察が必要と指摘され、その後、年に１回程度の診察を受けている。

　　一審原告８－１と同８－２は、本件訴訟係属中に離婚した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告８－１から同８－６までの本件事故時の住所地はｃｂ市で、同市は自主的避難等

対象区域であり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第１、２のとおりである。

　２　損害
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　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告８－１から同８－６までは、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｃｂ市

に居住していたところ、放射能に対する不安から、平成２３年３月、まず妊娠中であった同８

－２及び子どもである同８－３から同８－６までが山形県を経てｃｑ市に避難し、その約３か

月後である同年６月、避難先で不調となった同８－２と同居するため、同８－１もｃｑ市に転

居したものであり、同８－２から同８－６までの避難とそれに続く同８－１の避難は、本件事

故によるものといえる。

　　一審原告８－１は平成２３年６月に上記避難のためｃｂ市の勤務先を退職しその職員住宅

も利用できなくなっていると考えられるが、同８－１及び同８－２はもともと希望して福島県

に移住したものであり、もとの職員住宅が利用できなくなっていたとしても本件事故による支

障がなくなれば、同市又はその周辺への帰還の希望はあったと思われるところ、同市における

環境放射能等の状況は上記１（４）のとおりであり、本件事故直後の混乱期は別として、一般

的に放射線の影響を受けやすいとされる子ども、幼児、乳児である同８－３から同８－６まで

がいたこと、避難先で同８－７が出生しこれを養育する必要があったことを考慮しても、遅く

とも平成２４年８月３１日までには、同８－１から同８－６までが同８－７を連れて避難先か

らｃｂ市に帰還する支障はなくなっていたというべきである。

　　したがって、一審原告８－２から同８－６までが避難したこと及びそれに続いて同８－１

が避難したことは、本件事故との相当因果関係が認められるが、その後の同８－１から同８－

７までの避難生活の継続について本件事故との相当因果関係が認められるのは、平成２４年８

月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　一審被告東京電力は、一審原告８－１から同８－６までは、本件事故当時、自主的避難等

対象区域に居住しており、仮に何らかの侵害が認められるとしても、同８－１らは平成２３年

６月頃には新たな環境で平穏な日常生活を送ることができる状態となったのであるから、同月

以降の侵害はない等と主張し、自主賠償基準による賠償額を超える損害はないと主張する。し

かしながら、前記のとおり、同８－２が、本件事故による放射能の胎児や子らに対する影響に

不安を抱いて同８－３から同８－６までを連れてｃｑ市へ避難したことは本件事故によるもの

というべきであるし、避難先で精神面を崩した同８－２のために同８－１も避難に至ったこと

もやむをえないことであったし、同８－３から８－６まで及び後に出生した同８－７までの乳

児を含む子らを養育していた同８－１及び同８－２の避難生活のうち、平成２４年８月までの

部分は本件事故による避難継続として社会通念上相当といえるから、上記主張は採用できな

い。

　　（２）　一審原告８－１の損害

　　一審原告８－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故後、まず同８－２から同８－６までを避難させ、その

後、平成２３年６月に自らもｃｑ市に避難したこと、そのため元の住所地における勤務先を退

職する必要があったこと、子どもである同８－３から同８－６まで及び避難先で出生した同８

－７を避難先で養育しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、

これを８０万円と認めるのが相当である。

　　（３）　一審原告８－２の損害

　　一審原告８－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、当時、同８－７を妊娠していた中で同８－３から同８－６まで

の子らを連れて、山形県を経てｃｑ市へ自動車で避難した状況、避難先で精神状態が悪化して

しまったこと、同８－７を出産して避難先で乳児を養育しなければならなかったことその他前

記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らは、同８－２について、本件事故前にｃｂ市へ移住してからの地域での
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生活のすべてが本件事故により奪われ、過酷な避難生活を余儀なくされ、精神的に病んでし

まったものであって、同８－２の法律上保護される利益の侵害は重大であると主張するが、こ

れらの主張を最大限考慮しても、本件事故と相当因果関係ある避難及び避難生活による精神的

苦痛に対する慰謝料としては、上記認定額をもって相当というべきである。

　　また、一審被告東京電力は、一審原告７－１らの主張はいずれも客観的科学的根拠がない

漠然としたもので、同８の世帯に法律上保護された利益に対する侵害が生じていると評価する

ことはできないものであるから、仮に慰謝料が認められるとしても、一審被告東京電力の既賠

償額を超えるものではないと主張する。しかしながら、前記認定の避難の状況及び避難後の生

活状況等により生じた精神的苦痛は小さくないというべきであり、上記のとおり慰謝料額を認

めるのが相当であるから、上記主張は採用できない。

　　（４）　一審原告８－３の損害

　　一審原告８－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、山形県を経てｃｑ市へ自動車で避難した状況、通学していた小

学校から避難先の小学校に転校しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考

慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らはｃｂ市における生活のすべてが本件事故により奪われ、過酷な避難生

活で子らにとっても辛い生活を余儀なくされたものであって、同８－３の法律上保護される利

益の侵害は重大であると主張するが、これらの主張を最大限考慮しても、本件事故と相当因果

関係ある避難及び避難生活による精神的苦痛に対する慰謝料としては、上記認定額をもって相

当というべきである。また、同７－１らは、同８の世帯は本件事故により被ばくしており、同

８－３が後に甲状腺にのう胞が多いとの診断がされていることも考慮すべきである旨主張する

が、これと本件事故との関係は明らかではなく、同８－３に現に健康被害が生じているとも認

められない。

　　（５）　一審原告８－４の損害

　　一審原告８－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、山形県を経てｃｑ市へ自動車で避難した状況、通園していた幼

稚園に行けなくなったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認

めるのが相当である。

　　一審原告７－１らはｃｂ市における生活のすべてが本件事故により奪われ、過酷な避難生

活で子らにとっても辛い生活を余儀なくされたものであって、同８－４の法律上保護される利

益の侵害は重大であると主張するが、これらの主張を最大限考慮しても、本件事故と相当因果

関係ある避難及び避難生活による精神的苦痛に対する慰謝料としては、上記認定額をもって相

当というべきである。

　　（６）　一審原告８－５の損害

　　一審原告８－５について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、山形県を経てｃｑ市まで自動車で避難した状況、通園していた

幼稚園に行けなくなったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と

認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らの主張に対する判断は上記（５）と同じである。

　　（７）　一審原告８－６の損害

　　一審原告８－６について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、山形県を経てｃｑ市まで自動車で避難した状況その他前記認定

の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らの主張に対する判断は前記（５）と同じである。

　　（８）　一審原告８－７の損害
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　　一審原告８－７は、本件事故時においても、同８－２から同８－６までがｃｑ市に避難し

た平成２３年３月下旬時点においても、同８－１がｃｑ市に転居した同年６月時点においても

胎児であり、自ら避難時や避難後の困難な生活状況等を実際に体験したわけではない。また、

同８－７は、同年（以下略）に同市において出生したが、本件事故前にｃｂ市における日常生

活の経験があったわけではなく、本件事故がなかった場合にそのまま平穏に同市での日常生活

を続けられた利益を観念することはできないから、ｃｑ市で出生、生活したことにより本件事

故と相当因果関係ある精神的損害が生じたとは認められない。

　　一審原告７－１らは、同８の世帯は本件事故により被ばくしており、特に胎児であった同

８－７は最も被ばくしており、その損害が甚大であると主張する。しかし、同８－７が本件事

故により健康に影響を及ぼすような被ばくをしたことを認めるに足りる証拠はないから、上記

主張は採用できない。

　　したがって、一審原告８－７について本件事故と相当因果関係の認められる避難及び避難

期間中の精神的苦痛があるとは認められない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告８－１について　１５９万６７０３円

　　イ　一審原告８－２について　７４万円

　　ウ　一審原告８－３について　８４万円

　　エ　一審原告８－４について　８４万円

　　オ　一審原告８－５について　８４万円

　　カ　一審原告８－６について　８４万円

　　キ　一審原告８－７について　８４万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告８の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこ

とが認められる（甲Ｃ８の１、乙Ｃ８の３）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告８－１に対し　自主避難等に係る損害　８万円

　　（イ）　一審原告８－２に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（ウ）　一審原告８－３に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（エ）　一審原告８－４に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（オ）　一審原告８－５に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（カ）　一審原告８－６に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（キ）　一審原告８－７に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　（ク）　合計　３６８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告８－１から同８－７までに対する和解金額が６５３万６７０３円

と合意され、そこからＡＤＲ以外による賠償額３６８万円を控除した２８５万６７０３円が支

払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難交通費　４万１３９５円

　　（イ）　面会交通費　１０万６３８０円

　　（ウ）　引越し費用　４９万６５００円

　　（エ）　生活費用　９２万８４２９円

　　（オ）　生命身体損害（通院慰謝料）　１０万円
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　　（カ）　就労不能損害　２７５万２６１０円

　　（キ）　精神的損害　１６４万円（一審原告８－１分４万円、同８－２分２０万円、同８

－３から同８－７まで分各２８万円）

　　（ク）　追加費用等、文書開示手数料、ＡＤＲ弁護士費用　４７万１３８９円

　　（ケ）　合計（和解金額）　６５３万６７０３円

　　（コ）　既払い金（前記ア）　３６８万円

　　（サ）　合計（支払額）　２８５万６７０３円

　　ウ　合計　６５３万６７０３円

　　（３）　一審原告８の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告８－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　８万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１４２万８３５１円

　　ＡＤＲによる和解金額６５３万６７０３円からの前記（２）イ（コ）の既払い金３６８万

円の控除は、同（キ）の一審原告８－１から同８－７までの損害１６４万円から全額、ついで

その余（同（ア）から（カ）まで、（ク））の４８９万６７０３円から２０４万円が順次控除

されたものとみると、その余（同（ア）から（カ）まで、（ク））の支払額は２８５万６７０

３円となる。

　　一審原告７－１らは、同８の世帯において共通の費用をいずれが支出したかを主張してい

ないから、これを同８－１と同８－２において均等に分担したものとみて、上記２８５万６７

０３円のうち各１４２万８３５１円（円未満の端数切捨て）を同８－１と同８－２に対する弁

済として扱うのが相当である。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償のうち一審原告８－１に対する弁済額は１４２万８３５１

円となる。

　　（ウ）　合計　１５０万８３５１円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－１に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　イ　一審原告８－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１４２万８３５１円

　　前記ア（イ）のとおり、ＡＤＲによる賠償額のうち１４２万８３５１円を一審原告８－２

に対する弁済として扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計　２０２万８３５１円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－２に対する弁済の抗弁７４万円は全部認め

られる。

　　ウ　一審原告８－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－３に対する弁済の抗弁は一部認められる。
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　　エ　一審原告８－４に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－４に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　オ　一審原告８－５に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－５に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　カ　一審原告８－６に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告８－６に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　キ　一審原告８－７に対する弁済額

　　一審原告８－７については、損害が認められないため、弁済の抗弁について判断を要しな

い。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告８－１

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　１５０万８３５１円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告８－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７４万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２６万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　２９万円

　　（３）　一審原告８－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

　　（４）　一審原告８－４

　　ア　損害額　１００万円
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　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

　　（５）　一審原告８－５

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

　　（６）　一審原告８－６

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４０万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４４万円

　　（７）　一審原告８－７

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

第９　一審原告９の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ９の１・１１、丁Ｃ３、９、１８、一審原告９－１本人（当審）、同９

－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告９－１（本件事故当時４２歳）、その妻である同９－２（本件事故当時４０歳）

は、本件事故当時、福島県ｂｍ市内の借家（福島第一原発からの距離５４．８７ｋｍ（乙Ｃ９

の２））に居住していた。同９－２は、本件事故当時、長女である同９－３を妊娠中であり、

平成２３年（以下略）、同９－３を出産した。

　　一審原告９－１及び同９－２は、平成１８年頃からｂｍ市で居住し始め、平成２２年頃か

ら借家の一室を使って整体院を開業し、主に出張で整体を行っており、固定客が付き、収入は

安定していた。

　　一審原告９－２は、平成２２年７月に妊娠が判明し、震災直前の平成２３年３月２日まで

整体院で業務を継続し、それ以降は出産のため家事に専念していた。出産予定日は、同月２１

日であった。

　　一審原告同９－１及び同９－２は、ｂｍ市では、近所の人から野菜やその他の食料品を

物々交換でもらうことがあった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告９－１及び同９－２は、平成２３年３月１２日夜頃、テレビで本件事故による避

難を呼びかけていることを知り、その１週間後にはテレビ等を通じてヨウ素剤の頒布の話等が

出始めたが、どう対処すればよいか分からなかった。同９－２は、当時は妊娠中で家にいたう

え、政府が大丈夫であると発表していたこともあり、放射線の影響については余り気にしてい

なかった。しかし、同９－２は定期検診から帰ってきた後、通院先の産婦人科から、電話で、

「ｃｊの産婦人科は全て閉鎖となりました。ｃｊ以外の産婦人科を自分で探してください。」

と言われたため、産婦人科を探さなければならなくなり、整体院の客の紹介でｆｏ市の産婦人

科を受診することとなった。同９－１及び同９－２は、同月１８日、自動車でｆｏ市まで向か
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い、同９－２はｆｏ市の産婦人科で検査を受けたところ、高血圧及び妊娠中毒症であることが

判明し、入院することとなった。その後、同９－２は、同月２４日、帝王切開により、同９－

３を出産した。同９－２は、手術中も出産後も容態が改善せず、退院が認められたのは同年４

月９日であった。

　　一審原告９－２は、産婦人科の医師から、子どもには放射線の影響がよく出ると言われ、

避難することを決断した。同９の世帯は愛知県ｄｊ市の友人に避難の話をしたところ、協力し

てもらえることになり、同９－１が事前に引越しの段取りをした上で、同９－２及び同９－３

が一旦福島県に戻った上で、平成２３年４月１０日夕方、福島県を出発した。同９－１が自動

車を運転し、同９－２及び同９－３並びに同９－２の叔母を乗せ、犬２匹と荷物を積んで愛知

県に向かった。同９－３にミルクを与えるためにサービスエリアに立ち寄りながら、１２時間

かけて深夜にｄｊ市に到着した。

　　一審原告９－３は、避難後約３か月は食欲がなく、排便も悪く、体調が悪い状態が続い

た。

　　（３）　避難後の状況等

　　ア　避難生活の状況

　　一審原告９－１は、平成２３年６月頃、友人の紹介で就職が決まり、ジュース製造のライ

ンの仕事を始めたが、震災の影響で仕事が減ったため退職し、同年１０月頃に別の友人の紹介

で建設業に就職したが、これも半年過ぎた頃から仕事が減り始め、平成２４年５月に退職し

た。同９－１は、同年６月からは喫茶店で働くようになったが、ここも売上げ減少に伴い、同

年８月に退職し、同年９月には苗木屋に就職した。ここでは、被ばく検査や弁護士との打合せ

で仕事を休まなければならないことが続いたことで、「いつまでも被害者面するな。」などと

他の従業員から誹謗中傷され、同年１１月には退職した。同９－１は、同年１２月からは派遣

社員として車関係の仕事を始めたが、平成２５年５月に派遣が終了となった。同年６月には新

しく工場に就職したが、残業代の支給が不十分であったため、同年８月頃に退職した。同９－

１は、同年１０月からデイケアで１年半勤務したが、正社員になれないため、平成２７年３月

に退職し、同年４月には、同９－２が平成２５年１０月から勤めている就労支援の職場で勤務

し始めた。しかし、同９－１は、給与条件等が当初の話と食い違っていたり、上司との人間関

係もうまくいかなくなったりしたため、半年後には退職し、同９－２も上記勤務先を平成２７

年９月に退職した。

　　一審原告９－１は、平成２７年１１月からｃｑ市内の社会福祉法人で生活支援員として勤

務し、同９－２は、同月からｄｃ市にある特定非営利活動法人が運営する事務所で正社員の指

導員として勤務している。

　　一審原告９－２は、平成２６年（以下略）、長男を出産し、同９の世帯及び長男は現在、

ｄｃ市内において４人で生活している。

　　一審原告９－１及び同９－２が本件事故当時居住していた借家は解約した。

　　イ　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告９－１及び同９－２の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対

象区域であり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告９－１及び同９－２は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居

住しており、本件事故直後は同市にとどまっていたが、同９－２の出産予定日が平成２３年３

月２１日であったのに通院していた産婦人科や地域の産婦人科が本件事故の影響で閉鎖となっ

てやむなくｆｏ市内の産婦人科を受診し、そのまま入院、出産となり、同年４月９日に退院し

たが、医師から子どもに対する放射線の影響を聞いて避難を決め、いったんｂｍ市の自宅に
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戻った後に同月１０日に出発して自動車でｄｊ市まで避難したというのであるから、同９の世

帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。なお、同９－３は本件事故当時胎

児であったところ、父母である同９－１及び同９－２がｂｍ市から避難する前に出生し、同市

からｄｊ市へ同９－１及び同９－２が本件事故により避難する際に一緒に非難したものであ

り、同９－３の避難も本件事故による避難である。また、本件事故がなければ同９－３はその

ままｂｍ市で平穏な日常生活を送ることができたのであるから、同９－３についても本件事故

による避難及び避難生活により、平穏な日常生活を送る権利を侵害されたといえる。

　　しかし、ｂｍ市の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期

は別として、一審原告９の世帯には一般的には放射能の影響を受けやすいとされる乳児である

同９－３がいることを考慮しても、遅くとも平成２４年８月３１日までには、ｂｍ市に帰還す

ることに支障はなかったというべきである。

　　したがって、一審原告９の世帯が、平成２３年４月１０日に行ったｄｊ市への避難及びそ

れ以降の避難生活のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは平成２４年８月３１日ま

での部分に限られるというのが相当である。

　　（２）　一審原告９－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告９－１は、ｂｍ市からｄｊ市に自動車で移動した際のガソリン代８１３８円及び

高速道路代３２０円を支払ったことが認められ（甲Ｃ９の２、３）、これらの費用は本件事故

と相当因果関係を有するものといえる。したがって、上記合計８４５８円を本件事故と相当因

果関係を有する交通費の損害と認める。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告９－１は、引越し費用として１５万７５００円（甲Ｃ９の５）、車両の陸送費と

して８万４０００円（甲Ｃ９の６）を支払ったことが認められる。また、同９－１は、ｂｍ市

の自宅の賃貸人に退去補修工事費用として４万円を支払ったと主張し、その証拠として甲Ｃ第

９号証の４を提出するが、同号証の４は平成２３年４月分の家賃の領収証であり、上記退去補

修工事費用の領収証ではないから、同９－１が４万円の退去補修工事費用を支払ったと認める

ことはできない。もっとも、甲Ｃ第９号証の９の末尾には「Ｈ２３．４．２１　総務ｆｐから

ＴＥＬハウスクリーニング済　残りの４万円ですべて終了しましたとのこと」との書き込みが

あり、退去補修工事費用として４万円を支払ったことが認められる。したがって、上記支出の

合計２８万１５００円を本件事故と相当因果関係を有する引越し費用の損害と認める。

　　（ウ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告７－１らは、同９－１が平成２３年１１月２４日から同月２６日にかけてｂｍ市

でホールボディカウンターによる検査を受けるために帰省した際の交通費等４万２１４４円が

損害となると主張し、その証拠として甲Ｃ第９号証の７及び８を提出するが、これらの証拠は

平成２４年１１月のものであり、平成２３年１１月の帰省の事実を認めることはできない。ま

た、仮に同７－１らが同９－１が平成２４年１１月に帰省した事実を主張するものとしても、

前記のように、同９の世帯の避難のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは同年８月

３１日までの部分に限られるというべきであるから、同年９月以降の帰省に要した費用は本件

事故と相当因果関係を有するものとはいえない。

　　（エ）　合計　２８万９９５８円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告７－１らは、同９－１が避難前は自宅で仕事をしていたが、避難後は通勤しなけ

ればならなくなったため通勤交通費が必要となったとして交通費損害２４万８８５０円を主張
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する。しかし、前記認定事実によれば、同９－１は避難前にも出張で整体を行うなどしていた

のであり、交通費が全く発生していなかったわけではなく、また避難後に避難前よりも交通費

が増加したと認めるに足りる証拠もない。したがって、本件事故と相当因果関係を有する損害

が発生したと認めることはできず、上記主張は認められない。

　　（イ）　食費

　　一審原告７－１らは、同９－１が、避難前は、食料品のうち、野菜、魚、酒等については

物々交換だけで生活しており、それらについての食費がかかっていなかったが、避難後は、１

月当たり合計８０００円程度の食費がかかるようになったとして、平成２３年３月から平成２

９年１２月までの食費増加分の合計６５万６０００円が損害であると主張する。

　　しかし、一審原告９－１が、本件事故前は、野菜、魚、酒等については物々交換だけで生

活していたと認めるに足りる証拠はなく、避難後に避難前よりも食費が増加したと認めること

はできない。したがって、本件事故と相当因果関係を有する損害が発生したと認めることはで

きず、上記主張は認められない。

　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告７－１らは、平成２９年３月に住宅の借上げ制度が終了したことによる家賃の増

加分が同９－１の損害となると主張するが、前記のとおり、同９の世帯の避難について本件事

故との相当因果関係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、平成

２９年４月以降の家賃の増加分については本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。し

たがって、上記主張は認められない。

　　（エ）　その他（再度の引越し費用）

　　一審原告７－１らは、同９－１が平成２９年３月末に引っ越した際の引越し費用を損害と

して主張するが、前記のとおり、同９の世帯の避難について本件事故との相当因果関係が認め

られるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、上記の引越しは本件事故と相当

因果関係を有するとはいえず、上記主張は認められない。

　　（オ）　合計　０円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告９－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した５３万７０６６円（乙Ｃ

９の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　慰謝料

　　一審原告９－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、出産して退院直後の同９－２及び出生したばかりの同９－３を

伴っての避難であったこと、避難先で乳児である同９－３を養育しなければならなかったこ

と、避難により従前の整体業ができなくなり避難先でジュース製造、建設業、喫茶店の職に

転々と従事しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１

００万円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　１８２万７０２４円

　　（３）　一審原告９－２の損害

　　ア　生活費増加費用（交通費）

　　一審原告７－１らは、同９－２が避難前は自宅で仕事をしていたが、避難後は通勤しなけ

ればならなくなったため、通勤交通費が必要になったとして、平成２５年１０月１日以降の通

勤交通費が損害であると主張する。しかし、同９の世帯の避難について本件事故との相当因果

関係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、平成２５年１０月以

降の避難先での通勤交通費は、仮にそれを要したとしても、本件事故と相当因果関係を有する

とはいえず、上記主張は認められない。

　　イ　生命・身体的損害
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　　一審原告７－１らは、同９－２は、避難後、情緒不安定、不眠等のうつ症状が出ており、

平成２９年１０月２５日に神経症と診断され、その際に治療費４３６０円を要したとしてこれ

を損害と主張する。しかし、同９－２が神経症の診断を受けたのは本件事故から６年以上が経

過した平成２９年１０月であり、同９－２の上記症状が本件事故と相当因果関係を有すると直

ちに認めることはできず、上記主張は認められない。

　　ウ　慰謝料

　　一審原告９－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、出産のため入院していたｆｏ市の産婦人科を退院した直後の避

難であったこと、出生したばかりの同９－３を伴っての避難であり避難先で乳児を養育しなけ

ればならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認める

のが相当である。

　　エ　合計　１００万円

　　（４）　一審原告９－３の損害

　　一審原告９－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精

神的苦痛に対する慰謝料額は、生後間もない時期に、ｂｍ市から自動車で長時間かけてｄｊ市

まで移動したという避難の状況、一般的に放射線の影響を受けやすいとされる乳児であったこ

とその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告９－１について　６７万６７７８円

　　イ　一審原告９－２について　６４万円

　　ウ　一審原告９－３について　８４万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告９の世帯について、以下のとおり賠償したことが

認められる（乙Ｃ９の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告９－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告９－２に対し　自主避難等に係る損害　６４万円

　　（ウ）　一審原告９－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　１４８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　（内訳）

　　（ア）　一審原告９－３の精神的損害　１２万円

　　（イ）　一審原告９－１及び同９－２の営業損害　５３万７０６６円

　　（ウ）　ＡＤＲ弁護士費用　１万９７１２円

　　（エ）　合計　６７万６７７８円

　　ウ　合計　２１５万６７７８円

　　（３）　一審原告９の世帯に対する弁済額

　　ア　一審原告９－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　５５万６７７８円

　　ＡＤＲによる賠償のうち前記（２）イ（イ）の営業損害は一審原告９－１及び同９－２が
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営んでいた整体院に関するものであるが、同７－１らは、同９－１及び同９－２の営業損害を

同９－１の就労不能損害として主張しているから、これを同９－１に対する弁済として扱うの

が相当である。

　　前記（２）イ（ウ）は、一審原告９の世帯共通の弁護士費用の損害に対して支払われたと

みられるところ、同７－１らにおいても同９の世帯の共通の費用等の損害については同９－１

の損害として主張していることから、これを同９－１に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　これらの合計額は５５万６７７８円である。

　　（ウ）　合計　６７万６７７８円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告９－１に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　イ　一審原告９－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　前記（３）ア（イ）のとおり扱うから、ＡＤＲによる賠償による一審原告９－２に対する

弁済額は０円となる。

　　（ウ）　合計　６４万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告９－２に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　　ウ　一審原告９－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１２万円

　　ＡＤＲによる賠償のうち前記（２）イ（ア）の精神的損害は一審原告９－３に対するもの

であるから、これを同９－３に対する弁済として扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計　８４万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告９－３に対する弁済の抗弁は全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告９－１

　　ア　損害額　１８２万７０２４円

　　イ　弁済額　６７万６７７８円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１１５万０２４６円

　　エ　弁護士費用　１２万円

　　オ　認容額　１２７万０２４６円

　　（２）　一審原告９－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６４万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３６万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４０万円

　　（３）　一審原告９－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　８４万円
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　　ウ　弁済額控除後の損害額　１６万円

　　エ　弁護士費用　２万円

　　オ　認容額　１８万円

第１０　一審原告１０の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１０の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１０－１（本件事故当時３５歳）、その妻である同１０－２（本件事故当時３３

歳）、同１０－１及び同１０－２の長女である同１０－３（本件事故当時２歳）、長男である

同１０－４（本件事故当時０歳）は、本件事故当時、福島県ｂｍ市所在の同１０－１の実家近

くの賃貸アパート（福島第一原発からの距離５２．００ｋｍ（乙Ｃ１０の１））に居住してい

た。

　　一審原告１０－１は、本件事故前はとびとして働いており、特殊な高速道路、橋等の重量

のある物の足場を設置する仕事をしており、出張で遠方に行くこともあったが、基本的には福

島県内で仕事をしていた。同１０－２は、地元の愛知県にいた際に人間関係で悩み、精神病を

患ったことがあり、心機一転のために福島県に転居したものであり、同１０－１と結婚する前

はｂｍ市で居酒屋を営んでいたが、結婚後は専業主婦となり、本件事故当時も専業主婦であっ

た。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１０の世帯は、平成２３年３月１２日に福島第一原発１号機が爆発した際に被ば

くの危険性を感じ、同月１４日に同原発３号機が爆発した際は更に被ばくの危険を感じた。そ

して、同１０－１は、当時勤務していた会社の上司から、同原発の爆発後の風向きから被ばく

の危険があるから幼い子がいるなら避難した方がよいと勧められたこともあり、被ばくの危険

を更に認識するようになった。同１０－１は仕事をすぐに辞めることはできなかったため、同

１０－２が同１０－３及び同１０－４を連れて避難することにした。

　　一審原告１０－２から同１０－４までは、同月１４日、ｂｍ市の自宅を自動車で出発し、

国道で東京に向かい、約７時間かけて東京に入った。その後、同１０－２らは、高速道路を利

用して愛知県に向かい、途中の静岡県のサービスエリアで自動車を停めて車中で一泊した。そ

の後、同１０－２から同１０－４までは、同１０－２の実家に向かい、そこでしばらく生活す

ることになった。

　　避難後、一審原告１０－２から同１０－４までは、同１０－２の実家で肩身の狭い思いを

し、また、福島県で生活する同１０－１とは別に愛知県で生活するのは家計的に大きな負担で

あったため、同１０－２から同１０－４までは、同年４月２２日、一旦福島県に戻った。

　　しかし、一審原告１０－２から同１０－４までは、テレビや新聞を見て、核燃料を取り出

せず放射能漏れは続いており被ばくの危険は改善される気配がないと考え、平成２３年８月１

５日、再び愛知県に避難し、同県ｄｋ市の県営住宅に入居した。

　　一審原告１０－１は、仕事の都合でしばらくは同１０－２らと一緒に避難することはでき

なかったが、同年１０月に愛知県に避難し、同１０の世帯は、同県ｅａ市の被災者支援のため

の住宅を借りて転居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　ア　避難生活の状況

　　一審原告１０－１は、平成２６年４月からはとびとして会社に勤めているが、愛知県に

引っ越してからは親しくしていた友人がいないこともあってストレスが溜まるようになった。

　　一審原告１０－２は、愛知県に戻ってからは再びストレスを抱えるようになり、うつ病を

発症し、精神安定剤等の薬を服用し始めた。さらに、同１０－２は、愛知県に来てから煙草を

吸い始め、飲酒の量も増えた。同１０－２は、平成２４年４月から１年間はｅａ市の臨時職員
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として中学校の特別養護クラスの補助の仕事をしていたが、結局、精神状態が不安定になり、

仕事ができなくなった。

　　一審原告１０－３及び同１０－４は、転居したｅａ市の学校に通学したが、同１０－３ら

は福島から転居したことを隠して生活してきた。

　　一審原告１０の世帯が入居した上記の被災者支援の住宅は平成２８年３月まで居住できる

ことになっていたが、同月以降については不明であったため、同年４月、ｅａ市内の別の住宅

に転居した。

　　イ　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１０の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市の環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１０の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、福島第一原発の爆発により被ばくの危険を感じ、同１０－２から同１０－４まで

は、平成２３年３月１４日から同年４月２２日まで愛知県に避難し、いったんｂｍ市に戻った

後、なお被ばくの危険があると考えて、同年８月１５日、ｄｋ市に避難し、同年１０月、同１

０－１もｂｍ市から避難して、同１０の世帯全員がｅａ市で生活するに至ったものである。

　　このうち、一審原告１０－２から同１０－４までの最初の避難については、本件事故直後

に被ばくの危険を感じたことによるものであり、本件事故によるものといえる。また、同１０

－２から同１０－４までの２回目の避難については、いったんｂｍ市に戻ってから４か月近く

経ってからの再避難ではあるが、同１０の世帯には、幼児である同１０－３及び乳児である同

１０－４がおり、一般的に幼児及び乳児は放射線の影響を受けやすいとされていることから、

被ばくへの不安を強く抱いてのことと考えられ、これもまた本件事故によるものとみることが

できるし、同１０－２から同１０－４までが避難している以上、これに合流する形で同１０－

１が平成２３年１０月に避難して同居を回復したこともやむをえないことであったといえ、こ

れも本件事故によるものというのが相当である。

　　他方、ｂｍ市の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期は

別として、一般的には放射能の影響を受けやすいとされる幼児である一審原告１０－３及び乳

児である同１０－４がいたことを考慮しても、遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難

先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなっていたというべきである。

　　したがって、一審原告１０の世帯の避難及び避難生活については、平成２４年８月３１日

までを限度として、本件事故との相当因果関係が認められると解するのが相当である。

　　（２）　一審原告１０－１の損害

　　一審原告１０－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、同１０－１が本件事故から約７か月経った平成２３年１０月

に先に避難した同１０－２から同１０－４までと合流する形での避難であったこと、避難先で

乳幼児を養育しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを

４０万円と認めるのが相当である。

　　（３）　一審原告１０－２の損害

　　一審原告１０－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後に避難したもののやむなく自宅に戻り、その後

再び避難していること、避難により精神状態が不安定になったこと、乳幼児を伴った避難で、

避難先で乳幼児を養育しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれ

ば、これを８０万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告１０－３の損害
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　　一審原告１０－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の避難とその後の再避難を経験していることそ

の他前記認定の一切の事情に照らせば、これを８０万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告１０－４の損害

　　一審原告１０－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の避難とその後の再避難を経験していることそ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを８０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１０－１について　１２万円

　　イ　一審原告１０－２について　２２万円

　　ウ　一審原告１０－３について　７２万円

　　エ　一審原告１０－４について　７２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１０の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったこ

とが認められる（乙Ｃ１０の３、６、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１０－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１０－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告１０－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告１０－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　１６８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　１０万円

　　ＡＤＲにより一審原告１０－２の精神的損害（避難生活）として１０万円が賠償された。

　　ウ　合計　１７８万円

　　（３）　一審原告１０の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１０－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１０－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告１０－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１０万円

　　ＡＤＲによる賠償は、その内訳上、一審原告１０－２に対して行われたことが明らかであ

る。

　　（ウ）　合計　２２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１０－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。
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　　ウ　一審原告１０－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１０－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　エ　一審原告１０－４に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１０－４に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１０－１

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（２）　一審原告１０－２

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　２２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　５８万円

　　エ　弁護士費用　６万円

　　オ　認容額　６４万円

　　（３）　一審原告１０－３

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８万円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　９万円

　　（４）　一審原告１０－４

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８万円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　９万円

第１１　一審原告１１の世帯及び同２９

　１　認定事実（甲Ｃ１１の１・２、甲Ｃ２９の１、一審原告１１－１本人（原審）のほか後

掲のもの）

257/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１１－１（本件事故当時５２歳）、その妻である元原審原告１１－２（本件事故

当時４７歳）、一審原告１１－１及び元原審原告１１－２の長男である一審原告２９（本件事

故当時２１歳）、長女である同１１－３（本件事故当時１８歳）は、本件事故当時、福島県ｂ

ｋ郡ｂｉ町所在の自宅（福島第一原発からの距離８．１ｋｍ（乙Ｃ１１の１、乙Ｃ２９の

１））に居住していた。

　　一審原告１１－１は、ｂｉ町で生まれ、昭和５５年頃から電気工事の自営業を始め、本件

事故当時もこの仕事を続けていた。一審原告１１－１及び元原審原告１１－２は、平成３年

に、ｂｉ町で、それぞれの実家にも近い土地を借りて一軒家の住居を建築した。

　　元原審原告１１－２は、長女である一審原告１１－３が小学生になった頃から、自宅で託

児所を始め、また、同１１－３が高校に進学した頃から、実家の居酒屋の手伝いをしていた。

同２９は、ｂｉ町の小中学校を卒業後、ｂｍ市内の高校に進学し、高校卒業後は警備会社に就

職し、その後、一審被告東京電力の関連会社に勤務し、本件事故当時は福島第一原発４号機の

中で仕事をしていた。同１１－３は、ｂｉ町の高校を中退後は、元原審原告１１－２の託児の

仕事の手伝い及び同元原審原告の実家の居酒屋の手伝いの仕事をしていた。

　　一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２は、本件事故前は、近所の人か

ら野菜や果物をもらうなどしており、肉や米を除いては食材をスーパーマーケット等で購入す

ることはほとんどなかった。一審原告１１－１は、地域の青年会ＯＢや消防団にも入ってお

り、消防団では月に少なくとも２回は訓練をし、消防団の大会の前は２か月前くらいから毎日

のように練習をしていた。その他にも、一審原告１１の世帯、同２９、元原審原告１１－２

は、祭り等を通じて地域の人と強い繋がりを有していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１１－１は、平成２３年３月１１日の本件地震発生当時、ｂｇ火力発電所の地下

でケーブルを通線する工事をしていたが、地上に上った後、津波を回避するために高台に避難

していたところ、本件津波が襲来した。同１１－１は、自宅にたどり着き、家族と合流した

が、消防団に所属していたため、すぐに震災の対応のために自宅を出て、同日夜になってｂｉ

町の見回りをすることになり、まだ家に残っている住民にまた津波が来るかもしれないから高

い所へ避難するよう指示するなどした。同１１－１は、消防団が一旦解散となり、自宅に戻っ

て一夜を明かした後、同月１２日午前８時頃、災害対策本部に行ったところ、福島第一原発が

危険なので、ｂｉ町の住民は避難することになったと聞いた。そこで、同１１－１は、同日、

地域の人々にｂｉ町の住民は避難することになったことを伝え、西方向に逃げるように伝えて

回った。同日夕方、消防団の団長から、見回りや住民への避難指示も一段落したため消防団員

も避難するようにとの指示があり、同１１－１も福島県ｂｋ郡ｂｃ村の避難所へ行くことに

し、同避難所でも消防団の団員として毛布の配布等の仕事をしていた。同１１－１は本件事故

があったことをｂｃ村の避難所で知り、同月１６日頃にはｂｃ村からも避難しなければならな

くなったため、同月１７日、家族のいるｂｎ市の避難所で家族と合流した。

　　元原審原告１１－２、一審原告１１－３及び同２９は、平成２３年３月１１日の本件地震

後、元原審原告１１－２の実家に一旦避難した。しかし、津波が来るかもしれないと伝えられ

たため、深夜になってｂｉ町の体育館に向かった。その後、元原審原告１１－２、一審原告１

１－３及び同２９は、無線放送で西方向に逃げるよう伝えられたことから、同月１２日、西方

のｂｃ村の避難所へ行き、同村の親戚の家に同月１５日頃まで避難していたが、その家には、

他にもたくさんの親戚が避難していたため、食べ物も余りなく、風呂にも入れない状態であっ

た。一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２は、同月１５日、ｂｎ市の避難

所に行ったが、ｂｉ町民は受け入れられないと言われて避難所に入れず、駐車場で車中泊をし

ていた。
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　　元原審原告１１－２、一審原告１１－３及び同２９は、車中での生活を続けるわけにもい

かず、一審原告１１－１が以前働いていたｅｂ市の会社の社長から避難してきてもよいと言わ

れたため、同市に避難することにし、同月２１日頃、同市に自動車で避難した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２は、ｅｂ市では、一審原告１１

－１の知り合いの社長の会社の社宅で暮らすことになったが、６畳一間の部屋は大人４人で生

活するには狭く、居室は３階にあったにもかかわらずエレベーターがなかったため、膝の調子

の悪い同元原審原告は不便な生活を強いられた。一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審

原告１１－２は、４人で暮らせるような借上げ住宅を探したが、社宅に入っていることを理由

に借上げ住宅への入居を拒否された。

　　一審原告１１－１は、平成３０年２月まではｅｂ市で生活していたものの、同月、同１１

－１の兄が居住するｂｍ市の家に転居し、現在は兄と二人で生活し、ｂｍ市内で仕事をしてい

る。

　　元原審原告１１－２は、平成２３年４月末に、ｅｂ市から愛知県ｅｄ市の借上げ住宅に一

人で転居したが、平成２８年１２月、心筋梗塞で死亡した。

　　一審原告２９は、平成２３年４月半ばに東京都ｆｑ市でビルの設備管理会社の仕事が決

まったことから、ｅｂ市からｆｑ市に転居した。その後、福島県在住の頃から交際していた女

性と同居するようになり、同年夏頃には埼玉県の借上げ住宅に転居した。同２９は、平成２５

年８月に上記女性と結婚し、平成２６年１２月に千葉県ｅｃ市に転居した。同２９は、引き続

き上記会社に勤務している。

　　一審原告１１－３は、平成２３年３月末頃、当時交際していた男性が東京に避難していた

ことから東京に転居したが、平成２４年１月頃に上記交際相手と別れ、元原審原告１１－２の

いるｅｄ市に転居し、平成２６年（以下略）には長男を出産した。

　　一審原告１１－１は、平成３０年５月頃、本件事故前に居住していた自宅を取り壊し、そ

の敷地を更地にして地主に返還した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２の本件事故当時の住所地はｂｉ

町で、同町は旧居住制限区域であり、旧居住制限区域（ｂｊ町の居住制限区域を除く。）の指

定が解除されたのは平成２９年４月１日であり、ｂｉ町における環境放射能等の状況は前記第

３章、第４、２のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２が本件事故当時、ｂｉ町に居住

し、同町が福島第一原発に近接していて旧居住制限区域となって避難を余儀なくされたことに

加え、旧居住制限区域の指定は、平成２９年４月１日まで続き、約６年もの長期間にわたって

居住制限されて帰還できなかった地域に指定解除により直ちに帰還できるというものでもな

く、一般に、居住制限が解除されてから帰還が可能となるまでに少なくとも１年は要すると考

えられる。

　　したがって、一審原告１１－１が、消防団員として稼働しつつまず避難したｂｃ村の避難

所において本件事故があったことを知り、平成２３年３月１７日にｂｎ市の避難所に避難した

こと、同避難所では車中生活を余儀なくされ、同月２１日に知り合いを頼ってｅｂ市に避難し

たこと及び同市における避難生活を継続したことは本件事故によるものであるが、ｂｉ町の旧

居住制限区域の指定が解除された後である平成３０年２月にｂｍ市の同１１－１の兄方に転居

し、一般に帰還が可能になったと考えられる同年４月以降もｂｉ町に帰還することなく同年５

月に自宅を取り壊していることからすると、同年２月のｂｍ市への転居の段階で本件事故によ
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る避難生活を終え、同市への転居後は、自らの意思でｂｉ町に帰還せずｂｍ市で新生活を始め

ることを選択したとみるべきであるから、本件事故と相当因果関係ある避難生活は同月までの

部分に限るのが相当である。

　　元原審原告１１－２が、平成２３年３月１２日、本件地震後避難していたｂｉ町の体育館

からｂｃ村の避難所及び同村の親戚の家に避難したこと、同月１５日、そこからｂｎ市の避難

所の駐車場に避難したこと、同月２１日に夫や子らとともにｅｂ市に避難したこと、そこは狭

く、エレベーターもなかったため、同年４月末に、ｅｂ市からｅｄ市の借上げ住宅に一人で転

居したことは、いずれも本件事故によるものと認められる。そして、平成２９年４月１日の旧

居住制限区域の指定解除を見ることなく、平成２８年１２月に死亡したのであり、同月の死亡

までの避難生活は本件事故と相当因果関係がある。

　　一審原告２９が、平成２３年３月１２日、ｂｉ町の体育館からｂｃ村の避難所及び同村の

親戚の家に避難したこと、同月１５日、そこからｂｎ市の避難所の駐車場に避難したこと、同

月２１日に父母や妹とともにｅｂ市に避難したこと、そこが狭く、ｆｑ市での仕事も決まった

ことから、同年４月半ばにｅｂ市からｆｑ市に転居したことは、いずれも本件事故によるもの

と認められる。同２９が、同年夏頃に埼玉県の借上げ住宅に転居し、平成２５年８月に結婚し

て、平成２６年１２月に千葉県ｅｃ市に転居した時点では、未だｂｉ町の旧居住制限地域は解

除されていなかったから、埼玉県やｅｃ市で生活を続けることとなったが、一般にｂｉ町への

帰還が可能になったと考えられる平成３０年４月以降もｂｉ町に帰還せずｅｃ市での生活を続

けたことは、自らの意思による選択であったといえる。したがって、同２９の避難及び避難生

活は、同年３月３１日までの限度で本件事故との相当因果関係が認められる。

　　一審原告１１－３が、平成２３年３月１２日、ｂｉ町の体育館からｂｃ村の避難所及び同

村の親戚の家に避難したこと、同月１５日、そこからｂｎ市の避難所の駐車場に避難したこ

と、同月２１日に父母や兄とともにｅｂ市に避難したこと、そこが狭かったことから同月末頃

に交際男性の避難先である東京に避難していたことは本件事故によるものといえる。同１１－

３が、平成２４年１月頃に元原審原告１１－２のいるｅｄ市に転居したことも、未だｂｉ町の

旧居住制限区域が解除されていない時期のことであり、本件事故によるものといわざるを得な

い。しかし、一般にｂｉ町への帰還が可能になったと考えられる平成３０年４月以降もｂｉ町

に帰還せずｅｄ市での生活を続けたことは、自らの意思による選択であったといえる。した

がって、一審原告１１－３の避難及び避難生活は、平成３０年３月３１日までの限度で本件事

故との相当因果関係が認められる。

　　（２）　一審原告１１－１の損害

　　一審原告１１－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、住所に近い福島第一原発で本件事故が発生して避難を余儀な

くされたこと、緊迫した状況でｅｂ市まで転々と避難しなければならなかったこと、避難先が

狭いなどの事情により家族が離れ離れの避難生活となったこと、その状況下で妻である元原審

原告１１－２を亡くしたこと、職を変わらざるを得なかったこと、ｂｉ町が旧居住制限区域と

なりその指定が約６年間解除されなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを９００万円と認めるのが相当である。

　　（３）　元原審原告１１－２の損害

　　元原審原告１１－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中

の精神的苦痛に対する慰謝料額は、住所に近い福島第一原発で本件事故が発生して避難を余儀

なくされたこと、緊迫した状況でｅｂ市まで転々と避難しなければならなかったこと、避難先

が狭いなどの事情により家族が離れ離れの避難生活となったこと、託児の仕事ができなくなっ

たこと、ｂｉ町の旧居住制限区域の指定の解除を見ることなく病気により死亡したことその他

前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを９００万円と認めるのが相当である。
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　　（４）　一審原告２９の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告２９の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した８万２０００円（乙Ｃ２９

の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同２９が一時立入り・帰省費用として１２万３７７２円の損害を有

すると主張するが、一審被告東京電力が既に賠償した５万６０００円（乙Ｃ２９の３）を超え

て同２９が一時立入り・帰省費用を支出したことを認めることはできないから、５万６０００

円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　イ　就労不能損害

　　一審原告２９の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した９７万７７４１円（乙Ｃ２

９の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　ウ　被ばく検査費用

　　一審原告２９の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３万４０００円（乙Ｃ２９

の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　慰謝料

　　一審原告２９について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精神

的苦痛に対する慰謝料額は、住所に近く仕事場でもあった福島第一原発で本件事故が発生して

避難を余儀なくされたこと、緊迫した状況でｅｂ市まで転々と避難しなければならなかったこ

と、避難先が狭いなどの事情により家族が離れ離れの避難生活となったこと、ｂｉ町の旧居住

制限区域の指定が約６年間解除されず婚姻後も帰還できなかったこと、職を変わらざるをえな

かったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを９００万円と認めるのが相当で

ある。

　　オ　合計　１０１４万９７４１円

　　（５）　一審原告１１－３の損害

　　一審原告１１－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、住所に近い福島第一原発で本件事故が発生して避難を余儀な

くされたこと、緊迫した状況でｅｂ市まで転々と避難しなければならなかったこと、避難先が

狭いなどの事情により家族が離れ離れの避難生活となったこと、元原審原告１１－２の託児所

やその実家の居酒屋の手伝いができなくなったこと、ｂｉ町の旧居住制限区域の指定が約６年

間解除されず、出生した子を避難先で養育しなければならなかったことその他前記認定の一切

の事情を考慮すれば、これを９００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１１－１について　５９９０万３８４２円

　　イ　元原審原告１１－２について　３０１４万３２２９円

　　ウ　一審原告２９について　２４０７万０１５６円

　　エ　一審原告１１－３について　１７０８万５７３４円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２

に対し、ＡＤＲ以外により、以下のとおりの賠償を行ったことが認められる（乙Ｃ１１の５、

２９の３、４５の１から２５まで、弁論の全趣旨）。

　　（内訳）
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　　ア　一審原告１１－１に対し

　　（ア）　その他（財物以外）、一時立入り費用、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費

用、実費　９７１万６４００円

　　（イ）　財物（建物、建築物、構築物・庭木、借地権・諸費用）　１９９６万２３８５円

　　（ウ）　合計　２９６７万８７８５円

　　イ　元原審原告１１－２に対し

　　（ア）　その他（財物以外）、就労不能損害、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費

用、実費　２４２６万０５２９円

　　（イ）　財物（祭祀にかかる費用、諸費用、仏壇・仏具一式、家財）　６０８万２７００

円

　　（ウ）　合計　３０３４万３２２９円

　　ウ　一審原告２９に対し

　　（ア）　その他（財物以外）、一時立入り費用、検査費用（人）、精神的損害（避難生

活）、避難・帰宅費用、就労不能損害、実費　２３６７万５１５７円

　　（イ）　財物（家財、仏壇・仏具一式、祭祀にかかる費用、諸費用）　６０８万２７００

円

　　（ウ）　合計　２９７５万７８５７円

　　エ　一審原告１１－３に対し

　　（ア）　その他（財物以外）、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費用、生命・身体的

損害、就労不能損害、実費　１７０８万５７３４円

　　（イ）　財物　０円

　　（ウ）　合計　１７０８万５７３４円

　　（３）　一審原告１１の世帯及び同２９並びに元原審原告１１－２に対する弁済額

　　ア　一審原告１１－１に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　９７１万６４００円

　　（イ）　財物損害に対する賠償　０円

　　一審原告１１－１が本件で請求している損害は財物損害以外の損害であり、財物損害とは

訴訟物を異にするから、同１１－１の財物損害に対する賠償を弁済とみることはできない。

　　（ウ）　合計　９７１万６４００円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１１－１に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　イ　元原審原告１１－２に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　２４２６万０５２９円

　　（イ）　財物損害に対する賠償　０円

　　元原審原告１１－２が死亡前に本件で請求していた損害は財物損害以外の損害であり、財

物損害とは訴訟物を異にするから、同元原審原告の財物損害に対する賠償を弁済とみることは

できない。

　　（ウ）　合計　２４２６万０５２９円

　　したがって、一審被告東京電力の元原審原告１１－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告２９に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　２３６７万５１５７円

　　（イ）　財物損害に対する賠償　０円

　　一審原告２９が本件で請求している損害は財物損害以外の損害であり、財物損害とは訴訟
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物を異にするから、同２９の財物損害に対する賠償を弁済とみることはできない。

　　（ウ）　合計　２３６７万５１５７円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２９に対する弁済の抗弁は一部認められる。

　　エ　一審原告１１－３に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　１７０８万５７３４円

　　（イ）　財物損害に対する賠償　０円

　　（ウ）　合計　１７０８万５７３４円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１１－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１１－１

　　ア　損害額　９００万円

　　イ　弁済額　９７１万６４００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　元原審原告１１－２からの承継額　０円（下記（２）ウ）

　　オ　認容額　０円

　　（２）　元原審原告１１－２

　　ア　損害額　９００万円

　　イ　弁済額　２４２６万０５２９円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　（３）　一審原告２９

　　ア　損害額　１０１４万９７４１円

　　イ　弁済額　２３６７万５１５７円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　元原審原告１１－２からの承継額　０円（上記（２）ウ）

　　オ　認容額　０円

　　（４）　一審原告１１－３

　　ア　損害額　９００万円

　　イ　弁済額　１７０８万５７３４円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　元原審原告１１－２からの承継額　０円（前記（２）ウ）

　　オ　認容額　０円

第１２　一審原告１２の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１２の１、一審原告１２－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１２－１（本件事故当時３４歳）及びその長女である同１２－２（本件事故当時

８歳）は、本件事故当時、同１２－１の父と共に福島県ｃｂ郡ｂｔ町所在の同１２－１の父の

持ち家（福島第一原発からの距離６６．４０ｋｍ（乙Ｃ１２の２））に住んでいた。

　　一審原告１２－１は、平成２３年１月まで医療事務職の契約社員として薬局で勤務してお

り、同年４月１日からは、ｃｂ市役所で嘱託医療事務職員として勤務することになっていた。

同１２－２は小学２年生であった。同１２－１は、実家で父と同居していたため、経済的にも

子育てについても父の援助を受けることができ、近所には幼なじみや知り合いが多く、米や野

菜を分けてもらうこともあった。

　　（２）　避難開始の経緯等
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　　一審原告１２－１は、本件事故後、同１２－２の健康被害等を心配していたが、避難する

当てもなく、平成２３年４月１日からｃｂ市役所での勤務が決まっていたことなどから、なる

べく外出しないようにしながら実家での生活を続けていた。しかし、同１２－１は、愛知県ｆ

ｒ市に住む知人から避難を強く勧められ、同年３月１９日頃、一審原告１２の世帯での避難を

決断し、ｂｌ空港からｆｊ空港へ飛行機で移動し、上記のｆｒ市の知人宅へ避難した。しか

し、同１２－１は、同年４月１日からｃｂ市役所での勤務が決まっており、生活費を捻出する

必要があったため、同年３月２８日、同１２－２を上記知人に託し、一人でｂｔ町の実家に戻

ることとした。同１２－１は、当時は除染作業等に時間が掛かるとは思っておらず、状況が落

ち着いたら同１２－２を実家に呼び寄せて一緒に生活できると思っていた。

　　一審原告１２－１は、平成２３年４月１日からｃｂ市役所での勤務を開始したが、間もな

く、同１２－２を預かってもらっていた上記知人から、同１２－２が精神的に不安定なので医

師に診せたところ、ＰＴＳＤのような症状と説明されたとの連絡を受けた。同１２－１は、同

１２－２を一人で見知らぬ土地の知人宅で避難生活させることに限界を感じ、やむなくｃｂ市

役所を退職し、同１２－２と一緒に避難することを決断した。一方で、同１２－１の父は、知

人宅に住まわせてもらうわけにもいかず、また、自宅を残し、住み慣れた福島県を離れる決断

をすることができなかったため、実家に残ることになった。同１２－１は、同月２５日頃、ｃ

ｂ市役所を退職し、同月２８日、同１２－２を預かってもらっている知人宅に一緒に住まわせ

てもらうことになったが、上記知人宅にいつまでも住まわせてもらうわけにもいかず、同年６

月３０日、同１２の世帯は賃貸アパートを見つけて転居し、さらに、同年１２月２４日には愛

知県の借上げ住宅に転居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１２－１は、平成２３年１１月から医療事務の仕事に就いていたが、平成２８年

１月に再婚し、同年（以下略）に長男を出産した。同１２の世帯は、再婚に伴って愛知県ｆｓ

市に転居し、同１２－１は、平成２９年３月には上記医療事務の仕事を退職した。同１２－２

は、平成２３年４月からｆｒ市内の公立小学校に転校し、同校を卒業後は私立中学校、愛知県

内の高校に進学した。同１２の世帯は、避難後は、ｂｔ町の実家にいる同１２－１の父には年

に１回程度しか会っていない。また、同１２－２は、友達と離れ、全く知らない土地へ転校す

ることになり、避難当初は、福島へ一時帰宅するたびに衣服を全部捨てるよう迫られるなど、

傷つくこともあった。

　　なお、ｂｔ町の自宅には一審原告１２－１の父が現在も居住している。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１２の世帯の本件事故当時の住所地はｂｔ町で、同町は自主的避難等対象区域で

あり、同町における環境放射能等の状況は前記第３章、第１、３のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１２の世帯は、自主的避難等対象区域であるｂｔ町に居住していたところ、小学

生であった同１２－２の本件事故による健康被害を心配していた折から同１２－１の知人から

避難を勧められ、平成２３年３月１９日頃にｆｒ市に避難したものであり、同１２－１は同１

２－２を残して一旦はｂｔ町に戻ったものの、同１２－２が不調を来したため、同１２－１も

同年４月２８日、ｆｒ市に再避難しており、同１２の世帯の避難（同１２－１の再避難を含

む。）は本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｔ町の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期は

別として、一審原告１２の世帯には一般的には放射能の影響を受けやすいとされる子どもで

あった同１２－２がいたことを考慮しても、遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先

からｂｔ町に帰還することに支障はなくなったというべきである。
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　　したがって、一審原告１２の世帯の避難及び避難生活のうち本件事故と相当因果関係が認

められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告１２－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した８万４７５０円（乙

Ｃ１２の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告１２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１１万９１５０円

（乙Ｃ１２の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　合計　２０万３９００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、原判決９９８頁から９９９頁までの別紙「家財道具一覧（原告番号

１２－１）」の「原告の請求」欄記載のとおり同１２の世帯の家財道具購入費７５万４９９１

円が同１２－１の損害であると主張する。しかし、消耗品については本件事故による避難がな

くとも必要となるものであるから、その購入費用は本件事故と相当因果関係を有するとは直ち

にいえない。一方で、同１２の世帯の避難前の住所には同１２－１の父が住み続けていたので

あるから、父が生活するために必要な主な家財道具を持ち出すことはできず、比較的大型の家

財道具については、父が使用する必要性や輸送費用との兼ね合いから、避難先で新たに購入し

たことにも合理性があり、比較的大型の家財道具の購入費用は本件事故と相当因果関係を有す

るといえる。したがって、上記別紙の「認定額」欄記載のとおり、同１２－１の家財道具購入

費用６９万０７２７円（甲Ｃ１２の５から１２の１６の２まで）を本件事故と相当因果関係を

有する損害と認める。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１－１らは、同１２の世帯は本件事故による避難前は同１２－１の父と同居して

おり水道光熱費が発生していなかったが避難後は水道光熱費を負担する必要が生じたとして、

９８万５６０８円が同１２－１の損害であると主張する。しかし、同１２の世帯について本件

事故と相当因果関係が認められる避難生活は平成２４年８月３１日までの部分に限られ、同１

２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が生活費増加費用（二重生活に伴う生活費増加分）

として既に賠償した平成２３年分１８万円及び平成２４年分３６万円（乙Ｃ１２の１）のうち

４２万円（平成２３年分１８万円、平成２４年１月から８月までの分２４万円）については避

難と相当因果関係ある損害と認める余地があるが（弁論の全趣旨）、これを超えて本件事故と

相当因果関係を有する水道光熱費増加の損害が発生したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、４２万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する生活費（水道光熱費）増

加の損害と認める。

　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告１２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した６２万５８６４円

（乙Ｃ１２の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　合計　１７３万６５９１円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告１２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１２万５２００円

（乙Ｃ１２の１）を本件事故と相当因果関係を有する就労不能損害と認める（弁論の全趣

旨）。

　　エ　慰謝料
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　　一審原告１２－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、小学生である同１２－２の健康被害を心配しての避難であっ

たこと、一時的に同１２－２と離れて生活しなければならなかったこと、同１２－２と同居す

るため転職先を辞めなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを１００万円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　３０６万５６９１円

　　（３）　一審原告１２－２の損害

　　一審原告１２－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、知らない土地で母である同１２－１と離れて生活しなければ

ならないこととなり精神的にも不安定となったこと、避難に伴い小学校を転校しなければなら

なかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、本件事故と相当因果関係ある慰謝料

額については、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１２－１について　１６０万７４１３円

　　イ　一審原告１２－２について　８８万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１２の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったこ

とが認められる（乙Ｃ１２の１・４、乙Ｃ５３の１から３まで、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１２－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１２－２に対し　自主避難等に係る損害　６４万円

　　（ウ）　合計　７６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　１７２万７４１３円

　　ＡＤＲにより、一審原告１２の世帯及び同１２－１の父に対する和解金額が２４８万７４

１３円と合意され、そこからＡＤＲ以外による賠償額７６万円を控除した１７２万７４１３円

が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、避難雑費　２００万９７６４円

　　（イ）　一審原告１２－１の就労不能損害　１２万５２００円

　　（ウ）　精神的損害　２８万円

　　（エ）　ＡＤＲ弁護士費用　７万２４４９円

　　（オ）　合計（和解金額）　２４８万７４１３円

　　（カ）　既払い金　７６万円（前記ア（ウ））

　　（キ）　合計（支払い額）　１７２万７４１３円

　　上記（イ）は、一審原告１２－１に対するものであることが明示されており、同１２－１

の父はｂｔ町の自宅にとどまり避難していないから、上記（ア）の費用を支出したのは同１２

－１であり、上記（ウ）も同１２の世帯に対するものであり、上記（エ）も同１２－１が支出

した同１２の世帯の弁護士費用であるといえる。したがって、和解金額２４８万７４１３円は

同１２の世帯の損害を対象としたものであり、ＡＤＲによる賠償１７２万７４１３円は全額が

同１２の世帯に対するものである。

　　ウ　合計　２４８万７４１３円

　　（３）　一審原告１２の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１２－１に対する弁済額
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　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲで合意した和解金額のうち前記（２）イ（ア）及び（イ）は同１２－１の損害に対

するもの、同（ウ）は同１２の世帯の損害に対するもの、同（エ）は同１２－１が支出した同

１２の世帯共通の損害に対するものであるが、この和解金額から前記（２）ア（ア）の同１２

－１に対する１２万円及び同（イ）の同１２－２に対する６４万円が控除されて支払われた関

係で、同１２－２に対する賠償はすべて既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償の

全額１７２万７４１３円を同１２－１に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　１８４万７４１３円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１２－１に対する弁済の抗弁１６０万７４１３

円は全部認められる。

　　イ　一審原告１２－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち一審原告１２－２の損害に係る部分は既払い金により控除済

みであり、ＡＤＲによる賠償額のうち同１２－２に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　６４万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１２－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１２－１

　　ア　損害額　３０６万５６９１円

　　イ　弁済額　１６０万７４１３円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１４５万８２７８円

　　エ　弁護士費用　１５万円

　　オ　認容額　１６０万８２７８円

　　（２）　一審原告１２－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６４万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３６万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４０万円

第１３　一審原告１３の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１３の１、一審原告１３－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１３－１（本件事故当時２５歳）、その妻である同１３－２（本件事故当時２５

歳）、同１３－１及び同１３－２の長女である同１３－３（本件事故当時１歳）は、本件事故

当時、福島県ｂｎ市所在の自宅（福島第一原発からの距離５４．８４ｋｍ（乙Ｃ１３の２））

に居住していた。

　　本件事故当時、一審原告１３－１は運送会社に正社員として勤務しており、同１３－２は
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専業主婦であった。同１３－１は福島県ｆｔ郡ｇａ村出身、同１３－２は同県ｂｓ市の出身で

あり、２０年以上にわたって同県に居住しており、今後も同県に住み続けるつもりであった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　本件事故当時、一審原告１３－１は仕事中であり、同１３－２及び同１３－３はｂｎ市の

自宅にいた。同１３－１及び同１３－２は、本件事故発生当初は、メディアで「直ちに問題は

ない。」との報道が繰り返されていたことから、福島第一原発から５０ｋｍ以上離れた自宅に

放射性物質が到達するはずがないと思っていた。しかし、各地で放射線の数値が発表されるよ

うになると、放射性物質が同１３－１から同１３－３までのところまで到達しているのではな

いかと感じるようになり、必要な用事以外では外出せず、窓もドアも開けない、水道水も飲ま

ないようになった。同１３－１は、平成２３年４月頃に異動願いを提出したがすぐには認めら

れず、本件事故から約５か月後に異動の申請が認められ、同１３－１から同１３－３までは、

同年８月２６日にｃｑ市の市営住宅に引っ越した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１３－１から同１３－３までは、避難当初はｃｑ市の市営住宅に居住していた

が、平成２４年１０月に同市内に新居を購入した。また、同１３－２は、平成２５年（以下

略）、二女である同１３－４を出産し、同１３の世帯は現在は４人で生活している。同１３－

１らがｂｎ市に所有していた住居は平成２４年３月２４日に１２９８万円で売却し、売却金額

をローンの返済に充てたものの約７０万円の借金が残った。同１３の世帯は、年に２回程度福

島県の実家に帰省するという生活をしている。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１３－１から同１３－３までの本件事故当時の住所地はｂｎ市で、同市は自主的

避難等対象区域に該当し、同市の環境放射能等の状況は前記第３章、第２、１のとおりであ

る。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１３－１から同１３－３までは、自主的避難等対象区域であるｂｎ市に居住して

いたところ、本件事故による放射性物質が飛来するのではないかと不安を感じ、平成２３年４

月に勤務先に異動を願い出、それが認められた同年８月にｃｑ市に避難したものであり、同１

３－１から同１３－３までの避難は本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｎ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる乳児がいる

場合でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先からｂｎ市に帰還することに支障は

なくなっていたというべきところ、一審原告１３－１らは、同年３月２４日にｂｎ市の自宅を

売却し、その後、同年１０月にｃｑ市内に住居を購入しているから、同１３－１から同１３－

３までがｂｎ市に帰還しなかったのは、同１３－１らが同市の状況にかかわらず同市には帰還

しないことを決めて自宅を売却したことによるものとみるのが相当である。

　　したがって、一審原告１３－１から同１３－３までの避難生活のうち本件事故と相当因果

関係が認められるのは平成２４年３月２４日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告１３－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１万２０００円（乙

Ｃ１３の１）を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める（弁論の全趣旨）。
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　　〈２〉　引越し費用

　　一審原告１３－１から同１３－３までがｂｎ市の自宅からｃｑ市に引っ越す際に引越し費

用として同１３－１が引越し業者に対して１５万７５００円を支払ったことが認められ（甲Ｃ

１３の２）、これを本件事故と相当因果関係を有する引越し費用の損害と認める。

　　〈３〉　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１０万８０００円

（乙Ｃ１３の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　〈４〉　その他（避難雑費）

　　一審原告１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３０万円（乙Ｃ１３

の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　〈５〉　合計　５７万７５００円

　　（イ）　生活費増加費用

　　一審原告１－１らが、本件事故による同１３－１の損害と主張する生活費増加費用７６万

円については、ＡＤＲにおいて同１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が平成２３年分

の生活費増加費用、移動費用及び精神的損害として７６万円を既に賠償したことが認められる

が（乙Ｃ１３の１）、その内訳は明確ではない上、同１３の世帯の各精神的損害として賠償さ

れたと認める余地があることにも照らせば、上記主張は認められない。

　　（ウ）　被ばく検査費用

　　一審原告１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した５万４０００円（乙

Ｃ１３の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告１３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３万８６２５円（乙

Ｃ１３の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　慰謝料

　　一審原告１３－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、乳児である同１３－３を伴っての避難であったことその他前

記認定の一切の事情を考慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　　（カ）　合計　１０７万０１２５円

　　イ　財物損害

　　（ア）　不動産

　　前記のとおり、一審原告１３－１らが平成２４年３月２４日にｂｎ市の自宅を売却したの

は、同１３－１らが同市の状況にかかわらず同市には帰還しないと決めたことによるものであ

るから、本件事故による自宅の売却を余儀なくされたとはいえず、それによって何らかの損害

が生じたとしても、本件事故と相当因果関係がある財物損害であるということはできない。

　　（イ）　その他（仲介手数料等）

　　ｂｎ市の自宅の売却に要した仲介手数料は、上記（ア）と同様に、本件事故と相当因果関

係を有する財物損害であるということはできない。

　　（ウ）　合計　０円

　　（３）　一審原告１３－２の損害

　　一審原告１３－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、乳児である同１３－３を伴っての避難であったことその他前

記認定の一切の事情を考慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告１３－３の損害

　　一審原告１３－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の
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精神的苦痛に対する慰謝料額は、前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを４０万円と認め

るのが相当である。

　　（５）　一審原告１３－４の損害

　　一審原告１３－４が出生したのは、本件事故後、かつ同１３－１らがｂｎ市に帰還しない

ことを決めた後である平成２５年（以下略）であり、本件事故と相当因果関係ある避難及び避

難生活を体験したわけではなく、本件事故により精神的苦痛を被ったということはできない。

したがって、同１３－４の損害は認められない。

　　一審原告１－１らは、同１３－４の左右の甲状腺にのう胞が見られることから、本件事故

による損害を認めるべきと主張するが、かかるのう胞が本件事故による放射能の汚染によるも

のと認めるに足りる証拠はないから、上記主張は採用できない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１３－１について　３８万６１２５円

　　イ　一審原告１３－２について　３０万円

　　ウ　一審原告１３－３について　９２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、一審原告１３の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったことが認め

られる（乙Ｃ１３の１・５・６、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１３－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１３－２に対し　自主避難等に係る損害　２０万円

　　（ウ）　一審原告１３－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　１０４万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　５６万６１２５円

　　ＡＤＲにより、一審原告１３－１から同１３－３までに対する和解金額が１３２万６１２

５円と合意され、そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円を控除した５６万６１２５

円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　一審原告１３－１の精神的損害　８万円

　　（イ）　一審原告１３－２の精神的損害　８万円

　　（ウ）　一審原告１３－３の精神的損害　６０万円

　　（エ）　避難費用、検査費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　５６万６１２５円

　　（オ）　合計（和解金額）　１３２万６１２５円

　　（カ）　既払い金　７６万円

　　（キ）　合計（支払い額）　５６万６１２５円

　　上記（ア）から（ウ）までは一審原告１３－１から同１３－３までそれぞれに対する金額

であると認められ、かつこれはＡＤＲ以外による賠償額に含まれる。また、上記（エ）は同１

３－１が支出した同１３の世帯共通の費用に対する賠償であると認められる。

　　ウ　合計　１６０万６１２５円

　　（３）　一審原告１３の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１３－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。
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　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　５６万６１２５円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち一審原告１３－１の精神的損害に対する金額はＡＤＲ以外に

よる同１３－１に対する賠償額に含まれており、前記（２）イ（エ）の賠償額が同１３－１に

対する弁済額となる。

　　（ウ）　合計　６８万６１２５円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１３－１に対する弁済の抗弁３８万６１２５円

は全部認められる。

　　イ　一審原告１３－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　２０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち一審原告１３－２の精神的損害に対する金額は既払い金によ

り控除済みであり、ＡＤＲによる賠償による同１３－２に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　２０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１３－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告１３－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち一審原告１３－３の精神的損害に対する金額は既払い金によ

り控除済みであり、ＡＤＲによる賠償による同１３－３に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１３－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１３－１

　　ア　損害額　１０７万０１２５円

　　イ　弁済額　３８万６１２５円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　６８万４０００円

　　エ　弁護士費用　７万円

　　オ　認容額　７５万４０００円

　　（２）　一審原告１３－２

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　２０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２０万円

　　エ　弁護士費用　２万円

　　オ　認容額　２２万円

　　（３）　一審原告１３－３

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円
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　　エ　認容額　０円

　　（４）　一審原告１３－４

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

第１４　一審原告１４の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１４の１、一審原告１４－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１４－１（本件事故当時４３歳）、その妻である同１４－２（本件事故当時３８

歳）、同１４－１及び同１４－２の長女である同１４－３（本件事故当時１０歳）、二女であ

る同１４－４（本件事故当時１０歳）は、本件事故当時、ｂｌ市内の自宅（福島第一原発から

の距離６１．７１ｋｍ（乙Ｃ１４の２））に居住していた。

　　一審原告１４－１は、本件事故当時、福島県庁で勤務しており、同１４－２は、ｂｌ市内

の私立高校の教師をしていた。同１４－３及び同１４－４は、同市内の小学校に通っていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１４－３及び同１４－４は、平成２３年３月末、一時的に同１４－２の実家のあ

る愛知県ｇｂ市に避難したが、同年４月中旬にはｂｌ市に戻った。獣医師の資格を有する同１

４－１は、本件事故後は警戒区域内における動物の保護活動を行う業務を任され、福島県ｂｋ

郡ｂｄ町、同郡ｂｋ町等の放射線被害の著しい地域に頻繁に出向き、同地域での動物の保護活

動業務に早朝から深夜まで従事しており、業務に懸命に取り組んではいたが、内部被ばく等に

よる将来の健康に対する不安を抱いていた。同１４－２は、勤務先において教員自ら学校施設

の除染作業等を行わなければならず、それらの作業に追われていた。

　　一審原告１４－１及び同１４－２は、同１４－３及び同１４－４への放射能の影響を心配

し、外で遊ばせないようにしていた。また、同１４－３及び同１４－４の小学校では、運動会

や水泳大会も中止になった。

　　一審原告１４－１及び同１４－２は、平成２３年６月頃には、ｂｌ市での生活を断念し、

同１４の世帯で、同１４－２の出身地である愛知県に避難することを決断し、同１４－１は、

同年１０月に同県内の就職先が決まった。そして、同１４－３及び同１４－４は、同年１２月

２６日、ｇｂ市に引っ越し、同１４－１及び同１４－２は、平成２４年３月までにｂｌ市での

仕事や自宅の売却等を終えてから愛知県に転居し、同１４の世帯は、同県ｆｆ市の賃貸マン

ションで生活を始めた。

　　（３）　避難後の状況等

　　ｆｆ市に転居した後、一審原告１４－１は、ｅｄ市での勤務を開始し、同１４－２は、ｃ

ｒ市内の専門学校やｆｆ市内の高校で非常勤講師として勤務を始め、現在でも同様の仕事をし

ている。同１４－１らは、平成２４年６月に分譲マンションを３６００万円で購入し、平成２

５年３月に入居したが、上記ｂｌ市内の前の自宅のローンが同自宅の売却代金を返済に充てた

後も残っており、二重にローンを支払うこととなった。同１４－３及び同１４－４は、愛知県

内の中学校及び高校に進学した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１４の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市の環境放射能等の状況は、前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１４の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してい

たところ、子どもである同１４－３及び同１４－４が平成２３年３月末から同年４月中旬まで

ｇｂ市に避難し、いったんはｂｌ市に戻ったものの、放射線の影響に対する不安などから、同
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年１２月に再びｇｂ市に避難したものであり、同１４－３及び同１４－４が一般に放射線の影

響を受けやすいとされる子どもであったことを考えると、同１４－３及び同１４－４の避難

（再避難を含む。）は本件事故によるものということができる。

　　しかし、ｂｌ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりで、平成２３年から平成２４年

にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅くと

も平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子どもでも遅

くとも平成２４年８月３１日までには、避難先からｂｌ市に帰還することに支障はなくなって

いたというべきところ、一審原告１４－１らは、同年３月までに同市の自宅を売却し、その

後、同年６月にｆｆ市内に住居を購入しているから、同１４－３及び同１４－４がｂｌ市に帰

還できなかったのは、同１４－１らが同市の状況にかかわらず同１４－３及び同１４－４を同

市には帰還させないことを決めて自宅を売却したことによるものとみるのが相当である。

　　したがって、一審原告１４－３及び同１４－４の避難及び避難生活のうち本件事故と相当

因果関係が認められるのは、平成２３年３月末から同年４月中旬までの避難及び避難生活並び

に同年１２月の再避難及びその後の避難生活のうち平成２４年３月までの部分とするのが相当

である。

　　他方、一審原告１４－１及び同１４－２は、平成２４年３月までにｆｆ市に転居している

ものの、前記のｂｌ市の状況を考えれば、同１４－１らは、同市の状況にかかわらず同市を離

れることを決めて自宅を売却してｆｆ市に転居したものとみるべきであり、同１４－１及び同

１４－２については、本件事故との相当因果関係がある避難及び避難生活は認められない。こ

のことは、ｇｂ市に再避難していた同１４－３及び同１４－４と同居するための転居であった

とみられることを考慮しても変わらない。

　　もっとも、一審原告１４－１及び同１４－２は、同１４－３及び同１４－４がｇｂ市で本

件事故との相当因果関係が認められる避難生活をしていた間、子らとの二重生活となってお

り、このことによる損害は、相当な範囲で本件事故との相当因果関係が認められるというべき

である。

　　（２）　一審原告１４－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が平成２４年分の交通費として８万

８８９０円（乙Ｃ１４の１）を賠償したことは認められるものの、前記のとおり、本件事故と

相当因果関係を有する同１４－３及び同１４－４の避難及び再避難は平成２３年１２月までの

分に限られ、上記交通費は同１４－１及び同１４－２の分と認められる（弁論の全趣旨）か

ら、上記の一審被告東京電力の賠償額を損害と認めることはできない。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した避難費用（宿泊謝

礼）１５万円（乙Ｃ１４の１）を本件事故と相当因果関係を有する同１４－３及び同１４－４

の避難及び再避難による宿泊費・謝礼の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　引越し費用

　　本件事故と相当因果関係ある引越し費用が発生したとは認められない。

　　（エ）　面会交通費

　　一審原告１－１らが本件事故による同１４－１の損害と主張する面会交通費２９万５１３

０円については、ＡＤＲにおいて同１４の世帯の請求に対し一審被告東京電力が平成２４年１

月から９月まで分の避難費用（面会交通費）として１７万１６３０円を既に賠償していること

が認められ（乙Ｃ１４の１）、このうち同年１月から３月まで分におよそ相当する５万７２１

０円を、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。
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　　（オ）　その他（避難雑費）

　　一審原告１４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１２万円（乙Ｃ１４

の１）を本件事故と相当因果関係を有する同１４－３及び同１４－４の避難及び再避難により

同１４－１が負担した避難雑費の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（カ）　合計　３２万７２１０円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　その他（二重生活による生活費増加分、移動費用、生活費増加分）

　　一審原告１４の世帯における二重生活による生活費増加分については、同１４の世帯の請

求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１２万円（乙Ｃ１４の１）の限度で本件事故と相

当因果関係を有する同１４－３及び同１４－４の避難及び再避難による二重生活に伴う生活費

増加分の損害と認める。

　　その他の移動費用及び生活費増加分については、損害の発生について具体的な立証がない

から、一審原告１４－１の損害を認めることはできない。

　　（イ）　ｂｌ市の自宅の売却費用等

　　一審原告１－１らは、ｂｌ市の不動産売却の仲介料、抵当権抹消費用、車両登録変更手数

料を同１４－１の損害と主張するが、前記のとおり、自宅の売却は本件事故によるものとはい

えないから、同１４－１の損害は認められない。

　　（ウ）　ｆｆ市の分譲マンションへの転居費用等

　　一審原告１－１らは、ｆｆ市の分譲マンションに転居した際に要した費用を同１４－１の

損害と主張するが、前記のとおり、ｆｆ市のマンションを購入してここへ転居したことは本件

事故によるものとはいえないから同１４－１の損害は認められない。

　　（エ）　合計　１２万円

　　ウ　就労不能損害

　　前記のとおり、一審原告１４－１には本件事故と相当因果関係のある避難が認められない

から、本件事故と相当因果関係のある就労不能が発生したとは認められない。

　　エ　被ばく検査費用

　　本件事故の態様や事故状況、その後の福島第一原発の事故処理状況等に照らせば、避難に

ついて本件事故との相当因果関係が認められる期間を過ぎても、放射線被ばくによる影響の検

査を受けることには合理性が認められるというべきである。

　　一審被告東京電力は、被ばく検査費用について、本件事故との相当因果関係が認められる

避難期間以後の検査費用については、本件事故と相当因果関係ある損害とは認められないと主

張するが、採用できない。

　　したがって、まず、一審原告１４の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した被ばく

検査費用４万４０４０円（乙Ｃ１４の１）は本件事故との相当因果関係がある損害であり（弁

論の全趣旨）、また、平成２８年３月に被ばく検査を受検した際に４８１０円を要したと認め

られ（甲Ｃ１４の１１）、これらの合計４万８８５０円を本件事故と相当因果関係を有する被

ばく検査費用の損害と認める。

　　オ　線量計購入費

　　一審原告１４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１万３８００円（乙

Ｃ１４の１）を本件事故と相当因果関係を有する線量計購入費の損害と認める（弁論の全趣

旨）。

　　カ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告１４の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１４万７６０２円（乙Ｃ１

４の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　キ　慰謝料
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　　一審原告１４－１について本件事故との相当因果関係がある避難は認められないが、本件

事故との相当因果関係が認められる同１４－３及び同１４－４の避難生活並びに再避難生活

中、子らと二重生活になったことによる精神的苦痛に対する慰謝料額を２０万円とするのが相

当である。

　　一審原告１－１らは、同１４－１の母が令和２年５月２５日に亡くなったところ、本件事

故による避難のため、同人の最期に接することができなかったと主張するが、本件事故との相

当因果関係がある避難が認められないので、この主張も失当である。

　　ク　合計　８５万７４６２円

　　（３）　一審原告１４－２の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告１４－２は、本件事故により避難したことから、非常勤講師となったため収入が

減少したとして、就労不能損害を被ったと主張するが、本件事故と相当因果関係ある避難が認

められないので、避難による就労不能損害も認められない。

　　イ　被ばく検査費用

　　平成２８年３月に被ばく検査を受検した際に要した５２８０円（甲Ｃ１４の１４）を、本

件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　ウ　慰謝料

　　一審原告１４－２について本件事故との相当因果関係がある避難は認められないが、本件

事故との相当因果関係が認められる同１４－３及び同１４－４の避難生活並びに再避難生活

中、子らと二重生活になったことによる精神的苦痛に対する慰謝料額を２０万円とするのが相

当である。

　　エ　合計　２０万５２８０円

　　（４）　一審原告１４－３の損害

　　一審原告１４－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、両親である同１４－１及び同１４－

２と離れての避難であったこと、小学校の転校を要したことその他前記認定の一切の事情を考

慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、同１４－３の令和２年の甲状腺検査の結果がＢ（詳細な二次検査が

推奨されるレベル）であったことから、より損害が認められるべきと主張するが、その検査結

果が本件事故による放射能の影響によるものか明らかでないから、上記主張は採用できない。

　　（５）　一審原告１４－４の損害

　　一審原告１４－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、両親である同１４－１及び同１４－

２と離れての避難であったこと、小学校の転校を要したことその他前記認定の一切の事情を考

慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、同１４－３の令和２年の甲状腺検査の結果がＢであったから双子で

ある同１４－４についても健康被害が心配されるとして、より損害が認められるべきと主張す

るが、そもそも同１４－１について健康被害があったという証拠はなく、上記主張は採用でき

ない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１４－１について　１５７万２６９１円

　　イ　一審原告１４－２について　２２５万５０００円

　　ウ　一審原告１４－３について　７８万円

　　エ　一審原告１４－４について　７８万円
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　　（２）　一審被告東京電力の賠償について

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１４の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ１４の１・４、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１４－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１４－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告１４－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告１４－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　１６８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　３７０万７６９１円

　　ＡＤＲにより、一審原告１４の世帯に対する和解金額が５０６万７６９１円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１３６万円を控除した３７０万７６９１円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　移動費用、避難費用、生活費増加費用、検査費用、線量計購入費用、避難雑費、

ＡＤＲ弁護士費用　２１７万６９６２円

　　（イ）　精神的損害　４８万円

　　（ウ）　一審原告１４－１の就労不能損害　２７万５７２９円

　　（エ）　一審原告１４－２の就労不能損害　２１３万５０００円

　　（オ）　合計（和解金額）　５０６万７６９１円

　　（カ）　既払い金　１３６万円

　　（キ）　合計（支払い額）　３７０万７６９１円

　　上記（ア）は一審原告１４の世帯に共通する費用であるがそれを支出したのは同１４－１

であり、上記（ウ）及び（エ）は同１４－１及び同１４－２に対するものであることが明示さ

れているから、それぞれの一審原告に対する賠償であるといえ、上記（イ）は同１４の世帯そ

れぞれの各精神的損害に対する賠償であるといえる。

　　ウ　合計　５３８万７６９１円

　　（３）　一審原告１４の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１４－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲで合意した和解金額からの既払い金１３６万円の控除は、まず、前記（２）イ

（イ）の精神的損害４８万円から全額が控除され、次いで、同（ア）の一審原告１４－１が支

出した同１４の世帯共通の費用から８８万円が控除されたものとみて、その余の同（ア）の１

２９万６９６２円と同（ウ）の同１４－１の就労不能損害２７万５７２９円の合計額である１

５７万２６９１円をＡＤＲによる賠償のうち同１４－１に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　１６９万２６９１円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１４－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告１４－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ
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る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（イ）の精神的損害の一審原告１

４－２に係る部分は既払い金により控除済みとみて、同（エ）の同１４－２の就労不能損害分

２１３万５０００円をＡＤＲによる賠償のうち同１４－２に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　２２５万５０００円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１４－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告１４－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（イ）の精神的損害の一審原告１

４－３に係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同１４－３に対

する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１４－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　エ　一審原告１４－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（イ）の精神的損害の一審原告１

４－４に係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同１４－４に対

する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１４－４に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１４－１

　　ア　損害額　８５万７４６２円

　　イ　弁済額　１５７万２６９１円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告１４－２

　　ア　損害額　２０万５２８０円

　　イ　弁済額　２２５万５０００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（３）　一審原告１４－３

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　７２万円
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　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（４）　一審原告１４－４

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第１５　一審原告１５の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１５の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１５－１（本件事故当時２５歳）及びその長女である同１５－２（本件事故当時

３歳）は、本件事故当時、福島県ｃｂ郡ｂｂ町所在の同１５－１の実家（福島第一原発からの

距離４６．００ｋｍ（乙Ｃ１５の２））に同１５－１の両親及び祖母とともに居住していた。

　　一審原告１５－１は、本件事故当時は仕事をしていなかったが、近いうちに父の介護の仕

事の手伝いの仕事をしようと考えていた。同１５－１は、本件事故当時、当時の夫と別居して

離婚協議中であり、その後、平成２５年５月に離婚が成立し、平成２７年３月に再婚した。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１５－１は、本件事故直後は、避難するかどうか迷って、ｂｂ町の実家にとど

まって同１５－２を外に出さない、水道水を飲まない、自宅の畑で獲れた野菜を食べないとい

う生活をしていたが、福島県ｂｋ郡ｂｋ町等から強制的に避難させられている人々がバスで移

動するのを見て異常な事態であると感じ、また、福島第一原発に勤務する知人のいる友人から

の電話で「今からｂａを出る。大変なことになった。危ないから逃げた方がいい。」と言われ

るなどしたため、避難することにした。

　　一審原告１５の世帯は、平成２３年３月１６日、ｂｌ市内の友人宅に泊まり、同月１７

日、飛行機でｃｑ市の友人宅へ避難し、しばらく生活していたが、友人に気を遣いながら生活

することにストレスを感じ、同年５月、愛知県が被災者に対して無償貸出しをしていた県営住

宅に転居した。

　　なお、一審原告１５－１の両親は仕事のため、また祖母はｂｂ町を離れないことを希望し

たため、いずれも避難しなかった。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１５－１は、県営住宅に転居後、家財道具を買う金銭的余裕がないため、人から

家財道具をもらうなどしていた。また、同１５－２はＩＧＡ欠損症を患っており、週に１回は

通院が必要であったが、愛知県に避難してからは病院を探すのにも苦労し、地理が分からず、

やむを得ずタクシーを利用することも多くなった。

　　一審原告１５－１は、県営住宅に転居後は生活保護を受けながら仕事を探していたが、地

理も分からず、同１５－２の面倒を見てくれる人もいなかったため、なかなか仕事を見つける

ことができず、また、見知らぬ土地で孤独を感じる生活が続き、精神的に不安定になり、平成

２５年夏頃には適応障害及びパニック障害と診断された。同１５－２は、ｃｑ市に来てからす

ぐに高熱を出したり、歯ぎしりや爪噛みの行動が出たりした。

　　一審原告１５－１は、職業訓練で介護士の資格を取り、平成２６年頃にパートタイム勤務

で介護士の仕事に就いた。同１５－１は、最初は１日１時間程度の勤務しかできなかったが、

その後、月額６万円ないし１０万円程度の収入を得られるようになった。同１５－１は、平成

２７年３月に再婚し、平成２８年（以下略）に二女を出産し、平成２８年１２月に県営住宅か

ら転居した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等
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　　一審原告１５の世帯の本件事故当時の住所地はｂｂ町で、同町は自主的避難等対象区域で

あり、同町の環境放射能等の状況は、前記第３章、第１、４のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１５の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｂ町に居住してお

り、本件事故直後は同町にとどまっていたが、避難者を見たことや危ないから逃げた方がいい

という友人の助言があったことから避難を決め、平成２３年３月１６日、ｂｌ市内の友人宅を

経由して、同月１７日、ｃｑ市の友人宅へ避難し、同年５月、愛知県の被災者向け県営住宅に

移ったというのであるから、同１５の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認めら

れる。

　　しかし、ｂｂ町の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、本件事故直後の混乱期

は別として、通常、平成２３年１２月３１日までには同町に帰還することに支障はなく、一審

原告１５の世帯に一般的には放射能の影響を受けやすいとされる幼児である同１５－２がいた

ことを考慮しても、遅くとも平成２４年８月３１日までには同町に帰還することに支障はな

かったというべきである。

　　したがって、一審原告１５の世帯の避難及び避難生活のうち本件事故との相当因果関係が

認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるというのが相当である。

　　（２）　一審原告１５－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２４年１月１日から平成

２７年３月９日まで分の一時立入り・帰省費用として３１万８９６０円を賠償していることが

認められ（乙Ｃ１５の１・４）、このうち平成２４年１月から８月までの分におよそ相当する

６万６８７０円の限度では本件事故と相当因果関係を有する損害と認める余地があるが（弁論

の全趣旨）、本件事故と相当因果関係ある避難生活中にこれを超える一時立入り・帰省費用を

同１５－１が支出したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、６万６８７０円の限度で本件事故と相当因果関係がある一時立入り・帰省費

用の損害を認める。

　　（イ）　避難雑費

　　一審原告１５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２４年１月１日から平成

２７年３月９日まで分の避難雑費として５８万７２００円を賠償していることが認められ（乙

Ｃ１５の１・４）、このうち平成２４年１月から８月までの分におよそ相当する１２万３１０

０円の限度では本件事故と相当因果関係を有する損害と認める余地があるが（弁論の全趣

旨）、本件事故と相当因果関係ある避難生活中にこれを超える避難雑費を同１５－１が支出し

たと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、１２万３１００円の限度で本件事故と相当因果関係がある避難雑費の損害を

認める。

　　（ウ）　合計　１８万９９７０円

　　イ　生活費増加費用

　　一審原告１－１らは同１５－１に生活費増加費用及び移動費用６８万円の損害が生じたと

主張する。

　　一審原告１５の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に平成２３年分精神的損害、生活

費増加費用及び移動費用として６８万円を賠償していること、このうち４８万円が精神的損害

に相当することが認められ（乙Ｃ１５の１・４）、その差額の２０万円の限度では本件事故と

相当因果関係がある生活費増加費用及び移動費用の損害と認める余地があるが（弁論の全趣
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旨）、同１５－１が本件事故と相当因果関係がある避難生活中にこれを超える額の増加生活費

や移動費用を支出したことを認めるに足りる領収書その他の証拠はない。

　　したがって、２０万円の限度で本件事故と相当因果関係がある生活費増加費用及び移動費

用の損害を認める。

　　ウ　慰謝料

　　一審原告１５－１について本件事故との相当因果関係の認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、幼児を伴っての避難であったこと、一時友人宅に間借りして

いた時期はストレスがあったこと、県営住宅に移っても、避難先で両親や祖母の助けもなく病

気を抱えていた同１５－２を一人で養育しなければならなかったこと、そのため精神的にも不

調を来したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相

当である。

　　エ　合計　１３８万９９７０円

　　（３）　一審原告１５－２の損害

　　一審原告１５－２について本件事故との相当因果関係の認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、持病がありしばしば通院の必要がある中避難先で生活しなけ

ればならなかったこと、避難の影響とみられる心身の症状が出たことその他前記認定の一切の

事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１５－１について　４３万８９６０円

　　イ　一審原告１５－２について　１３０万７２００円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１５の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったこ

とが認められる（乙Ｃ１５の１・４・５、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１５－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１５－２に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（ウ）　合計　８４万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　９０万６１６０円

　　ＡＤＲにより、一審原告１５の世帯に対する和解金額が１５８万６１６０円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち６８万円を控除した９０万６１６０円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　精神的損害、生活費増加費用、移動費用　６８万円

　　（イ）　一時立入り、帰宅費用、避難雑費　９０万６１６０円

　　（ウ）　合計（和解金額）　１５８万６１６０円

　　（エ）　既払い金　６８万円（一審原告１５－１分８万円、同１５－２分６０万円）

　　（オ）　合計（支払額）　９０万６１６０円

　　上記（ア）のうち精神的損害は、一審原告１５の世帯それぞれに対するものとみられ、上

記（ア）のうちその余の部分と上記（イ）は同１５の世帯のために同１５－１が支出した費用

に対するものであるとみられる。

　　ウ　合計　１７４万６１６０円

　　（３）　一審原告１５の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１５－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円
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　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲで合意した和解金額からの既払い金６８万円の控除は、前記（２）イ（ア）の損害

６８万円から全額が控除されたものとみて、同（イ）の９０万６１６０円をＡＤＲによる賠償

のうち一審原告１５－１に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　１０２万６１６０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１５－１に対する弁済の抗弁４３万８９６０円

は全部認められる。

　　イ　一審原告１５－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額のうち前記（２）イ（ア）中の精神的損害の一審原告１５－２

に係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同１５－２に対する弁

済額を０円とする。

　　（ウ）　合計７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１５－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１５－１

　　ア　損害額　１３８万９９７０円

　　イ　弁済額　４３万８９６０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　９５万１０１０円

　　エ　弁護士費用　１０万円

　　オ　認容額　１０５万１０１０円

　　（２）　一審原告１５－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第１６　一審原告１６の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１６の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１６－１（本件事故当時２２歳）は、本件事故当時、ｂｌ市所在の同１６－１の

実家（福島第一原発からの距離６４．９４ｋｍ（乙Ｃ１６の２））に両親と共に居住してい

た。同１６－１が結婚を前提に交際していた同１６－２（本件事故当時２２歳）は、本件事故

当時、同市所在の同１６－２の実家（福島第一原発からの距離６４．８９ｋｍ（乙Ｃ１６の

４））に両親と共に居住していた。

　　本件事故当時、一審原告１６－１は結婚式場を営む会社にし、同１６－２は自動車学校に

それぞれ勤務していた。

　　（２）　避難開始の経緯等
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　　一審原告１６－１の勤務先の結婚式場は本件地震の影響で損壊したが、次の日から片付け

等のために出勤することを求められ、同１６－２も同様に片付け等のために勤務先に出勤する

ことを求められた。しかし、同１６－１は本件事故による影響を心配して、同１６－１の母、

姉、姉の子、同１６－２と５人で千葉県のおばの家に１週間ほど避難することにした。同１６

－１及び同１６－２らは、平成２３年３月１４日夜、ｂｌ市を出発し、自動車で千葉県に向

かったが、高速道路が通行止めで、一般道で南下したところ、非常に渋滞しており、コンビニ

エンスストアの駐車場などで休憩を取りながら、同月１５日午後０時頃、上記おばの家に到着

した。

　　本件事故から１週間が経過し、本件事故による影響は明らかではなかったが、おばに対す

る申し訳ない気持ちもあり、一審原告１６－１及び同１６－２は、平成２３年３月２１日にｂ

ｌ市の自宅に戻った。一方で、同１６－１の母、姉及び姉の子は同年４月まで上記千葉のおば

の家に滞在することになった。

　　ところが、平成２３年３月３１日、一審原告１６－１が勤務していた結婚式場の店舗の従

業員が震災の影響で全員解雇となり、同１６－１は、再就職をして福島県を離れることを決め

た。同１６－１は、中古車販売会社に就職し、本件事故の影響を避けるため同県から遠い勤務

地を希望したところ、愛知県ｅｄ市が勤務地となったので、同年８月頃、同市内のアパートに

転居した。

　　そして、一審原告１６－２も、平成２３年９月頃に、勤めていた自動車学校を退職して上

記アパートに引っ越した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１６－１は、平成２３年１２月１日には自動車部品製造会社に転職し、同１６－

１と一審原告１６－２は、同月、上記会社の借上げ社宅に転居し（甲Ｃ１６の５）、平成２４

年１月１１日、結婚した。

　　その後、一審原告１６の世帯は福島県に戻ることを決め、平成２６年３月に同県に戻っ

た。同１６－１は、その後、かつて勤務していた結婚式場を経営する会社に再就職した。同１

６－２は、同年（以下略）に第一子を、平成２８年（以下略）に第二子を出産した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告１６の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は、前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１６の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市にそれぞれ居

住していたところ、本件事故直後に千葉県に避難した後、いったんはｂｌ市に戻ったものの、

同１６－１は、震災の影響で解雇となったことを契機として、福島県から離れるべく平成２３

年８月にｅｄ市で再就職し、同１６－２は、同年９月に同１６－１のｅｄ市の住居へ転居した

ものであり、避難後の就労状況やｂｌ市の環境放射能等の状況は前記認定のとおりである。本

件事故直後の千葉県への一時的な避難並びに同１６－１が震災により職を失ったことを契機に

福島県を離れる趣旨でｅｄ市で再就職したこと及び同１６－１と結婚を前提に交際していた同

１６－２が同居のためｅｄ市へ転居したことは、いずれも本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｌ市における環境放射能等の状況は上記１（４）のとおりであり、本件事故直後

の混乱期は別として、一般的に遅くとも平成２３年１２月３１日までには、転居先のｅｄ市か

らｂｌ市に帰還することに支障はなくなっていたというのが相当であり、一審原告１６－１が

同月１日に避難先で転職し、同月、同１６－２とともに転職先の社宅に入居したことを考慮し

てその後に必要となる帰還準備期間を加味したとしても、遅くとも平成２４年５月３１日まで

に帰還の支障はなくなったというべきである。
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　　したがって、一審原告１６の世帯の避難（再避難を含む。）及び避難生活は、平成２４年

５月３１日までの限度で、本件事故との相当因果関係が認められるというべきである。

　　（２）　一審原告１６－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同１６－１は、本件事故後、平成２３年９月２２日までの千葉県に

避難した際の交通費、週末避難の際の交通費、愛知県ｅｄ市に避難する際の交通費等として合

計７万７７７６円を支出し、これが同１６－１の損害にあたると主張する。

　　このうち、一審原告１６－１が平成２３年３月１４日から１５日にかけてｂｌ市から千葉

県に向けて自動車で移動したこと、同月２１日にｂｌ市に戻ったこと、同年８月頃にｂｌ市か

らｅｄ市に移動したことは前記のとおり認められ、その交通費は本件事故との相当因果関係が

認められる。

　　一審原告１－１らが提出する同１６－１及び同１６－２の家計簿（甲Ｃ１６の５）によっ

ても、千葉県への避難に要した交通費は判然としないし、上記証拠には、「ｅｄへ引越し　５

８０００円」の記載はあるものの、これは後述のとおり引越し費用であり交通費ではないが、

上記の各移動の事実によれば、同１６－１が少なくとも３万円の交通費を要した事実を推認す

ることができる。

　　他方、一審原告１－１らが主張する同１６－１及び同１６－２の週末避難の交通費につい

ては、千葉県からｂｌ市に戻って以降の同１６－１及び同１６－２の生活状況が証拠上判然と

せず、同１－１らが主張する週末避難の実態を認定することができないから、その交通費の発

生も認められない。

　　したがって、３万円の限度で、本件事故との相当因果関係がある交通費の損害を認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同１６－１が千葉県の親戚宅に避難した際の謝礼、週末避難のため

に同１６－１の兄宅に避難した際の謝礼、週末避難の際のホテルの宿泊費等として７万３７５

０円を支出したのが損害であると主張する。

　　まず、千葉県のおばに対する謝礼は、一審原告１６－１が親族の情誼に対して自らの判断

で任意に支払ったものであり、本件事故により支払を余儀なくされたものとはいえない。ま

た、週末避難については、上記（ア）で述べたとおり、これを認めるに足りる証拠がない。

　　したがって、上記主張は認められない。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同１６－１が平成２３年８月にｂｌ市からｅｄ市に引っ越した際に

要した費用合計１０万９４５０円が損害であると主張する。しかし、同１６－１が実際に上記

の支出をしたことを示す証拠はなく、むしろ、甲Ｃ第１６号証の５の平成２３年１０月の同１

６－１の給与所得の欄には「引越手当て込み」と記載されており、同１６－１には再就職先か

ら引越しの手当が支給されていたものと認めることができる。したがって、仮に同１６－１に

平成２３年８月の引越しの費用が発生したとしても損害としてはてん補済みのものといえる。

　　他方で、一審原告１６－２が平成２３年９月にｂｌ市からｅｄ市に引っ越した際に荷物を

送るために要した費用は５万８０００円であったと認められ（甲Ｃ１６の５）、この支出は本

件事故と相当因果関係を有すると認められる。この点、上記支出は同１６－２の荷物の輸送の

ためのものではあるが、同１６－１は上記転居後に同１６－２と婚姻していること、本件にお

いて避難費用はすべて同１６－１の損害として主張されていることから、上記引越し費用は同

１６－１の損害と認めるのが相当である。

　　また、一審原告１６の世帯が平成２６年３月にｅｄ市からｂｌ市に戻った際の引越し費用

については、車両の輸送費と合わせて６８万４４７９円を支払ったことが認められ（甲Ｃ１６
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の８）、ｂｌ市からｅｄ市への転居について本件事故との相当因果関係が認められる以上、そ

こからｂｌ市への帰還に要する費用も本件事故と相当因果関係を有するというべきであり、そ

のような帰還費用は、帰還が本件事故と相当因果関係が認められる避難期間内に行われた場合

に限らず、期間後に行われた場合であっても発生するものであるから、平成２６年の帰還費用

についても相当因果関係ある損害といえる。

　　したがって、７４万２４７９円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同１６－１に一時立入り・帰省費用として３５万１５９０円の損害

が生じたと主張する。この点、前記のとおり、同１６－１について本件事故と相当因果関係が

認められる避難は平成２４年５月３１日までの分であるから、平成２３年１２月２６日から平

成２４年１月２日までと、同年３月２９日から同年４月４日までの二度、ｅｄ市からｂｌ市に

帰省した（甲Ｃ１６の５、６）際の交通費は本件事故と相当因果関係を有する損害と認められ

る。そして、上記証拠によれば、上記２回の帰省に４万８５４９円（平成２３年１２月帰省分

の高速代９２５０円、ガソリン代１万２５４９円、平成２４年３月帰省分の高速代１万４７５

０円、ガソリン代１万２０００円）を要したことが認められるから、これを本件事故と相当因

果関係のある一時立入り・帰省費用と認めるのが相当である。

　　したがって、４万８５４９円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　もっとも、その余の一時立入り・帰省費用については、これを認めるに足りる証拠がな

い。

　　（オ）　その他（避難用雑品）

　　一審原告１－１らは、同１６－１が、原判決１０１２頁の別紙「避難用雑品一覧」の「原

告の請求」欄記載のとおり、避難用雑品の購入費等として合計１６万２１２５円を要したと主

張する。しかし、消耗品については、本件事故がなくとも購入していた可能性があり、本件事

故がなければ購入しなかったということはできない。両親が引越しの手伝いに来た際の駐車場

代（甲Ｃ１６の５）についても必ずしも必要なものとはいえないから、本件事故と相当因果関

係を有する損害ということはできない。また、車両の修理費用（甲Ｃ１６の５）についても、

本件事故がなければ故障が発生しなかったとは認められず、本件事故と相当因果関係を有する

損害ということはできない。さらに、借上げ社宅のための諸費用についても、同１６－１の上

記借上げ社宅への転居（甲Ｃ１６の５）は同１６－１の転職によるものであり、本件事故と相

当因果関係を有するものとはいえない。したがって、上記請求は認められない。

　　もっとも、車両のナンバーの変更については、証拠（甲Ｃ１６の６）によれば、一審原告

１６－１は平成２４年２月に変更費用として４１００円を支出したことが認められるところ、

通常、転居の際には自動車のナンバーを変更しなければならないとされている上（道路運送車

両法１２条１項）、これを交換したのが平成２４年２月であり、本件事故と相当因果関係のあ

る避難期間内であること、金額も相当と認められることから、上記４１００円については本件

事故と相当因果関係のある損害と認められる。また、法律事務所への提出書類の取得費用６０

０円についても、一審被告東京電力に対する賠償請求のためのものと認められるから、これも

本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

　　したがって、４７００円の限度で本件事故との相当因果関係がある避難用雑品費の損害と

認める。

　　（カ）　その他（退職・謝礼）

　　一審原告１６－１は、平成２３年９月に勤務先の同僚への謝礼として栄養ドリンクを購入

した際の費用５２４８円を請求するが、これは同１６－１自らの判断で任意に謝礼を渡したも

のであり、本件事故により支出を余儀なくされたものとはいえない。したがって、本件事故と

相当因果関係を有する損害が発生したとはいえず、上記請求は認められない。
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　　（キ）　合計　８２万５７２８円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１６－１は、家財道具購入費として３８万４４８８円の支出を余儀なくされたと

して同額の請求をし、その証拠としてクレジットカードの明細書（甲Ｃ１６の４）や家計簿

（甲Ｃ１６の５から７まで）を提出する。しかし、クレジットカードの明細書ではどのような

商品を購入したか不明であり、生活に必要な商品を購入したと直ちに認めることはできない。

一方で、上記家計簿については、その記載内容や体裁等からすれば、同１６－２が支出の都度

記載したものと推認することができるから、上記家計簿の記載内容は信用できる。そして、購

入した家財道具の必要性及び本件事故と相当因果関係ある避難が平成２４年５月３１日までの

部分に限り認められること、もっとも、平成２３年１２月に同１６の世帯が転居したのは同１

６－１の転職に基づくものであるところ、この転居に際して費消したと認められる家財道具購

入費については本件事故と相当因果関係のある損害とは認められないことからすれば、原判決

１０１３頁の別紙「家財道具一覧（原告番号１６－１）」の認容額欄記載のとおり、合計１６

万１４０６円が本件事故と相当因果関係を有する損害と認められる。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１６－１及び同１６－２は、避難前は両親等と同居しており、水道光熱費の負担

はしていなかったと認められるところ、本件事故による避難を行ったことにより水道光熱費の

負担が発生したといえる。また、同１６の世帯の避難のうち本件事故との相当因果関係が認め

られるのは平成２４年５月３１日までの部分に限られるところ、上記家計簿（甲Ｃ１６の５、

６）によれば、同１６－１は平成２３年９月から同年１２月までの電気代１万３９６２円、水

道代８４７７円、ガス代２万０２２６円、灯油代１５４８円の計４万４２１３円、また、平成

２４年１月から同年５月までの電気代１万７４４８円、水道代８７９６円、ガス代４万３９４

３円、灯油代６２１６円の計７万６４０３円を負担したことが認められる。

　　したがって、これらの合計１２万０６１６円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認

める。

　　（ウ）　再就職活動のための交通費、宿泊費その他の費用

　　一審原告１－１らは、同１６－１が、本件事故による再就職活動等のための交通費８万１

１６９円、友人宅に宿泊するための宿泊代１万２０００円、その他の費用６万３６８９円を要

したと主張するが、同１６－１が本件事故前の勤務先を解雇されたのは、本件地震により同勤

務先の施設が倒壊したことも理由となっており、本件事故により解雇されたものではないか

ら、同１６－１が上記各支出をしたとしても本件事故と相当因果関係を有するものとはいえな

い。

　　（エ）　通信費

　　一審原告１６－１及び同１６－２は、避難前は両親等と同居しており、通信費の負担はし

ていなかったと認められるところ、本件事故による避難を行ったことにより通信費の負担が発

生したといえる。また、前記のとおり、同１６の世帯の避難について本件事故と相当因果関係

が認められるのは平成２４年５月３１日までであるところ、家計簿（甲Ｃ１６の５、６）によ

れば、同１６－１は平成２３年９月２２日から同年１２月２２日までの間に４８００円、ま

た、平成２４年１月から同年５月までの間に１万６３４５円（３２６９円×５か月）の通信費

を負担したことが認められる。

　　したがって、これらの合計２万１１４５円が本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

られる。

　　（オ）　家賃増加分

　　一審原告１６－１は、ｅｄ市内のアパートに避難した平成２３年８月から同年１２月まで
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の間に月額３万１９８０円の家賃等の負担をしていたと認められるから（甲Ｃ１６の１６）、

同１６－１が支出した家賃のうち少なくとも１５万９９００円は、本件事故と相当因果関係を

有する損害と認められる。一方で、同１６－１及び同１６－２は、同年１２月にｅｄ市内で当

初居住していたアパートから同市内の借上げ社宅に転居したことが認められる（甲Ｃ１６の

５）が、この転居は、前記のとおり同１６－１の転職によるものであり、本件事故と相当因果

関係を有するものとはいえない。また、平成２６年３月のｅｄ市からｂｌ市への帰還費用のう

ち、敷金についてはその性質上返還されることが予定されているものであり損害と認めること

はできないが、仲介手数料５万３５５０円（甲Ｃ１６の１８）については本件事故と相当因果

関係を有する損害と認められる。

　　したがって、上記合計２１万３４５０円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

る。

　　（カ）　合計　５１万６６１７円

　　ウ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告１６の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した８０９４円（乙Ｃ１６

の１・６）の限度で本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　慰謝料

　　一審原告１６－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難及び再避難の状況その他前記認

定の一切の事情を考慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　１７５万０４３９円

　　（３）　一審原告１６－２の損害

　　一審原告１６－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難及び再避難の状況その他前記認

定の一切の事情を考慮すれば、これを４０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１６－１について　２７万７８９４円

　　イ　一審原告１６－２について　８万円

　　（２）　一審被告東京電力の賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１６の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったこ

とが認められる（乙Ｃ１６の１・６・９、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告１６－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告１６－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　合計　２４万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告１６の世帯に対する和解金額が２７万７８９４円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額のうち１６万円を控除した１１万７８９４円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用（避難交通費・宿泊費）、生活費増加費用（車中泊に伴う生活費増加

分・家財道具購入費）、ＡＤＲ弁護士費用　１９万７８９４円

　　（イ）　精神的損害　８万円

　　（ウ）　合計（和解金額）　２７万７８９４円

　　（エ）　既払い金　１６万円（一審原告１６－１及び同１６－２分各８万円）
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　　（オ）　合計（支払い額）　１１万７８９４円

　　上記（ア）は一審原告１６の世帯のために同１６－１が支出した費用の損害に対するもの

とみられ、上記（イ）は同１６の世帯の精神的損害各４万円に対するものであるとみられるか

ら、ＡＤＲにおける和解金額のうち同１６－１に対する額は２３万７８９４円であり、同１６

－２に対する額は４万円となる。

　　ウ　合計　３５万７８９４円

　　（３）　一審原告１６の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１６－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１５万７８９４円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち一審原告１６－１に対する額２３万７８９４円から、既払

い金のうち同１６－１に対する８万円が控除されたので、ＡＤＲによる賠償による同１６－１

に対する弁済額は１５万７８９４円となる。

　　（ウ）　合計　２７万７８９４円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１６－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告１６－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち一審原告１６－２に対する額４万円から、既払い金のうち

同１６－２に対する８万円が控除されたので、ＡＤＲによる賠償による同１６－２に対する弁

済額は０円となる。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１６－２に対する弁済の抗弁８万円は全部認め

られる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１６－１

　　ア　損害額　１７５万０４３９円

　　イ　弁済額　２７万７８９４円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１４７万２５４５円

　　エ　弁護士費用　１５万円

　　オ　認容額　１６２万２５４５円

　　（２）　一審原告１６－２

　　ア　損害額　４０万円

　　イ　弁済額　８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３２万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　３６万円

第１７　一審原告１７の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ１７の１の１、２、甲Ｃ１７の１５、丁Ｃ４、５、一審原告１７－１本
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人（原審）、同１７－２本人（当審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況

　　一審原告１７－１（本件事故当時５７歳）、その妻である同１７－２（本件事故当時５５

歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｂｒ区所在の自宅（福島第一原発からの距離１５．９７

ｋｍ（乙Ｃ１７の１））に居住していた。

　　一審原告１７－１は、平成４年から平成２０年頃まで、警備会社の従業員として、福島第

一原発において、管理区域に出入りする人や物品の放射性物質の付着を確認する仕事等に従事

していたが、本件事故当時は上記会社とは別の警備会社の従業員として東北電力ｃｄ火力発電

所で勤務していた。同１７－２は、本件事故当時、専業主婦であった。

　　一審原告１７－１は、糖尿病の持病があり、約２０年前から現在に至るまで、月に１回程

度通院している。同１７－２は、約１０年前から現在に至るまで、アニサキスによるアレル

ギー症状があり、魚介類全般及び魚介系の出汁を含む食品を一切口にすることができない状態

である。

　　一審原告１７－１は、３０坪ほどの一戸建ての自宅及びｂａ市ｂｒ区内の１０００坪ほど

の田畑を所有していたほか、本件事故の１２年ほど前に同区内に自宅を建てるための２８０坪

ほどの土地を約５００万円で購入し、約４００万円を費やして住宅を建てられるように土地改

良をしていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１７－１は、本件地震発生当時は東北電力ｃｄ火力発電所で勤務中であったが、

自分の自動車が本件津波により流されたため、同僚の自動車に乗せてもらい、自宅に一時帰宅

したところ、家の中はあらゆる物が倒れて散乱し、玄関のガラス戸は割れ、廊下側のサッシ戸

も倒れていた。同１７－１は、同１７－２が不在であったため、避難したものと判断し、一旦

勤務に戻った。同１７－１は、平成２３年３月１２日、自宅に帰宅した後、避難先（ｇｃ高

校）で同１７－２の無事を確認した。同１７の世帯は、その後自宅に戻ったものの、生活でき

る状況ではなかったため、ｂａ市ｃｄ区に住む友人からの誘いに応じて同友人宅に赴いたが、

夕方頃、再び自宅に戻り、結局、同日は自宅で一夜を過ごした。同１７の世帯は、同日中は本

件事故のことや同日午後６時２５分に２０ｋｍ圏内の住民に避難指示が出たこと等は全く知ら

なかった。同１７の世帯は、同月１３日、上記友人宅を訪問した。同１７－１は、同月１４

日、ｃｄ火力発電所に出社し、津波で流された東北電力の従業員の捜索の手伝いをしていた。

同日午前１１時頃、福島第一原発での爆発が報じられ、自動車の入退管理が立哨による確認か

ら守衛所建屋内からの確認に切り替えられた。同１７の世帯は、同月１５日にはｃｄ火力発電

所が閉鎖になったとの連絡を受け、さらに、福島第一原発から２０ｋｍから３０ｋｍ圏内の居

住者に対し、屋内退避の指示が出されたことを知った。同１７の世帯は、同月１６日に福島第

一原発の４号機で火災が発生したことを報道で知り、また、ｃｑ市に住む同１７の世帯の長男

から三重県及び愛知県で県営住宅の提供の話があるとの連絡を受けた。同月１７日夕方には、

近所の小学校で福島第一原発についての説明会があり、町全体で他所にバスで避難することが

決定事項として示され、同日夜までに、翌日に出るバスに乗って避難するかどうかの意思表示

をするよう言われたが、同１７の世帯は上記バスでの避難の申込みはしなかった。同１７の世

帯は、同月１８日、ｃｑ市に住んでいる長男から、同市で住居が確保できたとの連絡を受け、

同月１９日、同市に避難する準備を開始した。同１７の世帯は、同月２３日、同１７－２の自

動車でｂｌ駅に行き、同駅からバスに乗ってｇｄに向かい、ｇｄを経由して同１７－２の兄の

いるｅｂ市に行き、そこで４日間ほど過ごした後、同月２７日に新幹線でｃｑに到着した。

　　（３）　避難後の状況

　　一審原告１７の世帯は、避難後はｃｑ市内で生活しているが、同１７－１は持病の糖尿病

が悪化し、一時入院を勧められたこともあった。同１７－２は熱中症及び気管支喘息により１
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０日間入院したことがあり、また、同１７－２は膝と腰を痛めていて歩行等に支障を来し、同

１７－１の介助を得なければならない状況であったが、平成２７年又は２８年頃、足の手術を

受け、多少改善した。

　　一審原告１７－１は、ｃｑに避難した後は就職せず、避難直後にはハローワークで就職先

を探したこともあったものの、今後もｃｑに居住し続けるかは不確定のため、現在は就職活動

を行っていない。同１７－２は、従前の勤務先（東北電力ｃｄ火力発電所）から復職の誘いを

受けたが、同１７－２の前記アレルギー症状等もあるため、これを断った。

　　一審原告１７－１は、平成２７年７月頃には前記自宅を解体することを決断し、平成２８

年１１月２３日には解体を完了した。

　　一審原告１７の世帯は、現在、年に二、三回程度、葬式や法事等で福島を訪れることがあ

る。

　　（４）　本件事故当時住所地の状況

　　一審原告１７の世帯の本件事故当時の住所地はｂａ市で、同１７の世帯の住所があった同

市ｂｒ区は避難区域、平成２３年１２月２６日から避難指示解除準備区域であり、同区の避難

指示解除準備区域は、平成２８年７月１２日午前０時に解除された。同市の環境放射能等の状

況は前記第３章、第４、１のとおりである。

　　一審原告１７の世帯の住所があった町内には本件事故当時は１２軒の世帯があったが、現

在、戻って来ている世帯は２軒程度であり、その他の世帯は戻っていない（一審原告１７－２

本人（当審））。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１７の世帯の本件事故当時の住所は、福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内であ

り、平成２３年３月１２日、避難区域に指定され、同１７の世帯は、同月１８日の集団避難に

は参加しなかったものの、同月２３日にｂａ市ｂｒ区を離れ、ｅｂ市を経由して、同月２７

日、ｃｑ市に避難したものであり、同１７の世帯の避難は本件事故によるものと認められ、ｂ

ａ市ｂｒ区は、平成２３年１２月２６日、避難指示解除準備区域に設定されたものの、同区域

の指定が解除されたのは平成２８年７月１２日であるから、同１７の世帯のｃｑ市におけるそ

の後の避難生活の継続も本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂａ市ｂｒ区の避難指示解除準備区域は平成２８年７月１２日に解除されたから、

通常、それから帰還準備期間に要する一定の期間を経れば、同市同区へ帰還することに支障は

なくなるというべきところ、一審原告１７－１は、本件事故当時の勤務先からの復職の誘いを

同１７－２の体調を考慮して断り、同市同区で事業所が再開したり病院が診療を開始したりし

ていた平成２７年７月頃には同市同区の自宅を解体することを決め、避難指示解除準備区域の

指定が解除された後の平成２８年１１月２３日にその解体を終えており、同１７の世帯が現在

でも同区に帰還していないのは、同１７の世帯が同市同区の状況にかかわらず同市同区には帰

還しないことを決めて自宅を解体したことによるものとみるのが相当である。

　　したがって、一審原告１７の世帯の避難生活のうち、本件事故と相当因果関係が認められ

るのは平成２８年１１月２３日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告１７－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　就労不能損害

　　一審原告１７－１の本件事故当時の賃金は日額６３６２円であったことが認められる（甲

Ｃ１７の２）。

　　まず、一審原告１７－１が本件事故から避難までの間の給料が得られなかったことについ

ては、同１７－１が本件事故当時勤務していたｃｄ火力発電所が本件地震及び本件津波によっ
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て一時閉鎖されたことが原因であり、本件事故によるものとは認められない。

　　また、一審原告１７－１は、平成２３年３月２７日にｃｑ市に避難して以降、就職してい

ないところ、避難から１年程度は生活環境の整備及び就職活動のため就職することが困難であ

るとして本件事故による就労不能とみることができるとしても、避難から１年経過後以降は、

避難前と同様の給与水準の就職先に就職することが不可能であるとは認められないから、避難

から１年を経過した時点以降の就労不能損害は本件事故と相当因果関係を有する損害と認める

ことはできない。

　　したがって、本件事故と相当因果関係を有する就労不能損害は、平成２３年３月２７日か

ら平成２４年３月２６日までの３６６日分である２３２万８４９２円（＝日額６３６２円×３

６６日）と認めるのが相当である。

　　一審被告東京電力は、一審原告１７－１が、避難後に就労しなかったのは再び福島に戻る

ことを想定していたためであると本人尋問で供述していることや、同１７－２の看病といって

も付きっ切りである必要はなかったことなどから、就労は可能であり、本件事故と就労不能と

の因果関係は認められない旨主張する。しかし、前記認定のとおり、従前は警備会社の従業員

として各発電所で勤務していた同１７－１が、本件事故により突然、自宅を離れて遠隔地のｃ

ｑ市に避難することとなり、その後の見通しも立たないままにわかに就労先を見つけて就労す

ることは困難であり、上記のとおり避難後１年程度の就労不能は本件事故との因果関係を認め

るべきであるから、上記主張は採用できない。

　　（イ）　慰謝料

　　一審原告１７－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料は、福島第一原発で本件事故が発生して住所が避難区域となり避難

を余儀なくされたこと、避難先で持病を抱えながら生活しなければならなかったこと、ｂａ市

ｂｒ区の避難指示解除準備区域の解除は平成２８年７月であり、同年１１月に自宅を解体する

までの避難期間が約５年８月に及んでいることその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを８５０万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らは、同１７の世帯は、本件事故により、人生そのものを支えていた基盤

である地域での暮らしや豊かな自然の中での暮らしを奪われ、人格的生存に不可欠な権利その

ものを奪われ、その被害は甚大であるから、かかる点は慰謝料額算定において考慮されるべき

と主張するが、前記のとおり、同７－１らが主張する内容は平穏生活権に含まれ、同１７－１

が本件事故により住所からの避難及び避難先での生活を余儀なくされたことによる精神的苦痛

を十分考慮しても、上記の慰謝料額が相当である。

　　（ウ）　合計　１０８２万８４９２円

　　イ　財物損害

　　（ア）　家財道具

　　一審原告１７の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した４４５万円（乙Ｃ１７

の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　不動産

　　一審原告１７の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した２２２６万４４０１円

（乙Ｃ１７の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　仏壇仏具

　　一審原告１７－１が請求し、一審被告東京電力が既に賠償した５１万円を本件事故と相当

因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　合計　２７２２万４４０１円

　　（３）　一審原告１７－２の損害

　　一審原告１７－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の
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精神的苦痛に対する慰謝料は、福島第一原発で本件事故が発生して住所が避難区域となり避難

を余儀なくされたこと、避難先で持病を抱えながら生活しなければならなかったこと、ｂａ市

ｂｒ区の避難指示解除準備区域の解除は平成２８年７月であり、同年１１月に自宅を解体する

までの避難期間が約５年８月に及んでいることその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを８５０万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らの主張に対する判断は、前記（２）ア（イ）で述べたとおりである。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告１７－１について　２７５８万８００１円

　　イ　一審原告１７－２について　８万４４８０円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１７の世帯に対し、ＡＤＲ以外により２７６７万

２４８１円の賠償（仮払金１６０万円を含む。）を行ったことが認められる（乙Ｃ１７の３、

乙Ｃ４６の１から４まで）。

　　（内訳）

　　ア　生命・身体的損害として　４４万８０８０円

　　（ア）　一審原告１７－１に対し　３６万３６００円

　　（イ）　一審原告１７－２に対し　８万４４８０円

　　（ウ）　合計　４４万８０８０円

　　イ　一審原告１７－１の財物損害として　２７２２万４４０１円

　　ウ　合計　２７６７万２４８１円

　　（３）　一審原告１７の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告１７－１に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　３６万３６００円（前記（２）ア（ア））

　　（イ）　財物損害に対する賠償　２７２２万４４０１円（前記（２）イ）

　　（ウ）　合計　２７５８万８００１円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１７－１に対する弁済の抗弁２７５８万８００

１円は、財物損害以外の損害に対する弁済の抗弁３６万３６００円及び財物損害に対する弁済

の抗弁２７２２万４４０１円をいうものとして、いずれも全部認められる。

　　イ　一審原告１７－２に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害に対する賠償　８万４４８０円（前記（２）ア（イ））

　　（イ）　財物損害に対する賠償　０円

　　（ウ）　合計　８万４４８０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１７－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告１７－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　１０８２万８４９２円

　　（イ）　弁済額　３６万３６００円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害　１０４６万４８９２円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　２７２２万４４０１円

　　（イ）　弁済額　２７２２万４４０１円
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　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　１０４６万４８９２円

　　エ　弁護士費用　１０５万円

　　オ　弁護士費用加算後の損害額　１１５１万４８９２円

　　カ　認容額　１１００万円（一審原告１７－１の請求元本額と同額）

　　（２）　一審原告１７－２

　　ア　損害額　８５０万円

　　イ　弁済額　８万４４８０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８４１万５５２０円

　　エ　弁護士費用　８５万円

　　オ　認容額　９２６万５５２０円

第１８　一審原告１８－１

　１　認定事実（甲Ｃ１８の１のほか後掲のもの、弁論の全趣旨）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告１８－１（本件事故当時７２歳）及びその妻である元原審原告１８－２（本件事

故当時７３歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区所在の市営住宅（福島第一原発からの

距離２３．９０ｋｍ（乙Ｃ１８の１））に居住していた。

　　元原審原告１９（本件事故当時４４歳）は、一審原告１８－１及び元原審原告１８－２の

長男であり、本件事故当時、ｂａ市ｃｄ区所在の同一審原告の持ち家（福島第一原発からの距

離２４．３５ｋｍ（乙Ｃ１９の１））に祖母（同一審原告の母）と共に居住していた。同一審

原告及び同元原審原告の二男は福島県ｂｋ郡ｂｈ町に住んでいた。

　　一審原告１８－１及び元原審原告１８－２はともに年金生活者で、うち同元原審原告は本

件事故の約７年前にヘルニアの手術をしており、歩行が困難で、常に杖を使う状態であった。

同一審原告は、自宅近くに約２００坪の畑を借りて、毎日農作業を行っており、野菜は全て自

給しており、味噌も自家で作っていた。また、同一審原告はタンス職人で建具屋やサッシ屋で

働いていたこともあり、大工仕事や家具の製作ができるため、知人や近所の人に頼まれて大工

仕事をすることもあった。さらに、同一審原告は、同元原審原告がヘルニアの手術を受けた

後、歩くと痛みで歩行が続けられない状態となったため、同元原審原告の身の回りの世話をし

ていた。

　　元原審原告１９は、本件事故当時、製材業に従事していたが、本件事故により会社が閉鎖

されて、解雇された。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告１８－１は、平成２３年３月１２日、福島第一原発が爆発したと聞いて元原審原

告１８－２及び同１９とともに避難することに決め、まず、ｂｌ市ｃｌ地区の同一審原告の弟

の家に自動車で避難した。さらに、同一審原告は、同月２１日、元原審原告１８－２及び同１

９並びに合流した二男とともに、ｇｅ市の同一審原告の妹の家に、同月２３日、静岡県ｇｆ市

の同一審原告の叔父の家に、同月２５日、愛知県ｃｔ市の同一審原告の姪の家に、順次、自動

車で避難した。

　　一審原告１８－１は、同年４月２９日、元原審原告１８－２及び同１９並びに二男ととも

にｃｔ市の県営住宅に引っ越した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告１８－１は、ｃｔ市への避難後、元原審原告１８－２がうつ病及びメニエール病

と診断されて入退院を繰り返したり、平成２７年７月に膝の病気となって同年１１月まで入院

したりしたことから、同元原審原告の身の回りの世話をしながら生活をしており、避難先では

農作業もできず、知人も近くにいないので大工仕事を頼まれることもなかった。また、同一審
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原告は、平成２３年５月から平成２５年２月まで毎月、同一審原告の母（平成２４年１月死

亡）の様子や自宅の様子を見るためにｃｔ市からｂａ市ｃｄ区の自宅に帰っていた。

　　一審原告１８－１は、愛知県の県営住宅の補助金が平成２９年３月に打ち切られるため、

同月、ｃｔ市からｂａ市ｃｄ区に戻り、元原審原告１９が平成２７年に同市同区に購入した中

古住宅に入居した。その際の引越し作業については、ｃｔ市の社会福祉協議会から紹介を受け

た作業員を雇い、トラックはレンタカーを借りて、二度にわたって行った。

　　一審原告１８－１が所有し、元原審原告１９が本件事故当時に住んでいた家は、本件地震

で８割倒壊し、雨漏りもしている状態であったため、同一審原告は、平成２５年３月、借地契

約を解約して家を解体した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故当時の一審原告１８－１の住所地はｂａ市で、住所があった同市ｃｄ区は旧緊急

時避難準備区域であり、緊急時避難準備区域は平成２３年９月３０日に解除され、同年１０月

以降、小中学校や高校が授業を再開し、平成２４年５月時点で医療機関等も活動を再開してい

る。そのほか、同区を含め同市の環境放射能等の状況は前記第３章、第４、１のとおりであ

る。

　２　一審原告１８－１の損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告１８－１は、旧緊急時避難準備区域であるｂａ市ｃｄ区に居住していたところ、

福島第一原発で発生した爆発を受けて、平成２３年３月１２日以降、ｂｌ市、ｇｅ市、ｇｆ市

の各親族宅を経て、同月２５日、ｃｔ市まで避難したものであり、この避難は本件事故による

ものと認められる。

　　他方、ｂａ市ｃｄ区の緊急時避難準備区域は平成２３年９月に解除され、その後の同市同

区の状況は上記１（４）のとおりであるから、帰還準備に要する期間を考慮しても、遅くとも

平成２４年８月３１日までには、避難先から同市同区に帰還することに支障はなくなっていた

というべきである。

　　したがって、一審原告１８－１の避難生活のうち本件事故と相当因果関係が認められるの

は平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　財物損害以外の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１８－１及び元原審原告１８－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償し

た避難・帰宅費用４万７０００円（乙Ｃ１８の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と

認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１８－１及び元原審原告１８－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償し

た１０万９０００円（乙Ｃ１８の３）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論

の全趣旨）。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同１８－１がｃｔ市からｂａ市への引越しの際に要したレンタカー

代及び謝礼代として２４万５０００円を支払い、これが損害となると主張する。

　　一審原告１８－１がこのような金額を実際に支出したことを直接に示す証拠はないが、同

１８－１がレンタカーを使用して引越しを行った事実は認められ、この事実からは、同１８－

１がレンタカー代として少なくとも１万円を要した事実を推認することができる。

　　したがって、１万円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　一審被告東京電力は、一審原告１８－１のｃｔ市からｂａ市への引越し費用について、そ
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もそも証拠がない上、本件事故と相当因果関係が認められる避難期間を超えており、本件事故

と相当因果関係の認められない損害であると主張する。しかし、上記のとおり少なくとも１万

円を要した事実は推認可能で、この額が不当なものともいえないし、本件事故と相当因果関係

ある避難をした以上、避難先から避難元に帰還することもまた必要となるのであるから、この

帰還のための引越し費用も本件事故に伴う損害と考えられ、同１８－１のｂａ市への帰還は相

当因果関係ある避難生活期間である平成２４年８月３１日より後の平成２９年３月であったけ

れども、相当因果関係ある避難生活期間内に帰還してもその後に帰還しても費用を要すること

に変わりはないから、同１８－１の帰還のための引越し費用は本件事故と相当因果関係ある損

害となるというべきである。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１８－１は、平成２３年５月から平成２５年２月まで、毎月１回、自動車でｂａ

市に帰省していたこと、同月２７日に脳梗塞で倒れた同一審原告の母の様子を見に自動車で同

市に行ったこと、同年８月７日に自動車でｂａ市に行ったことが認められる（甲Ｃ１８の１、

弁論の全趣旨）。そして、これらの帰省のうち平成２４年８月までの部分は、いずれも必要な

範囲内のものといえる。

　　もっとも、その際に要した交通費については、一審原告１８－１及び元原審原告１８－２

の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年３月１１日から平成２４年８月３

１日まで分の一時立入り費用５６万８１１６円（乙Ｃ１８の３）の限度では本件事故と相当因

果関係を有する損害が発生したと認めることができるものの（弁論の全趣旨）、それを超える

一時立入り費用を同一審原告又は同元原審原告が実際に支出したと認めるに足りる証拠はな

い。

　　（オ）　合計　７３万４１１６円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同１８－１に家財道具購入費６５万２０００円の損害が生じたと主

張する。同１－１らは、同１８－１が家財道具を購入したことを示す領収証等の証拠を提出し

ていないが、同１８－１が、元原審原告１８－２や長男（同１９）、二男とともに避難先で新

たに生活を始めた事実は認められ、その事実によれば、避難先用に家財道具を購入した事実、

その購入に少なくとも１０万円を要した事実を推認することができる。

　　したがって、本件事故と相当因果関係を有する損害は１０万円である。

　　一審被告東京電力は、これについて、一審原告１８－１は避難を強いられた訳でもない

し、トラックを使用して家財道具を搬出することも可能であるから、新規購入の必要はない等

と主張する。しかし、同１８－１の避難が本件事故と相当因果関係があることは前記のとおり

であり、また同１８－１が平成２３年３月１２日にｂａ市からｂｌ市に避難した際には、混乱

した状況下で、その後の避難がどうなるかもわからない状態であったと考えられ、実際、その

後、転々とｃｔ市まで避難することになるのであるから、その際にトラックで家財道具を運び

出すことは困難であったというべきであり、避難後の新生活に際して家財道具を購入すること

もまた、本件事故と相当因果関係があるというべきである。

　　（イ）　食費

　　一審原告１－１らは、同１８－１が避難したことにより少なくとも月１万円食費が増加し

たと主張する。しかし、同１８－１及び元原審原告１８－２の請求に対して一審被告東京電力

が既に賠償した平成２３年３月１１日から平成２４年８月３１日まで分の８万円（甲Ｃ１８の

７）の限度では本件事故と相当因果関係を有する損害が発生したと認めることができるものの

（弁論の全趣旨）、それを超えて食費が増加したことを認めるに足りる証拠はできない。

　　したがって、本件事故と相当因果関係を有する食費の損害は８万円である。
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　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告１－１らは、同１８－１のｂａ市の市営住宅の平成２３年４月から平成３０年２

月までの家賃相当額が同１８－１の損害となると主張する。しかし、同１８－１は、本件事故

前から同市営住宅に居住していたのであるから、本件事故による避難がなくとも同市営住宅の

家賃は発生していたといえ、これは本件事故と相当因果関係を有する損害とは認められない。

　　（エ）　その他（駐車場代）

　　一審原告１８－１は、避難前は駐車場代がかからなかったものの、避難後には月額２７０

０円の駐車場代を支払う必要が生じたと認めることができる（甲Ｃ１８の２、弁論の全趣

旨）。

　　したがって、本件事故と相当因果関係が認められる避難生活中である平成２３年５月から

平成２４年８月までの駐車場代４万３２００円（＝２７００円／月×１６か月）を本件事故と

相当因果関係を有する駐車場代の損害と認める。

　　（オ）　合計　２２万３２００円

　　ウ　ＡＤＲ弁護士費用

　　一審原告１８－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した７万８０９１円（甲Ｃ

１８の８・９）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　慰謝料

　　一審原告１８－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、家族を伴い、ｂａ市から、ｂｌ市、ｇｅ市、ｇｆ市の各親族

宅を転々としながらｃｔ市まで避難したこと、ｂａ市に残った母の様子を見るためにしばしば

帰省する必要があったこと、その他前記認定に係る一切の事情を考慮すれば、これを１８０万

円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　２８３万５４０７円

　　（３）　財物損害

　　ア　家財道具

　　一審原告１－１らは、本件事故から１年後の平成２４年２月でも、同１８－１の自宅（市

営住宅）の中の放射線量は０．２８μＳｖ／時を超え、年間放射線量では１ｍＳｖを超える値

であったことから、被ばくを避けるべく、同月３日に、同自宅と元原審原告１９が住んでいた

家のそれぞれ家財道具や電化製品、衣類や生活用品の大半の処分を余儀なくされたと主張し、

同一審原告に家財道具相当額１７２万４０００円の損害が生じたと主張する。

　　しかし、一審原告１８－１の家財道具が、処分しなければならない程度に放射性物質に汚

染されていた事実を認めるに足りる証拠はなく、また、同１－１らは、同１８－１が処分した

家財道具の内容や金額について具体的な主張立証をしていない。

　　したがって、一審原告１８－１に本件事故と相当因果関係を有する家財道具の財物損害が

発生したと認めることはできない。

　　イ　その他（電化製品処分費）

　　一審原告１－１らは、同１８－１が電化製品の処分費用として３万１８１５円を要し、こ

れが本件事故による損害にあたると主張するが、同１８－１が使用していた電化製品が放射性

物質に汚染されていた事実を認めるに足りる証拠はなく、同１８－１が被ばくを避けるために

電化製品を処分する必要があったと認めることはできない。

　　したがって、一審原告１８－１に本件事故と相当因果関係を有する電化製品処分費の財物

損害が発生したと認めることはできない。

　　ウ　合計　０円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額
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　　一審原告１８－１について　２９１万３５３３円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告１８－１に対し、次のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ１８の３、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償　仮払い避難費用　１３０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告１８－１に対する和解金額が２９１万３５３３円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額１３０万円を控除した１６１万３５３３円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　その他（財物以外）、一時立入り費用、精神的損害（避難生活）、避難・帰宅費

用、ＡＤＲ弁護士費用　２９１万３５３３円

　　（イ）　既払い金　１３０万円

　　（ウ）　支払額　１６１万３５３３円

　　ウ　合計　２９１万３５３３円

　　（３）　一審原告１８－１に対する弁済額

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１３０万円

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１６１万３５３３円

　　（ウ）　合計　２９１万３５３３円

　　イ　財物損害

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告１８－１に対する弁済の抗弁２９１万３５３３

円は財物損害以外の損害に対する弁済の抗弁として全部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　財物損害以外の損害

　　ア　損害額　２８３万５４０７円

　　イ　弁済額　２９１万３５３３円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　（２）　財物損害

　　ア　損害額　０円

　　イ　弁済額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　（３）　認容額　０円

第１９　一審原告２０の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２０の１、一審原告２０－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２０－１（本件事故当時６３歳）及びその妻である同２０－２（本件事故当時６

３歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区所在の自宅（福島第一原発からの距離２２．４

７ｋｍ（乙Ｃ２０の２））に居住していた。

　　一審原告２０－１及び同２０－２は、長年、ｃｑ市内に居住していたが、残りの人生を自

然に囲まれた土地で過ごしたいと考え、同市内の自宅を処分し、平成２２年７月、ｂａ市ｃｄ

区に新たに土地及び中古建物を購入し、同年９月、同所に移住していたものである。
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　　一審原告２０－１及び同２０－２の長女である同２０－３（本件事故当時３２歳）は、ｃ

ｑ市で出生し、大学卒業後しばらくまで愛知県内に居住していたが、本件事故当時は勤務先の

ある滋賀県ｅｈ市内に居住していた。同２０－３は、本件事故以前から、勤務先を平成２３年

３月末に退職して同年４月からｂａ市ｃｄ区の両親の住所で同居することを予定していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２０－１及び同２０－２の自宅は、平成２３年３月１１日の本件地震では一時断

水した程度で大きな損傷等はなく、同月１２日、本件事故が発生したものの、ｂａ市ｃｄ区は

避難の必要はないなどの報道を信じ、避難はしなかった。しかし、同月１４日、福島第一原発

で２回目の爆発が起こり、その際、自宅のガラス戸が揺れるのを聞いて不安を覚え、避難する

ことに決めた。

　　一審原告２０－１及び同２０－２は、平成２３年３月１５日午前０時頃、自動車でｅｏ方

面へ出発し、同日はｇｇの宿泊施設に１泊した。同２０－１及び同２０－２は、同月１６日、

高速道路で、少しずつ給油を繰り返しながらｃｑ市に向かい、同月１７日午前０時過ぎ、同市

に到着した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告２０－１及び同２０－２は、平成２３年４月初旬まで、ｃｑ市内の親類や知人の

家を転々とし、同月初旬以降、ｃｑ市の借上げ住宅である市営住宅に入居した。

　　その市営住宅にはエレベーター等がなく、居室内にも階段があり、風呂場は旧式で浴槽は

非常に高さのあるものであったが、一審原告２０－２は、平成２４年１月、股関節を痛めて人

工股関節置換術を受け、同月１８日から同年２月９日まで入院していたので、同２０－１及び

同２０－２は、同月、その市営住宅から同じく借上げ住宅であるｃｑ市ｇｈ区のアパートに

引っ越した。なお、同２０－２は、同年７月まで週に１回通院し、その後は半年に１回通院し

た。

　　一審原告２０－３は、平成２３年３月末でｅｈ市の勤務先を退職する予定であったとこ

ろ、本件事故を受けて退職願を一旦撤回し、平成２４年１０月まで上記勤務先で勤務し、同

月、ｃｑ市内に転職先を見つけて転職し、同市内で生活するようになった。

　　その後、一審原告２０の世帯は、愛知県ｄｋ市に、住宅ローンで中古の一軒家を購入し、

転居した。また、同２０－１及び同２０－２は、避難生活中、月１回程度の頻度でｂａ市の自

宅に戻り、１週間程度滞在して自宅のメンテナンスを行っている。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故当時の一審原告２０－１及び同２０－２の住所地はｂａ市で、住所があった同市

ｃｄ区は旧緊急時避難準備区域に該当するところ、緊急時避難準備区域は平成２３年９月３０

日に解除され、同年１０月以降、小中学校や高校が授業を再開し、平成２４年５月時点で医療

機関等も活動を再開している。そのほか、同区を含め同市の環境放射能等の状況は、前記第３

章、第４、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２０－１及び同２０－２は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域であるｂａ市

ｃｄ区に居住していたところ、本件事故で２回の爆発があり、平成２３年３月１４日には自宅

のガラス戸が揺れるなどしたことから、避難することを決めて、同市に移住する前に居住して

いたｃｑ市に避難したものであり、同２０－１及び同２０－２の避難は本件事故によるものと

認められる。

　　他方、ｂａ市ｃｄ区の緊急時避難準備区域は平成２３年９月に解除され、その後の同市同

区の状況は上記１（４）のとおりであるから、帰還準備に要する期間を考慮しても、遅くとも

平成２４年８月３１日までには、避難先から同市同区に帰還することに支障はなくなっていた
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というべきである。

　　したがって、一審原告２０－１及び同２０－２の避難生活のうち本件事故と相当因果関係

が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　一審原告１－１らは、ｂａ市においては平成２９年３月までの間、道路等の除染が終わっ

ていなかった上、同月時点でも多数の者が避難を強いられていたから、同月までは避難継続の

合理性を認め、同月分までの費用なども本件事故と相当因果関係ある損害として認めるべきと

主張する。しかし、前記のような同市ｃｄ区の生活環境の復旧状況等に照らせば、本件事故と

相当因果関係ある避難生活の期間は上記のとおり平成２４年８月３１日までとするのが相当で

あり、同１－１らの主張は採用できない。

　　また、一審原告２０－３は、ｃｑ市で出生後、本件事故当時はｅｈ市に居住しており、本

件事故当時までにｂａ市に居住したことはなかった（一審原告２０－１本人）。同２０－３

が、平成２３年４月に同市に転居することを予定しており、それが本件事故によりできなく

なったことは認められるものの、本件事故により住所から他所への避難を余儀なくされたわけ

ではないし、その後のｅｈ市、ｃｑ市、ｄｋ市における生活が、住所から避難しての生活で

あったということもできない。

　　したがって、一審原告２０－３については、本件事故と相当因果関係ある避難又は避難生

活は認められない。

　　（２）　一審原告２０－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告２０－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年１１月３０

日までの分の避難・帰宅費用１５万７０００円（乙Ｃ２０の６）を本件事故と相当因果関係を

有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　〈２〉　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同２０－１の避難時の引越し費用６３００円と、平成２９年３月に

借上げ住宅制度が終了したことにより中古の一軒家を購入して引越しを余儀なくされた際に要

した１５万円の合計１５万６３００円が損害であると主張する。

　　一審原告２０－１及び同２０－２の請求に対して一審被告東京電力が既にＡＤＲで賠償し

た平成２４年２月５日分の引越し挨拶代６３００円（乙Ｃ２０の１）については、本件事故と

相当因果関係ある避難生活中における本件事故による転居に係る費用と認められることから、

本件事故と相当因果関係ある損害と認めるのが相当である。

　　しかし、前記のとおり、本件事故との相当因果関係が認められる一審原告２０－１の避難

生活は平成２４年８月３１日までであるから、平成２９年３月の転居については上記期間を越

えており、その費用が本件事故と相当因果関係のある損害となるとは認められない。

　　したがって、一審原告１－１らが主張する同２０－１の引越し費用のうち、６３００円が

本件事故と相当因果関係を有する損害と認められる。

　　〈３〉　敷金・礼金

　　一審原告１－１らは、同２０－１が支払った敷金・礼金４２万６３００円が本件事故によ

る損害であると主張する。

　　しかし、一審原告２０－１が敷金・礼金を支払った事実を認めるに足りる証拠はない上、

前記認定事実によれば、一審原告２０の世帯は借上げ住宅に居住した後、中古住宅を購入して

おり、敷金及び礼金を必要としたのか判然としない。

　　したがって、上記主張は採用できない。

　　〈４〉　一時立入り・帰省費用
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　　一審原告１－１らは、同２０－１が一時立入り・帰省費用として３３０万６２４０円を要

したと主張する。

　　しかし、一審原告２０－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１８３万１８

３８円（乙Ｃ２０の６）については、本件事故と相当因果関係ある損害と認める余地があるも

のの（弁論の全趣旨）、避難生活中の社会通念上相当といえる帰省は月１回程度であり、一審

原告２０－１についてそれ以上の帰省が必要であったという事情は証拠上うかがわれず、同２

０－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難生活は平成２４年８月３１日まで

であるから、帰省の相当性が認められるのは多くても１８回程度である。同２０－１の帰省手

段は自動車、電車及び飛行機のいずれかであったところ（一審原告２０－１本人（原審））、

１回の帰省に５万円程度を要したと推認することはできるとしても、１回に１０万円以上を要

したとまで推認することはできず、上記１８３万１８３８円を超えて本件事故と相当因果関係

ある帰省費用が発生したと認めることはできない。

　　したがって、上記１８３万１８３８円を限度に本件事故と相当因果関係を有する損害と認

める。

　　一審被告東京電力は、一審原告２０－１の一時立入り・帰省費用について、そもそも避難

を強制されたわけではないと主張するが、同２０－１の避難が本件事故によるものと認められ

ることは既に述べたとおりである。また一審被告東京電力は、一審原告２０－１と同２０－２

とで異なる帰省費用を認めるのは不合理であると主張するが、一審被告東京電力が一審原告２

０－１の請求に応じて本件事故と相当因果関係ある一時立入り・帰省費用を１８３万１８３８

円と認めて賠償した事実を当事者双方が主張又は立証しており、このような弁論の全趣旨から

すれば、これを本件事故と相当因果関係ある損害と認めることも必ずしも不当とはいえない。

　　〈５〉　その他

　　一審原告１－１らは、同２０－１が本件事故による避難により自宅の補修費用７３万８２

３９円が必要となったと主張する。しかし、同２０－１及び２０－２の請求に対して一審被告

東京電力が既に賠償した平成２４年３月９日から同年１２月１８日分自宅補修費４８万４０５

７円（乙Ｃ２０の１。うち同日の屋根補修代４６万１２５０円も、同年８月までの約１年半の

避難に伴う補修と考えられる。）については、本件事故と相当因果関係ある避難費用の損害と

認める余地があるものの（弁論の全趣旨）、同２０－１の自宅について、本件事故により同２

０－１が避難したために自宅のメンテナンスに関して上記を超える費用を要したと認めるに足

りる証拠はない。

　　したがって、上記４８万４０５７円を限度に本件事故と相当因果関係を有する自宅補修費

の損害と認める。

　　〈６〉　合計　２４７万９１９５円

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同２０－１のエアコン購入費用２０万０４７１円が損害であると主

張するところ、証拠（甲Ｃ２０の３）によれば、同２０－１が、平成２４年７月頃、エアコン

を工事費込みで７万４０００円で購入したことが認められるから、この限度で本件事故と相当

因果関係を有する損害と認めるのが相当である。

　　〈２〉　光熱費

　　一審原告１－１らは、同２０－１がｂａ市の自宅とｃｑ市の自宅を行き来する生活である

ため水道光熱費の二重負担を強いられ、水道光熱費の増加分として２７万４４７１円の損害を

被ったと主張する。

　　しかし、一審原告２０－１及び同２０－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償し

た平成２３年３月１５日から平成２４年８月３１日まで分の光熱費２０万円（乙Ｃ２０の１）
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については本件事故と相当因果関係ある水道光熱費増加分の損害と認める余地はあるものの

（弁論の全趣旨）、これを超えて水道光熱費の増加があったと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、２０万円を限度に本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　〈３〉　タイヤ保管・交換費

　　一審原告１－１らは、同２０－１が本件事故により冬用スタッドレスタイヤを購入しその

代金９万８０００円を支出したと主張する。

　　しかし、本件事故による避難がなくｂａ市に居住を続けていたとしても一審原告２０－１

が冬用スタッドレスタイヤを購入していた可能性があり、そもそも同１－１らが証拠として提

出する領収書（甲Ｃ２０の９）は購入年が不明かつ同２０－３名義であることから、同２０－

１が本件事故により冬用スタッドレスタイヤの代金を支出したと認めるには不十分である。

　　また、一審原告１－１らが主張する同２０－１のタイヤの保管料２９万円は、一審被告東

京電力が既に賠償した１万４８００円（争いがない。）については本件事故と相当因果関係あ

るタイヤ保管料の損害が発生したと認める余地はあるものの（弁論の全趣旨）、同２０－１が

これを超えてタイヤの保管料を支払ったと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、上記１万４８００円を限度に本件事故と相当因果関係を有するタイヤ保管料

の損害と認める。

　　〈４〉　家賃増加分

　　一審原告１－１らは、同２０－１が本件事故による避難により駐車場代を支払う必要が出

てきたため、平成２９年１２月までの駐車場代８３万２２００円の損害を被ったと主張する。

　　一審原告２０－１が、避難生活中、月額５７００円を駐車場代として支払っていたことが

認められ（甲Ｃ２０の１４、弁論の全趣旨）、同２０－１の平成２４年８月３１日までの避難

生活は本件事故との相当因果関係が認められるから、平成２３年４月から平成２４年８月まで

の駐車場代９万６９００円（＝月額５７００円×１７か月）を本件事故と相当因果関係のある

損害と認める。

　　一審被告東京電力は、証拠（甲Ｃ２０の１４）からは家賃増加分が認められないと主張す

るが、一審原告２０－１及び同２０－２は自動車で避難していて、避難当初から駐車場所を確

保する必要はあり、その金額は上記のとおり月額５７００円であると認められ、これは社会通

念上不相当な額ではないから、上記主張は採用できない。

　　〈５〉　その他

　　一審原告１－１らは、同２０－１が借上げ住宅で居住するに当たり年２万円の保険に加入

することを義務付けられていたから平成２４年２月から平成２９年３月までの５年分の保険料

合計１０万円が損害であると主張する。

　　一審原告２０－１が、避難生活中、年２万円の保険料の支払いをしていることが認められ

（甲Ｃ２０の１５、弁論の全趣旨）、同２０－１の平成２４年８月３１日までの避難生活は本

件事故との相当因果関係が認められるから、同年２月から１年分の保険料２万円を本件事故と

相当因果関係を有する損害と認める。

　　〈６〉　合計　４０万５７００円

　　（ウ）　慰謝料

　　一審原告２０－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｅｏを経てｃｑまで自動車で避難した状況、借上げ住宅での

不便な生活その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当で

ある。

　　一審原告１－１らは、同２０－１は退職を機にｂａ市に自宅を購入して移住したばかりで

あったのに、本件事故によりその後の生活や人生設計を壊された上、老後に備えていた預貯金

の取崩しを余儀なくされるなど、精神的苦痛は極めて大きいから、これを慰謝料に適正に反映
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させるべきと主張するが、遅くとも平成２４年８月３１日までには同市に帰還することが可能

であったことを考慮すれば、慰謝料額が前記認定額を上回るとはいえない。

　　（エ）　合計　４６８万４８９５円

　　イ　財物損害

　　（ア）　家財道具

　　一審原告１－１らは、同２０－１のｂａ市の自宅は人が日常的に出入りすることがなく

なったため、家具等にカビが発生し、廃棄を余儀なくされ３１９万１０００円の損害が発生し

たと主張する。

　　しかし、一審原告２０－１及び同２０－２の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償し

た家財（滅失分）１５９万５５００円（乙Ｃ２０の１）については本件事故と相当因果関係あ

る家財道具の損害と認める余地はあるものの（弁論の全趣旨）、そもそも家具等にカビが発生

して廃棄を余儀なくされたことを裏付ける証拠がない上、避難期間中に月１回程度は自宅のメ

ンテナンスのために帰省することができたのであるから、仮に家具等にカビが発生していたと

しても本件事故により上記額を超える家財道具の滅失があったと直ちに認めることはできな

い。

　　したがって、上記１５９万５５００円を限度に本件事故と相当因果関係を有する財物損害

と認める。

　　（イ）　不動産

　　一審原告１－１らは、同２０－１のｂａ市の自宅にはほとんど居住しておらず、売却でき

る見込みもないから、自宅の購入代金９９５万３８９２円が損害であると主張する。

　　しかし、自宅の周辺にある不動産については、現在では取引が行われており（乙Ｃ２０の

５の１・２）、必ずしも売却の見込みがないとはいえないし、本件事故により自宅の価値が低

下したことの具体的な主張立証もなく、本件事故により自宅の価値が低下したと認めることは

できない。

　　仮に、自宅の売却の見込みがないのが自宅の保存状態が悪いことによるものとしても、一

審原告２０－１は、月１回程度はｂａ市の自宅にメンテナンスのために帰省することができ、

現に前記認定のとおり毎月帰省して１週間程度滞在していたというのであるから、本件事故に

よって自宅の保存状態が悪くなったとは認められない。

　　したがって、一審原告２０－１の不動産の財物損害は認められない。

　　（ウ）　合計　１５９万５５００円

　　ウ　合計　６２８万０３９５円

　　（３）　一審原告２０－２の損害

　　ア　避難費用（一時立入り・帰省費用）

　　一審原告１－１らは、同２０－２が一時立入り・帰省費用として３３０万６２４０円を要

したと主張する。

　　避難生活中の社会通念上相当といえる帰省は月１回程度であり、一審原告２０－２につい

てそれ以上の帰省が必要であったという事情は証拠上うかがわれず、同２０－２について本件

事故との相当因果関係が認められる避難生活は平成２４年８月３１日までであるから、帰省の

相当性が認められるのは多くても１８回程度である。同２０－２の帰省手段は自動車、電車及

び飛行機のいずれかであったところ（一審原告２０－１本人（原審））、１回の帰省に５万円

程度を要したことが推認でき（飛行機利用の場合はより高額であるが、自動車利用の場合は一

審原告２０－１とは別に費用が発生しないものとして、平均してこのように推認する。）、こ

の１８回分は９０万円となる。

　　したがって、９０万円を本件事故と相当因果関係を有する帰省費用の損害と認める。

　　イ　生命・身体的損害
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　　一審原告１－１らは、同２０－２が避難先のｃｑ市の市営住宅において毎日階段の上り下

りを強いられるなどしたことにより右変形性股関節症を発症し、その後遺症が後遺障害等級１

０級に相当するとして、１３９０万７６７１円の損害を被ったと主張する。

　　しかし、一審原告２０の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した同２０－２

の生命・身体的損害及び通院交通費等の生活費の増加分計６３万４７１２円について本件事故

と相当因果関係ある損害と認める余地はあるものの（弁論の全趣旨）、同２０－２が平成２３

年６月に診断された右変形性股関節症については、証拠（甲Ｃ２０の６５から６７まで）に

よっても避難生活との関連性は明らかではなく、本件事故により行った避難により、上記額を

超える生命・身体的損害が生じたと認めることはできない。

　　したがって、６３万４７１２円の限度で本件事故と相当因果関係を有する生命・身体的損

害と認める。

　　ウ　慰謝料

　　一審原告２０－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｅｏを経てｃｑまで自動車で避難した状況、借上げ住宅にお

ける不便な生活、とりわけ右変形性股関節症発症後の不自由その他前記認定の一切の事情を考

慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　エ　合計　３３３万４７１２円

　　（４）　一審原告２０－３の損害

　　前記のとおり、一審原告２０－３については、本件事故と相当因果関係ある避難及び避難

生活が認められない。

　　また、ｂａ市の一審原告２０－１及び同２０－２の自宅に同２０－３の所有物が存在して

いたとしても、同２０－３は、本件事故当時はｅｈ市に居住していたのであるから、ｂａ市に

所有物を取りに行く必要性が本件事故により生じたとは認められない。さらに、同２０－３

が、本件事故により予定どおり同市に転居できなくなったとしても、金銭をもって慰謝しなけ

ればならない程度の精神的苦痛を被ったということはできない。

　　したがって、一審原告２０－３について本件事故による損害は認められない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２０－１について　７６７万９０４０円

　　イ　一審原告２０－２について　３９２万２１６７円

　　ウ　一審原告２０－３について　４６３万０８２５円

　　ただし、同２０－３については、本件事故と相当因果関係ある損害が認定できないので、

弁済の抗弁について検討することを要しない。

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで、一審原告２０－１及び同２０－２に対して、以下のとお

り賠償を行ったことが認められる（乙Ｃ２０の１・６）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２０－１に対し　その他（財物以外）、一時立入り費用、精神的損害

（避難生活）、避難・帰宅費用、通院交通費等の生活費の増加分

　　５２３万３８４７円

　　（イ）　一審原告２０－２に対し　精神的損害（避難生活）、その他（財物以外）、生

命・身体的損害、通院交通費等の生活費の増加分

　　２８７万１５６７円

　　（ウ）　合計　８１０万５４１４円

302/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　（ア）　一審原告２０－１の避難費用、ＡＤＲ弁護士費用に対し　８４万９６９３円

　　（イ）　一審原告２０－１の家財（滅失分）に対し　１５９万５５００円

　　（ウ）　一審原告２０－２の精神的損害、ＡＤＲ弁護士費用に対し　１０５万０６００円

　　（エ）　合計　３４９万５７９３円

　　ウ　合計　１１６０万１２０７円

　　（３）　一審原告２０－１及び同２０－２に対する各弁済額

　　ア　一審原告２０－１に対する弁済額

　　（ア）　財物損害以外の損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　５２３万３８４７円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　８４万９６９３円

　　前記（２）イ（ア）の額は、一審原告２０－１の財物損害以外の損害に対して支払われた

ことが明らかである。

　　〈３〉　合計　６０８万３５４０円

　　（イ）　財物損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　１５９万５５００円

　　前記（２）イ（イ）の額は、一審原告２０－１の財物損害に対して支払われたことが明確

である。

　　〈３〉　合計　１５９万５５００円

　　（ウ）　合計　７６７万９０４０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２０－１に対する弁済の抗弁７６７万９０４０

円は、財物損害以外の損害に対する弁済の抗弁６０８万３５４０円及び財物損害に対する弁済

の抗弁１５９万５５００円をいうものとしていずれも全部認められる。

　　イ　一審原告２０－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　２８７万１５６７円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１０５万０６００円

　　前記（２）イ（ウ）の額は、一審原告２０－２の財物損害以外の損害に対して支払われた

ことが明確である。

　　（ウ）　合計　３９２万２１６７円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２０－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２０－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　４６８万４８９５円

　　（イ）　弁済額　６０８万３５４０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　１５９万５５００円
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　　（イ）　弁済額　１５９万５５００円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告２０－２

　　ア　損害額　３３３万４７１２円

　　イ　弁済額　３９２万２１６７円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（３）　一審原告２０－３

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

第２０　一審原告２１－３（元原審原告２１－１及び同２１－２）

　１　認定事実（甲Ｃ２１の１のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　元原審原告２１－１（本件事故当時７１歳）及び同２１－２（本件事故当時６８歳）は、

本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区所在の借家（福島第一原発からの距離２３．５９ｋｍ（乙

Ｃ２１の１））に居住していた。

　　元原審原告２１－１及び同２１－２は、本件事故当時、年金受給者であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　元原審原告２１－１及び同２１－２の自宅の周囲では、本件事故後、コンビニエンススト

アやスーパーマーケットが閉鎖され、平成２３年３月１２日からは電話が不通になった。同元

原審原告らは、友人から、同月１８日以降、高速道路も無料になり、レンタカーの手配もつく

から、ｇｉ線やバスの便がなくても福島第一原発から３０ｋｍ圏外に出られると聞いたので、

同月１８日までは自宅から外に出ないように気を付けながら過ごすことにした。同元原審原告

らは、同月１５日昼頃、電話が通じるようになったため、愛知県ｆｆ市在住の子である一審原

告２１－３と連絡を取り、同市に避難することに決めた。同元原審原告らは、同月１８日早

朝、車で友人宅まで向かい、友人の娘の自動車に同乗させてもらってｂｏ市まで行きそこから

新幹線を乗り継いでｃｑ駅まで行き、ｆｆ市の同一審原告の夫婦のマンションに到着した。

　　（３）　避難後の状況等

　　元原審原告２１－１及び同２１－２は、避難後、当初は一審原告２１－３のマンションで

生活していたが、平成２３年５月、同２１－３の夫の妹の部屋を間借りし、同年６月、ｆｆ市

内の借家に引っ越した。同元原審原告らは、避難後は、食べ物の味付け等の違いや言葉の違い

に慣れるのに苦労した。

　　元原審原告２１－２は、避難後、食道がんが見つかり、入退院して抗がん剤による治療を

受けていたが、平成２８年１１月１６日に死亡した。同２１－１は、令和２年９月１３日に死

亡した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　元原審原告２１－１及び同２１－２の本件事故当時の住所地はｂａ市で、住所があった同

市ｃｄ区は旧緊急時避難準備区域に該当するところ、同市における社会経済活動の再開状況、

環境放射能等の状況は、前記第３章、第４、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　元原審原告２１－１及び同２１－２は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域であるｂａ
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市に居住していたところ、本件事故直後、自宅周囲の商店が閉まり、友人から福島第一原発か

ら３０ｋｍ圏外への避難についての話を聞いて、ｆｆ市に一審原告２１－３が住んでいたこと

から、これを頼って同市に避難したものであり、同元原審原告らの避難は本件事故によるもの

と認められる。

　　他方、ｂａ市ｃｄ区を含む同市の状況は前記１（４）のとおりであり、元原審原告２１－

１及び同２１－２の住所は、屋内退避区域、次いで緊急時避難準備区域に指定されたものの、

同区域は平成２３年９月３０日に解除され、同年１０月、学校が授業を再開し、平成２４年５

月、医療機関等も活動を再開し、同年以降、環境放射能の値も年々減少しているのであるか

ら、遅くとも同年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに支障はなくなってい

たというべきである。

　　したがって、元原審原告２１－１及び同２１－２の避難生活のうち本件事故と相当因果関

係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるというのが相当である。

　　（２）　元原審原告２１－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、元原審原告２１－１は平成２３年３月１８日から約２か月間、一審

原告２１－３の夫婦のマンションに滞在させてもらった謝礼として２０万円を支払っており、

これが本件事故による損害であると主張するが、同元原審原告の請求に対して一審被告東京電

力が既に賠償した同年３月１８日から同年５月２２日までの知人・親戚宅への宿泊実費分１８

万円（乙Ｃ２１の４）については本件事故と相当因果関係を有する損害と認める余地があるも

のの（弁論の全趣旨）、これを超える損害が発生したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、１８万円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費・謝礼の損害と認める。

　　（イ）　引越し費用

　　元原審原告２１－１の請求に対して一審被告東京電力が既に引越し費用２９万８４００円

を賠償しており（争いがない。）、これを本件事故と相当因果関係を有する引越し費用の損害

と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　敷金・礼金

　　一審原告１－１らは、元原審原告２１－１が避難の際に敷金・礼金１５５万５７５０円を

要し、これが本件事故による損害であると主張するが、同元原審原告の請求に対して一審被告

東京電力が既に賠償した７万円（争いがない。）については本件事故と相当因果関係を有する

損害と認める余地があるものの（弁論の全趣旨）、これを超える損害が発生したと認めるに足

りる証拠はない。

　　したがって、７万円を本件事故と相当因果関係を有する敷金・礼金の損害と認める。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、元原審原告２１－１が避難先から避難元に一時立入りをしており、

その費用は本件事故による損害となると主張する。

　　しかし、一審原告１－１らは、元原審原告２１－１が一時立入りをした事実、時期やその

費用等について具体的な主張立証をしておらず、その事実を認めることができない。

　　したがって、上記主張は認められない。

　　（オ）　合計　５４万８４００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　元原審原告２１－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３２万６０９０円

（争いがない。）を本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認める。

　　（イ）　家賃増加分
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　　元原審原告２１－１が、平成２３年６月からｆｆ市で借家を借りていたことは前記認定の

とおりであるが、本件事故と相当因果関係が認められる避難生活期間である平成２４年８月３

１日までの間は、同元原審原告は家賃補助を受けていたと認められ（弁論の全趣旨）、同元原

審原告に家賃増加の損害は発生していないというべきである。

　　（ウ）　合計　３２万６０９０円

　　ウ　慰謝料

　　元原審原告２１－１について本件事故と相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、高齢者であったこと、親族宅での間借りを経て借家に避難し

た状況、慣れない土地で苦労したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８

０万円と認めるのが相当である。

　　エ　合計　２６７万４４９０円

　　（３）　元原審原告２１－２の損害

　　元原審原告２１－２について本件事故と相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、親族宅での間借りを経て借家に避難した状況、慣れない土地

で苦労したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相

当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　元原審原告２１－１について　４１０万６３９５円

　　イ　元原審原告２１－２について　２１１万７０００円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで、元原審原告２１－１及び同２１－２に対し、以下のとおりＡ

ＤＲ以外による賠償を行ったことが認められる（乙Ｃ２１の３）。

　　ア　元原審原告２１－１に対し　その他（財物損害以外）、精神的損害（避難生活）、避

難・帰宅費用、実費、通院交通費等の生活費の増加分　４１０万６３９５円

　　イ　元原審原告２１－２に対し　精神的損害（避難生活）、実費、通院交通費等の生活費

の増加分　２１１万７０００円

　　ウ　合計　６２２万３３９５円

　　（３）　元原審原告２１－１及び同２１－２に対する各弁済額

　　ア　元原審原告２１－１　４１０万６３９５円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　したがって、一審被告東京電力の元原審原告２１－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　元原審原告２１－２　２１１万７０００円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　したがって、一審被告東京電力の元原審原告２１－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　元原審原告２１－１

　　ア　損害額　２６７万４４９０円

　　イ　弁済額　４１０万６３９５円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円
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　　（２）　元原審原告２１－２

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　２１１万７０００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　（３）　一審原告２１－３（訴訟承継の事実については別紙５「元原審原告目録」の原審

原告番号２１－１及び同２１－２の「備考」欄記載のとおり。）

　　ア　元原審原告２１－１からの承継額　０円

　　イ　元原審原告２１－２からの承継額　０円

　　ウ　認容額　０円

第２１　一審原告２２の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２２の１、甲Ｃ４１、一審原告２２－１本人（原審）のほか後掲のも

の）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２２－１（本件事故当時４６歳）、その妻である同２２－２（本件事故当時３６

歳）、同２２－１及び同２２－２の長女である同２２－３（本件事故当時１３歳）、長男であ

る同２２－４（本件事故当時７歳）、二男である同２２－５（本件事故当時３歳）は、本件事

故当時、福島県ｂｍ市所在の自宅（福島第一原発からの距離５７．９９ｋｍ（乙Ｃ２２の

２））に、居住していた。同自宅は、平成１２年に建てた戸建て住宅である。

　　一審原告２２－１は、平成９年にｂｍ市内の製紙会社に正社員として就職して勤務を続け

ており、平成２３年２月頃には、同年４月から課長に昇進する旨の打診を受けていた。平成２

２年頃の同２２－１の収入は月額２６万円程度、年収は４３０万円程度であった。

　　本件事故当時、一審原告２２－２は専業主婦、同２２－３は中学１年生、同２２－４は小

学１年生であり、同２２－５は平成２３年４月から幼稚園に通う予定であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２２－１は、本件事故後、福島県ｂｋ郡ｂｊ町に住んでいる同２２－１の妹から

同県から逃げるようにとの連絡を受けたり、同県ｂｋ郡ｂｋ町に住む同２２－１の親や同２２

－３から同２２－５までを避難させなければと思ったりしていたが、会社に出勤して従業員の

安否確認や被害状況の把握などに追われていた。会社では、平成２３年３月１４日、作業後に

今後の対応についての会議が行われ、同２２－１は、３０ｋｍの概念を捨てて避難すべきだと

主張したが、会社からは避難の指示等はなされなかった。

　　一審原告２２－１及び同２２－２は、平成２３年３月１５日朝のニュースで、同日午前６

時頃に茨城県のモニタリングポストで観測した放射性物質の値が通常の１００倍であったこと

を知り、同２２の世帯で自宅から避難することを決めた。当時、放射性物質が南へ放出されて

いると認識していたため、国道（省略）号線を使って西へと向かい、同日午後２時頃、ｂｏ市

付近にいた際に雨が降ってきたため、放射性物質を浴びないよう同市付近のビジネスホテルに

宿泊した。さらに、同月１６日、栃木県を出て長野県ｅｉ市のホテルに宿泊し、同月１７日に

ｃｑ市に到着した。同２２の世帯は、同市付近で避難先を確保することにし、同日夜は愛知県

ｄｊ市内のいわゆるラブホテルに宿泊し、同月１８日から同月２１日までは、上記ラブホテル

や高速道路のパーキングエリアで宿泊していた。同２２の世帯は、同月２０日、愛知県ｇｂ市

で甲状腺の無料検査があると聞いて同市へ行き、同月２１日、被災者のために同県の県営住宅

を開放するとの情報を得て住宅供給公社に申込みに行き、同月２２日、県営住宅の鍵を受け取

り、同月２３日、ｃｑ市ｇｊ区所在の県営住宅に入居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告２２－１は、平成２３年４月初旬、ｂｍ市に戻ったが、同年５月中旬、上記勤務

先を自己都合退職した。同２２－１は、県営住宅に住むことができるのは半年間と聞いていた
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ため、ハローワークで社宅のある会社を探し、同年７月、愛知県ｅｊ市のガス会社に採用さ

れ、同年８月１６日から勤務を開始した。同日以降は、同２２－２から同２２－５までがｃｑ

市にある県営住宅に、同２２－１がｅｊ市にある会社の寮に住むという二重生活となった。ま

た、同２２－１は、平成２４年６月から平成２９年６月まで、胃や背中の激痛で救急外来に駆

け込むことがあり、同年８月には直腸がんが発見され、同年１０月に手術を受けた。

　　一審原告２２－２は、平成２３年５、６月頃、愛知県内でパートタイム勤務を始めた。

　　一審原告２２－３から同２２－５までは、平成２３年４月からｃｑ市ｇｊ区の学校及び幼

稚園に通った。

　　平成２４年４月、一審原告２２－２から同２２－５までが同２２－１の会社の寮に移って

二重生活を解消し、同２２－３から同２２－５まではｅｊ市内の学校及び幼稚園に通うことに

なった。

　　一審原告２２－１は、平成２７年１１月、ｅｊ市内に中古住宅を２１７０万円で購入し、

代金は住宅ローンを組んで支払った。そのため、ｂｍ市の自宅は売りに出したが、なかなか買

い手がつかず、最終的に、平成２８年４月、１５００万円で売却した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告２２の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は、前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、ｂｊ町に住む同２２－１の妹からの連絡や、茨城県における放射線の値が急増した

とのニュースを受けて避難を決めたものであり、同２２の世帯が避難を行ったことは本件事故

によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までには避難先から同市に帰還することに支障はなくなっていた

というべきであり、一審原告２２－１が同年８月にｅｊ市の会社に就職したこと、同２２の世

帯には一般的に放射能の影響を受けやすいとされる若年層、子ども、幼児である同２２－３か

ら同２２－５までがいたこと、同２２－３から同２２－５までが平成２４年４月に同市の学

校、幼稚園に転校、転園したことを考慮しても、同年８月３１日までには帰還の支障はなく

なっていたというのが相当である。

　　したがって、一審原告２２の世帯の避難生活については、平成２４年８月３１日までの限

度で本件事故との相当因果関係を認める。

　　一審原告１－１らは、同２２の世帯は避難当時はｂｍ市内に居住していたが、ｄａ地区を

出身地及び生活圏としていたから、ｄａ地区の帰宅困難区域の避難者に準じて損害を認定すべ

き旨主張するが、同２２の世帯の本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活による損害

は、同２２の世帯が本件事故当時居住していたｂｍ市の状況やその避難に関する事情を考慮し

て検討すべきであり、上記主張は採用できない。

　　（２）　一審原告２２－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告１－１らは、同２２－１がｂｍ市から栃木県や長野県を経由してｃｑ市まで避難

する際に交通費４万５９６０円を要したと主張するが、同２２の世帯の請求に対して一審被告

東京電力が既に賠償した平成２３年３月分移動交通費３万５２００円（乙Ｃ２２の１）につい

308/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



ては本件事故と相当因果関係ある損害と認める余地があるものの（弁論の全趣旨）、自動車で

避難するについてこれを超える額の費用を要したことを認めるに足りる証拠はない。

　　また、一審原告１－１らは、同２２－１が親の避難のために要した１万６７４０円も本件

事故による損害であると主張するが、同２２－１がその親の避難の交通費を負担すべき事情が

認められず、仮にこれを負担したとしても本件事故と相当因果関係を有する損害と認めること

はできない。

　　したがって、３万５２００円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める。

　　〈２〉　宿泊費・謝礼

　　前記認定のとおり、一審原告２２の世帯がｂｍ市からｃｑ市に避難するまでの間にホテル

等で５泊していることは認められ、この事実によれば、同２２－１が、避難のため、一般的な

ビジネスホテルの宿泊代金一人１泊当たり５０００円を下らない宿泊費を支出したと推認する

ことができる。

　　したがって、１２万５０００円（＝５０００円×５人×５泊）を本件事故と相当因果関係

を有する宿泊費の損害と認める。

　　〈３〉　一時立入り・帰省費用

　　一審原告２２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年４月分一

時帰宅費３万０６４０円、引越し費用１２万２５６０円の合計１５万３２００円（乙Ｃ２２の

１）を本件事故と相当因果関係を有する一時立入り、帰省費用（引越し費用を含む。）の損害

と認める（弁論の全趣旨）。

　　〈４〉　その他（ｂｍ市の不動産売却に関するもの）

　　一審原告１－１らは、同２２－１が、平成２７年９月１２日、同月２２日及び同年１０月

３０日にｂｍ市の自宅の売却のため片付けを行った際の同市までの往復の交通費、同年１１月

１３日から同月１４日まで及び同月２１日から同月２２日までの２度に分けて自宅からの荷物

の搬出作業に要した交通費、平成２８年４月１０日から同月１１日に掛けて自宅売却に必要な

売買契約締結のためにｂｍ市まで往復した際の交通費及びそれに伴う宿泊費の合計１５万０１

１２円を本件事故による損害であると主張する。

　　しかし、前記のとおり、一審原告２２の世帯の避難について本件事故との相当因果関係が

認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られ、上記の自宅の売却のためのｂｍ市

への往復等は本件事故によるものとはいえないから、上記の交通費等は本件事故により必要と

なった交通費とは認められない。

　　〈５〉　合計　３１万３４００円

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同２２－１が原判決１０２６頁から１０２９頁までの別紙「生活費

増加一覧「生活用品関係」」の「費目」欄記載の物品を購入する必要がありこれが損害となる

と主張する。

　　しかし、一審原告２２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年

３月から同年１２月まで分の家財道具購入費１５万円（乙Ｃ２２の１）については本件事故と

相当因果関係を有する損害と認める余地はあるものの（弁論の全趣旨）、これを超える額を平

成２４年８月３１日までの間に同２２－１が支出をしたと認めるに足りる証拠はなない。

　　したがって、１５万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　〈２〉　家賃増加分

　　一審原告２２－１が平成２４年８月３１日までの間に要した避難先家賃について本件事故

と相当因果関係が認められる。

　　ａ　県営住宅の駐車場代（平成２３年４月から平成２４年３月まで）
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　　４０００円／月×１２か月＝４万８０００円（甲Ｃ２２の３、１７）

　　ｂ　県営住宅の自治会費（平成２３年４月から平成２４年３月まで）

　　２８００円／月×１２か月＝３万３６００円（甲Ｃ２２の１７、弁論の全趣旨）

　　ｃ　一審原告２２－１の会社の寮の家賃（平成２３年８月１６日から平成２４年３月ま

で）

　　３５００円／月×８か月＝２万８０００円（弁論の全趣旨）

　　ｄ　ｅｊ市での家賃（寮費）負担開始後（平成２４年４月から同年８月まで）

　　９０００円／月×５か月＝４万５０００円（甲Ｃ２２の１５、弁論の全趣旨）

　　ｅ　固定資産税

　　自宅の固定資産税については、本件事故がなくても必要であったものであるから、本件事

故と相当因果関係ある損害ということはできない。

　　ｆ　合計　１５万４６００円

　　〈３〉　合計　３０万４６００円

　　（ウ）　就労不能損害

　　一審原告２２－１は、正社員として１０年以上ｂｍ市の会社に勤めていたから、本件事故

による避難がなければ同勤務先で働き続けていたと認めることができ、本件事故による避難が

なければ同勤務先で得られたであろう収入と同２２－１の実際の収入との差額が本件事故と相

当因果関係を有する損害と認められる。

　　そして、この点については、一審原告２２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に

賠償した平成２３年５月から同年１０月まで分の就労不能損害１５１万０３１２円（乙Ｃ２２

の１）については、本件事故と相当因果関係ある損害と認めることができるので（弁論の全趣

旨）、同２２－１にこれを超える就労不能損害があるかどうかを検討する。

　　〈１〉　失業期間（平成２３年５月中旬から同年８月１５日まで）

　　一審原告２２－１の平成２２年１１月分の給与支給額が２４万３９１７円、平成２３年４

月分の給与支給額が２１万０３６７円であったこと（甲Ｃ２２の１４の１・２）からすると、

同２２－１は、本件事故がなければ少なくとも月額２２万円の収入を得られたと認められ、平

成２２年夏季賞与が３７万４０６９円であったこと（甲Ｃ２２の１４の３）からすると、同２

２－１は、本件事故がなければ平成２３年７月には少なくとも同額の賞与を得られたと認めら

れる。

　　したがって、失業期間に得られたであろう給与及び賞与は次の額となる。

　　２２万円／月×３か月＋３７万４０６９円＝１０３万４０６９円

　　〈２〉　ｅｊ市の会社に就職後（平成２３年８月１６日以降）

　　一審原告１－１らは、同２２－１が本件事故による避難により月額１万３６８３円の給料

の減額を被ったと主張するが、避難前と同程度の収入を得られる職業に就くことができなかっ

た事情を認めるに足りる証拠はない。

　　〈３〉　合計　１０３万４０６９円

　　そうすると、一審原告２２－１の就労不能損害が一審被告東京電力が既に賠償した額を超

えるとは認められない。

　　以上によれば、本件事故と相当因果関係を有する就労不能損害は１５１万０３１２円であ

る。

　　（エ）　線量計購入費

　　一審原告２２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年３月分の

ガイガーカウンター購入費用７９００円（乙Ｃ２２の１）を本件事故と相当因果関係を有する

損害と認める（弁論の全趣旨）。
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　　（オ）　慰謝料

　　一審原告２２－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｏ市、ｅｉ市、ｃｑ市、ｄｊ市、ｇｂ市、ｃｑ

市、ｅｊ市と転々避難した状況、幼少の子ら（同２２－３から５まで）を連れての避難であっ

たこと、住所地の会社から避難先の会社に転職したこと、一時期二重生活となったことその他

前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（カ）　合計　３１３万６２１２円

　　イ　財物損害

　　（ア）　不動産

　　一審原告２２－１のｂｍ市の自宅の価値が本件事故により低下したと認めるに足りる証拠

はない。したがって、不動産の価値の低下について本件事故と相当因果関係を有する損害が発

生しているとはいえない。

　　（イ）　不動産買換え諸費用

　　前記認定のｂｍ市の状況、一審原告２２の世帯が遅くとも平成２４年８月３１日までには

同市への帰還が可能であったといえることから、同２２－１の平成２７年１１月のｅｊ市の住

宅購入及び平成２８年４月のｂｍ市の自宅の売却は本件事故によるものとはいえず、不動産の

買換えに要した費用は本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　なお、一審原告１－１らは、同２２の世帯はｄａ地区居住者と同視できるから不動産買換

え費用等を損害として認めるべきと主張するが、上記のとおりであり、採用できない。

　　（ウ）　合計　０円

　　ウ　合計　３１３万６２１２円

　　（３）　一審原告２２－２の損害

　　一審原告２２－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｏ市、ｅｉ市、ｃｑ市、ｄｊ市、ｇｂ市、ｃｑ

市、ｅｊ市と転々避難した状況、幼少の子ら（同２２－３から５まで）を連れての避難であっ

たこと、一時期二重生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１０

０万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告２２－３の損害

　　一審原告２２－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難期間中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｏ市、ｅｉ市、ｃｑ市、ｄｊ市、ｇｂ市、ｃｑ

市、ｅｊ市と転々避難した状況、中学校を転校しなければならなかったことその他前記認定の

一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告２２－４の損害

　　一審原告２２－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｏ市、ｅｉ市、ｃｑ市、ｄｊ市、ｇｂ市、ｃｑ

市、ｅｊ市と転々避難した状況、小学校を転校しなければならなかったことその他前記認定の

一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（６）　一審原告２２－５の損害

　　一審原告２２－５について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｏ市、ｅｉ市、ｃｑ市、ｄｊ市、ｇｂ市、ｃｑ

市、ｅｊ市と転々避難した状況、幼稚園を転園しなければならなかったことその他前記認定の

一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２２－１について　１０９万４０７０円
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　　イ　一審原告２２－２について　１２万円

　　ウ　一審原告２２－３について　７２万円

　　エ　一審原告２２－４について　７２万円

　　オ　一審原告２２－５について　７２万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告２２の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ２２の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２２－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告２２－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告２２－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告２２－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　一審原告２２－５に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（カ）　合計　２４０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告２２の世帯に対する和解金額が２９３万４０７０円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１９６万円を控除した９７万４０７０円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、ガイガーカウンター購入費用、ＡＤＲ弁護士費用　

７４万３７５８円

　　（イ）　精神的損害　６８万円

　　（ウ）　就労不能損害　１５１万０３１２円

　　（エ）　合計（和解金額）　２９３万４０７０円

　　（オ）　既払い金　１９６万円（自主的避難等に係る損害の一審原告２２－１分及び同２

２－２分各８万円、同２２－３から同２２－５まで分各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　９７万４０７０円

　　ウ　合計　３３７万４０７０円

　　（３）　一審原告２２の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２２－１

　　（ア）　財物損害以外の損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　９７万４０７０円

　　ＡＤＲによる和解金額からの前記（２）イ（オ）の既払い金１９６万円の控除は、まず同

（イ）の精神的損害６８万円から全額が、次いで同（ア）の一審原告２２－１が負担した同２

２の世帯共通の避難費用等７４万３７５８円から全額が、さらに同（ウ）の同２２－１の就労

不能損害１５１万０３１２円のうち５３万６２４２円が控除されたものとみると、その余の同

（ウ）の支払額は９７万４０７０円となり、これは同２２－１に対する弁済とみることができ

る。

　　〈３〉　合計　１０９万４０７０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２２－１に対する弁済の抗弁は財物損害以外の

損害に対する弁済の抗弁をいうものとして全部認められる。
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　　（イ）　財物損害

　　〈１〉　ＡＤＲ以外による賠償　０円

　　〈２〉　ＡＤＲによる賠償　０円

　　〈３〉　合計　０円

　　イ　一審原告２２－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる賠償の和解金額のうち、一審原告２２－２に対する弁済とみ得るものは既払

い金により控除済みである。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２２－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告２２－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる賠償の和解金額のうち、一審原告２２－３に対する弁済とみうるものは既払

い金により控除済みである。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２２－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　エ　一審原告２２－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる賠償の和解金額のうち、一審原告２２－４に対する弁済とみ得るものは既払

い金により控除済みである。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２２－４に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　オ　一審原告２２－５

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる賠償の和解金額のうち、一審原告２２－５に対する弁済とみうるものは既払

い金により控除済みである。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２２－５に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。
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　４　認容額等

　　（１）　一審原告２２－１

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　損害額　３１３万６２１２円

　　（イ）　弁済額　１０９万４０７０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　２０４万２１４２円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　０円

　　（イ）　弁済額　０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額合計　２０４万２１４２円

　　エ　弁護士費用　２１万円

　　オ　認容額　２２５万２１４２円

　　（２）　一審原告２２－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８８万円

　　エ　弁護士費用　９万円

　　オ　認容額　９７万円

　　（３）　一審原告２２－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（４）　一審原告２２－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（５）　一審原告２２－５

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第２２　一審原告２３の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２３の１、一審原告２３－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２３－１（本件事故当時４６歳）、その妻である同２３－２（本件事故当時４２

歳）、同２３－１及び同２３－２の長女である同２３－３（本件事故当時８歳）、二女である

同２３－４（本件事故当時７歳）、長男である同２３－５（本件事故当時３歳）は、本件事故

当時、福島県ｂｍ市所在の自宅（福島第一原発からの距離４３．２２ｋｍ（乙Ｃ２３の１））
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に居住していた。

　　一審原告２３－１は、平成２１年９、１０月頃からｂｍ市内の自動車工場で契約社員とし

て勤務し、同２３－２は、かまぼこ工場で派遣社員として勤務していた。

　　上記の自宅は、一審原告２３－１の母親が近くに住んでいること、親戚との繋がりがある

こと、同２３－３から同２３－５までの学校もｂｍ市にあること等から、将来的にも同市に居

住するつもりで、平成９年に約１５００万円で購入し、その後、増築に４００万円をかけた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２３－１及び同２３－２は、テレビで本件事故についての報道を見て心配にな

り、インターネットで放射能のことを調べ、ｂｍ市にいることが不安になった。本件事故直後

には詳しい情報もなく、同２３－３から同２３－５までを家の外に出さないように心掛け、外

出も必要最小限にし、飲料水はミネラルウォーターを使用していた。福島第一原発１号機の原

子炉建屋が水素爆発した映像や平成２３年３月１４日に同３号機建屋が水素爆発した映像を見

て、これらの爆発で大量の放射能がまき散らされ、ｂｍ市にも放射能が届くのではないかと不

安になった。ｂｍ市の放射線量は、同月１５日に大きく上昇し、テレビでの報道や放射線量を

測定して公開しているウェブサイトを見たところ、２０μＳｖ／時を記録したとの記事を見つ

けた。

　　そこで、一審原告２３の世帯は、平成２３年３月１５日、同２３－１の祖母方の親戚が住

んでいる茨城県ｅｌ市へ自動車で一時的に避難したが、同２３－１の勤務先の工場が稼働を再

開し、従業員の自宅待機命令が解除され、同２３－１がｂｍ市に戻らなければならなくなった

ため、同２３の世帯は、同月３１日、自動車で同市の自宅に戻った。

　　一審原告２３－１及び同２３－２は、ｂｍ市に戻ってからも放射能の影響が心配であった

ため、同２３－３から同２３－５までについて、福島県産の食品を食べさせないようにした

り、登下校以外では外に出さないようにしたり、体育の授業についても、外での授業は欠席さ

せたりした。同２３－１は、同２３－３から同２３－５までの給食についてもできるだけ同県

産のものは避けさせたかったため、同県産の牛乳だけは飲まないように注意していた。

　　一審原告２３－１及び同２３－２は、平成２３年６月頃、ｂｍ市の自宅を売却し、当時の

勤務先を辞めて移住しようと考えた。同２３－１は転職先を探し、同年８月頃に愛知県ｅｋ市

の会社が見つかり、同年１０月に正社員として採用されることが決まった。同月初旬には自宅

の売却が決まり、明渡しのため、同２３の世帯は同２３－１の実家に移り、同月２４日、ｅｋ

市に引っ越した。ｂｍ市の自宅から同２３－１の実家への引越し及び実家からｅｋ市への避難

の際には、引越し費用を抑えるために同２３－１ら自身で荷物の積み下ろしを行い、２ｔト

ラックを借りて家財道具の全てを移動させた。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告２３の世帯は、平成２３年１０月以降、ｅｋ市で同居して生活しているが、同市

に土地勘もなく、知り合いもいなかったため、市役所や病院の場所さえ分からず非常に苦労し

た。同２３－１は、慣れない避難生活によるストレスから脱毛や不眠に悩まされるようになっ

た。同２３－３及び同２３－４は、避難先の学校に馴染むことができず、不登校になった。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告２３の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は、前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２３の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故による放射能汚染に対する不安を持っていたところに、福島第一原発の水

素爆発の映像を見て、避難を決め、まず、平成２３年３月１５日から同月３１日までｅｌ市に
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避難したものであり、本件事故の直後で情報も少なかったことを考えれば、この避難は本件事

故によるものというべきである。

　　一審原告２３の世帯は、同２３－１の仕事の都合でｂｍ市に戻り、平成２３年６月、仕事

を辞め自宅も売却して同市の外へ移住することに決め、同年８月、同２３－１のｅｋ市の就職

先が見つかり、同年１０月、自宅の売却もできて、同月２４日、同市に移住したものであると

ころ、同２３の世帯の自宅を処分しての移住は、その後、ｂｍ市の状況がどうなろうとももは

や同市へは帰還しないという自らの意思による移住であり、これは、本件事故を考慮すれば一

時的に住所を離れて生活することが社会通念上相当といえるような避難とは異なるものという

べきである。前記のとおり、ｅｌ市からｂｍ市に戻った後も同２３の世帯が放射能の影響を心

配しながら生活していたことは認められるが、同年６月又は１０月の時点では、同市がその後

一般に帰還が困難な状況になるとみられていたという証拠はなく、本件事故による放射能の影

響を心配して一時的な避難を行うことはともかく、帰還しない前提での移住を行うことが社会

通念上相当であったとまではいえない。

　　したがって、一審原告２３の世帯について本件事故と相当因果関係ある避難及び避難生活

は平成２３年３月１５日から同月３１日までのｅｌ市への避難であり、同年１０月２４日以降

のｅｋ市への移住はこれに含まれない。

　　（２）　一審原告２３－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　前記のとおり、一審原告２３－１が、同２３－２から同２３－５までとともに、平成２３

年３月１５日、ｂｍ市からｅｌ市に自動車で避難したこと、同月３１日、同市からｂｍ市に自

動車で戻ったことが認められ、これらの事実によれば、少なくとも２万円の費用を要した事実

を推認することができる。

　　他方、一審原告１－１らは、同２３－１が、同年９月、就職面接のため自動車で愛知県へ

行ったこと、及び同年１０月２４日、ｅｋ市へ自動車で引越しを行ったことによる交通費を同

２３－１の損害と主張するが、これらは自らの意思による移住を前提とする移動であり、本件

事故と相当因果関係ある交通費とはいえない。

　　したがって、２万円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める。

　　〈２〉　引越し費用

　　前記のとおり、一審原告２３－１がｂｍ市からｅｋ市への引越しに、２ｔトラックのレン

タカーを利用したことは認められるが、この引越しは本件事故と相当因果関係があるとはいえ

ない。

　　〈３〉　合計　２万円

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同２３－１が避難先で新たに購入した家財道具の購入費用は５０万

円を下らないと主張するが、同１－１らは同２３－１が家財道具を購入したことを示す領収証

等を提出しておらず、またｅｌ市の親戚宅での半月間の避難生活で家財道具を購入する必要が

あったとも認められない。

　　〈２〉　食費

　　一審原告１－１らは、同２３－１が本件事故による避難により１か月当たり１万円の食費

の増加があったと主張するが、本件事故前よりも食費が増加したことについて具体的な立証が

ないから、この主張は認められない。

　　〈３〉　家賃増加分
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　　一審原告１－１らは、家賃補助のなくなった平成２９年４月から同年１２月までの同２３

－１の家賃増加分を損害と主張するが、本件事故と相当因果関係が認められる家賃増加とはい

えず、この主張は認められない。

　　〈４〉　その他（車両）

　　一審原告１－１らは、同２３－１が避難先で新たに購入した自動車及びバイクの購入費用

が損害であると主張するが、本件事故と相当因果関係ある避難生活中に自動車及びバイクを買

換える必要があったとは認められない。

　　〈５〉　その他（自転車）

　　一審原告１－１らは、同２３－１が避難先で購入した子ども用自転車の購入費用が損害で

あると主張するが、本件事故と相当因果関係ある避難生活中に子ども用自転車を購入する必要

があったとは認められない。

　　〈６〉　合計　０円

　　（ウ）　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同２３－１が本件事故による避難により月額平均５万４５２７円の

減収を被ったと主張する。しかし、同２３－１のｅｌ市への避難により同一審原告に減収が

あったと認めるに足りる証拠はない。

　　（エ）　被ばく検査費用

　　一審原告１－１らは、同２３－１が被ばく検査費用として７万４６７０円を要し、これが

損害であると主張し、証拠（甲Ｃ２３の８の１から４まで）を提出する。しかし、上記証拠に

よっても実際に被ばく検査を受検したかどうかも判然とせず、同２３－１が被ばく検査費用を

支出したことを認めることはできない。

　　（オ）　慰謝料

　　一審原告２３－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難期間中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、放射能に対する不安からの避難であったこと、子どもや幼児

を伴っての避難であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認

めるのが相当である。

　　（カ）　合計　１７万円

　　イ　財物損害（家財道具）

　　一審原告１－１らは、同２３－１がｂｍ市の自宅を処分する際に処分した家財道具が損害

であると主張するが、これは同２３－１の意思による移住のために任意に家財道具の処分を

行ったものといえ、家財道具に関する損害は本件事故と相当因果関係を有するものとはいえな

い。

　　ウ　合計　１７万円

　　（３）　一審原告２３－２の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同２３－２がｅｋ市に引っ越して以降、不登校となった同２３－３

及び同２３－４の世話などのために就労することができなくなり、就労不能損害を被ったと主

張するが、ｅｋ市への移住自体に本件事故との相当因果関係が認められず、同２３－３及び同

２３－４の不登校による同２３－２の就労不能により損害が発生したとしても、これが本件事

故と相当因果関係ある損害とはいえない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告２３－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、放射能に対する不安からの避難であったこと、子どもや幼児

を伴っての避難であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認

めるのが相当である。
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　　ウ　合計　１５万円

　　（４）　一審原告２３－３の損害

　　一審原告２３－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認め

るのが相当である。

　　（５）　一審原告２３－４の損害

　　一審原告２３－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認め

るのが相当である。

　　（６）　一審原告２３－５の損害

　　一審原告２３－５について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認め

るのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２３－１について　１２万円

　　イ　一審原告２３－２について　１２万円

　　ウ　一審原告２３－３について　７２万円

　　エ　一審原告２３－４について　７２万円

　　オ　一審原告２３－５について　７２万円

　　カ　合計　２４０万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告２３の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ２３の３）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２３－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告２３－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告２３－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告２３－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　一審原告２３－５に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（カ）　合計　２４０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ウ　合計　２４０万円

　　（３）　一審原告２３の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２３－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２３－１に対する弁済の抗弁は財物損害以外に

対する弁済の抗弁をいうものとして全部認められる。

　　イ　一審原告２３－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円
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　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２３－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告２３－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２３－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　エ　一審原告２３－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２３－４に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　オ　一審原告２３－５

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２３－５に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２３－１

　　ア　損害額　１７万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　５万円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　６万円

　　（２）　一審原告２３－２

　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３万円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　４万円

　　（３）　一審原告２３－３
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　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（４）　一審原告２３－４

　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（５）　一審原告２３－５

　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第２３　一審原告２４の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２４の１・４、一審原告２４－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２４－１（本件事故当時４９歳）及びその妻である同２４－２（本件事故当時３

３歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区所在の同２４－１の実家近くのアパート（福島

第一原発からの距離２４．５５ｋｍ（乙Ｃ２４の２））に居住していた。

　　一審原告２４の世帯は、平成１９年１０月に結婚し、平成２２年まで岐阜県ｇｋ市に居住

しており、いずれも警備員の仕事をしていた。同２４の世帯は、平成２２年秋頃、同２４－１

の父から同２４の世帯に面倒を見てもらいたいと言われ、同２４－２は宮崎県の出身でありｂ

ａ市に居住したことはなかったものの、同２４の世帯で同市に移住することにし、平成２３年

１月初旬、ｇｋ市から同市に引っ越し、同２４－１の実家近くのアパートで生活を始めた。

　　一審原告２４の世帯は、本件事故当時は、引っ越して間もない時期であり、いずれもハ

ローワークへ行くなどして求職中であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２４の世帯は、本件地震直後、人から福島第一原発が爆発し、１０ｋｍ圏内は避

難し始めていると聞き、その後、２０ｋｍ圏外でも避難する人がいることを知り、小学校に避

難のバスが何台も来るのを見た。同２４の世帯の住所のある地域は屋内退避の指示がされてお

り、同２４の世帯には物資が届かず、冷蔵庫の中は空に近い状態で、商店も閉店していて、食

料もガソリンもない状況だった。同２４の世帯は、食料を分けてもらうために避難所へ行った

が、避難所では、避難所に避難していない人には食料は分けられないと拒否された。同２４の

世帯は、ボランティアの炊き出しや食料配布により何とか食料を確保し、その都度、同２４－

１の実家へ赴いて両親とともに食事をしていた。

　　一審原告２４の世帯は、収入も物資もない中、何とか生活していたが、外にいる自衛隊員

や警察官が防護服を着ているのを見て、かなり危険な事態だと感じ、また、情報も入りづらく

なって食料や水の調達にも支障が生じるようになっていたので、ｂａ市で生活を続けることに

限界を感じていたところ、ｇｋ市の知人から同人のところへ来ないかとの誘いを受けたため、

同人を頼って同市に避難することとした。同２４－１の両親は、他の人に迷惑をかけるから避

難したくないといって、避難せずにｂａ市に残ることになった。

　　一審原告２４の世帯は、平成２３年３月２６日午前１０時頃、自動車でｇｋ市に向かい、

翌２７日午前１時頃、同市の知人宅に到着した。同２４の世帯は、上記知人宅に滞在中、知人

に食事や身の回りのことで世話になったものの、気を遣うため疲弊していた。
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　　一審原告２４の世帯は、平成２３年５月、愛知県が被災者に対し、２年間借上げ住宅を提

供するという情報を得て、ｃｑ市の市営住宅に入居した。

　　一審原告２４の世帯は、前記のとおり平成２３年１月初旬にｂａ市へ転居したばかりで、

同２４－１の両親も同市に残っていたので、放射線量が落ち着けば同市に戻るつもりであった

ため、ｃｑ市では思うような求職活動はできず、ｂａ市のアパートも解約せず、家賃の支払い

を継続した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告２４の世帯は、仕事が決まらないこと、同２４－１の両親がｂａ市に残っている

こと、自宅のアパートもそのままにしていることを心配しながら避難生活を続けた。同２４－

１は、平成２３年１１月、左低音障害型感音難聴と診断された（甲Ｃ２４の５）。

　　一審原告２４の世帯は、同２４－１の父が入院したので、平成２３年８月２８日から３０

日までの３日間、福島県に戻った。また、同父がｃｑに避難する意向を示したので、同年１０

月、その避難準備のために福島県に戻ったが、結局、父は避難しないこととなった。平成２４

年７月、同父が死亡したので、その葬儀のため同月１５日から同月１８日まで福島に戻った。

その後も、同２４の世帯は、平成２５年１月、同年２月、同年６月（２回）及び同年７月に福

島県に一時的に戻った。同２４－１の母は、平成２６年８月に死亡した。父及び母の墓は、福

島県にある。

　　一審原告２４－１は、平成２５年７月、未だ契約中であったｂａ市のアパートを解約し

た。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故前の一審原告２４の世帯の住所地はｂａ市であり、住所のあった同市ｃｄ区は旧

緊急時避難準備区域に該当するところ、同市における環境放射能等の状況等は、前記第３章、

第４、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２４の世帯は、本件事故当時、ｂａ市ｃｄ区に居住していたところ、本件事故直

後は屋内退避の指示が出され、食料も燃料も不足する中、ｇｋ市の知人を頼って同市に避難

し、その後愛知県に避難したものであり、同２４の世帯の避難は、本件事故によるものと認め

られる。

　　他方、ｂａ市ｃｄ区の環境放射能等の状況や社会経済活動の再開状況は前記のとおりであ

り、遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市同区に帰還することに支障はな

くなっていたというべきである。

　　したがって、一審原告２４の世帯の避難生活のうち本件事故と相当因果関係が認められる

のは、平成２４年８月３１日までの部分に限られるというのが相当である。

　　（２）　一審原告２４－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２３年３月２６日から平

成２５年７月１７日まで分の避難交通費等２９万７３９０円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ

２４の１・４）、このうち平成２３年３月２６日から平成２４年８月３１日までの分におよそ

相当する１８万４７７０円については本件事故と相当因果関係を有する損害と認める余地があ

るが（弁論の全趣旨）、本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活中にこれを超える額

の交通費を支出したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、１８万４７７０円を本件事故と相当因果関係がある交通費の損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼
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　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２３年３月２６日から平

成２５年７月１６日まで分の宿泊費用１４万２８００円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ２４

の１・４）、このうち平成２３年３月２６日から平成２４年８月３１日までの分におよそ相当

する８万８８３０円については本件事故と相当因果関係を有する損害と認める余地があるが

（弁論の全趣旨）、本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活中にこれを超える額の宿

泊費を支出したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、８万８８３０円を本件事故と相当因果関係がある宿泊費の損害と認める。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２５年２月２１日分の引

越し費用２万４８００円を賠償した事実は認められるが（乙Ｃ２４の１・４）、そのような引

越しが行われたとしても、本件事故と相当因果関係がある避難生活中の引越しではないから、

損害とは認められない。

　　（エ）　その他

　　一審原告７－１らは、同２４－１が、平成２６年７月、同年８月及び同年９月に同２４－

１の母や叔父の見舞いや葬儀のために福島県に帰省した際の費用合計３５万３８００円が損害

であると主張する。

　　しかし、一審原告２４の世帯の避難について本件事故と相当因果関係が認められるのは平

成２４年８月３１日までの部分に限られるから、平成２６年に同２４－１が帰省費用を要した

としても、本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　（オ）　合計　２７万３６００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告７－１らは、同２４－１の家財道具購入費４６万３７３７円が損害であると主張

するが、同２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年５月７日か

ら平成２４年７月９日までの家具・家電製品等購入費用４６万０８２４円（乙Ｃ２４の１・

４）については本件事故と相当因果関係ある損害と認める余地があるものの（弁論の全趣

旨）、これを超えて同２４－１が本件事故により家財道具購入費を支出したと認めるに足りる

証拠はない。

　　したがって、４６万０８２４円の限度で本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費

の損害と認める。

　　なお、上記の主張額のうち認められる損害額を超える部分２９１３円は、証拠（甲Ｃ２４

の２）を勘案すると、一審原告２４－１の通院交通費増加分と解する余地があるので、下記

（エ）において判断する。

　　（イ）　その他（衣類購入費用等）

　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年３月２６

日から同年５月６日まで分の衣類購入費用１０万円（乙Ｃ２４の１・４）を本件事故と相当因

果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年５月１日

から平成２４年８月３１日まで分の駐車場代８万円及び平成２３年３月２６日から平成２４年

８月３１日まで分のｂａ市の住宅賃料６０万１７７５円の合計６８万１７７５円（乙Ｃ２４の

１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　その他（生活費増加費用）

　　前記（ア）のとおり、一審原告７－１らは、同２４－１の通院交通費増加分２９１３円を

損害として主張しているものと解されるところ、前記認定事実のとおり、同２４－１はｃｑ市
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に避難後、難聴の治療で通院しており、通院交通費を要したことが認められ、同２４の世帯の

請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年１０月１７日から平成２４年２月１

０日まで分の通院交通費増加分２９１３円（乙Ｃ２４の１・４）は、その他の生活費増加費用

として、本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　合計　１２４万５５１２円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告２４の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に平成２３年４月１日から平成

２４年１２月３１日分の就労不能損害６０８万０３７５円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ２

４の１・４）このうち平成２３年４月１日から平成２４年８月３１日までの分におよそ相当す

る４９２万３１２０円については本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　エ　慰謝料

　　一審原告２４－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故当時、福島第一原発から３０ｋｍ圏内に居住してい

て、屋内退避指示が出されたり食料、物資が不足したりする中での避難であったこと、当初は

知人宅で気を遣う生活であったこと、避難生活中に住所地に残した父と死別したことその他前

記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　８２４万２２３２円

　　（３）　一審原告２４－２の損害

　　一審原告２４－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故当時、福島第一原発から３０ｋｍ圏内に居住してい

て、屋内退避指示が出されたり食料、物資が不足したりする中での避難であったこと、当初は

知人宅で気を遣う生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０

万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２４－１について　６９５万２３５４円

　　イ　一審原告２４－２について　４８７万８２５０円

　　ウ　合計　１１８３万０６０４円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告２４の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（甲Ｃ２４の２、乙Ｃ２４の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２４－１に対し　精神的損害（避難生活）　１８０万円

　　（イ）　一審原告２４－２に対し　精神的損害（避難生活）　１８０万円

　　（ウ）　合計　３６０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告２４の世帯に対する和解金額が８２３万０６０４円と合意され、

同額が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用　１７１万０５０２円

　　（イ）　一審原告２４－１の就労不能損害　３００万２１２５円

　　（ウ）　一審原告２４－２の就労不能損害　３０７万８２５０円

　　（エ）　一審原告２４－１の精神的損害（避難生活）　２０万円

　　（オ）　ＡＤＲ弁護士費用　２３万９７２７円
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　　（カ）　合計　８２３万０６０４円

　　ウ　合計　１１８３万０６０４円

　　（３）　一審原告２４の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２４－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１８０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　５１５万２３５４円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（イ）及び（エ）は一審原告２４－１に対する賠

償であることが明らかであり、同（ア）及び（オ）は同７－１らが同２４－１が支出した同２

４の世帯に共通の費用を同２４－１の損害として主張していることから、同２４－１に対する

弁済として扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計　６９５万２３５４円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２４－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告２４－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１８０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３０７万８２５０円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（ウ）は一審原告２４－２に対する賠償であるこ

とが明らかであり、これを同２４－２に対する弁済として扱う。

　　（ウ）　合計　４８７万８２５０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２４－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２４－１

　　ア　損害額　８２４万２２３２円

　　イ　弁済額　６９５万２３５４円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１２８万９８７８円

　　エ　弁護士費用　１３万円

　　オ　認容額　１４１万９８７８円

　　（２）　一審原告２４－２

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　４８７万８２５０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第２４　一審原告２６の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２６の１、丁Ｃ６、１０、１５、一審原告２６－１本人（当審）、同２

６－２本人（原審）、同２６－３本人（当審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２６－１（本件事故当時４９歳）、その妻である同２６－２（本件事故当時４４

歳）、同２６－１及び同２６－２の長女である同２６－３（本件事故当時１２歳）は、本件事

故当時、福島県ｃａ市内の一戸建ての借家（福島第一原発からの距離●●●ｋｍ（乙Ｃ２６の
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１））に居住していた。

　　一審原告２６－１はｃａ市出身であり、本件事故当時から現在に至るまで●●●し、同市

に居住している。同２６－２は岐阜県出身で、本件事故当時は●●●であり、同２６－３はｃ

ａ市内の小学校に通っていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２６－１は、本件地震当時、東京に出張していたが、翌平成２３年３月１２日の

早朝に東京を離れ、同日夕方にｃａ市の自宅に着いた。しかし、同日の夕方に福島第一原発で

爆発があったとの報道を受け、同２６－１と同２６－２は相談して、福島第一原発の安全が確

認されるまでは避難することにし、同２６－２の母が居住する愛知県ｅａ市に避難するため、

同日午後７時頃、ｃａ市を出発した。同２６の世帯は、同月１３日、ｅａ市に到着し、同月２

７日まで同市で生活していたが、同月２８日に同２６－３の小学校の卒業式が行われたため、

同月２７日、ｃａ市に戻った。同２６－１は、経営する店の従業員から、相談せずに自分だけ

が避難したことを責められ、謝罪した。

　　ｃａ市に戻った一審原告２６の世帯は、放射線被ばくによる健康被害を恐れて自宅の窓は

開けず、洗濯物は外には干さず、外出は控え、外出する際には必ずマスクを着用し、飲料水は

ペットボトルのものにしていた。

　　一審原告２６－２は、平成２３年４月中旬頃、友人からｃｑ市所在の住宅を無償で貸して

くれるとの話を聞き、同年５月の連休に下見に行き、自主避難を選択する知り合いも増えてい

たことから、同２６－３とともに同市に避難することにした。他方、同２６－１は、●●●を

継続する必要があったため、ｃａ市に残ることにした。

　　一審原告２６－２及び同２６－３は、平成２３年６月、ｃｑ市ｇｌ区●●●の住宅に引っ

越したが、同所は過去に水害があったことや南海トラフ地震があった場合には津波が来る可能

性が高いことから、平成２４年２月２９日に同区●●●の住宅に引っ越した。

　　（３）　避難後の状況等

　　ｃａ市に残った一審原告２６－１は、２か月に１回程度、同２６－２及び同２６－３に会

うためにｃｑ市に来ていた。

　　一審原告２６－２は、ｃｑで仕事を探したものの、良い条件の仕事を見つけることができ

なかった。同２６－２は、避難直後に精神に不調を来して体調も悪化し、医師から、橋本病に

罹患する寸前の状態と言われた。

　　一審原告２６－３は、平成２３年６月、入学していたｃａ市内の中学校からｃｑ市内の中

学校に転校したが、クラスメートから陰口をたたかれるなどしたため、学校になじめず不登校

のような状態になった。また、同２６－３は、中学２年生の時にバセドウ病と診断されたが

（甲Ｃ２６の２）、医師からは、放射線によるものかストレスによるものかは判断できないと

言われた。同２６－３は、ｃａ市に帰りたいと考えたことがあり、同２６－１からもいつでも

帰って来るよう言われていたが、同２６－２がそれを許さなかったため、同市に戻ることはな

かった。その後、同２６－３は、ｃｑ市内の高校を卒業して京都の大学に進学し、大学進学後

は同２６－１が同２６－３に会いに京都に行くという生活をしていた。同２６－３は令和３年

４月に就職した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告２６の世帯の本件事故当時の住所地はｃａ市で、同市は避難区域外（福島県ｃｅ

地域）であり、同市における環境放射能等の状況は、前記第３章、第３のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２６の世帯は、本件事故当時、避難区域外のｃａ市に居住していたところ、福島

第一原発の爆発を受けてその安全が確認されるまで避難することを決め、平成２３年３月１３
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日から同月２７日までｅａ市に避難していたものであり、本件事故直後の混乱期であることを

考えれば、この避難及び避難生活は本件事故によるものというべきである。

　　また、一審原告２６－２及び同２６－３は、ｃａ市に戻っても被ばくによる健康被害を恐

れて生活していたことから、再度の避難を決めて、平成２３年６月、ｃｑ市に避難したもので

あり、当時は未だ十分な情報が不足していた時期であることを考えると、同２６－２及び同２

６－３の再避難も本件事故によるものと認められる。

　　しかし、ｃａ市の状況は前記のとおりで、事後的に見れば避難する必要性が客観的に認め

られる地域とはいえなかったのであり、帰還の準備に期間を要することや一審原告２６－３が

転校したことを考慮したとしても、遅くとも平成２３年１２月３１日までには、同２６－２及

び同２６－３が避難先のｃｑ市からｃａ市に帰還することに支障はなくなっていたというべき

である。なお、ｃａ市の状況を見れば、当時、同２６－３が一般に放射線による影響を受けや

すいとされる子どもであったことを考慮してもこの判断は変わらない。

　　したがって、一審原告２６－２及び同２６－３の再避難生活のうち本件事故と相当因果関

係が認められるのは、平成２３年１２月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　この点について、一審被告東京電力は、そもそも一審原告２６の世帯は避難区域外の地域

に居住していた者であり、仮に何らかの法律上の利益の侵害が認められるとしても、同２６－

２及び同２６－３が同２６－１と別居して生活したことは同２６の世帯の任意の判断であると

主張する。

　　しかし、避難が本件事故によるものか否かは、個々の一審原告について、居住していた地

域だけでなく、避難の時期や避難に至った経緯その他一切の事情を考慮して社会通念上の相当

性を判断して決すべきであり、一審原告２６の世帯については、上記の各限度において本件事

故との相当因果関係が認められるというべきである。

　　（２）　一審原告２６－１の損害

　　一審原告２６－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、その避難期間その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを１５万円と認めるのが相当である。

　　一審原告７－１らは、同２６－１は、再避難した同２６－２及び同２６－３との別居生活

を余儀なくされたと主張する。

　　しかし、一審原告２６－２及び同２６－３が再避難した平成２３年６月の時点において、

当時のｃａ市の状況を考えれば、同２６の世帯には、健康被害を避けるために全員で再避難す

るか、同２６－１の仕事の関係で全員でｃａ市にとどまるかを選択する余地もあったといえ、

別居の形で同２６－２及び同２６－３が再避難したことは同２６の世帯が同２６－１の仕事上

の必要性と同２６－２及び同２６－３の健康に対する不安とのバランスをとる判断をした結果

であって、本件事故により別居を余儀なくされたということはできない。

　　（３）　一審原告２６－２の損害

　　一審原告２６－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び再避難並びに

避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後にｅａ市に避難し、いったんはｃ

ａ市に戻ったものの平成２３年６月にｃｑ市への再避難に至っていること、避難先で不調を来

したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを５０万円と認めるのが相当であ

る。

　　一審原告７－１らは、同２６－２が、本件事故による被ばくから免れるべく、故郷である

ｃａ市から避難しなければならなくなり、同２６－１との別居生活を余儀なくされたにもかか

わらず、一審被告東京電力は同国による被害者線引き政策に乗り、区域外避難者に対しては区

域内避難者と比較して極端に低額の賠償しかしようとしないと主張する。

　　しかし、当時の情報の不足等から一審原告２６－２が再避難したこと自体は本件事故によ
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るものと認めることはできるものの、避難先から帰還しないことがいつまでも本件事故による

ものと認めることはできず、同２６－２の個別の事情を考慮しても、本件事故との相当因果関

係が認められる避難生活は平成２３年１２月３１日を限度とし、また再避難による同２６－１

との別居も同２６の世帯の判断というべきことは前記のとおりであり、他の一審原告らとはま

たそれぞれ事情が異なるから、本件においても、それぞれの事情に応じた慰謝料額の算定とな

ることは当然というべきである。

　　（４）　一審原告２６－３の損害

　　一審原告２６－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び再避難並びに

避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額については、本件事故直後にｅａ市に避難し、いっ

たんはｃａ市に戻ったものの平成２３年６月にｃｑ市への再避難に至っていること、再避難に

より転校したこと、転校先での学校生活に苦労したものの、同２６－２との関係でｃａ市に戻

ることができなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを５０万円と認め

るのが相当である。

　　一審原告７－１らは、同２６－３が、本件事故による被ばくから免れるべく故郷であるｃ

ａ市から避難しなければならなくなり、同２６－１との別居生活を余儀なくされ、同２６－３

は学校でのいじめやバセドウ病の発症等、困難な避難生活を強いられたと主張する。

　　しかし、一審原告２６－３のバセドウ病の発症が本件事故によるものと認めるに足りる証

拠はなく、再避難による同２６－１との別居も同２６の世帯の判断であり、その余の事情を考

慮しても、相当因果関係が認められる避難生活の期間が平成２３年１２月３１日までであるこ

とも踏まえると、上記のとおり慰謝料額を算定するのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２６－１について　１９４万２２０７円

　　イ　一審原告２６－２について　８万円

　　ウ　一審原告２６－３について　５８万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告２６の世帯に対し、以下のとおり賠償を行ったことが

認められる（乙Ｃ２６の３・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２６－１　自主避難等に係る損害　４万円

　　（イ）　一審原告２６－２　自主避難等に係る損害　４万円

　　（ウ）　一審原告２６－３　自主避難等に係る損害　２８万円

　　（エ）　合計　３６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　２２４万２２０７円

　　ＡＤＲにより、一審原告２６の世帯に対する和解金額が２４４万２２０７円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち２０万円を控除した２２４万２２０７円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　２１６万２２０７円

　　（イ）　精神的損害　２８万円

　　（ウ）　合計（和解金額）　２４４万２２０７円

　　（エ）　既払い金　２０万円（一審原告２６－３の自主的避難等に係る損害）

　　（オ）　合計（支払い額）　２２４万２２０７円

　　ウ　合計　２６０万２２０７円

327/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　（３）　一審原告２６の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２６－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　２２０万２２０７円

　　ＡＤＲによる和解金額からの前記（２）イ（エ）の既払い金２０万円の控除は、同（イ）

の精神的損害からされたものとみると、その余の同（イ）の支払額は８万円となり、これは一

審原告２６－１及び同２６－２の各精神的損害に４万円ずつ賠償されたものとみることとす

る。

　　そして、一審原告２６の世帯で収入を得ているのは同２６－１であり、同２６の世帯の避

難費用等を負担したのは同２６－１と考えられるから、前記（２）イ（ア）の避難費用等２１

６万２２０７円は同２６－１に対する弁済として扱うこととする。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償のうち２２０万２２０７円が一審原告２６－１に対する弁

済額となる。

　　（ウ）　合計　２２４万２２０７円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２６－１に対する弁済の抗弁１９４万２２０７

円は全部認められる。

　　イ　一審原告２６－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　４万円

　　前記ア（イ）のとおり、ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（イ）の精神的損害のう

ち４万円を同２６－２の精神的損害に対する賠償とみて、同２６－２に対する弁済として扱う

のが相当である。

　　（ウ）　合計　８万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２６－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告２６－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　２８万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０万円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、一審原告２６－３の精神的損害に対する部分は、既払い金

により控除済みである。

　　（ウ）　合計　２８万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２６－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２６－１

　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　１９４万２２０７円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円
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　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告２６－２

　　ア　損害額　５０万円

　　イ　弁済額　８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４２万円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　４７万円

　　（３）　一審原告２６－３

　　ア　損害額　５０万円

　　イ　弁済額　２８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２２万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　２５万円

第２５　一審原告２７の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２７の１・８、一審原告２７－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２７－１（本件事故当時３６歳）及びその長男である同２７－２（本件事故当時

１１歳）は、本件事故当時、福島県ｂｍ市所在の一戸建ての借家（福島第一原発からの距離４

２．６２ｋｍ（乙Ｃ２７の１））に居住しており、同２７－１の母である同２７－３（本件事

故当時６９歳）及び姉である同２７－４（本件事故当時４０歳）も、本件事故当時、同市所在

の家（福島第一原発からの距離４２．６６ｋｍ（乙Ｃ２７の３））に居住していた。

　　一審原告２７－１はｂｍ市出身で、平成２０年頃に看護師の資格を取り、本件事故当時ま

で看護師として働いていた。同２７－２は、本件事故当時、小学５年生であった。同２７－３

は、本件事故当時まで長年美容院を経営していた。同２７－４は、本件事故まで２０年近くに

わたって同じ職場で医療事務の仕事をしていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２７の世帯は、平成２３年３月１２日に福島第一原発が爆発したと聞いた際には

詳しい状況がよく分からなかったが、同月１４日、知人の放射線技師の夫婦から、「勤務先で

あるｂｍ市のｇｍ病院の敷地の放射線量を測定したら、とんでもなく高い。余りに危険なので

私たち家族は長野に逃げる。あなたたちも行けるところがあったら一刻も早く逃げた方がい

い。特に子どもはここにいたら絶対にだめだ。」などと連絡を受けたので、ｃｑ市の親戚のと

ころに避難することにした。

　　一審原告２７の世帯は、平成２３年３月１５日、自動車２台に最低限度の生活用品を積ん

でｂｌ空港へ行ったが、同空港から避難しようとする人が多く、航空券を入手できる状況では

なかった。そこで、そのまま自動車でｃｑ市まで行くこととしたが、栃木県まで行ったところ

で、太平洋側ではガソリンを入れられない状況であることがわかったため、いったん福島県ま

で戻り、新潟、長野、岐阜を経由するルートに変更して、同月１６日夜にｃｑ市に到着した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告２７の世帯は、ｃｑ市に到着後約１か月間は親戚の家に滞在し、平成２３年４月

頃、県営住宅に入居し、同年１２月、愛知県の借上げ住宅に転居した。避難後も同２７－１が

家賃を支払っていたｂｍ市の借家は、同年８月に解約した。

　　一審原告２７－１は、ｃｑ市への避難後、看護師のアルバイト先を見つけ、平成２３年１

２月の借上げ住宅への転居後、正社員として病院に転職した。

　　一審原告２７－２は、ｃｑ市への避難後、近くの小学校に仮入学することができ、転校先
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で多くの友人ができ、中学校・高校生活まで特に大きな問題なく過ごすことができた。

　　一審原告２７－３は、避難後、家に閉じこもる生活をしていたが、平成２６年頃からはコ

ミュニティセンターでの活動に参加するようになった。

　　一審原告２７－４は、メニエール病を発症して入通院するなどしたが、平成２６年１月か

ら食品工場でアルバイトを始めた。

　　平成２９年３月で住宅の借上げ制度が終了し、同年４月からは家賃半額の補助制度となる

が、一審原告２７の世帯は家賃の負担ができなかったため、同年１月にｃｑ市ｇｈ区のマン

ションに転居した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告２７の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市の環境放射能等の状況は、前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２７の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後に、同市の放射線量を測定した放射線技師から避難を勧められ、放射

線の影響、特に子どもである同２７－２への影響を心配してｃｑ市に避難したものであり、こ

の避難は本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市の状況は前記のとおりであり、平成２３年から平成２４年にかけても環境放

射能の値が低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、遅くとも平成２３年１２月３１

日までには、避難先から同市に帰還することに支障がなかったというべきである。

　　なお、一審原告２７－１には、一般的に放射線による影響を受けやすいとされる子どもで

ある同２７－２がおり、子どもへの影響についてより不安を抱くことはやむを得ないことであ

ること、また同２７－２はｃｑ市への避難に伴って避難先の小学校に転校しており帰還の準備

に一定の期間を要すること、同２７－１自身も平成２３年１２月に避難先で正社員として就職

していることを考慮しても、ｂｍ市の状況を考えれば、同２７－１及び同２７－２は、遅くと

も平成２４年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに支障がなかったというべ

きである。

　　したがって、一審原告２７－１及び同２７－２の避難生活のうち本件事故と相当因果関係

が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当であり、同２７

－３及び同２７－４の避難生活のうち本件事故と相当因果関係が認められるのは平成２３年１

２月３１日までの部分に限られるというのが相当である。同２７－３及び同２７－４は、本件

事故前においても同２７－１及び同２７－２とは別の家で生活していたのであり、同２７－１

及び同２７－２と別々に帰還することに支障はないと考えられる。

　　（２）　一審原告２７－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同２７－１が平成２４年８月から平成２８年１１月までの間に５回

福島に帰省し、その際に要した交通費合計２１万６０００円が損害であると主張する。

　　しかし、一審原告２７－１の避難生活について本件事故と相当因果関係が認められるのは

平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、帰省費用のうち本件事故と相当因果関係を

有する損害は、同月の帰省に要した費用に限られるというべきであり、同月に帰省した事実及

びその費用が３万１５１２円である事実が認められる（甲Ｃ２７の２）。

　　したがって、帰省費用３万１５１２円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費
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　　一審原告１－１らは、同２７－１が借りて使用していた冷蔵庫の修理費用が損害となると

主張するが、同２７－１がこの修理費用を支払ったと認めるに足りる証拠はない。

　　〈２〉　被服費

　　一審原告１－１らは、同２７－１の冬物衣類・雑貨購入費６２３７円が損害となると主張

するが、同２７－１がこの購入費を支払ったと認めるに足りる証拠はない。

　　〈３〉　合計　０円

　　（ウ）　慰謝料

　　一審原告２７－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、空港まで行っても航空機による避難ができず、自動車でガソ

リン確保のために遠回りしながらｃｑ市まで避難した状況、子どもである同２７－２を伴って

の避難であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるの

が相当である。

　　（エ）　合計　１０３万１５１２円

　　イ　財物損害

　　一審原告１－１らは、同２７－１が負担した福島県の自宅の除草剤購入費用や修理材料代

１万１３０８円が損害となると主張する。

　　しかし、本件事故により除草や家の修理が必要となったことを認めるに足りる証拠はな

く、仮に費用を要したとしても、それが本件事故と相当因果関係を有する損害となるとはいえ

ない。

　　ウ　合計　１０３万１５１２円

　　（３）　一審原告２７－２の損害

　　一審原告２７－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、混乱の中、長距離を自動車で避難した前記の状況、本件事故

前と違う小学校に通わなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、

これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告２７－３の損害

　　一審原告２７－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、混乱の中、長距離を自動車で避難した前記の状況、避難先で

しばらく家に閉じこもる生活をしていたことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を６０万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告２７－４の損害

　　一審原告２７－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、混乱の中、長距離を自動車で避難した前記の状況、避難先で

入通院しなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを６０万

円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２７－１について　３９万８１４７円

　　イ　一審原告２７－２について　７２万円

　　ウ　一審原告２７－３について　１２万２８０７円

　　エ　一審原告２７－４について　１２万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告２７の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ２７の５・６）。
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　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２７－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告２７－２に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（ウ）　一審原告２７－３に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（エ）　一審原告２７－４に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（オ）　合計　１０８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告２７の世帯に対する和解金額が１１２万０９５４円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち８４万円を控除した２８万０９５４円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、ＡＤＲ弁護士費用　４８万２８０７円

　　（イ）　就労不能損害　３１万８１４７円

　　（ウ）　一審原告２７－１、同２７－３及び同２７－４の精神的損害　１２万円

　　（エ）　一審原告２７－２の精神的損害　２０万円

　　（オ）　合計（和解金額）　１１２万０９５４円

　　（カ）　既払い額　８４万円（一審原告２７－１分８万円、同２７－２分６０万円、同２

７－３及び同２７－４分各８万円）

　　（キ）　合計（支払い額）　２８万０９５４円

　　ウ　合計　１３６万０９５４円

　　（３）　一審原告２７の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２７－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１４万８８５６円

　　ＡＤＲによる和解金額１１２万０９５４円のうち、前記（２）イ（ウ）及び（エ）の精神

的損害についてはそれぞれの一審原告に対する賠償であることが明らかである（同（ウ）につ

いては各４万円と解する。）。同（イ）の就労不能損害については、証拠上、いずれの一審原

告に対する賠償であるかが明らかではなく、一審原告２７－１、同２７－３及び同２７－４に

はそれぞれ職があったことから、均分して各１０万６０４９円がこれらの一審原告に賠償され

たとみることとする。同（ア）については、一審原告１－１らにおいて、同２７の世帯に共通

の費用を同２７－１において支出したものとして主張していることから、既払い金の控除後の

額は、同２７－１に対する賠償とみることとする。

　　そうすると、まず、前記（２）イ（カ）の既払い金８４万円のうち、一審原告２７－１、

同２７－３及び同２７－４分の各８万円は同（イ）から各４万円、同（ウ）から各４万円をそ

れぞれ控除し、同２７－２分の６０万円は同（ア）から４０万円、同（エ）から２０万円を控

除することとなり、同（キ）の支払い額２８万０９５４円の内訳は、同２７－１に対する同

（ア）の賠償８万２８０７円、同２７－１、同２７－３及び同２７－４に対する同（イ）の賠

償各６万６０４９円（１０万６０４９円から４万円を控除した額。３名合計１９万８１４７

円）となる。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償額のうち一審原告２７－１に対する弁済額となるのは、８

万２８０７円と６万６０４９円の合計である１４万８８５６円である。

　　（ウ）　合計　２６万８８５６円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２７－１に対する弁済の抗弁は一部認められ
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る。

　　イ　一審原告２７－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、一審原告２７－２に対する賠償となりうるものはすべて既

払い金により控除済みである。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２７－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告２７－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　６万６０４９円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、既払い金の控除後、一審原告２７－３に対する弁済とみら

れるのは、前記（２）イ（イ）の就労不能損害のうち６万６０４９円である。

　　（ウ）　合計　１８万６０４９円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２７－３に対する弁済の抗弁１２万２８０７円

は全部認められる。

　　エ　一審原告２７－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　６万６０４９円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、既払い金の控除後、一審原告２７－４に対する弁済とみら

れるのは、前記（２）イ（イ）の就労不能損害のうち６万６０４９円である。

　　（ウ）　合計　１８万６０４９円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２７－４に対する弁済の抗弁１２万円は全部認

められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２７－１

　　ア　損害額　１０３万１５１２円

　　イ　弁済額　２６万８８５６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　７６万２６５６円

　　エ　弁護士費用　８万円

　　オ　認容額　８４万２６５６円

　　（２）　一審原告２７－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円
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　　（３）　一審原告２７－３

　　ア　損害額　６０万円

　　イ　弁済額　１２万２８０７円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４７万７１９３円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　５２万７１９３円

　　（４）　一審原告２７－４

　　ア　損害額　６０万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４８万円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　５３万円

第２６　一審原告２８の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ２８の１の１・２、甲Ｃ２８の１２、一審原告２８－２本人（当審）の

ほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告２８－１（本件事故当時２５歳）は、本件事故当時、福島県ｂｎ市内の当時の勤

務先の社宅アパート（福島第一原発からの距離５９．９６ｋｍ（乙Ｃ２８の３））で居住して

おり、同２８－１の交際相手である同２８－２（本件事故当時２３歳）は、福島県ｂｋ郡ｂｄ

町所在の実家（福島第一原発からの距離８．３１ｋｍ（乙Ｃ２８の５））に両親、兄とともに

居住していた。同２８－１と同２８－２の結婚の時期等は、本件事故前は、まだ決まっていな

かった。

　　一審原告２８－２は、本件事故当時、無職で、いずれ同２８－１とともにｂｎ市内に居住

しようと考えていたため、同市内で正社員として働けるところを探していた。そうしたとこ

ろ、同２８－２は、同市内の団体が平成２３年２月から正社員の募集を始めることを知り、同

団体から、同市で勤務したい場合、面接は同じ地域で受けることが望ましく、同市に住所を移

した住民票を持参するように言われたため、同年１月、ｂｄ町に住みながら住民票だけを同２

８－１のｂｎ市の社宅に移した。

　　一審被告東京電力は、一審原告２８－２は本件事故当時、ｂｄ町ではなくｂｎ市に居住し

ていたと主張し、これに沿う証拠を提出する（乙Ｃ２８の２・１０、乙Ｃ６２）。しかし、証

拠（同２８－２本人（当審））によれば、同２８－２は本件事故当時、同２８－１と結婚する

ことを考えてはいたが具体的ではなかった上、同２８－２がｂｎ市に住民票（乙Ｃ２８の２）

を移したのは就職を予定していた会社からｂｎ市に居住していることがわかる資料の提出を求

められたからに過ぎないことが認められる。また、同２８－２がｂｄ町に居住していた両親ら

と共に賠償金を請求せず、自主的避難等に係る賠償金を請求したこと（乙Ｃ２８の１０）につ

いては、証拠（同２８－２本人（当審））によれば、当初相談した弁護士から住民票が基準に

なる旨説明を受けていたことから自主的避難等に係るものとして請求したものであり、同２８

－２はこの賠償請求と並行して、ｂｄ町に居住していたことを前提にＡＤＲの申立てをしたこ

とが認められ、その際に一審被告東京電力から求められて、知り合いであったｂｄ町商工会の

会長に居住証明書（甲Ｃ２８の１４の１）を作成してもらったことも認められる。一審被告東

京電力は、上記居住証明書は平成２２年３月１１日時点のものであり、本件事故当時に居住し

ていたことを裏付けるものではない旨主張するが、証拠（同２８－２本人（当審））によれ

ば、上記証明書は一審被告東京電力が同２８－２に渡したものであり、「平成２２年３月１１

日当時」の部分があらかじめ印字されていることからすれば、同一審被告の上記主張は採用で

きず、同居住証明書（甲Ｃ２８の１４の１）は平成２３年３月１１日時点の居住の事実に関す
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るものと解される。

　　したがって、一審原告２８－２は本件事故当時、ｂｄ町の実家に居住していたと認められ

る。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告２８－２は、平成２３年３月１１日、翌日に同２８－２の両親に挨拶をする予定

であった同２８－１をそのｂｎ市の社宅まで迎えに行こうと、自動車でｂｄ町の家を出たとこ

ろ、出発してすぐに本件地震が発生した。同２８－２は、まず、自宅近くに住む祖母宅に寄っ

てその無事を確認し、その後、同２８－１の社宅に行ってそこで泊まったが、翌日以降もｂｄ

町の家に帰ることはできず、同２８－２が家族の安否を把握したのは、避難所に避難していた

両親については同月１３日、町役場に勤務する兄については同月１５日であった。

　　このような中、一審原告２８－１は勤務先から避難するように指示された。同２８－２

は、家族となかなか連絡が取れない状況で県外避難することについては迷いもあったが、一人

で残るわけにもいかず、同２８－１とともに、同２８－１のｃｑ市にある実家に避難すること

にした。同２８－１及び同２８－２は、平成２３年３月１８日、飛行機でｂｌ空港からｇｎ空

港を経由してｆｊ空港に着き、同日から同月２８日までｃｑ市の同２８－１の実家に滞在し

た。

　　一審原告２８－１及び同２８－２は、平成２３年３月２８日、同２８－１の仕事の都合で

ｂｎ市に戻ることになった。同２８－１及び同２８－２は、同日、新幹線でｃｑ駅からｆｌ駅

まで行き、同駅からｂｎ市までは臨時バス及びタクシーを使って戻った。同２８－２のｂｄ町

の実家は戻れるような状況ではなく、両親と合流することもできなかったので、二人で同２８

－１の社宅に居住していた。ただし、同２８－１の社宅は社員とその家族しか住むことができ

ないことになっていたので、同２８－１と同２８－２は、同年４月２日に結婚した。

　　平成２３年６月、一審原告２８－２が妊娠していることがわかり、同２８－２は、病院か

ら、外出は最低限必要なものに限るよう指導されたので、外出は妊婦健診等どうしても必要な

ものに限っていた。同２８－１は、妊娠した同２８－２のことを考え、勤務先に転勤希望を出

したが、同年度中の転勤ができないと言われた。同２８－１及び同２８－２は、同年９月、同

２８－１の勤務先のｂｎ市ｇｏ町にある家族向け社宅に引っ越した。

　　一審原告２８－２は、平成２４年（以下略）、長女である同２８－３を出産した。同２８

－２は、その後は乳児健診以外の外出を避け、母乳への影響を考え食材にも気を配って生活し

た。しかし、それでも、同２８－１及び同２８－２は、同２８－３の健康への不安を拭うこと

はできず、将来的に同２８－３に放射線の影響が出ることを恐れ、同２８－１は勤務先を退職

し、同２８の世帯でｃｑ市に転居することにし、同年３月、自動車で同市ｇｐ区に移動し、空

き家になっていた同２８－１の祖父の家に入居した。

　　（３）　その後の状況等

　　ｃｑ市への転居後、一審原告２８－１は、就職活動をしながら、平成２４年９月から平成

２５年２月まで、福島県からの避難者を対象とするパートタイム職として勤務した。同２８の

世帯は、同年３月に借上げ住宅に引っ越し、同２８－１が、平成２６年４月、岐阜刑務所に刑

務官として就職したので、その官舎に移った。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告２８－１の本件事故当時の住所地はｂｎ市で、同市は自主的避難等対象区域であ

り、同市の環境放射能等の状況は、前記第３章、第２、１のとおりである。

　　また、一審原告２８－２の本件事故当時の住所地は前記のとおりｂｄ町と認められ、同町

は旧避難区域、旧避難指示解除準備区域に該当し、同町の環境放射能等の状況は、前記第３

章、第４、３のとおりである。

　２　損害
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　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告２８－１は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｎ市に居住していた

ところ、同２８－１は勤務先から避難を指示されたため、その場にいた同２８－２とともに、

平成２３年３月１８日から同月２８日までｃｑ市の同２８－１の実家に避難したものであり、

本件事故直後の混乱期であったことを考えると、同２８－１及び同２８－２の避難は本件事故

によるものといえる。

　　しかし、一審原告２８－１及び同２８－２は、その後、ｂｎ市に戻り、結婚して同市で生

活しており、同２８－２が同２８－３を妊娠、出産した後の平成２４年３月に愛知県に転居し

たものであり、ｂｎ市における居住期間は１年弱に及んでおり、その間、無用の外出を避けた

り、同市内でもより放射線量の低い地域へ転居したりと気を遣った生活はしていたものの、同

２８－１の仕事を理由に福島県外への具体的な避難行動には出ていない。そして、前記１

（４）のように同市における環境放射能の値が平成２３年から平成２４年にかけても低下する

中、同２８－１が勤務先を退職して愛知県に転居することを決めたのであって、本件事故によ

りやむなくｂｎ市を離れたというよりは、同２８－３の出生を機に同２８－１及び同２８－２

が子どもにとってより好ましいと考える環境を求めてｃｑ市に移り住んだものというべきであ

り、これをもって本件事故と相当因果関係がある避難というのは困難である。この判断は、同

２８の世帯の同県への転居が同２８－１及び同２８－２が放射線による同２８－３の健康に対

する将来的な影響を憂慮してのことであったとしても変わらない。

　　また、一審原告２８－２は、本件事故当時、旧避難指示解除準備区域であるｂｄ町に居住

していたものの、たまたま平成２３年３月１１日に同２８－１の住むｂｎ市に向かっていた時

に本件地震に遭い、その後、前記のとおりｃｑ市に避難した後、ｂｎ市に戻って同２８－１と

結婚し、同市で生活していたものであり、平成２３年３月１８日から同月２８日までのｃｑ市

への避難及び避難生活は本件事故によるものと認められるが、平成２４年３月のｃｑ市への転

居は、前記同様、本件事故と相当因果関係がある避難とはいえない。さらに、同２８－２の本

件事故当時の住所がｂｄ町にあったことは前記のとおり認められるが、平成２３年４月に結婚

してｂｎ市に同２８－１と住むことを自ら決めているのであるから、同２８－１が同月以降ｂ

ｄ町に戻っていないことが本件事故による避難であるということもできない。

　　したがって、一審原告２８－１及び同２８－２について本件事故と相当因果関係がある避

難及び避難生活は、平成２３年３月１８日から同月２８日までのｃｑ市への避難である。

　　（２）　一審原告２８－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　前記認定事実のとおり、一審原告２８－１は、平成２３年３月１８日、ｂｎ市からｃｑ市

の実家に飛行機で一時避難し、同月２８日、新幹線、バス、タクシーを乗り継いでｂｎ市に

戻っている。そして、往路の航空費は同２８－１の会社が負担したため同２８－１の支出はな

く、復路の交通費として少なくとも１万７３２０円（新幹線１万５３２０円（甲Ｃ２８の１

６）及びバス２０００円（甲Ｃ２８の１７））を支出したと認められ、これが本件事故と相当

因果関係を有する損害として認められる。

　　他方、平成２４年３月のｃｑ市への転居は、本件事故による避難とは認められないから、

その交通費は本件事故による損害とは認められない。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告２８－１が平成２３年３月の避難において引越し費用を要したとは認められな

い。

　　（ウ）　その他（ｃｑ市ｇｐ区の避難先の修繕費）

　　一審原告２８－１がｃｑ市ｇｐ区の祖父の空き家に居住したことは本件事故との相当因果
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関係が認められず、その修繕費も本件事故による損害とはならない。

　　（エ）　合計　１万７３２０円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同２８－１が同２８－２のために買い換えたベッドの購入代金１７

万２２００円が損害であると主張する。しかし、同２８－１が従前使用していたベッドの放射

線量が健康に影響を及ぼす程度のものであったと認めるに足りる証拠はなく、本件事故により

ベッドの買換えを余儀なくされたということはできない。

　　また、一審原告１－１らは、同２８－１が祖父の家に避難した際に購入したエアコン２

台、エアコン工事代、照明器具、ダイニングセット、ガス給湯器及び網戸の購入費用が損害で

あると主張するが、祖父の家への入居は本件事故と相当因果関係があるとはいえないから、こ

の主張も認められない。

　　（イ）　食費

　　一審原告１－１らは、同２８－１は本件事故前は同２８－２の実家から食材を送っても

らっていたが、本件事故後は店舗等で購入する必要が生じ、少なくとも月額１万円、本件事故

後３年間にわたって食費が余分にかかったと主張する。しかし、本件事故により食費が増加し

たことについて具体的な立証があるとはいえない。

　　（ウ）　その他（駐車場代）

　　一審原告１－１らは、同２８－１が平成２５年３月から平成２６年３月まで支払っていた

駐車場代９万７５００円が損害であると主張するが、本件事故との相当因果関係が認められる

避難生活中のものではなく、本件事故による損害とは認められない。

　　（エ）　合計　０円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同２８－１の平成２４年４月から平成２６年４月までの就労不能損

害を主張するが、同２８－１がｃｑ市に移り住むため勤務先を退職したことは本件事故による

ものとはいえず、本件事故と相当因果関係のある就労不能とはいえない。

　　エ　被ばく検査費用

　　一審原告２８の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した検査費用２５８０円

（乙Ｃ２８の１・９）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　オ　慰謝料

　　一審原告２８－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、勤務先の指示もあってあわただしくｃｑ市へ避難した状況そ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１５万円と認めるのが相当である。

　　カ　合計　１６万９９００円

　　（３）　一審原告２８－２の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告２８－２は、平成２３年３月１８日、ｂｎ市からｃｑ市の同２８－１の実家に飛

行機で一時避難し、同月２８日、新幹線、バス、タクシーを乗り継いでｂｎ市に戻ったことが

認められ、この事実によれば、同２８－２が往路の交通費として少なくとも７万７３１０円

を、復路の交通費として少なくとも１万７３２０円を要した事実を認めることができる（甲Ｃ

２８の１６・１７、甲Ｃ２８の１・２）。

　　したがって、上記合計である９万４６３０円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の

損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

337/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



　　一審原告１－１らは、同２８－２が平成２４年８月、１０月及び平成２５年４月に一時帰

省した際の宿泊費として８万０７９０円の損害を被ったと主張する。しかし、前記のとおり、

同２８－２について本件事故と相当因果関係を有する避難は平成２３年３月２８日までの分に

限られるから、これ以降のものは損害とは認められず、上記主張は採用できない。

　　（ウ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告２８－２が、本件事故と相当因果関係ある避難生活中に、ｂｄ町又はｂｎ市に一

時戻った事実は認められない。

　　（エ）　合計　９万４６３０円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同２８－２がｂｎ市内で同２８－１の単身者用の社宅から家族向け

の社宅に引っ越す際に購入したベッドの購入費用が損害であると主張する。

　　しかし、そもそも家族向け社宅への引越しの時期は、一審原告２８－１と同２８－２との

婚姻後で、同２８－２に出産予定があって３人家族になることが見込まれた時期であり、家族

構成の変化が転居の一因であったとみられ、本件事故により余儀なくされた引越しとはいえな

い。同２８－１らは、家族向けの社宅があるｂｎ市ｇｏ町の方が単身者用社宅がある地域より

も放射線量が低かったから引っ越した旨供述するけれども（一審原告２８－２本人（当

審））、この供述を客観的に裏付ける証拠はないし、前記１（４）の同市の環境放射能等の状

況も併せ考慮すれば、上記供述部分は採用できない。

　　したがって、上記ベッド購入費も本件事故による損害とは認められない。

　　（イ）　食費

　　前記（２）イ（イ）と同様、本件事故により食費が増加したことについて具体的に立証さ

れているとはいえない。

　　（ウ）　合計　０円

　　ウ　慰謝料

　　一審原告２８－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、あわただしくｃｑ市へ避難した状況その他前記認定の一切の

事情を考慮すれば、これを１５万円と認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、同２８－２の慰謝料額の算定に関し、本件事故当時の住所がｂｄ町

であり同町に帰れなかったことを考慮すべきと主張するが、同２８－２は、平成２３年４月、

婚姻によりｂｎ市に居住することを決めたのであり、同月以降、ｂｄ町に帰還できなかったと

しても、本件事故により同町からｂｎ市に避難した状態とは異なるというべきである。

　　エ　合計　２４万４６３０円

　　（４）　一審原告２８－３の損害

　　一審原告２８－３は、本件事故後の平成２４年（以下略）にｂｎ市において出生し、同２

８の世帯は、同年３月にｃｑ市に転居しているが、これが本件事故による避難とはいえないこ

とは前記のとおりであり、同２８－３には本件事故と相当因果関係がある避難及び避難生活は

認められない。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告２８－１について　２５０万４２１４円

　　イ　一審原告２８－２について　１２６万円

　　ウ　一審原告２８－３について　１２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告２８の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った
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ことが認められる（乙Ｃ２８の１・９・１０、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告２８－１　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告２８－２　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（ウ）　一審原告２８－３　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（エ）　合計　９６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　２９２万４２１４円

　　ＡＤＲにより、一審原告２８の世帯に対する和解金額が３６０万４２１４円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち６８万円を控除した２９２万４２１４円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　生活費増加費用、移動費用、避難交通費、一時帰宅費用、宿泊費、引越し費用、

検査費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　１６３万０９４８円

　　（イ）　一審原告２８－１の精神的損害　４万円

　　（ウ）　一審原告２８－２の精神的損害　３０万円

　　（エ）　就労不能損害　１６３万３２６６円

　　（オ）　合計（和解金額）　３６０万４２１４円

　　（カ）　既払い金　６８万円（一審原告２８－１分８万円、同２８－２分６０万円）

　　（キ）　合計（支払い額）　２９２万４２１４円

　　ウ　合計　３８８万４２１４円

　　（３）　一審原告２８の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告２８－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　２４０万８７４０円

　　ＡＤＲによる和解金額３６０万４２１４円のうち、前記（２）イ（イ）及び（ウ）の精神

的損害については一審原告２８－１及び同２８－２に対する賠償であることが明らかであり、

同（エ）の就労不能損害は同２８－１に対するものと認められる（弁論の全趣旨）。同（ア）

は、同２８－１と同２８－２のいずれの支出に対する賠償であるのか明らかでないから、双方

に対する賠償とみるほかない。

　　前記（２）イ（カ）の既払い金のうち、同２８－１に対するものは、まず同（イ）から、

その余が同（エ）から控除され、同２８－２に対するものは、まず同（ウ）から、その余が同

（ア）から控除されたものとみることとする。そうすると、同（キ）の支払い額２９２万４２

１４円の内訳は、以下のとおりとなる。

　　〈１〉　前記（２）イ（エ）の同２８－１の就労不能損害について、既払い金のうち４万

円を控除した後の残額１５９万３２６６円

　　〈２〉　前記（２）イ（ア）については同２８－１及び２８－２が均等に負担するものと

して１６３万０９４８円を均分する。同２８－１については８１万５４７４円、同２８－２に

ついて既払い金のうち３０万円を控除した後の残額５１万５４７４円。

　　したがって、ＡＤＲによる賠償額のうち一審原告２８－１に対する弁済額となるのは、上

記〈１〉の１５９万３２６６円と上記〈２〉のうち８１万５４７４円を合計した２４０万８７

４０円である。

　　（ウ）　合計　２５２万８７４０円
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　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２８－１に対する弁済の抗弁２５０万４２１４

円は全部認められる。

　　イ　一審原告２８－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　５１万５４７４円

　　ＡＤＲによる賠償額のうち一審原告２８－２に対する弁済額となるのは、前記ア（イ）の

とおり、前記（２）イ（ア）のうち５１万５４７４円である。

　　（ウ）　合計　１２３万５４７４円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告２８－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告２８－３

　　一審原告２８－３については損害額が認められないので、弁済の抗弁については判断を要

しない。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告２８－１

　　ア　損害額　１６万９９００円

　　イ　弁済額　２５０万４２１４円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告２８－２

　　ア　損害額　２４万４６３０円

　　イ　弁済額　１２３万５４７４円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（３）　一審原告２８－３

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

第２７　一審原告３０の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３０の１、甲Ｃ４９、一審原告３０－２本人（原審）のほか後掲のも

の）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３０－１（本件事故当時４２歳）、その妻である同３０－２（本件事故当時３９

歳）、同一審原告らの長女である同３０－３（本件事故当時１１歳）、長男である同３０－４

（本件事故当時９歳）は、本件事故当時、福島県ｂａ市ｃｄ区所在の同３０－１の実家（福島

第一原発からの距離２２．９１ｋｍ（乙Ｃ３０の３））に居住していた。

　　一審原告３０－１及び同３０－２は、いずれも福島県旧ｃｄ市（現ｂａ市ｃｄ区）に生ま

れ、平成４年に結婚し、平成１１年に同３０－３が、平成１３年に同３０－４が生まれた。同

３０の世帯は上記の自宅で、同３０－１の両親及び弟二人と生活していた。同３０－１は、同

自宅では、家賃、水道光熱費や電話代を負担する必要がなかった。また、同自宅では、同３０

－１の両親が野菜を作っていたため、野菜を買うことはほとんどなかった。

　　一審原告３０－１は、本件事故当時は岐阜県ｅｐ市に単身赴任中で、平成２４年９月には

単身赴任を終えて自宅に戻る予定であった。同３０－２は、本件事故前はパートタイム勤務を
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していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　本件事故後、福島第一原発から２０ｋｍ圏内は、道路が封鎖され、平成２３年３月１５日

に屋内退避指示が出たので、一審原告３０－２は、自宅周辺が異常な事態になっていると感じ

た。また、ｂａ市内では、本件事故発生から同日頃までの間に、スーパーやコンビニの食料が

なくなり、ガソリンの給油もできなくなった。同３０－２は、情報が伝えられず自宅周辺の放

射能の被ばく状況が判断できなかったことや、食料やガソリンの調達の目途が立たなかったこ

とから、同３０－３及び同３０－４を被ばくや食料不足から守るため、同３０－１の単身赴任

先へ避難することとした。

　　一審原告３０－２は、平成２３年３月１５日、自動車に同３０－３及び同３０－４を乗

せ、ｅｐ市へ向けて避難を開始し、渋滞する道路を１４時間かけて同市に到着した。なお、同

３０－１の両親及び弟二人は、避難をあきらめた。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３０の世帯は、同３０－１が当時生活していた会社の宿直室では生活できないた

め、ｅｐ市の市営住宅に入居した。

　　一審原告３０－１は、会社に相談の上、平成２４年９月以降もｅｐ市で勤務することにし

た。

　　一審原告３０－２の本件事故前のパートタイム勤務先は、本件事故により事業を中止した

ので退職となり、平成２３年８月から平成２４年４月まで、ｅｐ市役所で臨時職員として働い

た。同年５月から平成２７年１月までは、同３０－３の世話のため、働きに出ることができな

かった。同３０－２は、本件事故後、生活環境と人間関係の変化、同３０－３の受けたいじめ

等で強いストレスを受け、平成２３年１２月１日から平成２４年１２月７日までの間に歯が６

本抜けた。

　　一審原告３０－３は、本件事故前には健康診断で異常を指摘されたことはなく、バレー

ボールやドッジボールをするなど活発に運動しており、健康であった。しかし、本件事故によ

る避難後、転校先の中学校で「放射能がうつる。」、「言葉が変。」などと言われ、無視され

るなどのいじめを受けたこともあって不登校になり、登校してもスクールカウンセラーの先生

と一緒に保健室で過ごすなどしており、自殺未遂をしたこともあった。同３０－３は、平成２

３年６月以降、自宅に引き籠もり、昼夜が逆転した生活を送るようになり、体重が急激に増加

し、平成２６年３月にはⅡ型糖尿病、脂肪肝、高尿酸血症の診断を受けた。同３０－３は、全

日制の高校に進学することはできず、同年４月、岐阜県内の通信制高校に進学し、卒業後も正

社員としての就職はできなかった。

　　一審原告３０－４は、平成２６年２月に交通事故に遭い、後遺症が残ったが、同年４月、

岐阜県内の中学校に、平成２９年４月、岐阜県ｇｑ市内の全日制の高校に進学し、同３０の世

帯はこれに伴って同市内のアパートに引っ越した。

　　一審原告３０の世帯は、ｂａ市では同３０－１の両親との同居で家賃や水道光熱費の負担

がなかったが、ｅｐ市への避難後は家賃や水道光熱費を負担する必要が生じた。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　本件事故当時の一審原告３０の世帯の住所地はｂａ市であり、住所があった同市ｃｄ区は

旧緊急時避難準備区域に該当するところ、同市同区における環境放射能等の状況、区域設定の

状況、緊急時避難準備区域における社会経済活動の再開状況等は前記第３章、第４、１のとお

りである。

　　なお、本件事故当時の一審原告３０－１の単身赴任先であるｅｐ市は区域外である。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分
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　　ア　一審原告３０－２から同３０－４までは、本件事故当時、ｂａ市の、福島第一原発か

ら２０ｋｍ超、３０ｋｍ以内圏内の自宅に居住しており、本件事故による影響で、自宅周辺で

は食料やガソリンが入手しづらい状況になり、放射線に関する情報も十分に得られなかったこ

とから、同３０－１が単身赴任をしていたｅｐ市への避難を決めたものであり、同３０－２か

ら同３０－４までがｂａ市からｅｐ市への避難を行ったことは本件事故によるものというべき

である。

　　他方、ｂａ市のうち、一審原告３０の世帯の自宅があったｃｄ区の環境放射能等の状況や

社会経済活動の再開状況は前記のとおりであり、同３０－３及び同３０－４が一般的に放射線

による影響を受けやすいとされる子どもであったことを考慮してもなお、遅くとも平成２４年

８月３１日までには同市の自宅への帰還に支障はなくなったというべきである。

　　そして、一審原告３０の世帯が、同３０－１の勤務先と相談して、ｅｐ市への単身赴任期

間が平成２４年９月までの予定であったところを、引き続き同市で勤務するように変更しても

らい、同３０の世帯全員で同市に定住し、ｂａ市には帰還しないことを決めたことも考える

と、同３０－２から同３０－４までの避難生活のうち本件事故との因果関係が認められるのは

同年８月３１日までの部分に限られるというべきである。

　　したがって、一審原告３０－２から同３０－４までの平成２３年３月１５日の避難及び平

成２４年８月３１日までの避難生活について、本件事故との相当因果関係が認められる。

　　この点、一審原告３０－２は、ｂａ市の自宅周辺の除染について調査や作業が進んでいな

いこと、食品の出荷制限が現在も継続していること等を陳述するが（甲Ｃ３０の１）、これを

考慮しても、上記判断は左右されない。

　　イ　なお、一審原告３０－１は、本件事故当時、単身赴任によりｅｐ市に居住しており、

本件事故の影響により同市へ移動したのではないから、同３０－１が本件事故により避難した

ということはできないし、仮に同３０－２から同３０－４までが本件事故と相当因果関係ある

避難として同市に移動して来なくとも、予定の単身赴任期間中は同市に滞在していたはずであ

り、また、自身の生活の本拠であり両親や弟らが残るｂａ市が、本件事故によって一時的にも

帰省しがたい状況になっていたと認めることもできないから、同３０－１について本件事故に

よる避難若しくは避難生活又はそれに準じる状態を観念することはできない。

　　（２）　一審原告３０－１の損害

　　上記（１）イのとおり、一審原告３０－１について本件事故による避難若しくは避難生活

又はそれに準じる状態を観念することはできないから、本件事故による精神的苦痛に対する慰

謝料は認められない。

　　（３）　一審原告３０－２の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３０－２が、平成２３年３月１５日から平成２４年８月３１日までの避難帰還中

に宿泊費等を要したことを認めるに足りる具体的な証拠はない。なお、ＡＤＲにおいて同３０

の世帯と一審被告東京電力が平成２３年４月から平成２７年３月までの滞在費を５２万９３５

０円と合意して同一審被告が賠償しているが（乙Ｃ３０の１）、これは同３０－１に対して賠

償されたものと認められる（同３０－２に対するＡＤＲによる賠償額は、就労不能損害１６１

万４６６０円、生命身体的損害５万２０００円、精神的損害４５７万００００円の合計６２３

万６６６０円で、費用損害の賠償は行われていない。乙Ｃ３０の１・５）。

　　（イ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告３０－２は、平成２３年から平成２９年までのｂａ市に居住する同３０－１の両

親らとの年２回程度の面会の際に要した費用として３６万５９０４円を請求する。

　　一審原告３０－２が、平成２３年３月１５日から平成２４年８月３１日までの避難帰還中
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に一時立入り費用等を要したことを認めるに足りる具体的な証拠はないが、同３０の世帯の請

求に対して一審被告東京電力が平成２３年３月から同年１１月までの一時立入り費用として１

０万８０００円を、避難・帰宅費用として３万２０００円を、平成２４年３月から同年５月ま

での一時立入り費用として５万４０００円を既に賠償していることから（乙Ｃ３０の５）、そ

の合計である１９万４０００円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣

旨）。

　　（ウ）　合計　１９万４０００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　ＡＤＲにおいて、一審原告３０の世帯と一審被告東京電力が平成２３年９月の家財等購入

費を１０万６８４１円と合意しているが、これは、前記ア（ア）同様、一審原告３０－１に対

して賠償されたものと認められ（乙Ｃ３０の１・５）、他に同３０－２が家財道具購入費を支

出したと認めるに足りる証拠はない。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１－１らは、同３０－２の平成２４年４月から平成２９年１２月までの水道光熱

費の増加分２８万４２１１円が損害であると主張するが、同３０－２が平成２４年４月から同

年８月までの間に水道光熱費を負担したことを認めるに足りる証拠はない。

　　（ウ）　通信費

　　一審原告１－１らは、同３０－２がインターネット契約をした平成２６年７月から平成２

９年１２月までのインターネット料金が損害であると主張するが、本件事故との相当因果関係

が認められる避難生活中に要した費用ではないから、本件事故と相当因果関係を有する損害の

主張と認められない。

　　（エ）　食費

　　一審原告３０の世帯と一審被告東京電力のＡＤＲにおいて生活費増加費用（米・野菜の自

家消費分）を３１万５０００円と合意した事実は認められるが（乙Ｃ３０の１）、これは、前

記ア（ア）同様、一審原告３０－１に対して賠償されたもので、かつ平成２３年３月から平成

２７年３月までの分と認められ（乙Ｃ３０の１・５）、他に同３０－２が平成２３年３月から

平成２４年８月までの間に米・野菜の自家消費分に相当する増加生活費を支出したと認めるに

足りる証拠はない。

　　（オ）　家賃増加分

　　一審原告１－１らは、同３０－２の平成２６年４月以降の家賃増加分が損害であると主張

するが、前記のとおり、同３０－２から同３０－４までの避難のうち本件事故との相当因果関

係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、平成２６年４月以降の

家賃増加分を損害という主張は認められない。

　　（カ）　その他（自治会費、ケーブルテレビ料金）

　　一審原告３０－２が自治会費等を支出したことについて具体的な立証はないから、本件事

故と相当因果関係を有する損害の発生が認められない。

　　（キ）　合計　０円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告３０－２について、平成２３年３月から平成２４年８月までの間に就労不能損害

が発生したことについて、明確な立証はない。なお、ＡＤＲにおいて一審原告３０の世帯と一

審被告東京電力が一審原告３０－２の就労不能損害を１６１万４６６０円と合意しているが

（乙Ｃ３０の１）、これは平成２５年１月から平成２６年３月までの期間に関するものであ

る。

　　エ　生命・身体的損害
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　　一審原告１－１らは、同３０－２が本件事故による避難を原因とするストレスで歯が抜け

たとして通院慰謝料を請求する。ＡＤＲにおいて一審原告３０の世帯と一審被告東京電力が一

審原告３０－２の平成２３年１２月１０日から平成２４年１２月７日までの生命身体的損害と

して合意し、同一審被告が既に賠償した５万２０００円（乙Ｃ３０の１）については、本件事

故による平成２３年３月１５日から平成２４年８月３１日までの避難生活により発生した生

命・身体的損害と認める余地があるが（弁論の全趣旨）、同３０－２にこれを超える生命・身

体的損害が発生した事実を認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、５万２０００円を本件事故と相当因果関係を有する生命・身体的損害と認め

る。

　　オ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告３０－２がＡＤＲ弁護士費用を負担したと認めるに足りる証拠はない。なお、同

３０の世帯と一審被告東京電力とのＡＤＲにおいて４２万３０１０円が、一審原告３０－１と

一審被告東京電力とのＡＤＲにおいて９万０９６５円が、それぞれＡＤＲ弁護士費用と合意さ

れ、同一審被告が既に賠償したことは認められるが、いずれも同３０－１に対して賠償された

ものである（前記ア（ア）。乙Ｃ３０の１・２・５）

　　カ　慰謝料

　　一審原告３０－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後に自動車でｂａ市からｅｐ市まで避難した状

況、避難生活でストレスを受けたことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８

０万円と認めるのが相当である。

　　キ　合計　２０４万６０００円

　　（４）　一審原告３０－３の損害

　　一審原告３０－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額については、本件事故直後に自動車でｂａ市からｅｐ市まで避難

した状況、避難により転校しなければならなかったこと、環境の変化で不登校になったことそ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告３０－４の損害

　　一審原告３０－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額については、本件事故直後に自動車でｂａ市からｅｐ市まで避難

した状況その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１８０万円と認めるのが相当であ

る。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３０－１について　６９４万０６２７円

　　イ　一審原告３０－２について　１１８０万０６６０円

　　ウ　一審原告３０－３について　６２５万８８００円

　　エ　一審原告３０－４について　５１０万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告３０の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ３０の１・２・５、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３０－１に対し　その他、一時立入り費用、精神的損害（避難生活）、

避難・帰宅費用　通院交通費等の生活費の増加分　２１８万９６６２円

　　（イ）　一審原告３０－２に対し　その他、一時立入り費用、就労不能損害、精神的損害

（避難生活）、避難・帰宅費用、通院交通費等の生活費の増加分　５５６万４０００円
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　　（ウ）　一審原告３０－３に対し　精神的損害（避難生活・学童）、通院交通費等の生活

費の増加分　２３５万円

　　（エ）　一審原告３０－４に対し　精神的損害（避難生活・学童）、通院交通費等の生活

費の増加分　２３５万円

　　（オ）　一審原告３０の世帯に対し　避難費用　１００万円

　　（カ）　合計　１３４５万３６６２円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告３０の世帯に対する和解金額が１４５２万３３１７円と、同３０

－１に対する和解金額が３１２万３１０８円とそれぞれ合意され、それぞれの額が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　一審原告３０－１の避難費用、面会交通費、ＡＤＲ弁護士費用　１６２万７８５

７円

　　（イ）　一審原告３０－２の就労不能損害、生命身体的損害、精神的損害　６２３万６６

６０円

　　（ウ）　一審原告３０－３の生命身体的損害、精神的損害　３９０万８８００円

　　（エ）　一審原告３０－４の精神的損害　２７５万円

　　（オ）　（ア）から（エ）までの合計　１４５２万３３１７円

　　（カ）　一審原告３０－１の生活費増加費用、精神的損害、ＡＤＲ弁護士費用　３１２万

３１０８円

　　（キ）　合計　１７６４万６４２５円

　　（３）　一審原告３０の世帯に対する各弁済

　　ア　一審原告３０－１

　　一審原告３０－１については損害額が認められないから、弁済の抗弁について判断するこ

とを要しない。

　　イ　一審原告３０－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　５８１万４０００円

　　ＡＤＲ以外による賠償のうち前記（２）ア（イ）の５５６万４０００円については、一審

原告３０－２に対する弁済として扱い、同（オ）の同３０の世帯全体に対する賠償は、同３０

－１から同３０－４までに均分し、２５万円を同３０－２に対する弁済額とみるのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　６２３万６６６０円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（イ）の額は一審原告３０－２に対する弁済とみ

るのが相当である。

　　（ウ）　合計　１２０５万０６６０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３０－２に対する弁済の抗弁１１８０万０６６

０円は全部認められる。

　　ウ　一審原告３０－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　２６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償のうち前記（２）ア（ウ）の２３５万円については、一審原告３０

－３に対する弁済として扱い、同（オ）の同３０の世帯全体に対する賠償は、同３０－１から

同３０－４までに均分し、２５万円を同３０－３に対する弁済額とみるのが相当である。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３９０万８８００円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（ウ）の額を一審原告３０－３に対する弁済とみ
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るのが相当である。

　　（ウ）　合計　６５０万８８００円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３０－３に対する弁済の抗弁６２５万８８００

円は全部認められる。

　　エ　一審原告３０－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　２６０万円

　　ＡＤＲ以外による賠償のうち前記（２）ア（エ）の２３５万円については、一審原告３０

－４に対する弁済として扱い、同（オ）の同３０の世帯全体に対する賠償は、同３０－１から

同３０－４までに均分し、２５万円を同３０－４に対する弁済額とみるのが相当である。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　２７５万円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、前記（２）イ（エ）の額を一審原告３０－４に対する弁済とみ

るのが相当である。

　　（ウ）　合計　５３５万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３０－４に対する弁済の抗弁５１０万円は全部

認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３０－１

　　ア　損害額　０円

　　イ　認容額　０円

　　（２）　一審原告３０－２

　　ア　損害額　２０４万６０００円

　　イ　弁済額　１１８０万０６６０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（３）　一審原告３０－３

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　６２５万８８００円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（４）　一審原告３０－４

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　５１０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第２８　一審原告３１の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３１の１・７、一審原告３１－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３１－１（本件事故当時２７歳）、その妻である同３１－２（本件事故当時２７

歳）、同３１－１及び同３１－２の長女である同３１－３（本件事故当時１歳）は、本件事故

当時、福島県ｂｍ市内の賃貸アパート（福島第一原発からの距離３６．１３ｋｍ（乙Ｃ３１の

２））に居住していた。

　　一審原告３１－１はｂｍ市出身で、本件事故当時は美容室で正社員として働き、将来的に

は福島県内に自分の店を持ちたいと考えていた。同３１－２もｂｍ市出身で、本件事故当時は

パソコン事務のパートタイム勤務をしていた。
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　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３１－１及び同３１－２は、本件地震が発生した平成２３年３月１１日、テレビ

で、福島第一原発が危ない、関東も放射能の影響で危ないとの報道があったことから、同３１

－１の兄や同３１－２の弟がいる愛知県への避難を考えるようになった。同３１の世帯の住む

アパートの近くで活動していた自衛隊員が「放射能の影響があるかもしれないから、雨に触れ

ない方がよい。」などと言っており、また、同３１の世帯の居住地域は、避難の対象となった

区域から５ｋｍしか離れていなかったこともあって、同３１－１及び同３１－２は不安を募ら

せた。そして、同３１－１及び同３１－２は、福島第一原発３号機の爆発をライブ映像で見た

こと、余震もあったこと、自衛隊員が避難を呼びかけていたこと、アパートの住人が一斉に避

難したこと等から、避難することを決断した。

　　一審原告３１の世帯は、平成２３年３月１４日、親族を頼って愛知県に避難することと

し、避難を開始した。同３１の世帯は、同日、千葉県の親戚の家に泊めてもらう予定だったが

泊めてもらうことができず、車中泊をした。その後、同３１の世帯は、高速道路を使って愛知

県に移動し、ｃｑ市にいた同３１－２の弟のアパートに同月１５日から同年４月末まで居住さ

せてもらった。

　　避難当初は、一審原告３１－２及び同３１－３がｃｑ市に残り、同３１－１はｂｍ市に戻

るつもりで、平成２３年３月下旬又は４月上旬頃、同市に戻ったが、勤務先の美容室の従業員

の間で放射能に対する考え方の相違が大きかったこと等から、同月上旬に勤務先を退職し、引

越しの準備やアパートの解約の手続を行った。同３１－１は、ｂｍ市滞在中に実家の畑で作っ

た野菜を食べるなどしたため、これにより被ばくがひどくなったのではないかと不安を感じ

た。

　　一審原告３１の世帯は、避難者に対する住宅貸与制度を利用して、平成２３年４月下旬に

愛知県ｃｔ市内の県営住宅に入居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３１－１は、平成２３年４月後半に就職の面接を受け、各種毛髪製品の製造販売

の大手会社に正社員としての採用が決まり、同年５月半ばから現在まで上記会社で働いてい

る。同３１－２は、避難後は同３１－３の面倒を見る親族が近くにいなくなったため、外に出

て仕事をすることができず、精神的な負担が増大したが、平成２５年秋から在宅での仕事を始

めてからは精神的な落ち着きを取り戻した。また、同３１－１及び同３１－２は、避難から１

年程度は、同３１－３には、インターネットで取り寄せた安全そうな食品を食べさせており、

購入したガイガーカウンターで自ら放射線量を測るなどしていた。

　　一審原告３１の世帯は、避難時にペットを連れてきていたが、入居したｃｔ市内の県営住

宅はペット禁止であり、ペット飼育を黙認してもらってはいたが、禁止されているのにペット

を飼っていることがストレスで、入居してから約半年後に、ペットが飼えるｄｃ市内のアパー

トに引っ越した。同３１の世帯は、その後の平成２６年６月、同市内に中古住宅を購入した。

　　なお、一審原告３１－１の両親は、現在もｂｍ市に居住している。同３１－２の両親は、

同市に居住していたが、平成２９年秋頃、ｄｃ市に転居した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３１の世帯の本件事故当時の住所地であるｂｍ市は自主的避難等対象区域であ

り、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３１の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後、福島第一原発が危ないという報道や、近所で自衛隊員による避難の

呼びかけがあったことから、愛知県に避難したものであり、本件事故直後の混乱期であること
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を考えれば、同３１の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市における環境放射能等の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から

平成２４年にかけても環境放射能の値は低下しており、通常、遅くとも平成２３年１２月３１

日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる幼児がいる場合でも遅くとも平成２４

年８月３１日までには、避難先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなっていたというべき

である。

　　なお、一審原告３１－１は、平成２３年４月上旬に、ｂｍ市における自宅であったアパー

トを解約し、勤務先を退職して、同年５月からは避難先で会社に正社員として就職して勤務し

ているのであるから、同３１の世帯にあっては、今後、ｂｍ市の状況がどうなろうとももはや

同市には帰還しない前提で愛知県に移住したとみる余地もあるが、同年４、５月の時点は未だ

本件事故直後の混乱期で十分な情報がなく、その後、事態が落ち着いて再びｂｍ市に帰還する

ことを考えて、同市に住居及び勤務先を確保して帰還するということもありうるから、上記ア

パート解約及び勤務先退職によって、本件事故と避難生活との因果関係が直ちに切断されると

はいえない。

　　したがって、一審原告３１の世帯の避難生活は、平成２４年８月３１日までの限度で、本

件事故との相当因果関係が認められるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告３１－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告３１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した交通費３万０４００

円（乙Ｃ３１の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告３１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した転居費用２８万８０

００円（乙Ｃ３１の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告３１の世帯の避難について本件事故との相当因果関係が認められるのはいずれも

平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、平成２３年６月１４日の同３１－２の実家

への電車での帰省、同年年末から平成２４年年始までの同３１－１の実家への電車での帰省及

び同年夏の同３１－１の実家への電車での帰省の計３回の帰省に要した交通費に限り、本件事

故と相当因果関係があると認められる。

　　したがって、１０万１６４０円（＝１万６９４０円（甲Ｃ３１の５）×２（往復）×３

回）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（エ）　その他（仲介手数料・敷金等）

　　一審原告３１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した住居費１１万４８５

０円（乙Ｃ３１の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　その他（引越し準備費用）

　　一審原告１－１らは、同３１－１が平成２３年３月下旬又は４月上旬に引越し準備のため

に自動車でｂｍ市に一時帰宅した際に要した交通費３万円が損害となると主張する。

　　一審原告３１－１が、一時帰宅した事実は前記のとおり認められ、これに要した費用につ

いての具体的な立証はないが、一時帰宅のためｃｑ市からｂｍ市に移動した事実からは少なく

とも片道１万円の交通費を要した事実を推認することができる。

　　したがって、２万円（＝１万円×２）の限度で本件事故と相当因果関係を有する引越し準

備交通費の損害と認める。

　　（カ）　合計　５５万４８９０円

　　イ　生活費増加費用
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　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告３１の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した家財道具購入費用５

万円（乙Ｃ３１の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　食費

　　一審原告３１－１が愛知県での避難生活中に、放射線の影響を抑えるために通信販売を利

用する必要性は認められない。

　　（ウ）　その他（ｃｑ市の弟宅での生活準備）

　　一審原告１－１らは、同３１－１がｃｑ市の同３１－２の弟宅での生活準備のために購入

した雑貨、日用品等の購入費６万４０１１円の損害が生じたと主張する。

　　しかし、一審原告１－１らが、同３１－１が上記支出をした証拠として提出する個人情報

開示等報告書（甲Ｃ３１の３）及びカード取引明細（甲Ｃ３１の４）には具体的な商品名の記

載がなく、いつどのような物を購入したか不明であり、その他ｃｑ市の同３１－２の弟宅での

生活準備のために必要な物を購入したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、上記主張は認められない。

　　（エ）　その他（ｃｔでの入居準備）

　　一審原告１－１らは、同３１－１に平成２３年４月のｃｔ市内の県営住宅への入居準備費

用１０万４６３１円の損害が生じたと主張する。

　　しかし、前記（ア）において認められる家財道具購入費以外に、一審原告３１－１が入居

準備費用を支出したと認めるに足りる証拠はなく、上記主張は認められない。

　　（オ）　その他（岐阜での入居準備）

　　一審原告１－１らは、同３１－１に平成２３年１０月のｄｃ市への引越しの際の雑貨等購

入費用９万３０２５円の損害が生じたと主張する。

　　しかし、一審原告３１－１がｃｔ市の県営住宅からｄｃ市に引っ越したのはペットを飼う

ことが可能な場所に住むという目的のためであり、本件事故により必要な避難のための転居と

はいえないから、その際に要した費用は本件事故と相当因果関係を有するとはいえず、上記主

張は認められない。

　　（カ）　合計　５万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告３１の世帯が請求し一審被告東京電力が同３１－１の就労不能損害として既に賠

償した４０万３０６６円（乙Ｃ３１の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　エ　線量計購入費

　　避難先である愛知県で放射線量を計測する必要性は認められず、線量計購入費は本件事故

と相当因果関係を有する損害とはいえない。

　　オ　慰謝料

　　一審原告３１－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、親族を頼って自動車で愛知県まで避難した状況や乳児である

同３１－３を伴っての避難及び避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれ

ば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　カ　合計　２００万７９５６円

　　（３）　一審原告３１－２の損害

　　一審原告３１－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、親族を頼って自動車で愛知県まで避難した状況や乳児である

同３１－３を伴っての避難及び避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれ

ば、これを１００万円と認めるのが相当である。
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　　（４）　一審原告３１－３の損害

　　一審原告３１－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車で愛知県まで避難した状況その他前記認定の一切の事

情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３１－１について　５２万６３１６円

　　イ　一審原告３１－２について　１２万円

　　ウ　一審原告３１－３について　７２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告３１の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ３１の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３１－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３１－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告３１－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　４０万６３１６円

　　ＡＤＲにより、一審原告３１の世帯に対する和解金額が１１６万６３１６円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円を控除した４０万６３１６円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用　４８万３２５０円

　　（イ）　一審原告３１－１の就労不能損害　４０万３０６６円

　　（ウ）　精神的損害　２８万円

　　（エ）　合計（和解金額）　１１６万６３１６円

　　（オ）　既払い金　７６万円（一審原告３１－１分８万円、同３１－２分８万円、同３１

－３分６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　４０万６３１６円

　　ウ　合計　１３６万６３１６円

　　（３）　一審原告３１の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３１－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　４０万６３１６円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳は前記（２）イのとおりであるが、この和解金額から同

ア（ア）から（ウ）までのＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円が控除されて支払われた関

係で、７６万円のうち２８万円は前記（２）イ（ウ）の精神的損害２８万円が控除され、その

余の４８万円は同（ア）の一審原告３１－１が支出した同３１の世帯共通の費用から控除され

たものとみて、同（ア）のうち３２５０円と同（イ）の同３１－１の就労不労損害４０万３０

６６円の合計額である４０万６３１６円をＡＤＲによる賠償のうち同３１－１に対する弁済額

とする。

　　（ウ）　合計　５２万６３１６円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３１－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。
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　　イ　一審原告３１－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３

１－２に係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３１－２に対

する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３１－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告３１－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３

１－３に係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３１－３に対

する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３１－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３１－１

　　ア　損害額　２００万７９５６円

　　イ　弁済額　５２万６３１６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１４８万１６４０円

　　エ　弁護士費用　１５万円

　　オ　認容額　１６３万１６４０円

　　（２）　一審原告３１－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８８万円

　　エ　弁護士費用　９万円

　　オ　認容額　９７万円

　　（３）　一審原告３１－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第２９　一審原告３２の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３２の１・５、３３の１、３４、３６の１、一審原告３２－２本人（原

審）、同３６－１本人（原審）のほか後掲のもの）
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　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３２－１（本件事故当時３７歳）、その妻である同３２－２（本件事故当時４０

歳）、同３２－１及び同３２－２の長男である同３２－３（本件事故当時６歳）、二男である

同３２－４（本件事故当時５歳）、長女である同３２－５（本件事故当時１歳）は、本件事故

当時、福島県ｂｍ市所在の自宅（福島第一原発からの距離４６．３１ｋｍ（乙Ｃ３２の３））

に、同３２－１の両親である同３３の世帯とともに居住していた。

　　一審原告３２－１は、本件事故当時、両親である同３３の世帯や姉である同３６－１とと

もに、父である同３３－１が社長である有限会社で、自動車の整備、新車・中古車の販売等の

事業を行っていた。同３３－１は、本件事故当時、子である同３２－１に事業を受け継がせよ

うとしていた。同３２－２は、平成１２年頃から、上記の会社で、経理の仕事の手伝いをして

いた。同３２－１の姉である同３６－１の知人が板金業を営んでいたり、同３６－１自身が保

険外交員をしていたりしたことから、自動車の販売から維持・管理まで上記の会社に任せるこ

とができるとして地元では評判であり、仕事は順調で、生活にも不自由はなかった。同３２－

３及び同３２－４はｂｍ市内の幼稚園に通い、同３２－１及び同３２－２は、同居する両親で

ある同３３の世帯に育児のサポートを受けながら生活していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３２－１及び同３２－２は、本件地震が発生した平成２３年３月１１日は仕事を

切り上げ、同３３の世帯とともに帰宅し、同３６－１も自分の家に帰った。翌１２日も仕事が

できるような状態ではなく、皆不安であったため、同３６の世帯も同３２－１らの家に泊まる

こととなった。同日、同３３－２及び同３６－１が買い物に出かけたところ、近所の魚屋の主

人から「原発、危ないよ。東電に勤めている友人が、『夜中のうちに逃げろという電話が入っ

た。』と言っていたよ。」などと言われた。これを同３２－１及び同３２－２並びに同３３－

１も聞き、同３２の世帯は、同３３の世帯及び同３６の世帯とともにすぐに避難することを決

めた。

　　一審原告３２の世帯、同３３の世帯、同３６の世帯（同３６－１とその子ら２名）は、計

１０名で、平成２３年３月１２日午後３時頃、福島県ｂｎ市に避難し、同日はホテルで１泊し

た。当初は一時的に避難するつもりであったが、ホテル滞在中に、福島第一原発が爆発したと

か、メルトダウンにより原子炉から放射性物質が漏れたといったニュースが流れていたため、

同３２－１及び同３２－２、並びに同３３の世帯及び同３６－１は怖くなり、本件事故が落ち

着くまではｂｍ市に戻らず、できるだけ福島県から遠ざかろうということになり、同月１３

日、上記１０名で群馬県ｄｂ市に避難した。同３２の世帯は、同日及び翌１４日は同市内の民

宿で宿泊し、同月１５日からは同３６－１の友人のアパートをルームシェアして、６畳の部屋

で１０名で生活していた。

　　一審原告３２－１及び同３３の世帯は、仕事を再開するため、平成２３年３月末頃、ｂｍ

市の自宅に戻ったが、同３２－２から同３２－５まではｄｂ市での避難生活を続けることにし

た。同３２－３は、ｂｍ市の幼稚園からｄｂ市の小学校に入学し、同３２－４は、ｂｍ市の幼

稚園年中組からｄｂ市の幼稚園年長組に転園、進級した。同３２－２から同３２－５までは、

同市内の群馬県の借上げ住宅に住めることとなったため、同年５月、上記アパートを出て借上

げ住宅に入居した。同３２－１は、毎週末、ｂｍ市からｄｂ市まで、同３２－２から同３２－

５までに会いに行っていた。

　　一審原告３２－２から同３２－５までは、平成２３年７月及び平成２４年７月に岐阜県で

開催された保養プログラムに参加し、同３２－２は、そこで知り合った人から多くの話を聞く

とともに、本件事故が収束しないことや除染がなかなか進まないことも考慮して、ｂｍ市では

同３２－３から同３２－５までを育てられないと判断し、同年８月頃、岐阜県への転居を決断

した。そして、同３２－２から同３２－５まで並びに同３６－１及び同３６－３は、同月、岐
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阜県への転居の準備のためにｂｍ市に戻った。

　　一審原告３３の世帯は、平成２４年夏頃に線量計を購入して毎日放射線量を測定していた

が、その値が高く、水たまりなどでは線量計の警報音が鳴るなどしたため、同３２－１は、福

島県で生活していては常に被ばくしてしまうと感じるようになった。また、同３２－３から同

３２－５までは、同年８月に甲状腺検査及び血液検査を受けたが、その結果、同３２－３から

同３２－５までの甲状腺にのう胞ができており、同３２－５は血液検査でも甲状腺ホルモンが

上昇しているとの結果が出た。そこで、同３２－１も同年９月には岐阜県に避難すると決め

た。同３２－１、同３３の世帯及び同３６－１は、岐阜県に避難するため、４人で三、四回、

同県に赴いて引越し先を探し、最終的には、同３３－１がｄｃ市に中古の一軒家を購入し、こ

れをリフォームして居住することとした。そして、同３２の世帯及び同３６の世帯は、平成２

５年３月にｄｃ市に転居した。同３３の世帯は、同年秋に自宅を処分し、会社の残務を処理し

た後の同年１２月、ｂｍ市からｄｃ市に転居した。

　　一審原告３２－１及び同３２－２は、群馬県のｇｒ山付近に本件事故後に放射性物質が溜

まってこの地域の川は放射線量が高く禁漁になっていることを、ｄｃ市に転居してから知っ

た。

　　（３）　その後の状況等

　　一審原告３２－１は、ｄｃ市への転居後の平成２５年４月、会社員として自動車整備の仕

事に就いた。同３２－１は、ｂｍ市で行っていた事業を再開しようと、ｄｃ市内で開業の準備

を進めた。同３２－１は、平成２７年９月末、勤めていた上記会社を退職し、同３３－１らと

ともに、同年１２月、自動車の整備及び販売業等を営む会社を設立し、開業した。同社では、

ｂｍ市で事業を行っていた時と同様、同３３－１が営業活動を、同３２－１が修理・整備等の

実働を、同３６－１が保険関係と車両販売を、同３２－２及び同３３－２が経理や事務一般を

分担している。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３２の世帯の本件事故時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域であ

り、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後に近隣の者から不確実な情報を聞き、不安になってまずｂｎ市に避難

し、その後、福島第一原発の爆発などのニュースを見てさらに不安になってｄｂ市に避難した

ものであり、本件事故直後の混乱期に本件事故に関する情報が不足していたことを考えると、

同３２の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市における環境放射能等の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から

平成２４年にかけても環境放射能の値は低下しており、通常、遅くとも平成２３年１２月３１

日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子ども、乳児がいる場合でも遅くとも

平成２４年８月３１日までには、避難先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなっていたと

いうべきである。現に、一審原告３２－１と同３３の世帯は事業のため平成２３年３月末にｂ

ｍ市に戻り、同３２－１は平成２５年３月に、同３３の世帯は同年１２月にｄｃ市に転居する

までｂｍ市に居住していたのであり、ｄｂ市での避難生活を継続した同３２－２から同３２－

５までについても、平成２４年８月３１日までには、ｂｍ市の自宅に戻ることについて支障は

なくなっていたといえる。

　　そして、一審原告３２－２から同３２－５までは、知人からの話を聞くなどしてｄｃ市に

転居することを決め、平成２４年８月にｄｂ市からｂｍ市の自宅に戻り、平成２５年３月にｄ

ｃ市に転居しているところ、まず、ｄｂ市が平成２４年当時、本件事故により避難を要するよ
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うな状況にあったとは認められず（乙Ｂ４６２）、同３２－１及び同３２－２が述べるｇｒ山

のエピソードも、仮に同年当時、それを認識していたとしても同市からも避難を要することを

基礎づけるような内容とはいえない。実際、同３２－２から同３２－５までは、直ちにｄｃ市

に転居するのではなく平成２４年８月にｂｍ市に戻っているのであり、同３２－３から同３２

－５までの甲状腺にのう胞ができたり、同３２－５の甲状腺ホルモン値が上昇したりしたと

いっても、同３２－３から同３２－５までは、平成２３年３月１３日から平成２４年８月まで

は福島県外にいたのであるから本件事故との因果関係は不明であり、同３２の世帯の平成２５

年３月のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故による避難とはいえず、その後のｄｃ市での生

活も本件事故による避難生活とはいえない。

　　したがって、一審原告３２－２から同３２－５までについて本件事故との相当因果関係が

認められる避難生活はｂｎ市及びｄｂ市における平成２４年８月までものに限られる。

　　また、一審原告３２－１は、平成２３年３月末に、事業の継続のために避難を切り上げて

ｂｍ市の自宅に戻っており、避難生活は同月末で終了しているといわざるをえないが、避難を

続ける同３２－２から同３２－５までをｄｂ市に残しての帰宅であり、平成２４年８月まで二

重生活を送らざるを得なくなったことや家族と会うためにｂｍ市からｄｂ市に通ったことは相

当な範囲では本件事故によるものといえる。

　　（２）　一審原告３２－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同３２－１が平成２３年３月にｂｍ市からｄｂ市に避難した際の交

通費として７万０８００円、平成２５年３月にｂｍ市からｄｃ市に避難した際の交通費として

２万７０００円を要し、これが損害であると主張する。

　　前記のとおり、一審原告３２の世帯の平成２３年３月のｂｍ市からｄｂ市への避難は本件

事故と相当因果関係が認められ、それに要した交通費は、同３２－１の請求に対して一審被告

東京電力が既に賠償した７万０８００円（乙Ｃ３２の１・２）と認められるから（弁論の全趣

旨）、これは本件事故と相当因果関係を有する損害といえる。

　　一方、一審原告３２の世帯の平成２５年３月のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故と相

当因果関係を有するものとはいえないから、その交通費も損害と認めることはできない。

　　したがって、７万０８００円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同３２－１がｄｂ市に避難していた際に宿泊した民宿や知人宅への

謝礼として支払った１２万円が損害であると主張する。

　　一審原告３２の世帯が、平成２３年３月１３日及び１４日にｄｂ市内の民宿に宿泊した事

実及び同月１５日からは同３２－１が同月末まで、同３２－２から同３２－５までが同年５月

まで知人のアパートをルームシェアしていた事実は前記のとおり認められ、この事実からすれ

ば、民宿代及びルームシェア代の支払いが必要となるものといえ、その額は、同３２－１の請

求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１０万６０００円（乙Ｃ３２の１・２）の限度で

は弁論の全趣旨により認められるが、これを超える額を支出したと認めるに足りる証拠はな

い。

　　したがって、ｄｂ市の民宿及び友人宅の宿泊費等１０万６０００円を本件事故と相当因果

関係を有する損害と認める。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同３２－１に引越し費用３５万４５００円の損害が生じたと主張す

る。しかし、上記費用は平成２５年３月に同３２の世帯がｂｍ市からｄｃ市へ転居したことに

関するものであり、前記のとおり、この転居は本件事故との相当因果関係が認められないか
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ら、その費用も本件事故と相当因果関係を有する損害とはならない。

　　（エ）　面会交通費

　　一審原告１－１らは、同３２－１が面会交通費として１７６万８０００円を要し、これが

損害であると主張する。

　　前記のとおり、一審原告３２－１が平成２３年４月から平成２４年８月までの間、同３２

－２から同３２－５までと二重生活となり、同３２－１がｂｍ市からｄｂ市に家族に会いに

行ったことは相当な範囲では本件事故と相当因果関係が認められる。

　　そして、一審原告３２－１の請求に対して一審被告東京電力が既に面会交通費３５万３６

００円を賠償しており（乙Ｃ３２の１・２）、この限度では本件事故と相当因果関係がある面

会交通費が発生したと認める余地があるところ（弁論の全趣旨）、本件事故と相当因果関係が

ある上記の二重生活期間、ｂｍ市とｄｂ市の距離関係及び交通手段、相当な面会の頻度は月１

回程度と認められることを考慮すれば、これを超える額の相当因果関係ある面会交通費が発生

したとはいえない。

　　したがって、３５万３６００円を本件事故と相当因果関係を有する面会交通費の損害と認

める。

　　（オ）　合計　５３万０４００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同３２－１が家財道具購入費として４５万６０００円を要し、これ

が損害であると主張するが、同３２－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した３０

万円（乙Ｃ３２の１・２）の限度では本件事故と相当因果関係を有する損害が発生したと認め

る余地があるが（弁論の全趣旨）、同１－１らは、同３２－１が実際にこれを超える額の家財

道具を購入したことを示す領収証等の証拠を提出しておらず、これを超える額の損害の発生を

認めることはできない。

　　したがって、３０万円を本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認め

る。

　　（イ）　生活費増加分

　　一審原告３２－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した２７万円（乙Ｃ３２の

１・２）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　教育費

　　一審原告１－１らは、同３２－１が同３２－３及び同３２－４が避難先で幼稚園や小学校

に通うために必要となった体操服や鞄等の購入費として２２万４７００円を要し、これが損害

であると主張する。

　　しかし、一審原告３２－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した７万９７００

円（乙Ｃ３２の１・２）の限度では本件事故と相当因果関係を有する教育費の損害が発生した

と認める余地があるが（弁論の全趣旨）、同３２－１がこれを超える額の教育費を本件事故に

よる避難のために支出したという具体的な立証はない。

　　したがって、７万９７００円を本件事故と相当因果関係を有する教育費の損害と認める。

　　（エ）　その他（車両メンテナンス費）

　　一審原告１－１らは、同３２－１が毎週、同３２－２から同３２－５までに面会するため

にｂｍ市とｄｂ市の間を移動しており、通常よりもタイヤの消耗が激しく新しくタイヤを購入

せざるを得なくなり、タイヤの消耗による価値減少は１０万円を下らない、面会のために自動

車の移動距離が増大したため、面会交通中の１７か月間は通常よりも１０回以上多くオイル交

換をしなければならず、７万円以上の追加的な出費が生じたなどとして１７万円の損害が生じ

たと主張する。
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　　しかし、一審原告１－１らは、そもそも同３２－１がタイヤの購入やオイル交換の費用を

負担したことに係る具体的な証拠を提出していない上、前記のとおり二重生活中の面会交通も

相当な範囲に限り本件事故との相当因果関係が認められるのであり、相当な範囲の面会交通に

よって通常以上のタイヤの消耗やオイルの劣化が生じたか否かも明らかであるとはいえず、上

記主張は認められない。

　　（オ）　合計　６４万９７００円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同３２－１が本件事故後、平成２５年３月にｂｍ市からｄｃ市に

引っ越した際に１か月間無収入となったこと、ｄｃ市で勤めていた会社を退職して開業する際

に２か月間無収入となったこと、開業後も避難前と同水準の収入を得られていないことから、

２７６万６６７６円の就労不能損害を被ったと主張する。

　　しかし、前記のとおり、一審原告３２の世帯の平成２５年３月のｂｍ市からｄｃ市への転

居については本件事故との相当因果関係が認めらず、同市への転居に際して収入がなかった

り、同市への居住中に収入が減少したりした期間があったとしても、それが本件事故による損

害であるとはいえず、上記主張は採用できない。

　　エ　慰謝料

　　一審原告３２－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活並び

に家族との二重生活による精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｍ市からｂｎ市を経てｄｂ市に

避難した状況、同市で民宿や知人宅のルームシェアで生活したこと、二重生活の期間も約１年

５か月に及んだことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを５０万円と認めるのが

相当である。

　　オ　合計　１６８万０１００円

　　（３）　一審原告３２－２の損害

　　ア　交通費

　　一審原告１－１らは、同３２－２がｄｂ市に避難中に岐阜県に保養プログラムに行った際

に要した交通費６万４０００円も損害であると主張する。

　　しかし、一審原告３２－３から同３２－５のための保養プログラムに参加することが本件

事故と社会通念上相当な関係があるとはいえず、同プログラム参加のための交通費が発生した

としても、これが本件事故と相当因果関係を有する損害であるとはいえず、上記主張は認めら

れない。

　　イ　その他（駐車場代）

　　一審原告１－１らは、同３２－２が平成２３年５月から平成２４年８月まで群馬県の借上

げ住宅に居住し、駐車場代として月額１０００円を支払っており、この駐車場代１万６０００

円が損害であると主張する。

　　一審原告３２－２が上記期間、借上げ住宅に入居していた事実は前記のとおり認められ、

駐車場代月額１０００円を支払っていたことも弁論の全趣旨により認められるところ、これは

本件事故による避難がなければ発生しなかった費用であるから、上記期間の駐車場代１万６０

００円（１０００円／月×１６か月＝１万６０００円）を本件事故と相当因果関係を有する損

害と認める。

　　一審被告東京電力は、「群馬県避難者向け借上住宅入居者募集要領」によると、同県にお

いて借上げ住宅の駐車場使用料は同県が負担することとなっているから、一審原告１－１らの

主張する同３２－２の駐車場使用料は損害自体の発生が認められないと主張するが、同募集要

領は平成２３年８月１日施行のものであることがうかがわれ、同３２－２が借上げ住宅に入居

したのは、上記募集要領の施行前の同年５月であるから、同要領が同３２－２に適用されたと

の一審被告東京電力の主張は直ちには採用できない。
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　　ウ　慰謝料

　　一審原告３２－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市において民

宿やルームシェアで不自由な期間があったこと、子ども、幼児、乳児である同３２－３から３

２－５までを伴っての避難であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１

００万円と認めるのが相当である。

　　エ　合計　１０１万６０００円

　　（４）　一審原告３２－３の損害

　　一審原告３２－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市において民

宿やルームシェアで不自由な期間があったこと、避難先で小学校に通わなければならなかった

ことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告３２－４の損害

　　一審原告３２－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市において民

宿やルームシェアで不自由な期間があったこと、避難先の幼稚園に転園しなければならなかっ

たことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当であ

る。

　　（６）　一審原告３２－５の損害

　　一審原告３２－５について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市において民

宿やルームシェアで不自由な期間があったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東電の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３２－１について　１６万８５８３円

　　イ　一審原告３２－２について　６０万円

　　ウ　一審原告３２－３について　７２万円

　　エ　一審原告３２－４について　７２万円

　　オ　一審原告３２－５について　７２万円

　　（２）　一審被告東電による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告３２の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ３２の１・２・５）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３２－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３２－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告３２－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告３２－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　一審原告３２－５に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（カ）　合計　２４０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告３２の世帯に対する和解金額が２４８万８５８３円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１９６万円を控除した５２万８５８３円が支払われ

た。
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　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、ＡＤＲ弁護士費用　１３２万８５８３円

　　（イ）　一審原告３２－２の就労不能損害　４８万円

　　（ウ）　精神的損害　６８万円（一審原告３２－１及び同３２－２各４万円、同３２－３

から同３２－５まで各２０万円）

　　（エ）　合計（和解金額）　２４８万８５８３円

　　（オ）　既払い金　１９６万円（一審原告３２－１及び同３２－２分各８万円、同３２－

３から同３２－５まで分各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　５２万８５８３円

　　ウ　合計　２９２万８５８３円

　　（３）　一審原告３２の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３２－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　４万８５８３円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳は前記（２）イのとおりであるが、この和解金額から同

ア（ア）から（オ）までのＡＤＲ以外による賠償額のうち１９６万円が既払い金として控除さ

れて支払われた関係で、１９６万円のうち６８万円は前記（２）イ（ウ）の精神的損害６８万

円が控除され、その余の１２８万円は同（ア）の一審原告３２－１が支出した同３１の世帯共

通の費用から控除されたものとみて、同（ア）のうち４万８５８３円をＡＤＲによる賠償のう

ち同３２－１に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　１６万８５８３円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３２－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告３２－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　４８万円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の一審原告３２－２に係る

部分は既払い金により控除済みであり、同３２－２に対するものであることが明示されている

同（イ）の就労不能損害分４８万円をＡＤＲによる賠償のうち同３２－２に対する弁済額とし

て扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計６０万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３２－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告３２－３

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の一審原告３２－３に係る

部分は既払い金により控除済みとみると、ＡＤＲによる賠償のうち３２－３に対する弁済額は
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０円となる。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３２－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　エ　一審原告３２－４

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の一審原告３２－４に係る

部分は既払い金により控除済みとみると、ＡＤＲによる賠償のうち同３２－４に対する弁済額

は０円となる。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３２－４に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　オ　一審原告３２－５

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（ウ）の一審原告３２－５に係る

部分は既払い金により控除済みとみると、ＡＤＲによる賠償のうち同３２－５に対する弁済額

は０円となる。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３２－５に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３２－１

　　ア　損害額　１６８万０１００円

　　イ　弁済額　１６万８５８３円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１５１万１５１７円

　　エ　弁護士費用　１６万円

　　オ　認容額　１６７万１５１７円

　　（２）　一審原告３２－２

　　ア　損害額　１０１万６０００円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４１万６０００円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　４６万６０００円

　　（３）　一審原告３２－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円
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　　オ　認容額　３１万円

　　（４）　一審原告３２－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（５）　一審原告３２－５

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第３０　一審原告３３の世帯

　１　認定事実（前記第２９、１の認定事実と重複する事実を含む。甲Ｃ３２の１・５、甲Ｃ

３３の１・３４、一審原告３２－２本人（原審）、同３６－１本人（原審）のほか後掲のも

の）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３３－１（本件事故当時６２歳）及びその妻である同３３－２（本件事故当時６

２歳）は、本件事故当時、福島県ｂｍ市の自宅（福島第一原発からの距離４６．３１ｋｍ（乙

Ｃ３３の２））に同３２の世帯とともに居住していた。

　　一審原告３３－１は、本件事故当時、自動車の整備、新車・中古車の販売等の事業を営む

有限会社の代表取締役であり、上記会社は地元の固定客を掴んでおり、経営も順調であった。

また、同３３－１は、上記会社を同３２－１に継がせるつもりであった。同３３－２は、子で

ある同３６－１も上記有限会社で働いていたことから、同３６－１の子である同３６－２及び

同３６－３の面倒をみることもあった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３３の世帯は、同３２の世帯（長男家族）及び同３６の世帯（長女家族）ととも

に、平成２３年３月１２日午後３時頃、福島県ｂｎ市に移動し、同月１３日には群馬県ｄｂ市

に避難した。同３３の世帯は、本件地震直後に仕事を中断してそのまま避難していたが、本件

地震直後はｂｍ市の自動車関連の会社等も活動を中断していたため、その間は同３３－１らの

会社も仕事ができず、ｄｂ市に避難していても仕事に影響のない状態であった。しかし、本件

地震の２週間後にはｂｍ市の自動車関連の会社等が仕事を再開したため、同３３の世帯も仕事

を再開する必要が生じた。そこで、同３３の世帯及び同３２－１は、同月末頃、同市に戻り、

仕事を再開した。しかし、上記会社の再開後は、同３２－１は週末にはｄｂ市に避難している

家族に会いに行くため仕事を空けてしまい、保険業務を担当している同３６－１が同市から会

社に来ている間は、同３３－２が同３６－１と入れ替わりで同市に行き、同３６－２及び同３

６－３の面倒をみるという生活であった。そして、同３３－２は、同年４月又は５月頃、高血

圧で倒れて病院へ搬送され、現在も高血圧の症状がある。

　　一審原告３３の世帯は、平成２４年秋頃、同３２の世帯及び同３６の世帯がいずれもｄｃ

市へ転居すると決めたことから、子や孫に囲まれて生活するため、また、同３２－１及び同３

６－１がいなければ会社の事業継続が困難であるため、同市に転居することにした。そして、

同３３の世帯は、平成２５年１２月、自動車でｄｃ市に行き、同３２の世帯が住み始めていた

家で同居を開始した。

　　一審原告３３の世帯のｂｍ市の自宅は、平成２５年秋に売却された。
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　　（３）　現在の状況等

　　一審原告３３の世帯は、ｄｃ市内に一軒家を購入し、同３２の世帯と計７人で生活してい

る。

　　一審原告３３－１は特に大きな病気等はしていない。同３３－２は、本件事故前は健康で

あったが、本件事故後は高血圧による吐き気、頭痛、倦怠感等の症状があり、定期的に通院し

ている。また、同３３の世帯はｄｃ市に転居したことにより、親族との関係も疎遠になった。

　　一審原告３３－１は、ｂｍ市で長年続けてきた会社を閉鎖し、ｄｃ市に来てからは土木関

係のアルバイトで働くなどしながら、ｂｍ市で続けてきた事業をｄｃ市で開業するための準備

を進め、平成２７年１２月、同市で自動車の整備及び販売業等を営む会社を設立した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３３の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　本件事故当時、一審原告３３の世帯は、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後に近隣の者から不確実な情報を聞き、不安になってまずｂｎ市に避難

し、その後、福島第一原発の爆発などのニュースを見てさらに不安になってｄｂ市に避難した

ものであり、本件事故直後の混乱期に本件事故に関する情報が不足していたことを考えると、

同３３の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市における環境放射能等の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から

平成２４年にかけても環境放射能の値は低下しており、遅くとも平成２３年１２月３１日まで

には、避難先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなっていたというべきところ、現に、一

審原告３３の世帯と同３２－１は事業のため同年３月末にｂｍ市に戻り、同市で生活と事業を

営んでいる。

　　そして、ｄｂ市での避難生活を続けていた一審原告３２－２から同３２－５までが平成２

４年８月にｂｍ市に戻り、同３２の世帯がｄｃ市に転居することを決めたので、同３３の世帯

も同市に転居することにし、同市における住居の確保やｂｍ市における事業の整理、自宅の処

分等の準備をした上で、同３２の世帯は平成２５年３月に、同３３の世帯は同年１２月にｄｃ

市に転居しているが、同３２－２から同３２－５までがｄｂ市からｂｍ市に戻り同３２－１と

ともにｄｃ市に転居したことが本件事故による避難とはいえないことは前記第２９、２（１）

で述べたとおりであり、同様に、ｄｂ市への避難後、平成２３年４月から平成２５年１２月ま

でｂｍ市で生活していた同３３の世帯が、同月、ｄｃ市に転居したことは本件事故による避難

とはいえず、その後のｄｃ市での生活も本件事故による避難生活とはいえない。

　　したがって、一審原告３３の世帯について本件事故との相当因果関係が認められる避難生

活は平成２３年３月末までものに限られる。

　　また、一審原告３３－２が、ｂｍ市に帰った平成２３年４月以降、ｄｂ市に避難している

孫である同３６－２及び同３６－３の面倒を見るために同市に行ったことについては、本件事

故まで、同３６－１に職があるため、同３３－２が孫である同３６－２及び同３６－３の面倒

を見ることもあったことからすれば、同３６－３が本件事故によりｄｂ市に避難していた平成

２４年８月までは相当な範囲では本件事故によるものといえる。

　　（２）　一審原告３３－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同３３の世帯が平成２３年３月にｂｍ市からｄｂ市に避難した際の

交通費、同月末にｄｂ市からｂｍ市の自宅に戻った際の交通費及び平成２５年１２月にｄｃ市
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に引っ越した際の交通費として５万３０００円を要し、これが同３３－１の損害であると主張

する。

　　まず、一審原告３３の世帯のｄｃ市への転居は本件事故と相当因果関係があるとは認めら

れないから、その交通費が損害となるとの主張は失当である。

　　他方、一審原告３３の世帯がｂｍ市からｄｂ市への避難及びｂｍ市への帰還に要した交通

費は本件事故と相当因果関係を有する損害といえ、同３３の世帯の請求に対して一審被告東京

電力がＡＤＲにより既に平成２３年分の避難交通費４万０８００円を賠償していることが認め

られるから（乙Ｃ３３の１・４）、本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害の額はこの

額と認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　したがって、４万０８００円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３３の世帯の請求に対して一審被告東京電力がＡＤＲにより既に賠償した平成２

３年分宿泊費８万９８３５円（乙Ｃ３３の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と

認める。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同３３の世帯が平成２５年１２月にｄｃ市に引っ越す際に費用とし

て２３万３０００円を要し、これが損害であると主張する。

　　しかし、この転居は本件事故との相当因果関係が認められないから、その費用も本件事故

と相当因果関係を有する損害ということはできない。

　　（エ）　合計　１３万０６３５円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同３３－１が家財道具購入費として２７万８０００円を要し、これ

が損害であると主張するが、同３３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平

成２３年分家財道具購入費用１５万円については本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

る余地があるものの（乙Ｃ３３の１・４、弁論の全趣旨）、同１－１らは、同３３－１がこれ

を超える額の家財道具購入費を支出したことを示す領収証等の証拠を提出していない。

　　したがって、１５万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と

認める。

　　（イ）　その他（ｂｍ市の自宅を売却するのに伴ってかかった費用）

　　前記のとおり、一審原告３３の世帯のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故との相当因果

関係が認められないから、ｂｍ市の自宅売却に要した費用は本件事故と相当因果関係を有する

損害とはいえない。

　　（ウ）　その他（ｄｃ市の自宅を購入する際に掛かった費用）

　　前記のとおり、一審原告３３の世帯のｂｍ市から同市への転居は本件事故との相当因果関

係が認められないから、ｄｃ市の自宅購入に要した費用は本件事故と相当因果関係を有する損

害とはいえない。

　　（エ）　その他（引越し先を探すための交通費、宿泊費）

　　前記のとおり、一審原告３３の世帯のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故との相当因果

関係が認められないから、同市における引越し先を探すための交通費、宿泊費は本件事故と相

当因果関係を有する損害とはいえない。

　　（オ）　合計　１５万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同３３－１が平成２５年１１月までに１４０万円、同年１２月から

平成２７年４月までに３０６万円、同年５月から再開業までに４５万円の合計４９１万円の就

362/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



労不能損害を被ったと主張する。

　　そもそも、一審原告３３の世帯の自動車整備・販売業の事業主体は会社であり、上記主張

が同３３－１が会社から受ける給与の減少をいうものであるとしても、ｂｍ市の自動車業全体

が本件地震による影響を受けた平成２３年３月中は別として、同３３の世帯及び同３２－１が

避難先のｄｂ市からｂｍ市に戻った同月末以降、会社の営業は再開しており、前記第２章の認

定事実（引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第５部第１章第２、５（６））のような同

市における本件事故後の社会経済生活状況によれば、同３３－１が会社から受ける給与の減少

があったとしても、それが本件事故を原因とするものとは認めがたいし、会社は会社で一審被

告東京電力に対して逸失利益の賠償請求をして約１４０５万円の賠償を受けているのであるか

ら（乙Ｃ３３の４）、それとは別に一審原告３３－１に就労不能損害が生じたと認めることも

できない。

　　また、同３３の世帯のｄｃ市への転居は本件事故によるものではないから、同市への転居

に伴ってｂｍ市における事業を整理したりｄｃ市において再開したりしたことにより同３３－

１自身に減収が生じたとしても、それは本件事故と相当因果関係ある損害とは認められない。

　　したがって、上記主張は採用できない。

　　エ　線量計購入費

　　一審原告３３の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償したガイガーカウンター

購入費用１３万１２５０円（乙Ｃ３３の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める

（弁論の全趣旨）。

　　オ　慰謝料

　　一審原告３３－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市では民宿や

ルームシェアで不自由な生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを

２０万円と認めるのが相当である。

　　カ　合計　６１万１８８５円

　　（３）　一審原告３３－２の損害

　　ア　面会交通費

　　一審原告１－１らは、同３３－２が同３６－１が仕事のためにｂｍ市に戻っている際に、

同３６－１に代わって同３６－２及び同３６－３の面倒を見るためにｄｂ市に行く必要があ

り、そのために１７６万８０００円の面会交通費を要し、これが損害であると主張する。

　　一審原告３３－２のｂｍ市からｄｂ市への面会交通費については、前記のとおり相当な範

囲では本件事故による損害といえるが、同１－１らは、同３３－２がｄｂ市への面会交通費と

して上記主張額を支出したことを示す領収証等の証拠を提出しておらず、また面会交通の頻度

が社会通念上相当な範囲であったか否かや、相当な頻度を超えて面会交通をしなければならな

い特別の必要性があったか否かについての具体的な主張立証をしていない。そうすると、同３

３の世帯の請求に対して一審被告東京電力がＡＤＲにより既に賠償した平成２３年分の「その

他交通費」２２万８８００円（乙Ｃ３３の１）の限度では本件事故と相当因果関係を有する面

会交通費の損害と認める余地があるものの（弁論の全趣旨）、それを超える損害が発生したこ

とは認めることができない。

　　したがって、２２万８８００円を本件事故と相当因果関係を有する面会交通費の損害と認

める。

　　イ　生命・身体的損害

　　一審原告１－１らは、本件事故により同３３－２が高血圧になり、めまい等の症状が出た

と主張する。しかし、同３３－２の高血圧が本件事故と相当因果関係を有すると認めるに足り

る証拠はなく、上記主張は認められない。
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　　ウ　慰謝料

　　一審原告３３－２について本件事故と相当因果関係が認められる避難及び避難生活並びに

ｂｍ市からｄｂ市への相当な範囲での面会交通による精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市

を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市では民宿やルームシェアで不自由な生活であったこ

と、面会交通による身体的負担があったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を５５万円と認めるのが相当である。

　　エ　合計　７７万８８００円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３３－１について　１４７８万７６５２円

　　イ　一審原告３３－２について　８万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３３の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ３３の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３３－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３３－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　合計　２４万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　５８万２３０５円

　　ＡＤＲにより、一審原告３３の世帯に対する和解金額が７４万２３０５円と合意され、そ

こからＡＤＲ以外による賠償額のうち１６万円を控除した５８万２３０５円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難交通費、宿泊費、その他交通費、生活費増加費用、ガイガーカウンター購入

費用、ＡＤＲ弁護士費用　６６万２３０５円

　　（イ）　精神的損害　８万円

　　（ウ）　合計（和解金額）　７４万２３０５円

　　（エ）　既払い金　１６万円（一審原告３３の世帯各８万円）

　　（オ）　合計（支払い額）　５８万２３０５円

　　上記（ア）は一審原告３３の世帯に共通する費用であるがそれを支出したのは同３３－１

であるから、同３３－１に対する賠償であるといえ、また、上記（イ）は同３３の世帯それぞ

れの各精神的損害に対する賠償であるといえる。

　　ウ　合計８２万２３０５円

　　（３）　一審原告３３の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３３－１

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　５８万２３０５円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳は前記（２）イのとおりであるが、同イ（ウ）の和解金

額から同ア（ア）及び（イ）のＡＤＲ以外による賠償額のうち１６万円が既払い金として控除

されて支払われた関係で、１６万円のうち８万円は同イ（イ）の精神的損害８万円から控除さ

れ、その余の８万円は同（ア）の一審原告３３－１が支出した同３３の世帯共通の費用から控

除されたものとみて、同（ア）のうち５８万２３０５円をＡＤＲによる賠償のうち同３３－１

に対する弁済額と扱うこととする。
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　　（ウ）　合計　７０万２３０５円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３３－１に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　イ　一審原告３３－２

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額の内訳のうちの前記（２）イ（イ）の精神的損害の一審原告３

３－２に係る部分は既払い金により控除済みとみると、ＡＤＲによる賠償のうち同３３－２に

対する弁済額は０円となる。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３３－２に対する弁済の抗弁８万円は全部認め

られる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３３－１

　　ア　損害額　６１万１８８５円

　　イ　弁済額　７０万２３０５円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告３３－２

　　ア　損害額　７７万８８００円

　　イ　弁済額　８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　６９万８８００円

　　エ　弁護士費用　７万円

　　オ　認容額　７６万８８００円

第３１　一審原告３４の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３４の１、一審原告３４－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３４－１（本件事故当時３１歳）、その長女である同３４－２（本件事故当時７

歳）、長男である同３４－３（本件事故当時５歳）、二男である同３４－４（本件事故当時４

歳）は、本件事故当時、福島県ｃｂ郡ｂｔ町の同３４－１の実家（福島第一原発からの距離６

５．９４ｋｍ（乙Ｃ３４の２））に、同３４－１の両親及び祖父母とともに居住していた。

　　一審原告３４－１は、平成２２年２月頃までは精密機械の工場で契約社員として勤務して

いたが、同月頃に失業し、同年１１月頃までは失業保険を受給しており、本件事故当時も無職

で就職活動中であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３４－３は、左耳下部皮下に膿瘍ができ、その治療のために、平成２３年４月７

日から同月１９日まで入院した（甲Ｃ３４の１３・１４）。同３４－１及びその両親は、同３

４－３の上記症状が本件事故と無関係のものとは思われなかったこと、自宅周辺の放射線量が

高いと感じたこと、既に避難していた友人等と連絡を取り合う中で放射能の危険性や恐ろしさ

を聞いたこと、同３４－１自身もインターネットで調べるうちに放射能が恐ろしいものである

と知り、同３４－２から同３４－４までのためにも放射能の危険性がなく、精神的に落ち着け

るような場所に避難しなければならないと考えたことなどから、避難することに決めた。
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　　一審原告３４－１は、避難先は中部地方より西にしようと漠然と考え、インターネットで

探した受入れ先の中から岐阜県を選択し、同年５月６日、最低限必要な物のみを自動車に乗せ

て同３４の世帯で同県への移動を開始した。同３４－１は、関東方面を避けて、新潟を経由す

るルートを選択し、高速道路は通行止めの場所もあると聞いていたため、一般道を利用し、２

泊の車中泊をしながら、同月８日早朝、ｄｃ市に到着した。

　　なお、一審原告３４－１の父は運転手の仕事があること、同祖父は寝たきりで自宅介護が

必要であること、同祖母は認知症の症状が出始めていたこと等から、同３４－１の両親及び祖

父母は避難しなかった。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３４の世帯は、ｄｃ市への避難後、平成２３年５月８日から平成２４年３月２７

日までは、同市内にあるｇｓ公民館で、同月２８日から平成２６年１０月６日頃までは、同市

内の借上げ住宅で生活した。また、隣人とのトラブルから、同月頃、岐阜県ｇｔ市のアパート

に引っ越し、現在もそこで生活している。

　　一審原告３４－１は、同３４－２から同３４－４までの下記のような不安定な状況を考慮

するとフルタイムでの仕事に就くことは難しいと考え、平成２３年５月２３日から、ぎふ農業

協同組合の半年契約の臨時職員となり、月額約１０万円程度の給与収入を得ている。

　　一審原告３４－２は、ｇｔ市に引っ越して以降、環境の変化等によるストレスから精神的

に不安定になり、平成２８年１月頃からは岐阜県ｈａ子ども相談センターが関与するようにな

り、同年３月からは岐阜県ｈｂ市にある情緒障害児短期治療施設で生活するようになった。

　　一審原告３４－３は、平成２４年４月、ｄｃ市内の小学校に入学したが、小学１年生の始

め頃から、学校から広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害の疑いを指摘され、平成２５年５月

には医師から広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害と診断され、その頃から週に一回程度、特

別学級で授業を受けるようになった。

　　一審原告３４－４は、ｄｃ市内の小学校に通っているときは落ち着いていたが、ｇｔ市の

小学校に転校した後に注意欠陥多動性障害と指摘され、週に一、二回は特別学級で授業を受け

るようになった。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３４の世帯の本件事故当時の住所地はｂｔ町であり、同町は自主的避難等対象区

域で、同町における環境放射能等の状況は、前記第３章、第１、３のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３４－１らは、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｔ町に居住してい

たところ、同３４－３に膿瘍ができたことなどから本件事故による放射線の影響を疑い、本件

事故に関する情報が不足していること等もあって避難することとし、平成２３年５月６日、岐

阜県に向けて避難を開始したものであり、本件事故直後に避難を開始したわけではないもの

の、同年４月中に同３４－３の入院があったこと、同年５月は未だ本件事故後の混乱期であっ

たことを考えると、同３４の世帯がｂｔ町からｄｃ市への避難を行ったことは本件事故による

ものと認められる。

　　他方、ｂｔ町の状況は前記のとおりであり、通常、遅くとも平成２３年１２月３１日まで

に、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子ども、幼児がいる場合でも遅くとも平成２

４年８月３１日までには、避難先から同町に帰還することに支障はなくなっていたというべき

であり、実際、一審原告３４－１の両親及び祖父母も避難せずに同町の自宅にとどまっていた

のであるから、同３４の世帯に子ども、幼児である同３４－２から同３４－４までがいたこと

を考慮しても、本件事故と相当因果関係が認められる同３４の世帯の避難生活は平成２４年８

月３１日までの部分に限られるというのが相当である。
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　　（２）　一審原告３４－１の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同３４－１が平成２２年２月に失業するまでは月額２２万円ないし

２３万円の収入を得ていたが、本件事故による避難を行ったため、同３４－２から同３４－４

までの世話について両親の援助を受けられなくなり、同３４－３は広汎性発達障害・注意欠陥

多動性障害を指摘され、同３４－４にも発達障害があって、避難生活の困難さがより増大し、

従前のような収入を得られなくなったとして、９２５万２１５８円の就労不能損害が生じたと

主張する。

　　しかし、一審原告３４－１は、平成２２年２月に失業しており、失業から１年以上経過し

た本件事故時点においても就職していなかったことからすれば、本件事故により就労できな

かったものとは直ちに認められない。また、同３４－３が広汎性発達障害・注意欠陥多動性障

害と診断されたことと本件事故との因果関係を認めるに足りる証拠もなく、本件事故がなけれ

ば平成２２年２月以前と同程度の収入を得られていたと認めることはできない。また、同３４

－４の発達障害の問題は、平成２６年１０月のｇｔ市への転居後のことであり、それによる就

労不能があったとしても、本件事故との相当因果関係は認められない。

　　したがって、上記主張は採用できない。

　　イ　慰謝料

　　一審原告３４－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、関東を迂回したり一般道を利用したりして車中泊もしながら

ｄｃ市まで自動車で避難した状況、避難先で相当の期間を公民館で生活したこと、子ども、幼

児である同３４－２から同３４－４までを伴っての避難及び避難生活であったことその他前記

認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、同３４－３及び同３４－４が発達障害を抱えていることが同３４－

１の避難生活の困難さをより増大させたものであるから、慰謝料の算定に際して考慮されるべ

きと主張する。しかし、同３４－３が平成２４年４月以降、学校から広汎性発達障害等の疑い

を指摘されたことが本件事故によるものであることを示す証拠はないし、同３４－４の発達障

害の問題は、平成２６年１０月のｇｔ市への転居後のことであり、本件事故と相当因果関係あ

る避難生活中のことではないから、上記主張は採用できない。

　　ウ　合計　１００万円

　　（３）　一審原告３４－２の損害

　　一審原告３４－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｄｃ市まで自動車で避難した状況、避難先で相当の期間を公

民館で生活したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるの

が相当である。

　　（４）　一審原告３４－３の損害

　　一審原告３４－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｄｃ市まで自動車で避難した状況、避難先で相当の期間を公

民館で生活したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるの

が相当である。

　　（５）　一審原告３４－４の損害

　　一審原告３４－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｄｃ市まで自動車で避難した状況、避難先で相当の期間を公

民館で生活したことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるの

が相当である。

　３　弁済の抗弁
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　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３４－１について　２１８万７６５１円

　　イ　一審原告３４－２について　１２５万円

　　ウ　一審原告３４－３について　１２５万円

　　エ　一審原告３４－４について　１２５万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３４の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ３４の１・４、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３４－１に対し　自主避難等に係る損害

　　１２万円（うち精神的損害８万円）

　　（イ）　一審原告３４－２に対し　自主避難等に係る損害

　　７２万円（うち精神的損害４８万円）

　　（ウ）　一審原告３４－３に対し　自主避難等に係る損害

　　７２万円（うち精神的損害４８万円）

　　（エ）　一審原告３４－４に対し　自主避難等に係る損害

　　７２万円（うち精神的損害４８万円）

　　（オ）　合計　２２８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告３４の世帯及び同３４－１の父母に対する和解金額が５６９万７

６５１円と合意され、そこから既払い金２０４万円を控除した３６５万７６５１円が支払われ

たが、和解金額５６９万７６５１円のうち、同３４の世帯分が３８１万７６５１円、既払い金

２０４万円のうち同３４の世帯分が１８８万円であると認められる。

　　（内訳）

　　（ア）　生活費増加費用、避難費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　２５３万７６５１円

　　（イ）　精神的損害　１２８万円

　　（ウ）　合計（和解金額）　３８１万７６５１円

　　（エ）　既払い金　１８８万円（一審原告３４－１分８万円（うち精神的損害８万円）、

同３４－２から同３４－４まで分各６０万円（うち精神的損害各４０万円））

　　（オ）　合計（支払い額）　１９３万７６５１円

　　上記（ア）は、一審原告３４の世帯に共通する費用であるが、それを支出したのは同３４

－１であるから、同３４－１に対する賠償であるといえる。また、上記（イ）は一審原告３４

の世帯それぞれの各精神的損害に対する賠償であるといえる。

　　ウ　合計　４２１万７６５１円

　　（３）　一審原告３４の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３４－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１９３万７６５１円

　　ＡＤＲによる和解金額の内訳は前記（２）イのとおりであるが、同（エ）の既払い金１８

８万円の控除は、まず同（イ）の１２８万円から全額、次いで一審原告３４－１が支出した同

３４の世帯共通の費用である同（ア）から６０万円が順次控除されたものとみると、その余の

同（ア）の支払額は１９３万７６５１円となるが、これは同３４－１が支出した費用に対する
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賠償であるから、同３４－１に対する弁済と扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計　２０５万７６５１円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３４－１に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　イ　一審原告３４－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち一審原告３４－２の精神的損害に係る部分は既払い金により

控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３４－２に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３４－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告３４－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、一審原告３４－３の精神的損害に係る部分は既払い金によ

り控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３４－３に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３４－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　エ　一審原告３４－４対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、一審原告３４－４の精神的損害に係る部分は既払い金によ

り控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３４－４に対する弁済額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３４－４に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３４－１

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　２０５万７６５１円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

　　（２）　一審原告３４－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円
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　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（３）　一審原告３４－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（４）　一審原告３４－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第３２　一審原告３５の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３５の１、丁Ｃ７の１・２、８、一審原告３５－１本人（当審）、同３

５－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３５－１（本件事故当時３７歳）、その妻である同３５－２（本件事故当時３８

歳）、同３５－１及び同３５－２の長女である同３５－３（本件事故当時７歳）は、本件事故

当時、ｂｌ市所在の同３５－１の実家（福島第一原発からの距離●●●ｋｍ（乙Ｃ３５の

２））に、同３５－１の母とともに居住していた。

　　一審原告３５－１及び同３５－２は、平成１３年に結婚後約７年間は新潟県で生活してい

たが、教師をしていた同３５－１がうつ病になり、療養のために、平成２１年頃にｂｌ市にあ

る同３５－１の実家に移り住み、同３５－１の母と同居するようになった。

　　そして、一審原告３５－１は、上記実家で静養し、本件事故当時には症状は回復し、自宅

で同じような悩みを持つ人たちに対してカウンセリングを行うなどして若干の収入を得るよう

になっていた。同３５－２はｂｌ市内で看護師として稼働していた。同３５－３はｂｌ市内の

小学校に入学した。なお、同３５－１の母は、同３５－３の面倒を見たり、家事全般を担った

りしていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３５－１及び同３５－２は、本件事故後、同３５の世帯の住むｂｌ市●●●地区

が、線量の高い地域、いわゆるホットスポットとして報道されるようになったことから、放射

能汚染について不安を感じるようになった。同３５－２は、平成２３年４月、市役所から線量

計を借りて自宅の放射線量を測定したところ、庭先では２．０μＳｖ／時、室内でも０．５μ

Ｓｖ／時という数値が出て、その後数日間にわたり放射線量を計測したところ、上記の数値か

ら下がる気配がなかったことから、同３５－３をできるだけ家から外に出さないようにした。

同３５－１らは除染のために自宅建物を洗浄し、外壁を塗り替えたが、放射線量が下がらな

かったため、同３５－３のためにも避難した方がよいのではないかと考えるようになった。

　　一審原告３５－１及び同３５－３は、平成２３年７月頃、岐阜県ｇｑ市で行われた被災者

の避難を支援する保養プログラムに参加した。同３５－２は、同年８月末、同３５－１及び同

３５－３が保養プログラムに参加している同市に行き、二、三日を過ごした。その後、同３５

の世帯はｂｌ市の自宅に戻ったが、同３５－３を放射能の危険のない場所で育てたいという思

いで、同市からｄｃ市に避難することに決めた。

　　まず一審原告３５－１がｄｃ市に行って避難後の生活の準備を整えた後、同３５－２及び

370/421第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2024/05/16 15:36
（審71）参考2-1-1



同３５－３が避難することになり、同３５－１は、平成２３年１１月末、自動車で同市に避難

し、平成２４年３月末まで同市内の市営住宅を借りて生活し、平成２３年１２月頃には塾講師

として働くようになった。

　　一審原告３５の世帯は、平成２３年１１月末から平成２４年３月末までは、ｂｌ市とｄｃ

市を行き来する生活を送っていたが、同月、同３５－１が家族３人が暮らすためのアパートを

見つけてそこに入居し、いったん福島に戻って引越しの準備をした。そして、同月末、支援者

が出してくれたトラックに荷物を積み込み、同３５の世帯もそれに乗り込んで、ｄｃ市のア

パートに引っ越した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３５－１は、同３５－２及び同３５－３がｄｃ市に引っ越してきた平成２４年３

月末の少し前頃に、働いていた塾の閉鎖により失職しており、その後は、塾講師のアルバイト

をするようになった。平成２６年１１月頃には、このアルバイトも退職し、フリースクールの

講師のアルバイトを経て、現在ではカウンセラーとして活動している。

　　一審原告３５－２は、ｄｃ市に避難してからしばらくは仕事が見つからず、平成２４年９

月に看護師のパートタイム勤務の仕事を見つけて働き始めた。同３５－２は、平成２７年８

月、同パートタイム勤務を退職したが、同年１２月に別の看護師のパートタイム勤務の仕事を

見つけ、現在まで働いている。

　　一審原告３５－３は、岐阜県に避難後、同県の小学校に転校したが、当初は同級生から

「（避難者だからと言って）調子乗ってんじゃねえぞ。」などと言われることもあった。

　　一審原告３５－１と同３５－２は、本件訴訟継続中の令和２年６月、離婚し、現在は、同

３５－２と同３５－３が同居している。

　　なお、ｂｌ市の自宅に残っていた一審原告３５－１の母は、がんによる手術、入院を経

て、平成２６年７月、死亡した。同３５の世帯が本件事故当時居住していた自宅は、同３５－

１の母の死亡後に処分された。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３５の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況（同市●●●地区の状況を含む。）は前記第３章、第

１、１で認定したとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３５の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してい

たところ、本件事故後、同３５の世帯の居住する同市●●●地区がホットスポットとして報道

されるなどしたことから放射能汚染に対する懸念や不安を抱くようになり、悩んだ末にｄｃ市

に避難することに決め、同３５－１が平成２３年１１月に一足先に同市に行って準備をし、平

成２４年３月末頃、同３５－２及び同３５－３も同市に避難したものであり、同３５－１の平

成２３年１１月の避難並びに同３５－２及び同３５－３の平成２４年３月末の避難は本件事故

によるものと認められる。なお、同３５－１の避難は本件事故の約８か月後、同３５－２及び

同３５－３の避難は本件事故の約１年後であるが、本件事故直後から本件事故による放射線の

影響に不安を感じ、その後、その思いをさらに強くして同３５の世帯で避難することを決め、

平成２３年１１月に同３５－１が先行して避難して家族を受け入れる準備をし、その約４か月

後に残る同３５－２及び同３５－３も避難したという経緯であるから、これらの避難と本件事

故との相当因果関係を認めることはできるというべきである。

　　しかし、ｂｌ市の環境放射能等の状況は前記認定のとおりであり、同市●●●地区の状況

を考慮したとしても、一般的に放射線の影響を受けやすいとされる子どもがいる場合でも遅く

とも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市同地区に帰還することに支障はなくなっ
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ていたというべきところ、同３５の世帯には、本件事故当時、一般的には放射能の影響を受け

やすいとされる子どもである同３５－３がおり、これへの影響を避けるために同３５の世帯全

体で避難する前提で、まず平成２３年１１月に同３５－１が避難し、平成２４年３月末に同３

５－２と同３５－３が合流したという経過を考えると、本件事故と相当因果関係が認められる

避難生活は、同３５－１については平成２３年１１月から平成２４年８月３１日まで、同３５

－２及び同３５－３については同年３月末から同年８月３１日までの各部分に限られるとする

のが相当である。

　　また、平成２３年１１月から平成２４年３月末までの間の二重生活は、一審原告３５－１

と同３５－２及び同３５－３とがそれぞれ本件事故と相当因果関係ある避難を行ったが、同３

５－１が家族受入れ準備のため先行したことにより時期が異なったことによるものであるか

ら、これも本件事故と相当因果関係を認めることができる。

　　（２）　一審原告３５－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告７－１らは、同３５－１が避難のための交通費８万１０００円を要し、これが損

害となると主張する。

　　しかし、一審原告７－１らが主張する同３５－１の交通費のうち平成２３年７月の分は、

同３５－１及び同３５－３が保養プログラムに参加するためのものであり、同プログラムへの

参加が本件事故によるものとはいえないから、この主張は認められない。

　　他方、上記主張のうち、平成２３年１１月の一審原告３５－１のｄｃ市への交通費は、同

３５－１の本件事故と相当因果関係ある避難に要した費用であり、同３５－１がｂｌ市からｄ

ｃ市へ自動車で移動した事実によれば、少なくとも１万円のガソリン代、高速道路代等の費用

を要した事実を推認することができる。

　　したがって、上記主張のうち、本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害１万円の部

分は認められるが、その余は採用できない。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告７－１らは、同３５－２及び同３５－３が平成２４年３月にｄｃ市に引っ越す際

に、同３５－１が支援者への謝礼として８万７０００円を支払ったとして、これが損害となる

と主張する。

　　しかし、引越しを支援してくれた人への謝礼は、業者の費用などとは異なり、支援者の情

誼に対して一審原告３５－１が自らの判断で任意に支払ったといわざるをえないから、仮にこ

れを支払ったとしても、直ちに本件事故との相当因果関係を認めることはできない。

　　他方、一審原告３５の世帯の平成２４年３月のｄｃ市への自動車での移動の事実によれ

ば、少なくとも１万円のガソリン代、高速道路代等の費用を要した事実は推認することができ

る。

　　したがって、１万円を本件事故と相当因果関係を有する引越し交通費の損害と認める。

　　（ウ）　面会交通費

　　一審原告７－１らは、〈１〉平成２３年８月に同３５－２が電車でｂｌ市からｇｑ市に来

た際の交通費、〈２〉同年１２月１２日に同３５－２及び同３５－３が電車でｂｌ市からｄｃ

市に来た際の交通費、〈３〉平成２４年１月１日に同３５の世帯が自動車で同市からｂｌ市に

戻った際の交通費、〈４〉同月初めに同３５－１が自動車でｂｌ市からｄｃ市に行った際の交

通費、〈５〉同月末に同３５－１が電車でｄｃ市からｂｌ市に戻った際の交通費、〈６〉平成

２４年２月に同３５－１が電車でｄｃ市からｂｌ市に戻った際の交通費、〈７〉同年３月に同

３５－１が電車でｄｃ市からｂｌ市へ戻った際の交通費が同３５－１の損害となると主張す

る。
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　　まず、〈１〉の主張については、保養プログラムに参加していた一審原告３５－１及び同

３５－３を同３５－２が訪ねた際の交通費の主張であり、本件事故との相当因果関係が認めら

れず、失当である。

　　他方、〈２〉から〈７〉までの主張については、前記のとおり一審原告３５－１が平成２

３年１１月にｄｃ市に先行避難してから同３５－２及び同３５－３が平成２４年３月末に合流

するまでの間の二重生活は前記のとおり本件事故と相当因果関係が認められ、その間に互いに

往来した事実も認められるから、相当な範囲での面会交通に要した交通費は本件事故との相当

因果関係が認められる。そして、〈２〉から〈７〉までの面会交通の頻度は相当な範囲のもの

といえ、ｂｌ市とｄｃ市の間を自動車で移動した事実によれば少なくとも片道１万円の、鉄道

で移動した事実によれば少なくとも片道大人１万５０００円、子ども７５００円の交通費を要

した事実を推認することができるので、これらにもとづき同３５－１の本件事故と相当因果関

係ある面会交通費の損害額を算定すると１１万７５００円（〈２〉平成２３年１２月１２日

分：１万５０００円＋７５００円＝２万２５００円（片道）、〈３〉平成２４年１月１日分：

１万円（片道）、〈４〉平成２４年１月初め分：１万円（片道）、〈５〉平成２４年１月末

分：１万５０００円×２＝３万円（往復）、〈６〉平成２４年２月分：１万５０００円×２＝

３万円（往復）、〈７〉平成２４年３月分：１万５０００円（片道））となる。

　　したがって、１１万７５００円を本件事故と相当因果関係を有する面会交通費の損害と認

める。

　　（エ）　その他（避難雑費）

　　一審原告７－１らは、同３５－１がその他の避難雑費６０万円を要し、これが損害となる

と主張する。

　　この点、一審原告３５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に避難雑費５４万円を

賠償し、このうち平成２４年分避難雑費が１８万円であった事実が認められ（乙Ｃ３５の１・

４）、この１８万円については本件事故と相当因果関係を有する避難雑費が発生したと認める

余地があるものの（弁論の全趣旨）、一審原告７－１らは、同３５の世帯の相当因果関係が認

められる避難生活の期間中に同３５－１にこれを超える避難雑費が発生したことを具体的に主

張立証していない。

　　したがって、上記主張のうち１８万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する避難雑費

の損害と認める。

　　（オ）　合計　３１万７５００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告７－１らは、同３５－１が家財道具購入費として３０万円の損害を被ったと主張

する。

　　しかし、一審原告７－１らは、同３５－１が家財道具を購入したことを示す領収証等の証

拠を一切提出しておらず、同３５－１が避難先で生活するために家財道具を購入した事実を認

めることができない。

　　（イ）　その他（二重生活による生活費増加分）

　　一審原告７－１らは、同３５－１が二重生活により生活費が増加したとして増加分の損害

を主張するが、実際に生活費が増加したと認めるに足りる証拠はなく、上記主張は認められな

い。

　　（ウ）　家賃増加分

　　一審原告７－１らは、同３５－１の家賃増加分５８万５０００円が損害であると主張す

る。

　　しかし、前記のとおり、一審原告３５の世帯の避難について本件事故との相当因果関係が
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認められるのは平成２４年８月３１日までであるところ、同３５の世帯が居住していたアパー

トは平成２９年３月までは家賃補助があり、同３５－１の家賃負担はなかったのであるから

（一審原告３５－２本人（原審））、本件事故と相当因果関係を有する損害が発生したと認め

ることはできない。

　　（エ）　教育費

　　一審原告７－１らは、同３５－１の子ども会費及び学用品等の購入費として４万９８３０

円が損害であると主張する。

　　この点、一審原告３５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年

分生活費増加費用（教育費）１万５０００円（乙Ｃ３５の１）の限度では本件事故と相当因果

関係を有する教育費増加の損害が生じたと認める余地があるものの（弁論の全趣旨）、教育

費、子ども会費は本件事故による避難の有無にかかわらず発生する可能性があるもので、本件

事故と相当因果関係ある避難生活中に、避難したことによる教育費の増加分が上記額を超えて

発生したと認めるに足りる証拠はない。

　　したがって、上記主張のうち１万５０００円の限度で本件事故と相当因果関係を有する損

害と認める。

　　（オ）　その他（駐車場代）

　　一審原告７－１らは、同３５－１が平成２４年４月から同年６月まで及び平成２６年７月

から平成２９年１２月まで、月額３１５０円又は３２４０円の駐車場代の損害を被ったと主張

する。

　　この点、一審原告３５の世帯の本件事故と相当因果関係のある避難は平成２４年８月３１

日までの部分に限られるから、避難によって駐車場の負担が生じたとしても、損害となるのは

上記主張のうち同年４月から８月までの分に限られる。そして、同３５の世帯の請求に対して

一審被告東京電力が既に平成２４年分避難費用（駐車場代）として２万５２００円を賠償した

事実が認められ（乙Ｃ３５の１）、一審原告３５－１が同年４月から８月までの間にこれを超

える駐車場代を支出したと認めるに足りる証拠もないから、この限度で本件事故と相当因果関

係ある駐車場代の損害が発生したと認めるのが相当である（弁論の全趣旨）。

　　したがって、上記主張のうち２万５２００円の限度で本件事故と相当因果関係を有する損

害と認める。

　　（カ）　合計　４万０２００円

　　ウ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告３５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償したＡＤＲ弁護士費用７

万７１３２円を本件事故と相当因果関係を有する一審原告３５－１の損害と認める。

　　エ　慰謝料

　　一審原告３５－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中並

びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、当初、一人で避難し二重生活の期間を経て

同３５－２及び同３５－３を迎え入れた状況その他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を５０万円と認めるのが相当である。

　　オ　合計　９３万４８３２円

　　（３）　一審原告３５－２の損害

　　ア　就労不能損害

　　一審原告３５の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した同３５－２の平成２

４年分の就労不能損害１１６万６６６６円（乙Ｃ３５の１）を本件事故と相当因果関係を有す

る損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　イ　慰謝料

　　一審原告３５－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中並
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びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、同３５－１が先行避難し二重生活の期間が

あったこと、仕事を辞めての避難であったこと、子どもである同３５－３を伴っての避難及び

避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを３５万円と認めるの

が相当である。

　　ウ　合計　１５１万６６６６円

　　（４）　一審原告３５－３の損害

　　一審原告３５－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中並

びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難により転校せざるをえなかったことそ

の他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを３５万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３５－１について　４１万９７３２円

　　イ　一審原告３５－２について　１２８万６６６６円

　　ウ　一審原告３５－３について　１２６万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３５の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ３５の１・４、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３５－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３５－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告３５－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　９６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　１８８万８１９８円

　　ＡＤＲにより、一審原告３５の世帯に対する和解金額が２６４万８１９８円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円を控除した１８８万８１９８円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　生活費増加費用、移動費用、避難費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　１２０万

１５３２円

　　（イ）　一審原告３５－２の就労不能損害　１１６万６６６６円

　　（ウ）　精神的損害　２８万円

　　（エ）　合計（和解金額）　２６４万８１９８円

　　（オ）　既払い金　７６万円（一審原告３５－１及び同３５－２分各８万円、同３５－３

分６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　１８８万８１９８円

　　ウ　合計　２８４万８１９８円

　　（３）　一審原告３５の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３５－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　７２万１５３２円

　　ＡＤＲで合意した和解金額２６４万８１９８円からの前記（２）イ（オ）の既払い金７６

万円の控除は、まず同（イ）の一審原告３５の世帯の精神的損害から２８万円が、次いで同
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（ア）の同３５－１が支出した同３５世帯共通の費用から４８万円が控除されたものとみる

と、同（ア）の控除後の額は７２万１５３２円となり、これは同３５－１が負担した費用に対

する賠償であるから同３５－１に対する弁済として扱うのが相当である。

　　（ウ）　合計　８４万１５３２円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３５－１に対する弁済の抗弁４１万９７３２円

は全部認められる。

　　イ　一審原告３５－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１１６万６６６６円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、前記（２）イ（イ）の一審原告３５－２の就労不能損害１

１６万６６６６円は同３５－２に対する賠償であることが明らかであり、同（ウ）の精神的損

害の同３５－２に係る部分は既払い金により控除済みであるから、ＡＤＲによる賠償のうち１

１６万６６６６円を同３５－２に対する弁済額とする。

　　（ウ）　合計　１２８万６６６６円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３５－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告３５－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる和解金額のうち、前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３５－３に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３５－３に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３５－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３５－１

　　ア　損害額　９３万４８３２円

　　イ　弁済額　４１万９７３２円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　５１万５１００円

　　エ　弁護士費用　６万円

　　オ　認容額　５７万５１００円

　　（２）　一審原告３５－２

　　ア　損害額　１５１万６６６６円

　　イ　弁済額　１２８万６６６６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２３万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　２６万円

　　（３）　一審原告３５－３

　　ア　損害額　３５万円
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　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第３３　一審原告３６の世帯

　１　認定事実（前記第２９、１及び第３０、１の各認定事実と重複する事実を含む。甲Ｃ３

２の１・５、３３の１・３４、３６の１、一審原告３２－２本人（原審）、同３６－１本人

（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３６－１（本件事故当時４０歳）、その長男である同３６－２（本件事故当時１

８歳）、二男である同３６－３（本件事故当時７歳）は、本件事故当時、福島県ｂｍ市の一戸

建ての自宅（福島第一原発からの距離４４．８１ｋｍ（乙Ｃ３６の２））に居住していた。

　　一審原告３６－１は、ｂｍ市で生まれ育ち、平成元年、父である同３３－１が設立した自

動車の整備等の事業を営む会社に就職し、保険一般、車両販売、事務一般等の仕事を担当して

いた。同３６－１の弟である同３２－１も上記会社で働いており、同３６－１は同３２－１に

代表を譲るつもりであった。

　　一審原告３６－２は、本件事故当時、高校を卒業し、ｂｍ市内で就職するべく就職活動中

であり、同３６－３は、同市の市立小学校の１年生であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３６－１は、本件地震後の平成２３年３月１２日に出勤したものの、仕事ができ

る状態ではなかったため、仕事を早々に切り上げ、両親である同３３－１及び同３３－２並び

に弟家族である同３２－１から同３２－５までが住む実家に同３６－２及び同３６－３ととも

に行った。同３６の世帯、同３２の世帯及び同３３の世帯は、同日午後３時頃、福島県ｂｎ市

に避難し、同日はホテルに宿泊し、同月１３日、自動車で群馬県ｄｂ市に避難し、同月１３日

及び同月１４日は民宿に宿泊し、同月１５日からは同３６－１の友人のアパートでルームシェ

アを始めた。

　　一審原告３３の世帯及び同３２－１は、仕事を再開するため、平成２３年３月末頃、ｂｍ

市に戻ったが、同３６の世帯は、同３２－２から同３２－５までとともにｄｂ市での避難生活

を続けることにした。

　　一審原告３６－１は、平成２３年４月以降、ｄｂ市に生活の拠点を置きながらも、週３回

はｂｍ市にある会社に出勤し、場合によっては数日間滞在するという生活をした。

　　一審原告３６－２は群馬県で友人の会社に就職した。同３６－３は、平成２３年４月から

新学期が始まるため、臨時で群馬県の小学校に通うための手続をして同県の小学校に通い始め

た。

　　一審原告３６－１及び同３６－３は、同３２－２から同３２－５までと共に、平成２３年

７月及び平成２４年７月に保養プログラムに参加するために岐阜県に行った。また、同３６－

３は、平成２４年８月に甲状腺の検査を受けたところ、のう胞があると診断された。

　　（３）　その後の状況等

　　一審原告３６の世帯は、保養プログラムに参加したことをきっかけに、平成２４年８月

頃、岐阜県への転居を決断し、同県での住居を探し始めた。同３６－１及び同３６－３は同県

への転居の準備のためにｂｍ市に戻った。群馬県にいた同３６－２も平成２５年２月には岐阜

県へ一緒に引っ越すことを決め、その準備のためｂｍ市の自宅に戻った。そして、同３６の世

帯は、同年３月、ｄｃ市内のマンションに引っ越した。同３６－１は、同年４月頃、ｂｍ市の

自宅を売却し、平成２６年３月、ｄｃ市内に一戸建ての家をローンで購入した。

　　一審原告３６－１は、平成２５年６月にデイサービスの仕事に正社員として就職した。同

３３－１や同３２－１が、平成２７年１２月にｄｃ市で自動車の整備及び販売等の業を営む会
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社を設立したので、同３６－１は、平成２８年４月、同会社の正社員となり、デイサービスの

仕事はパートタイム勤務扱いにしてもらい、それ以降、火曜日及び土曜日はデイサービスの

パートタイム勤務に出て、月曜日、水曜日から金曜日までは上記会社において、保険、車両販

売、事務一般等の仕事をするという生活をしている。

　　一審原告３６－２は、ｄｃ市への引越し後、自動車整備士の資格を取るため、愛知県ｄｊ

市の専門学校に通い、平成２７年３月に同学校を卒業し、同年４月から自動車販売店で働いて

いる。

　　一審原告３６－３は、ｄｃ市へ引っ越してから、平成２５年１２月に同３３の世帯が同市

に引っ越してくるまでの間は、学校から帰宅しても一人だけで過ごす状態が続いた。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３６の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３６の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後に、不確実な情報を聞いて不安になって同３２の世帯や同３３の世帯

とともにまずｂｎ市に避難し、その後、さらに不安になってｄｂ市に避難したものであり、本

件事故直後の混乱期に本件事故に関する情報が不足していたことを考えると、同３６の世帯が

避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市における環境放射能等の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から

平成２４年にかけても環境放射能の値は低下しており、通常、遅くとも平成２３年１２月３１

日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子どもがいる場合でも遅くとも平成２

４年８月３１日までには、避難先からｂｍ市に帰還することに支障はなくなっていたというべ

きである。現に、一審原告３２－１と同３３の世帯は事業のため平成２３年３月末にｂｍ市に

戻り、同３２－１は平成２５年３月に、同３３の世帯は同年１２月にｄｃ市に転居するまでｂ

ｍ市に居住していたのであり、ｄｂ市での避難生活を継続した同３６の世帯についても、同年

８月３１日までには、ｂｍ市の自宅に戻ることについて支障はなくなっていたといえる。

　　そして、一審原告３６の世帯は、岐阜県における保養プログラムに参加したことをきっか

けにｄｃ市に転居することを決め、平成２４年８月（同３６－１及び同３６－３）または平成

２５年２月（同３６－２）にｄｂ市からｂｍ市の自宅に戻り、平成２５年３月にｄｃ市に転居

しているところ、まず、ｄｂ市が平成２４年当時、本件事故により避難を要するような状況に

あったとは認められず（乙Ｂ４６２）、実際、同３６の世帯は、直ちにｄｂ市からｄｃ市に転

居するのではなく平成２４年８月又は平成２５年２月にｂｍ市に戻っているのであり、同３６

－３が平成２４年８月の甲状腺検査でのう胞があると診断されたといっても、同３６－３は、

平成２３年３月１３日から平成２４年８月までは福島県外にいたのであるから本件事故との因

果関係は不明であり、同３６の世帯の平成２５年３月のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故

による避難とはいえず、その後のｄｃ市での生活も本件事故による避難生活とはいえない。

　　したがって、一審原告３６の世帯について本件事故との相当因果関係が認められる避難生

活はｂｎ市及びｄｂ市における平成２４年８月まで（同３６－１及び同３６－３についてはｂ

ｍ市に帰還するまで、同３６－２については同月３１日まで）のものに限られる。

　　（２）　一審原告３６－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同３６の世帯がｂｍ市からｄｂ市に避難した際に要した交通費及び

同市からｂｍ市に戻る際に要した交通費のほか、岐阜県へ保養プログラムに行く際に要した交
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通費及びｂｍ市から岐阜県への転居の際に要した交通費１１万７０００円が同３６－１の損害

であると主張する。

　　まず、一審原告３６の世帯のｂｍ市からｄｂ市への避難のための交通費及びｂｍ市へ帰還

するための交通費は、本件事故による損害ということができ、その額については、同３６の世

帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年３月１３日分の避難交通費１万

０４００円（乙Ｃ３６の１）の倍額の２万０８００円の限度で弁論の全趣旨により認められる

が、同３６－１がこれを超える交通費を負担したと認めるに足りる証拠はない。

　　他方、一審原告３６－１及び同３６－３が保養プログラムに参加するためにｄｂ市から岐

阜県に移動した際に要した交通費は本件事故による損害とはいえず、また同３６の世帯のｂｍ

市からｄｃ市への転居も本件事故との相当因果関係があるとはいえない。

　　したがって、上記の交通費損害の主張は、２万０８００円の限度で認められる。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３６の世帯は、平成２３年３月から平成２４年８月までの１８か月間、友人宅で

ルームシェアをしており、同３６－１が月額３万円を負担した事実が認められ（一審原告３６

－１本人（原審）、弁論の全趣旨）、本件事故がなければかかる負担はなかったといえるか

ら、５４万円（３万円／月×１８か月＝５４万円）を本件事故と相当因果関係を有する損害と

認める。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告３６の世帯のｂｍ市からｄｃ市への転居は本件事故との相当因果関係があるとは

いえないから、その引越し費用は本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同３６－１及び同３６－２が平成２３年１０月及び同年１１月に甲

状腺検査を行うために、ｄｂ市から福島県に行った（甲Ｃ３６の２８・２９）際の交通費とし

て５万２０００円を要し、これが損害であると主張する。

　　しかし、一審原告３６の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した検査交通費

４万１６００円（甲Ｃ３６の２８・２９、乙Ｃ３６の１）の限度では本件事故と相当因果関係

を有する損害と認めることができるが（弁論の全趣旨）、同１－１らは同３６－１がこの額を

超える交通費を支出した具体的な証拠を提出していない。

　　したがって、４万１６００円の限度で本件事故と相当因果関係を有する帰省費用の損害と

認める。

　　（オ）　合計　６０万２４００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同３６－１に家財道具購入費として１１６万６２８８円の損害が生

じたと主張する。

　　このうち、ｄｂ市に避難した際に購入したエアコン等については、一審原告３６の世帯の

請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分家財道具購入費１５万円の限度で

その支出及び額を認めることができるが（弁論の全趣旨）、これを超える額を支出したことを

示す領収証等の証拠は存在しない。

　　また、ｂｍ市からｄｃ市への転居に伴う家財道具購入は、本件事故との相当因果関係があ

るとはいえない。

　　したがって、１５万円を本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と認め

る。

　　（イ）　交通費

　　一審原告１－１らは、同３６－１が平成２３年４月から平成２４年８月までｄｂ市からｂ
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ｍ市に仕事のため月に４回は通わなければならず、そのための交通費として１７６万８０００

円を要し、これが損害であると主張する。

　　一審原告３６－１が、平成２３年６、７月頃から同３３－１が経営していた会社に週に

三、四日の頻度で出勤していた事実は認められ（前記認定事実のほか、一審原告３６－１本人

（原審））、同３６－１のｄｂ市への避難は本件事故によるものであるから、同市からｂｍ市

への通勤も合理的な範囲では本件事故によるものといえるところ、同３６の世帯の請求に対し

て一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分通勤費増加費用４２万２１８０円については

その支出及び額を認めることができるけれども（弁論の全趣旨）、同３６－１がこの額を超え

て通勤交通費を支出し、かつそれが合理的な範囲のものであったと認めるに足りる証拠はな

い。

　　したがって、４２万２１８０円の限度では本件事故と相当因果関係を有する通勤交通費増

加の損害が発生したと認められるが、その余の主張は採用できない。

　　（ウ）　その他（ｂｍ市の自宅の売却に要した費用）

　　一審原告３６－１が平成２４年８月にｂｍ市に帰還した後、平成２５年４月に同市の自宅

を売却したことは、本件事故による避難のためとはいえないから、その売却に要した費用は本

件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（エ）　その他（岐阜の自宅の購入費用）

　　一審原告３６の世帯のｄｃ市への転居は本件事故との相当因果関係があるとはいえないか

ら、同市における自宅の購入費用は本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（オ）　その他（引越し先探しのための交通費）

　　一審原告３６の世帯のｄｃ市への転居は本件事故との相当因果関係があるとはいえないか

ら、引越し先を探すための交通費は本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（カ）　その他（車庫証明手数料）

　　一審原告１－１らは、同３６－１が車庫証明手数料として２万８０００円を要し、これが

損害であると主張するが、実際にこの支出をしたと認めるに足りる証拠はない。

　　（キ）　その他（自動車購入費）

　　一審原告１－１らは、同３６－１の自動車が本件事故後に通勤のために走行距離が急激に

増えたことから故障し、それに伴い同３６－１が新しい自動車を購入せざるを得なくなったと

して、かかる自動車購入費も損害である旨主張する（一審原告１－１らは、この主張を、財物

に係る損害として主張するが、性質上、交通費の増加に類似する生活費増加費用と位置付けら

れる。）。

　　しかし、新しい自動車を購入しなければならなくなった原因が本件事故による避難により

通勤距離が増えたことにあると認めるに足りる証拠はなく、上記主張は認められない。

　　（ク）　合計　５７万２１８０円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告１－１らは、同３６－１が平成２５年２月に同３３－１の会社を退職してから同

年６月に岐阜県で再就職するまでの収入の減少により同３６－１に就労不能損害９６万８００

０円が生じたと主張する。しかし、ｄｃ市への転居は本件事故との相当因果関係が認められな

いから、その転居のための退職による収入の減少も本件事故と相当因果関係を有するものとは

いえない。

　　エ　被ばく検査費用

　　一審原告１－１らが、本件事故による同３６－１の損害と主張する検査費用４万４０３０

円については、ＡＤＲにおいて同３６－１の請求に対して一審被告東京電力が平成２３年分及

び平成２４年以降分の検査費用（検査交通費を含む）として合計８万５６３０円を既に賠償し

たことが認められ（乙Ｃ３６の１）、そのうち検査交通費は４万１６００円であることが認め
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られるから（甲Ｃ３６の２８・２９、弁論の全趣旨）、本件事故と相当因果関係を有する検査

費用の損害の額を４万４０３０円と認めるのが相当である。

　　オ　線量計購入費

　　一審原告３６の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償したガイガーカウンター

購入費１３万１２５０円（乙Ｃ３６の１）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める

（弁論の全趣旨）。

　　カ　慰謝料

　　一審原告３６－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市においては

民宿やルームシェアでの生活であったこと、子どもである同３６－３を伴っての避難及び避難

生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが

相当である。

　　キ　合計　２３４万９８６０円

　　（３）　一審原告３６－２の損害

　　一審原告３６－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市においては

民宿やルームシェアでの生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを

１００万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告３６－３の損害

　　一審原告３６－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｂｎ市を経由してｄｂ市に避難した状況、ｄｂ市においては

民宿やルームシェアでの生活であったこと、小学校の転校を要したことその他前記認定の一切

の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３６－１について　４５万６４８７円

　　イ　一審原告３６－２について　６４万円

　　ウ　一審原告３６－３について　７２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告３６の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行ったこと

が認められる（乙Ｃ３６の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３６－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３６－２に対し　自主避難等に係る損害　６４万円

　　（ウ）　一審原告３６－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　１４８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　３３万６４８７円

　　ＡＤＲにより、一審原告３６の世帯に対する和解金額が１６１万６４８７円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１２８万円を控除した３３万６４８７円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、検査費用、ガイガーカウンター購入費、ＡＤＲ弁護

士費用　７５万４３０７円

　　（イ）　一審原告３６－１の就労不能損害　４２万２１８０円
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　　（ウ）　精神的損害　４４万円

　　（エ）　合計（和解金額）　１６１万６４８７円

　　（オ）　既払い金　１２８万円（一審原告３６－１分８万円、同３６－２及び同３６－３

分各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）３３万６４８７円

　　ウ　合計　１８１万６４８７円

　　（３）　一審原告３６の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３６－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３３万６４８７円

　　ＡＤＲにおける和解金額１６１万６４８７円からの前記（２）イ（オ）の既払い金１２８

万円の控除は、まず一審原告３６の世帯にそれぞれ支払われたとみられる同（ウ）の精神的損

害４４万円から全額、次いで同３６－１が支出した同３６の世帯の共通の費用である同（ア）

の費用損害７５万４３０７円から全額を控除し、その余の８万５６９３円はＡＤＲのその余の

和解金額である同（イ）の４２万２１８０円から控除されたものとみると、同（カ）のＡＤＲ

による賠償の支払い額３３万６４８７円は、同３６－１に対する弁済額と扱うのが相当であ

る。

　　（ウ）　合計　４５万６４８７円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３６－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告３６－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３６－２に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３６－２に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　６４万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３６－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告３６－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３６－３に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償のうち同３６－３に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３６－３に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。
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　４　認容額等

　　（１）　一審原告３６－１

　　ア　損害額　２３４万９８６０円

　　イ　弁済額　４５万６４８７円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１８９万３３７３円

　　エ　弁護士費用　１９万円

　　オ　認容額　２０８万３３７３円

　　（２）　一審原告３６－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　６４万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　３６万円

　　エ　弁護士費用　４万円

　　オ　認容額　４０万円

　　（３）　一審原告３６－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第３４　一審原告３７の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３７の１・２、一審原告３７－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３７－１（本件事故当時３４歳）、その妻である同３７－２（本件事故当時３６

歳）、同３７－１及び同３７－２の長男である同３７－３（本件事故当時３歳）は、本件事故

当時、福島県ｂｍ市所在の賃貸アパート（福島第一原発からの距離５３．６４ｋｍ（乙Ｃ３７

の１））に居住していた。また、同３７－２の母である同３７－４（本件事故当時６３歳）

は、本件事故当時、同３７－２の祖母と共に、同市内の実家（福島第一原発からの距離５２．

５９ｋｍ（乙Ｃ３７の３））に居住していた。

　　本件事故当時、一審原告３７－１は、総合化学メーカーの正社員として茨城県ｆｍ市の工

場に勤務しており、同３７－２は主婦で、同３７－３は保育園に通っていた。同３７－４は無

職であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３７の世帯は、平成２３年３月１２日頃、福島第一原発で爆発があったことをテ

レビで知り、さらに同月１４日及び１５日に別の爆発もあったので、家族で話し合った結果、

とにかくｂｍ市から離れるため、避難することにした。

　　一審原告３７の世帯は、東京都ｇｐ区に住む同３７－２の叔母（同３７－４と姉妹）から

避難することの了承を得たので、平成２３年３月１５日、同３７の世帯４名と同３７－２の祖

母との計５名で自動車で同区まで行き、上記叔母宅に避難した。

　　その後、一審原告３７－１から同３７－３までは、平成２３年３月１８日まで上記叔母宅

に滞在した後、同日から同月２５日までの間、東京都ｈｃ区のホテルに泊まり、同日、同３７

－１の勤務先から同３７－１から同３７－３までのためにｄｃ市にあるホテルを予約したとの

連絡があったので、同市のホテルに行くことにした。

　　他方、平成２３年３月１８日以降も上記叔母の家に滞在していた一審原告３７－４及び上

記祖母（同３７－４及び上記叔母の母）は、いつまでもその家にいるわけにもいかなかったた
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め、ｂｍ市の自宅に戻ることとし、同月２５日、同３７－１の運転する自動車で同市に戻っ

た。

　　ｂｍ市に一審原告３７－４らを送り届けた同３７－１と同３７－２及び同３７－３とはｈ

ｄ駅で合流し、電車でｄｃ市のホテルまで行き、平成２３年３月２５日から同年５月２１日ま

では同ホテルに宿泊した。このホテル代は同３７－１の勤務先が負担した。

　　一審原告３７の世帯は、同３７－１の勤務先の工場が再開したこと、長いホテル生活で精

神的及び肉体的に疲労がたまっていたこと等から、いったんｂｍ市の自宅に戻ることにした。

そこで、平成２３年５月２１日、同３７－１がｄｃ市からｂｍ市まで新幹線等を利用して自動

車を取りに行って自動車でｄｃ市に戻り、同３７－２及び同３７－３を乗せてｂｍ市に帰っ

た。

　　一審原告３７－１から同３７－３までがｂｍ市に戻ってから、同３７－３は保育園に通っ

ていたが、放射能の影響を心配しながらの生活で、同３７－１と同３７－２は、いつまでもｂ

ｍ市にいては同３７－３の健康に良くないと考え、受入れ先の自治体を探したところ、愛知県

が受け入れてくれるという情報を知り、同県に避難することにした。

　　一審原告３７の世帯と同３７－２の祖母は、平成２３年１２月２５日、自動車で愛知県に

行き、同３７－１から同３７－３までと同３７－４及び上記祖母とが、それぞれｃｑ市の借上

げ住宅に入居した。同３７の世帯は、その際、家財道具を全て買い換えた。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３７－１は、転勤により、平成２４年１月１日から平成２６年７月３１日までマ

レーシアで勤務した。同３７－２及び同３７－３は同行することも検討したが、同国で居住す

る場所の放射線量が自然放射線量としては高めであると思い、同行しなかった。同３７－１は

マレーシアから戻ると東京の本社勤務になり、同年８月１日から平成２８年１２月３１日まで

東京都ｈｅ市に単身赴任した。

　　一審原告３７－２及び同３７－３は、ｃｑ市の借上げ住宅の家賃補助が平成２９年３月３

１日に終了する予定であったことから、平成２８年１２月末にｃｑ市内のアパートに引っ越

し、三重県ｈｆ市の工場勤務になった同３７－１と、平成２９年１月１日から同居した。

　　一審原告３７－４及び上記祖母（同３７－４の母）は、ｃｑ市の借上げ住宅に住んでいた

が、同祖母は平成２４年１０月に死亡した。同３７－４は家賃補助が終了した後も引き続き同

じ借上げ住宅に住んでいる。同３７－４のｂｍ市の自宅は、現在は貸家にしている。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３７の世帯の本件事故当時の住所地であるｂｍ市は自主的避難等対象区域であ

り、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３７の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後、福島第一原発の爆発を知り、同市から離れるために、平成２３年３

月１５日、まず東京都ｇｐ区の親族宅に避難したものであり、この避難は本件事故によるもの

である。また、これに引き続く、同３７－１から同３７－３までの同月１８日までの同親族

宅、同日から同月２５日までの東京都ｈｃ区のホテル及び同日から同年５月２１日までのｄｃ

市のホテルにおける各避難生活並びに同３７－４の同年３月２５日までの同親族宅における避

難生活もいずれも本件事故による避難生活であるといえる。

　　次に、一審原告３７－１から同３７－３までは平成２３年５月２１日に、同３７－４は同

年３月２５日にそれぞれｂｍ市の各自宅に戻っているところ、同３７の世帯は、同年１２月２

５日に再びｃｑ市に転居しているので、この点について検討する。

　　ｂｍ市における環境放射能等の状況は前記のとおりであり、平成２３年から平成２４年に
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かけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅くとも

平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる幼児がいる場合

でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難せずに同市に居住することや、避難先から

同市に帰還することに支障はなくなっていたというべきである。

　　そして、まず、一審原告３７－１については、平成２３年１２月２５日のｃｑ市への転居

は、同３７－１が平成２４年１月からマレーシア勤務となる前提で同３７－２及び同３７－３

とともに転居したものに過ぎず、実際、同月以降は、勤務の都合で同国、ｈｅ市、ｃｑ市に居

住しているのであり、平成２３年１２月２５日以降の生活には本件事故による避難生活として

の実態はないというべきである。

　　一審原告３７－２及び同３７－３については、同３７－３が一般的に放射線の影響を受け

やすいとされる幼児であったことを考慮すれば、同３７－３の健康への不安から行った平成２

３年１２月２５日のｃｑ市への再避難も本件事故によるものとみる余地があるが、それでも遅

くとも平成２４年８月３１日までにはｂｍ市へ帰還することに支障はなかったというべきであ

り、本件事故と相当因果関係ある避難生活は同日までの分に限られるとするのが相当である。

　　また、一審原告３７－４については、本件事故前も同３７－１から同３７－３までとは別

の家に同３７－２の祖母（同３７－４の母）と住んでおり、平成２３年１２月２５日の時点で

は、子どもである同３７－３を連れてｃｑ市に避難した同３７－２と必ずしも行動をともにす

る必要はなかったというべきであり、同３７－４の同市への転居は、本件事故との相当因果関

係が認められないというべきである。

　　したがって、一審原告３７－１については、平成２３年３月１５日から同年５月２１日ま

での東京都ｇｐ区の親族宅、同ｈｃ区のホテル及びｄｃ市のホテルにおける生活が、同３７－

２及び同３７－３については、これに加えて同年１２月２５日から平成２４年８月３１日まで

のｃｑ市の借上げ住宅における生活が、同３７－４については、平成２３年３月１５日から同

年５月２１日までの東京都ｇｐ区の親族宅における生活が、それぞれ本件事故と相当因果関係

が認められる避難生活となる。

　　（２）　一審原告３７－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、〈１〉平成２３年３月１５日に同３７の世帯がｂｍ市から東京都ｇ

ｐ区まで自動車で避難した際の交通費、〈２〉同月２５日に同３７－１から同３７－３までが

電車でｈｄ駅からｄｃ市まで移動した際の交通費、〈３〉同日に同３７－１が同３７－４及び

同３７－２の祖母をｂｍ市まで自動車で送り、電車で東京に戻ってきた際の交通費、〈４〉同

年５月２１日に同３７－１がｂｍ市に電車で戻った際の交通費、〈５〉同日に同３７－１がｂ

ｍ市からｄｃ市まで自動車で同３７－２及び同３７－３を迎えに行った際の交通費及びｄｃ市

からｂｍ市まで自動車で戻ってくる際の交通費、〈６〉同年１２月２５日に同３７の世帯がｂ

ｍ市からｃｑ市に自動車で移動した際の交通費として、同３７－１が合計１１万２８５６円を

要したとして、これらが損害であると主張するところ、〈１〉から〈５〉まではいずれも同３

７の世帯の本件事故と相当因果関係がある避難又は避難先からの帰還のための移動であり、

〈６〉は同３７－１が同３７－２及び同３７－３に本件事故と相当因果関係がある再避難をさ

せるのための移動であり、これらに要した交通費は本件事故による損害といえる。

　　交通費の金額としては、自動車で移動した事実によれば、ｂｍ市から東京までは片道８０

００円、ｂｍ市からｄｃ市又はｃｑ市までは片道１万円を少なくとも要した事実を推認するこ

とができ、鉄道代は、ｈｄ駅からｄｃ駅までは片道１万０５８０円（甲Ｃ３７の５）、ｄｃ駅

からｂｍ駅までは片道１万３７１０円（甲Ｃ３７の６）と認められるから、上記〈１〉から

〈６〉までの交通費の合計は８万４０００円となる（〈１〉８０００円、〈２〉１万０５８０
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円、〈３〉２万１７１０円（＝８０００円＋１万３７１０円）、〈４〉１万３７１０円、

〈５〉２万円（＝１万円×２（往復））、〈６〉１万円）。

　　したがって、本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害を８万４０００円と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３７－１が平成２３年３月１８日から同月２５日まで東京都ｈｃ区のホテルに滞

在した事実によれば、同３７－１分として同１－１らが主張する２万１０００円を下らない額

の宿泊費が同３７－１に発生した事実を推認することができる。

　　また、一審原告３７－１が平成２３年１２月２５日に神奈川県のホテルで宿泊したことも

認められ（一審原告３７－２本人（原審）、弁論の全趣旨）、領収証等の証拠の提出はないも

のの、宿泊の事実によれば同３７－１に少なくとも宿泊費５０００円の負担が生じた事実は推

認することができ、これは本件事故と相当因果関係ある同３７－２及び同３７－３の再避難の

ための移動中の宿泊費であるから、本件事故による損害と認められる。

　　したがって、２万６０００円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費の損害と認める。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同３７－１がｂｍ市からｃｑ市への引越し費用として２０万円を要

し、これが損害であると主張する。

　　前記のとおり、一審原告３７－２及び同３７－３が再避難のためｂｍ市からｃｑ市に転居

した事実は認められ、この事実によれば、少なくとも５万円の引越し費用が同３７－１に発生

した事実を推認することができるが、この転居と同時に、同３７－１及び同３７－４が同市に

転居しているとしても、それは前記のとおり本件事故による避難とはいえず、上記推認額を超

える領収証等の証拠があるわけでもない。

　　したがって、５万円を本件事故と相当因果関係を有する引越し費用の損害と認める。

　　（エ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同３７－１が平成２５年１０月中旬頃にｂｍ市に帰省した際の費用

が損害であると主張する。

　　しかし、一審原告３７－２及び同３７－３に限っても本件事故との相当因果関係が認めら

れるｃｑ市における避難生活は平成２４年８月３１日までの部分であるから、同日より後の帰

省費用については本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（オ）　その他（引越しの準備等）

　　一審原告１－１らは、同３７－１が平成２３年１２月下旬頃にｃｑ市の避難者用のアパー

トの下見に電車で行った際の交通費及び宿泊費が損害であると主張するところ、これについて

は同３７－２及び同３７－３の再避難の準備のために必要なものであったといえ、本件事故と

相当因果関係を有するといえる。

　　その費用の額については、ｂｍ市から東京までは在来線の利用であったので（一審原告３

７－２本人（原審））、ｂｍ市からｃｑ市までの交通費は片道１万３０００円を下らず、宿泊

費は１泊５０００円を下らないと推認でき、３万１０００円（交通費１万３０００円×２（往

復）＋宿泊費５０００円＝３万１０００円）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認め

る。

　　一方、一審原告１－１らは、同３７－１が東京に単身赴任中の平成２６年８月から平成２

８年１２月までの間、ｃｑ市に同３７－２及び同３７－３に会うために交通費等を要したと主

張するが、同３７－１の単身赴任は本件事故によるものではないから、主張自体失当である。

　　（カ）　合計　１９万１０００円

　　イ　線量計購入費

　　一審原告１－１らは、同３７－１の線量計購入費も損害であると主張するが、実際に線量

計を購入したと認めるに足りる証拠がなく、認められない。
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　　ウ　慰謝料

　　一審原告３７－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛（同３７－２から同３７－４までの避難に係る精神的苦痛を含む。）に対する慰謝

料額は、東京都ｇｐ区の親族宅や同ｈｃ区、ｄｃ市のホテルを転々としたこと、幼児である同

３７－３を伴っての避難及び避難生活であったこと、同３７－４のｂｍ市への帰還や同３７－

２及び同３７－３の再避難に関してたびたび長距離の移動をしたことその他前記認定の一切の

事情を考慮すれば、これを３０万円と認めるのが相当である。

　　エ　合計　４９万１０００円

　　（３）　一審原告３７－２の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３７－２が平成２３年３月１８日から同月２５日まで東京都ｈｃ区のホテルに滞

在した事実によれば、同３７－２分として同１－１らが主張する２万１０００円を下らない額

の宿泊費が同３７－２に発生した事実を推認することができる。

　　また、一審原告３７－２が平成２３年１２月２５日に神奈川県のホテルで宿泊したことも

認められ（一審原告３７－２本人（原審）、弁論の全趣旨）、領収証等の証拠の提出はないも

のの、宿泊の事実によれば同３７－２に少なくとも宿泊費５０００円の負担が生じた事実は推

認することができ、これは本件事故と相当因果関係ある同３７－２及び同３７－３の再避難の

ための移動中の宿泊費であるから、本件事故による損害と認められる。

　　したがって、２万６０００円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費の損害と認める。

　　（イ）　一時立入り・帰省費用

　　前記のとおり、一審原告３７－２の再避難後の避難生活について本件事故との相当因果関

係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、同１－１らが同３７－

２の損害として主張する同年１０月中旬、平成２５年１０月中旬及び平成２８年８月中旬に帰

省した際に要した費用は、本件事故と相当因果関係を有するとはいえない。

　　（ウ）　その他（引越しの準備等）

　　一審原告１－１らは、同３７－２が平成２３年１２月下旬頃にｃｑ市の避難者用のアパー

トの下見に行った際に交通費及び宿泊費を要し、これらも損害であると主張するところ、これ

は同３７－２及び同３７－３の再避難の準備のために必要であったといえるから、前記（２）

ア（オ）と同様、３万１０００円を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

　　（エ）　合計　５万７０００円

　　イ　慰謝料

　　一審原告３７－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、当初の避難で東京都ｇｐ区の親族宅

や同ｈｃ区、ｄｃ市のホテルを転々としたこと、幼児である同３７－３を伴っての避難及び再

避難並びに避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを７０万円

と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　７５万７０００円

　　（４）　一審原告３７－３の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３７－３が平成２３年３月１８日から同月２５日まで東京都ｈｃ区のホテルに滞

在した事実、同３７－３が当時３歳であった事実によれば、同３７－３分と同３７－１又は同

３７－２について認定できる宿泊費の半額である１万０５００円が同３７－３に発生した事実

を推認することができる。
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　　また、一審原告３７－３が平成２３年１２月２５日に神奈川県のホテルで宿泊したことも

認められ（一審原告３７－２本人（原審）、弁論の全趣旨）、領収証等の証拠の提出はないも

のの、宿泊の事実によれば同３７－３に同３７－１又は同３７－２について認定できる宿泊費

の半額である２５００円が発生した事実は推認することができ、これは本件事故と相当因果関

係ある同３７－２及び同３７－３の再避難のための移動中の宿泊費であるから、本件事故によ

る損害と認められる。

　　したがって、１万３０００円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費の損害と認める。

　　（イ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らが主張する、同３７－３が平成２４年１０月中旬、平成２５年１０月中

旬及び平成２８年８月中旬に帰省した際に要した費用については、同３７－３の再避難につい

て本件事故との相当因果関係が認められる平成２４年８月３１日より後の帰省に関する主張で

あるから失当である。

　　（ウ）　その他（引越しの準備等）

　　一審原告１－１らは、同３７－３が平成２３年１２月下旬頃に愛知県の避難者用のアパー

トの下見に行った際に交通費及び宿泊費を要し、これらも損害であると主張するところ、同３

７－３は当時４歳（甲Ｃ３７の１）であり、同３７－３自身が下見を行う必要があったわけで

はないが、同３７－１及び同３７－２が同３７－３を同伴することもやむをえないことと考え

られ、本件事故と相当因果関係を有する再避難のための費用といえ、同３７－１又は同３７－

２について認定できる交通費及び宿泊費の半額である１万５５００円を本件事故と相当因果関

係を有する損害と認める。

　　（エ）　合計　２万８５００円

　　イ　慰謝料

　　一審原告３７－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、当初の避難で東京都ｇｐ区の親族宅

や同ｈｃ区、ｄｃ市のホテルを転々としたこと、再避難で環境の変化があったことその他前記

認定の一切の事情を考慮すれば、これを７０万円と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　７２万８５００円

　　（５）　一審原告３７－４の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同３７の世帯が同３７－２の叔母の家に避難させてもらった謝礼と

して、同３７－４が３万円を支払ったとして、これが損害となると主張するが、その支払いの

事実を証する証拠はなく、仮に支払ったとしても、本件事故直後に姉妹関係にある親族の情誼

で避難させてもらったものに対して同３７－４が自らの判断で任意に支払ったものであり、本

件事故と相当因果関係を有するものとはいえない。

　　一方で、一審原告３７－４が、平成２３年１２月２５日、神奈川県のホテルに宿泊したこ

とは認められるものの（一審原告３７－２本人（原審）、弁論の全趣旨）、同３７－４につい

ては本件事故により再避難することの相当性は認められず、この宿泊費は損害とは認められな

い。

　　（イ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告３７－４のｃｑ市への転居は、本件事故と相当因果関係がある再避難とは認めら

れないから、平成２４年１０月中旬、平成２５年１０月中旬及び平成２８年８月中旬に帰省し

た際に要した費用が損害となるとの主張は失当である。

　　（ウ）　合計　０円

　　イ　慰謝料
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　　一審原告３７－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後に母を伴ってｂｍ市から東京都まで避難した状

況、姉妹宅で避難生活を送ったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを３０万

円と認めるのが相当である。

　　ウ　合計　３０万円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３７－１について　８万円

　　イ　一審原告３７－２について　８万円

　　ウ　一審原告３７－３について　６０万円

　　エ　一審原告３７－４について　１２万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東電は、これまで一審原告３７の世帯に対し、以下のとおりＡＤＲ以外による賠

償を行ったことが認められる（乙Ｃ３７の５・６、弁論の全趣旨）。

　　ア　一審原告３７－１に対し　自主避難等に係る損害　８万円

　　イ　一審原告３７－２に対し　自主避難等に係る損害　８万円

　　ウ　一審原告３７－３に対し　自主避難等に係る損害　６０万円

　　エ　一審原告３７－４に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　オ　合計　８８万円

　　（３）　一審原告３７の世帯に対する各弁済額

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

り、前記（２）アからエまでが一審原告３７の世帯それぞれに対する弁済額となる。

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３７の世帯に対する弁済の抗弁はいずれも全部

認められる。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３７－１

　　ア　損害額　４９万１０００円

　　イ　弁済額　８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４１万１０００円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　４６万１０００円

　　（２）　一審原告３７－２

　　ア　損害額　７５万７０００円

　　イ　弁済額　８万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　６７万７０００円

　　エ　弁護士費用　７万円

　　オ　認容額　７４万７０００円

　　（３）　一審原告３７－３

　　ア　損害額　７２万８５００円

　　イ　弁済額　６０万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１２万８５００円

　　エ　弁護士費用　２万円

　　オ　認容額　１４万８５００円

　　（４）　一審原告３７－４
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　　ア　損害額　３０万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１８万円

　　エ　弁護士費用　２万円

　　オ　認容額　２０万円

第３５　一審原告３８の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３８の１・２、一審原告３８－２本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３８－１（本件事故当時４３歳）、その妻である同３８－２（本件事故当時３８

歳）、同３８－１及び同３８－２の長女である同３８－３（本件事故当時０歳）は、本件事故

当時、ｂｌ市所在の賃貸アパート（福島第一原発からの距離６６．３３ｋｍ（乙Ｃ３８の

２））に居住していた。

　　一審原告３８－１及び同３８－２はいずれも福島県出身で、双方の実家も福島県内にあ

り、互いの兄弟姉妹も含め、頻繁に交流していた。特に同３８－２の姉家族は同じアパートに

住み、困った時にはすぐに協力し合える状況であった。

　　一審原告３８－１は、本件事故当時、福島県内の運送会社に勤務していた。同３８－２

は、福島県内の会社で勤務していたが、平成２２年（以下略）に同３８－３が出生し、本件事

故当時は育児休業中であった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　平成２３年３月１２日、本件事故が発生したものの、ｂｌ市については避難の必要はない

との報道がされていたため、一審原告３８の世帯は自宅での生活を継続していた。しかし、同

月１４日、福島第一原発で２回目の爆発が発生し、同３８－１及び同３８－２は、特に同３８

－３の健康を心配し、親族とも相談の上、ｂｌ市から避難すると決めた。

　　避難は、同じアパートに住む同３８－２の姉（二女）の家族及びその義父母、同３８－２

の実家の母及び同３８－２の妹（五女）並びに同３８－２のもう一人の妹（四女）夫婦の合計

１２名で行うことになり、避難先は、特に地縁等があったわけではないが、東京よりさらに遠

方の都市であるｃｑ市とした。

　　一審原告３８の世帯とその親族ら計１２名は、平成２３年３月１４日の深夜から同月１５

日の未明にかけて、自動車に分乗して福島県を出発し、同日午前、栃木県ｆｌ市に到着した。

１２名は、自動車をｆｌ駅前に駐車したまま新幹線に乗り、同日夕方、ｃｑ市に到着し、ビジ

ネスホテル５部屋に合計５泊した。

　　一審原告３８の世帯とその親族ら計１２名は、平成２３年３月２０日、ｃｑ市から市営住

宅等が無料で提供されることを聞き、同市内の市営住宅へ入居した。しかし、同３８－１のほ

か親族６名は、それぞれ仕事の都合等により、同月末頃までに福島県内の自宅に戻り、同３８

－２及び同３８－３のほか、同３８－２の姉とその子や同３８－２の妹はｃｑ市内に残り、避

難生活を継続した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３８－２及び同３８－３は、平成２３年１２月、上記の市営住宅からｃｑ市内の

借上げ住宅（マンション）に引っ越し、同３８－２の姉とその子及び同３８－２の妹も同じマ

ンションの別室へ引っ越した。

　　一審原告３８の世帯は、同３８－１がｂｌ市内の自宅で、同３８－２及び同３８－３がｃ

ｑ市内のマンションで生活する二重生活となり、同３８－１は、勤務先での仕事を続けながら

月２回程度ｃｑ市に来ていた。同３８－２は、同市へ避難したため本件事故前に勤務していた

会社を退職したが、避難後、慢性的な不眠、頭痛、胃痛、不安神経症を患うなど体調を崩して

通院する生活であり、再就職先を見つけることはできなかった。同３８－３は、平成２５年４
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月、保育園に入園した。

　　一審原告３８－１が、平成２７年９月に体調を崩し、３週間ほど入院したこともあり、同

３８－２及び同３８－３は、平成２８年２月、ｂｌ市内の自宅に戻り、同３８の世帯で生活す

るようになった。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３８の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３８の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してい

たところ、福島第一原発における爆発の発生という事態を受けて、乳児である同３８－３の健

康を心配して、本件事故直後に親族ともどもｃｑ市に避難したものであり、この避難は本件事

故によるものと認められる。

　　他方、ｂｌ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる乳児がいる

場合でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに支障はな

くなっていたというべきである。

　　そうすると、一審原告３８－２及び同３８－３のｃｑ市における避難生活については、同

３８－３が乳児であったことを考慮しても、本件事故との相当因果関係が認められるのは平成

２４年８月３１日までを限度とするのが相当である。

　　一方、一審原告３８－１は、平成２３年３月末までに仕事の都合でｂｌ市内の自宅に戻っ

ており、本件事故と相当因果関係が認められる避難生活は同月３１日までに限られるが、同３

８－２及び同３８－３の相当因果関係ある避難期間中のｂｌ市とｃｑ市との二重生活により発

生した相当な範囲の損害については、これも本件事故との相当因果関係を認めることができ

る。

　　（２）　一審原告３８－１の損害

　　一審原告３８－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中並

びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車、新幹線を乗り継いでｃｑまで避難

した状況、ビジネスホテル、市営住宅を転々とした避難生活であったこと、乳児である３８－

３を伴っての避難及び避難生活であったこと、二重生活中にｃｑ市まで同３８－２及び同３８

－３に会いに行っていたことその他前記認定に係る一切の事情を考慮すれば、これを１５万円

と認めるのが相当である。

　　（３）　一審原告３８－２の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告３８の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に平成２３年３月１５日の避難交

通費３万２０６０円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ３８の１・４）、これを本件事故と相当

因果関係を有する同３８－２の交通費の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告３８の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に平成２３年３月１５日から同月

２０日までの宿泊費３万９０００円を賠償した事実が認められ（乙Ｃ３８の１・４）、これを

本件事故と相当因果関係を有する同３８－２の宿泊費の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　合計　７万１０６０円

　　イ　生活費増加費用
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　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同３８－２が家財道具購入費として１０９万円を要し、これを損害

であると主張する。

　　しかし、一審原告３８の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年３

月から同年１２月までの家財道具購入費用３０万円（乙Ｃ３８の１・４）については本件事故

と相当因果関係を有する損害と認める余地があるが、同１－１らは同３８－２がこれを超える

額の家財道具購入費を支出したことを示す領収証等の証拠を提出していない。

　　したがって、３０万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と

認める。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１－１らは、同３８－２が二重生活を強いられたことにより月額約２万円程度水

道光熱費が増加したと主張するが、実際に水道光熱費が増加したことについての具体的な立証

はなく、同１－１らの上記主張は認められない。

　　（ウ）　食費

　　一審原告１－１らは、同３８－２が二重生活を強いられたことにより月額約３万円程度食

費が増加した旨主張するが、実際に食費が増加したことについての具体的な主張立証がなく、

上記主張は認められない。

　　（エ）　教育費

　　一審原告３８－２は、同３８－３の面倒を実姉に見てもらうつもりであり、本件事故がな

ければ同３８－３を保育園に通園させる必要はなかったが、本件事故により親族に同３８－３

の面倒を見てもらうことができなくなり、また、同３８－２が体調を崩したこともあって、同

３８－３を保育園に通園させる必要が生じたと主張する。

　　しかし、一審原告３８－３の保育園入園は平成２５年４月であり、本件事故との相当因果

関係ある避難生活中のことではないから、上記主張は失当である。

　　（オ）　合計　３０万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告３８－２は、本件事故当時、育児休業中であり、平成２３年９月頃に復帰し本件

事故前と同程度の給与が得られる見込みがあったが、本件事故による退職によりそれが得られ

なくなったといえるから、平成２３年９月から平成２４年８月までの分の就労不能損害を認め

るのが相当である。

　　一審原告３８－２の平成２２年１月から同年７月までの給与は平均月額１０万０２５１円

と認められるから（甲Ｃ３８の３・４）、平成２３年９月から平成２４年８月までの就労不能

損害は１２０万３０１２円（＝１０万０２５１円／月×１２か月）となり、これを本件事故と

相当因果関係を有する損害と認める。

　　エ　生命・身体的損害

　　一審原告１－１らは、同３８－２が長期に及ぶ避難生活により慢性的な不眠症、頭痛、胃

痛、不安神経症を患い、通院を強いられたと主張し、その原因は本件事故であると記載された

診断書（甲Ｃ３８の５）を提出するが、この診断書の記載だけから同３８－２の身体症状が本

件事故による避難を原因とするものとは直ちに認められない。

　　オ　慰謝料

　　一審原告３８－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車、新幹線を乗り継いでｃｑまで避難した状況、ビジネ

スホテル、市営住宅、借上げ住宅を転々とした避難生活であったこと、乳児である３８－３を

伴っての避難及び避難生活であったこと、同３８－１との二重生活となったこと、体調を崩す

中での避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と
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認めるのが相当である。

　　カ　合計　２５７万４０７２円

　　（４）　一審原告３８－３の損害

　　一審原告３８－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車、新幹線を乗り継いでｃｑまで避難した状況、ビジネ

スホテル、市営住宅、借上げ住宅を転々とした避難生活であったこと、父である同３８－１と

離れての生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認

めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３８－１に対し　５０３万０４８９円

　　イ　一審原告３８－２に対し　８４万３７７６円

　　ウ　一審原告３８－３に対し　１５０万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３８の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ３８の１・４、４９の１から７まで、弁論の全趣旨）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３８－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３８－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告３８－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　９６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告３８の世帯に対する和解金額が７１７万４２６５円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち７６万円を控除した６４１万４２６５円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　６１１万４４５９円

　　（イ）　一審原告３８－２の就労不能損害　７３万３７７６円

　　（ウ）　一審原告３８－１の帰宅費用　１万６０３０円

　　（エ）　精神的損害　３１万円

　　（オ）　合計（和解金額）　７１７万４２６５円

　　（カ）　既払い金　７６万円（一審原告３８－１及び同３８－２分各８万円、同３８－３

分６０万円）

　　（キ）　合計（支払い額）　６４１万４２６５円

　　ウ　合計　７３７万４２６５円

　　（３）　一審原告３８の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３８－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１万６０３０円

　　ＡＤＲによる和解金額の内訳は前記（２）イのとおりであるが、同（カ）の既払い金７６

万円の控除は、まず同（エ）の精神的損害３１万円から全額、次いで一審原告３８の世帯共通

の費用である同（ア）から４５万円が控除されたものとみることにする。同３８の世帯におい
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ては、各種の費用を同３８－２が支出したと主張しており、当事者の意思を合理的に解釈し

て、同（ア）のその余の額５６６万４４５９円は同３８－２に対する弁済額と扱うこととす

る。

　　そうすると、ＡＤＲによる賠償額のうち一審原告３８－１に対する弁済額と扱うことがで

きるのは同３８－１に対する賠償であることが明らかな前記（２）イ（ウ）の１万６０３０円

である。

　　（ウ）　合計　１３万６０３０円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３８－１に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　イ　一審原告３８－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　６３９万８２３５円

　　前記ア（イ）のとおり、ＡＤＲによる賠償のうち、既払い金控除後の前記（２）イ（ア）

の５６６万４４５９円は一審原告３８－２に対する弁済と扱うのが相当であり、また同（イ）

の就労不能損害分７３万３７７６円も同３８－２に対する賠償であることが明らかであるか

ら、これらの合計である６３９万８２３５円をＡＤＲによる賠償による同３８－２に対する弁

済額とする。

　　（ウ）　合計　６５１万８２３５円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３８－２に対する弁済の抗弁８４万３７７６円

は全部認められる。

　　ウ　一審原告３８－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲによる賠償のうち、一審原告３８－３に係る精神的損害は既払い金により控除済み

であり、同３８－３に対する弁済額は０円となる。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３８－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３８－１

　　ア　損害額　１５万円

　　イ　弁済額　１３万６０３０円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１万３９７０円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　２万３９７０円

　　（２）　一審原告３８－２

　　ア　損害額　２５７万４０７２円

　　イ　弁済額　８４万３７７６円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１７３万０２９６円

　　エ　弁護士費用　１８万円
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　　オ　認容額　１９１万０２９６円

　　（３）　一審原告３８－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第３６　一審原告３９の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ３９の１、一審原告３９－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告３９－１（本件事故当時３４歳）、その妻である同３９－２（本件事故当時３４

歳）、同３９－１及び同３９－２の長男である同３９－３（本件事故当時３歳）、長女である

同３９－４（本件事故当時１歳）は、本件事故当時、同３９－１の実家から車で１０分ほどの

場所にある福島県ｂｍ市内の借家（福島第一原発からの距離３６．２４ｋｍ（乙Ｃ３９の

２））に居住していた。

　　一審原告３９－１はｂｍ市で生まれ、地元の高校を卒業後、森林に関わる仕事を目指して

大学で森林の研究をし、その後、熱帯雨林関係のＮＧＯに就職し、平成１３年、愛知県ｅｊ市

の同ＮＧＯの施設に異動した。同３９－１は、ｅｊ市で同３９－２と婚姻し、同３９－３をも

うけ、平成２０年頃、同３９－１の父の体調が悪くなったこと等をきっかけに、同ＮＧＯを辞

めてｂｍ市の実家に戻り、同３９－１から同３９－３まで及び同３９－１の父母の５人で暮ら

し始めた。同３９－１は、他の仕事を経て、平成２２年４月、森林組合職員となり、同年（以

下略）に同３９－４も生まれたので、実家から上記借家に転居し、同３９の世帯で生活してい

た。

　　ｂｍ市で生活している間は、一審原告３９－１の祖父母から野菜をもらっていたので、季

節の野菜はほとんど買わなかった。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告３９の世帯は、本件地震後の平成２３年３月１２日の朝、同３９－１の実家に

行った。テレビで、本件事故を報道しており、福島第一原発から５ｋｍ以上離れていれば大丈

夫であると言われていたが、同３９－２は、同３９－３及び同３９－４への悪影響に不安を感

じていた。同月１５日、同３９－１の勤務先が休みになり、同３９－２は広報車の屋内退避の

呼びかけを聞き、同３９－１及び同３９－２は放射能に対する不安が払拭できなかったため、

同３９－２の実家がある愛知県ｅｑ市に避難することに決めた。

　　一審原告３９の世帯は、平成２３年３月１５日午後３時頃、自動車でｂｌ空港へ行き、同

日は空港のロビーで一夜を過ごし、翌１６日、飛行機でｆｊ空港に到着し、同日中に病院で外

部被ばくの検査を受け、ｅｑ市の同３９－２の実家に入った。

　　一審原告３９－１は、森林組合で仕事を続けたかったことや両親のことが心配だったこと

から、平成２３年３月２６日、一人でｂｍ市の自宅に戻って単身生活となり、平成２４年３

月、自宅を引き払い、実家に移った。

　　一審原告３９－２から同３９－４まではｅｑ市に残ったが、同３９－２は被ばくの影響が

明らかでないのでｂｍ市に戻ることはできないと考えていた。

　　一審原告３９－１は、同３９－２から同３９－４までと一緒に暮らすため、森林組合の仕

事を辞めてｅｑ市に転居することにした。同３９の世帯は、平成２４年５月、同３９－２の実

家近くの借上げ住宅のアパートに入居し、４人での生活を始めた。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告３９－１は、平成２４年６月、測量の会社に就職し、平日は愛知県ｆｆ市の寮で
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生活していたが、平成２８年１１月に退職し、平成２９年１月、ｆｆ市の森林組合に就職し

た。

　　一審原告３９の世帯が入居したｅｑ市のアパートは、平成２９年３月までは借上げ住宅で

家賃は必要なかったが、同月から家賃がかかるようになったので、同月下旬に、同市にある一

軒家の借家に引っ越した。同３９－１及び同３９－２は、同３９－３及び同３９－４の内部被

ばくを少しでも減らしたいため、食材の産地が分からない給食は食べさせず弁当を持たせた。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告３９の世帯の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告３９の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住してい

たところ、本件事故直後、福島第一原発の爆発の報道を見たり、屋内退避の呼びかけを聞いた

りして同３９－３及び同３９－４への放射能の影響を危惧し、ｅｑ市へ避難したものであっ

て、同３９の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市における環境放射能等の状況は前記のとおりであり、平成２３年から平成２

４年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅

くとも平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる幼児、乳

児がいる場合でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに

支障はなくなっていたというべきである。

　　もっとも、一審原告３９の世帯は、平成２３年３月１６日にｅｑ市に避難し、同３９－１

だけが同月２６日、避難先からｂｍ市の自宅に戻っており、幼児、乳児である同３９－３及び

同３９－４のために避難を続ける同３９－２と同居するために平成２４年５月、ｂｍ市の勤務

先を退職してｅｑ市に転居し、同３９の世帯で借上げ住宅に入居し、同３９－１は、同年６

月、同市で就職しているから、前記の同年８月３１日までにｂｍ市に帰還することは困難であ

り、帰還準備に一定の期間を要したと考られ、その期間は遅くとも同年１２月３１日までとい

うのが相当である。

　　したがって、一審原告３９－２から同３９－４までについては、避難を開始した平成２３

年３月１５日から平成２４年１２月３１日までの避難生活について本件事故との相当因果関係

を認め、同３９－１については、平成２３年３月１５日から同月２６日までの避難生活及び平

成２４年５月から同年１２月３１日までの同３９－２から同３９－４までとの同居のための再

避難生活並びに両期間の間の二重生活について本件事故との相当因果関係を認めるのが相当で

ある。

　　（２）　一審原告３９－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年分交通費

２万１６００円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論

の全趣旨）。

　　なお、平成２３年分の移動費用については、下記イ（ア）で判断する。

　　（イ）　引越し費用

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年分引越し

費用１７万８５００円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める

（弁論の全趣旨）。

　　（ウ）　一時立入り・帰省費用
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　　一審原告１－１らは、同３９の世帯が平成２６年１２月２９日及び平成２７年１２月２９

日にｂｍ市に一時帰宅した際に要した費用を同３９－１の損害であると主張する。

　　しかし、前記のとおり、一審原告３９の世帯の本件事故との相当因果関係が認められる避

難生活は平成２４年１２月３１日までの部分に限られるから、上記の一時帰宅費用が損害とな

るとの主張は失当である。

　　（エ）　面会交通費

　　一審原告３９の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年分面会交通

費１０万８０００円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める

（弁論の全趣旨）。

　　（オ）　避難雑費

　　一審原告３９の世帯の請求に対し一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年分避難雑費

３２万円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣

旨）。

　　（カ）　自主避難等に係る損害

　　一審原告１－１らは、同３９の世帯の自主避難に伴う生活費の増加分や避難及び帰宅に要

した移動費用等３２万円が同３９－１の損害となると主張する。

　　しかし、これらの費用の支出を認めるに足りる証拠はないから、上記主張は採用できな

い。

　　（キ）　合計　６２万８１００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　平成２３年分

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分生活費

増加費用及び移動費用８８万円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害

と認める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　平成２４年分

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２４年分生活費

増加費用１５万円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁

論の全趣旨）。

　　（ウ）　合計　１０３万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した同３９－１の平成２

４年分の就労不能損害１６万３７８８円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有

する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　被ばく検査費用

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分検査費

用１万３９２０円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁

論の全趣旨）。

　　オ　ＡＤＲ弁護士費用

　　一審原告３９の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償したＡＤＲ弁護士費用６

万９４７５円（乙Ｃ３９の１・４）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の

全趣旨）。

　　カ　慰謝料

　　一審原告３９－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中並びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の混

乱期に自動車と飛行機でｅｑ市まで避難した状況、幼児、乳児である同３９－３及び同３９－
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４を伴っての避難であったこと、約１年２か月の間、同３９－２から同３９－４までと二重生

活となったこと、避難中の同３９－２から同３９－４までと同居するための再避難で勤めてい

た森林組合を辞めなければならなかったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、５０

万円と認めるのが相当である。

　　キ　合計　２４０万５２８３円

　　（３）　一審原告３９－２の損害

　　一審原告３９－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の混乱期に自動車と飛行機でｅｑ市まで避難し

た状況、幼児、乳児である同３９－３及び同３９－４を伴っての避難であったこと、約１年２

か月の間、同３９－１と二重生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、こ

れを１２０万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告３９－３の損害

　　一審原告３９－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車と飛行機でｅｑ市まで避難した状況、約１年２か月の

間、同３９－１と二重生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１

２０万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告３９－４の損害

　　一審原告３９－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、自動車と飛行機でｅｑ市まで避難した状況、約１年２か月の

間、同３９－１と二重生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１

２０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告３９－１について　８２万５２８３円

　　イ　一審原告３９－２について　１２万円

　　ウ　一審原告３９－３について　８８万円

　　エ　一審原告３９－４について　８８万円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告３９の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ３９の１・４・５）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告３９－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告３９－２に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（ウ）　一審原告３９－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告３９－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　１６８万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償

　　ＡＤＲにより、一審原告３９の世帯に対する和解金額が２３８万５２８３円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１３６万円を控除した１０２万５２８３円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　生活費増加費用及び移動費用、検査費用、避難費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費

用　１７４万１４９５円

　　（イ）　一審原告３９－１の就労不能損害　１６万３７８８円
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　　（ウ）　精神的損害　４８万円

　　（エ）　合計（和解金額）　２３８万５２８３円

　　（オ）　既払い金　１３６万円（一審原告３９－１及び同３９－２分各８万円、同３９－

３及び同３９－４分各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）１０２万５２８３円

　　ウ　合計　２７０万５２８３円

　　（３）　一審原告３９の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告３９－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　１０２万５２８３円

　　ＡＤＲで合意した和解金額２３８万５２８３円からの前記（２）イ（オ）の既払い金１３

６万円の控除は、まず同（ウ）の精神的損害４８万円から全額が、次いで同３９－１が負担し

た同３９の世帯共通の費用である同（ア）から８８万円分が順次控除されたものとみると、そ

の余の同（ア）の支払い額は８６万１４９５円となり、これと同３９－１に対する賠償である

ことが明らかな同（イ）の就労不能損害１６万３７８８円の合計１０２万５２８３円をＡＤＲ

による賠償による同３９－１に対する弁済として扱うこととする。

　　（ウ）　合計　１１４万５２８３円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３９－１に対する弁済の抗弁８２万５２８３円

は全部認められる。

　　イ　一審原告３９－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３９－２に

係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同３９－２に対する弁済

額を０円とする。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３９－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　ウ　一審原告３９－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３９－３に

係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同３９－３に対する弁済

額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３９－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　エ　一審原告３９－４に対する弁済額
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　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲで合意した和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告３９－４に

係る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同３９－４に対する弁済

額を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告３９－４に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告３９－１

　　ア　損害額　２４０万５２８３円

　　イ　弁済額　８２万５２８３円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１５８万円

　　エ　弁護士費用　１６万円

　　オ　認容額　１７４万円

　　（２）　一審原告３９－２

　　ア　損害額　１２０万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　１０８万円

　　エ　弁護士費用　１１万円

　　オ　認容額　１１９万円

　　（３）　一審原告３９－３

　　ア　損害額　１２０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４８万円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　５３万円

　　（４）　一審原告３９－４

　　ア　損害額　１２０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　４８万円

　　エ　弁護士費用　５万円

　　オ　認容額　５３万円

第３７　一審原告４０

　１　認定事実（甲Ｃ４０の１・２、一審原告４０本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告４０（本件事故当時５６歳）は、本件事故当時、ｂｍ市所在の自宅（福島第一原

発からの距離５２．９９ｋｍ（乙Ｃ４０の２））に夫（当時。以下、（１）から（３）までに

おいて同じ。）及び長男（本件事故当時２１歳）と共に居住していた。

　　一審原告４０は、もと韓国籍であり、同国ｈｇ市に住んでいたが、平成元年１月に夫と結

婚し、平成２年に長男を出産し、平成１７年８月に帰化し、本件事故当時まで、夫及び長男と

３人で、夫がローンで購入したｂｍ市の自宅に居住していた。なお、長男はダウン症による知
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的障害、難聴で身体障がい者２級の判定を受けている。

　　一審原告４０は、平成２２年６月頃から、上記長男が利用していた障がい者施設でパート

タイム職員として勤務していた。また、同４０は、自宅から徒歩１分のところにある畑を借り

て野菜を作り、近所の人に分けるなどしていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告４０は、本件事故後の平成２３年３月１４日又は同月１５日頃、韓国の親戚から

マスクをしているように言われて、放射線被ばくの危険性を認識するようになった。しかし、

夫とは避難について意見が合わなかったことから、夫を残し、長男を連れて避難することとし

た。同４０は、長男を連れて、同月１７日から同月２０日までは福島県ｂｎ市の知人宅に避難

し、同月２１日から同月２３日までは一度ｂｍ市の自宅に戻り、同月２４日から再び同市から

避難して、同月２６日まではｂｎ市のホテルに宿泊した。さらに、同４０は、長男とともに、

同月２６日、ｂｌ空港からｆｊ空港まで飛行機で行き、電車やバスを利用して岐阜県ｄｅ市の

知人宅に避難した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告４０は、長男とｄｅ市の知人宅に避難した後、平成２３年３月２９日、同市内の

借上げ住宅のアパートに入居した。長男は、同年５月、施設に入所した。

　　一審原告４０は、避難後なかなか就職先を見つけられなかったが、平成２５年９月、岐阜

県ｈｈ市の福祉作業所にパートタイムで就職した。しかし、平成２７年３月以後は、同４０は

パートタイム職員と無職を短期間で繰り返している。

　　一審原告４０は、避難後は、ｂｍ市の自宅でしていたような野菜作りができなくなった。

また、ｂｍ市に住んでいた時は、近所の人が同４０や長男に親切に話しかけたり惣菜を分けて

くれたりしていたが、避難先ではそのようなこともなくなった。

　　長男は、本件事故による避難前は、少し手話ができたが、避難先で通う施設の職員は手話

ができず、長男の相手をしていた父（同４０の夫）もいないため、長男はふさぎ込むことが多

くなった。

　　一審原告４０は、平成２７年５月、夫と離婚した。同４０は、平成２９年４月３日、家賃

の安いｄｅ市内の県営住宅に引っ越した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告４０の本件事故当時の住所地はｂｍ市で、同市は自主的避難等対象区域であり、

同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第５のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告４０は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｍ市に居住していたとこ

ろ、親戚からの話で放射線被ばくの可能性を認識し、障がいのある長男とともに避難すること

を決めたものであり、本件事故直後の混乱期であることを考えると、同４０が避難を行ったこ

とは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｍ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までには、避難先から同市に帰還することに支障はなくなってい

たというべきである。

　　したがって、一審原告４０について本件事故との相当因果関係が認められる避難生活は、

平成２３年３月１７日から同月２０日までのｂｎ市におけるもの及び同月２４日から同年１２

月３１日までの同市及びｄｅ市におけるものに限られるというのが相当である。

　　（２）　一審原告４０の損害

　　ア　避難費用
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　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同４０がｂｍ市からｄｅ市に避難する際に要した交通費が損害であ

りその額は３万９７９０円であると主張する。

　　一審原告４０が避難をした事実は認められ、同４０の請求に対して一審被告東京電力が既

に賠償した平成２３年分避難交通費３万１２００円（乙Ｃ４０の１・５）の限度ではその支出

額を認めることができるものの（弁論の全趣旨）、これを超える交通費の支出をしたことを示

す領収証等の証拠は提出されていない。

　　したがって、３万１２００円を本件事故と相当因果関係を有する交通費の損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同４０が避難の途中で要した宿泊費が損害でありその額は３万５８

００円であると主張する。

　　一審原告４０が避難のため宿泊した事実は認められ、同４０の請求に対して一審被告東京

電力が既に賠償した平成２３年分宿泊費及び宿泊謝礼計３万５０００円（乙Ｃ４０の１・５）

の限度ではその支出額を認めることができるものの（弁論の全趣旨）、これを超える支出をし

たことを示す領収証等の証拠は提出されていない。

　　したがって、３万５０００円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費等の損害と認め

る。

　　（ウ）　合計　６万６２００円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同４０は本件事故による避難により家財道具購入費１０万４３７３

円を支出し、これが損害となると主張する。この点、同４０の請求に対して一審被告東京電力

が既に平成２３年分の家財道具購入費３０万円を賠償した事実が認められるから（乙Ｃ４０の

１・５）、上記主張額の限度で、本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害を認

める（弁論の全趣旨）。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１－１らは、同４０が本件事故による避難により夫（当時）との二重生活を余儀

なくされ、水道光熱費が月額１万円増加し、平成２３年３月から平成２７年５月まで合計５０

万円増加し、これが損害であると主張する。

　　この点、前記認定のとおり避難により夫との二重生活となり、水道光熱費を含め生活費が

増加したものと認められ、また、証拠（乙Ｃ４０の１）によれば、一審被告東京電力は一審原

告４０に対し、ＡＤＲにおいて平成２３年３月から同年１２月までの二重生活に伴う生活費増

加分として２３万円を賠償したことが認められることも併せれば、生活費増加分の損害とし

て、上記主張の月額１万円の１０か月分（平成２３年３月から同年１２月まで）に相当する１

０万円の限度で、本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

　　（ウ）　食費

　　一審原告１－１らは、同４０が本件事故前には自ら野菜等を作ったり近所の人と食糧を

物々交換したりしていたが、避難したことにより平成２３年３月から平成２９年１２月まで月

額６５００円食費が増加した旨主張する。

　　食費の具体的な増加額についての立証はないが、一審原告４０がｂｍ市では野菜を作って

いたのに避難後はそれができなくなったことは前記認定のとおりであり、同４０の請求に対し

て一審被告東京電力が既に平成２３年分の自家消費野菜に係る生活費増加費用５万８５００円

を賠償していること（乙Ｃ４０の１・５）から、この額の限度で本件事故と相当因果関係を有

する食費増加の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　（エ）　家賃増加分
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　　一審原告４０の避難生活のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは平成２３年１

２月３１日までの部分であるが、同４０がその間に入居したのはｄｅ市の岐阜県の借上げ住宅

であり、その家賃及び共益費等は同県知事が負担していたと認められる（甲Ｃ４０の５）。

　　そうすると、一審原告４０が、本件事故との相当因果関係ある避難生活の期間中に家賃等

の負担をしたとは認められず、平成２４年１月以降に家賃を負担したとしても本件事故と相当

因果関係を有するものとはいえないから、同１－１らが主張する同４０の家賃増加分の損害は

認められない。

　　（オ）　その他（駐車場代金）

　　一審原告１－１らは、駐車場代金２５万９３８０円が同４０の損害であると主張するとこ

ろ、同４０は避難前には自動車を所有しておらず、避難後に自動車を所有する必要性が生じた

具体的な事情を認めるに足りないことから、駐車場代金を支出したとしても本件事故と相当因

果関係を有する損害になるとはいえない。

　　（カ）　その他（中古車購入代金）

　　一審原告１－１らは、同４０が中古車購入代金として２９万円を支出し、これも損害であ

ると主張するが、上記（オ）と同様、避難後に自動車を所有する必要性が生じた具体的な事情

を認めるに足りないから、中古車購入代金を支出したとしても本件事故と相当因果関係を有す

る損害になるとはいえない。

　　（キ）　合計　２６万２８７３円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告４０が本件事故前に月額約８万円の収入を得ていたことが認められ（甲Ｃ４０の

９）、本件事故による避難がなければ本件事故前と同程度の収入を得ることができたと推認す

ることができる。また、障がいのある長男とともに避難して直ちに新たな就職先を見つけるの

は困難であったといえるから、本件事故との相当因果関係ある平成２３年１２月３１日までの

避難生活中の就労不能を本件事故と相当因果関係がある損害ということができる。

　　したがって、７２万円（＝８万円／月×９か月（平成２３年４月から同年１２月まで））

を本件事故と相当因果関係を有する就労不能損害と認める。

　　エ　その他（ＡＤＲ弁護士費用）

　　一審原告１－１らは同４０の損害としてＡＤＲ弁護士費用７０万３４８１円を主張する。

　　しかし、一審原告４０の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した平成２３年分ＡＤ

Ｒ弁護士費用３万８２６５円（乙Ｃ４０の１・５）を超えて同４０がＡＤＲ弁護士費用を支出

したと認めるに足りる証拠はなく、この３万８２６５円の限度で本件事故と相当因果関係を有

するＡＤＲ弁護士費用の損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　オ　慰謝料

　　一審原告４０について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の精神

的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の混乱期にｂｎ市の知人宅、ホテル、ｄｅ市の知人

宅、借上げ住宅を飛行機や電車、バスで避難した状況、夫を残し障がいを持つ長男を連れての

避難及び避難生活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを６０万円と

認めるのが相当である。

　　カ　合計　１６８万７３３８円

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　一審原告４０について　１６３万８５８７円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告４０に対し、以下のとおりの賠償を行ったことが

認められる（乙Ｃ４０の１・５、弁論の全趣旨）。
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　　ア　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　１２３万３７６５円

　　ＡＤＲにより、一審原告４０に対する和解金額が１３１万３７６５円と合意され、そこか

らＡＤＲ以外による賠償額のうち８万円を控除した１２３万３７６５円が支払われた。

　　ウ　合計　１３５万３７６５円

　　（３）　一審原告４０に対する弁済額

　　上記（２）ウが一審原告４０に対する弁済額となり、一審被告東京電力の一審原告４０に

対する弁済の抗弁は一部認められる。

　４　認容額等

　　（１）　損害額　１６８万７３３８円

　　（２）　弁済額　１３５万３７６５円

　　（３）　弁済額控除後の損害額　３３万３５７３円

　　（４）　弁護士費用　４万円

　　（５）　認容額　３７万３５７３円

第３８　一審原告４１の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ４１の１、一審原告４１－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告４１－１（本件事故当時６２歳）及びその妻である同４１－２（本件事故当時５

９歳）は、本件事故当時、福島県ａｔ市所在の自宅（福島第一原発からの距離２０．９９ｋｍ

（乙Ｃ４１の２））に居住していた。

　　一審原告４１－１は、４０歳の頃、田舎でシンプルな自給自足の生活を営むため、ａｔ市

ｂｑ町に雑木林を含む１５００坪余りの土地を購入し、自らデザインの監修をした家を建て、

ｅｇ市内のマンションを処分して、平成５年に家族とともに移り住んだ。同４１－１は、移住

後、地下室、ベランダ、薪小屋等を設ける改装をし、庭木を配置し、畑を設け、薪ストーブや

自ら作った家具などを揃えるなど、多くの手間と時間をかけて家を作り上げた。

　　一審原告４１－１は、平成２２年１１月に仕事を退職した。

　　一審原告４１－２は地元の会社でパートタイム勤務をしており、６０歳まで働く予定だっ

た。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　平成２３年３月１２日の夕食後、避難指示の放送があり、防寒具を持って同日午後８時半

までに集会場に来るよう指示されたので、一審原告４１の世帯はその指示に従って集会所に行

き、そこからバスで３０ｋｍ先のｈｋ中学校に設けられた避難所に避難した。

　　一審原告４１の世帯は、東京に住む長男や親戚から避難するよう再三言われたこともあ

り、できるだけ遠いところへ避難しようと決めた。同４１の世帯は、平成２３年３月１３日

朝、避難所を出て、まず自動車を取りに自宅に戻り、長男の住む東京に向けて出発し、渋滞を

避けて裏道を行き、途中のコンビニエンスストアで地図を買うなどしながら移動し、まず長男

の住むアパートに２泊した。

　　一審原告４１の世帯は、同４１－２の実家がある岐阜県に行くことにし、平成２３年３月

１５日、東京から岐阜県に向かい、同４１－２の実家において、一部屋間借りして生活した。

その後、同県ｈｉ市の市営住宅に応募し、同月下旬に入居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告４１の世帯が入居したｈｉ市の市営住宅には風呂、洗濯機がなく、生活が不便で

あったので、平成２３年６月、県営住宅に引っ越した。この県営住宅では、同４０の世帯の自

動車が福島ナンバーであったせいか、自動車に関するトラブルが絶えなかった。
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　　一審原告４１－２は、度重なる生活環境の変化等から、平成２４年６月頃、心療内科で中

度のうつ病及び睡眠障害と診断され、平成２５年５月頃から、睡眠障害の他に三叉神経痛など

も併発して通院する必要が生じ、平成３０年１月にはＰＴＳＤと診断された。

　　一審原告４１の世帯は、岐阜県ｈｊ市に中古住宅を購入し、平成２６年１月から居住して

いる。

　　一審原告４１の世帯は、ａｔ市の自宅には思い入れがあって処分することができず、本件

事故時のままにしているが、ベランダは雪の重みで崩れかけ、布団や衣類はカビで使い物にな

らない状態で、バイクは運搬費用がかかるため持ち出すことができない。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告４１の世帯の本件事故当時の住所地はａｔ市で、同市のうちｂｑ町を含む地域は

旧緊急時避難準備区域であり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第２、３のと

おりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告４１の世帯は、本件事故当時、旧緊急時避難準備区域であるａｔ市に居住してい

たところ、本件事故直後に避難指示を受けてｈｋ中学校の避難所まで行き、東京にいた長男ら

から言われてさらに遠くに避難することにしたものであり、本件事故直後の混乱期であったこ

とを考えれば、同４１の世帯が避難所への避難の後、東京の長男宅、岐阜県の同４１－２の実

家、ｈｉ市の市営住宅、県営住宅へと避難したことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ａｔ市の状況は前記のとおりであり、緊急時避難準備区域の指定も平成２３年９月

３０日には解除されていることや、平成２４年における環境放射能の値を考えると、遅くとも

同年８月３１日までには同市に帰還することに支障がなかったというべきである。

　　一審原告１－１らは、同４１の世帯の自宅のあるａｔ市ｂｑ町は旧避難指示解除準備区域

に近接しているから、避難継続の合理性については同区域の住民と同程度の期間を認めるべき

と主張する。しかし、上記の各事情によれば、自宅が同町にあるからといって、平成２４年８

月３１日より後も帰還に支障があるような状況であったとはいえない。

　　したがって、一審原告４１の世帯の避難生活について本件事故と相当因果関係が認められ

るのは、平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告４１－１の損害

　　ア　財物損害以外の損害

　　（ア）　避難費用

　　〈１〉　交通費

　　一審原告４１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した１１万１０００円（乙Ｃ４

１の５）を本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　〈２〉　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同４１－１がｈｊ市への引越しを手伝ってくれた知人や親戚に対す

る謝礼として合計８０００円を支払ったとしてこれが損害であると主張する。

　　しかし、一審原告４１の世帯の本件事故との相当因果関係が認められる避難生活は平成２

４年８月３１日までの部分に限られるから、平成２６年１月のｈｊ市への引越しは本件事故に

よるものとはいえず、その謝礼が本件事故による損害であるとの主張は失当である。

　　〈３〉　引越し費用

　　一審原告１－１らは、同４１－１のｈｊ市への引越し費用１２万６０００円が損害である

と主張するが、上記〈２〉のとおり、この引越しは本件事故によるものとはいえず、主張は認

められない。

　　〈４〉　一時立入り・帰省費用
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　　ａ　平成２３年３月１１日から平成２４年８月３１日まで

　　一審原告１－１らは、同４１－１の一時立入り・帰省費用の１００万７５４０円が損害で

あると主張する。しかし、同４１－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した一時立

入り・帰省費用８９万３２４０円（乙Ｃ４１の５）の限度では本件事故と相当因果関係のある

損害の発生を認める余地があるが、これを超えて同４１－１が一時立入り・帰省費用を負担し

たとは認められない。

　　したがって、８９万３２４０円の限度で本件事故と相当因果関係を有する一時立入り・帰

省費用の損害と認める。

　　ｂ　平成２４年９月１日から平成２８年５月まで

　　一審原告４１の世帯の本件事故との相当因果関係が認められる避難生活は平成２４年８月

３１日までの部分に限られるから、同年９月１日以降の一時立入りに要した費用は、本件事故

と相当因果関係を有するものとはいえず、一審原告１－１らが主張する上記期間分の損害は認

められない。

　　ｃ　合計　８９万３２４０円

　　〈５〉　合計　１００万４２４０円

　　（イ）　生活費増加費用

　　〈１〉　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同４１－１がｈｊ市に転居した際の家財道具の購入費用６５万４６

３６円が損害であると主張するが、ｈｊ市への転居は本件事故と相当因果関係を有するもので

はないから、この主張は認められない。

　　〈２〉　光熱費

　　一審原告１－１らは、同４１の世帯が本件事故による避難をしたため、光熱費が避難前よ

りも３６万３１８７円増加し、これが同４１－１の損害であると主張する。

　　この点、避難によって、電気代については月額平均約２０００円、ガス代については月額

約６００円増加したことが認められる（甲Ｃ４１の１・５から９まで、一審原告４１－１本人

（原審）、弁論の全趣旨）。もっとも、一審原告４０の避難生活について本件事故との相当因

果関係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるから、本件事故と相当因

果関係を有する損害についても平成２３年３月から平成２４年８月までの増加分に限られると

いうべきである。また、上掲証拠によれば、水道代については、同月までに３万４０５８円を

要したことが認められる。

　　したがって、８万０８５８円（＝（電気代２０００円／月＋ガス代６００円／月）×１８

か月＋水道代３万４０５８円）を本件事故と相当因果関係を有する光熱費の損害と認める。

　　〈３〉　交通費

　　一審原告１－１らは、同４１－２が平成２５年に親戚の法要のために交通費を要したとし

て、同４１－１の損害として３万５９４０円を主張するが、同４１の世帯の避難生活について

本件事故との相当因果関係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られるか

ら、その後の上記交通費は本件事故と相当因果関係を有するものとはいえず、主張は認められ

ない。

　　〈４〉　食費

　　一審原告１－１らは、同４１の世帯が、避難後、店舗等で野菜を購入する必要が生じたこ

とにより食費が増加したとして４０万０５９３円の増加分を同４１－１の損害として主張す

る。

　　しかし、一審原告４１の世帯が自宅に畑を作っていた事実は前記のとおり認められるけれ

ども、避難による食費の増加について具体的に認めるに足りる証拠はなく、同４１の世帯の請

求に対し一審被告東京電力が既に平成２３年３月から平成２５年１１月分の食費増加費用２２
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万円を賠償したこと（乙４１の１・５）から、うち１２万円を本件事故と相当因果関係がある

避難期間中の食費増加額と認める（弁論の全趣旨）。

　　したがって、１２万円を本件事故と相当因果関係を有する食費の損害と認める。

　　〈５〉　合計２０万０８５８円

　　（ウ）　その他（住宅購入費用）

　　一審原告１－１らは、同４１－１が平成２５年にｈｊ市で中古住宅を購入した際の費用４

０万１０９１円が損害であると主張するが、ｈｊ市における住宅の購入は本件事故と相当因果

関係を有するとはいえないから、その購入費用の損害の主張は認められない。

　　（エ）　その他（車両買換え費用）

　　一審原告１－１らは、同４１の世帯がａｔ市から岐阜県へ荷物を移動させるために自動車

の買換えを余儀なくされたとして、買換え費用２９万円が同４１－１の損害であると主張す

る。

　　しかし、避難のために荷物を移動する必要があったとしても、そのために自動車を買い換

えなければならないとはいえず、自動車の買換え費用は本件事故と相当因果関係を有するもの

ではなく、上記主張は認められない。

　　（オ）　生命・身体的損害

　　一審原告１－１らは、同４１－１の生命・身体的損害の５万６４９０円が損害であると主

張する。しかし、同４１－１の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した生命・身体的損

害３９７８円（乙Ｃ４１の１・５）の限度では本件事故と相当因果関係のある損害の発生を認

める余地があるが、これを超えて同４１－１が医療費等の生命・身体的損害を負担したとは認

められない。

　　したがって、３９７８円の限度で本件事故と相当因果関係を有する生命・身体的損害と認

める。

　　（カ）　慰謝料

　　一審原告４１－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難指示を端緒に避難所へ避難したこと、さらに遠くに避難

するため本件事故直後の混乱期に東京の長男宅まで自動車で避難したこと、その後は、岐阜県

の同４１－２の実家、ｈｉ市の市営住宅、県営住宅を転々とする避難生活であったこと、間借

りや風呂なしなど不自由な生活があったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を１８０万円と認めるのが相当である。

　　（キ）　合計　３００万９０７６円

　　イ　財物損害

　　（ア）　家財道具

　　一審原告１－１らは、同４１－１が本件事故によりａｔ市の自宅の家財道具を処分せざる

を得なくなったとして、処分した家財道具の購入費用４２７万８１００円が損害であると主張

する。

　　しかし、一審原告４１の世帯の自宅は旧緊急時避難準備区域に所在し、一時的に自宅から

避難したとしても平成２４年８月３１日より後には帰還することができたのであるし、避難生

活中も一時帰宅して必要な家財道具を持ち出すことも不可能ではなかったというべきであるか

ら、本件事故により家財道具を処分せざるを得なくなったということはできず、上記主張は認

められない。

　　（イ）　不動産

　　一審原告１－１らは、本件事故によりａｔ市の自宅が使用できなくなったとして、上記自

宅の平成２３年１月時点の固定資産評価額である２９８万１２１８円が同４１－１の損害であ

ると主張する。
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　　しかし、上記自宅は旧緊急時避難準備区域に所在し、一時帰宅して自宅の管理を行うこと

も不可能ではなかったといえるから、本件事故により上記自宅の価値が全くなくなったとまで

はいえない。また、水が使えなくなっているとしても、その原因が本件地震によるものである

のか本件事故によるものであるのかは不明であり、本件事故により自宅が完全に使用不能に

なったということはできない。

　　一方で、ａｔ市における森林の除染の完了は遅ければ平成２７年７月末であり（前記第３

章、第２、３）、一審原告４１の自宅を取り囲む雑木林の除染には時間がかかったであろうこ

とを考慮すると、本件事故により、その固定資産評価額の約３分の１である１００万円相当の

価値下落があったと認めるのが相当である。

　　一審原告１－１らは、雑木林の除染がなされていない以上、同４１の世帯の自宅に生活拠

点としての価値はないから、１００万円以上の損害を認めるべき旨主張するが、同４１の世帯

の自宅の価値が全損した又は１００万円を超える価値の下落があったと認めるに足りる証拠が

見当たらず、上記主張は採用することができない。

　　したがって、１００万円を本件事故と相当因果関係を有する不動産の財物損害と認める。

　　（ウ）　その他（屋根修理代）

　　一審原告１－１らは、同４１－１がａｔ市の自宅の屋根の修理代として２万６２５０円の

支出を余儀なくされ、これが損害であると主張するが、屋根修理を要する状態になったとして

も、その原因が本件地震によるものであるのか本件事故によるものであるのかは不明であり、

上記修理代が本件事故と相当因果関係を有すると直ちに認めることはできない。

　　（エ）　合計　１００万円

　　ウ　合計　４００万９０７６円

　　（３）　一審原告４１－２の損害

　　一審原告４１－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難指示を端緒に避難所へ避難したこと、さらに遠くに避難

するため本件事故直後の混乱期に東京の長男宅まで自動車で避難したこと、その後は、岐阜県

の同４１－２の実家、ｈｉ市の市営住宅、県営住宅を転々とする避難生活であったこと、間借

りや風呂なしなど不自由な生活があったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これ

を１８０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告４１－１について　３６３万７３７５円

　　イ　一審原告４１－２について　３８１万０１１８円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告４１の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ４１の１・５から８まで）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告４１－１に対し　その他（財物損害以外）、一時立入り費用、精神的損

害（避難生活）、避難・帰宅費用、通院交通費等の生活費の増加分　３３０万５４８７円

　　（イ）　一審原告４１－２に対し　その他（財物損害以外）、一時立入り費用、就労不能

損害、生命・身体的損害、精神的損害（避難生活）、通院交通費等の生活費の増加分　３７８

万６９１８円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　３５万５０８８円

　　ＡＤＲにより、一審原告４１の世帯に対する和解金額が３５万５０８８円と合意され、同

額が支払われた。

　　（内訳）
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　　（ア）　一審原告４１－１の避難費用、生活費増加費用、ＡＤＲ弁護士費用　３３万１８

８８円

　　（イ）　一審原告４１－２の生命・身体的損害（通院慰謝料）　２万３２００円

　　（ウ）　合計（和解金額）　３５万５０８８円

　　（エ）　既払い金　０円

　　（オ）　合計（支払い額）　３５万５０８８円

　　ウ　合計　７４４万７４９３円

　　（内訳）

　　（ア）　財物損害以外の損害　７４４万７４９３円

　　（イ）　財物損害　０円

　　（３）　一審原告４１の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告４１－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　３３０万５４８７円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３３万１８８８円

　　ＡＤＲによる賠償額のうち、一審原告４１－１に対する賠償であることが明らかであるか

同４１の世帯のために同４１－１が支出したものと認められる前記（２）イ（ア）の３３万１

８８８円が同４１－１に対する弁済額と認められる。

　　（ウ）　合計　３６３万７３７５円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４１－１に対する弁済の抗弁は財物損害以外の

損害に対する弁済をいうものとして全部認められる。

　　イ　一審原告４１－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　３７８万６９１８円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　２万３２００円

　　ＡＤＲにおける賠償額のうち、一審原告４１－２に対する賠償であることが明らかな前記

（２）イ（イ）の２万３２００円が同４１－２に対する弁済額となる。

　　（ウ）　合計　３８１万０１１８円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４１－２に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告４１－１

　　ア　財物以外の損害

　　（ア）　損害額　３００万９０７６円

　　（イ）　弁済額　３６３万７３７５円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　０円

　　（エ）　認容額　０円

　　イ　財物損害

　　（ア）　損害額　１００万円

　　（イ）　弁済額　０円

　　（ウ）　弁済額控除後の損害額　１００万円

　　（エ）　弁護士費用　１０万円
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　　（オ）　認容額　１１０万円

　　ウ　合計

　　認容額　１１０万円

　　（２）　一審原告４１－２

　　ア　損害額　１８０万円

　　イ　弁済額　３８１万０１１８円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　０円

　　エ　認容額　０円

第３９　一審原告４２の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ４２の１の１・２、一審原告４２－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告４２－１（本件事故当時３３歳）、その長女である同４２－２（本件事故当時１

０歳）、長男である同４２－３（本件事故当時８歳）、二女である同４２－４（本件事故当時

６歳）は、本件事故当時、ｂｌ市内の自宅（福島第一原発からの距離６３．３９ｋｍ（乙Ｃ４

２の２））に居住していた。

　　本件事故当時、一審原告４２－１はｂｌ市内にある病院に看護師として勤務しており、同

４２－２は小学４年生、同４２－３は小学２年生、同４２－４は保育園の年長であった。同４

２－１は、同４２－２から同４２－４までの親権者であり、同４２－１の収入のみで家族４人

の生計を立てていた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告４２－１は、本件地震発生後の平成２３年３月１２日、夜勤の仕事に行くため

に、同４２－２から同４２－４までを託児所に預けた。同４２－１の両親は福島県ｂａ市ｃｄ

区に居住していたが、母が、同日、同４２－１の家に避難してきて、本件地震発生時に東京に

行っていた父も、同月１３日、同４２－１の家に避難してきた。同４２－１は、同月１４日、

テレビで福島第一原発が爆発する映像を見て、この爆発により放射性物質が広範囲に放出され

るとの報道を聞いて、放射線による被ばくを避けるため、ｂｌ市外へ避難することを決めた。

　　一審原告４２－１は、平成２３年３月１４日、自動車に同４２－２から同４２－４まで及

び両親を乗せ、ｈｌ市に避難し、同市内のホテルに２泊した。宿泊中に本件事故のニュースを

見るうち、同４２－１とその両親は福島県に帰ることはできないと考え、静岡県ｄｆ市に住ん

でいる同４２－１の弟の家近くに避難することにした。同４２の世帯及び同４２－１の両親

は、同月１６日、自動車でｈｌ市からｄｆ市へ向かい、同市内のホテルに４泊し、ホテルに宿

泊している間に同市役所に相談し、同月２０日、市営住宅に移った。同４２の世帯は家財道具

等を何も持たない状態で避難していたため、最低限の家財道具や子らの学用品を買い揃えた。

　　一審原告４２－１は、平成２３年３月２５日、仕事に復帰するため自動車でｂｌ市の自宅

に戻り、同４２－１の両親と同４２－２から同４２－４までがｄｆ市に残り、両親が同４２－

２から同４２－４までの面倒を見た。同４２－１は、毎月、１度は１週間近い連休を取るよう

にして、ｄｆ市に行っていたが、ｂｌ市とｄｆ市の二重生活に限界を感じるようになり、同年

１１月頃に同市内にマンションを借り、同年１２月に勤務先の病院を退職し、平成２４年１月

から同マンションで同４２－２から同４２－４までと一緒の生活を始めた。なお、同４２－１

の両親は、その頃、同市内の別の場所に転居した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告４２－１が平成２３年３月末に職場に復帰したところ、勤務先からは一時的とは

いえ避難したことを責められた。また、同４２－１がｄｆ市に行くため勤務先を退職した際、

奨学金の返済として１００万円の支払いを求められた。

　　一審原告４２－１は、ｄｆ市に引っ越した後しばらくは無収入で貯金を切り崩して生活し
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ていたが、平成２４年４月から同市内の病院で看護師として勤務するようになった。同病院で

は、同僚から言葉の違いを言われて、辛い思いをしたこともあった。

　　一審原告４２－２から同４２－４までは、特に問題なく学校に通った。

　　一審原告４２－１は、平成２９年５月、ｄｆ市内に自宅を購入し、同４２の世帯はそこに

転居した。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告４２の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告４２の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してい

たところ、福島第一原発が爆発するニュースを見るなどしたことから本件事故直後にｈｌ市

へ、さらにそこからｄｆ市へ避難したものであり、この避難は本件事故によるものと認められ

る。

　　他方、ｂｌ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子ども、幼

児がいる場合でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに

支障はなくなっていたというべきである。

　　したがって、子ども、幼児である一審原告４２－２から同４２－４までの避難生活につい

て本件事故との相当因果関係が認められるのは平成２４年８月３１日までの部分に限られると

いうのが相当である。

　　また、一審原告４２－１については、まず平成２３年３月１４日から同月２５日までのｈ

ｌ市及びｄｆ市における避難生活が本件事故との相当因果関係が認められる。また、平成２４

年１月のｄｆ市への転居は、上記のとおり本件事故と相当因果関係ある避難生活を同市で続け

ていた同４２－２から同４２－４までと同居するためであったから、これも本件事故による再

避難とみることができ、その後の避難生活は同年８月３１日までの限度で本件事故との相当因

果関係が認められ、平成２３年３月２５日から同年１２月頃までのｂｌ市とｄｆ市の二重生活

に要した費用等も相当な範囲で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当というべ

きである。

　　（２）　一審原告４２－１の損害

　　ア　避難費用

　　（ア）　交通費

　　一審原告１－１らは、同４２の世帯がｂｌ市からｈｌ市へ避難する際の交通費及びｈｌ市

からｄｆ市に避難する際の交通費として計３万８０００円を要したとして、これが同４２－１

の損害であると主張する。

　　一審原告４２－１が実際に上記金額を支出したことを示す証拠はないものの、同４２の世

帯がその主張のとおり自動車で移動した事実は前記のとおり認められ、この事実によれば、同

４２－１に少なくとも２万円の交通費が発生した事実を推認することができる。

　　したがって、２万円を本件事故と相当因果関係がある交通費の損害と認める。

　　（イ）　宿泊費・謝礼

　　一審原告１－１らは、同４２の世帯がｂｌ市からｈｌ市へ避難する際の宿泊費及びｈｌ市

からｄｆ市に避難する際の宿泊費として１０万８０００円を要し、これが同４２－１の損害と

なると主張する。

　　一審原告４２－１が実際に上記金額を支出したことを示す証拠はないものの、同４２の世
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帯がｈｌ市のホテルで２泊、ｄｆ市のホテルで４泊した事実は前記のとおり認められ、この事

実によれば、同４２－１に上記主張額を下らない宿泊費が発生した事実を推認することができ

る。

　　したがって、１０万８０００円を本件事故と相当因果関係を有する宿泊費の損害と認め

る。

　　（ウ）　引越し費用

　　一審原告４２－１が引越し費用として１５万７９５０円を要した事実が認められ（甲Ｃ４

２の４）、この１５万７９５０円を本件事故と相当因果関係を有する引越し費用の損害と認め

る。

　　（エ）　敷金・礼金

　　一審原告１－１らは、同４２－１が避難先であるｄｆ市の市営住宅の賃貸借契約締結に際

して一時金等として１９万８０００円を要し、これが損害となると主張するが、同市営住宅の

賃貸借契約書（甲Ｃ４２の５）では一時金等の負担者は静岡県知事となっており、同４２－１

がこれを負担したとは認めるに足りず、上記主張は認められない。

　　（オ）　一時立入り・帰省費用

　　一審原告１－１らは、同４２－１が平成２３年３月２５日にｄｆ市からｂｌ市内の自宅に

自動車で戻った際の費用として２万２０００円を要したとして、これが損害であると主張す

る。

　　一審原告４２－１が実際に上記金額を支出したと認めるに足りる証拠はないが、同４２－

１が上記のとおり移動した事実は前記のとおり認められ、この事実によれば少なくとも１万円

の費用を要した事実を推認することができる。

　　したがって、１万円を本件事故と相当因果関係を有する帰宅費用の損害と認める。

　　（カ）　面会交通費

　　一審原告４２－１が本件事故と相当因果関係がある二重生活期間中である平成２３年４月

から同年１２月までの間、月１回、ｂｌ市とｄｆ市を往復していた事実は前記のとおり認めら

れ、月１回は相当な範囲の面会交通であるといえ、前記（オ）のとおりｂｌ市、ｄｆ市間の移

動に要する費用は少なくとも１万円と推認できる。

　　したがって、１８万円（＝１万円×２（往復）×９回（平成２３年４月から同年１２月ま

で））を本件事故と相当因果関係を有する面会交通費の損害と認める。

　　（キ）　合計　４７万５９５０円

　　イ　生活費増加費用

　　（ア）　家財道具購入費

　　一審原告１－１らは、同４２－１が家財道具購入費として５４万４３７６円を要し、これ

が損害となると主張する。

　　一審原告１－１らは、同４２－１が家財道具を購入したことを示す領収証等の証拠を一切

提出しないが、同４２－１が家財道具を持ち出さないままｈｌ市を経てｄｆ市に避難し、同市

において最低限の家財道具や子らの学用品を買い揃えたこと、同４２の世帯は大人１名と子ど

も３名の家族であることの各事実は前記のとおり認められ、この事実によれば、生活のための

家財道具及び子らの学用品の購入費用として少なくとも１０万円を要した事実を推認すること

ができる。

　　したがって、１０万円の限度で本件事故と相当因果関係を有する家財道具購入費の損害と

認める。

　　（イ）　光熱費

　　一審原告１－１らは、二重生活により水道光熱費が増加し同４２－１が１３万５０００円

の損害を被ったと主張するが、実際に水道光熱費が増加したことについて具体的な立証がな
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く、上記主張は認められない。

　　（ウ）　交通費

　　一審原告１－１らは、同４２－１が越境通学をしていた子らの送迎に要した交通費として

７万５６００円を要し、これが損害であると主張する。

　　しかし、そのような交通費が発生したとしても、それは本件事故による避難のために発生

した費用ではなく、一審原告４２－１が子らを越境通学させたことにより発生した費用であ

り、本件事故と相当因果関係を有するものとはいえないから、上記主張は認められない。

　　（エ）　通信費

　　一審原告１－１らは、二重生活により同４２－１の通信費が増加したとして９万円の損害

を主張するが、実際に通信費が増加したことについて具体的な立証がなく、上記主張は認めら

れない。

　　（オ）　被服費

　　一審原告１－１らは、同４２の世帯の避難後１年程度は同４２－１が避難先で同４２－２

から同４２－４までの被服を買い足さなければならなかったとして、被服費５万４０００円の

損害を主張する。

　　しかし、一審原告４２－１は月に１回はｂｌ市からｄｆ市に行っていたのであるから、そ

の際に同４２－２から同４２－４までの服を自宅から持っていくことも可能であり、被服を買

い足す必要があったとしても、それが本件事故による避難のためであるとは直ちには認められ

ない。

　　（カ）　食費

　　一審原告１－１らは、本件事故による避難前は同４２－１が実家から野菜や米などをも

らっていたがそれができなくなったことや同４２－１が二重生活となったことから食費が増加

し同４２－１が１３５万円の損害を被ったと主張するが、実際に食費が増加したことについて

具体的な立証がなく、上記主張は認められない。

　　（キ）　教育費

　　一審原告１－１らは、本件事故により避難したため同４２－１が同４２－２から同４２－

４までの教材等を新たに買い揃える必要性が生じ、同４２－１に１３万２０００円の損害を

被ったと主張するが、前記（ア）で認めた避難直後の学用品の購入以外に、同４２－１が実際

に上記の支出をしたと認めるに足りる証拠はなく、上記主張は認められない。

　　（ク）　合計　１０万円

　　ウ　就労不能損害

　　一審原告４２の世帯の請求に対して一審被告東京電力が既に賠償した一審原告４２－１の

平成２４年１月から同年３月までの就労不能損害１２０万７４３９円（乙Ｃ４２の１・４）を

本件事故と相当因果関係を有する損害と認める（弁論の全趣旨）。

　　エ　被ばく検査費用

　　一審原告１－１らは、同４２－１が平成２４年から平成２９年まで、同４２－２から同４

２－４までに甲状腺検査を受けさせた際の交通費として２６４６円を支出し、これが同４２－

１の損害となると主張する。

　　この点、証拠（甲Ｃ４２の１の２）によれば、一審原告４２－１は、同４２－２から同４

２－４までに被ばく検査を受検させるために自動車でｈｍ大学附属病院に３回赴いたことが認

められ、その際、１ｋｍあたり１５円で片道２９．４ｋｍとして１５円×２（往復）×２９．

４ｋｍ×３回＝２６４６円の交通費を要したことが認められる。

　　そして、一審原告４２－１が、一般的に放射線の影響を受けやすいとされる子ども、幼児

である同４２－２から同４２－４までが、ｂｌ市から避難する前に被ばくし、その影響が出現

することを懸念し、後日、相当な範囲で甲状腺検査を受検させることは社会通念上相当な行動
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といえ、そのための交通費は本件事故と相当因果関係を有するものといえる。

　　したがって、２６４６円を本件事故と相当因果関係ある被ばく検査費用の損害と認める。

　　オ　慰謝料

　　一審原告４２－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難（再避難を含

む。）及び避難生活中並びに二重生活中の精神的苦痛に対する慰謝料額は、本件事故直後の混

乱期に自動車でまずｈｌ市へ、次いでｄｆ市に向かい、ホテル住まいの後、市営住宅に入居し

た避難の状況、子ども、幼児である同４２－２から同４２－４までを伴っての避難であったこ

と、看護師の仕事に復帰するため同４２－２から同４２－４までを両親に委ねてｂｌ市の自宅

に帰らなければならなかったこと、その後、月に１度ｄｆ市に通う二重生活の期間が続いたこ

と、同４２－２から同４２－４までと同居するため仕事を辞めなければならなかったこと、新

旧の勤務先でそれぞれ辛い思いをしたことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを

８０万円と認めるのが相当である。

　　カ　合計　２５８万６０３５円

　　（３）　一審原告４２－２の損害

　　一審原告４２－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｈｌ市を経てｄｆ市まで自動車で移動し、ホテル住まいの

後、市営住宅に入居した避難の状況、母である同４２－１と二重生活の期間が続いたことその

他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（４）　一審原告４２－３の損害

　　一審原告４２－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｈｌ市を経てｄｆ市まで自動車で移動し、ホテル住まいの

後、市営住宅に入居した避難の状況、母である同４２－１と二重生活の期間が続いたことその

他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　　（５）　一審原告４２－４の損害

　　一審原告４２－４について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、ｈｌ市を経てｄｆ市まで自動車で移動し、ホテル住まいの

後、市営住宅に入居した避難の状況、母である同４２－１と二重生活の期間が続いたことその

他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを１００万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告４２－１について　２０２万３７６２円

　　イ　一審原告４２－２について　１４７万６６６７円

　　ウ　一審原告４２－３について　１４７万６６６７円

　　エ　一審原告４２－４について　１４７万６６６６円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告４２の世帯に対し、以下のとおりの賠償を行った

ことが認められる（乙Ｃ４２の１・４）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告４２－１に対し　自主避難等に係る損害　６４万円

　　（イ）　一審原告４２－２に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（ウ）　一審原告４２－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　一審原告４２－４に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（オ）　合計　２８０万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　３６５万３７６２円
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　　ＡＤＲにより、一審原告４２の世帯に対する和解金額が６０５万３７６２円と合意され、

そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち２４０万円を控除した３６５万３７６２円が支払われ

た。

　　（内訳）

　　（ア）　生活費増加費用、移動費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　４０４万６３２３円

　　（イ）　就労不能損害　１２０万７４３９円

　　（ウ）　精神的損害　８０万円

　　（エ）　合計（和解金額）　６０５万３７６２円

　　（オ）　既払い金　２４０万円（一審原告４２－１から同４２－４まで分各６０万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　３６５万３７６２円

　　ウ　合計　６４５万３７６２円

　　（３）　一審原告４２の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告４２－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　６４万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　３６５万３７６２円

　　ＡＤＲにおける和解金額からの既払い金２４０万円の控除は、まず前記（２）イ（ウ）の

精神的損害８０万円から全額が控除され、次いで一審原告４２－１が支出した同４２の世帯共

通の費用である同（ア）から１６０万円が控除されたものとみて、その余の同（ア）の２４４

万６３２３円と同４２－１に対する賠償であることが明らかな同（イ）の１２０万７４３９円

の合計額である３６５万３７６２円をＡＤＲによる賠償のうち同４２－１に対する弁済額とす

る。

　　（ウ）　合計　４２９万３７６２円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４２－１に対する弁済の抗弁２０２万３７６２

円は全部認められる。

　　イ　一審原告４２－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告４２－２に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同４２－２に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４２－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告４２－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告４２－３に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同４２－３に対する弁済額
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を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４２－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　エ　一審原告４２－４に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告４２－４に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同４２－４に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４２－４に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告４２－１

　　ア　損害額　２５８万６０３５円

　　イ　弁済額　２０２万３７６２円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　５６万２２７３円

　　エ　弁護士費用　６万円

　　オ　認容額　６２万２２７３円

　　（２）　一審原告４２－２

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（３）　一審原告４２－３

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

　　（４）　一審原告４２－４

　　ア　損害額　１００万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　２８万円

　　エ　弁護士費用　３万円

　　オ　認容額　３１万円

第４０　一審原告４３の世帯

　１　認定事実（甲Ｃ４３の１、一審原告４３－１本人（原審）のほか後掲のもの）

　　（１）　本件事故前の状況等

　　一審原告４３－１（本件事故当時３４歳）、その長女である同４３－２（本件事故当時８
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歳）、その長男である同４３－３（本件事故当時５歳）、同４３－１の夫（同４３－２及び同

４３－３の父。本件事故当時３７歳）は、本件事故当時、ｂｌ市所在の社宅（福島第一原発か

らの距離５０．４５ｋｍ（乙４３の１））に居住していた。

　　一審原告４３－１は、夫と平成１３年に結婚し、本件事故当時は主婦であった。夫はｂｌ

市内の地方銀行に勤務していた。

　　（２）　避難開始の経緯等

　　一審原告４３－１は、平成２３年３月１２日、ｃｑ市の実家にいる母や妹から、同市に避

難したらどうかと誘われた。同月１３日、福島県ｂｋ郡ｂｉ町に住んでいた同４３－１の夫の

父が同４３の世帯のｂｌ市の社宅に避難してきた。同４３－１は、同月１５日頃、夫と相談

し、放射能の影響を考慮して、夫以外でｃｑ市へ避難することを決めた。同４３の世帯及び夫

の父は、同月１６日、タクシーでｆｌ駅に行き、同駅から新幹線で東京を経由してｃｑ市に向

かい、同日夜、同４３－１の実家に到着した。

　　（３）　避難後の状況等

　　一審原告４３の世帯は、避難当初は同４３－１の実家で生活していたが、その後実家の近

くに転居した。同４３－１は主婦として、同４３－２及び同４３－３の世話をしながら生活し

ている。

　　一審原告４３－２及び同４３－３は、平成２３年５月からｃｑ市内の小学校に転入した。

　　一審原告４３の世帯が本件事故当時居住していた社宅はなくなっており、同４３－１の夫

は、現在は、勤務先の福島県内の支店の近くにある別の社宅に居住し、月に２回程度、ｃｑ市

との間を往復している。

　　（４）　本件事故時住所地の状況等

　　一審原告４３の世帯の本件事故当時の住所地はｂｌ市で、同市は自主的避難等対象区域で

あり、同市における環境放射能等の状況は前記第３章、第１、１のとおりである。

　２　損害

　　（１）　避難のうち本件事故と相当因果関係が認められる部分

　　一審原告４３の世帯は、本件事故当時、自主的避難等対象区域であるｂｌ市に居住してい

たところ、同４３－１は、本件事故直後、ｃｑ市に住む母や妹から避難の誘いがあったり、夫

の父がｂｉ町からｂｌ市に避難してきたりという切迫した状況で、放射線の子らへの影響を心

配してｃｑ市への避難を決めたもので、本件事故直後で情報が十分でなかったことを考える

と、同４３の世帯が避難を行ったことは本件事故によるものと認められる。

　　他方、ｂｌ市の環境放射能の状況等は前記認定のとおりであり、平成２３年から平成２４

年にかけても環境放射能の値は低下しており、本件事故直後の混乱期は別として、通常、遅く

とも平成２３年１２月３１日までに、一般的に放射能の影響を受けやすいとされる子ども、幼

児がいる場合でも遅くとも平成２４年８月３１日までには、避難先から同市に帰還することに

支障はなくなっていたというべきであり、このことは一審原告４３－１の夫が避難せずにｂｌ

市に残っていたことを考慮しても明らかである。

　　したがって、一審原告４３－２及び同４３－３が本件事故当時、子ども、幼児であったこ

とを考慮すれば、同４３の世帯の避難生活のうち本件事故との相当因果関係が認められるのは

平成２４年８月３１日までの部分に限られるとするのが相当である。

　　（２）　一審原告４３－１の損害

　　一審原告４３－１について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、同４３－２及び同４３－３を伴っての避難及び避難生活で

あったこと、夫と離れての避難生活となったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、

これを８０万円と認めるのが相当である。

　　（３）　一審原告４３－２の損害
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　　一審原告４３－２について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、避難先の小学校への転入となったこと、父と離れての避難生

活であったことその他前記認定の一切の事情を考慮すれば、これを８０万円と認めるのが相当

である。

　　（４）　一審原告４３－３の損害

　　一審原告４３－３について本件事故との相当因果関係が認められる避難及び避難生活中の

精神的苦痛に対する慰謝料額は、父と離れての避難生活であったことその他前記認定の一切の

事情を考慮すれば、これを８０万円と認めるのが相当である。

　３　弁済の抗弁

　　（１）　一審被告東京電力の弁済の抗弁の主張額

　　ア　一審原告４３－１について　１２万円

　　イ　一審原告４３－２について　１４５万８０００円

　　ウ　一審原告４３－３について　１４５万８０００円

　　（２）　一審被告東京電力による賠償

　　一審被告東京電力は、これまで一審原告４３の世帯及び同４３－１の夫に対し、以下のと

おりの賠償を行ったことが認められる（乙Ｃ４３の３、乙Ｃ５０の１から１４まで）。

　　ア　ＡＤＲ以外による賠償

　　（ア）　一審原告４３－１に対し　自主避難等に係る損害　１２万円

　　（イ）　一審原告４３－２に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（ウ）　一審原告４３－３に対し　自主避難等に係る損害　７２万円

　　（エ）　合計　１５６万円

　　イ　ＡＤＲによる賠償　６０５万１７９８円

　　ＡＤＲにより、一審原告４３の世帯及び同４３－１の夫に対する和解金額が７４１万１７

９８円と合意され、そこからＡＤＲ以外による賠償額のうち１３６万円を控除した６０５万１

７９８円が支払われた。

　　（内訳）

　　（ア）　避難費用、生活費増加費用、避難雑費、ＡＤＲ弁護士費用　６８９万１７９８円

　　（イ）　一審原告４３－１の夫の追加的費用等　４万円

　　（ウ）　精神的損害　４８万円

　　（エ）　合計（和解金額）　７４１万１７９８円

　　（オ）　既払い金　１３６万円（一審原告４３－１分８万円、同４３－２及び同４３－３

分各６０万円、同４３－１の夫分８万円）

　　（カ）　合計（支払い額）　６０５万１７９８円

　　ウ　合計　７６１万１７９８円

　　（３）　一審原告４３の世帯に対する各弁済額

　　ア　一審原告４３－１に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　１２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額からの既払い金１３６万円の控除は、まず前記（２）イ（ウ）の

精神的損害４８万円から全額が、次いで一審原告４３－１の夫が支出した同４３の世帯及び同

４３－１の夫共通の費用である同（ア）から８８万円が順次控除されたとみると、ＡＤＲによ

る賠償のうち同（ア）の控除後の残額の部分は同４３－１の夫に対する弁済とみるべきであ
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り、同（ウ）の精神的損害の同４３－１に係る部分は既払い金により控除済みであり、ＡＤＲ

による賠償による同４３－１に対する弁済額は０円となる。

　　（ウ）　合計　１２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４３－１に対する弁済の抗弁は全部認められ

る。

　　イ　一審原告４３－２に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告４３－２に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同４３－２に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４３－２に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　　ウ　一審原告４３－３に対する弁済額

　　（ア）　ＡＤＲ以外による賠償　７２万円

　　ＡＤＲ以外による賠償については、個々の一審原告に対する弁済として扱うのが相当であ

る。

　　（イ）　ＡＤＲによる賠償　０円

　　ＡＤＲにおける和解金額のうち前記（２）イ（ウ）の精神的損害の一審原告４３－３に係

る部分は既払い金により控除済みとみて、ＡＤＲによる賠償による同４３－３に対する弁済額

を０円とする。

　　（ウ）　合計　７２万円

　　したがって、一審被告東京電力の一審原告４３－３に対する弁済の抗弁は一部認められ

る。

　４　認容額等

　　（１）　一審原告４３－１

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　１２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　６８万円

　　エ　弁護士費用　７万円

　　オ　認容額　７５万円

　　（２）　一審原告４３－２

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８万円

　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　９万円

　　（３）　一審原告４３－３

　　ア　損害額　８０万円

　　イ　弁済額　７２万円

　　ウ　弁済額控除後の損害額　８万円
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　　エ　弁護士費用　１万円

　　オ　認容額　９万円

第６部　結論

第１章　一審原告らの請求に対する判断

第１　以上によれば、一審原告らの一審被告国に対する請求はいずれも理由がないからこれら

を棄却すべきである。

第２　また、一審原告らの一審被告東京電力に対する請求については、一審原告１７－１のも

のは理由があるからこれを認容し、本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に「（２）」、

「（３）」又は「（４）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らのも

のはそれぞれの一審原告に対応する同「認容額（控訴審）」欄記載の金員及びこれに対する平

成２３年３月１１日から支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払

いを求める限度でいずれも理由があるからこれらを認容し、その余はいずれも理由がないから

これらを棄却し、同「区分」欄に「（５）」又は「（６）」と記載する同「控訴人番号」欄記

載の控訴人番号の一審原告らのものはいずれも理由がないからこれらを棄却すべきである。

第２章　結語

　　よって、原判決中、上記第１章、第２の判断に反する部分は相当でなく、その余の部分は

相当であるから、原判決主文第１項及び第２項中、本判決別紙６「一覧表」の「区分」欄に

「（２）」、「（３）」、「（４）」又は「（５）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控

訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する各請求に係る部分を上記第１章、第２の判

断に従って変更し、一審原告らの一審被告国に対する各控訴はいずれも理由がないからこれら

を棄却し、同別紙の「区分」欄に「（３）」、「（５）」又は「（６）」と記載する同「控訴

人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告らの一審被告東京電力に対する各控訴及び同「区分」

欄に「（２）」又は「（４）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原告ら

の一審被告東京電力に対するその余の各控訴をいずれも棄却し、一審被告東京電力の同「区

分」欄に「（１）」又は「（２）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴人番号の一審原

告らに対する各控訴及び同「区分」欄に「（３）」と記載する同「控訴人番号」欄記載の控訴

人番号の一審原告らに対するその余の各控訴をいずれも棄却し、原判決中、当審における訴訟

承継により更正を要する部分を本判決別紙７「更正目録」記載のとおり更正することとして、

主文のとおり判決する。

民事第１部

　（裁判長裁判官　松村徹　裁判官　入江克明　裁判官　本松智）

（別紙１）　一審原告基本目録（省略）

（別紙２）　一審原告追加目録（省略）

（別紙３）一審原告代理人目録

一審原告１－１ら訴訟代理人弁護士

澤健二

一審原告１－１ら（同２１－３を除く。）訴訟代理人弁護士

上松健太郎　青葉憲一　阿讃坊明孝　安藤達也　伊神喜弘　井口英雄　石堂功卓

稲熊公孝　井野昭　井上洋一　岩月浩二　上田敏喜　宇佐美芳樹　大見宏

小野万里子　加塚裕師　萱垣建　北村栄　桐井弘司　木村良夫　木本寛

小島智史　小島寛司　小林大悟　近藤聡　佐藤典子　佐藤三智　柴田将人

清水誠治　菅生剛弘　玉田斎　樽井直樹　塚本康統　敦賀昭代　寺本ますみ

土井洋佑　樋田安央　土面尋志　中根志保　中村貴之　夏目久樹　平井宏和

深見早惠　福谷朋子　藤田哲　舟橋民江　裵明玉　星野真二　細井土夫　堀龍之
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牧亮治　馬路充江　増田乾太郎　松澤良人　村瀬俊高　森弘典　山本晋也

渡邉一平　齋藤尚　伊東正裕　田嶌久資　財前かのこ　長谷川希　安藤友人

安藤博　稲川博一　今尾大祐　飯田洋　臼井俊治　神谷慎一　木田まり子

栗山知　小林明人　髙井克介　田島朋美　綴喜秀光　幅隆彦　林真由美　尾藤望

平井治彦　御子柴慎　見田村勇磨　山田秀樹　平田伸男

一審原告１－１ら（同１８－１、同２１－３、同２９、同３０－１を除く。）訴訟代理人、同

１８－１、同２９、同３０－１訴訟復代理人弁護士

井上卓也　生田晃生　内田元喜　不破佳介　山本妙

一審原告７－１ら訴訟代理人弁護士

宮田陸奥男　田巻紘子　岡村晴美　中谷雄二　伊藤勤也　川口創　濵嶌将周

大坂恭子　仲松大樹

一審原告７－１ら訴訟復代理人弁護士

郭勇祐　進藤一樹　砂原薫　南雲芳夫

（別紙４）一審被告目録

控訴人・被控訴人（原審被告）

東京都（以下略）

東京電力ホールディングス株式会社

同代表者代表執行役

Ｅ

同訴訟代理人弁護士

南敏文　岡内真哉　棚村友博　田汲幸弘　朝田規与至　田中秀幸　中川明子

古川和典　長木裕史　奥原靖裕　永岡秀一　青木翔太郎　川島郁　小林優嗣

壺阪明宏　長井沙希　河西薫子　塚本弥石　石神脩平　岩倉正和　戸田暁

江口雄一郎　鈴木弘記　田中一哉　川口大喜　津田宙樹

同訴訟復代理人弁護士

中嶋乃扶子

被控訴人（原審被告）

東京都（以下略）

国

同代表者法務大臣

Ｆ

同訴訟代理人弁護士

秋保賢一

同指定代理人（省略）

（別紙５）　元原審原告目録（省略）

（別紙６）

（別紙７）

（別紙８）
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